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39 条 地震による損傷の防止 

番号 表題 内容 

39-1 重大事故等対処設備の設備分類 

申請対象重大事故等対処設備の耐震設計上の設備分類を示す。 

重大事故等対処設備については，39 条第 1 項にて設備分類および施設区分毎

に耐震要求が規定されている。 

39-2 設計用地震力 

重大事故等対処施設の耐震設計に適用する設計用地震力（静的地震力，動的地

震力）を施設の種別（建物・構築物，機器・配管系，土木構造物）および施設区

分毎に示す。 

39-3 

重大事故等対処施設の基本構造等に基

づく既往の耐震評価手法の適用性と評

価方針について 

重大事故等対処施設の機種区分，型式，設置場所，設置方式及び設計基準対象

施設との基本構造の差異を示し，実績のある設計基準対象施設に適用する従前

の評価方針・手法が準用可能であるかを確認している。 

39-4 
重大事故等対処施設の耐震設計におけ

る重大事故と地震の組合せについて 

重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故等時に作用する荷重と地震力

の組合せおよび許容応力状態について，検討手順および検討結果を示す。 

添付資料－１ 重大事故等対処施設の網羅的な整理について  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-1 重大事故等対処設備の設備分類 

 

 

 

 

 

 



 

39-1-1 

 

 

重大事故等対処設備の設備分類 

設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

1.原子炉本体    
・原子炉圧力容器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 
・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

2.核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
・使用済燃料プール 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・使用済燃料貯蔵プール監
視カメラ（使用済燃料貯
蔵プール監視カメラ用
空冷装置を含む） 

 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 

 

・使用済燃料貯蔵プール水
位・温度（ＳＡ） 

 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 

 

・使用済燃料貯蔵プール水
位・温度（ＳＡ広域） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・可搬型代替注水ポンプ
（A-1級） 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・可搬型代替注水ポンプ
（A-2級） 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 

 

・ホース・接続口［流路］ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・可搬型スプレイヘッダ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・燃料プール代替注水系配
管・弁［流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・常設スプレイヘッダ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・燃料プール冷却浄化系ポ
ンプ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・燃料プール冷却浄化系 
熱交換器 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・燃料プール冷却浄化系 
配管・弁［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓ，Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・燃料プール冷却浄化系 
スキマサージタンク［流
路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 

 
 
 
 

・燃料プール冷却浄化系 
ディフューザ［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・ホース［流路］ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

39-1-2 

 

 

設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

3.原子炉冷却系統施設    
・高圧代替注水系ポンプ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
 

 
 

・高圧代替注水系（蒸気系）
配管・弁［流路］ 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・主蒸気系配管・弁［流路］ 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・原子炉隔離時冷却系（蒸
気系）配管・弁［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・高圧代替注水系（注水系）
配管・弁［流路］ 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・復水補給水系配管・弁［流
路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・高圧炉心注水系配管・弁
［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 
 
 

・残留熱除去系配管・弁（7
号炉のみ）［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・給水系配管・弁・スパー
ジャ［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・原子炉隔離時冷却系ポン
プ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・原子炉隔離時冷却系（注
水系）配管・弁・ストレ
ーナ［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・高圧炉心注水系ポンプ 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・高圧炉心注水系配管・弁・
ストレーナ・スパージャ
［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓ，Ｂクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 

 

・復水補給水系配管［流路］ 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・逃がし安全弁［操作対象
弁］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・逃がし弁機能用アキュム
レータ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 
 
 

・自動減圧機能用アキュム
レータ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・主蒸気系配管・クエンチ
ャ［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓ，Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・高圧炉心注水系注入隔離
弁 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・復水移送ポンプ 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 

 
 
 
 

・残留熱除去系配管・弁・
スパージャ［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・残留熱除去系ポンプ 
  

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・残留熱除去系配管・弁・
ストレーナ・スパージャ
［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・残留熱除去系熱交換器 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・残留熱除去系熱交換器
［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・熱交換器ユニット 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・代替原子炉補機冷却海水
ストレーナ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・原子炉補機冷却系配管・
弁・サージタンク［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・原子炉補機冷却水ポンプ 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・原子炉補機冷却海水ポン
プ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・原子炉補機冷却水系熱交
換器 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 



 

39-1-4 

 

 

設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・原子炉補機冷却系配管・
弁・海水ストレーナ［流
路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 
 
 
 
 

・原子炉補機冷却系サージ
タンク［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・サプレッション・チェン
バ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故緩和設備 

 
 
 

・主排気筒（内筒）［流路］ 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・ホイールローダ 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・大容量送水車（熱交換器
ユニット用） 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・大容量送水車（海水取水
用） 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

4.計測制御系統施設    
・ATWS緩和設備 
（代替制御棒挿入機能） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備  

・制御棒 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 
 
 

・制御棒駆動機構 
 （水圧駆動） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・制御棒駆動系水圧制御 
 ユニット 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 

 

・制御棒駆動系配管 
 ［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・ATWS緩和設備 
（代替冷却材再循環ポ
ンプ・トリップ機能） 
 

重大事故等対処施設 
 
 
 

・常設耐震重要重大事故防止設備  

・ほう酸水注入系ポンプ 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・ほう酸水注入系貯蔵タン
ク 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・ほう酸水注入系配管・弁 
［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・高圧炉心注水系配管・弁・
スパージャ［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・代替自動減圧ロジック 
（代替自動減圧機能） 
 

重大事故等対処施設 
 

・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・自動減圧系の起動阻止ス
イッチ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 



 

39-1-5 

 

 

設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・高圧窒素ガスボンベ 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備  

・高圧窒素ガス供給系 
 配管・弁［流路］ 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓ，Ｃクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 
 
 
 

・自動減圧機能用アキュム
レータ［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 
 
 

 

・逃がし弁機能用アキュム
レータ［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・原子炉建屋水素濃度 
 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備  

・静的触媒式水素再結合器  
動作監視装置 
 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備  
 
 

・起動領域モニタ 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・平均出力領域モニタ  
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 

 

・原子炉圧力容器温度  
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 

・残留熱除去系系統流量 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 
 
 

・復水補給水系流量（RHR A
系代替注水流量） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・復水補給水系流量（RHR B
系代替注水流量） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・復水補給水系流量（格納
容器下部注水流量） 

 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備  
 
 

・残留熱除去系熱交換器入
口温度 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 
 
 

・残留熱除去系熱交換器出
口温度 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 
 
 

・高圧炉心注水系系統流量 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・原子炉隔離時冷却系系統
流量 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・高圧代替注水系系統流量 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 

・復水補給水系温度（代替
循環冷却） 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・原子炉水位（広帯域）,  
原子炉水位（燃料域） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 
 

 



 

39-1-6 

 

 

設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・原子炉圧力 
 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・原子炉圧力（ＳＡ） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・原子炉水位（ＳＡ） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・格納容器内酸素濃度 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・格納容器内圧力 
 （Ｄ／Ｗ） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・格納容器内圧力 
 （Ｓ／Ｃ） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・サプレッション・チェン
バ気体温度 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・ドライウェル雰囲気温度 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・サプレッション・チェン
バ・プール水温度 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・格納容器内水素濃度 
（ＳＡ） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・格納容器内水素濃度 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・サプレッション・チェン
バ・プール水位 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・格納容器下部水位 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 
 

 

・フィルタ装置水位 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・フィルタ装置入口圧力 
 

重大事故等対処施設 
 
 

・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・フィルタ装置水素濃度 
 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 

 

・フィルタ装置金属フィル
タ差圧 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・フィルタ装置スクラバ水
pH 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 

 

・原子炉補機冷却水系系統
流量 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・残留熱除去系熱交換器入
口冷却水流量 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 
 
 

・高圧炉心注水系ポンプ吐
出圧力 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 
 

 
 
 
 



 

39-1-7 

 

 

設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・残留熱除去系ポンプ吐出
圧力 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 
 
 

・復水移送ポンプ吐出圧力 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 
 

・復水貯蔵槽水位 （ＳＡ） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・可搬型計測器 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・高圧窒素ガス供給系 ADS
入口圧力 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・高圧窒素ガス供給系窒素
ガスボンベ出口圧力 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・RCWサージタンク水位 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・原子炉補機冷却水系熱交
換器出口冷却水温度 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・ドレンタンク水位 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・遠隔空気駆動弁操作用ボ
ンベ出口圧力 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・M/C C電圧 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・M/C D電圧 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・第一 GTG発電機電圧 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用 D/G発電機電圧 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用 D/G発電機電力 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用 D/G発電機周波数 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用 D/G発電機電圧 
（他号炉） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用 D/G発電機電力 
（他号炉） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用 D/G発電機周波数 
（他号炉） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 
 
 

 



 

39-1-8 

 

 

設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・P/C C-1電圧 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・P/C D-1電圧 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 
 

・P/C C-1電圧 
 （他号炉） 
 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・P/C D-1電圧 
 （他号炉） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・直流 125V 主母線盤 A 電
圧 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・直流 125V 主母線盤 B 電
圧 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・直流 125V充電器盤 A-2蓄
電池電圧 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・AM 用直流 125V 充電器盤
蓄電池電圧 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・第一 GTG発電機周波数 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・電源車電圧 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・電源車周波数 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・M/C E電圧 
 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・P/C E-1電圧 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・直流 125V 主母線盤 C 電
圧 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・可搬型蓄電池内蔵型照明 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・酸素濃度・二酸化炭素濃
度計 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 
 

・無線連絡設備（常設） 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・衛星電話設備（常設） 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 



 

39-1-9 

 

 

設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・データ表示装置（待避室） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・安全パラメータ表示シス
テム（SPDS） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・無線連絡設備（可搬型） 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 
 
 
 

・携帯型音声呼出電話設備 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 
 
 
 

・衛星電話設備（可搬型） 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 
 

・統合原子力防災ネットワ
ークを用いた通信連絡
設備 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 
 

・データ伝送設備 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 
 

・5 号炉屋外緊急連絡用イ
ンターフォン 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

5.放射線管理施設    
・格納容器内雰囲気放射線
レベル（Ｄ／Ｗ） 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・格納容器内雰囲気放射線
レベル（Ｓ／Ｃ） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 

・フィルタ装置出口放射線
モニタ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・耐圧強化ベント系放射線
モニタ 

 

重大事故等対処施設 
 
 

・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 

・使用済燃料貯蔵プール放
射線モニタ（高レンジ・
低レンジ） 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 
 

 

・可搬型モニタリングポス
ト 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 

・可搬型ダスト・よう素サ
ンプラ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 

・GM汚染サーベイメータ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・NaI シンチレーションサ
ーベイメータ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・小型船舶（海上モニタリ
ング用） 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・可搬型気象観測装置 
 

重大事故等対処施設 
 

・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・電離箱サーベイメータ 重大事故等対処施設 
 
 

・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・ZnS シンチレーションサ
ーベイメータ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 
 

・モニタリング･ポスト用
発電機 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 

・中央制御室遮蔽 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・中央制御室可搬型陽圧化
空調機 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・中央制御室可搬型陽圧化
空調機用仮設ダクト 

 ［流路］ 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・中央制御室換気空調系給
排気隔離弁（MCR 外気取
入ダンパ，MCR 非常用外
気取入ダンパ，MCR 排気
ダンパ）［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 
 

 

・中央制御室換気空調系ダ
クト（MCR 外気取入ダク
ト，MCR排気ダクト） 

 ［流路］ 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 

・中央制御室待避室遮蔽
（常設） 

 

重大事故等対処施設 
 

・常設重大事故緩和設備 
 

 

・中央制御室待避室遮蔽
（可搬型） 

 

重大事故等対処施設 
 

・可搬型重大事故緩和設備 
 
 

 

・中央制御室待避室陽圧化
装置（空気ボンベ） 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 
 
 

 
 
 

・中央制御室待避室陽圧化
装置（配管・弁）［流路］ 

 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 
 
 

 

・差圧計 
 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・ 5号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（対策本部）遮
蔽 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 

 
 
 
 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（対策本部）可
搬型陽圧化空調機 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 
 

 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（対策本部）可
搬型外気取入送風機 

 

重大事故等対処施設 
 
 

・可搬型重大事故緩和設備 
 
 

 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（対策本部）陽
圧化装置（空気ボンベ） 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備  

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（対策本部）可
搬型陽圧化空調機用仮
設ダクト［流路］ 

 

重大事故等対処施設 
 
 
 

・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（対策本部）陽
圧化装置（配管・弁）［流
路］ 

 

重大事故等対処施設 
 
 
 
 

・常設重大事故緩和設備  
 
 
 
 

・可搬型エリアモニタ（対
策本部） 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 
 
 

 
 
 

・ 5号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（待機場所）遮
蔽 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 
 

 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（待機場所）室
内遮蔽 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 
 

 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（待機場所）可
搬型陽圧化空調機 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 
 

 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（待機場所）陽
圧化装置（空気ボンベ） 

 

重大事故等対処施設 
 
 
 

・可搬型重大事故緩和設備  

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（待機場所）可
搬型陽圧化空調機用仮
設ダクト［流路］ 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 

 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（待機場所）陽
圧化装置（配管・弁）［流
路］ 

 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備  

・可搬型エリアモニタ（待
機場所） 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備  

・差圧計 
（対策本部） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 
 

・差圧計 
（待機場所） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 
 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 

6．原子炉格納施設    
・原子炉格納容器 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・原子炉建屋原子炉区域 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・原子炉建屋ブローアウト
パネル 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・耐圧強化ベント系（W/W) 
配管・弁［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・遠隔手動弁操作設備 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・遠隔空気駆動弁操作用ボ
ンベ 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・遠隔空気駆動弁操作設備
配管・弁［流路］ 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・不活性ガス系配管・弁［流
路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓ，Ｃクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・耐圧強化ベント系（D/W) 
配管・弁［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 

・残留熱除去系配管・弁［流
路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・格納容器スプレイ・ヘッ
ダ［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・残留熱除去系配管・弁・
ストレーナ［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・残留熱除去系配管・弁・
ストレーナ・ポンプ［流
路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

 

・フィルタ装置 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・よう素フィルタ 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・ドレン移送ポンプ 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・ドレンタンク 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・スクラバ水 pH制御設備 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・ラプチャーディスク 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 

 
 
 

・可搬型窒素供給装置 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備  
 

・フィルタベント遮蔽壁 重大事故等対処施設 
 
 

・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・配管遮蔽 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・格納容器圧力逃がし装置
配管・弁［流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・耐圧強化ベント系配管・
弁［流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・コリウムシールド 
 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 
 

 

・CSP外部補給配管・弁 
［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・放水砲 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・泡原液搬送車 
 

重大事故等対処施設 
 

・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・泡原液混合装置 
 

重大事故等対処施設 
 

・可搬型重大事故緩和設備  

・静的触媒式水素再結合器 
 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 
 

 

・汚濁防止膜 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 
 

 
 

・小型船舶（汚濁防止膜設
置用） 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備  

・放射性物質吸着材 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 
 

 
 

・復水貯蔵槽 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｂクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用ガス処理系排風機 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故緩和設備 

 

・非常用ガス処理系フィル
タ装置［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用ガス処理系乾燥装
置［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用ガス処理系配管・
弁［流路］ 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・大容量送水車（原子炉建
屋放水設備用） 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備  
 
 

7．非常用電源設備 
・逃がし安全弁用可搬型蓄
電池 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備  

・AM用切替装置（SRV） 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
 

 
 
 

・第一ガスタービン発電機 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・軽油タンク 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 
 

・タンクローリ（16kL） 
 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・第一ガスタービン発電機
用燃料タンク 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・第一ガスタービン発電機
用燃料移送ポンプ 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・軽油タンク出口ノズル・
弁［燃料流路］ 

 

重大事故等対処施設 
 
 

・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・ホース［燃料流路］ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・第一ガスタービン発電機
用燃料移送系配管・弁
［燃料流路］ 

 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・非常用ディーゼル発電機 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 
 

・燃料ディタンク 
 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・電源車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 

・タンクローリ（4kL） 重大事故等対処施設 
 
 

・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・直流 125V蓄電池 A 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・直流 125V蓄電池 A-2 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・AM用直流 125Ⅴ蓄電池 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・直流 125V充電器 A 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・直流 125V充電器 A-2 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 
 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・直流 125V蓄電池 B 
 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・直流 125V蓄電池 C 
 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・直流 125V蓄電池 D 
 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・AM用直流 125Ⅴ充電器 
 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・緊急用断路器 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・緊急用電源切替箱断路器 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・緊急用電源切替箱接続装
置 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・AM用動力変圧器 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・AM用 MCC 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・AM用操作盤 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・AM用切替盤 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・非常用高圧母線 C系 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 
 
 

・非常用高圧母線 D系 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・燃料移送ポンプ 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・非常用ディーゼル発電機
燃料移送系配管・弁［燃
料流路］ 

 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 
 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・直流 125V充電器 B 
 
 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・直流 125V充電器 C 
 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 

・直流 125V充電器 D 
 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 

8．非常用取水設備    
・海水貯留堰 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・スクリーン室 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 

 

・取水路 
 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・補機冷却用海水取水路 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備 考 

・補機冷却用海水取水槽 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 
・常設重大事故緩和設備 
（設計基準拡張） 
 

 
 
 

9．緊急時対策所    
・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（対策本部）高
気密室 

重大事故等対処施設 
 
 
 

・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 
 

 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所（対策本部）二
酸化炭素吸収装置 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 

 

・酸素濃度計 
（対策本部） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 

・二酸化炭素濃度計 
（対策本部） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・酸素濃度計 
（待機場所） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 

・二酸化炭素濃度計 
（待機場所） 

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 
・可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 
 

 
 
 
 

・5 号炉原子炉建屋内緊急
時対策所用可搬型電源
設備 

 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 
・可搬型重大事故緩和設備 
 
 

 

・負荷変圧器 
  

設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
 

 

・交流分電盤 設計基準対象施設 
重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 
・常設耐震重要重大事故防止設備 
・常設重大事故緩和設備 
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設計用地震力 

 

重大事故等対処施設に適用する設計用地震力（動的地震力，静的地震力）について，施設

区分に応じて以下のとおり示す。 

 

１．静的地震力 

静的地震力は，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，及び当該

設備が設置される重大事故等対処施設に適用するものとし，以下の地震層せん断力係数

及び震度に基づき算定する。 

 

種別 
（注 1） 
施設区分 

（注 2） 
耐震 
クラス 

（注 3） 
地震層せん断力係数 

及び水平震度 
鉛直震度 

建物・ 

構築物 

② Ｂ 1.5Ｃｉ － 

② Ｃ 1.0Ｃｉ － 

機器・ 

配管系 

① Ｂ 1.8Ｃｉ － 

① Ｃ 1.2Ｃｉ － 

土木構造物 ① Ｃ 1.0Ｃｉ － 

（注1） 重大事故等対処施設の施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

（注 2）常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類のクラス 

（注 3）Ｃｉ：標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃｏ 

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃｏ：標準せん断力係数 0.2 

(備考)常設重大事故防止設備（設計基準拡張）については，設計基準事故対処設備と

して設定されている耐震重要度分類のクラスに従って地震力を分類する。 
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２. 動的地震力 

動的地震力は，重大事故等対処施設の施設区分に応じて，以下の入力地震動に基づき算定

する。 

種別 
（注 1） 

施設区分 

（注 2） 
耐震 
クラス 

（注 3） 
入力地震動 

水平地震動 鉛直地震動 

建物・ 
構築物 

(注 4) 
③，④， 
⑤，⑥，⑦ 

Ｓ 
基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

② Ｂ 
（注 5） 

弾性設計用地震動 
Ｓｄ×1/2 

（注 5） 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/2 

機器・ 
配管系 

(注 4) 
③，⑤ 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 
又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 
又は 

基準地震動Ｓｓ 
設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 
弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 
又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

① Ｂ 
（注 5） 

設計用床応答曲線 
Ｓｄ×1/2 

（注 5） 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/2 

土木構造物 
③，⑤ Ｓ 基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

①，④，⑥ Ｃ 
（注 6） 

基準地震動Ｓｓ 
（注 6） 

基準地震動Ｓｓ 
（注 1）重大事故等対処施設の施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 
②：①が設置される重大事故等対処施設 
③：常設耐震重要重大事故防止設備 
④：③が設置される重大事故等対処施設 
⑤：常設重大事故緩和設備及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 
⑦：緊急時対策所（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

（注 2）常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分
類のクラス 
また，常設重大事故緩和設備及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）については，当該
クラスをＳと表記する。 

（注 3）設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ 及び基準地震動Ｓｓに基づき作成した設計用床
応答曲線とする。 

（注 4）事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み
合わせる。 

（注 5）水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 
（注 6）屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設に適用する。 

(備考) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）については，設計基準事故対処設備として設定されて
いる耐震重要度分類のクラスに従って地震力を分類する。
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３. 設計用地震力 

種別 
（注 1） 
施設区分 

（注 2） 
耐震 

クラス 
水 平 鉛 直 摘 要 

建物・ 
構築物 

（注 3） 
③，④， 
⑤，⑥，

⑦ 

Ｓ 
基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ （注 4） 

荷重の組合せは，組合せ係数
法による。 弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

② 
Ｂ 

地震層せん断力係数 
1.5Ｃｉ 

－ 静的地震力とする。 

（注 5） 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/2 

（注 5） 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/2 

水平方向及び鉛直方向が動
的地震力の場合は組合せ係
数法による。 

Ｃ 
地震層せん断力係数 

1.0Ｃｉ 
－ 静的地震力とする。 

機器・ 
配管系 

（注 3） 
③，⑤ 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 
又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 
又は 

基準地震動Ｓｓ 
（注 6） 

水平方向及び鉛直方向が動
的地震力の場合は二乗和平
方根（ＳＲＳＳ）法による。 

設計用床応答曲線Ｓｄ 
又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 
又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

① 
Ｂ 

静的震度 
1.8Ｃｉ 

－ （注 6,7） 
水平方向及び鉛直方向が動
的地震力の場合は二乗和平
方根（ＳＲＳＳ）法による。 

（注 5） 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/2 

（注 5） 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/2 

Ｃ 
静的震度 
1.2Ｃｉ 

－ 静的地震力とする。 

土木構造物 

③，⑤ Ｓ 基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 動的地震力とする。 
①，④，

⑥ 
Ｃ 

（注 8） 
基準地震動Ｓｓ 

（注 8） 
基準地震動Ｓｓ 

動的地震力とする。 

① Ｃ 
静的震度 
1.0Ｃｉ 

－ 静的地震力とする。 

（注 1）重大事故等対処施設の施設区分 
①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 
②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 
④：③が設置される重大事故等対処施設 
⑤：常設重大事故緩和設備及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 
⑦：緊急時対策所（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

（注 2）常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）については，当該クラスをＳと表記
する。 

（注 3）事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

（注 4）水平地震動と鉛直地震動を同時に考慮した解析結果を用いてもよいものとする。 
（注 5）水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 
（注 6）絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

（注 7）水平における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直における動的地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよ
いものとする。 

（注 8）屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設に適用する。 

(備考)常設重大事故防止設備（設計基準拡張）については，設計基準事故対処設備として設定されている耐震重要度分
類のクラスに従って地震力を分類する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-3  重大事故等対処施設の基本構造等に基づく 

既往の耐震評価手法の適用性と評価方針について 
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重大事故等対処施設の基本構造等に基づく 

既往の耐震評価手法の適用性と評価方針について 

 

重大事故等対処施設の耐震評価方針を定めるにあたり，重大事故等対処施設について，実績の

ある設計基準対象施設に適用する従前の評価方針・手法が適用可能であるかを確認する。 

重大事故等対処施設のうち，新設施設については，機種区分，設置場所，型式，設置方式及び

設計基準対象施設との基本構造の差異を整理し，設計基準対象施設と基本構造等が同等のもの

は，設計基準対象施設に適用する従前の評価方針・手法を適用するが，基本構造等が異なる設備

については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認

するため，適切にモデル化する等した上での地震応答解析，又は加振試験等を実施する。 

重大事故等対処施設の既設施設のうち，耐震 S クラス設備については，基準地震動 Ss による

評価実績がある。耐震 B,C クラス設備を常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備として使用する場合には基準地震動 Ss による評価を行うことになるが，基本構造等が設計

基準対象施設と同等であり，従前の評価手法による実績があることから，従前の評価方針・手法

は適用可能である。 

上記検討結果について，新設施設を表(1)～(3)に，既設施設を表(4)～(7)に示す。 
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（以下の表は基本検討段階のものであり，詳細検討の進捗状況により変更となる可能性が

ある。） 

１．重大事故等対処施設（６号炉分） 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備（新設）  

機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構
造の差
異 

備 考 

① ② 

計測器・

検出器 

ATWS 緩和設備

（代替制御棒挿

入機能） 

（原子炉圧力検

出器，原子炉水

位検出器） 

原子炉建屋 

原子炉圧力

検出器，原

子炉水位検

出器 

ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

ATWS 緩和設備

（代替冷却材再

循環ポンプ・ト

リップ機能）（原

子 炉 圧 力 検 出

器，原子炉水位

検出器） 

原子炉建屋 

原子炉圧力

検出器，原

子炉水位検

出器 

ボルト固定 無 無  

SA クラ

ス 2 

ポンプ 

高圧代替注水系

ポンプ 
原子炉建屋 

横形多段遠

心式ポンプ 
ボルト固定 有 無 

新規ポンプであり 

原子炉隔離時冷却
系ポンプと構造が

相違 

SA クラ

ス 2 管 

高圧代替注水系

（蒸気系）配管

［流路］ 

原子炉建屋 鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 弁 

高圧代替注水系

（蒸気系）弁 

［流路］ 

原子炉建屋 － サポート固定 － 無  

SA クラ

ス 2 管 

高圧代替注水系

（注水系）配管

［流路］ 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
鋼管 サポート固定 無 無 

 

 

 

 

 

 

SA クラ

ス 2 弁 

高圧代替注水系

（注水系）弁 

［流路］ 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
－ サポート固定 － 無 
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機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構
造の差
異 

備 考 

① ② 

電気・電

源設備 

AM 用切替装置

（SRV） 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無 

 

 

 

 

 

－ 
原子炉建屋ブロ

ーアウトパネル 
原子炉建屋 設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 

 

SA クラ

ス 2 管 

復水補給水系配

管［流路］ 

原子炉建屋 

廃棄物処理建屋  
鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 弁 

復水補給水系弁

［流路］ 

原子炉建屋 

廃棄物処理建屋  
－ サポート固定 － 無  

SA クラ

ス 2 管 

原子炉補機冷却

系配管［流路］ 

原子炉建屋 

タービン建屋 
鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 弁 

原子炉補機冷却

系弁［流路］ 

原子炉建屋 

タービン建屋 
－ サポート固定 － 無  

－ 
遠隔手動弁操作

設備 
原子炉建屋 － ボルト固定 － 有 

新規設備であり 

既工認実績なし 

SA クラ

ス 2 管 

遠隔空気駆動弁

操作設備配管 

［流路］ 

原子炉建屋 鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 弁 

遠隔空気駆動弁

操作設備弁 

［流路］ 

原子炉建屋 － サポート固定 － 無  

SA クラ

ス 2 管 

耐圧強化ベント

系（ W/W) 配管

［流路］ 

原子炉建屋 鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 弁 

耐圧強化ベント

系（W/W)弁 

［流路］ 

原子炉建屋 － サポート固定 － 無  

SA クラ

ス 2 管 

耐圧強化ベント

系（D/W)配管 

［流路］ 

原子炉建屋 鋼管 サポート固定 無 無  
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機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構
造の差
異 

備 考 

① ② 

SA クラ

ス 2 弁 

耐圧強化ベント

系（D/W)弁 

［流路］ 

原子炉建屋 － サポート固定 － 無  

SA クラ

ス 2 容器 
フィルタ装置 屋外 

スカート支

持たて置円

筒形容器 

ボルト固定 無 無 

 

 

 

SA クラ

ス 2 容器 
よう素フィルタ 屋外 

ラグ支持 

たて置円筒

形容器 

ボルト固定 無 無  

－ 
ラプチャーディ

スク 
屋外 － サポート固定 － 無 

 

 

 

SA クラ

ス 2 

ポンプ 

ドレン移送ポンプ 屋外 
横型遠心式 

ポンプ 
ボルト固定 無 無  

SA クラ

ス 2 容器 
ドレンタンク 屋外 

ラグ支持 

たて置円筒

形容器 

ボルト固定 無 無  

建物・ 

構築物 

フィルタベント

遮蔽壁 
屋外 コンクリート 

岩盤に杭を

介して支持 
無 無 

 

 

－ 配管遮蔽 屋外 － サポート固定 － 無 
 

 

SA クラ

ス 2 管 

耐圧強化ベント

系配管［流路］ 
原子炉建屋 鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 弁 

耐圧強化ベント

系弁［流路］ 
原子炉建屋 － サポート固定 － 無  

SA クラ

ス 2 管 

格納容器圧力逃

がし装置配管 

［流路］ 

原子炉建屋 

屋外 
鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 弁 

格納容器圧力逃

がし装置弁 

［流路］ 

原子炉建屋 

屋外 
－ サポート固定 － 無  

SA クラ

ス 2 管 

常設スプレイヘ

ッダ 
原子炉建屋 鋼管 サポート固定 無 無 
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機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構
造の差
異 

備 考 

① ② 

SA クラ

ス 2 管 

燃料プール代替

注水系配管 

［流路］ 

原子炉建屋 

屋外 
鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 弁 

燃料プール代替

注水系弁［流路］ 

原子炉建屋 

屋外 
－ サポート固定 － 無  

計測器・

検出器 

使用済燃料貯蔵

プール放射線モ

ニタ（高レン

ジ・低レンジ） 

原子炉建屋 電離箱 ボルト固定 無 無  

SA クラ

ス 2 管 

CSP 外部補給配

管［流路］ 
廃棄物処理建屋  鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 弁 

CSP 外部補給弁

［流路］ 
廃棄物処理建屋  － サポート固定 － 無  

火力技術

基準 

第一ガスタービ

ン発電機(ガスタ

ービン機関） 

屋外 ガスタービン ボルト固定 無 無  

電気・電

源設備 

第一ガスタービ

ン発電機(車両フ

レーム） 

屋外 架台 － 無 －  

電気・電

源設備 

第一ガスタービ

ン発電機 

(共通架台） 

屋外 架台 ボルト固定 無 無  

電気・電

源設備 

第一ガスタービ

ン発電機（転倒

防止装置（リン

ク機構，ダンパ

ー装置，タイヤ

止め架台）） 

屋外 固縛装置 

リンク機構 

ダンパー 

装置 

タイヤ止め

架台 

無 有 

当社及び他社の 

既工認実績と 

異なる 

 

火力技術

基準 

第一ガスタービ

ン発電機（燃料

小出し槽） 

屋外 容器 ボルト固定 無 無  
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機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構
造の差
異 

備 考 

① ② 

電気・電

源設備 

第一ガスタービ

ン発電機 

（発電機） 

屋外 装置 ボルト固定 無 無  

電気・電

源設備 

第一ガスタービ

ン発電機（制御

盤，ガバナ盤） 

屋外 盤 ボルト固定 無 無  

火力技術

基準 
軽油タンク 屋外 

平底たて置

円筒形容器 
ボルト固定 無 無 

 

 

火力技術

基準 

第一ガスタービ

ン発電機用燃料

タンク 

屋外 
横置円筒形

容器 
ボルト固定 無 無  

火力技術

基準 

第一ガスタービ

ン発電機用燃料

移送ポンプ 

屋外 横形ポンプ ボルト固定 無 無  

火力技術

基準 

第一ガスタービ

ン発電機用燃料

移送系配管［燃

料流路］ 

屋外 鋼管 サポート固定 無 無  

火力技術

基準 

第一ガスタービ

ン発電機用燃料

移送系弁［燃料

流路］ 

屋外 － サポート固定 － 無 
 

 

電気・ 

電源設備 

直流 125V 蓄電池 

A-2 

コントロール

建屋 
装置 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

AM 用直流 125V

蓄電池 
原子炉建屋 装置 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

直流 125V 充電器 

A-2 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

AM 用直流 125V

充電器 
原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
緊急用断路器 屋外 盤 ボルト固定 無 無 
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機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構
造の差
異 

備 考 

① ② 

電気・ 

電源設備 

緊急用電源切替

箱断路器 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

緊急用電源切替

箱接続装置 
原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
AM 用動力変圧器 原子炉建屋 装置 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
AM 用 MCC 原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
AM 用操作盤 原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
AM 用切替盤 原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

原子炉圧力

（SA） 
原子炉建屋 

弾性圧力検

出器 
ボルト固定 無 無 

 

 

計測器・

検出器 

原子炉水位 

（SA） 
原子炉建屋 

差圧式水位

検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

高圧代替注水系

系統流量 
原子炉建屋 

差圧式流量 

検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

格納容器内水素

濃度（SA） 
原子炉格納容器 

水素吸蔵 

材料式水素 

検出器 

ボルト固定 

サポート固定 
無 無  

計測器・

検出器 

フィルタ装置 

水位 
屋外 

差圧式水位

検出器 
ボルト固定 無 無 

 

 

計測器・

検出器 

フィルタ装置入

口圧力 
原子炉建屋 

弾性圧力 

検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

フィルタ装置出

口放射線モニタ 
原子炉建屋 電離箱 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

フィルタ装置 

水素濃度 
原子炉建屋 

熱伝導式 

水素検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

フィルタ装置 

金属フィルタ 

差圧 

屋外 
差圧式圧力

検出器 
ボルト固定 無 無 
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機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構
造の差
異 

備 考 

① ② 

計測器・

検出器 

フィルタ装置ス

クラバ水 pH 
屋外 pH 検出器 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

耐圧強化ベント

系放射線モニタ 
原子炉建屋 電離箱 ボルト固定 無 無 

 

 

計測器・

検出器 
ドレンタンク水位 屋外 

フロート式

水位検出器 

ボルト固定 

サポート固定 
無 無 

 

 

計測器・

検出器 

遠隔空気駆動弁

操作用ボンベ 

出口圧力 

原子炉建屋 設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 

 

計測器・

検出器 

復水貯蔵槽水位

（SA） 
廃棄物処理建屋  

差圧式水位

検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

復水移送ポンプ

吐出圧力 
廃棄物処理建屋  

弾性圧力検

出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

第一GTG発電機

電圧 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

直流 125V 充電

器盤 A-2 蓄電池

電圧 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

AM 用直流 125V

充電器盤蓄電池

電圧 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

第一GTG発電機

周波数 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

建物・ 

構築物 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（対策本部） 

高気密室 

5 号炉原子炉

建屋 

鋼板 

（設計中に

つき予定） 

サポート固定 

設

計

中 

無  

建物・ 

構築物 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（対策本部） 

遮蔽 

5 号炉原子炉

建屋 

コンクリート

（設計中に

つき予定） 

岩盤支持 

ボルト固定 

設

計

中 

無 
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機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構
造の差
異 

備 考 

① ② 

機械設備 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（対策本部） 

二酸化炭素吸収

装置 

5 号炉原子炉

建屋 
設計中 ボルト固定 

設

計

中 

無  

建物・ 

構築物 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（待機場所） 

遮蔽 

5 号炉原子炉

建屋 

コンクリート 

（設計中に

つき予定） 

岩盤支持 

ボルト固定 

設

計

中 

無  

建物・ 

構築物 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（待機場所）室

内遮蔽 

5 号炉原子炉

建屋 

コンクリート 

（設計中に

つき予定） 

岩盤支持 

ボルト固定 

（設計中に

つき予定） 

設

計

中 

設

計

中 

 

電気・ 

電源設備 
負荷変圧器 

5 号炉原子炉

建屋 
設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 

 

電気・ 

電源設備 
交流分電盤 

5 号炉原子炉

建屋 
設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 

 

土木 

構造物 
海水貯留堰 屋外 － 直接支持 － 無  
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(2) 常設重大事故防止設備（新設，(1)を除く。）  

機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構造の
差異 備 考 

① ② 

計測器・

検出器 

使用済燃料貯蔵プー

ル水位・温度 

（SA 広域） 

原子炉建屋 熱電対 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

使用済燃料貯蔵プー

ル水位・温度（SA） 
原子炉建屋 熱電対 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

使用済燃料貯蔵プール 

監視カメラ（使用済

燃料貯蔵プール監視

カメラ用空冷装置を

含む） 

原子炉建屋 
赤外線カメラ，  

空冷装置 
ボルト固定 無 無  

通信連絡

設備 
衛星電話設備（常設） 

5 号炉原子

炉建屋 

コントロー

ル建屋 

盤 ボルト固定 無 無  

通信連絡

設備 
無線連絡設備（常設） 

5 号炉原子

炉建屋 

コントロー

ル建屋 

盤 ボルト固定 無 無  

通信連絡

設備 

5 号炉屋外緊急連絡

用インターフォン 

5 号炉原子

炉建屋 
設計中 設計中 

設 

計 

中 

設

計

中 

 

  



39-3-11 

 

 

(3) 常設重大事故緩和設備（新設，(1)，(2)を兼ねるものを除く) 

機種 
区分 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構
造の差
異 

備 考 

① ② 

－ コリウムシールド 原子炉格納容器 － ボルト固定 － 有 許認可実績なし 

－ 
静的触媒式水素

再結合器 
原子炉建屋 － ボルト固定 － 無  

計測器・

検出器 

静的触媒式水素

再結合器動作監

視装置 

原子炉建屋 熱電対 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

原子炉建屋水素

濃度 
原子炉建屋 

熱伝導式 

水素検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 
格納容器下部水位 原子炉格納容器 

電極式水位

検出器 
サポート固定 無 無  

計測器・

検出器 

復水補給水系温度 

（代替循環冷却） 
原子炉建屋 熱電対 

温度計ウェ

ルに固定 
無 無  

通信連絡 

設備 

安全パラメータ

表 示 シ ス テ ム

（SPDS） 

コントロール

建屋 

5 号炉原子炉

建屋 

盤 ボルト固定 無 無  

建物・ 

構築物 

中央制御室待避

室遮蔽 

コントロール

建屋 

コンクリート 

鉛 

岩盤支持 

ボルト固定 
無 無 

 

 

SA クラ

ス 2 管・

弁 

中央制御室待避

室陽圧化装置（配

管・弁）［流路］ 

コントロール

建屋 

廃棄物処理建屋  

鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 管・

弁 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（対策本部）陽

圧化装置（配管・

弁）［流路］ 

5 号炉原子炉

建屋 
鋼管 サポート固定 無 無  

SA クラ

ス 2 管・

弁 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（待機場所）陽

圧化装置（配管・

弁）［流路］ 

5 号炉原子炉

建屋 
鋼管 サポート固定 無 無  
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(4) 常設耐震重要重大事故防止設備（既設） 

機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

計測制御設備 
ATWS 緩和設備（代替

制御棒挿入機能）（盤）  
－ 

コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測制御設備 
ATWS緩和設備（代替制

御棒挿入機能）（電磁弁） 
－ 原子炉建屋 サポート固定  

－ 制御棒 S 原子炉圧力容器  － 

 

 

 

－ 
制御棒駆動機構 

（水圧駆動） 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
－  

－ 
制御棒駆動系水圧制御

ユニット 
S 原子炉建屋 －  

SA クラス 2

管 

制御棒駆動系配管 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定 

 

 

 

 

 

計測制御設備 

ATWS 緩和設備（代替

冷却材再循環ポンプ・

トリップ機能）（盤） 

－ 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

SA クラス 2

ポンプ 
ほう酸水注入系ポンプ S 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2

容器 

ほう酸水注入系貯蔵タ

ンク 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2

管 

ほう酸水注入系配管 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2

弁 

ほう酸水注入系弁 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定 

 

 

 

 

SA クラス 2

管 

高圧炉心注水系配管 

［流路］ 

S 

B 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  

廃棄物処理建屋  

サポート固定 

 

 

 

 

 

SA クラス 2

弁 

高圧炉心注水系弁 

［流路］ 

S 

B 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  

廃棄物処理建屋  

サポート固定 
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SA クラス 2

管 

高圧炉心注水系スパー

ジャ［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポート固定  

SA クラス 2

管 
主蒸気系配管［流路］ 

S 

B 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2

弁 
主蒸気系弁［流路］ S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2

管 

原子炉隔離時冷却系（蒸

気系）配管［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2

弁 

原子炉隔離時冷却系（蒸

気系）弁［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2

管 
給水系配管［流路］ S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定   

SA クラス 2

弁 
給水系弁［流路］ S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定   

SA クラス 2

管 

給水系スパージャ 

［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポート固定   

SA クラス 2

弁 

逃がし安全弁 

［操作対象弁］  
S 原子炉格納容器  －   

SA クラス 2

容器 

逃がし弁機能用アキュ

ムレータ 
S 原子炉格納容器  サポート固定 

  

 

 

 

SA クラス 2

容器 

自動減圧機能用アキュ

ムレータ 
S 原子炉格納容器  サポート固定 

  

 

 

 

SA クラス 2

管 

主蒸気系クエンチャ 

［流路］ 
B 原子炉格納容器  サポート固定 

  

 

 

 

計測制御設備 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

（盤） 

－ 
コントロール

建屋 
ボルト固定 

  

 

 

 

 

計測器・検出器 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

（原子炉水位検出器） 

－ 原子炉建屋 ボルト固定   
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

計測制御設備 
自動減圧系の起動阻止

スイッチ 
S 

コントロール

建屋 
ボルト固定  

SA クラス 2

管 

高圧窒素ガス供給系配管  

［流路］ 

S 

C 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2

弁 

高圧窒素ガス供給系弁

［流路］ 

S 

C 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2

容器 

自動減圧機能用アキュ

ムレータ［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポート固定  

SA クラス 2

容器 

逃がし弁機能用アキュ

ムレータ［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポート固定  

SA クラス 2

ポンプ 
復水移送ポンプ B 廃棄物処理建屋  ボルト固定  

SA クラス 2

管 

残留熱除去系配管 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2

弁 
残留熱除去系弁［流路］ S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定 

 

 

SA クラス 2

管 

残留熱除去系スパージャ  

［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポート固定  

SA クラス 2

容器 

原子炉補機冷却系サー

ジタンク［流路］ 
S 原子炉建屋 ボルト固定   

SA クラス 2

容器 

残留熱除去系熱交換器

［流路］ 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2

管 

不活性ガス系配管 

［流路］ 

S 

C 
原子炉建屋 サポート固定  

SA クラス 2

弁 
不活性ガス系弁［流路］ 

S 

C 
原子炉建屋 サポート固定  

SA クラス 2

管 

非常用ガス処理系配管

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

屋外 
サポート固定 

 

 

 

 

SA クラス 2

弁 

非常用ガス処理系弁 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

屋外 
サポート固定 

 

 

 

 

建物・構築物 主排気筒（内筒）［流路］ S 原子炉建屋 － 
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SA クラス 2

管 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポート固定 

 

 

 

 

SA クラス 2

ポンプ 

燃料プール冷却浄化系

ポンプ 
B 原子炉建屋 ボルト固定   

SA クラス 2

容器 

燃料プール冷却浄化系

熱交換器 
B 原子炉建屋 ボルト固定 

  

 

 

 

 

SA クラス 2

管 

燃料プール冷却浄化系

配管［流路］ 

S 

B 
原子炉建屋 サポート固定   

SA クラス 2

弁 

燃料プール冷却浄化系

弁［流路］ 

S 

B 
原子炉建屋 サポート固定 

 

 

 

 

SA クラス 2

容器 

燃料プール冷却浄化系

スキマサージタンク 

［流路］ 

S 原子炉建屋 －  

SA クラス 2

管 

燃料プール冷却浄化系

ディフューザ［流路］ 
S 原子炉建屋 サポート固定 

 

 

 

 

SA クラス 2

容器 
復水貯蔵槽 B 廃棄物処理建屋  －  

電気・電源 

設備 
直流 125V 蓄電池 A S 

コントロール

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V 蓄電池 B S 

コントロール

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V 充電器 A S 

コントロール

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V 充電器 B S 

コントロール

建屋 
ボルト固定 

 

 

 

 

電気・電源 

設備 
非常用高圧母線 C 系 S 原子炉建屋 ボルト固定 
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

電気・電源 

設備 
非常用高圧母線 D 系 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 原子炉圧力容器温度 － 原子炉格納容器  ネジ止め固定  

計測器・検出器 原子炉圧力 S 原子炉建屋 ボルト固定 
 

 

計測器・検出器 原子炉水位（広帯域） S 原子炉建屋 ボルト固定 
 

 

計測器・検出器 原子炉水位（燃料域） S 原子炉建屋 ボルト固定 
 

 

計測器・検出器 

復 水 補 給 水 系 流 量

（RHR A 系代替注水流

量） 

－ 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 

復 水 補 給 水 系 流 量

（RHR B 系代替注水流

量） 

－ 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 ドライウェル雰囲気温度  － 原子炉格納容器  サポート固定 

 

 

 

計測器・検出器 
サプレッション・チェン

バ気体温度 
－ 原子炉格納容器  サポート固定  

計測器・検出器 
サプレッション・チェン

バ・プール水温度 
－ 原子炉格納容器  サポート固定 

 

 

 

 

 

計測器・検出器 格納容器内圧力（D/W） － 原子炉建屋 ボルト固定 

 

 

 

計測器・検出器 格納容器内圧力（S/C） － 原子炉建屋 ボルト固定 

 

 

 

 

計測器・検出器 
サプレッション・チェン

バ・プール水位 
－ 原子炉建屋 ボルト固定 

 

 

 

 

計測器・検出器 格納容器内水素濃度 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
格納容器内雰囲気放射

線レベル（D/W） 
S 原子炉建屋 ボルト固定 

 

 

 

計測器・検出器 
格納容器内雰囲気放射

線レベル（S/C） 
S 原子炉建屋 ボルト固定 
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

計測器・検出器 起動領域モニタ S 原子炉格納容器  

起動領域モニタ検

出器は，起動領域

モニタドライチュ

ーブに内包され，

炉心領域に設置さ

れる。ドライチュ

ーブは，上端を上

部格子板の溝に挿

入され，下端部は

炉心支持板位置で

リングにより固定 

 

計測器・検出器 平均出力領域モニタ S 原子炉格納容器  

平均出力領域モニ

タの検出器の局部

出力領域モニタ検

出器は，炉心領域

に設置される。検

出器は，上端を上

部格子板の溝に挿

入され，下端部は

炉心支持板位置で

リングにより固定 

 

計測器・検出器 
高圧窒素ガス供給系

ADS 入口圧力 
C 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
高圧窒素ガス供給系窒

素ガスボンベ出口圧力 
C 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 M/C C 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 M/C D 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 非常用 D/G 発電機電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 非常用 D/G 発電機電力 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

計測器・検出器 非常用 D/G 発電機周波数 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 P/C C-1 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 P/C D-1 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 直流 125V 主母線盤 A 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 直流 125V 主母線盤 B 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

建物・構築物 中央制御室遮蔽 S 
コントロール

建屋 
岩盤支持 

 

 

SA クラス 2

弁 

中央制御室換気空調系

給排気隔離弁（MCR 外

気取入ダンパ，MCR 非

常用外気取入ダンパ，

MCR 排気ダンパ）［流

路］ 

S 
コントロール

建屋 
サポート固定 

 

 

SA クラス 2

管 

中央制御室換気空調系

ダクト（MCR 外気取入

ダクト，MCR 排気ダク

ト）［流路］ 

S 
コントロール

建屋 
サポート固定  

SA クラス 2

容器 
原子炉圧力容器 S 

原子炉 

圧力容器 
－  

SA クラス 2

容器 
原子炉格納容器 S 原子炉建屋 －  

SA クラス 2

容器 
使用済燃料プール S 原子炉建屋 －  
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(5) 常設重大事故防止設備（既設，(4)を除く。） 

機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

土木構造物 スクリーン室 C(Ss) 屋外 －  

土木構造物 取水路 C(Ss) 屋外 －  
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(6) 常設重大事故緩和設備（既設，(4),(5)を兼ねるものを除く）  

機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SA クラス 2 管 
残留熱除去系ストレーナ  

［流路］ 
S 原子炉格納容器  －  

計測器・検出器 格納容器内酸素濃度 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
復水補給水系流量（格納

容器下部注水流量） 
－ 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2 

容器 
サプレッション・チェンバ  S 原子炉格納容器  －  

－ 非常用ガス処理系排風機  S 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2 管 
非常用ガス処理系フィ

ルタ装置［流路］ 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2 管 
非常用ガス処理系乾燥

装置［流路］ 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

建物・構築物 原子炉建屋原子炉区域 S 原子炉建屋 岩盤支持  
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(7) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（(4)，(6)を兼ねるものを除く）  

機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SA クラス 2 

ポンプ 

原子炉隔離時冷却系 

ポンプ 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2 

管 

原子炉隔離時冷却系（注

水系）配管［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2 

弁 

原子炉隔離時冷却系（注

水系）弁［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポート固定  

SA クラス 2 

管 

原子炉隔離時冷却系（注

水系）ストレーナ［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
－  

SA クラス 2 

ポンプ 
高圧炉心注水系ポンプ S 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2 

管 

高圧炉心注水系ストレーナ 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
－  

SA クラス 2 

弁 

高圧炉心注水系注入隔

離弁  
S 原子炉建屋 －  

SA クラス 2 

ポンプ 
残留熱除去系ポンプ S 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2 

ポンプ 
原子炉補機冷却水ポンプ  S タービン建屋 ボルト固定 

 

 

 

 

SA クラス 2 

ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポ

ンプ 
S タービン建屋 ボルト固定  

SA クラス 2 

容器 

原子炉補機冷却水系熱

交換器 
S タービン建屋 ボルト固定  

SA クラス 2 

容器 

原子炉補機冷却系海水

ストレーナ［流路］ 
S タービン建屋 －  

電気・電源 

設備 

非常用ディーゼル発電

機（発電機） 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

電気・電源 

設備 

非常用ディーゼル発電

機（励磁装置，保護継電

装置） 

S 原子炉建屋 ボルト固定 

 

 

 

 

 

      



39-3-22 

 

 

機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

火力技術基準 
非常用ディーゼル発電

機（内燃機関） 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

SA クラス 2 

容器 

非常用ディーゼル発電

機（空気だめ） 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

火力技術基準 
非常用ディーゼル発電

機（空気圧縮機） 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

火力技術基準 燃料移送ポンプ S 屋外 ボルト固定 
 

 

火力技術基準 燃料ディタンク S 原子炉建屋 ボルト固定 
 

 

火力技術基準 

非常用ディーゼル発電

機燃料移送系配管［燃料

流路］ 

S 
原子炉建屋 

屋外 
サポート固定  

火力技術基準 

非常用ディーゼル発電

機燃料移送系弁［燃料流

路］ 

S 
原子炉建屋 

屋外 
サポート固定  

計測器・検出器 
原子炉隔離時冷却系 

系統流量 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
高圧炉心注水系系統 

流量 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 残留熱除去系系統流量 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
残留熱除去系熱交換器

入口温度 
C 原子炉建屋 

温度計ウェルに 

固定 
 

計測器・検出器 
残留熱除去系熱交換器

出口温度 
C 原子炉建屋 

温度計ウェルに 

固定 
 

計測器・検出器 
原子炉補機冷却水系系

統流量 
C 

原子炉建屋 

タービン建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 
残留熱除去系熱交換器

入口冷却水流量 
C 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
高圧炉心注水系ポンプ

吐出圧力 
B 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
残留熱除去系ポンプ吐

出圧力 
B 原子炉建屋 ボルト固定  
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

計測器・検出器 RCW サージタンク水位 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
原子炉補機冷却水系熱

交換器出口冷却水温度 
C タービン建屋 

温度計ウェルに 

固定 
 

計測器・検出器 M/C E 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 P/C E-1 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 直流 125V 主母線盤 C 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V 蓄電池 C S 

コントロール

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V 蓄電池 D S 

コントロール

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V 充電器 C S 

コントロール

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V 充電器 D S 

コントロール

建屋 
ボルト固定  

土木構造物 補機冷却用海水取水路 C(Ss) 屋外 －  

建物・構築物 補機冷却用海水取水槽 C(Ss) タービン建屋 －  
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（以下の表は基本検討段階のものであり，詳細検討の進捗状況により変更となる可能性が

ある。） 

２．重大事故等対処施設（7号炉分） 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備（新設）  

機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

計測器・

検出器 

ATWS緩和設備

（代替制御棒挿

入機能） 

（原子炉圧力検

出器，原子炉水

位検出器） 

原子炉建屋 

原子炉圧力

検出器， 

原子炉水位

検出器 

ボルト固定 無 無   

計測器・

検出器 

ATWS 緩和設備

（代替冷却材再

循環ポンプ・ト

リップ機能）（原

子炉圧力検出

器，原子炉水位

検出器） 

原子炉建屋 

原子炉圧力

検出器， 

原子炉水位

検出器 

ボルト固定 無 無   

SAクラス

2 

ポンプ 

高圧代替注水系

ポンプ 
原子炉建屋 

横形多段遠

心式ポンプ 
ボルト固定 有 無 

新規ポンプであ

り原子炉隔離時

冷却系ポンプと

構造が相違 

SAクラス

2管 

高圧代替注水系

（蒸気系）配管

［流路］ 

原子炉建屋 鋼管 サポ－ト固定 無 無   

SAクラス

2弁 

高圧代替注水系

（蒸気系）弁 

［流路］ 

原子炉建屋 － サポ－ト固定 － 無   

SAクラス

2管 

高圧代替注水系

（注水系）配管 

［流路］ 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
鋼管 サポ－ト固定 無 無   
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機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

SAクラス

2弁 

高圧代替注水系

（注水系）弁 

［流路］ 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
－ サポ－ト固定 － 無   

電気・ 

電源設備 

AM用切替装置

（SRV） 

コントロ－ル

建屋 
盤 ボルト固定 無 無   

SAクラス

2管 

復水補給水系 

配管［流路］ 

原子炉建屋 

廃棄物処理建屋  
鋼管 サポ－ト固定 無 無   

SAクラス

2弁 

復水補給水系弁

［流路］ 

原子炉建屋 

廃棄物処理建屋  
－ サポ－ト固定 － 無   

SAクラス

2管 

原子炉補機冷却

系配管［流路］ 

原子炉建屋 

タ－ビン建屋 
鋼管 サポ－ト固定 無 無  

SAクラス

2弁 

原子炉補機冷却

系弁［流路］ 

原子炉建屋 

タ－ビン建屋 
－ サポ－ト固定 － 無  

－ 
遠隔手動弁操作

設備 
原子炉建屋 － ボルト固定 － 有 

新規設備であり 

既工認実績なし 

SAクラス

2管 

遠隔空気駆動弁

操作設備配管 

［流路］ 

原子炉建屋 鋼管 サポ－ト固定 無 無  

SAクラス

2弁 

遠隔空気駆動弁

操作設備弁 

［流路］ 

原子炉建屋 － サポ－ト固定 － 無  

SAクラス

2管 

耐圧強化ベント

系（W/W)配管 

［流路］ 

原子炉建屋 鋼管 サポ－ト固定 無 無  

SAクラス

2弁 

耐圧強化ベント

系（W/W)弁 

［流路］ 

原子炉建屋 － サポ－ト固定 － 無  

SAクラス

2管 

耐圧強化ベント

系（D/W)配管 

［流路］ 

原子炉建屋 鋼管 サポ－ト固定 無 無  
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機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

SAクラス

2弁 

耐圧強化ベント

系（D/W)弁 

［流路］ 

原子炉建屋 － サポ－ト固定 － 無  

SAクラス

2容器 
フィルタ装置 屋外 

スカ－ト支

持たて置円

筒形容器 

ボルト固定 無 無  

－ 
ラプチャ－ディ

スク 
屋外 － サポ－ト固定 － 無  

SAクラス

2容器 
よう素フィルタ 屋外 

ラグ支持た

て置円筒形

容器 

ボルト固定 無 無  

SAクラス

2 

ポンプ 

ドレン移送ポンプ 屋外 
横型遠心式 

ポンプ 
ボルト固定 無 無  

SAクラス

2容器 
ドレンタンク 屋外 

ラグ支持 

たて置円筒

形容器 

ボルト固定 無 無  

建物・ 

構築物 

フィルタベント

遮蔽壁 
屋外 コンクリ－ト 

岩盤に杭を介

して支持 
無 無  

－ 配管遮蔽 屋外 － サポ－ト固定 － 無 
 

 

SAクラス

2管 

耐圧強化ベント

系配管［流路］ 
原子炉建屋 鋼管 サポ－ト固定 無 無  

SAクラス

2弁 

耐圧強化ベント

系弁［流路］ 
原子炉建屋 － サポ－ト固定 － 無  

SAクラス

2管 

格納容器圧力逃

がし装置配管 

［流路］ 

原子炉建屋 

屋外 
鋼管 サポ－ト固定 無 無  

SAクラス

2弁 

格納容器圧力逃

がし装置弁 

［流路］ 

原子炉建屋 

屋外 
－ サポ－ト固定 － 無  
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機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

SAクラス

2管 

常設スプレイヘ

ッダ 
原子炉建屋 鋼管 サポ－ト固定 無 無  

SAクラス

2管 

燃料プ－ル代替

注水系配管 

［流路］ 

原子炉建屋 

屋外 
鋼管 サポ－ト固定 無 無  

SAクラス

2弁 

燃料プ－ル代替

注水系弁 

［流路］ 

原子炉建屋 

屋外 
－ サポ－ト固定 － 無  

計測器・

検出器 

使用済燃料貯蔵

プ－ル放射線モ

ニタ（高レン

ジ・低レンジ） 

原子炉建屋 電離箱 ボルト固定 無 無  

SAクラス

2管 

CSP 外部補給配

管［流路］ 
廃棄物処理建屋 鋼管 サポ－ト固定 無 無  

SAクラス

2弁 

CSP 外部補給弁

［流路］ 
廃棄物処理建屋 － サポ－ト固定 － 無  

火力技術

基準 

第一ガスタ－ビ

ン発電機(ガス

タ－ビン機関） 

屋外 ガスタ－ビン ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

第一ガスタ－ビ

ン発電機(車両

フレ－ム） 

屋外 架台 － 無 －  

電気・ 

電源設備 

第一ガスタ－ビ

ン発電機 

(共通架台） 

屋外 架台 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

第一ガスタ－ビ

ン発電機（転倒

防止装置（リン

ク機構，ダンパ

－装置，タイヤ

止め架台）） 

屋外 固縛装置 

リンク機構 

ダンパ－装置 

タイヤ止め架

台 

無 有 

当社及び他社の 

既工認実績と 

異なる。 
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機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

火力技術

基準 

第一ガスタ－ビ

ン発電機（燃料

小出し槽） 

屋外 容器 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

第一ガスタ－ビ

ン発電機 

（発電機） 

屋外 装置 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

第一ガスタ－ビ

ン発電機（制御

盤，ガバナ盤） 

屋外 盤 ボルト固定 無 無  

火力技術

基準 
軽油タンク 屋外 

平底たて置

円筒形容器 
ボルト固定 無 無  

火力技術

基準 

第一ガスタ－ビ

ン発電機用燃料

タンク 

屋外 
横置円筒形

容器 
ボルト固定 無 無  

火力技術

基準 

第一ガスタ－ビ

ン発電機用燃料

移送ポンプ 

屋外 横形ポンプ ボルト固定 無 無  

火力技術

基準 

第一ガスタ－ビ

ン発電機用燃料

移送系配管 

［燃料流路］ 

屋外 鋼管 サポ－ト固定 無 無  

火力技術

基準 

第一ガスタ－ビ

ン発電機用燃料

移送系弁 

［燃料流路］ 

屋外 － サポ－ト固定 － 無  

電気・ 

電源設備 

直流 125V 蓄電

池 A－2 

コントロ－ル

建屋 
装置 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

AM 用直流 125V

蓄電池 
原子炉建屋 装置 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

直流 125V 充電

器 A－2 

コントロ－ル

建屋 
盤 ボルト固定 無 無 
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機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

電気・ 

電源設備 

AM 用直流 125V

充電器 
原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
緊急用断路器 屋外 盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

緊急用電源切替

箱断路器 

コントロ－ル

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 

緊急用電源切替

箱接続装置 
原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
AM用動力変圧器 原子炉建屋 装置 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
AM用 MCC 原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
AM用操作盤 原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

電気・ 

電源設備 
AM用切替盤 原子炉建屋 盤 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

原子炉圧力

（SA） 
原子炉建屋 

弾性圧力検

出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 
原子炉水位（SA） 原子炉建屋 

差圧式水位

検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

高圧代替注水系

系統流量 
原子炉建屋 

差圧式流量 

検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

格納容器内水素

濃度（SA） 
原子炉格納容器 

水素吸蔵 

材料式水素 

検出器 

ボルト固定 

サポ－ト固定 
無 無  

計測器・

検出器 
フィルタ装置水位 屋外 

差圧式水位

検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

フィルタ装置入

口圧力 
原子炉建屋 

弾性圧力検

出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

フィルタ装置出

口放射線モニタ 
原子炉建屋 電離箱 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

フィルタ装置水

素濃度 
原子炉建屋 

熱伝導式 

水素検出器 
ボルト固定 無 無  
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機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

計測器・

検出器 

フィルタ装置金

属フィルタ差圧 
屋外 

差圧式圧力

検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

フィルタ装置ス

クラバ水 pH 
屋外 pH検出器 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

耐圧強化ベント

系放射線モニタ 
原子炉建屋 電離箱 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 
ドレンタンク水位 屋外 

フロート式

水位検出器 

ボルト固定 

サポート固定 
無 無  

計測器・

検出器 

遠隔空気駆動弁

操作用ボンベ 

出口圧力 

原子炉建屋 設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 

 

計測器・

検出器 

復水貯蔵槽水位

（SA） 
廃棄物処理建屋 

差圧式水位

検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

復水移送ポンプ

吐出圧力 
廃棄物処理建屋 

弾性圧力検

出器 
ボルト固定 無 無 

 

 

 

計測器・

検出器 

第一 GTG 発電

機電圧 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

直流 125V 充電

器盤 A-2 蓄電池

電圧 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

AM 用 直 流

125V 充電器盤

蓄電池電圧 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

第一 GTG 発電

機周波数 

コントロール

建屋 
盤 ボルト固定 無 無  

建物・ 

構築物 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（対策本部） 

高気密室 

5 号炉原子炉

建屋 

鋼板 

（設計中に

つき予定） 

サポート固定 

設

計

中 

無 
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機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

建物・ 

構築物 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（対策本部） 

遮蔽 

5号炉原子炉

建屋 

コンクリ－ト 

（設計中に

つき予定） 

岩盤支持 

ボルト固定 

設

計

中 

無  

機械設備 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（対策本部） 

二酸化炭素吸収

装置 

5 号炉原子炉

建屋 
設計中 ボルト固定 

設

計

中 

無  

建物・ 

構築物 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（待機場所） 

遮蔽 

5号炉原子炉

建屋 

コンクリ－ト 

（設計中に

つき予定） 

岩盤支持 

ボルト固定 

設

計

中 

無  

建物・ 

構築物 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（待機場所）室

内遮蔽 

5 号炉原子炉

建屋 

コンクリート 

（設計中に

つき予定） 

岩盤支持 

ボルト固定 

（設計中につ

き予定） 

設

計

中 

設

計

中 

 

電気・ 

電源設備 
負荷変圧器 

5号炉原子炉

建屋 
設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 

 

電気・ 

電源設備 
交流分電盤 

5号炉原子炉

建屋 
設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 

 

土木 

構造物 
海水貯留堰 屋外 － 直接支持 － 無  

－ 
原子炉建屋 

ブロ－アウトパネル 
原子炉建屋 設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 
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 (2) 常設重大事故防止設備（新設，(1)を除く。）  

機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構造 

の差異 備 考 

① ② 

計測器・

検出器 

使用済燃料貯蔵プ－

ル水位・温度 

（SA広域） 

原子炉建屋 熱電対 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

使用済燃料貯蔵プ－

ル水位・温度（SA） 
原子炉建屋 熱電対 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

使用済燃料貯蔵プール 

監視カメラ（使用済燃

料貯蔵プール監視カ

メラ用空冷装置を含

む） 

原子炉建屋 

赤外線 

カメラ， 

空冷装置 

ボルト固定 無 無  

通信連絡

設備 
衛星電話設備（常設） 

5 号炉原子炉

建屋 

コントロール

建屋 

盤 ボルト固定 無 無  

通信連絡

設備 

無線連絡設備 

（常設） 

5号炉原子炉

建屋 

コントロ－ル

建屋 

盤 ボルト固定 無 無  

通信連絡

設備 

5 号炉屋外緊急連絡用

インターフォン 

5 号炉原子炉

建屋 
設計中 設計中 

設 

計 

中 

設

計

中 
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 (3) 常設重大事故緩和設備（新設，(1),(2)を兼ねるものを除く）  

機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

－ コリウムシ－ルド 原子炉格納容器 － ボルト固定 － 有 許認可実績なし 

－ 
静的触媒式水素

再結合器 
原子炉建屋 － ボルト固定 － 無  

計測器・

検出器 

静的触媒式水素

再結合器動作監

視装置 

原子炉建屋 熱電対 ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 

原子炉建屋水素

濃度 
原子炉建屋 

熱伝導式 

水素検出器 
ボルト固定 無 無  

計測器・

検出器 
格納容器下部水位 原子炉格納容器 

電極式水位

検出器 
サポ－ト固定 無 無  

計測器・

検出器 

復水補給水系温度 

（代替循環冷却） 
原子炉建屋 熱電対 

温度計ウェ

ルに固定 
無 無  

通信連絡

設備 

安全パラメータ

表 示 シ ス テ ム

（SPDS） 

コントロール

建屋 

5 号炉原子炉

建屋 

盤 ボルト固定 無 無  

建物・ 

構築物 

中央制御室待避

室遮蔽 

コントロ－ル

建屋 

コンクリ－ト 

鉛 

岩盤支持 

ボルト固定 
無 無 

 

 

SAクラ

ス 2管・

弁 

中央制御室待避

室陽圧化装置（配

管・弁）［流路］ 

コントロ－ル

建屋 

廃棄物処理建屋  

鋼管 サポ－ト固定 無 無  

SAクラ

ス 2管・

弁 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（対策本部）陽

圧化装置（配管・

弁）［流路］ 

5 号炉原子炉

建屋 
鋼管 サポ－ト固定 無 無  
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機種区分 設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構

造 

の差異 
備 考 

① ② 

SAクラ

ス 2管・

弁 

5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策

所（待機場所）陽

圧化装置（配管・

弁）［流路］ 

5 号炉原子炉

建屋 
鋼管 サポ－ト固定 無 無  

  

  



39-3-35 

 

 

 (4) 常設耐震重要重大事故防止設備（既設） 

機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

計測制御設備 
ATWS緩和設備（代替制

御棒挿入機能）（盤） 
－ 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定   

計測制御設備 
ATWS緩和設備（代替制御

棒挿入機能）（電磁弁） 
－ 原子炉建屋 サポ－ト固定   

－ 制御棒 S 原子炉圧力容器  － 

  

 

 

－ 
制御棒駆動機構（水圧駆

動） 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
－   

－ 
制御棒駆動系水圧制御

ユニット 
S 原子炉建屋 －   

SAクラス 2管 
制御棒駆動系配管 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   

計測制御設備 

ATWS緩和設備（代替冷

却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能）（盤） 

－ 
コントロ－ル

建屋 
ボルト固定   

SAクラス 2 

ポンプ 
ほう酸水注入系ポンプ S 原子炉建屋 ボルト固定   

SAクラス 2 

容器 

ほう酸水注入系貯蔵タ

ンク 
S 原子炉建屋 ボルト固定   

SAクラス 2管 
ほう酸水注入系配管 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   

SAクラス 2弁 
ほう酸水注入系弁 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   

SAクラス 2管 
高圧炉心注水系配管 

［流路］ 

S 

B 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  

廃棄物処理建屋  

サポ－ト固定   

SAクラス 2管 
高圧炉心注水系スパ－

ジャ［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポ－ト固定   

SAクラス 2弁 
高圧炉心注水系弁 

［流路］ 

S 

B 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  

廃棄物処理建屋  

サポ－ト固定 
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SAクラス 2管 主蒸気系配管［流路］ 
S 

B 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   

SAクラス 2弁 主蒸気系弁［流路］ S 
原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   

SAクラス 2管 
原子炉隔離時冷却系 

（蒸気系）配管［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定 

  

 

 

 

SAクラス 2弁 
原子炉隔離時冷却系 

（蒸気系）弁［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   

SAクラス 2管 給水系配管［流路］ S 
原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   

SAクラス 2管 
給水系スパ－ジャ 

［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポ－ト固定   

SAクラス 2弁 給水系弁［流路］ S 
原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   

SAクラス 2弁 
逃がし安全弁 

［操作対象弁］  
S 原子炉格納容器  － 

  

 

SAクラス 2 

容器 

逃がし弁機能用アキュ

ムレ－タ 
S 原子炉格納容器  サポ－ト固定 

  

 

 

SAクラス 2 

容器 

自動減圧機能用アキュ

ムレ－タ 
S 原子炉格納容器  サポ－ト固定 

  

 

 

SAクラス 2管 
主蒸気系クエンチャ 

［流路］ 
B 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定 

  

 

計測制御設備 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

（盤） 

－ 
コントロ－ル

建屋 
ボルト固定   

計測器・検出器 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

（原子炉水位検出器） 

－ 原子炉建屋 ボルト固定   

計測制御設備 
自動減圧系の起動阻止

スイッチ 
S 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定   

SAクラス 2管 
高圧窒素ガス供給系 

配管［流路］ 

S 

C 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SAクラス 2弁 
高圧窒素ガス供給系弁

［流路］ 

S 

C 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定   

SAクラス 2 

容器 

自動減圧機能用アキュ

ムレ－タ［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポ－ト固定  

SAクラス 2 

容器 

逃がし弁機能用アキュ

ムレ－タ［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポ－ト固定  

SAクラス 2 

ポンプ 
復水移送ポンプ B 廃棄物処理建屋  ボルト固定  

SAクラス 2管 
残留熱除去系配管 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定  

SAクラス 2管 
残留熱除去系スパ－ジャ  

［流路］ 
S 原子炉格納容器  サポ－ト固定  

SAクラス 2弁 残留熱除去系弁［流路］ S 
原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定  

SAクラス 2 

容器 

原子炉補機冷却系サ－

ジタンク［流路］ 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

SAクラス 2 

容器 

残留熱除去系熱交換器

［流路］ 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

SAクラス 2管 
不活性ガス系配管 

［流路］ 

S 

C 
原子炉建屋 サポ－ト固定  

SAクラス 2弁 不活性ガス系弁［流路］ 
S 

C 
原子炉建屋 サポ－ト固定 

 

 

SAクラス 2管 
非常用ガス処理系配管

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

屋外 
サポ－ト固定  

SAクラス 2弁 
非常用ガス処理系弁 

［流路］ 
S 

原子炉建屋 

屋外 
サポ－ト固定  

建物・構築物 主排気筒（内筒）［流路］ S 原子炉建屋 －  

SAクラス 2管 
格納容器スプレイ・ヘッダ 

［流路］ 
S 原子炉格納容器 サポ－ト固定  

SAクラス 2 

ポンプ 

燃料プ－ル冷却浄化系

ポンプ 
B 原子炉建屋 ボルト固定  

SAクラス 2 

容器 

燃料プ－ル冷却浄化系

熱交換器 
B 原子炉建屋 ボルト固定  
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SAクラス 2管 
燃料プ－ル冷却浄化系

配管［流路］ 

S 

B 
原子炉建屋 サポ－ト固定  

SAクラス 2弁 
燃料プ－ル冷却浄化系

弁［流路］ 

S 

B 
原子炉建屋 サポ－ト固定  

SAクラス 2 

容器 

燃料プ－ル冷却浄化系

スキマサ－ジタンク 

［流路］ 

S 原子炉建屋 －  

SAクラス 2管 
燃料プ－ル冷却浄化系

ディフュ－ザ［流路］ 
S 原子炉建屋 サポ－ト固定  

SAクラス 2 

容器 
復水貯蔵槽 B 廃棄物処理建屋 －  

電気・電源 

設備 
直流 125V蓄電池 A S 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V蓄電池 B S 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V充電器 A S 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V充電器 B S 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
非常用高圧母線 C系 S 原子炉建屋 ボルト固定 

 

 

電気・電源 

設備 
非常用高圧母線 D系 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 原子炉圧力容器温度 － 原子炉格納容器 ボルト固定  

計測器・検出器 原子炉圧力 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 原子炉水位（広帯域） S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 原子炉水位（燃料域） S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
復水補給水系流量（RHR 

A系代替注水流量） 
－ 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
復水補給水系流量（RHR 

B系代替注水流量） 
－ 原子炉建屋 ボルト固定 
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

計測器・検出器 ドライウェル雰囲気温度 － 原子炉格納容器 サポ－ト固定  

計測器・検出器 
サプレッション・チェン

バ気体温度 
－ 原子炉格納容器 

ボルト固定 

サポ－ト固定 
 

計測器・検出器 
サプレッション・チェン

バ・プ－ル水温度 
－ 原子炉格納容器 

ボルト固定 

サポ－ト固定 
 

計測器・検出器 格納容器内圧力（D/W） － 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 格納容器内圧力（S/C） － 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
サプレッション・チェン

バ・プ－ル水位 
－ 原子炉建屋 ボルト固定 

 

 

 

 

 

計測器・検出器 格納容器内水素濃度 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
格納容器内雰囲気放射

線レベル（D/W） 
S 原子炉建屋 ボルト固定 

 

 

 

計測器・検出器 
格納容器内雰囲気放射

線レベル（S/C） 
S 原子炉建屋 ボルト固定 

 

 

 

計測器・検出器 起動領域モニタ S 原子炉格納容器 

起動領域モニタ検

出器は，起動領域

モニタドライチュ

－ブに内包され，

炉心領域に設置さ

れる。ドライチュ

－ブは，上端を上

部格子板の溝に挿

入され，下端部は

炉心支持板位置で

リングにより固定 
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

計測器・検出器 平均出力領域モニタ S 原子炉格納容器 

平均出力領域モニ

タの検出器の局部

出力領域モニタ検

出器は，炉心領域

に設置される。検

出器は，上端を上

部格子板の溝に挿

入され，下端部は

炉心支持板位置で

リングにより固定 

 

計測器・検出器 
高圧窒素ガス供給系

ADS 入口圧力 
C 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
高圧窒素ガス供給系窒

素ガスボンベ出口圧力 
C 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 M/C C 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 M/C D 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 非常用 D/G 発電機電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 非常用 D/G 発電機電力 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 非常用 D/G 発電機周波数 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 P/C C-1 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 P/C D-1 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 直流 125V 主母線盤 A 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 直流 125V 主母線盤 B 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

建物・構築物 中央制御室遮蔽 S 
コントロ－ル

建屋 
岩盤支持  
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SAクラス 2弁 

中央制御室換気空調系

給排気隔離弁（MCR外気

取入ダンパ，MCR非常用

外気取入ダンパ，MCR排

気ダンパ）［流路］ 

S 
コントロ－ル

建屋 
サポ－ト固定  

SAクラス 2 

管 

中央制御室換気空調系

ダクト（MCR外気取入ダ

クト，MCR排気ダクト）

［流路］ 

S 
コントロ－ル

建屋 
サポ－ト固定  

SAクラス 2 

容器 
原子炉圧力容器 S 原子炉圧力容器 －  

SAクラス 2 

容器 
原子炉格納容器 S 原子炉建屋 －  

SAクラス 2 

容器 
使用済燃料プ－ル S 原子炉建屋 －  
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 (5) 常設重大事故防止設備（既設，(4)を除く。） 

機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

土木構造物 スクリ－ン室 C(Ss) 屋外 －  

土木構造物 取水路 C(Ss) 屋外 －  
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 (6) 常設重大事故緩和設備（既設，(4),(5)を兼ねるものを除く）  

機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SAクラス 2管 
残留熱除去系ストレ－ナ 

［流路］ 
S 原子炉格納容器  －  

計測器・検出器 格納容器内酸素濃度 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
復水補給水系流量（格納

容器下部注水流量） 
－ 原子炉建屋 ボルト固定  

SAクラス 2 

容器 
サプレッション・チェンバ S 原子炉格納容器  －  

－ 非常用ガス処理系排風機 S 原子炉建屋 ボルト固定  

SAクラス 2管 
非常用ガス処理系フィ

ルタ装置［流路］ 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

SAクラス 2管 
非常用ガス処理系乾燥

装置［流路］ 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

建物・構築物 原子炉建屋原子炉区域 S 原子炉建屋 岩盤支持  
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 (7) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（(4)，(6)を兼ねるものを除く）  

機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SAクラス 2 

ポンプ 

原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

SAクラス 2管 

原子炉隔離時冷却系

（注水系）配管 

［流路］ 

S 
原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定  

SAクラス 2弁 
原子炉隔離時冷却系（注

水系）弁［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
サポ－ト固定  

SAクラス 2管 
原子炉隔離時冷却系（注

水系）ストレ－ナ［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
－  

SAクラス 2 

ポンプ 
高圧炉心注水系ポンプ S 原子炉建屋 ボルト固定  

SAクラス 2管 
高圧炉心注水系ストレ

－ナ［流路］ 
S 

原子炉建屋 

原子炉格納容器  
－  

SAクラス 2弁 
高圧炉心注水系注入隔

離弁  
S 原子炉建屋 －  

SAクラス 2 

ポンプ 
残留熱除去系ポンプ S 原子炉建屋 ボルト固定  

SAクラス 2 

ポンプ 
原子炉補機冷却水ポンプ S タ－ビン建屋 ボルト固定  

SAクラス 2 

ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポ

ンプ 
S タ－ビン建屋 ボルト固定  

SAクラス 2 

容器 

原子炉補機冷却水系熱

交換器 
S タ－ビン建屋 ボルト固定  

SAクラス 2 

容器 

原子炉補機冷却系海水

ストレ－ナ［流路］ 
S タ－ビン建屋 －  

電気・電源 

設備 

非常用ディ－ゼル発電

機（発電機） 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

電気・電源 

設備 

非常用ディ－ゼル発電

機（励磁装置，保護継電

装置） 

S 原子炉建屋 ボルト固定  

火力技術基準 
非常用ディ－ゼル発電

機（内燃機関） 
S 原子炉建屋 ボルト固定  
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

SAクラス 2 

容器 

非常用ディ－ゼル発電

機（空気だめ） 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

火力技術基準 
非常用ディ－ゼル発電

機（空気圧縮機） 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

火力技術基準 燃料移送ポンプ S 屋外 ボルト固定  

火力技術基準 燃料ディタンク S 原子炉建屋 ボルト固定  

火力技術基準 

非常用ディ－ゼル発電

機燃料移送系配管［燃料

流路］ 

S 
原子炉建屋 

屋外 
サポ－ト固定  

火力技術基準 

非常用ディ－ゼル発電

機燃料移送系弁［燃料流

路］ 

S 
原子炉建屋 

屋外 
サポ－ト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V蓄電池 C S 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V蓄電池 D S 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V充電器 C S 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定  

電気・電源 

設備 
直流 125V充電器 D S 

コントロ－ル

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 
原子炉隔離時冷却系系

統流量 
S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 高圧炉心注水系系統流量 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 残留熱除去系系統流量 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
残留熱除去系熱交換器

入口温度 
C 原子炉建屋 

温度計ウェルに 

固定 
 

計測器・検出器 
残留熱除去系熱交換器

出口温度 
C 原子炉建屋 

温度計ウェルに 

固定 
 

計測器・検出器 
原子炉補機冷却水系系

統流量 
C タ－ビン建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
残留熱除去系熱交換器

入口冷却水流量 
C 原子炉建屋 ボルト固定  
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機種区分 設備名称 

耐 震 

重要度 

分 類 

設置場所 設置方式 備 考 

計測器・検出器 
高圧炉心注水系ポンプ

吐出圧力 
B 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
残留熱除去系ポンプ吐

出圧力 
B 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 RCW サージタンク水位 S 原子炉建屋 ボルト固定  

計測器・検出器 
原子炉補機冷却水系熱

交換器出口冷却水温度 
C タービン建屋 

温度計ウェルに 

固定 
 

計測器・検出器 M/C E 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 P/C E-1 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

計測器・検出器 直流 125V 主母線盤 C 電圧 S 
コントロール

建屋 
ボルト固定  

土木構造物 補機冷却用海水取水路 C(Ss)  屋外 －  

建築・構造物 補機冷却用海水取水槽 C(Ss)  タ－ビン建屋 －  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-4 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

目次 

1. はじめに ..................................................................................................................... 39-4-1 

2. 基準の規定内容 .......................................................................................................... 39-4-2 

2.1 設置許可基準規則第 39 条（ＳＡ施設）の規定内容 ............................................ 39-4-2 

2.2 設置許可基準規則第 4 条（ＤＢ施設）の規定内容 ............................................... 39-4-2 

2.3 JEAG4601 の記載内容 ........................................................................................... 39-4-3 

3. ＳＡ施設の荷重の組合せと許容応力状態の設定に関する基本方針 .......................... 39-4-6 

4. 荷重の組合せの検討手順 ......................................................................................... 39-4-11 

5. 荷重の組合せの検討結果 ......................................................................................... 39-4-14 

5.1 地震の従属事象・独立事象の判断 ..................................................................... 39-4-14 

5.2 荷重の組合せの検討結果 .................................................................................... 39-4-15 

5.2.1 全般施設 ........................................................................................................... 39-4-15 

5.2.2 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備 .................................................... 39-4-18 

5.2.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備 ................................................ 39-4-28 

5.2.4 ＳＡ施設の支持構造物 ..................................................................................... 39-4-34 

6. 許容応力状態の検討結果 ......................................................................................... 39-4-35 

6.1 全般施設 ............................................................................................................. 39-4-35 

6.2 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備 ....................................................... 39-4-36 

6.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備 ................................................... 39-4-37 

6.4 ＳＡ施設の支持構造物 ....................................................................................... 39-4-37 

7. まとめ ...................................................................................................................... 39-4-38 

（補足 1）ＳＡ施設に対する許容応力状態の考え方 ................................................... 39-4-40 

（補足 2）事象発生確率の考え方 ................................................................................ 39-4-47 

（補足 3）「地震の従属事象」と「地震の独立事象」について ................................... 39-4-54 

（補足 4） ＤＢＡ による履歴を考慮しなくてよい理由 ........................................... 39-4-67 

添付資料 ....................................................................................................................... 39-4-69 

添付資料－1. 重大事故シーケンスにおける主要な重大事故等対処施設 .................... 39-4-70 

添付資料－2. 地震動の年超過確率 .............................................................................. 39-4-75 

添付資料－3. 事故時荷重の組合せの選定における検討の流れ ................................... 39-4-78 

添付資料－4. 建物・構築物のＳＡ施設としての設計の考え方 ................................... 39-4-80 

添付資料－5. 対象設備，事故シーケンス，荷重条件の網羅性について .................... 39-4-88 

添付資料－6. 継続時間の検討における対象荷重の網羅性について ........................... 39-4-93 

添付資料－7. 荷重の組合せ表 ...................................................................................... 39-4-98 

添付資料－8. 重大事故時の荷重条件の妥当性について ............................................ 39-4-100 



 

 

 

添付資料－9.ＡＢＷＲにおける運転状態Ⅴ(LL)の適切性について ........................... 39-4-121 

添付資料－10.荷重条件として組み合わせるシナリオの選定及びその荷重条件の保守性につ

いて ............................................................................................................................. 39-4-125 

参考資料 ..................................................................................................................... 39-4-130 

〔参考１〕設置許可基準規則第 39 条及び解釈（抜粋） ........................................... 39-4-131 

〔参考２〕設置許可基準規則第 4 条及び解釈 ........................................................... 39-4-132 

〔参考３〕設置許可基準規則第 4 条解釈の別記２（抜粋） ..................................... 39-4-133 

〔参考４〕耐震設計に係る工認審査ガイド（抜粋） ................................................ 39-4-135 

〔参考５〕JEAG4601（抜粋） ................................................................................... 39-4-138 

〔参考６〕鉄筋コンクリート製原子炉格納容器 評価温度・圧力負荷後の耐震性... 39-4-145 

〔参考７〕ＤＢ施設を兼ねる主なＳＡ施設等のＤＢＡとＳＡの荷重条件の比較 .... 39-4-160 

〔参考８〕「重大事故に至るおそれがある事故」に関する補足説明 ........................ 39-4-163 

〔参考９〕重大事故等時の長期安定冷却手段について ............................................ 39-4-166 

 

 



 

39-4-1 

 

 

1. はじめに 

重大事故等※1（以下「ＳＡ」という。）の状態で必要となる常設の重大事故等対処施設※2 

（以下「ＳＡ施設」という。）については，待機状態において地震により必要な機能が損

なわれず，さらにＳＡが長期にわたり継続することを念頭に，ＳＡにおける運転状態と地

震との組合せに対して必要な機能が損なわれない設計とする必要がある。以下にＳＡ施

設の耐震設計に対する考え方を示す。 

※1：「重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を

除く）又は重大事故」を総称して重大事故等という。 

※2：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備については，代替す

る設備の耐震クラスに適用される地震力を適用する。 

 

【ＳＡ施設の耐震設計の位置づけ】 

設計基準事故対処設備（以下「ＤＢ施設」という。）が十分に機能せず設計基準事故（以

下「ＤＢＡ」という。）を超える事象が発生した場合に備え，ＳＡ施設は，ＳＡ時におい

ても，必要な機能が損なわれるおそれがないように耐震設計を行うとともに，常設の施設，

可搬型の設備又はその組合せによる設備対策だけでなく，マネジメントによる対策など

の多様性を活かしてＳＡに対処する。 

具体的には， 

① ＳＡ施設は，ＳＡ時を含む各運転状態と地震の組合せに対して必要な機能が損な

われるおそれがないよう設計を行う。 

② 可搬設備等を活用することにより，事故の緩和・収束手段に多様性を持たせ，頑

健性を高める。 

とする。 

 

以上の内容を踏まえ，①に記載の具体的な設計条件を決めるにあたり，ＳＡ施設につい

ては，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平

成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 5 号）」（以下「設置許可基準規則」という。）

及び「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」，「原

子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」，「原子力発電所耐震設計技術指針 

JEAG4601-1991 追補版」（社）日本電気協会（以下「JEAG4601」という。）等の規格・基

準に基づき，検討を実施した。 
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2. 基準の規定内容 

ＳＡ施設，ＤＢ施設の耐震性の要求は，それぞれ設置許可基準規則第 39 条，第 4 条に

規定されている。そこで，ＳＡ施設及びＤＢ施設について，耐震設計に関する基準の規定

内容を以下のとおり整理した。 

 

2.1 設置許可基準規則第 39 条（ＳＡ施設）の規定内容 

(1) ＳＡ施設の耐震性については，設置許可基準規則の第 39 条に規定されている。〔参考

1〕 

(2) ＳＡ施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備が設置されるＳＡ施設については，

設置許可基準規則の第 39 条第 1 項第 1 号において，「基準地震動による地震力に対し

て重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないものであること。」が求められている。〔参考 1〕 

(3) ＳＡ施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置

されるＳＡ施設については，設置許可基準規則の第 39 条第 1 項第 2 号において，「第

四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることができるものであるこ

と。」が求められている。〔参考 1〕これは，ＤＢ施設の耐震Ｂ，Ｃクラスと同等の設

計とすることが要求されているものであるが，耐震Ｂ，Ｃクラスは事故時荷重との組

合せを実施しないため，本資料では省略する。なお，常設重大事故防止設備（設計基

準拡張）については，設計基準事故対処設備として設定されている耐震重要度分類の

クラスに従って地震力を分類する。 

(4) ＳＡ施設のうち，常設重大事故緩和設備が設置されるＳＡ施設については，設置許可

基準規則第 39 条第 1 項第 3 号において，「基準地震動による地震力に対して重大事

故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。」が求め

られている。〔参考 1〕 

(5) 設置許可基準規則の第 39 条の解釈において，「第 39 条の適用に当たっては、本規程

別記 2 に準ずるものとする。」とされている。〔参考 1〕 

 

2.2 設置許可基準規則第 4 条（ＤＢ施設）の規定内容 

(1)ＤＢ施設の耐震性については，設置許可基準規則の第 4 条に規定されている。〔参考

2〕 

(2)耐震Ｓクラス施設については，設置許可基準規則の第 4 条第 3 項において，「耐震重

要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震に

よる加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）に対

して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。」とされている。

〔参考 2〕 

(3)設置許可基準規則の第 4 条の解釈において，「別記 2 のとおりとする。」とされている。

〔参考 2〕 

(4)基準地震動による地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないことを満たす

要件は，設置許可基準規則解釈第 4 条の別記 2（以下「別記 2」という。）において，

「建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準

地震動による地震力との組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変
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形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に

対し妥当な安全余裕を有していること。」が求められている。〔参考 3〕 

(5)基準地震動による地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないことを満たす

要件は，別記 2 において，「機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過

渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わ

せた荷重条件に対して、その施設に要求される機能を保持すること。なお、上記によ

り求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及

ぼさないこと。」が求められている。〔参考 3〕 

(6)別記 2 において，「「運転時の異常な過渡変化及び事故時に生じるそれぞれの荷重」に

ついては、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重及び

地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した

場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地

震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。」が求

められている。〔参考 3〕 

 

2.3 JEAG4601 の記載内容 

「耐震設計に係る工認審査ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）」の

「4.2 荷重及び荷重の組合せ」において，「規制基準の要求事項に留意して、JEAG4601 の

規定を参考に」組み合わせることとされていることから，JEAG4601 における記載内容を

以下のとおり整理した。 

(1)荷重の組合せ 

JEAG4601・補-1984 重要度分類・許容応力編における，荷重の組合せに関する記 

載としては，以下のとおり。 

・「その発生確率が 10-7 回/炉年を下回ると判断される事象は，運転状態Ⅰ～Ⅳに含

めない。」とされている。 

・地震の従属事象については，「地震時の状態と，それによって引き起こされるお

それのあるプラントの状態とは，組合せなければならない。」とされている。 

・地震の独立事象については，「地震と，地震の独立事象の組合せは，これを確率

的に考慮することが妥当であろう。地震の発生確率が低く，継続時間が短いこと

を考えれば，これと組合せるべき状態は，その原因となる事象の発生頻度及びそ

の状態の継続時間との関連で決まることになる。」とされている。 

 

以上の記載内容に基づき，JEAG4601 において組み合わせるべき荷重を整理したも

のを表 2.3.1 に示す。表 2.3.1 では，事象の発生確率，継続時間，地震動の発生確率を

踏まえ，その確率が 10-7/炉年以下となるものは組合せが不要となっている。 
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表 2.3.1 運転状態と地震動との組合せの確率的評価

 

JEAG4601・補-1984 抜粋  
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(2)運転状態と許容応力状態 

JEAG4601・補-1984 重要度分類・許容応力編における，運転状態と許容応力状態

に関する記載は以下のとおりであり，プラントの運転状態Ⅰ～Ⅳに対応する許容応

力状態ⅠA～ⅣA 及び，地震により生ずる応力に対する特別な応力の制限を加えた許

容応力状態ⅢAS，ⅣAS を定義している。 

【運転状態】 

運転状態Ⅰ       ：告示の運転状態Ⅰの状態 

運転状態Ⅱ       ：告示の運転状態Ⅱの状態 

運転状態Ⅲ       ：告示の運転状態Ⅲの状態 

運転状態（長期）Ⅳ(L) ：告示の運転状態Ⅳの状態のうち，長期間のものが作用し

ている状態 

運転状態（短期）Ⅳ(S) ：告示の運転状態Ⅳの状態のうち，短期間のもの（例：JET，

JET反力，冷水注入による過渡現象等）が作用している状

態 

【許容応力状態】 

許容応力状態ⅠA ：告示の運転状態Ⅰ相当の応力評価を行う許容応力状態 

許容応力状態ⅠA*：ＥＣＣＳ等のように運転状態Ⅳ(L)が設計条件となっているもの

に対する許容応力状態で許容応力状態ⅠA に準ずる。 

許容応力状態ⅡA ：告示の運転状態Ⅱ相当の応力評価を行う許容応力状態 

許容応力状態ⅢA ：告示の運転状態Ⅲ相当の応力評価を行う許容応力状態 

許容応力状態ⅣA ：告示の運転状態Ⅳ相当の応力評価を行う許容応力状態 

許容応力状態ⅢAS：許容応力状態ⅢAを基本として，それに地震により生ずる応力に

対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態 

許容応力状態ⅣAS：許容応力状態ⅣAを基本として，それに地震により生ずる応力に

対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態 
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3. ＳＡ施設の荷重の組合せと許容応力状態の設定に関する基本方針 

(1) 対象施設 

設置許可基準規則第 39 条において，基準地震動による地震力に対しての機能維持が求

められている「常設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大事故緩和設備」を対象と

する。主な施設を重大事故シーケンスに基づき整理したリストを添付資料 1 に示す。ま

た，当該リストに整理した主要施設を原子炉格納容器内外で整理したものを表 3.1 に示

す。なお，全ＳＡ施設の分類を「39-1 重大事故等対処設備の設備分類」に示す。 

 

(2) ＳＡ施設の運転状態 

ＳＡ施設は，ＤＢを超え，ＳＡが発生した場合に必要な措置を講じるための施設である

ことから，運転状態として従来のⅠ～Ⅳに加え，ＳＡの発生している状態として運転状態

Ⅴを新たに定義する。 

さらに運転状態Ⅴについては，重大事故等の状態が設計基準事故を超える更に厳しい

状態であることを踏まえ，事象発生直後の短期的に荷重が作用している状態を運転状態

Ⅴ(S)とし，一連の過渡状態を除き，ある程度落ち着いた状態の長期的に荷重が作用して

いる状態として運転状態Ⅴ(L)，Ⅴ(L)より更に長期的に荷重が作用している状態を運転

状態Ⅴ(LL)とする。 

 

【運転状態の説明】 

Ⅰ～Ⅳ：JEAG4601 で設定している運転状態 

Ⅴ(S) ：ＳＡの状態のうち事象発生直後の短期的に荷重が作用している状態 

Ⅴ(L) ：ＳＡの状態のうち長期的（過渡状態を除く一連の期間）に荷重が作用して

いる状態 

Ⅴ(LL)：ＳＡの状態のうちⅤ(L)より更に長期的に荷重が作用している状態  

 

 

(3) 組合せの基本方針 

別記 2 及び JEAG4601 に基づき耐震評価を行うＤＢ施設の考え方を踏まえた，ＳＡ施

設における荷重組合せの基本方針は以下のとおり。 

 

a. ＤＢ施設の組合せの考え方 

・基準地震動Ｓｓ（以下「Ｓｓ」という。），弾性設計用地震動Ｓｄ（以下「Ｓｄ」とい

う。）による地震力と運転状態の組合せを考慮する。 

・運転状態Ⅰ～Ⅳを想定する。 

・地震の従属事象については，地震による地震力との組合せを実施する。 

・地震の独立事象については，事象の発生確率，継続時間，Ｓｓ若しくはＳｄの年超過

確率を踏まえ，その発生確率が 10-7/炉年超の事象は組み合わせる。 

・原子炉格納容器は，原子炉冷却材喪失事故(以下「ＬＯＣＡ」という。)後の最終障壁

となることから，構造体全体としての安全裕度を確認する意味でＬＯＣＡ後の最大内

圧とＳｄによる地震力との組合せを考慮する。 

  



 

39-4-7 

 

b. ＳＡ施設の組合せ方針 

・Ｓｓ，Ｓｄによる地震力と運転状態の組合せを考慮する。 

・運転状態Ⅰ～Ⅳを想定するとともに，それを超えるＳＡの状態として，運転状態Ⅴを

想定する。 

・地震の従属事象については，地震による地震力との組合せを実施する。 

・地震の独立事象については，事象の発生確率，継続時間及びＳｓ若しくはＳｄの年超

過確率の積等も考慮し，工学的，総合的に組み合わせるか否かを判断する。 

組み合わせるか否かの判断は，国内外の基準等でスクリーニング基準として参照

されている値，炉心損傷頻度及び格納容器機能喪失頻度の性能目標値に保守性をも

たせた値を目安とする。 

・ＳＡが地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては，ＤＢ施設

の耐震設計の考え方に基づくとともに，確率論的な考察も考慮した上で判断する。 

・原子炉格納容器について，ＤＢ施設ではＬＯＣＡ後の最終障壁として，ＳＡに至らな

いよう強度的な余裕をさらに高めるべく，ＬＯＣＡ後の最大内圧とＳｄによる地震力

との組合せを考慮することとしているが，ＳＡ施設においては，強度的に更なる余裕

を確保するのではなく，以下の設計配慮を行うことにより，余裕を付加し信頼性を高

めることとする。 

ＳＡ施設としての原子炉格納容器については，ＤＢ施設のＳｓに対する機能維持

の考え方に準じた耐震設計を行う。さらに，最終障壁としての構造体全体の安全裕度

の確認として，重大事故時の格納容器の最高使用温度，最高使用圧力を大きく超える

200℃，0.62MPa の条件で，原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能が損なわれる

ことがないことの確認を行う。 

 

(4) 許容限界の基本方針 

ＳＡ施設の耐震設計として，設置許可基準規則第 39条では，「基準地震動による地震

力に対して、重大事故に（至るおそれがある事故に）対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないものであること」とされており，許容限界の設定に際しては，ＤＢ施設

の機能維持設計の解釈である第 4 条第 3 項に係る別記 2 の規定に準ずる。具体的な許容

限界の設定は，JEAG4601 のＤＢ施設に対する記載内容を踏まえ，ＳＡ施設における荷重

の組合せと許容限界の設定方針を，以下のとおり定めた。（補足 1） 
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a.ＤＢ施設における方針 

・弾性設計の許容限界として，運転状態Ⅲに対する許容応力状態に地震力に対する

制限を加えた許容応力状態ⅢAS を用いる。 

・機能維持設計の許容限界として，運転状態Ⅳに対する許容応力状態に地震力に対

する制限を加えた許容応力状態ⅣAS を用いる。 

b.ＳＡ施設における方針 

・ＳＡ施設の耐震設計は，ＤＢ施設に準拠することとしていることから，運転状態

Ⅰ～Ⅳと地震による地震力の組合せに対しては，ＤＢ施設と同様の許容応力状態

を適用する。 

・ＤＢ施設の設計条件を超える運転状態Ⅴの許容応力状態としてⅤA を定義し，さ

らに地震との組合せにおいては，許容応力状態ⅤAS を定義する。 

別記 2 によれば，機能維持設計の要求として，「荷重により塑性ひずみが生じる

場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。」とされており，ＤＢ

施設では，許容応力状態ⅣAS の許容限界を適用している。新たに定義する許容応

力状態ⅤAS は，ＳＡに対処するために必要な機能が損なわれない許容限界であり，

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，機能維持設計の許容限界として適用

実績のある許容応力状態ⅣASと同じ許容限界を適用する。 

 

【許容応力状態の説明】 

ⅠA～ⅣA：JEAG4601 で設定している許容応力状態 

ⅢAS～ⅣAS：JEAG4601 で設定している許容応力状態 

ⅤA：運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力状態 

（ＳＡ時に要求される機能が満足できる許容応力状態） 

ⅤAS：許容応力状態ⅤA を基本として，それに地震により生ずる応力に対する特

別な応力の制限を加えた許容応力状態 

(ＳＡ時に要求される機能が満足できる許容応力状態） 
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表 3.1 原子炉格納容器及び原子炉圧力容器を防護対象とする主要な重大事故等対処施設  

防護対象 
重大事故等対処施設 

原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉 

格納容器 

コリウムシールド 

サプレッション・チェンバ 

格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

 

復水移送ポンプ 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

ラプチャーディスク 

ドレン移送ポンプ 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

残留熱除去系熱交換器 

海水貯留堰 

スクリーン室 

取水路 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

格納容器内水素濃度 

格納容器内酸素濃度 
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表 3.1  原子炉格納容器及び原子炉圧力容器を防護対象とする主要な重大事故等対処施設 

防護対象 
重大事故等対処施設 

原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉圧力 

容器 

制御棒 

制御棒駆動機構（水圧駆動） 

逃がし安全弁 

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

 

 

 

 

制御棒駆動系水圧制御ユニット 
ほう酸水注入系ポンプ 
ほう酸水注入系貯蔵タンク 
高圧代替注水系ポンプ 
原子炉建屋ブローアウトパネル 
復水移送ポンプ 
遠隔手動弁操作設備 
フィルタ装置 
よう素フィルタ 
ラプチャーディスク 

ドレン移送ポンプ 
ドレンタンク 
フィルタベント遮蔽壁 
配管遮蔽 
海水貯留堰 
スクリーン室 
取水路 
ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリッ

プ機能） 
代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 
自動減圧系の起動阻止スイッチ 
AM 用切替装置（SRV） 
AM 用直流 125V 充電器 
軽油タンク 
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4. 荷重の組合せの検討手順 
(1)地震の従属事象・独立事象の判断 

組合せの基本方針において，地震従属事象はＳｓと組み合わせ，独立事象はその事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，Ｓｓ，Ｓｄいずれか適

切な地震力と組み合わせることとしていることから，まず，荷重の組合せの検討に当た

って，運転状態Ⅴが，地震の従属事象，独立事象の何れに該当するか判断する。従属事

象と判断された場合は，Ｓｓと組み合わせ，独立事象と判断された場合は，以下の

(2)(3)項の手順に従う。 

 

(2) 施設分類 

対象施設は設置許可基準規則，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則 （平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 6 号）」（以下「技術基準規則」

という。），JEAG4601 等を踏まえた分類を行い，その分類ごとに組合せ方針を検討する

こととする。対象施設は以下のとおり分類する。 

ＳＡ施設は，設置許可基準規則の解釈別記 2 から「機器・配管系」と「建物・構築物」

に分類される。ここで，建物・構築物についても，機器・配管系と同様の考え方で組合

せを考慮することとする。（添付資料 4「建物・構築物のＳＡ施設としての設計の考え

方」参照）また，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（以下「ＰＣＶバウンダリ」

という。）と原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備（以下「ＲＰＶバウンダリ」

という。）については，「重大事故等対策の有効性評価」により得られたＳＡ時の圧力・

温度の推移を用いて検討を行うことから他の施設とは別にＳＡ荷重と地震力の組合せ

を検討する。 

以上のことから，以降の検討では施設を図 4.1 のとおり分類し，建物・構築物を含

む全般施設は，ＰＣＶバウンダリ，ＲＰＶバウンダリ以外の機器・配管系の組合せ方針

を適用する。なお，ＰＣＶバウンダリの圧力・温度等の条件を用いて評価を行う施設に

ついては，ＰＣＶバウンダリの荷重の組合せに従い，支持構造物については，支持され

る施設の荷重の組合せに従うものとする。 

 

 

図 4.1 施設の分類の考え方 
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(3)独立事象に対する荷重の組合せの選定手順 

独立事象に対して，ＳＡ施設に適用する荷重の組合せの選定手順を示す。考え方とし

ては，事象の発生確率，継続時間，地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合

的に判断することとする。選定手順を以下に，組合せのイメージを図 4.2 に，選定フロ

ーを図 4.3 に示す。 

【選定手順】 

① ＳＡ事象の発生確率としては，炉心損傷頻度の性能目標値である 10-4/炉年を適用

する。 

② 地震ハザード解析から得られる年超過確率を参照し，JEAG4601・補-1984 で記載

されている S2，S1 の発生確率をＳｓ，Ｓｄの年超過確率に読み替えて適用する。

（添付資料 2 参照） 

③ 荷重の組合せの判断は，①と②及びＳＡの継続時間との積で行い，そのスクリー

ニングの判断基準を設定する。具体的には，国内外の基準等でスクリーニング基準

として参照されている値，炉心損傷頻度及び格納容器機能喪失頻度の性能目標値

に保守性をもたせた値として，柏崎刈羽 6 号及び 7 号炉では，ＤＢ施設の設計の

際のスクリーニング基準である 10-7/炉年に保守性を見込んだ 10-8/炉年とする。（補

足 2） 

④ ①②の積と③を踏まえて弾性設計用地震動Ｓｄ又は基準地震動Ｓｓと組み合わ

せるべきＳＡの継続時間を設定する。事故発生時を基点として，10-2 年までの期間

を地震荷重との組合せが不要な短期（運転状態Ⅴ(S)），弾性設計用地震動Ｓｄとの

組合せが必要な 10-2～2×10-1 年を長期(L)（運転状態Ⅴ(L)），基準地震動Ｓｓとの

組合せが必要な期間 2×10-1 年以降を長期(LL)（運転状態Ⅴ(LL)）とする。 

⑤ ④を踏まえて，施設分類ごとに荷重の組合せを検討する。 

 

表 4.1 組合せの目安となる継続時間 

荷重の組合せを 

考慮する判断目安 

重大事故等の 

発生確率 
地震動の発生確率 

組合せの目安と

なる継続時間 

10-8/炉年以上 10-4/炉年※1 

弾性設計用 
地震動Ｓｄ 

10-2/年以下※2 10-2年以上 

基準地震動Ｓｓ 5×10-4/年以下※2 2×10-1年以上 
※1：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記載されて

いる炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確率として 10-4/炉
年とした。 

※2：JEAG4601-1984 に記載されている地震動 S2，S1の発生確率をＳｓ，Ｓｄに読み

換えた。 
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図 4.2 荷重の組合せと継続時間の関係（イメージ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3 独立事象に対する荷重の組合せの選定手順  

運転状態Ⅴ(LL) 
(長期(LL)) 

時間 

荷
重 

10-2年 2×10-1年 

組合せ不要 Sd との組合せ Ss との組合せ 

ＳＡ発生 

評価点①（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 

運転状態Ⅴ(S) 
(短期) 

運転状態Ⅴ(L) 
(長期(L)) 

①SA 事象の発生確率を設定する。 

④ ①②の積と③を踏まえて，弾性設計用地震動 Sd，基準地震動 Ss と 

組み合わせるべき SA の継続時間を設定する。 

②Ss，Sd の年超過確率を設定する。 

③ 荷重の組合せの判断は，①と②と SA の継続時間との積で行い， 

そのスクリーニングの判断基準を設定する。 

⑤ ④を踏まえて，施設分類ごとに荷重の組合せを検討する。 
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5. 荷重の組合せの検討結果 

4 項の検討手順に基づき，まず，5.1 項ではＳＡが地震の従属事象か独立事象であるか

を判断し，5.2 項では，全般施設，ＰＣＶバウンダリ，ＲＰＶバウンダリに分けて，ＳＡ

荷重と地震力の組合せ条件を検討する。なお，ＳＡ施設の支持構造物については，支持す

る施設の荷重の組合せに従うものとする。 

 

5.1 地震の従属事象・独立事象の判断 

運転状態Ⅴが地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては，Ｄ

Ｂ施設の耐震設計の考え方に基づく。なお，確率論的な考察も考慮する。ここで，ＤＢ施

設に対して従前より適用してきた考え方に基づき，地震の従属事象とは，ある地震力を想

定して，その地震力未満で設計された設備が，その地震力を上回る地震が発生した際に確

定論的に設備が損傷すると仮定した場合に発生する事象，すなわち「地震によって引き起

こされる事象」と定義し，地震の独立事象とは，確定論的に考慮して「地震によって引き

起こされるおそれのない事象」と定義する。 

耐震Ｓクラス施設はＳｓによる地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそれの

ないよう設計されている。この安全機能に係る設計は，耐震Ｓクラス施設自体が，Ｓｓに

よる地震力に対して，損傷しないよう設計するだけでなく，下位クラスに属するものの波

及的影響等に対しても，その安全機能が損なわれないよう設計することも含まれる。耐震

Ｓクラス施設が健全であれば，炉心損傷防止に係る重大事故等対策の有効性評価におい

て想定した全ての事故シーケンスに対し，Ｓｓ相当の地震により，起因事象が発生したと

しても緩和設備が機能し，ＤＢ設計の範囲で事象を収束させることができることを確認

した。 

したがって，ＳＡ施設に対する耐震設計における荷重の組合せの検討としては，Ｓｓ相

当の地震に対して，運転状態Ⅴは地震によって引き起こされるおそれのない「地震の独立

事象」として扱い，運転状態Ⅴの運転状態と地震力とを適切に組み合わせる。なお，地震

ＰＲＡの結果を参照し，確率論的な考察を実施した。ＳＡ施設に期待した場合の地震ＰＲ

Ａにおいて，Ｓｓ相当までの地震力により炉心損傷に至る事故シーケンスについて，緩和

設備のランダム故障を除いた炉心損傷頻度（以下「ＣＤＦ」という。）であって，ＳＡ施

設による対策の有効性の評価がＤＢ条件を超えるものの累積値は，8.2×10-8/炉年である。

性能目標のＣＤＦ（10-4/炉年）に対する相対割合として 1％を下回る頻度の事象は，目標

に対して影響がないといえるくらい小さい値と見なすことができ，8.2×10-8/炉年は，これ

を大きく下回ることから，Ｓｓ相当までの地震力によりＤＢ条件を超える運転状態Ⅴの

発生確率は極めて低いと考えられる。したがって，ＳＡ施設に対する耐震設計における荷

重の組合せの検討において，運転状態Ⅴが地震によって引き起こされるおそれがないと

して扱うことは妥当と考える。（「（補足 3）「地震の従属事象」と「地震の独立事象」につ

いて」参照） 
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5.2 荷重の組合せの検討結果 

5.1 項で運転状態Ⅴは地震の独立事象と判断したことから，以下では施設分類ごとに 4

項(3)の手順に従って，荷重の組合せを検討する。 

 

5.2.1 全般施設 

(1)ＳＡの発生確率 

ＳＡの発生確率としては，炉心損傷頻度の性能目標値である 10-4/炉年を適用する。な

お，全般施設については事故シーケンスグループを特定せず全てのＳＡを考慮する。 

 

(2)地震動の年超過確率 

地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，JEAG4601・補-1984 で記載

されている S2，S1 の発生確率をＳｓ，Ｓｄの年超過確率に読み替えて適用する。（添付資

料 2 参照） 

 

(3) 荷重の組合せの継続時間の決定 

保守性を見込んだ 10-8/炉年と，(1)，(2)で得られた値の積との比較により，工学的，

総合的に組合せの目安となる継続時間を判断する。事故発生時を基点として，10-2年まで

の期間を地震荷重との組合せが不要な短期（運転状態Ⅴ(S)），弾性設計用地震動Ｓｄとの

組合せが必要な 10-2～2×10-1 年を長期(L)（運転状態Ⅴ(L)），基準地震動Ｓｓとの組合せ

が必要な期間 2×10-1年以降を長期(LL)（運転状態Ⅴ(LL)）とする。 

 

表 5.2.1.1 組合せの目安となる継続時間 

事故 

シーケンス 

重大事故等の 

発生確率 
地震動の発生確率 

荷重の組合せを 

考慮する判断目安 

組合せの目安と

なる継続時間 

全てのＳＡ 10-4/炉年※1 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 
10-2/年以下※2 

10-8/炉年以上 

10-2年以上 

基準地震動Ｓｓ 
5×10-4/年 

以下※2 
2×10-1年以上 

※1：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記載されて

いる炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確率として 10-4/炉

年とした。 

※2：JEAG4601-1984 に記載されている地震動の発生確率 S2，S1の発生確率をＳｓ，

Ｓｄに読み換えた。 
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図 5.2.1.1 荷重の組合せと継続時間の関係（イメージ） 

 

(4)荷重組合せの検討 

(1)～(3)から，ＳＡの発生確率，地震動の年超過確率と掛け合わせた発生確率は表

5.2.1.2，組合せのイメージは図 5.2.1.1のとおりとなる。この検討に際し，ＳＡ施設と

しての重要性を鑑み安全裕度を確保するために，頻度が保守的に算出されるように各パ

ラメータの設定にあたり，以下の事項を考慮している。 

【全般施設のＳＡの発生確率，継続時間，地震動の年超過確率に関する考慮】 

・ＳＡの発生確率は，個別プラントの炉心損傷頻度を用いず，炉心損傷頻度の性能目標

値である 10-4/炉年を適用している。 

・地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，地震動の年超過確率は

JEAG4601・補-1984 に記載の発生確率を用いている。 

 

表 5.2.1.2のＳＡの発生確率，地震動の年超過確率，組合せの目安となるＳＡの継続時

間との積を考慮し，ＳＡ発生後 10-2年以上に 2×10-1年未満の期間のうち最大となる荷重

とＳｄを組み合わせる。また，ＳＡ発生後 2×10-1年以上の期間における最大値とＳｓに

よる地震力を組み合わせることとする。 

ここで，全般施設については必ずしもＳＡによる荷重の時間履歴を詳細に評価しない

ことから，上記の考え方を包絡するようにＳＡ発生後の最大荷重とＳｓによる地震力を

組み合わせる。 

  

運転状態Ⅴ(LL) 

(長期(LL)) 

時間 

荷
重 

10-2年 2×10-1年 

組合せ不要 Sd との組合せ Ss との組合せ 

事故発生 

評価点①（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 

運転状態Ⅴ(S) 

(短期) 

運転状態Ⅴ(L) 

(長期(L)) 
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表 5.2.1.2  ＳＡの発生確率・継続時間，地震の発生確率を踏まえた事象発生確率 

 
ＳＡの 

発生確率 
地震の発生確率 

組合せの目安

となるＳＡの

継続時間 

運転状態 合計 

全ての 

ＳＡ 
10-4/炉年 

Ｓｄ：10-2/年以下 
10-2年以上 

2×10-1年未満 
Ⅴ(L) 10-8/炉年以下 

Ｓｓ：5×10-4/年以

下 
2×10-1年以上 Ⅴ(LL) 10-8/炉年以下 

 

(5)まとめ 

以上より，全般施設としては，ＳＡ発生後の最大荷重とＳｓによる地震力を組み合わせ

ることとする。 

  



 

39-4-18 

 

5.2.2 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備 

（1）ＳＡの発生確率 

ＳＡの発生確率としては，炉心損傷頻度の性能目標値である 10-4/炉年を適用する。 

 

（2）地震動の年超過確率 

地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，JEAG4601・補-1984 で記載

されている S2，S1 の発生確率をＳｓ，Ｓｄの年超過確率に読み替えて適用する。（添付資

料 2 参照） 

 

(3) 荷重の組合せの継続時間の決定 

保守性を見込んだ 10-8/炉年と，(1)，(2)で得られた値の積との比較により，工学的，

総合的に組合せの目安となる継続時間を判断する。事故発生時を基点として，10-2年まで

の期間を地震荷重との組合せが不要な短期（運転状態Ⅴ(S)），弾性設計用地震動Ｓｄとの

組合せが必要な 10-2～2×10-1 年を長期(L)（運転状態Ⅴ(L)），基準地震動Ｓｓとの組合せ

が必要な期間 2×10-1年以降を長期(LL)（運転状態Ⅴ(LL)）とする。組合せの目安となる継

続時間を表 5.2.2.1，組合せのイメージを図 5.2.2.1に示す。 

 

表 5.2.2.1 組合せの目安となる継続時間 

事故 

シーケンス 

重大事故等の 

発生確率 
地震動の発生確率 

荷重の組合せ

を考慮する判断

目安 

組合せの目安と

なる継続時間 

全てのＳＡ 10-4/炉年※1 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 
10-2/年以下※2 

10-8/炉年以上 

10-2年以上 

基準地震動Ｓｓ 5×10-4/年以下※2 2×10-1年以上 

※1：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記載されて

いる炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確率として 10-4/炉

年とした。 

※2：JEAG4601-1984 に記載されている地震動の発生確率 S2，S1の発生確率をＳｓ，

Ｓｄに読み換えた。 
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図 5.2.2.1 荷重の組合せと継続時間の関係（イメージ） 

 

(4) 荷重の組合せの検討 

ａ．ＳＡの選定 

本発電用原子炉施設を対象としたＰＲＡ の結果を踏まえた，重大事故等対策の有効

性を評価する事故シーケンスグループのうち，圧力・温度条件が最も厳しい事故シーケ

ンスグループを選定する。参考として原子炉格納容器のＤＢ条件（最高使用圧力・温度）

を超える事故シーケンスグループ等を選定した結果を下表に示す。 

 

事故シーケンスグループ等 
ＤＢ条件を超

えるもの 

「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シーケンスグループ 

高圧・低圧注水機能喪失 〇 

高圧注水・減圧機能喪失 × 

全交流動力電源喪失  

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失） 〇 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋RCIC失敗 〇 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋直流電源喪失 〇 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋SRⅤ再閉失敗 〇 

崩壊熱除去機能喪失  

 取水機能が喪失した場合 〇 

 残留熱除去系が故障した場合 〇 

原子炉停止機能喪失 〇 

ＬＯＣＡ時注水機能喪失 〇 

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） × ※１ 

「運転中の原子炉における重大事故」に係る格納容器破損モード 

運転状態Ⅴ(LL) 

(長期(LL)) 

時間 

荷
重 

10-2年 2×10-1年 

組合せ不要 Sd との組合せ Ss との組合せ 

ＳＡ発生 

評価点①（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 

運転状態Ⅴ(S) 

(短期) 

運転状態Ⅴ(L) 

(長期(L)) 
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雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）  

 代替循環冷却系を使用する場合 〇 

 代替循環冷却系を使用しない場合 〇 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 〇 

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 〇 

水素燃焼 ×※２ 

溶融炉心・コンクリート相互作用 〇 

「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シーケンスグループ 

崩壊熱除去機能喪失 ×※３ 

全交流動力電源喪失 ×※３ 

原子炉冷却材の流出 ×※３ 

反応度の誤投入 ×※３ 

※1：有効性評価では，インターフェイスシステムＬＯＣＡにより格納容器外へ原子炉冷却

材が流出する事象を評価しており，原子炉格納容器圧力・温度の評価を実施していない

が，破断を想定した系（HPCF）以外の非常用炉心冷却は使用できることから，原子炉格

納容器圧力・温度が最高使用圧力・温度を超えることはない 

※2：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用

する場合）の事故シーケンスにて水素燃焼に対する有効性評価を行っているため対象

外とする 

※3：運転停止中は，炉心の冠水維持までを評価の対象としており原子炉格納容器に対する

静的な過圧・過温に対する評価は実施していない。しかしながら，静的な過圧・過温の

熱源となる炉心崩壊熱は，運転中と比較して十分に小さく，事象の進展も運転中に比べ

て遅くなることから，運転中に包絡されるものとして参照すべき事故シーケンスの対

象とはしない 

 

これらの事故シーケンスグループ等のうち，原子炉格納容器の圧力・温度条件が最も

厳しくなるという点で，最高使用圧力・温度を超え，さらに継続期間の長い事故シーケ

ンスグループ等を抽出することを目的に，事故発生後 10-2 年(約 3 日後)以内及び事象

発生後 10-2 年(約 3 日後)の圧力・温度が最も高い事故シーケンスグループ等を抽出し

た結果，以下の事故シーケンスが挙げられる。 

 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使

用する場合） 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使

用しない場合） 

なお，有効性評価においては，いずれの事故シーケンスグループ等において，事象発

生後 10-2 年(約 3 日後)前までに原子炉格納容器圧力逃がし装置又は代替原子炉補機冷

却系による除熱機能が確保され，10-2年以降の原子炉格納容器圧力及び温度は低下傾向

が維持されることから，10-2年以内の温度・圧力に基づき，事故シーケンスグループ等

を選定することは妥当である。 
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なお，「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「原子炉圧力容器外の溶融燃料

－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」は同じ事故シーケンスに

より各格納容器破損モードの評価を行っている。これら格納容器破損モードを評価す

る際には，原子炉圧力容器破損に至るまで炉心損傷を進展させ，その後に生じうる格納

容器破損モードに対する有効性を確認する必要があるため，解析の前提として，重大事

故等対処設備として整備した原子炉への注水機能は使用しないとの前提で評価するこ

とで，各々の格納容器破損モードに対して厳しい条件となるよう保守的な条件設定を

行っており，他の事故シーケンス等と比較して前提条件が異なる（本来は，高圧代替注

水系により炉心損傷回避が可能な事故シーケンスである）。一方，原子炉格納容器に対

する静的な過圧・過温に対する長期の頑健性を確認する上では，原子炉格納容器圧力及

び温度は原子炉停止後の崩壊熱と除熱能力の関係が支配的な要素であることから，「運

転中の原子炉における重大事故」に係る格納容器破損モードとして参照する事故シナ

リオとして，雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）を代表シナ

リオとすることは，原子炉圧力容器破損後のシナリオも考慮していることと等しくな

る。 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

（代替循環冷却系を使用する場合）」及び「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用しない場合）」は，大破断ＬＯＣＡが発生し，

流出した原子炉冷却材及び溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気，炉心損

傷に伴うジルコニウム－水反応によって発生した非凝縮性ガスなどの蓄積により，原

子炉格納容器の雰囲気圧力・温度が上昇することになる。 

上記の 2 つの事故シーケンスグループ等について，事故発生後の原子炉格納容器の

最高圧力及び最高温度，10-2年の圧力及び温度を表 5.2.2.2 に示す。 

なお，その他の「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る

事故シーケンスグループについては，格納容器冷却及び除熱に係る手順として，原子炉

格納容器圧力を最高使用圧力以下に抑える手順としているため抽出されない。 
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表 5.2.2.2 原子炉格納容器のＳＡ時の圧力・温度（有効性評価結果） 

 

格納容器過圧・過温破損

（代替循環冷却系を使用

する場合） 

格納容器過圧・過温破損

（代替循環冷却系を使用

しない場合） 

最高圧力 約 0.60MPa[gage] 約 0.62MPa[gage] 

最高温度 約 165℃※１ 約 168℃※２ 

圧力（10-2 年後） 約 0.36MPa[gage] 約 0.25MPa[gage] 

温度（10-2 年後） 約 164℃※３ 約 139℃ 

※1：原子炉格納容器バウンダリにかかる温度（壁面温度） 

※2：原子炉格納容器バウンダリにかかる温度（壁面温度）は 165℃であるが，

保守的に最高温度は 0.62MPa[gage]の飽和温度とする 

※3：サプレッション・チェンバの最高温度 

 

表 5.2.2.2に示す各事故シーケンスグループ等の有効性評価における解析条件設定は，

解析条件及び解析コードの不確かさを考慮して，現実的な条件を基本としつつ，原則，評

価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とすることとしている。

また，不確かさの影響評価を行っており，その結果として，解析コード及び解析条件の不

確かさについて操作への影響を含めて確認した結果，評価項目となるパラメータに与え

る影響は小さいことを確認している。したがって，耐震評価に用いる原子炉格納容器の圧

力・温度条件として，有効性評価結果の圧力・温度を用いることは妥当と判断した。 

 

b. ＳＡ で考慮する荷重と継続時間 

【短期荷重の継続時間】 

上記の２つの事故シーケンスグループ等について，格納容器圧力・温度の解析結果を

図 5.2.2.2～図 5.2.2.5 に示す。 

図 5.2.2.2～図 5.2.2.5 より，ＳＡ 発生後 10-2年前までに，原子炉格納容器の最高

圧力及び最高温度となり，10-2年以降は，原子炉格納容器圧力逃がし装置又は代替原子

炉補機冷却系による除熱機能の効果により，格納容器圧力及び温度は低下傾向が維持

される。 

よって，ＳＡ 発生後 10-2年前をⅤ(S)（ＳＡの状態のうち事象発生直後の短期的に荷

重が作用している状態）として設定することは適切である。 
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図 5.2.2.2 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用する場合）における 

格納容器圧力の推移 

 

 

図 5.2.2.3 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用する場合）における 

格納容器温度（気相部）の推移 

 

残留熱除去系配管破断による炉内蒸気の 
流入により，格納容器内圧力上昇 

再冠水後，代替格納容器スプレイ 
間欠運転を開始 

約 22.5時間後，代替循環冷却系による 

格納容器スプレイ（連続運転） 

に切替えるため，圧力が低下 

格納容器の限界圧力 0.62MPa 格
納
容
器
圧
力 

(MPa[gage]) 

最大圧力 約 0.60MPa[gage]（約 12時間後） 

残留熱除去系配管破断による炉内蒸気流入により， 

格納容器内温度上昇 

再冠水後，代替格納容器スプレイの 

間欠運転を開始し，温度低下 

約 22.5時間後，代替循環冷却系による格納容器スプレイ（連続運転） 

に切替えるため，温度が低下 

格納容器の限界温度 200℃ 

格
納
容
器
気
相
部
温
度 

(℃) 

最高温度 約 207℃（壁面温度 約 144℃）（約 41分後） 

壁面最高温度 約 165℃（約 12時間後） 
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図 5.2.2.4 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用しない場合）における 

格納容器圧力の推移 

 

図 5.2.2.5 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用しない場合）における 

格納容器温度（気相部）の推移 

 

【長期(L)および長期(LL)における荷重の継続時間】 

ＳＡ発生後の原子炉格納容器の圧力・温度の推移は，除熱機能として代替循環冷却系を

使用する場合と代替循環冷却系を使用しない場合では大幅に挙動が異なる。ＳＡ 発生後

10-2年という断面においては，表 5.2.2.2に示したとおり，格納容器過圧・過温破損（代

替循環冷却系を使用する場合）の方が圧力及び温度ともに高い。かつ，除熱機能の確保は

ＳＡ設備である代替循環冷却系の確保を優先に行うことから，本設定では，格納容器過

圧・過温破損（代替循環冷却系を使用する場合）を前提とする。 

長期間解析における格納容器圧力・温度の推移を図 5.2.2.6～図 5.2.2.7に示す。事象
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(℃)

格納容器ベント（約 38時間）による圧力低下 

最大圧力 約 0.62MPa[gage] 

代替格納容器 

スプレイ作動 

に伴う圧力変化 

格納容器スプレイ 

は原子炉注水 

（レベル 1～破断口 

にて制御）以外で実施 

残留熱除去系配管破断により原子炉内から

流出する蒸気による格納容器内圧力上昇 

サプレッション・チェンバ側からの格納容器ベントにより，

ドライウェルに比べて圧力低下が早い 

格納容器の限界圧力 0.62MPa 格
納
容
器
圧
力 

残留熱除去系配管破断により 

原子炉内から流出する蒸気による温度上昇 

格納容器ベント（約 38時間） 

による温度低下 

代替格納容器スプレイ作動に 

より温度上昇が抑制 格納容器の限界温度 200℃ 

格
納
容
器
気
相
部
温
度 

最高温度 約 207℃（壁面温度 約 144℃）（約 41分後） 

壁面最高温度 165℃（約 12時間後） 
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発生後 20 時間後に代替原子炉補機冷却系の準備が完了し，以降，代替循環冷却系によ

り格納容器圧力・温度は低下傾向が継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.2.6 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用する場合）における 

格納容器圧力の推移（長期間解析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.2.7 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用する場合）における 

格納容器温度（気相部）の推移（長期間解析） 
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ここで，2×10-1年（約 60 日後）の格納容器圧力及び温度を表 5.2.2.3に示す。格納

容器圧力・温度は低下傾向を維持し，最高使用圧力及び最高使用温度以下に低下するも

のの，通常運転条件の格納容器圧力・温度は上回ることととなる。 

 

表 5.2.2.3 原子炉格納容器のＳＡ時の圧力・温度 

 

格納容器過圧・過温破損

（代替循環冷却系を使用

する場合） 

格納容器圧力 約 0.15MPa[gage] 

格納容器温度 約 74℃※１ 

※１：サプレッション・チェンバの温度 

 

(1)～(3)から，ＳＡの発生確率，継続時間，地震の発生確率（添付資料 2 参照）を踏

まえた事象発生確率は表 5.2.2.4のとおりとなる。この検討に際し，ＳＡ施設としての

重要性に鑑み安全裕度を確保するために，頻度が保守的に算出されるように各パラメ

ータの設定にあたり，以下の事項を考慮している。 

 

【ＰＣＶバウンダリにおけるＳＡの発生確率，継続時間，地震動の年超過確率に関する考

慮】 

・ＳＡの発生確率は，個別プラントの炉心損傷頻度を用いず，炉心損傷頻度の性能目標

値である 10-4/炉年を適用している。 

・地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，地震動の年超過確率は

JEAG4601・補-1984 に記載の発生確率を用いている。 

 

以上より，表 5.2.2.2及び表 5.2.2.3を考慮し，格納容器過圧・過温破損（代替循環

冷却系を使用しない場合）において，格納容器圧力の上昇の速度が遅く，格納容器スプ

レイ流量が抑制できるなど，格納容器圧力逃がし装置の使用タイミングが遅くなる可

能性があることから，ＳＡ発生後 10-2年以上 2×10-1年未満の期間として組み合わせる

荷重は，事象発生後以降の最大となる荷重（有効性評価結果の最高圧力・最高温度）を

Ｓｄと組み合わせる。また，ＳＡ発生後 2×10-1年以上の期間における最大となる荷重

とＳｓによる地震力を組み合わせることとする。 
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表 5.2.2.4 ＳＡの発生確率，継続時間，地震の発生確率を踏まえた事象発生確率 

事故シーケンス 
ＳＡの 

発生確率 

地震の 

発生確率 

組合せの目安とな

るＳＡの継続時間 
運転状態 合計 

雰囲気圧力・温度

による静的負荷

（格納容器過圧・

過温破損） 

10-4/炉年 

Ｓｄ：10-2/年以下 
10-2年以上 

2×10-1年未満 
Ⅴ(L) 10-8/炉年以下 

Ｓｓ：5×10-4/年以

下 
2×10-1年以上 Ⅴ(LL) 10-8/炉年以下 

 

（5）まとめ 

以上より，ＰＣＶバウンダリとしては，ＳＡ 後長期(LL)に生じる荷重とＳｓによる地

震力，ＳＡ発生後の最大となる荷重とＳｄによる地震力を組み合わせることとする。 
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5.2.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備 

（1）ＳＡの発生確率 

ＳＡの発生確率としては，炉心損傷頻度の性能目標値である 10-4/炉年を適用する。 

 

（2）地震動の年超過確率 

地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，JEAG4601・補-1984 で記載

されている S2，S1 の発生確率をＳｓ，Ｓｄの年超過確率に読み替えて適用する。（添付資

料 2 参照） 

 

(3) 荷重の組合せの継続時間の決定 

保守性を見込んだ 10-8/炉年と，(1)，(2)で得られた値の積との比較により，工学的，

総合的に組合せの目安となる継続時間を判断する。事故発生時を基点として，10-2年まで

の期間を地震荷重との組合せが不要な短期（運転状態Ⅴ(S)），弾性設計用地震動Ｓｄとの

組合せが必要な 10-2～2×10-1 年を長期(L)（運転状態Ⅴ(L)），基準地震動Ｓｓとの組合せ

が必要な期間 2×10-1年以降を長期(LL)（運転状態Ⅴ(LL)）とする。組合せの目安となる継

続時間を表 5.2.3.1，組合せのイメージを図 5.2.3.1に示す。 

 

表 5.2.3.1 組合せの目安となる継続時間 

事故 

シーケンス 

重大事故等の 

発生確率 
地震動の発生確率 

荷重の組合せを 

考慮する判断目安 

組合せの目安と

なる継続時間 

全てのＳＡ 10-4/炉年※1 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 
10-2/年以下※2 

10-8/炉年以上 

10-2年以上 

基準地震動Ｓｓ 5×10-4/年以下※2 2×10-1年以上 

※1：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記載されて

いる炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確率として 10-4/炉

年とした。 

※2：JEAG4601-1984 に記載されている地震動の発生確率 S2，S1の発生確率をＳｓ，

Ｓｄに読み換えた。 
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図 5.2.3.1 荷重の組合せと継続時間の関係（イメージ） 

 

(4) 荷重の組合せの検討 

a. ＳＡの選定 

原子炉圧力容器の圧力及び温度上昇の観点で厳しい事故シーケンスグループ等は以

下の理由から，「原子炉停止機能喪失」である。「原子炉停止機能喪失」は，過渡事象と

して主蒸気隔離弁の誤閉止の発生を仮定するとともに，原子炉自動停止機能が喪失す

る事象であり，緩和措置がとられない場合には，原子炉出力が維持されるため，原子炉

圧力容器 が高温・高圧状態となる。 

事故シーケンスグループ等 
ＤＢ条件を超

えるもの※1 

「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シーケンスグループ 

高圧・低圧注水機能喪失 × 

高圧注水・減圧機能喪失 × 

全交流動力電源喪失  

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失） × 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋RCIC失敗 × 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋直流電源喪失 × 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋SRV再閉失敗 × 

崩壊熱除去機能喪失  

 取水機能が喪失した場合 × 

 残留熱除去系が故障した場合 × 

原子炉停止機能喪失 〇 

ＬＯＣＡ時注水機能喪失 × 

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） × 

「運転中の原子炉における重大事故」に係る格納容器破損モード 

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）  

 代替循環冷却系を使用する場合 －※2 

運転状態Ⅴ(LL) 

(長期(LL)) 

時間 

荷
重 

10-2年 2×10-1年 

組合せ不要 Sd との組合せ Ss との組合せ 

ＳＡ発生 

評価点①（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 

運転状態Ⅴ(S) 

(短期) 

運転状態Ⅴ(L) 

(長期(L)) 
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 代替循環冷却系を使用しない場合 －※2 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 －※2 

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 －※2 

水素燃焼 －※2 

溶融炉心・コンクリート相互作用 －※2 

「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シーケンスグループ 

崩壊熱除去機能喪失 －※3 

全交流動力電源喪失 －※3 

原子炉冷却材の流出 －※3 

反応度の誤投入 －※3 

※1：有効性評価における原子炉圧力と最高使用圧力との比較 

※2：非常用炉心冷却系が喪失し，炉心が損傷に至るシナリオである。よって，原子炉冷却

材圧力バウンダリの頑健性を評価することを目的とした事故シーケンスとしては参

照しない。なお，雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）及び

水素燃焼は大破断ＬＯＣＡを起因とし，事故後，急速に減圧するシナリオであり，ま

た，他のシナリオは，原子炉が高圧の状態で維持（その間逃がし安全弁による原子炉

圧力制御）するが，原子炉水位が BAF+10%の位置で減圧するシナリオであるため，原

子炉圧力という点では，「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」

に係る事故シーケンスグループに包絡される。 

※3：運転停止中は，炉心の冠水維持までを評価の対象としており原子炉圧力・温度に対す

る評価は実施していない。しかしながら，運転停止中であり，初期圧力は十分に低く，

また，過圧・過温として影響の大きい条件である炉心崩壊熱は，運転中と比較して十

分に小さく，事象の進展も遅くなることから，「運転中の原子炉における重大事故に

至るおそれがある事故」に係る事故シーケンスグループに包絡されるものとして参

照すべき事故シーケンスの対象とはしない 

 

これ以外の事故シーケンスグループ等では，原子炉圧力容器は健全であり，また，ス

クラム後，急速減圧による低圧注水系による冠水維持開始までの間，逃がし安全弁の作

動により，原子炉圧力は制御されることから，ＤＢ の荷重条件を超えることはない。

また，「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 喪失）＋SRV 再閉失敗」，「ＬＯＣＡ時

注水機能喪失」及び「格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」，ＬＯ

ＣＡ又は逃がし安全弁の再閉失敗が発生していることを前提にしており，ＤＢ条件を

超えることはない。 

「原子炉停止機能喪失」（以下「ATWS」という。）の炉心損傷防止対策は，主として当

該事故の発生防止のために代替制御棒挿入機能（ARI）を備えており，プラント過渡事

象が発生し，通常のスクラム機能が，電気的な故障により喪失した場合に，後備の手段

として ARI を作動させることにより原子炉停止機能を確保することとなる。有効性評

価では，この ARIの機能に期待せず，最も厳しい過渡事象として主蒸気隔離弁の閉止を

条件とし，これによる原子炉圧力上昇による反応度投入，また，主蒸気隔離弁の閉止に

伴う給水過熱喪失による反応度投入を評価している。これに対し，原子炉出力を抑制す
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るための代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能，運転員による原子炉水位維持操作

（自動減圧系の自動起動阻止含む）及びほう酸水注入系による原子炉未臨界操作によ

り原子炉を未臨界へ移行させることとなる。 

以上のとおり，スクラムを前提とした他の事故シーケンスグループ等と比較し，最も

早く原子炉冷却材圧力が上昇する事象である。 

したがって，以下のＳＡとして考慮すべき事故シーケンスは以下の事故シナリオを

選定した。 

 

・原子炉停止機能喪失 

 

この事故シーケンスにおけるＳＡ 発生後の原子炉圧力の最高値，原子炉冷却材温

度の最高値を表 5.2.3.2に示す。 

 

表 5.2.3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリのＳＡ時の圧力・温度（有効性評価結果） 

 原子炉停止機能喪失 

最高圧力 約 8.92MPa[gage] 

最高温度 約 304℃ 

 

表 5.2.3.2 に示す原子炉停止機能喪失の有効性評価における解析条件設定は，解析

条件及び解析コードの不確かさを考慮して，現実的な条件を基本としつつ，原則，評価

項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とすることとしている。

また，不確かさの影響評価を行っており，表 5.2.3.2に示す評価結果より高くなる。し

かしながら，後述する短期荷重の継続時間として考慮する時間設定においては，事象発

生後に低温停止状態に至る時間を包絡するものとしているため，結果として不確かさ

の重畳の影響はない。 
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b. ＳＡで考慮する荷重と継続時間 

a.項で選定した事故シーケンスの過渡応答図を図 5.2.3.2～図 5.2.3.3に示す。原子

炉圧力は主蒸気隔離弁の閉止に伴う圧力上昇以降，速やかに耐震設計上の設計圧力で

ある 8.38MPa[gage]を下回る。また，事象開始から 30 分以内にほう酸水注水系による未

臨界が確立され，事象は収束する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.3.2 原子炉停止機能喪失における中性子束の時間変化 

（事象発生から 40 分後まで） 

 

  

事象発生からの時間（m） 

1. 中性子束 （%） 

主蒸気隔離弁の閉止による原子炉圧力の上昇に

伴うボイドの減少によって出力が上昇 

主蒸気隔離弁の閉止による給水加熱喪失

によって出力が上昇 

ほう酸水注入系によるほう酸

水の注入と炉心流量の減少に

よって出力が低下 
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*:初期圧力 7.07MPa[gage] 

図 5.2.3.3 原子炉停止機能喪失における原子炉圧力, 原子炉水位（シュラウド外水位）

の時間変化（事象発生から 40 分後まで） 

 

 (1）～(3）から，ＳＡの発生確率，継続時間，地震の発生確率を踏まえた事象発

生確率は表 5.2.3.3のとおりとなる。この検討に際し，ＳＡ施設としての重要性を

鑑み安全裕度を確保するために，頻度が保守的に算出されるように各パラメータの

設定にあたり，以下の事項を考慮している。 

【ＲＰＶバウンダリのＳＡの発生確率，継続時間，地震動の年超過確率に関する考慮】 

・ＳＡの発生確率は，個別プラントの炉心損傷頻度を用いず，炉心損傷頻度の性能目

標値である 10-4/炉年を適用している。 

・地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，地震動の年超過確率は

JEAG4601・補-1984 に記載の発生確率を用いている。 

表 5.2.3.3 より，ＳＡの発生確率，継続時間，地震動の年超過確率の積等も考慮

し，工学的，総合的な判断としてＳｄによる地震力とＳＡ 後長期(L)荷重，Ｓｓによ

る地震力とＳＡ後長期(LL)荷重を組み合わせる。  

  

事象発生からの時間（m） 

1. 原子炉圧力変化 （×0.01MPa） 

2. 原子炉水位（シュラウド外水位）変化（×5cm） 

主蒸気隔離弁の閉止による

原子炉圧力の上昇 

逃がし安全弁の開閉による

蒸気流量の変動 
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表 5.2.3.3  ＳＡの発生確率，継続時間，地震の発生確率を踏まえた事象発生確率 

事故シーケンス 
ＳＡの発生

確率 

地震の発生確

率 

組合せの目安

となるＳＡの

継続時間 

運転状態 

合計 

原子炉停止機能

喪失 
10-4/炉年 

Ｓｄ：10-2/年

以下 

10-2年以上 

2×10-1年未満 
Ⅴ(L) 10-8/炉年以下 

Ｓｓ：5×10-4/

年以下 
2×10-1年以上 Ⅴ(LL) 10-8/炉年以下 

 

（5）まとめ 

以上より，ＲＰＶバウンダリとしては，ＳＡ後長期(LL)に生じる荷重とＳｓによる地震

力，ＳＡ後長期(L)に生じる荷重とＳｄによる地震力を組み合わせることとする。 

 

5.2.4 ＳＡ施設の支持構造物 

ＳＡ施設の支持構造物については，ＳＡ 後長期の雰囲気温度と 5.2.1～5.2.3 項それぞ

れの地震を組み合わせる。ただし，ＳＡ施設本体からの熱伝導等を考慮するものとする。

具体的な組合せ内容は，5.2.1～5.2.3 項による。 
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6. 許容応力状態の検討結果 

5.項の組合せ方針に基づき，各施設のＳＡ と地震の組合せに対する許容応力状態の考え

方を以下に示す。許容応力状態の考え方は，ＰＣＶバウンダリ，ＲＰＶバウンダリ，全般施

設，及び ＳＡ施設の支持構造物に分けて検討することとした。 

【運転状態の説明】 

Ⅰ～Ⅳ：JEAG4601 で設定している運転状態と同じ 

Ⅴ(S) ：ＳＡの状態のうち事象発生直後の短期的に荷重が作用している状態 

Ⅴ(L) ：ＳＡの状態のうち長期的(過渡状態を除く一連の期間)に荷重が作用している 

状態 

Ⅴ(LL)：ＳＡの状態のうちⅤ(L)より更に長期的に荷重が作用している状態 

【許容応力状態】 

ⅠA～ⅣA  ：JEAG4601 で設定している許容応力状態と同じ 

ⅢAS～ⅣAS ：JEAG4601 で設定している許容応力状態と同じ 

ⅤA    ：運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力状態 

（ＳＡ時に要求される機能が満足できる許容応力状態） 

ⅤAS   ：許容応力状態ⅤA を基本として，それに地震により生ずる応力に対する 

特別な応力の制限を加えた許容応力状態 

（ＳＡ時に要求される機能が満足できる許容応力状態） 

 

6.1 全般施設 

5.2.1 項の荷重の組合せ方針から，各組合せ条件に対する許容応力状態を表 6.1.1 に示

す。 

表 6.1.1 ＰＣＶバウンダリ内外の全般施設の荷重の組合せと許容応力状態 

運転状態 
許容応力 

状態 

ＤＢ施設 ＳＡ施設 
備考 

Ｓｄ Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(L) 
ⅣA 

ＥＣＣＳ等:Ⅰ*
A 

ⅢAS※1 － ⅢAS※1 － ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(S) ⅣA － － － － － 

Ⅴ(LL) 

ⅤA   － ⅤAS※2 
ⅤAS の許容限界は，柏崎刈羽 6 号及
び 7 号炉では，ⅣAS と同じものを適
用する。 

Ⅴ(L) 

Ⅴ(S) 

※1：ＥＣＣＳ等に係るもののみ 

※2：ＳＡ後短期的なものと，長期的なものを区別せず，それらを包絡する条件をＳＡ 

条件として設定する。（原子炉格納容器雰囲気温度の影響を受ける全般施設につい

ては，6.2 項の検討結果も考慮する） 
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6.2 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備 

5.2.2 項の荷重の組合せ方針から，各組合せ条件に対する許容応力状態を表 6.2.1 に示

す。ＤＢ条件における評価では，Ｓｄと事故後長期荷重の組合せではⅢASを許容応力状態

としているが，これは，ＥＣＣＳ等と同様，原子炉格納容器が事故を緩和・収束させるた

めに必要な施設に挙げられていることによるものである。また，ＤＢ施設として原子炉格

納容器については，ＬＯＣＡ後（ＤＢＡ）の最終障壁としての安全裕度を確認する意味で，

ＬＯＣＡ後の最大内圧とＳｄの組合せを実施している。ＳＡ施設としての原子炉格納容

器については，最終障壁としての安全裕度の確認として，重大事故時の原子炉格納容器の

最高温度，最高内圧を大きく超える 200℃，0.62MPa の条件で，原子炉格納容器の放射性

物質閉じ込め機能が損なわれることがないことの確認を行う。 

 

表 6.2.1  ＰＣＶバウンダリの荷重の組合せと許容応力状態 

運転状態 
許容応力 
状態 

ＤＢ施設 ＳＡ施設 
備考 

Ｓｄ Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(L) Ⅰ*
A ⅢAS － ⅢAS － ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(S) ⅣA ⅣAS※1 － － － － 

Ⅴ(LL) ⅤA   － ⅤAS※2 ⅤAS の許容限界は，柏崎刈羽 6 号及
び 7 号炉では，ⅣAS と同じものを適
用する。 Ⅴ(L) ⅤA   ⅤAS※2 － 

Ⅴ(S) ⅤA   － － － 

※１：構造体全体としての安全裕度を確認する意味でＬＯＣＡ後の最大内圧とＳ

ｄによる地震力との組合せを考慮する。 

※２：原子炉格納容器雰囲気温度の影響を受ける全般施設については，6.1 項の検

討結果も考慮する。 
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6.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備 

5.2.3 項の荷重の組合せ方針から，各組合せ条件に対する許容応力状態を表 6.3.1に示

す。ＤＢ条件における評価では，Ｓｄと事故後長期荷重の組合せでは，ＥＣＣＳ等はⅢAS 

を許容応力状態としているが，これは，ＥＣＣＳ等が事故時に運転を必要とする施設に挙

げられていることによるものである。 

 

表 6.3.1 ＲＰＶバウンダリの荷重の組合せと許容応力状態 

運転状態 
許容応力 
状態 

ＤＢ施設 ＳＡ施設 
備考 

Ｓｄ Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(L) 
ⅣA 

ＥＣＣＳ 等:Ⅰ*
A 

ⅣAS※1 － ⅣAS※1 － ＤＢ と同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(S) ⅣA － － － － － 

Ⅴ(LL) ⅤA   － ⅤAS ⅤAS の許容限界は，柏崎刈羽 6 号及
び 7 号炉では，ⅣAS と同じものを適
用する。 Ⅴ(L) ⅤA   ⅤAS － 

Ⅴ(S) ⅤA   － － － 

※1：ＥＣＣＳ等に係るものはⅢAS 

 

6.4 ＳＡ施設の支持構造物 

ＳＡ施設の支持構造物についての，具体的な許容応力状態は，6.1～6.3 項による。 
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7. まとめ 

ＳＡ施設の耐震設計にあたっては，ＳＡ は地震の独立事象として位置づけたうえで，

ＳＡの発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係や様々な対策，シーケンスを踏

まえ，ＳＡ荷重とＳｓ，Ｓｄ いずれか適切な地震力を組み合わせて評価することとし，

その組合せ検討結果としては，以下のとおりとなる。 

 

【全般施設】 

 
①ＳＡの 

発生確率 

②地震の 

発生確率 

③ＳＡの 

継続時間 
①×②×③ 組合せ要否 

考慮する 

組合せ 

全ての 

ＳＡ※1 
10-4/炉年 

Ｓｄ：10-2/年

以下 

ＳＡ発生後 

全期間 
10-8/炉年以下 ○ 

ＳＡ荷重

＋Ｓｓ Ｓｓ：5×10-4/

年以下 

ＳＡ発生後 

全期間 
10-8/炉年以下 ○ 

※1：短期荷重，長期(L)荷重，長期(LL)荷重を区別せず，それらを包絡する条件とＳｓを組

み合わせる。 

 

【ＰＣＶバウンダリ】 

 
①ＳＡの 

発生確率 

②地震の 

発生確率 

③ＳＡの 

継続時間 
①×②×③ 組合せ要否 

考慮する 

組合せ 

ＳＡ荷

重 

Ⅴ(S) 

10-4/炉年 

Ｓｄ：10-2/

年以下 

10-2 年未満 

10-8/炉年 

未満 
－ 

ＳＡ発生

後の最大

荷重 

＋Ｓｄ 

 

ＳＡ荷重

V(LL) 

＋Ｓｓ 

 

Ｓｓ：

5×10-4/年以

下 

5×10-10/炉年 

以下 
－ 

ＳＡ荷

重 

Ⅴ(L) 

Ｓｄ：10-2/

年以下 
10-2 年 

以上， 

2×10-1年 

未満 

2×10-7/炉年 

未満 
○ 

Ｓｓ：

5×10-4/年以

下 

10-8/炉年 

未満 
－ 

ＳＡ荷

重 

Ⅴ(LL) 

Ｓｄ：10-2/

年以下 
2×10-1年 

以上 

2×10-7/炉年 

以下 
－※1 

Ｓｓ：

5×10-4/年以

下 

10-8/炉年 

以下 
○ 

※1：Ｓｓによる評価に包含されるため“-”としている。 

  

【凡例】 
○：組合せ要 
－：組合せ不要 
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【ＲＰＶバウンダリ】 

 
①ＳＡの 

発生確率 

②地震の 

発生確率 

③ＳＡの 

継続時間 
①×②×③ 組合せ要否 

考慮する 

組合せ 

ＳＡ荷

重 

Ⅴ(S) 

10-4/炉年 

Ｓｄ：10-2/年

以下 10-2 年未

満 

10-8/炉年 

未満 
－ 

ＳＡ荷重 

Ⅴ(L) 

＋Ｓｄ 

 

ＳＡ荷重 

V(LL) 

＋Ｓｓ 

 

Ｓｓ：5×10-4/

年以下 

5×10-10/炉年

以下 
－ 

ＳＡ荷

重 

Ⅴ(L) 

Ｓｄ：10-2/年

以下 

10-2 年 

以上， 

2×10-1年 

未満 

2×10-7/炉年

未満 
○ 

Ｓｓ：5×10-4/

年以下 

10-8/炉年 

未満 
－ 

ＳＡ荷

重 

Ⅴ(LL) 

Ｓｄ：10-2/年

以下 2×10-1年 

以上 

2×10-7/炉年

以下 
－※1 

Ｓｓ：5×10-4/

年以下 

10-8/炉年 

以下 
○ 

※1：Ｓｓによる評価に包含されるため“-”としている。 

 

 

  



 

39-4-40 

 

 

（補足 1）ＳＡ施設に対する許容応力状態の考え方 

1. はじめに 

ＳＡ施設の耐震設計として，設置許可基準規則では，「基準地震動による地震力に対し

て、重大事故に（至るおそれがある事故に）対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないものであること」（第 39 条第 1項第 1号，第 3号）とされており，許容限界の設

定に際しては，ＤＢ施設の機能維持設計の解釈である第 4 条第 3 項に係る別記 2 の規定

に準ずる。具体的な許容限界の設定は，JEAG4601 のＤＢ施設に対する記載内容を踏まえ，

ＳＡ施設における荷重の組合せと許容限界の設定方針を定めた。 

本資料では，ＤＢ施設を兼ねるＳＡ施設である原子炉格納容器を代表に，許容応力状態

の考え方を示す。 

 

2. ＤＢ施設としての原子炉格納容器の考え方 

ＤＢ施設の耐震設計として，設置許可基準規則では，弾性設計（第 4 条第 1項）と機能

維持設計（第 4 条第 3項）が求められている。それらの基本的な考え方は，別記 2 による

と，以下のとおりである。 

【地震力】 

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組

み合わせて考慮すること 

【許容限界】 

弾 性 設 計 ：局部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設全体としておおむね

弾性範囲に留まり得ること 

機能維持設計：塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及

ぼさないこと 

これらの弾性設計と機能維持設計の考え方の比較を補足 1.1図に示す。 

JEAG4601 の許容応力状態の基本的な考え方を参考に，ＤＢ施設の各運転状態と地震力

との組合せに対する許容応力状態を，補足 1.1表に整理した。運転状態Ⅰ～Ⅲと弾性設計

用地震動Ｓｄの組合せに対しては，許容応力状態ⅢＡＳの許容限界が，又，運転状態Ⅰ～

Ⅲと基準地震動Ｓｓの組合せ及び運転状態Ⅳと弾性設計用地震動Ｓｄの組合せに対して

は，許容応力状態ⅣＡＳの許容限界が適用される。 

ここで，JEAG4601 において，ＥＣＣＳ等および原子炉格納容器に属する機器は，本来

運転状態Ⅳ（L）を設計条件としていることから，運転状態Ⅳ（L）と弾性設計用地震動Ｓ

ｄの組合せに対して，許容応力状態ⅢＡＳの許容限界を適用している。この考え方を反映

し，ＤＢ施設の原子炉格納容器についての各運転状態と地震力との組合せに対する許容

応力状態を補足 1.2表のとおり定めた。 
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  弾性設計                 機能維持設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ＳＡ施設の耐震設計において，ＤＢ施設の耐震設計の考え方を準用する範囲 

 

補足 1.1 図 弾性設計と機能維持設計の考え方 

 

第 4条第 1項 

 設計基準対象施設は，地震力に十分に耐えるこ

とができるものでなければならない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許容限界 

【別記 2】 

 局部的に弾性限界を超える場合を容認しつつ

も施設全体としておおむね弾性範囲に留まり得

ること 

 

 

【JEAG4601】 

 運転状態Ⅲに対する許容応力状態ⅢＡを基本と

してさらに地震荷重に対する特別の制限を加え

た許容応力状態ⅢＡＳを限度とする 

 

 

 

 

第 4条第 3項 

 耐震重要施設は，基準地震動による地震力に対

して安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない 

 

第 39条第 1項第 1号，第 3号 

 基準地震動による地震力に対して重大事故に

（至るおそれがある事故に）対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないものであるこ

と 

 

 

 

 

 

 

許容限界 

【別記 2】 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が

小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を

及ぼさないこと 

 

【JEAG4601】 

 運転状態Ⅳに対する許容応力状態ⅣＡを基本と

してさらに地震荷重に対する特別の制限を加え

た許容応力状態ⅣＡＳを限度とする 

 

 

地震力（別記 2）               地震力（別記 2） 

 Sd又は静的地震力               Ss 

 事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組合

せて考慮すること 

運転状態の定義（JEAG4601）:下記に示すイメージ図参照 

 運転状態（長期）Ⅳ(L):告示の運転状態Ⅳの状態のうち，長期間のものが作用している状態 

  運転状態（短期）Ⅳ(S):告示の運転状態Ⅳの状態のうち，短期間のもの（例：JET，JET反力， 

冷水注入による過渡現象等）が作用している状態 

基準等の要求事項 

   弾性設計の要求事項 
 
   機能維持設計の要求事項 
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補足 1.1 表 許容応力区分（ＥＣＣＳ 等以外） 

地震動 

運転状態 
－※ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS 

Ⅳ（L） ⅣA ⅣAS － 

Ⅳ（S） ⅣA － － 

※ 本列には，強度評価で使用する許容応力状態を記載しているが，JEAG4601 に倣い，

－と記載する。（以降の表も同様） 

 

補足 1.2 表 許容応力区分（ＥＣＣＳ 等） 

地震動 

運転状態 
－ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS 

Ⅲ ⅢA   ⅢAS ⅣAS 

Ⅳ（L） Ⅰ*
A   ⅢAS － 

Ⅳ（S） ⅣA －※ － 

 

【JEAG4601】 

ＥＣＣＳ 等に属する機器は，本来運転状態Ⅳ（L）を設計条件としている。すなわち 

当該設備においては，この状態が運転状態Ⅰに相当するので，許容応力状態Ⅰ*
A 

とした。 

 

※ 原子炉格納容器は，ＬＯＣＡ後の最終障壁となることから，構造全体としての安全裕

度を確認する意味でＬＯＣＡ後の最大内圧とＳｄ 地震動（又は静的地震力）との組合せ

を考慮する。この場合の評価は，許容応力状態ⅣAS の許容限界を用いて行う。 
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3.ＳＡ施設としての原子炉格納容器の考え方 

ＳＡ施設の耐震設計として，設置許可基準規則では，「基準地震動による地震力に対し 

て重大事故に（至るおそれがある事故に）対処するために必要な機能が損なわれるおそ 

れがないものであること」（第 39 条第 1項第 1号，第 3号）とされており，以下のとお 

り，機能維持設計の解釈である第 4 条第 3項に係る別記 2 の規定に準ずる。 

【地震力】 

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力

と組み合わせて考慮すること 

【許容限界】 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと 

  

ＤＢ施設の考え方のうち，ＳＡ施設の機能維持設計で準ずる範囲を補足 1.1 図の破線

で示す。これらをもとに，以下のとおり，ＳＡ施設としての原子炉格納容器の地震力及び

許容限界を検討した。 

【地震力】 

事故発生時を基点として，10-2年までの期間を短期（運転状態Ⅴ(S)），10-2～2×10-1

年を長期(L)（運転状態Ⅴ(L)），2×10-1年以降を長期(LL)（運転状態Ⅴ(LL)）と定義し，

頻度概念を適用して各運転状態と組み合わせる適切な地震力を検討した。この検討に

際し，ＳＡ施設としての重要性を鑑み安全裕度を確保するために，頻度が保守的に算出

されるよう各パラメータの設定にあたり，以下の事項を考慮した。 

①ＳＡの発生確率は，個別プラントの炉心損傷頻度（ＣＤＦ）を用いず，ＣＤＦ の性

能目標値である 10-4/炉年を適用している。 

②地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，地震動の年超過確率は

JEAG4601・補-1984 に記載の発生確率を用いた。 

 

その結果，運転状態Ⅴ(L)と組み合わせる地震力として，弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力，運転状態Ⅴ(LL)と組み合わせる地震力として，基準地震動Ｓｓによる地震力を選定し

た。（補足 1.3表 参照） 
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補足 1.3 表 原子炉格納容器のＳＡ と地震の組合せの検討結果 

運転状態 ①ＳＡの発生確率 ②事象の継続時間 
③地震動の年超過確

率 
④ ①～③の積 

Ⅴ(S) 

1.0×10-4/炉年 

0年～10-2年 
Ｓｓ：5×10-4/年以下 10-9/炉年以下 

Ｓｄ：  10-2/年以下 10-8/炉年以下 

Ⅴ(L) 10-2～2×10-1年 
Ｓｓ：5×10-4/年以下 10-8/炉年以下 

Ｓｄ：  10-2/年以下 10-6/炉年以下 

Ⅴ(LL) 2×10-1年以降 
Ｓｓ：5×10-4/年以下 10-8/炉年以下 

Ｓｄ：  10-2/年以下 10-6/炉年以下 

 

【許容限界】 

設計条件を超える運転状態Ⅴの許容応力状態としてⅤA を定義し，さらに地震との組合せ

においては，許容応力状態ⅤAS を定義した。 

新たに定義する許容応力状態ⅤAS は，ＳＡに対処するために必要な機能が損なわれない

許容限界であり，前述の保守的な考慮により設定された運転状態Ⅴ(L)とＳｄによる地震力

との組合せに対して，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，機能維持設計の許容限

界として適用実績のある許容応力状態ⅣASと同じ許容限界を設定する。 

上記の基本的な考え方に基づき検討すると，補足 1.4表に整理される。 

加えて，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，ＤＢＡの状態である運転状態Ⅰ～

Ⅳは，ＤＢ施設と同様の許容応力状態とし，各運転状態と地震力の組合せに対する許容応力

状態を補足 1.5表のとおり設定した。 
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補足 1.4 表 機能維持設計の考え方を適用した場合の原子炉格納容器の許容応力区分 

地震動 

運転状態 
－ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA － ⅣAS 

Ⅱ ⅡA － ⅣAS 

Ⅲ ⅢA － ⅣAS 

Ⅳ（L） Ⅰ*A ⅣAS － 

Ⅳ（S） ⅣA － － 

Ⅴ（LL） ⅤA － 
ⅤAS 

（ⅣAS） 

Ⅴ（L） ⅤA 
ⅤAS 

（ⅣAS） 
－ 

Ⅴ（S） ⅤA － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 1.5表 ＤＢ施設の許容応力状態に配慮した場合の 

原子炉格納容器の許容応力区分 

地震動 

運転状態 

－ 
Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA － ⅣAS 

Ⅱ ⅡA － ⅣAS 

Ⅲ ⅢA － ⅣAS 

Ⅳ（L） Ⅰ*A ⅢAS － 

Ⅳ（S） ⅣA － － 

Ⅴ（LL） ⅤA － 
ⅤAS 

（ⅣAS） 

Ⅴ（L） ⅤA 
ⅤAS 

（ⅣAS） 
－ 

Ⅴ（S） ⅤA － － 

 

 

 

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力と組み合わせて考慮すること。 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。 

【柏崎刈羽 6 号及び 7 号炉の方針】 

ＤＢＡの状態である運転状態Ⅰ～Ⅳは，ＤＢ施設と同様の許容応力状態とする。 
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4. ＳＡ施設とＤＢ施設の荷重条件に対する許容応力状態の比較 

補足 1.6表に今回のＳＡ施設とＤＢ施設の荷重条件に対する許容応力状態を比較する。

今回のＳＡ施設の荷重条件は，ＤＢ施設として規格基準上求められる設計条件を上回る

ものとなっている。 

 

補足 1.6表 ＳＡ施設とＤＢ施設の荷重条件に対する原子炉格納容器の 

許容応力状態の比較 

運転状態 
許容応力

状態 

圧力条件 

［MPa(gage)］ 

ＤＢ施設 ＳＡ施設 

Ｓｄ Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA 

通常運転圧力 

ⅢAS ⅣAS － ⅣAS 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS 

Ⅳ(L) Ⅰ*
A 

ＬＯＣＡ後 

10-1年後 
ⅢAS － ⅢAS － 

Ⅳ(S) ⅣA 約 0.25※1 ⅣAS※4 － － － 

Ⅴ(LL) ⅤA 約 0.15※2   － ⅤAS※5 

Ⅴ(L) ⅤA 約 0.62※3   ⅤAS※5 － 

Ⅴ(S) ⅤA 約 0.62   － － 

※1：運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故のうち，原子炉格納容器圧力が最も高く

なる「原子炉冷却材喪失」の評価結果 

※2：重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故のうち，「雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する場合）」における事

故発生から 2×10-1年後の圧力 

※3：格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用しない場合）において，格納容器

圧力の上昇の速度が遅く，格納容器スプレイ流量が抑制できるなど，格納容器圧力

逃がし装置の使用タイミングが遅くなる可能性があることから，事象発生後以降の

最大となる圧力（有効性評価結果の最高圧力） 

※4：構造体全体としての安全裕度を確認する意味でＬＯＣＡ後の最大内圧とＳｄ（又は

静的地震力）との組合せを考慮する。 

※5：ⅤAS の許容限界は，柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉では，ⅣAS と同じもの

を適用する。 

 

  



 

39-4-47 

 

 

（補足 2）事象発生確率の考え方 

日本及び米国では性能目標として，ＣＤＦであれば 10-4/炉年，ＣＦＦであれば 10-5/炉

年程度とされている。 

ＤＢ施設の耐震設計の際のスクリーニング基準である 10-7/炉年という値は，ＣＤＦや

ＣＦＦの性能目標と比較すると，事象の発生確率として一般的に十分に低いと見なされ

ている値である。（補足 2.1表 参照） 

米国標準審査指針においても，重大な核分裂生成物の放出に至る事故を生じさせる可

能性のある事象に関する十分低い確率として許容しうる基準として，10-7/炉年という値

が用いられている。また，航空機落下に関しても 10-7/年という値が用いられている。 

本補足では，ＤＢ施設の耐震設計の際のスクリーニング基準である 10-7/炉年を踏まえ，

ＳＡ施設の耐震設計に用いるスクリーニングの目安を検討する。 
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補足 2.1 表 日本，米国の安全目標と地震との組合せ条件 

 

  

 米国（ＮＲＣ） 日本 

安全目標 10-6/炉年 

【性能目標】 

10-4/炉年(ＣＤＦ) 

10-5/炉年(LERF) 

(Regulatory Guide 1.174 Rev.1, 2002) 

 

【参考】IAEAの安全目標 

○既存の原子力発電所について 

重大な炉心損傷＜ 約 10-4/炉年 

大規模放出頻度＜ 約 10-5/炉年 

○将来の原子力発電所について 

重大な炉心損傷＜ 約 10-5/炉年 

大規模放出頻度＜ 約 10-6/炉年 

（75-INＳＡG-3 Rev.1 INＳＡG-12） 

10-6/炉年 

【性能目標】 

10-4/炉年(ＣＤＦ) 

10-5/炉年(ＣＦＦ-1) 

10-6/炉年(ＣＦＦ-2)(100TBq の管理目標（環境へ

の影響の視点）） 

（第 2 回 原子力規制委員会（平成 25 年 4 月 10

日）資料 5） 

 

（第 2回 原子力規制委員会での議論） 

○平成18年までに旧原子力安全委員会安全目標専

門部会において詳細な検討が行われており，この

検討結果は原子力規制委員会が安全目標を議論す

る上で十分に議論の基礎となるものと考えられ

る。 

（安全目標に関する調査審議状況の中間とりまと

め 平成 15年 12月） 

（発電用軽水型原子炉施設の性能目標について 

平成 18年 3月） 

○東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ，

放射性物質による環境への汚染の視点も安全目標

の中に取り込み，万一の事故の場合でも環境への

影響をできるだけ小さくとどめる必要がある。 

具体的には，世界各国の例も参考に，発電用原子炉

については，事故時の Cs137の放出量が 100TBqを

超えるような事故の発生頻度は，100 万年に 1 回

程度を超えないように抑制されるべきである（テ

ロ等によるものを除く）ことを，追加すべきであ

る。 

地震との組合せ 「適切な組合せ」を考慮する。 

具体的な記載はなし。 

（10CFR50付則 A「一般設計指針(GDC)） 

（設置許可基準規則の解釈別記 2（＝ＤＢ施設に対

する規定）） 

発生確率，継続時間，地震動の年超過確率を踏まえ

て，適切な地震力と組合せる。 

 

（JEAG4601（＝ＤＢ施設に対する記載）） 

10-7/炉年以下の発生確率は考慮しない。 

（参考）航空機 

落下の判断基準 

10-7/年 

(SRP3.5.1.6 AIRCRAFT HAZARDS) 

【参考】 

10CFR100（立地基準）におけるオフサイト・ハザード

（重大な FP の放出に至る事故を生じさせる可能性の

ある事象）に関する十分低い確率として容認しうる基

準として，正確に確率を推定するのが難しい場合は，

10-7/年としている。 

（SRP 2.2.3 EVALUATION OF POTENTIAL ACCIDENTS） 

10-7/年 

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価

基準について」（平成 21・06・25 原院第１号。平

成２１年６月３０日原子力安全・保安院制定）） 
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1.確率論的リスク評価における「影響」について 

• 原子力施設の安全性を議論する際の「リスク」とは，施設周辺の人々の健康や社会，環境

に影響を及ぼす潜在的危険性，例えば，炉心が損傷し，放射性物質が放出され，人々等に被

害をもたらす場合の発生確率と被害の大きさの積のことをいう。 

• リスクの定量的評価の技術である確率論的リスク評価（ＰＲＡ）における「影響」とは，

健康や社会，環境への被害である。その被害には，プラント安全の脅威となる炉心損傷や格

納容器機能喪失を含んでいる。 

 

 

 

・炉心損傷頻度（ＣＤＦ） 

・格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ） 

炉心損傷，格納容器機能喪失という「影響」について，そのシナリオ群の頻度の合計 

 

 

 

 

 

 

 

・したがって，性能目標には影響が考慮されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 施設の有するリスクが安全目標に適合していることの判断の目安となる性能目標 

 炉心損傷頻度（ＣＤＦ）を 10-4／炉年 以下 

 格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ）を 10-5／炉年 以下 

原子力安全委員会の安全目標専門部会 

 安全目標案として，「原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによる，施設の敷地境

界付近の公衆の個人の平均急性死亡リスクは，年あたり百万分の１程度を超えないよ

うに抑制されるべきである。また，原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによって

生じ得るがんによる，施設からある範囲の距離にある公衆の個人の平均死亡リスクは，

年あたり百万分の１程度を超えないように抑制されるべきである。」（平成 15 年 12 月

の中間とりまとめ） 

 発電用軽水型原子力炉施設を対象として，施設の有するリスクが安全目標案に適合し

ていることの判断の目安となる性能目標として，「１基あたりの炉心損傷頻度は年あた

り１万分の１程度以下，１基あたりの格納容器機能喪失頻度は年あたり１０万分の１

程度以下とし，両方が同時に満足されること」（平成 18年 3月報告書） 
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2.スクリーニング基準の設定の考え方 

 

項目 目標値 

（注） 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

基準（／炉

年） 

スクリーニング基準を定めている事例（※2） 

炉心損傷頻度 

（ＣＤＦ） 

10-4 

（／炉年） 

10-6 

（／炉年） 

•原子力学会標準（外部ハザードに対するリ

スク評価方法の選定に関する実施基準） 

•米国 ASME／ANS RA-ＳＡ-2009（EXT-

C1） 

格納容器機能 

喪失頻度（ＣＦ

Ｆ） 

10-5 

（／炉年） 

10-7 

（／炉年） 

•米国 SRP3.5.1.6（航空機落下） 

•航空機落下確率評価基準（H21.6.30 原子力

安全･保安院） 

（注）原安委「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」より                       （※2）【参考１】を参照 

 

 

 

ＣＤＦ目標値 10-4/炉年に対しては 2 桁を見越した 10-6/炉年が，ＣＦＦ目標値 10-5/炉年

に対しても 2 桁を見越した 10-7/炉年がスクリーニング基準として用いられている例がある

が，これは，目標に対する相対割合として 1％を下回る頻度の事象であるので，これを考慮

しない場合であっても目標に対して影響がないとみなしている。 

 

（注）スクリーニング基準とは，頻度への影響度を勘案し，考慮する必要がないと判断でき

る閾値 
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3.スクリーニング基準設定の体系的整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

性能目標とスクリーニング基準の単位は， 

（／炉年）である。 

① 炉心を守る設備の設計に際して，スクリーニング基準として 10-6 /炉年（性能目標 10-4×10-

2）を適用することは妥当であり，また，格納容器を守る設備の設計に際して，スクリーニング

基準として 10-7 /炉年（性能目標 10-5×10-2）を適用することは妥当と考える。 

② 『炉心を守る』という観点からは設備による違いがあるものではなく，いずれもスクリーニ

ング基準として 10-6を適用することが妥当と考える。また，同様に『格納容器を守る』という観

点からも設備による違いではなく，目的に応じたスクリーニング基準として 10-7/炉年を用いる

ことは妥当と考える。 

ＤＢ施設 

ＳＡ施設 

ＰＣＶ 

ＤＢ施設 

ＳＡ施設 
10-5 

10-6 

10-7 

① 

① 

② 

② 

性能目標 

ＣＦＦ 

10-4 
ＣＤＦ 

スクリーニング

基準値 

炉心損傷を発生させう
るものとして設計上考
慮すべき事象や状態の
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準 

格納容器破損を発生さ
せうるものとして設計
上考慮すべき事象や状
態のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準 

炉心を守る

施設 

格納容器を

守る施設 

ＣＤＦ性能目標に対して 2 桁差 

ＣＦＦ性能目標に対して 2 桁差 
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4.スクリーニング基準設定の体系的整理と JEAG4601 との関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉のこの度の荷重の組合せの検討においては，ＳＡ施

設としての重要性に鑑み，JEAG4601 に記載されているＤＢ施設の設計の際のスクリーニン

グ基準である 10-７/炉年に保守性を見込んだ 10-8/炉年をＳＡ施設共通のスクリーニングの

目安とする。 

  

性能目標とスクリーニング基準の単位は， 

（／炉年）である。 

格納容器破損を発生させうるも

のとして設計上考慮すべき事象

や状態のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準 

 

ＣＦＦ性能目標に対して 2 桁差 

炉心損傷を発生させうるものとし

て設計上考慮すべき事象や状態のｽ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準 

ＣＤＦ性能目標に対して 2 桁差 

③ 

スクリーニング

基準値 

ＤＢ施設 

ＳＡ施設 

ＰＣＶ 

10-7 

ＤＢ施設 

ＳＡ施設 

10-6 

1 桁の保守性 
JEAG4601 

（ＤＢ設備記

載） 

スクリーニング

基準 

③ DB 施設に対する基準である JEAG4601で，炉心を守る設備と格納容器を守る設備の両方に対

してスクリーニング基準として 10-7/炉年が採用されていることは，前述のスクリーニング基準

設定の体系的整理から言えば，10-7/炉年は格納容器を守る設備の基準に相当し，炉心を守る設

備に対して 1桁保守性を有している。 

10-5 

性能目標 

ＣＦＦ 

10-4 
ＣＤＦ 

炉心を守る

施設 

格納容器を

守る施設 
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【参考１】スクリーニング基準を定めている事例内容について 

 

  

 日本原子力学会 

AESJ-SC-RK008:2014「外部ハザー

ドに対するリスク評価方法の選定

に関する実施基準」 

 米国 ASME／ANS RA-ＳＡ-2009

「Standard for Level 1/LERF 

ＰＲＡ for NPPs」 

（EXT-C1） 

 AESJの外部ハザード選定標準では，外部ハザードが炉

心損傷リスクを有するか否かの判断基準値として，

“ハザード発生頻度分析”，“決定論的なＣＤＦ評価”

のいずれの評価での判断基準値も発生頻度で 10-6／年

と置くことが考えられる。 

 ASME/ANS RA-ＳＡ-2009 ＰＲＡスタンダードにおい

て，外部ハザードにより炉心損傷にならない，あるい

はＣＤＦが受容可能な程度に小さい，を判断するため

のスクリーニング基準に 10-6／炉年を用いている。 

 米国 SRP3.5.1.6（航空機落下）  放射線影響が公衆の被ばく線量に関するガイドライ

ンの判断基準値を越える発電用原子炉施設への航空

機落下事故の発生確率が 10-7／炉年以下となること。 

 航空機落下確率評価基準 

（H21.6.30 原子力安全･保安院） 

 標準的な評価手法に基づき，発電用原子炉施設へ航空

機が落下する確率を評価し，それらの評価結果の総和

が 10-7／炉年を超えないこと。 

 立地点における状況を現実的に考慮した評価を行い，

その妥当性を確認した上で，航空機落下の発生確率の

総和が 10-7／炉年を超えないこと。 
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（補足 3）「地震の従属事象」と「地震の独立事象」について 

運転状態Ⅴが地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては，ＤＢ

施設の耐震設計の考え方に基づく。なお，確率論的な考察も考慮する。 

 

1. 「地震の従属事象」と「地震の独立事象」についての当社の定義 

判断にあたり，ＳＡ施設の評価における「地震の従属事象」，「地震の独立事象」につい

て当社の定義を示す。この定義はＤＢ施設に対して従前より適用してきた考え方に基づ

くものであり，JEAG4601 の記載とも整合したものとなっている。 

(1) 地震の従属事象 

設置許可基準規則の解釈別記 2 における「地震によって引き起こされる事象（地震の

従属事象）」の当社の定義は以下のとおり。 

・ある地震力を想定して，その地震力未満で設計された設備が，その地震力を上回る地

震が発生した際に確定論的に設備が損傷すると仮定した場合に発生する事象 

(2) 地震の独立事象 

設置許可基準規則の解釈別記 2 における「地震によって引き起こされるおそれのな

い事象（地震の独立事象）」の当社の定義は以下のとおり。 

・上記(1)のような確定論的な評価では引き起こされるおそれのない事象 

 

なお，JEAG4601 においては，地震の従属事象は地震との組合せを実施し，地震の独立

事象については，事象の発生頻度，継続時間，地震の発生確率を踏まえ，10-7 回/炉年を

超える事象は組合せを実施している。 

 

2. ＤＢ施設の耐震設計の考え方等に基づく判断 

耐震Ｓクラス施設はＳｓによる地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそれの

ないよう設計されている。この安全機能に係る設計は，耐震Ｓクラス施設自体が，Ｓｓに

よる地震力に対して，損傷しないよう設計するだけでなく，下位クラスに属するものの波

及的影響等に対しても，その安全機能を損なわないよう設計することも含まれる。（補足

3.1 表） 

耐震Ｓクラス施設が健全であれば，炉心損傷防止に係る重大事故等対策の有効性評価

において想定した全ての事故シーケンスに対し，Ｓｓ 相当の地震により，起因事象が発

生したとしても緩和設備が機能し，ＤＢ 設計の範囲で事象を収束させることができるこ

とを確認した。（補足 3.2 表） 

したがって，ＳＡ施設に対する耐震設計における荷重の組合せの検討としては，Ｓｓ相

当の地震に対して，運転状態Ⅴは地震によって引き起こされるおそれのない「地震の独立

事象」として扱い，運転状態Ⅴの運転状態と地震力とを適切に組み合わせる。 
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補足 3.1表 耐震Ｓクラスの設計 

地震の影響が考えられる事象 耐震性の担保 

耐震重要施設自体の損傷 
基準地震動による地震力に対して安全機能が損なわ

れるおそれがないよう設計する。（４条） 

下位クラスの損傷の影響による 

耐震重要施設の損傷 

耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに

属する施設の波及的影響によって，その安全機能を

損なわないように設計する。（４条） 

地震随伴 

事象 

溢水による 

耐震重要施設の損傷 

安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が発

生した場合においても安全機能を損なわないよう設

計する。（９条） 

津波による 

耐震重要施設の損傷 

設計基準対象施設は，基準津波に対して安全機能が

損なわれるおそれがないように設計する。（５条） 

火災による 

耐震重要施設の損傷 

設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設

の安全性が損なわれないよう設計する。（８条） 
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補足 3.2 表 地震の従属事象としての適用性について 

類型化 

グループ 
事故シーケンス 事象 対象機器 

ＤＢ上

の 

Ｓｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

1 高圧・低

圧 注 水

機 能 喪

失 

過渡事象＋高圧

注水失敗＋低圧

注水失敗 

過渡事象 
－※１ － △ 

運転状態 

Ⅱ 

高圧注水

失敗 
ＨＰＣＦ配管 ○ 

×  

ＨＰＣＦポンプ ○ 

ＨＰＣＦポンプ室空調機 ○ 

スパージャ ○ 

ＨＰＣＦ弁 ○ 

ＣＳＰ －※2 

ＣＳＰ周り配管 －※2 

廃棄物処理建屋(ＲＷ/Ｂ) －※2 

低圧注水

失敗 
ＲＨＲ配管 ○ 

×  

ＲＨＲポンプ ○ 

ＲＨＲ熱交換器 ○ 

ＲＨＲポンプ室空調機 ○ 

ＲＨＲ/ＬＰＦＬ共通弁 ○ 

過渡事象＋ＳＲ

Ｖ再閉失敗＋高

圧注水失敗＋低

圧注水失敗 

過渡事象 
－※１ － △ 

運転状態 

Ⅱ 

ＳＲＶ再

閉失敗 
逃がし安全弁（18 弁） ○ 

×  

高圧注水

失敗 
ＨＰＣＦ配管 ○ 

ＨＰＣＦポンプ ○ 

ＨＰＣＦポンプ室空調機 ○ 

スパージャ ○ 

ＨＰＣＦ弁 ○ 

ＣＳＰ －※2 

ＣＳＰ周り配管 －※2 

廃棄物処理建屋(ＲＷ/Ｂ) －※2 

低圧注水

失敗 
ＲＨＲ配管 ○ 

×  

ＲＨＲポンプ ○ 

ＲＨＲ熱交換器 ○ 

ＲＨＲポンプ室空調機 ○ 

ＲＨＲ/ＬＰＦＬ共通弁 ○ 
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補足 3.2 表 地震の従属事象としての適用性について 

類型化 

グループ 
事故シーケンス 事象 対象機器 

ＤＢ上

の 

Ｓｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

2 高 圧 注

水・減圧

機 能 喪

失 

過渡事象＋高圧

注水失敗＋原子

炉減圧失敗 

過渡事象 
－※１ － △ 

運転状態

Ⅱ 

高圧注水

失敗 
ＨＰＣＦ配管 ○ 

×  

ＨＰＣＦポンプ ○ 

ＨＰＣＦポンプ室空調機 ○ 

スパージャ ○ 

ＨＰＣＦ弁 ○ 

ＣＳＰ －※2 

ＣＳＰ周り配管 －※2 

廃棄物処理建屋(ＲＷ/Ｂ) －※2 

原子炉減

圧失敗 
逃がし安全弁（18 弁） ○ 

×  
ＳＲＶ用アキュムレータ ○ 

ＨＰＩＮ配管 ○ 

窒素ガス供給弁 ○ 

過渡事象＋ＳＲ

Ｖ再閉失敗＋高

圧注水失敗＋原

子炉減圧失敗 

過渡事象 
－※１ － △ 

運転状態

Ⅱ 

ＳＲＶ再

閉失敗 
逃がし安全弁（18 弁） ○ ×  

高圧注水

失敗 
ＨＰＣＦ配管 ○ 

×  

ＨＰＣＦポンプ ○ 

ＨＰＣＦポンプ室空調機 ○ 

スパージャ ○ 

ＨＰＣＦ弁 ○ 

ＣＳＰ －※2 

ＣＳＰ周り配管 －※2 

廃棄物処理建屋(ＲＷ/Ｂ) －※2 

原子炉減

圧失敗 
逃がし安全弁（18 弁） ○ 

×  
ＳＲＶ用アキュムレータ ○ 

ＨＰＩＮ配管 ○ 

窒素ガス供給弁 ○ 
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補足 3.2 表 地震の従属事象としての適用性について 

類型化 

グループ 
事故シーケンス 事象 対象機器 

ＤＢ上

の 

Ｓｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全 交 流

動 力 電

源喪失 

全交流動力電源

喪失（外部電源

喪 失 ＋ Ｄ Ｇ 喪

失） 

外部電源

喪失 
外部電源設備全般 × △ 

運転状態

Ⅱ 

ＤＧ喪失 6.9kV メタクラ ○ 

×  

480V パワーセンタ用動

力変圧器 
○ 

480V パワーセンタ ○ 

480VＭＣＣ ○ 

非常用ディーゼル発電設

備 
○ 

燃料ディタンク ○ 

ＤＧ空気だめ ○ 

ＤＧ非常用送風機 ○ 

燃料移送ポンプ ○ 

ＤＧＦＯ配管 ○ 

軽油配管トレンチ（軽油

タンク～Ｒ/Ｂ） 
○ 

ＤＧＦＯ弁 ○ 

軽油タンク ○ 

全交流動力電源

喪失（外部電源

喪 失 ＋ Ｄ Ｇ 喪

失）＋ＳＲＶ再

閉失敗 

外部電源

喪失 
外部電源設備全般 × △ 

運転状態

Ⅱ 

ＤＧ喪失 6.9kV メタクラ ○ 

×  

480V パワーセンタ用動

力変圧器 
○ 

480V パワーセンタ ○ 

480VＭＣＣ ○ 

非常用ディーゼル発電設

備 
○ 

燃料ディタンク ○ 

ＤＧ空気だめ ○ 

ＤＧ非常用送風機 ○ 

燃料移送ポンプ ○ 

ＤＧＦＯ配管 ○ 

軽油配管トレンチ（軽油

タンク～Ｒ/Ｂ） 
○ 

ＤＧＦＯ弁 ○ 

軽油タンク ○ 

ＳＲＶ再

閉失敗 
逃がし安全弁（18 弁） ○ ×  
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補足 3.2 表 地震の従属事象としての適用性について 

類型化 

グループ 
事故シーケンス 事象 対象機器 

ＤＢ上

の 

Ｓｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全 交 流

動 力 電

源喪失 

全交流動力電源

喪失（外部電源

喪 失 ＋ Ｄ Ｇ 喪

失）＋ＲＣＩＣ

失敗 

外部電源

喪失 
外部電源設備全般 × △ 

運転状態

Ⅱ 

ＤＧ喪失 6.9kV メタクラ ○ 

×  

480V パワーセンタ用動

力変圧器 
○ 

480V パワーセンタ ○ 

480VＭＣＣ ○ 

非常用ディーゼル発電設

備 
○ 

燃料ディタンク ○ 

ＤＧ空気だめ ○ 

ＤＧ非常用送風機 ○ 

燃料移送ポンプ ○ 

ＤＧＦＯ配管 ○ 

軽油配管トレンチ（軽油

タンク～Ｒ/Ｂ） 
○ 

ＤＧＦＯ弁 ○ 

軽油タンク ○ 

ＲＣＩＣ

失敗 
ＲＣＩＣ配管 ○ 

×  

RCIC ポンプ ○ 

RCIC 駆動タービン ○ 

給水隔離弁 ○ 

ＲＣＩＣ弁 ○ 

ＣＳＰ －※2 

ＣＳＰ周り配管 －※2 

廃棄物処理建屋(ＲＷ/Ｂ) －※2 
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補足 3.2 表 地震の従属事象としての適用性について 

類型化 

グループ 
事故シーケンス 事象 対象機器 

ＤＢ上

の 

Ｓｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全 交 流

動 力 電

源喪失 

外部電源喪失＋

直流電源喪失 

外部電源

喪失 
外部電源設備全般 × △ 

運転状態

Ⅱ 

直流電源

喪失 
直流 125V 蓄電池 ○ 

×  

直流 125V 充電器盤 ○ 

直流 125V 主母線盤 ○ 

ケーブルトレイ ○ 

電線管 ○ 

4 崩 壊 熱

除 去 機

能喪失 

過渡事象＋崩壊

熱除去失敗 

過渡事象 
－※１ － △ 

運転状態

Ⅱ 

崩壊熱除

去失敗 
ＲＨＲ配管 ○ 

×  

ＲＨＲポンプ ○ 

ＲＨＲ熱交換器 ○ 

ＲＨＲポンプ室空調機 ○ 

ＲＨＲ/ＬＰＦＬ共通弁 ○ 

ＲＨＲ弁 ○ 

過渡事象＋ＳＲ

Ｖ再閉失敗＋崩

壊熱除去失敗 

過渡事象 
－※１ － △ 

運転状態

Ⅱ 

ＳＲＶ再

閉失敗 
逃がし安全弁（18 弁） ○ ×  

崩壊熱除

去失敗 
ＲＨＲ配管 ○ 

×  

ＲＨＲポンプ ○ 

ＲＨＲ熱交換器 ○ 

ＲＨＲポンプ室空調機 ○ 

ＲＨＲ/ＬＰＦＬ共通弁 ○ 

ＲＨＲ弁 ○ 
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補足 3.2 表 地震の従属事象としての適用性について 

類型化 

グループ 
事故シーケンス 事象 対象機器 

ＤＢ上

の 

Ｓｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

5 原 子 炉

停 止 機

能喪失 

過渡事象＋原子

炉停止失敗 

過渡事象 
－※１ － △ 

運転状態

Ⅱ 

原子炉停

止失敗 
炉心シュラウド ○ 

×  

シュラウドサポート ○ 

炉心支持板 ○ 

上部格子板 ○ 

制御棒案内管 ○ 

燃料支持金具 ○ 

燃料集合体 ○ 

水圧制御ユニット ○ 

ＣＲＤ配管 ○ 

スクラム弁 ○ 

6 Ｌ Ｏ Ｃ

Ａ 時 注

水 機 能

喪失 

－   

     

7 格 納 容

器 バ イ

パス（Ｉ

Ｓ Ｌ Ｏ

ＣＡ） 

－   

  

      

※1 「地震加速度大」信号によるスクラムを想定 

※2 耐震 B クラス設備であるが Ss 機能維持設計としている 

【凡例】 

ＤＢ上のＳｓ耐震性 

○：有 ×：無 

 地震の従属事象としての適用の有無 

   ○：地震の従属事象であり，地震と組合せ評価が必要なもの。 

   △：地震の従属事象であるが，他の事象で代表され地震と組合せ評価が不要なもの。 

   ×：地震の従属事象でないもの。 
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3. 確率論的な考察 

2.のとおり，ＳＡ施設の耐震設計の荷重の組合せにおいて，確定論の観点から運転状態 V

は地震の独立事象として取り扱うこととしている。 

このことについて参考のため，確率論的な観点から考察すると，Ｓｓ相当（1209Gal※）

までの地震力により炉心損傷に至る事故シーケンスについて，緩和設備のランダム故障を

除いた1炉心損傷頻度（ＣＤＦ）であって，ＳＡ施設による対策の有効性の評価がＤＢ条件

を超えるものの累積値は，ＳＡ 施設を考慮した場合のＰＲＡ評価を実施した結果，約 8.2

×10-8/炉年となった。 

※ 大湊側でのＳｓの最大加速度（解放基盤表面） 

 

補足 3.3 表 ＤＢ条件を超える事故シーケンスに対するＣＤＦ 

 

 

性能目標のＣＤＦ（10-4/炉年）に対して 1%を下回る頻度の事象は，目標に対して影響が

ないといえるくらい小さい値と見なすことができ，8.2×10-8/炉年はこれを大きく下回り，

Ｓｓ相当までの地震力によりＤＢ条件を超える運転状態 V の発生確率は極めて低いと考え

られる。従って，ＳＡ施設に対する耐震設計における荷重の組合せの検討において，運転状

態 V が地震によって引き起こされるおそれがないとして扱うことは妥当と考える。 

 

 

 

 

 

                                                   
1 地震損傷とランダム故障の組合せによる炉心損傷シナリオについては，保守的に除かな

いものとした。 

事故シーケンスグループ DB条件を超える事故シーケンス CDF 合計

過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗 1.3E-09

過渡事象＋SRV再閉失敗＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗 5.7E-10

全交流電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失） 2.4E-08

全交流電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋SRV再閉失敗 5.6E-09

全交流電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋RCIC失敗 3.0E-08

外部電源喪失＋直流電源喪失 6.9E-09

過渡事象＋崩壊熱除去失敗 4.8E-09

過渡事象＋SRV再閉失敗＋崩壊熱除去失敗 1.9E-11

LOCA＋崩壊熱除去失敗 1.4E-09

格納容器バイパス＋崩壊熱除去失敗 4.0E-14

全交流電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋崩壊熱除去失敗 3.6E-09

過渡事象＋原子炉停止失敗 3.4E-16

大LOCA＋原子炉停止失敗 1.7E-17

格納容器バイパス＋原子炉停止失敗 4.3E-20

全交流電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋原子炉停止失敗 5.6E-17

LOCA時注水機能喪失 大LOCA＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗 4.2E-09

8.2E-08

高圧・低圧注水機能喪失

全交流動力電源喪失

崩壊熱除去機能喪失

原子炉停止機能喪失
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（参考）余震，前震を考慮した炉心損傷頻度の算出 

1 余震，前震を考慮した炉心損傷頻度の算出方法 

1.1 本震前に前震を考慮した場合の影響評価 

地震ＰＲＡにおいては，前震，本震全体を考慮した評価方法はないことから，1 回の

地震による評価を 2 回使用することで前震，本震を考慮することとする。評価方法の概

念図を参考 1.1.1 図に示す。 

 

 

参考 1.1.1 図 本震前に前震を考慮した場合の評価方法 

 

次に考慮すべきケースの網羅性についての検討結果を示す。 

緩和設備は冗長性を有するが，地震ＰＲＡでは冗長設備は同時に損傷するとして評価

しているため，1 つの系統が機器損傷し，残りの系統が健全となるケースは考慮せず，1

つの設備が損傷する確率で全台の当該設備が損傷に至るものとして保守的に評価してい

＜１回目の地震による評価＞

「①地震発生頻度」「②地震により発生する起因事象」「③ランダム故障又は④緩和設備の地震による機器損傷確率」を考慮して全

炉心損傷頻度を評価。炉心損傷しない場合は，「⑤炉心冷却成功」となる。

●前震は本震より小さいが，ここでは保守的に

120～1209galの全てを考慮

＜２回目の地震による評価＞

本震 起因事象発生 緩和設備の地震による損傷

緩和設備の継続運転成功

⑥

⑨

⑧

120～1209galの地震による累積：B/炉年

（⇒炉心冷却成功）

新たな起因事象は想定しない。

⑦

緩和設備の継続運転中

●緩和設備が継続運転し炉心冷却に成功しているケースであり，

ＤＢＡで想定される運転状態に他ならない。なお，フラジリティの策

定にあたっては，ＤＢＡで想定される最も厳しい運転荷重を考慮し

ていることから，本震においても前震と同じフラジリティが適用可

能。

●緩和設備の損傷の組合せが前震と本震で同じであること，前震

と本震で同じフラジリティ評価が適用可能と想定。

●本震として120～1209galを考慮するため，炉心損傷に至る頻度

は１回目の地震（前震）と同じ。

⑦

以上より結果として前震，本震による炉心損傷頻度は，以下の式で表すことができる。

A/炉年 ＋ B/炉年 ＋ B/炉年

②

起因事象発生 緩和設備のランダム故障

緩和設備の地震による損傷

緩和設備の継続運転成功

①

⑤

④

③

120～1209galの地震による累積：A/炉年

120～1209galの地震による累積：B/炉年

（⇒炉心冷却成功）

前震

年
超

過
頻

度
(/
年
)

最大加速度(gal)
1209gal
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る。 

そのため，緩和設備の状態について考えられる全ての組合せを抽出し，現行の地震Ｐ

ＲＡでどのように整理されるかを考慮した。なお，以下は 2 つの系統で冗長化されてい

る系統の場合について代表して記載する（3 つの系統で冗長化されている場合も同様の

整理となる）。 

 

 

前震及び前震後の本震による緩和設備の状態の組合せを次に示す。 

 

〇前震による緩和設備の状態の組合せは，緩和設備の状態（ランダム故障，地震による機

器損傷，健全）の 9 通りの全ての組合せを考慮。 

〇冗長設備は同時に損傷するとして評価するため，「ランダム故障と地震による機器損

傷」「片方の系統のみ地震により機器損傷」のケースについては，「両方の系統とも地震

により損傷」として整理。 

〇緩和設備が「両方の系統ともランダム故障」のケースはランダム故障として整理 

〇前震後の本震による緩和設備の状態の組合せは，前震後に健全な系統の緩和設備が本震

により損傷するか否かの組合せであり，８通り全ての組合せを想定。 

前震 起因事象発生
緩和設備の

ランダム故障

Ｂ系本震による損傷、（Ａ系は既に故障）

⑧

③

④

炉心損傷

炉心損傷
緩和設備の

前震による損傷

Ｂ系のみ運転

（Ａ系ランダム故障）
炉心冷却成功

Ａ系のみ運転

（Ｂ系ランダム故障）

両方の系統とも運転

（両方の系統とも健全）

本震

本震

Ｂ系健全、（Ａ系は既に故障）

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心冷却成功

Ａ系本震による損傷、（Ｂ系は既に故障）

炉心冷却成功Ａ系健全、（Ｂ系は既に故障）

炉心損傷

Ａ系本震による損傷、Ｂ系本震による損傷

Ａ系本震による損傷、Ｂ系健全

Ａ系健全、Ｂ系本震による損傷

Ａ系、Ｂ系ともに健全

本震

⑧

⑧

⑧

⑧

※１

※２

※２

（緩和設備の継続運転成功）

※１

・前震により必ず起因事象が発生するとして評価するため、緩和設備の

起因失敗は前震でのみ考慮。

・緩和設備の使命時間における継続運転失敗は前震側で考慮.

ａ．前震による緩和設備の状態の組合せ
Ａ系 Ｂ系 ｂ．前震後の本震による緩和設備の状態の組合せ

ランダム故障（前震） ランダム故障（前震） ⇒③で整理 Ａ系 Ｂ系
ランダム故障（前震） 前震による機器損傷 ランダム故障（前震） ○（健全） ⇒炉心冷却成功
前震による機器損傷 ランダム故障（前震） ランダム故障（前震） 本震による機器損傷
前震による機器損傷 前震による機器損傷 ⇒④で整理 本震による機器損傷 ランダム故障（前震）
前震による機器損傷 ○（健全） ○（健全） ランダム故障（前震） ⇒炉心冷却成功

○（健全） 前震による機器損傷 本震による機器損傷 本震による機器損傷 ⇒本震による機器損傷として整理
ランダム故障（前震） ○（健全） 本震による機器損傷 ○（健全）

○（健全） ランダム故障（前震） ○（健全） 本震による機器損傷
○（健全） ○（健全） ○（健全） ○（健全） ⇒炉心冷却成功

　　本震による機器損傷として整理

　　本震による機器損傷として整理※２

前
震
に
よ
る
影
響

本
震
に
よ
る
影
響

　　④で整理

　　④で整理

　　緩和設備の
　　継続運転に成功

※２

緩和設備の状態は、理論上、上記の組合せが考えられるが、地震ＰＲＡでは冗長設備は

同時に損傷するとして評価するため、片方の系統が機器損傷しもう一方の系統が健全と

なるケースは考慮せず、１つの機器が損傷することで炉心損傷に至るものとして保守的に

評価している。

本震により炉心損傷に至る組合

せは、前震による組合せのうち

④と整理したものと同じとなった。
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〇ランダム故障は前震側で考慮しているため，前震と前震後の本震による緩和設備の状態

の組合せについては，「両方の系統ともランダム故障」となる組合せを除き，前震とそ

の後の本震で同じ組合せとなった。 

〇そのため，地震規模を同程度とすると，地震により機器が損傷する確率は前震と本震で

同程度となる。 

 

1.2 本震後の余震を考慮した場合の影響について 

地震ＰＲＡにおいては，本震，余震全体を考慮した計算方法はないことから，「本震

前に前震を考慮した場合」と同様に 1 回の地震による評価を 2 回用いることで本震，余

震を考慮することとし，影響の検討を行う。 

また，想定する地震規模として，本震及び余震の地震加速度を 120Gal から 1209Gal

の全ての地震による影響を考慮して組み合わせる場合，「(4)本震前に前震を考慮した場

合の影響」においても前震及び本震の地震加速度を 120Gal から 1209Gal の全ての地震

による影響を考慮して組み合わせていることを踏まえると，前震を本震に，本震を余震

に読み替えることで同じ影響を評価することとなる。 

以上より本震，余震による炉心損傷頻度は， 

A/炉年 ＋ B/炉年 ＋ B/炉年 

で算出される 

 

 

2 余震，前震を考慮した炉心損傷頻度の算出結果 

2.1 Ｓｓ相当までの本震による全炉心損傷頻度の累積の算出結果 

地震ＰＲＡにおいては，本震による影響のみを評価しているが，算出したＳｓ相当

(1209Gal)までの本震による全炉心損傷頻度は 120Gal※からＳｓ相当である 1209Gal ま

での地震による影響を累積した評価であり，緩和設備のランダム故障が重畳することで

炉心損傷に至るケースが含まれている。 

Ｓｓ相当までの本震による全炉心損傷頻度の累積は約 1.2×10-7/炉年であり，そのう

ち緩和設備のランダム故障によるものが約 2.5×10-8/炉年，緩和設備の地震による損傷

によるものが約 9.5×10-8/炉年である。  

 

※地震 PRA の評価対象範囲の地震加速度（解放基盤表面における）の下限値。 
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2.2 余震，前震を考慮した炉心損傷頻度の算出結果 

2.1 項の算出結果を用い，1.2 項及び 1.3 項の算出式で，評価を行った。 

A/炉年 ＋ B/炉年 ＋ B/炉年 

＝約 2.5×10-8/炉年＋ 約 9.5×10-8/炉年＋ 約 9.5×10-8/炉年 

＝約 2.2×10-7/炉年 

 

以上の算出結果から，余震，前震を考慮した炉心損傷頻度は約 2.2×10-7/炉年と

非常に低い値となる。 

 

 

 

  

最大加速度120～1209galの全ての地震による影響を考慮

②

起因事象発生 緩和設備のランダム故障

緩和設備の地震による損傷

緩和設備の継続運転成功

①

⑤

④

③

120～1209galの地震による累積：A/炉年

120～1209galの地震による累積：B/炉年

（⇒炉心冷却成功）

前震

年
超

過
頻

度
(/
年
)

最大加速度(gal)
1209gal
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（補足 4） ＤＢＡ による履歴を考慮しなくてよい理由 

6.1～6.4 項において，運転状態Ⅰ～ⅣとＳｓ の組合せにおいて適用するとした許容

応力状態ⅣAS の適用性について，以下のとおり検討した。 

JEAG4601 に記載されるⅣAS は，材料の塑性域にわずかに入ることを許容した許容応

力状態であり，ⅣAS における許容応力は，設計引張強さ Su 又は設計降伏点 Sy に一定の

係数を乗じて設定するものである。 

例として，クラス 1 容器及びクラスＭＣ容器の許容応力を補足 4.1表 及び補足 4.2表 

に，応力－ひずみ線図と許容応力の関係を補足 4.1図 にそれぞれ示す。 

補足 4.1 表，4.2 表 及び補足 4.1 図 より，ⅣAS は，破断延性限界に対して十分な余

裕を有し，Ｓｓに対する安全機能を損なうおそれのない要件を十分満足できるものであ

る。 

 

補足 4.1表 クラス 1 容器の許容応力 

許容応力状態 1 次一般膜応力 1 次膜応力＋1 次曲げ応力 備考 

ⅢAS Min(2/3Su,Sy) 左欄の 1.5 倍の値  

ⅣAS 2/3Su 左欄の 1.5 倍の値  

 

補足 4.2表 クラスＭＣ容器の許容応力 

許容応力状態 1 次一般膜応力 1 次膜応力＋1 次曲げ応力 備考 

ⅢAS Min(0.6Su,Sy) 左欄の 1.5 倍の値  

ⅣAS 0.6Su※1 左欄の 1.5 倍の値 ※1 不連続な部分は 

Min(0.6Su,Sy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 4.1図 応力－ひずみ線図と許容応力の関係 

ひずみ 

応力 

設計引張強さ Su 

ⅣAS の許容値 
破断 2/3Su 

Min(2/3Su,Sy) 

設計降伏点 Sy 

設計応力強さ Sm 

ⅢAS の許容値 
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次に，ⅣAS相当の応力を生じさせる荷重が繰り返し作用した場合の耐震性への影響につ

いて，発生応力（一次応力）が Syを超える場合に生じるひずみ履歴（イメージ図）を補足

4.2図に示し，以下のとおり検討する。 

 

(1) ⅣAS は，材料の塑性域にわずかに入ることを許容した許容応力状態である。 

(2) 発生応力が設計降伏点 Sy以下なら残留ひずみは生じない。（0→a→0） 

(3) 発生応力 SF(荷重 F による応力)が Syを超える場合は，除荷後に残留ひずみεが生じ

る。（0→a→b→c） 

(4) 2 回目以降，荷重 F と同等の荷重が生じた場合，1 回目と同様の弾性的挙動を示し，

SFが発生する。(c→b) 

(5) (1)により，ⅣAS相当の応力に対して，材料はわずかに塑性域に入る程度であり，Ⅳ

AS相当の応力を生じる荷重が生じた場合，(3)と同様の挙動を示す。 

(6) 2 回目以降，同様の荷重が発生したとしても，(4)の挙動を示すことから，耐震設計

においてⅣAS を許容応力状態として適用することにより耐震性は確保される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 4.2 図 降伏点を越える場合のひずみ履歴イメージ(一次応力) 

 

 

  

SF 

Sy 

1 回目の荷重 F による挙動 

応

力 

b 

a ひずみ増加時：0→a→b 

ひずみ減少時：b→c 

（除荷後に残留ひずみ有） 

その後の挙動：c→b 

2 回目以降の荷重 F 

による挙動 

c 

0 ε ひずみ 
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添付資料－1. 重大事故シーケンスにおける主要な重大事故等対処施設 

防護対象 重大事故シーケンス 主要な重大事故等対処施設 
原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉格納容器 雰囲気圧力・温度に

よる静的負荷（格納

容器過圧・過温破損） 
代替循環冷却系を使

用する場合 
 
水素燃焼 
 

－ 復水移送ポンプ 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 
直流 125V 蓄電池 A 
直流 125V 蓄電池 A-2 
AM 用直流 125V 蓄電池 
直流 125V 充電器 A 
直流 125V 充電器 A-2 
AM 用直流 125V 充電器 
第一ガスタービン発電機 
第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク 
第一ガスタービン発電機用燃料移

送ポンプ 
 

 雰囲気圧力・温度に

よる静的負荷（格納

容器過圧・過温破損） 
代替循環冷却系を使

用しない場合 
 
 

－ 復水移送ポンプ 
フィルタ装置 
よう素フィルタ 
ラプチャーディスク 
ドレン移送ポンプ 
ドレンタンク 
遠隔手動弁操作設備 
フィルタベント遮蔽壁 
配管遮蔽 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 
直流 125V 蓄電池 A 
直流 125V 蓄電池 A-2 
AM 用直流 125V 蓄電池 
直流 125V 充電器 A 
直流 125V 充電器 A-2 
AM 用直流 125V 充電器 
第一ガスタービン発電機 
第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク 
第一ガスタービン発電機用燃料移

送ポンプ 
 

 高圧溶融物放出／格

納容器雰囲気直接加

熱 
 
原子炉圧力容器外の

溶融燃料－冷却材相

互作用 
 
溶融炉心・コンクリ

ート相互作用 
 
 

逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 
コリウムシールド 

復水移送ポンプ 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 
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防護対象 重大事故シーケンス 主要な重大事故等対処施設 
原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉圧力容器 高圧・低圧注水機能

喪失 
逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 
 
 

復水移送ポンプ 
フィルタ装置 
よう素フィルタ 
ラプチャーディスク 
ドレン移送ポンプ 
ドレンタンク 
遠隔手動弁操作設備 
フィルタベント遮蔽壁 
配管遮蔽 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 

 高圧注水・減圧機能

喪失 
逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

代替自動減圧ロジック（代替自動

減圧機能） 
 

 全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋

DG 喪失） 
 

逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

復水移送ポンプ 
フィルタ装置 
よう素フィルタ 
ラプチャーディスク 
ドレン移送ポンプ 
ドレンタンク 
遠隔手動弁操作設備 
フィルタベント遮蔽壁 
配管遮蔽 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 
直流 125V 蓄電池 A 
直流 125V 蓄電池 A-2 
AM 用直流 125V 蓄電池 
直流 125V 充電器 A 
直流 125V 充電器 A-2 
AM 用直流 125V 充電器 
第一ガスタービン発電機 
第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク 
第一ガスタービン発電機用燃料移

送ポンプ 
 

 全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋

DG 喪失）+RCIC 失

敗 
 

逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

高圧代替注水系ポンプ 
復水移送ポンプ 
フィルタ装置 
よう素フィルタ 
ラプチャーディスク 
ドレン移送ポンプ 
ドレンタンク 
遠隔手動弁操作設備 
フィルタベント遮蔽壁 
配管遮蔽 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 
直流 125V 蓄電池 A 
直流 125V 蓄電池 A-2 
AM 用直流 125V 蓄電池 
直流 125V 充電器 A 
直流 125V 充電器 A-2 
AM 用直流 125V 充電器 
第一ガスタービン発電機 
第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク 
第一ガスタービン発電機用燃料移

送ポンプ 
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防護対象 重大事故シーケンス 主要な重大事故等対処施設 
原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉圧力容器 
 

全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋

DG 喪失）＋直流電源

喪失） 

逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

高圧代替注水系ポンプ 
復水移送ポンプ 
フィルタ装置 
よう素フィルタ 
ラプチャーディスク 
ドレン移送ポンプ 
ドレンタンク 
遠隔手動弁操作設備 
フィルタベント遮蔽壁 
配管遮蔽 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 
AM 用直流 125V 蓄電池 
AM 用直流 125V 充電器 
第一ガスタービン発電機 
第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク 
第一ガスタービン発電機用燃料移

送ポンプ 
 

 全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋

DG 喪失）＋SRV 再

閉失敗 

逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

フィルタ装置 
よう素フィルタ 
ラプチャーディスク 
ドレン移送ポンプ 
ドレンタンク 
遠隔手動弁操作設備 
フィルタベント遮蔽壁 
配管遮蔽 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 
直流 125V 蓄電池 A 
直流 125V 蓄電池 A-2 
AM 用直流 125V 蓄電池 
直流 125V 充電器 A 
直流 125V 充電器 A-2 
AM 用直流 125V 充電器 
第一ガスタービン発電機 
第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク 
第一ガスタービン発電機用燃料移

送ポンプ 
 
 

 崩壊熱除去機能喪失

（取水機能が喪失し

た場合） 

逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

復水移送ポンプ 
復水貯蔵槽 
直流 125V 蓄電池 A 
直流 125V 蓄電池 A-2 
AM 用直流 125V 蓄電池 
直流 125V 充電器 A 
直流 125V 充電器 A-2 
AM 用直流 125V 充電器 
第一ガスタービン発電機 
軽油タンク 
第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク 
第一ガスタービン発電機用燃料移

送ポンプ 
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防護対象 重大事故シーケンス 主要な重大事故等対処施設 
原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉圧力容器 
 

崩壊熱除去機能喪失

（残留熱除去系が故

障した場合） 

逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

復水移送ポンプ 
フィルタ装置 
よう素フィルタ 
ラプチャーディスク 
ドレン移送ポンプ 
ドレンタンク 
遠隔手動弁操作設備 
フィルタベント遮蔽壁 
配管遮蔽 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 
 

 原子炉停止機能喪失 逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

ほう酸水注入系ポンプ 
ほう酸水注入系貯蔵タンク 
復水貯蔵槽 
ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能） 
自動減圧系の起動阻止スイッチ 
 

 LOCA 時注水機能喪

失 
逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

復水移送ポンプ 
フィルタ装置 
よう素フィルタ 
ラプチャーディスク 
ドレン移送ポンプ 
ドレンタンク 
遠隔手動弁操作設備 
フィルタベント遮蔽壁 
配管遮蔽 
復水貯蔵槽 
軽油タンク 
 

 格納容器バイパス

（インターフェイス

システム LOCA） 

逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

復水貯蔵槽 
原子炉建屋ブローアウトパネル 
 

使用済燃料プー

ル 
想定事故 1 
 
 

－ 常設スプレイヘッダ 
軽油タンク 

 想定事故 2 
 

－ 常設スプレイヘッダ 
軽油タンク 
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防護対象 重大事故シーケンス 主要な重大事故等対処施設 
原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉圧力容器 崩壊熱除去機能喪失 逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 
 

－ 
 

 全交流動力電源喪失 
 

逃がし安全弁 
逃がし弁機能用アキュムレータ 
自動減圧機能用アキュムレータ 

復水移送ポンプ 

復水貯蔵槽 

軽油タンク 

直流 125V 蓄電池 A 
直流 125V 蓄電池 A-2 
AM 用直流 125V 蓄電池 
直流 125V 充電器 A 
直流 125V 充電器 A-2 
AM 用直流 125V 充電器 
第一ガスタービン発電機 
第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク 
第一ガスタービン発電機用燃料移

送ポンプ 
 

 原子炉冷却材の流出 － － 
 

 反応度の誤投入 － － 
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添付資料－2. 地震動の年超過確率 

 
 

  

S2 の発生確率 
5×10-4～10-5/年 
S1 の発生確率 
10-2～5×10-4/年 
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Sa8_UHS_10-3_all_K1_20130424-6-1次解析.waz一様ハザードスペクトル 弾性設計用地震動 Sd-1H 
弾性設計用地震動 Sd-2NS 

弾性設計用地震動 Sd-2EW 
弾性設計用地震動 Sd-3H 
弾性設計用地震動 Sd-4NS 

弾性設計用地震動 Sd-4EW 

弾性設計用地震動 Sd-5NS 

弾性設計用地震動 Sd-5EW 
弾性設計用地震動 Sd-6NS 
弾性設計用地震動 Sd-6EW 

弾性設計用地震動 Sd-7NS 
弾性設計用地震動 Sd-7EW 
弾性設計用地震動 Sd-8H 

弾性設計用地震動 Sd-1V 
弾性設計用地震動 Sd-2UD 
弾性設計用地震動 Sd-3V 

弾性設計用地震動 Sd-4UD 
弾性設計用地震動 Sd-5UD 
弾性設計用地震動 Sd-6UD 

弾性設計用地震動 Sd-7UD 
弾性設計用地震動 Sd-8V 

10-6 

10-5 

10-4 

10-3 

10-6 

10-5 

10-4 

10-3 

弾性設計用地震動（Sd）の応答スペクトル及び解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクトルの比較（大湊側） 

(cm/s) 
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基準地震動（Ss）の応答スペクトル及び解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクトルの比較（大湊側） 

Sa8_UHS_10-3_all_K1_20130424-6-1次解析.waz一様ハザードスペクトル 基準地震動 Ss-1 
基準地震動 Ss-2NS 

基準地震動 Ss-2EW 
基準地震動 Ss-3H 
基準地震動 Ss-4NS 

基準地震動 Ss-4EW 

基準地震動 Ss-5NS 
基準地震動 Ss-5EW 

基準地震動 Ss-6NS 
基準地震動 Ss-6EW 
基準地震動 Ss-7NS 

基準地震動 Ss-7EW 
基準地震動 Ss-8H 

基準地震動 Ss-1V 
基準地震動 Ss-2UD 
基準地震動 Ss-3V 

基準地震動 Ss-4UD 
基準地震動 Ss-5UD 
基準地震動 Ss-6UD 

基準地震動 Ss-7UD 
基準地震動 Ss-8V 
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添付資料－3. 事故時荷重の組合せの選定における検討の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ＳＡ荷重と地震の組合せの検討の流れについて 

 
・ＳＡ施設の耐震性に対する考え方 1. 
・規制基準における要求事項    2. 

前提条件 

常設耐震重要重大事故防止設備 
又は，常設重大事故緩和設備 

組み合わせる事象は地震の 
従属事象か，独立事象か？ 

（確定論的な考え方，確率 
 論的な考察も踏まえて設定） 

：設計方針 
：方針に基づく検討プロセス 
：方針に基づく検討結果 

青：本資料本文での記載箇所 
 

従属事象 

独立事象 

当該事象の発生確率，継続時間及び地

震動の年超過確率の関係を踏まえ，事

象による荷重と Ss，Sd いずれか適切

な地震力と組み合わせて評価する。(※

1) 

次項で，施設
ごとの検討内
容を説明 

組み合わせるべき荷重に対する発生値と許容値を比較する。その際

に用いる許容限界としては，以下のとおり。 
運転状態Ⅰ～Ⅳと地震の組合せについては，ＤＢと同じ許容限界と

し，ＳＡ（運転状態Ⅴ）と地震の組合せについては，ＳＡ施設とし

て求められる機能を維持する観点で，許容応力状態を設定し，具体

的な許容限界は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，ＤＢ

の規定と同じ許容限界を適用する。 

※1：確定論的な考え方，確率論的な考察を踏まえ，ＳＡ等は地震独立事象

として取り扱う 
※2：確定論的な考え方，確率論的な考察を踏まえ，ＳＡ等は地震独立事象

として取り扱うことから，従属事象としては考慮しない 
 

5.1 

3.(1) 

3.(2)， 
(3) 当該事象による荷重と Ss による地震

力を組み合わせて評価する。（※2） 

＜基本全体フロー＞ 

（備考）重大事故防止設備（設計基準拡張）は，設計基準事故対処設備として設定されている耐震重

要度分類のクラスに従った耐震評価を実施する。 

3.(4) 
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SA 荷重と地震の組合せの検討の流れについて 

全般施設 
（建物・構築物含む） 

ＰＣＶバウンダリを構

成する設備 
ＲＰＶバウンダリを構

成する設備 
4.(2) 4.(2) 4.(2) 

5.2.1(1) 5.2.2(1) 5.2.3(1) 

5.2.1(2) 5.2.2(2) 5.2.3(2) 

5.2.2(3) 5.2.3(3) 5.2.1(3) 

施設分類ごとに検討 

5.2.1(3) 5.2.2(3) 5.2.3(3) 

手順は 4.(3) 

①ＳＡの 

発生確率 

  4.(3)① 

検討内容 

③スクリー 

ニングの 

判定基準の 

設定 

  4.(3)③ 

②地震動の 

年超過確率の 

考え方 

  4.(3)② 

施設分類 

・ ＳＡ 発生後の最大

荷重とＳｓによる

地震力の組合せを

実施 
・ 許容限界はＶＡS と

して，柏崎刈羽 6

号及び 7号炉で

は，ⅣＡS を適用 

・ ＳＡ後長期(LL)に
生じる荷重とＳｓ

による地震力，事

象発生後以降の最

大となる荷重とＳ

ｄ による地震力の

組合せを実施 
・ 許容限界はＶＡS と

して，柏崎刈羽 6

号及び 7号炉で

は，ⅣＡS を適用 

・ ＳＡ後長期(LL)に
生じる荷重とＳｓ 
による地震力，Ｓ

Ａ 後長期(L)に生

じる荷重とＳｄ に
よる地震力の組合

せを実施 
・ 許容限界はＶＡS と

して，柏崎刈羽 6

号及び 7号炉で

は，ⅣＡS を適用 5.2.1(4)，6.1 

5.2.2(4)，6.2 
5.2.3(4)，6.3 

荷重の組合せ 

の検討結果 

（④を踏ま 

えて総合的， 

工学的判断） 

  4.(3)⑤ 

炉心損傷頻度の性能目標値（10-4/炉年）を適用 
＜施設共通＞ 

④ＳｄとＳｓ 

に組み合わ 

せるＳＡの 

継続時間の 

設定 

  4.(3)④ 

①と②及びＳＡの継続時間との積で荷重の組合せの判断を行う。そのスク 

リーニングの判断基準を柏崎刈羽 6号及び 7号炉では，ＤＢ施設の設計の 

際のスクリーニング基準である 10-7/炉年に保守性を見込んだ 10-8/炉年と設定 

＜施設共通＞ 

③の保守性を見込んだ 10-8/炉年と，①と②の値の積により，組合せの目安 

となる継続時間を判断する。 

事故発生時を基点として，10-2年までの期間を地震荷重との組合せが不要な 

短期（運転状態Ⅴ(S)），弾性設計用地震動Ｓｄ との組合せが必要な 10-2～ 

2×10-1 年を長期(L)（運転状態Ⅴ(L)），基準地震動Ｓｓとの組合せが 

必要な期間 2×10-1 年以降を長期(LL)（運転状態Ⅴ(LL)）とする。 

＜施設共通＞ 

JEAG4601 に記載のＳ２，Ｓ１の発生確率をＳｓ，Ｓｄに読み替えて適用 

＜施設共通＞ 



 

39-4-80 
 
 

添付資料－4. 建物・構築物の SA 施設としての設計の考え方 
4 項(2)では建物・構築物を全般施設に分類しており，全般施設は SA 条件を考慮した設

計荷重と Ss による地震力を組み合わせることとしている。これは，建物・構築物の DB 施

設としての設計の考え方が，機器・配管系のそれと同じであり，SA 施設としての設計につ

いては，建物・構築物，機器・配管系ともに DB 施設としての設計の考え方を踏まえること

を基本方針としているからである。 

以下では，建物・構築物の SA 施設としての設計の考え方について，DB 施設としての設

計の考え方も踏まえ，本文の各項ごとに説明する。 

 

(1) 対象施設とその施設分類（3 項(1)に対する考え方） 

『重大事故等対象設備について（補足説明資料） 「39 条 地震による損傷の防止 添付

資料－１ 重大事故等対処施設の網羅的な整理について」』より抽出した SA 施設の建物・

構築物を表１に示す。補機冷却用海水取水路及び補機冷却用海水取水槽を除く 12 施設は，

基準地震動による地震力に対して機能維持が求められている「常設耐震重要重大事故防止

設備」，「常設重大事故緩和設備」のいずれかに該当するため，荷重の組合せ検討の対象施設

である。なお，「常設重大事故防止設備（設計基準拡張）」兼「常設重大事故緩和設備（設計

基準拡張）」である補機冷却用海水取水路及び補機冷却用海水取水槽についても，Ss 機能維

持設計であることから，「常設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大事故緩和設備」

と同等のものとして取り扱う。 
表 1 SA 施設（建物・構築物）の施設分類 

SA 施設 
（建物・構築物） 

常設耐震重要 
重大事故防止設備 

常設耐震重要重大事故

防止設備以外の常設重

大事故防止設備 

常設重大事故 
緩和設備 

復水貯蔵槽 ○ － ○ 
フィルタベント遮蔽壁 〇 － 〇 
使用済燃料プール ○ － ○ 
中央制御室遮蔽 ○ － ○ 
中央制御室待避室遮蔽 － － ○ 
5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所
（対策本部）遮蔽 〇 － 〇 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所
（待機場所）遮蔽 〇 － 〇 
海水貯留堰 ○ － ○ 
スクリーン室 － ○ ○ 
取水路 － ○ ○ 
補機冷却用海水取水路 － － － 
補機冷却用海水取水槽 － － － 
主排気筒（内筒） ○ － 〇 
原子炉建屋原子炉区域 － － ○ 
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(2) DB 施設としての設計の考え方 

(a) 新規制基準における要求事項 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」 

の第 4 条（地震による損傷の防止）には，建物・構築物，機器・配管系の区分なく， 

次の事項が規定されている。 

・ 設計基準対象施設は，地震力に十分に耐えることができるものでなければな 

らない。 

・ 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそ 
れのある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動によ 
る地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでな 
ければならない。 

 
(b) JEAG4601 の記載内容（2.3 項に対する考え方） 

上記の規制要求を踏まえ，JEAG4601-1987 において，建物・構築物に関する荷重 

の組合せと許容限界については，以下のように記載されている。 

 
【荷重の組合せ】 
・ 地震力と常時作用している荷重，運転時（通常運転時，運転時の異常な過渡変 

化時）に施設に作用する荷重を組み合わせる。 
・ 常時作用している荷重，及び事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間 

その作用が続く荷重と基準地震動 S1 による荷重を組み合わせる。 
【許容限界】 
・ 基準地震動 S1 による地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。た 
だし，事故時の荷重と組み合わせる場合には，次項による許容限界を適用する。 

・ 基準地震動 S2 による地震力との組合せに対する許容限界 
建物・構築物が構造物全体として十分変形能力（ねばり）の余裕を有し，終局 
耐力に対して安全余裕をもたせることとする。 

 
ここで，JEAG4601-1987 における建物・構築物の荷重の組合せは，2.3 項に示す機 

器・配管系の荷重の組合せと同じ考え方に基づいて設定された結果として記載されて 

いるものである。 

なお，JEAG4601-1987 において，機器・配管系では運転状態が定義されているが， 

建物・構築物については，細かな運転状態を設定する必要がないため，運転状態は定 

義されていない。 
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(3) SA 施設の荷重の組合せと許容限界の設定方針（3.(3)(4)項に対する考え方） 

SA 施設の建物・構築物における荷重の組合せと許容限界の設定方針は，機器・配管 

系と同様，JEAG4601-1987 の DB 施設に対する記載内容を踏まえ，以下のとおりとする 

（建物・構築物では，運転状態及びそれに対応した許容応力状態が定義されていない 

ことから，機器・配管系とは下線部が異なる）。 

【SA 施設（建物・構築物）における設定方針】 

・ Ss，Sd と運転状態の組合せを考慮する。 

・ 地震の従属事象については，地震との組合せを実施する。ここで，耐震 S クラス施設

は Ss による地震力に対して，その安全機能が保持できるよう設計されていることか

ら，地震の従属事象としての SA は発生しないこととなる。したがって SA は地震の

独立事象として取り扱う。 

・ 地震の独立事象については，事象の発生確率，継続時間及び Ss 若しくは Sd の年超

過確率の積等も考慮し，工学的，総合的に組み合わせるかを判断する。 

組み合わせるか否かの判断は，国内外の基準等でスクリーニング基準として参照さ

れている値，炉心損傷頻度及び格納容器機能喪失頻度の性能目標値に保守性をもたせ

た値を目安とし，事象の発生確率，継続時間及び Ss 若しくは Sd の年超過確率の積と

比較等により判断する。 

・ また，上記により組合せ不要と判断された場合においても，事故後長期間継続する荷

重と Sd による地震力と組み合わせる。 

・ 許容限界として，DB 施設の Ss に対する許容限界に加えて，SA 荷重と地震力との組

合せに対する許容限界（機器・配管系の許容応力状態ⅤAS に相当するもの）を設定す

る。ここで，柏崎刈羽 6 号及び 7号炉では，SA 荷重と地震力との組合せに対する許

容限界は DB 施設の Ss に対する許容限界（建物・構築物が構造物全体として十分変

形能力（ねばり）の余裕を有し，終局耐力に対して安全余裕をもたせることとする）

と同じとする。 

 

(4) 荷重の組合せと許容限界の検討結果(5.2.1 項に対する考え方) 

5.2.1 項の全般施設の検討は，建物・構築物に対しても同様に適用される。すなわ 

ち，各項目に対する考え方は以下のとおりとなる。 

SA の発生確率 ........... 炉心損傷頻度の性能目標値（10-4/炉年）を設定 

継続時間 ............... 事故発生時を基点として，10-2年までの期間を地震荷重

との組合せが不要な短期（運転状態Ⅴ(S)），弾性設計用

地震動Ｓｄとの組合せが必要な 10-2～2×10-1年を長期(L)

（運転状態Ⅴ(L)），基準地震動Ｓｓとの組合せが必要な

期間 2×10-1年以降を長期(LL)（運転状態Ⅴ(LL)）とする。 

（建物・構築物について，SA 時の荷重条件を踏まえ 5.2.1 項(2)b.の分類 
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を設備ごとに検討した結果を添付資料－4 補足資料－１に示す。） 

地震動の年超過確率 ....... JEAG4601 の地震動の発生確率（Ss：5×10-4/年以下， 

Sd：10-2/年以下）を設定 

以上から，機器・配管系と同様，SA の発生確率，継続時間，地震動の年超過確率の積

等を考慮した工学的，総合的な判断として，建物・構築物についても，SA 荷重と Ss によ

る地震力を組み合わせることとする。 

 

(5) SA と地震の組合せに対する許容限界の考え方(6.1 項に対する考え方) 

(3)の荷重の組合せ方針から，SA 施設（建物・構築物）の各組合せ条件に対する許容応

力状態を DB 施設（建物・構築物）と比較して表 2 に示す。なお，表 2 に示す荷重の組

合せケースのうち，他の組合せケースと同一となる場合，又は他の組合せケースに包絡さ

れる場合は評価を省略することになる。 

 

表 2 荷重の組合せと許容限界 

運転状態 
DB 施設 SA 施設 

備考 
Sd Ss Sd Ss 

運転時 
許容 

応力度※1 
終局※2 － 終局※2 DB と同じ許容限界とする。 

DB 事故時 

（長期） 
終局※2 － 終局※2 － 

DB と同じ許容限界とする。 

SA 事故時 

－ － － 注 2 

注 2：SA 荷重と地震力との

組合せに対する許容限界

として，柏崎刈羽 6 号及

び 7 号炉では，終局※2

とする。 

※1：許容応力度：安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度 

※2：終局：構造物全体として十分変形能力（ねばり）の余裕を有し，終局耐力に対して安全余裕を

持たせていること 

 

添付資料－4 補足資料-2に，Ss による地震力と組み合わせる荷重を，施設ごとに示す。 

使用済燃料プールを除く施設は，DB 事故時（長期）の荷重は，結果的に運転時と同じと

なり，表 2 における「DB 事故時（長期）＋Sd」は地震力が大きい「運転時＋Ss」に包絡さ

れることになる。使用済み燃料プールについては，「SA 事故時＋Ss」の条件を DB 設計条

件で包絡出来ないことから，「SA 事故時＋Ss」の組合せを実施することとする。 

以上より，建物・構築物は，PCV，RPV 以外の機器・配管系と同様に扱うことが可能であ

り，全般施設に分類することができる。  
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SA 施設（建物・構築物）の SA 時の条件を踏まえた分類 

 

SA 施設 

（建物・構築物） 

5.2.1 

継続時間 

設定の分類※ 

分類の根拠 

復水貯蔵槽 b 

DB 設計では，常時作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，水圧）及び運

転時の温度荷重を考慮している。SA 

時においても，荷重条件は変わらない

ため，DB 条件を上回る荷重はない。 

使用済燃料プール a(b) 

 DB 設計では，常時作用している荷

重（固定荷重，積載荷重，水圧），通

常時においては運転時荷重(圧力，温

度荷重，機器・配管系から作用する荷

重)，異常時荷重（圧力，温度荷重，機

器・配管系から作用する荷重）を考慮

している。SA 時には，DB 条件とは

異なる異常時荷重が作用する。 

原子炉建屋原子炉区域 

中央制御室遮蔽 
b 

DB 設計では，常時作用している荷

重（固定荷重，積載荷重）を考慮し

ている。SA 時においても，荷重条

件は変わらないため，DB 条件を上

回る荷重はない。 

中央制御室待避室遮蔽 

フィルタベント遮蔽壁 

5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所（対策本部）遮蔽 

5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所（待機場所）遮蔽 

 

c 

中央制御室待避室遮蔽，フィルタ

ベント遮蔽壁，5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）遮蔽，5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待

機場所）遮蔽については DB 施設で

はない。 

海水貯留堰 

スクリーン室 

取水路 

補機冷却用海水取水路 

b 

DB 設計では，地盤内に埋設され

ている構造物として，常時作用して

いる荷重（固定荷重，積載荷重，土

圧，水圧）を考慮している。SA 時

においても，地盤内で，DB 条件を

上回るような事象は発生しないた

め，DB 条件を上回る荷重はない。 

補機冷却用海水取水槽 b 

DB 設計では，常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，水圧）

を考慮している。SA 時において

も，荷重条件は変わらないため，DB 

条件を上回る荷重はない。 

主排気筒（内筒） a(b) 

DB 設計では，常時作用している

荷重（固定荷重）を考慮している。

SA 時においては，SA 時温度荷重を

考慮するため，DB 条件を上回る荷

重が作用する。 

添付資料－4 補足資料-1 
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※ 5.2.1 項  継続時間設定の分類 

ａ．SA 条件が DB 条件を超える既設施設 

(a) 新設の SA 施設の運転によって，DB 条件を超える既設施設 

(b) SA による荷重・温度の影響によって DB 条件を超える既設施設 

ｂ：SA 条件が DB 条件に包絡される既設施設 

ｃ：DB 施設を兼ねない SA 施設 
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建物・構築物において Ss による地震力と組み合わせる荷重は補足表 2-1 のとおり

となる。 

 

補足表 2-1 SA 施設（建物・構築物）において地震力と組み合わせる荷重（1/2） 

 

 運転時 
DB 事故 

(長期) 
SA 事故時 

組み合わせる地震力 Ss Sd Ss 

許容限界 終局 終局 終局 

Ｓ
Ａ
施
設(

建
物
・
構
築
物)

 

復水貯蔵槽 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

通常時温度荷重 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

DB 長期温度荷重 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

SA 時温度荷重 

使用済燃料プール 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

運転時荷重 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

DB 長期荷重 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

SA 時荷重 

原子炉建屋原子炉区域 

中央制御室遮蔽 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

中央制御室待避室遮蔽 
固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

フィルタベント遮蔽壁 
固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

SA 時温度荷重 

5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部）遮

蔽 

5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（待機場所）遮

蔽 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

 

添付資料－4 補足資料-2 
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補足表 2-1 SA 施設（建物・構築物）において地震力と組み合わせる荷重（2/2） 

 

 

 

JEAG4601-1987 では，熱応力の扱いとして，終局状態では「熱応力は考慮しない」 

と記載されており，原子炉格納容器底部でない基礎マットや使用済燃料プールの解析

例においても，地震時荷重と温度荷重は組み合わされていない（参考資料〔参考 5〕 

参照）。これを踏まえ，補足表 2-1 から温度荷重を消去すると使用済燃料プールを除い

た全ての荷重組合せケースにおいて，地震力と組み合わせる荷重は常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧，水圧）のみとなるため，DB 事故時（Sd との組合

せ）は運転時（Ss との組合せ）に包絡され，SA 事故時は運転時と同一となる。 

 一方，使用済燃料プールについては，DB 設計条件とは異なる異常時荷重を考慮する

必要があり，DB 条件では包絡できない荷重条件となるため，SA 事故時（Ss との組合

せ）による検討を実施する。 

  

 運転時 
DB 事故 

(長期) 
SA 事故時 

組み合わせる地震力 Ss Sd Ss 

許容限界 終局 終局 終局 

Ｓ
Ａ
施
設(

建
物
・
構
築
物)

 

補機冷却用海水取水槽 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

主排気筒（内筒） 固定荷重 固定荷重 
固定荷重 

SA 時温度荷重 

海水貯留堰 

スクリーン室 

取水路 

補機冷却用海水取水路 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 
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添付資料－5. 対象設備，事故シーケンス，荷重条件の網羅性について 

ＳＡ荷重の組合せの検討においては，全ての対象設備，事故シーケンス，荷重条件等を網

羅的に検討している。以下では，それぞれについて，その考え方を説明する。 

 

（１）対象設備 

今回のＳＡ荷重の組合せの検討においては，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大

事故緩和設備を対象とし，全ての対象施設を全般施設，原子炉格納容器バウンダリを構成

する設備（以下「ＰＣＶバウンダリ」という。），原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する

設備（以下「ＲＰＶバウンダリ」という。）のいずれかに分類している。 
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（２）事故シーケンス 

重大事故等対策の有効性を評価する事故シーケンスグループ等は，本発電用原子炉

施設を対象としたＰＲＡ の結果を踏まえて，以下のとおり選定されている。ここには

「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」及び「運転中の原子炉に

おける重大事故」，並びに「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある

事故」を挙げており，考慮すべき全ての事故シーケンスグループ等を挙げている。 

継続時間の検討に当たっては以下の全ての事故シーケンスグループ等から，ＤＢ条

件を超える事故シーケンスグループ等を抽出し，その条件を超える時間を継続時間と

して設定している。 

また，地震と組み合わせるＳＡ荷重としては，全ての事故シーケンスグループ等にお

ける条件を包絡するよう設定している。 

 

事故シーケンスグループ等 

「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シーケンスグループ 

高圧・低圧注水機能喪失 

高圧注水・減圧機能喪失 

全交流動力電源喪失 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失） 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋RCIC失敗 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋直流電源喪失 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋SRV再閉失敗 

崩壊熱除去機能喪失 

 取水機能が喪失した場合 

 残留熱除去系が故障した場合 

原子炉停止機能喪失 

ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

「運転中の原子炉における重大事故」に係る格納容器破損モード 

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

 代替循環冷却系を使用する場合 

 代替循環冷却系を使用しない場合 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

水素燃焼 

溶融炉心・コンクリート相互作用 
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「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シーケンスグループ 

崩壊熱除去機能喪失 

全交流動力電源喪失 

原子炉冷却材の流出 

反応度の誤投入 

 

（３）設計条件 

耐震評価における考慮すべき荷重条件と組合せは JEAG4601・補-1984 より，下表のと 

おり整理されており，地震荷重以外では，以下の荷重を考慮することとされている。 

・自重(D) 

・圧力による荷重(P) 

・機械的荷重（自重，地震による荷重を除く。）(M) 

ＳＡ施設における上記の荷重と地震荷重の組合せを，下表のとおり整理する。ＤＢ 施 

設で考慮する荷重（自重，圧力による荷重，機械的荷重）は全て考慮している。 

 

施設分類 

(ＳＡ) 

(ＤＢ) 

荷重の組合せ 

ＲＰＶ

バウンダリ 

ＰＣＶ

バウンダリ 
全般施設 

炉心支持

構造物 

重大事故等クラス 2 設備 

クラス 

1 設備 

クラス 

ＭＣ容器 

クラス 

2 設備 

クラス 

3 設備 

クラス 

4 配管 
その他 

ＤＢ荷重 

の組合せ 

Ｄ＋Ｐ＋Ｍ＋Ｓｄ ⅢAS ⅢAS － － － － ⅢAS 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ － － ⅢAS ⅢAS ⅢAS ⅢAS － 

Ｄ＋ＰＬ＋ＭＬ＋Ｓｄ ⅣAS ⅢAS － － － － ⅣAS 

Ｄ＋Ｐ＋Ｍ＋Ｓｓ ⅣAS ⅣAS － － － － ⅣAS 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ － － ⅣAS ⅣAS － ⅣAS － 

ＳＡ荷重 

の組合せ 

Ｄ＋ＰＲＳＡ（Ｌ）＋Ｍ＋Ｓｄ ⅤAS※2 － － － － － 

ＳＡ施設 

ではない 

Ｄ＋ＰＲＳＡ（ＬＬ）＋Ｍ＋Ｓｓ ⅤAS※2 － － － － － 

Ｄ＋ＰＰＳＡ＋Ｍ＋Ｓｄ － ⅤAS※2 － － － － 

Ｄ＋ＰＰＳＡ（ＬＬ）＋Ｍ＋Ｓｓ － ⅤAS※2 － － － － 

Ｄ＋(ＰＤ
※1又はＰＳＡの 

厳しい方)＋Ｍ＋Ｓｓ 
－ － ⅤAS※2 ⅤAS※2 ⅤAS※2 ⅤAS※2 

※１：ＤＢ施設を兼ねるＳＡ施設について考慮する。 

※２：ⅤAS の許容限界は，ⅣAS と同じものを適用する。 
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【記号の説明】 

D：自重（JEAG4601・補-1984 では「死荷重」と記載） 

P：地震と組み合わすべき圧力荷重，又は最高使用圧力等 

M：地震，自重以外で地震と組み合わせるべき機械的荷重，又は設計機械荷重等 

PL：ＬＯＣＡ直後を除いてその後に生じる圧力荷重 

ML：ＬＯＣＡ直後を除いてその後に生じる自重及び地震荷重以外の機械的荷重 

PD：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲがある場合にはこれ 

を含む），又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

MD：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲがある場合にはこれ 

を含む）又は当該設備に設計上定められた機械的荷重 

PＰＳＡ：原子炉格納容器の重大事故発生後の最大圧力荷重 

PＰＳＡ（ＬＬ）：原子炉格納容器の重大事故における長期的な（長期（ＬＬ））圧力荷重 

PＲＳＡ（Ｌ）：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期的な（長期（Ｌ））圧力荷

重 

PＲＳＡ（ＬＬ）：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期的な（長期（ＬＬ））圧力

荷重 

PＳＡ：重大事故における運転状態を考慮して設定した設計圧力による荷重 

Ｓｄ：弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力，又は静的地震力 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

ⅣAS：JSME S NC1 の供用状態 D 相当の許容応力を基準として，それに地震により生じる応 

力に対する特別な応力制限を加えた許容応力状態 

ⅤAS：運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力を基本として，それに地震により生じる 

応力に対する特別な応力制限を加えた許容応力状態 
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【JEAG4601・補-1984 における記載からの読み替え】 

耐震クラスＡｓ，Ａ ⇒耐震クラスＳ 

第１種 ⇒クラス 1 

第２種 ⇒クラスＭＣ 

第３種 ⇒クラス２ 

第４種 ⇒クラス３ 

第５種 ⇒クラス４ 

Ｓ1 ⇒Ｓｄ 

Ｓ2 ⇒Ｓｓ 
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添付資料－6. 継続時間の検討における対象荷重の網羅性について 

（１）はじめに 

ＳＡ施設は，ＳＡ施設としての機能要求を考慮した荷重条件により設計する。また，温

度条件についても許容値の数値に影響を与える(温度が高くなると許容値が小さくなる

場合がある)ことから，ＳＡ施設としての温度条件を設定する。 

ＳＡ施設のうち，ＤＢ施設を兼ねるものについては，ＤＢ条件とＳＡ 条件の包絡関係

により，実際の設計では，以下のように扱うこととしている。 

・ＳＡ時の荷重，温度がＤＢ 設計条件を上回る場合 

ＤＢ 設計条件とは別に，ＳＡ 設計条件を設ける。 

・ＳＡ時の荷重，温度がＤＢ 設計条件に包絡される場合（※） 

ＳＡ 設計条件はＤＢ 設計条件で代表させる。 

※「ＳＡ時の荷重，温度がＤＢ 設計条件に包絡される」とは，耐震設計において考

慮する全ての荷重及び温度について，ＳＡ を考慮した条件がＤＢ設計条件に包絡

される場合を指す 

以下では，ＤＢ施設を兼ねるＳＡ施設を対象に，ＳＡ荷重と地震荷重の組合せ検討に

おいて，検討対象とすべき荷重が網羅されていることを施設分類（全般施設，ＰＣＶ，

ＲＰＶ）ごとに示す。 

 

（２）継続時間の検討で対象とする条件（荷重・温度）の網羅性 

ａ．全般施設 

【ＤＢ設計条件とＳＡ設計条件の整理】 

全般施設は RPV（現クラス 1 機器(JEAG4601 においては，第 1 種機器)）とＰＣＶ

（現クラスＭＣ容器(JEAG4601 においては，第２種容器)）以外の施設となることから，

ＤＢ施設としての設計では JEAG4601 に記載の「クラス 2,3,4(JEAG4601 においては

第 3,4,5種)」及び「その他」の組合せに基づくことになる。したがって全般施設は運

転状態Ⅰ～Ⅲ※1を考慮して設定した設計用荷重 PD，MD（以下「ＤＢ設計荷重」という。）

及び温度条件と，Ｓｓとを組み合わせている。 

このことから，ＳＡ施設としての設計においては，ＳＡ時の荷重がＤＢ 設計荷重を

超える場合は，ＳＡ時の荷重をもとに新たに設定した設計荷重（以下「ＳＡ設計荷重」

という。）とＳｓを組み合わせる。また，ＳＡ時の荷重がＤＢ 設計荷重以下の場合は，

ＤＢ 設計荷重とＳｓとの組合せの評価で代表させる。温度条件についても同様に扱う。 

 

※１：ＥＣＣＳ 等については運転状態Ⅳ(L)も含む。その理由は以下のとおり。 

ＥＣＣＳ 等については，JEAG4601・補-1984 において，運転状態Ⅳ(L)に対す

る許容応力状態がⅠA
*と定められており，ⅠA

*の定義としては，「ＥＣＣＳ 等のよ

うに運転状態Ⅳ(L)が設計条件となっているものに対する許容応力状態で許容応
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力状態ⅠA に準ずる。」とされている。 

つまり，ＥＣＣＳ 等については，運転状態Ⅰ～Ⅲだけでなく，運転状態Ⅳ(L)も

設計条件となっており，運転状態Ⅰ～Ⅳ(L)を考慮してＤＢ設計条件（荷重・温度）

を設定している。 

なお，JEAG4601 においては荷重の組合せの考え方は，運転状態Ⅰ～ⅢとＳ２を，

運転状態Ⅳ(L)とＳ１を組み合わせることとなっているが，実設計においては，設

計用荷重である PD，MD を用いて設計を行うことから，運転状態Ⅰ～Ⅳ(L)を包絡す

るように PD，MD を設定し，それらとＳｓを組み合わせている。 

ここで，旧指針においては，耐震Ａｓ，Ａ，Ｂ，Ｃクラスというクラス分類がな

されていたことから，耐震Ａクラスの設備においては，Ｓ２との組合せは実施せず，

Ｓ１ との組合せにより設計がなされていた。一方，現在の規制基準においては，耐

震Ａ・Ａsクラスを統合して，耐震Ｓクラスとし，Ｓｓ，Ｓｄ双方との組合せで設

計することとなっていることから，上述のとおり，PD，MD とＳｓ の組合せを実施

することになる。 

 

【継続時間の検討における対象条件の網羅性】 

ＤＢ 設計においてＳｓ，Ｓｄ との組合せを行う荷重，温度条件は，「ＤＢ 設計荷重・

温度」の一種類であるため，継続時間としてこの条件を超える時間を検討している。 

 

添付 6.1表 全般施設の荷重組合せで用いる地震以外の荷重と温度条件 

 Ｓｓ Ｓｄ 

ＤＢ荷重・温度 ＤＢ設計荷重・温度 ＤＢ設計荷重・温度 

ＳＡ荷重・温度 (ＤＢ設計荷重・温度＜ＳＡ時荷重・温度 

の場合) 

ＳＡ・短期荷重・温度，ＳＡ長期荷重・温度 

の厳しい方 

 

(ＤＢ設計荷重・温度≧ＳＡ時荷重・温度 

の場合) 

ＤＢ設計荷重・温度 

－ 
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ｂ．ＰＣＶ 

【ＤＢ設計条件とＳＡ設計条件の整理】 

ＤＢ設計での組合せでは JEAG4601 に記載のとおり，運転状態Ⅰ～Ⅲの荷重はＳｓと

組み合わせ，また運転状態Ⅳ(L)の荷重はＳｄと組み合わせている。 

ここで，ＰＣＶの運転状態Ⅰ～Ⅲの荷重・温度は通常運転状態と同じ，また，運転状態

Ⅳ(L) （ＬＯＣＡ後長期間経過した状態）の荷重・温度は，運転状態 I～Ⅲの条件よりも

厳しい条件となっていることから，ＤＢ 設計で考慮している荷重条件は次の 2 種類とな

る。 

・運転状態Ⅰ～Ⅲを踏まえて設定した条件：通常運転時圧力・温度 

・運転状態Ⅳ(L)を踏まえて設定した条件 ：ＬＯＣＡ後の最大内圧・温度 

以上を踏まえ，ＰＣＶのＳＡ施設としての設計においては，組合せを検討する条件とし

て，以下の 2 種類を設定し，それぞれの継続時間を考慮して実際の組合せを設定してい

る。 

•ＳＡ発生後の最大荷重・温度 

•ＳＡ後の長期(LL)における荷重・温度 

 

【継続時間の検討における対象条件の網羅性】 

ＤＢ においては，以下の組合せに対する設計を行っている。 

・ 通常運転時圧力＋Ｓｓ 

・ ＬＯＣＡ後の最大内圧＋Ｓｄ 

ＳＡにおける設計条件（組合せ）は，このＤＢ 設計条件への包絡性を踏まえ 

①ＳＡ後の長期(LL)荷重＋Ｓｓ 

  →Ｓｓには，継続時間を考慮して長期(LL)荷重（2×10-1年以降）を組み合わせる。 

②ＳＡ発生後の最大荷重（有効性評価結果の最高圧力・最高温度）＋Ｓｄ 

→Ｓｄには，継続時間を考慮して最大となる荷重（有効性評価結果の最高圧力・

最高温度）を組み合わせる。 

 

添付 6.2 表 ＰＣＶの荷重組合せで用いる地震以外の荷重と温度 

 Ｓｓ Ｓｄ 

ＤＢ荷重・温度 通常運転時圧力・温度 ＬＯＣＡ後の最大内圧・温度 

ＳＡ荷重・温度 ＳＡ後の長期(LL)圧力・温度 

ＳＡ発生後最大荷重 

（有効性評価結果の最高圧力・

最高温度） 
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ｃ．ＲＰＶ 

【ＤＢ設計条件とＳＡ設計条件の整理】 

ＤＢ 設計での組合せでは JEAG4601 に記載のとおり，運転状態Ⅰ～Ⅲの荷重はＳｓと

組合せ，また運転状態Ⅳ(L)の荷重はＳｄ と組み合わせている。 

ここで，ＲＰＶの運転状態Ⅰ～Ⅲを踏まえて設定される圧力・温度は運転状態Ⅱ（給水

流量の全喪失又はタービントリップ）であり，これは運転状態Ⅳ(L)（ＬＯＣＡ後長期間

経過した状態）の圧力・温度より高いため，実際の評価では「給水流量の全喪失又はター

ビントリップ」による圧力・温度とＳｓ，Ｓｄ を組み合わせて評価している。 

以上を踏まえ，ＲＰＶのＳＡ施設としての設計においては，組合せを検討する荷重とし

て，ＳＡ後長期(L)荷重・温度を設定する。ＳＡにおける設計条件（組合せ）は，このＤ

Ｂ 設計条件への包絡性を踏まえＳＡ後の長期(LL)荷重とＳｓ，ＳＡ後の長期(L)荷重と

Ｓｄを組み合わせる方針とする。 

 

【継続時間の検討における対象条件の網羅性】 

ＤＢ においては，以下の組合せに対する設計を行っている。 

・給水流量の全喪失又はタービントリップ＋Ｓｓ 

・給水流量の全喪失又はタービントリップ＋Ｓｄ 

ＳＡにおける設計条件（組合せ）は，このＤＢ 設計条件への包絡性を踏まえ 

① ＳＡ後の長期(LL)荷重＋Ｓｓ 

→Ｓｓには，継続時間を考慮して長期(LL)荷重（2×10-1年以降）を組み合わせる。 

②ＳＡ後の長期(L)荷重（ＳＡ後の最高圧力・温度）＋Ｓｄ 

→Ｓｄには，継続時間を考慮して長期(L)荷重（10-2～2×10-1年）を組み合わせる。 

 

添付 6.3表 ＲＰＶの荷重組合せで用いる地震以外の荷重と温度条件 

 Ｓｓ Ｓｄ 

ＤＢ荷重・温度 
「給水流量の全喪失又はタービ

ントリップ」による圧力・温度 

「給水流量の全喪失又はタービ

ントリップ」による圧力・温度 

ＳＡ荷重・温度 ＳＡ後の長期(LL)圧力・温度 ＳＡ後の長期(L)圧力・温度 
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（３）JEAG4601 のアプローチを用いた検討 

本項では，ＤＢ設備における荷重の組合せ（JEAG4601）と今回の検討にて用いたＳＡ荷

重の組合せの考え方を整理する。 

ａ．JEAG4601 における荷重の組合せ検討のアプローチ 

①運転状態の発生確率を設定 

②地震の発生確率を設定 

③「運転状態の発生確率」，「地震の発生確率」，「継続時間」の積が 10-7/炉年になる継

続時間を設定 

④10-7/炉年となる継続時間における荷重を，地震と組み合わせる条件とする 

ｂ．今回の検討に用いたＳＡ荷重の組合せ検討のアプローチ 

①ＳＡ事象の発生確率を設定 

②地震の発生確率を設定 

③「ＳＡ事象の発生確率」，「地震の発生確率」，「継続時間」の積が 10-8/炉年になる継

続時間を設定 

④10-8/炉年となる継続時間における荷重を，地震と組み合わせる条件とする 

 

以上より，③，④で用いた組合せの判定基準は，今回のＳＡ荷重の組合せの検討（10-8/炉

年）の方が，JEAG4601 における荷重の組合せ検討（10-7/炉年）のアプローチよりも，保守

的な条件となっている。 

 

（４）まとめ 

以上のとおり，各施設のＳＡ荷重と組合せの検討では，Ｓｓ，ＳｄとＳＡ荷重を適切に考

慮しており，JEAG4601における検討アプローチよりも保守的な条件となっている。 
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添付資料－7. 荷重の組合せ表 

(1) 記号の説明 

D  ：自重 

PD  ：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲがある場合にはこ

れを含む），又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

PPSA ：原子炉格納容器の重大事故発生後の最大圧力荷重 

PPSA(LL) ：原子炉格納容器の重大事故における長期圧力荷重（長期（LL）） 

PRSA(L) ：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期圧力荷重(長期(L)) 

PRSA(LL) ：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期圧力荷重（長期（LL）） 

PＳＡ  ：重大事故における運転状態を考慮して設定した設計圧力による荷重 

M  ：地震及び死荷重以外で地震と組み合わすべきプラントの運転状態（冷却材喪失事

故後の状態は除く）で設備に作用している機械的荷重（各運転状態における P 及び

M については，安全側に設定された値（最高使用圧力，設計機械荷重等）を用いて

もよい。） 

MD  ：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態Ⅲがある場合にはこ

れを含む），又は当該設備に設計上定められた機械的荷重 

TD   ：設計基準対象施設の耐震設計上の設計温度 

TＰSA  ：原子炉格納容器の重大事故発生後の最大温度（最高使用温度を用いてもよい。） 

TＰSA(LL)  ：原子炉格納容器の重大事故における長期温度（最高使用温度を用いてもよい。）

（長期(LL)） 

TＲSA(L)  ：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期温度（最高使用温度を用

いてもよい。）(長期(L)) 

TＲSA(LL)  ：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期温度（最高使用温度を用

いてもよい。）（長期（LL）） 

TＳＡ  ：重大事故における運転状態を考慮して設定した設計温度 

Ta   ：重大事故における施設本体の温度，及び施設周囲の雰囲気温度を考慮して設定した

温度 

Ｓｄ  ：弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又は静的地震力 

Ｓｓ  ：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

ⅣAS ：JSME S NC1 の供用状態 D 相当の許容応力を基準として，それに地震により生じ

る応力に対する特別な応力制限を加えた許容応力状態 

ⅤAS ：運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力を基本として，それに地震により生じる

応力に対する特別な応力制限を加えた許容応力状態 
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(2) 荷重の組合せ表 

施設区分 荷重の組合せ 温度条件 許容応力状態 備考 

原子炉格納容器バウンダリを構成する設備

(ＰＣＶバウンダリ) 

D+PＰ Ｓ Ａ +M+Ｓ

ｄ 
TＰＳＡ ⅤAS※2 

検討項目 

6.2 D+PＰＳＡ（ＬＬ）+M+

Ｓｓ 
TＰＳＡ（ＬＬ） ⅤAS※2 

原子炉格

納容器内

のＳＡ施

設 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リを構成する

設備(ＲＰＶバ

ウンダリ) 

施設本体 

D+PＲＳＡ（Ｌ）+M+

Ｓｄ 
TＲＳＡ（Ｌ） ⅤAS※2 

検討項目 

6.3 D+PＲＳＡ（ＬＬ）+M+

Ｓｓ 
TＲＳＡ（ＬL） ⅤAS※2 

支持構造物 

D+PＲＳＡ（Ｌ）+M+

Ｓｄ 
Tａ ⅤAS※2 

検討項目 

6.4 D+PＲＳＡ（ＬＬ）+M+

Ｓｓ 
Ta ⅤAS※2 

全般施設 

施設本体 

D+(PD
※1又は 

PＳ Ａの厳しい

方)+MD+Ｓｓ 

TＤ※1又は 

TＳＡの厳し

い方 

ⅤAS※2 
検討項目 

6.1 

支持構造物 

D+(PD
※1又は 

PＳ Ａの厳しい

方)+MD+Ｓｓ 

Tａ ⅤAS※2 
検討項目 

6.4 

原子炉格納容器外の全般施

設 

施設本体 

D+(PD
※1又は 

PＳ Ａの厳しい

方)+MD+Ｓｓ 

TＤ※1又は 

TＳＡ 
ⅤAS※2 

検討項目 

6.1 

支持構造物 

D+(PD
※1又は 

PＳ Ａの厳しい

方)+MD+Ｓｓ 

Tａ ⅤAS※2 
検討項目 

6.4 

※1 ＤＢ施設を兼ねるＳＡ施設について考慮する。 

※2 ⅤAS の許容限界は，ⅣAS と同じものを適用する。 

  



 

39-4-100 

 

 

添付資料－8. 重大事故時の荷重条件の妥当性について 

（1） はじめに 

重大事故時の耐震評価においては，地震力と重大事故時の原子炉冷却材圧力バウン

ダリ(ＲＰＶ)及び原子炉格納容器(ＰＣＶ)にかかる圧力・温度を組み合わせる場合，耐

震評価に用いる圧力・温度は高い方が評価結果は厳しくなる。したがって，重大事故時

の耐震評価における地震力と組み合わせる圧力・温度条件としては，有効性評価結果の

中から事象発生時のＲＰＶ及びＰＣＶにかかる最高圧力及び最高温度を選定すること

とし，全ての事故シーケンスグループ等のうち，ＲＰＶ及びＰＣＶの圧力・温度が最も

厳しくなるものを選定することとした。 

選定した事故シーケンスグループ等の有効性評価では，不確かさの影響評価（別紙 1

参照）を行っており，解析コードにおける重要物理現象及び解析条件（初期条件，事故

条件，機器条件）に対して，評価項目となるパラメータに与える不確かさの影響につい

て評価している。 

有効性評価における解析条件設定は，解析条件及び解析コードの不確かさを考慮し

て，現実的な条件を基本としつつ，原則，評価項目となるパラメータに対して余裕が小

さくなるような設定とすることとしており（別紙 2～別紙 4 参照），耐震評価に用いる

ＲＰＶ及びＰＣＶ圧力・温度条件として，有効性評価結果から得られる最高圧力・温度

を用いることとした。 

 

耐震評価に用いる重大事故時の地震力と組み合わせるＲＰＶ 及びＰＣＶの具体的な

圧力・温度条件について，次項以降に示す。 

 

（2） 耐震評価で用いるＲＰＶの圧力・温度について 

ＲＰＶの圧力・温度が最高となる事故シーケンスは，有効性評価で考慮する全ての事

故シーケンスグループ等のうち，「原子炉停止機能喪失」であり，ＡＴＷＳで考慮する

運転中の異常な過渡変化のうち，過渡事象として主蒸気隔離弁の誤閉止の発生を仮定

するとともに，原子炉自動停止機能が喪失する事象であり，緩和措置がとられない場合

には，原子炉出力が維持されるため，原子炉圧力容器 が高温・高圧状態となる。 

「原子炉停止機能喪失」の炉心損傷防止対策は，主として当該事故の発生防止のため

に代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）を備えており，プラント過渡事象が発生し，通常のス

クラム機能が，電気的な故障により喪失した場合に，後備の手段として ARIを作動させ

ることにより原子炉停止機能を確保することとなる。有効性評価では，この ARIの機能

に期待せず，最も厳しい過渡事象として主蒸気隔離弁の閉止を条件とし，これによる原

子炉圧力上昇による反応度投入，また，主蒸気隔離弁の閉止に伴う給水過熱喪失による

反応度投入を評価している。これに対し，原子炉出力を抑制するための代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能，運転員による原子炉水位維持操作（自動減圧系の自動起動阻
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止含む）及びほう酸水注入系による原子炉未臨界操作により原子炉を未臨界へ移行さ

せることとなる。 

この事故シーケンスにおけるＳＡ発生後の原子炉圧力の最高値，原子炉冷却材温度

の最高値を添付 8.1 表に示す。スクラムを前提とした他の事故シーケンスグループ等

と比較し，最も早く原子炉圧力が上昇する事象である。 

添付 8.1 表に示す原子炉停止機能喪失の有効性評価における解析条件設定は，解析

条件及び解析コードの不確かさを考慮して，現実的な条件を基本としつつ，原則，評価

項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とすることとしている。

また，不確かさの影響評価を行っており，添付 8.1表に示す評価結果より高くなる。し

かしながら，短期荷重の継続時間として考慮する時間設定として，事象発生後に低温停

止状態に至る時間を包絡するものとしているため，結果として不確かさの重畳の影響

はない。 

「原子炉停止機能喪失」の過渡応答図を添付 8.1図～8.2図に示す。原子炉圧力は 10

秒以内に代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能による原子炉出力の低下により，耐震

設計上の設計圧力である 8.38MPa[gage]を下回っている。また，冷却材温度も，原子炉

圧力の上昇に伴う飽和蒸気温度の上昇により，耐震設計上の設計温度をわずかに超過

するが，原子炉圧力の低下に伴い，同様に低下する傾向となる。長期的な観点では，事

象発生後 10秒以降，逃がし安全弁による原子炉圧力制御が行われ，原子炉圧力はほぼ

一定で推移する。 

事象発生後 11 分で運転員がほう酸注入系によるほう酸水の注入を開始することによ

り，原子炉出力は崩壊熱レベルまで速やかに低下する。その後，運転員が原子炉の減圧，

除熱及び残留熱除去系による炉心冷却を行うことにより，低温停止状態に至る。 

以上より，事象発生直後の圧力上昇以降，ＲＰＶの圧力・温度は，ＤＢ施設の耐震設

計上の設計圧力・温度を十分に下回る。 

 

添付 8.1表 原子炉冷却材圧力バウンダリのＳＡ時の圧力・温度（有効性評価結果） 

 原子炉停止機能喪失 ＤＢ条件 

最高圧力 約 8.92MPa[gage] 8.38MPa[gage] 

最高温度 約 304℃ 299℃ 
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添付 8.1 図 原子炉停止機能喪失における中性子束の時間変化 

（事象発生から 40 分後まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*:初期圧力 7.07MPa[gage] 

添付 8.2図 原子炉停止機能喪失における原子炉圧力, 原子炉水位（シュラウド外水位） 

の時間変化（事象発生から 40 分後まで）  

事象発生からの時間（m） 

1. 中性子束 （%） 

主蒸気隔離弁の閉止による原子炉圧力の上昇に

伴うボイドの減少によって出力が上昇 

主蒸気隔離弁の閉止による給水加熱喪失

によって出力が上昇 

ほう酸水注入系によるほう酸

水の注入と炉心流量の減少に

よって出力が低下 

事象発生からの時間（m） 

1. 原子炉圧力変化 （×0.01MPa） 

2. 原子炉水位（シュラウド外水位）変化（×5cm） 

主蒸気隔離弁の閉止による

原子炉圧力の上昇 

逃がし安全弁の開閉による

蒸気流量の変動 
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（3）耐震評価で用いるＰＣＶの圧力・温度について 

原子炉格納容器の圧力・温度条件が最も厳しくなるという点で，最高使用圧力・温度

を超え，さらに継続期間の長い事故シーケンスグループ等を抽出することを目的に，事

故発生後 10-2年(約 3 日後)以内及び事象発生後 10-2年(約 3 日後)の圧力・温度が最も

高い事故シーケンスグループ等を抽出した結果，以下の事故シーケンスが挙げられる。 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)（代替循環冷却系を使

用する場合） 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を

使用しない場合） 

なお，有効性評価においては，いずれの事故シーケンスグループ等において，事象発

生後 10-2 年(約 3 日後)後前までに原子炉格納容器圧力逃がし装置又は代替原子炉補機

冷却系による除熱機能が確保され，10-2年(約 3 日後)以降の原子炉格納容器圧力及び温

度は低下傾向が維持されることから，10-2年(約 3 日後)までの圧力・温度に基づき，事

故シーケンスグループ等を選定することは妥当である。 

なお，「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「原子炉圧力容器外の溶融燃料

－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」は同じ事故シーケンスに

より各格納容器破損モードの評価を行っている。これら格納容器破損モードを評価す

る際には，原子炉圧力容器破損に至るまで炉心損傷を進展させ，その後に生じうる格納

容器破損モードに対する有効性を確認する必要があるため，解析の前提として，重大事

故等対処設備として整備した原子炉への注水機能は使用しないとの前提で評価するこ

とで，各々の格納容器破損モードに対して厳しい条件となるよう保守的な条件設定を

行っており，他の事故シーケンス等と比較して前提条件が異なる（本来は，高圧代替注

水系により炉心損傷回避が可能な事故シーケンス）。一方，原子炉格納容器に対する静

的な過圧・過温に対する長期の頑健性を確認する上では，原子炉格納容器圧力及び温度

は原子炉停止後の崩壊熱と除熱能力の関係が支配的な要素であることから，「運転中の

原子炉における重大事故」に係る格納容器破損モードとして参照する事故シナリオと

して，雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）を代表シナリオと

することは，原子炉圧力容器破損後のシナリオも考慮していることと等しい。 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)（代

替循環冷却系を使用する場合）」及び「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用しない場合）」は，大破断ＬＯＣＡが発生し，流

出した原子炉冷却材及び溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気，炉心損傷

に伴うジルコニウム－水反応によって発生した非凝縮性ガスなどの蓄積により，原子

炉格納容器の雰囲気圧力・温度が上昇することになる。 

上記 2 つの事故シーケンスグループ等について，事故発生後のＰＣＶの最高圧力及

び最高温度を添付 8.2 表に示す。添付 8.2 表に示すとおり，最高圧力及び最高温度は
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ほぼ同等であり，これら 2つの事故シーケンスグループでの最高圧力・温度を，耐震評

価における重大事故時の地震力と組み合わせるＰＣＶの圧力・温度条件とする。 

なお，上記の 2つの事故シーケンスグループ等の有効性評価では，不確かさの影響 

評価を行っており，解析コードにおける重要物理現象及び解析条件（初期条件，事故条

件，機器条件）に対して，評価項目となるパラメータに与える不確かさの影響について

評価している。 

有効性評価における解析条件設定は，解析条件及び解析コードの不確かさを考慮し

て，現実的な条件を基本としつつ，原則，評価項目となるパラメータに対して余裕が小

さくなるような設定とすることとしており，また，解析条件や解析コードの不確かさに

ついては，極端な条件設定とすることは現実的ではないと考えられる。しかしながら，

耐震評価に用いるＰＣＶの圧力・温度条件には，格納容器過圧・過温破損（代替循環冷

却系を使用しない場合）において，格納容器圧力の上昇の速度が遅く，格納容器スプレ

イ流量が抑制できるなど，格納容器圧力逃がし装置の使用タイミングが遅くなる可能

性があることから，ＳＡ発生後 10-2年以上 2×10-1年未満の期間として組み合わせる荷

重は，添付 8.2表の事象発生後以降の最大となる荷重（有効性評価結果の最高圧力・最

高温度）をＳｄと組み合わせる。 

上記の 2つの事故シーケンスグループ等について，格納容器圧力・温度の解析結果を

添付 8.3 図～8.6 図 に示す。添付 8.3 図～8.6 図より，ＳＡ発生後 10-2年(約 3 日後)

前までに，原子炉格納容器の最高圧力及び最高温度となり，10-2 年(約 3 日後)以降は，

原子炉格納容器圧力逃がし装置又は代替原子炉補機冷却系による除熱機能の効果によ

り，格納容器圧力及び温度は低下傾向が維持されていることが確認できる。 

 

添付 8.2表 原子炉格納容器のＳＡ時の圧力・温度（有効性評価結果） 

 
格納容器過圧・過温破損（代替循環

冷却系を使用する場合） 

格納容器過圧・過温破損（代替循

環冷却系を使用しない場合） 

最高圧力 約 0.60MPa[gage] 約 0.62MPa[gage] 

最高温度 約 165℃※１ 約 168℃※２ 

圧力（10-2年） 約 0.36MPa[gage] 約 0.25MPa[gage] 

温度（10-2年） 約 164℃※３ 約 139℃ 

※1：原子炉格納容器バウンダリにかかる温度（壁面温度） 

※2：原子炉格納容器バウンダリにかかる温度（壁面温度）は 165℃であるが，保守的に最

高温度は 0.62MPa[gage]の飽和温度とする 

※3：サプレッション・チェンバの最高温度 
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添付 8.3図 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用する場合）における 

格納容器圧力の推移 

 

 

添付 8.4図 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用する場合）における 

格納容器温度（気相部）の推移 

 

残留熱除去系配管破断による炉内蒸気の 
流入により，格納容器内圧力上昇 

再冠水後，代替格納容器スプレイ 
間欠運転を開始 

約 22.5時間後，代替循環冷却系による 

格納容器スプレイ（連続運転） 

に切替えるため，圧力が低下 

格納容器の限界圧力 0.62MPa 格
納
容
器
圧
力 

最大圧力 約 0.60MPa[gage]（約 12時間後） 

(MPa[gage]) 

残留熱除去系配管破断による炉内蒸気流入により， 

格納容器内温度上昇 

再冠水後，代替格納容器スプレイの 
間欠運転を開始し，温度低下 

約 22.5時間後，代替循環冷却系による格納容器スプレイ（連続運転） 

に切替えるため，温度が低下 

格納容器の限界温度 200℃ 
格
納
容
器
気
相
部
温
度 

最高温度 約 207℃（壁面温度 約 144℃）（約 41分後） 

壁面最高温度 約 165℃（約 12時間後） 

(℃) 



 

39-4-106 

 

 

 

添付 8.5図 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用しない場合）における 

格納容器圧力の推移 

 

添付 8.6図 格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用しない場合）における 

格納容器温度（気相部）の推移 

 

 

（4） ＳＡ時の耐震評価で用いるＲＰＶ及びＰＣＶの圧力・温度条件について 

前述のとおり，重大事故等対処施設の耐震評価で用いるＲＰＶ及びＰＣＶの圧力・温度

は高い方が耐震評価は厳しくなる。このため，耐震評価における重大事故時の地震力と組

み合わせるＲＰＶ及びＰＣＶの圧力・温度条件については，有効性評価で考慮する全ての

事故シーケンスのうち，最も厳しくなる事故シーケンスの圧力及び温度を選定すること

とした。 
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格納容器ベント（約 38時間）による圧力低下 

最大圧力 約 0.62MPa[gage] 

代替格納容器 

スプレイ作動 

に伴う圧力変化 

格納容器スプレイ 

は原子炉注水 

（レベル 1～破断口 

にて制御）以外で実施 

残留熱除去系配管破断により原子炉内から

流出する蒸気による格納容器内圧力上昇 

サプレッション・チェンバ側からの格納容器ベントにより，

ドライウェルに比べて圧力低下が早い 

格納容器の限界圧力 0.62MPa 格
納
容
器
圧
力 

残留熱除去系配管破断により 

原子炉内から流出する蒸気による温度上昇 

格納容器ベント（約 38時間） 

による温度低下 

代替格納容器スプレイ作動に 

より温度上昇が抑制 格納容器の限界温度 200℃ 

格
納
容
器
気
相
部
温
度 

壁面最高温度 165℃（約 12時間後） 
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耐震評価に用いる重大事故時の地震力と組み合わせるＲＰＶ及びＰＣＶの圧力・温度

条件の考え方を添付 8.3表に示す。 

 

添付 8.3表 重大事故等対処施設の耐震評価で用いる圧力及び温度条件の考え方 

 条件 事故シーケンスと 

選定の考え方 

条件設定の考え方 

ＲＰＶ 圧力 原子炉停止機能喪失 

（全事故シーケンスの

うち，原子炉圧力・温度

が最も厳しくなる事故

シーケンスを選定） 

原子炉熱出力，原子炉圧力，炉心流量，給水

温度は，最確条件を使用するが，本事故シ

ーケンスの事象進展に最も影響の大きい，

主蒸気隔離弁の誤閉止を過渡事象として選

定するとともに核データ（動的ボイド係数・

動的ドップラ係数）を反応度印加割合が大

きくなるよう保守的な条件として設定して

いる。 

温度 

ＰＣＶ 圧力 格納容器過圧・過温破

損 

（全事故シーケンスの

うち，格納容器圧力・温

度が最も厳しくなる事

故シーケンスを選定） 

格納容器空間部容積は設計値を，サプレッ

ション・プール水位，初期格納容器温度は，

最確条件を使用するが，格納容器圧力・温

度に対して最も影響の大きい条件である崩

壊熱及び外部水源の温度については，保守

的な条件として設定している。 

温度 
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解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※2 評価項目となるパラメータに対する影響評価の考え方 

 

 

 

① 最確条件※3が解析条件に包含されるもの 

⇒定性的に影響が無いことを確認 

解析コードにおける 
重要現象の不確かさ 

解析条件（初期条件，事故条

件及び機器条件）の不確かさ 

  
評価項目となるパラメータ

に対して余裕が大きくなる

方向か？※2 

  
定量的な方法により影響が無

いことを容易に判断 

できるか？※2 

  解析条件のうち操作条件か？ 

運転員等操作時間 
に与える影響 

Yes 

No 

解析条件（操作条件） 

6 因子に分解した要因分析※1 

評価項目となるパラメータ 
に与える影響 

 

※1  操作の不確かさの要因を以下の 

6 因子に分解して運転員等操作時間に与

える影響を分析 

・認知 

・要員配置 

・移動 

・操作所要時間 

・他の並列操作有無 

・操作の確実さ 

定性的な考察により

影響を確認する 

感度解析により影響を確認 

解析結果等を用いて，影

響の程度を確認する 

操作開始時間の遅れを考慮した

条件を設定し感度解析を実施 

操作遅れ等を考慮した 

時間余裕の把握 

  操作時間余裕はおおむね 

１時間以上か？ 

Yes 

定性的な考察により

影響を確認する 
 

  
定量的な方法により影響が無

いことを容易に判断 

できるか？ 

Yes 

解析結果等を用いて，影

響の程度を確認する 

 

No 

No 

Yes 

Yes 

No 

No 

訓練実績等 
比較 

解析条件（操作条件）の不確かさ 

解析結果 

実際の操作時間 

② 最確条件が解析条件に対して正負の値を取るもの 

  ⇒厳しい側において定量的に影響を確認又は 

感度解析にて影響を確認 

解析上の操作時間 

実際の操作時間 

解析結果 

解析上の操作時間 

最確条件 

解析条件 

解析条件 

① 真値が解析結果に包含されるもの 

⇒定性的に影響が無いことを確認 

①解析上の操作時間の余裕があるもの 

⇒定性的に影響が無いことを確認 

真値 

② 真値が解析結果に包含されないもの 

⇒定量的に影響を確認又は 

感度解析にて影響を確認 

解析コードにおける重要現象の不確かさの場合 解析条件(初期条件，事故条件)の不確かさの場合 

②解析上の操作時間の余裕がないもの 

⇒定量的に影響を確認又は 

感度解析にて影響を確認 

 

解析条件(操作条件)の不確かさの場合 

真値 

※3 プラントパラメー

タの最確条件には実測

値(実績値)を，機器の

最確条件には設計値を

用いる 

最確条件 
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主要解析条件（原子炉停止機能喪失）（1/5） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

解析コード プラント動特性：REDY － 

初
期
条
件 

原子炉熱出力 3,926MWt 定格原子炉熱出力として設定 

原子炉圧力 7.07MPa[gage] 定格原子炉圧力として設定 

原子炉水位 
通常水位（セパレータスカート
下端から+119cm） 

通常運転時の原子炉水位として設定 

炉心流量 52.2×103t/h 定格炉心流量として設定 

主蒸気流量 7.64×103t/h 定格主蒸気流量として設定 

給水温度 215℃ 
初期温度 215℃から主蒸気隔離弁閉に伴う給水加熱喪失の後，200秒程度で 57℃
まで低下し，その後は 57℃一定に設定 

燃料及び炉心 9×9燃料（A型）（単一炉心） 
9×9燃料（A型）と 9×9燃料（B型）の熱水力的な特性はほぼ同等であること
から，代表的に 9×9燃料（A型）を設定 

核データ（動的ボイド係数） サイクル末期の値の 1.25倍 サイクル末期の方がサイクル初期に比べてボイド反応度印加割合が大きく，保守
的な評価となることから，サイクル末期として設定 核データ（動的ドップラ係数） サイクル末期の値の 0.9倍 

ドライウェル空間容積 7,350m3 ドライウェル内体積の設計値（全体積から内部機器及び構造物の体積を除いた値） 

サプレッション・チェンバ容積 
空間部：5,960m3 
液相部：3,580m3 

ウェットウェル内体積の設計値（内部機器及び構造物の体積を除いた値） 

サプレッション・チェンバ・プ
ール水温 

35℃ 通常運転時のサプレッション・チェンバ・プール水温の上限値として設定 

復水貯蔵槽水温 32℃ － 

事
故
条
件 

起因事象 主蒸気隔離弁の全弁閉止 炉心への反応度印加の観点で厳しい過渡事象として設定 

安全機能等の喪失に対する仮定 
原子炉停止機能 
手動での原子炉スクラム 
代替制御棒挿入機能 

バックアップも含めた全ての制御棒挿入機能の喪失を設定 

評価対象とする炉心の状態 平衡炉心のサイクル末期 
サイクル初期に比べてボイド反応度印加割合が大きく，保守的な評価となること
を考慮して設定 

外部電源 外部電源あり 
外部電源が使用できる場合，再循環ポンプは事象発生と同時にトリップしないた
め，原子炉出力が高く維持されることから，格納容器圧力及びサプレッション・
チェンバ・プール水温上昇の観点で事象進展が厳しくなることを考慮して設定 

別紙 2 
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主要解析条件（原子炉停止機能喪失)（2/5） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連
す
る
機
器
条
件 

原子炉スクラム信号 主蒸気隔離弁閉 － 

主蒸気隔離弁の閉止に要する時間 3秒 設計上の下限値（最も短い時間）として設定 

代替冷却材再循環ポンプ・トリッ

プ機能 

再循環ポンプが，原子炉圧力高
（7.48MPa[gage]）で 4台，原子炉水
位低（レベル 2）で残りの 6台がトリ
ップ 

原子炉冷却材再循環系のインターロックとして設定 

原子炉圧力高設定点 7.48MPa[gage] 再循環ポンプ 4台トリップの設計値 

ドライウェル圧力高設定点 13.7kPa[gage] 非常用炉心冷却系ポンプの起動信号等の設計値 

原子炉水位低（レベル 2）設定点 セパレータスカート下端から-58cm 
再循環ポンプ 6台トリップ等の設計値 
（セパレータスカート下端は原子炉圧力容器底部から+1223cm） 

原子炉水位低（レベル 1.5）設定点 セパレータスカート下端から-203cm 
高圧炉心注水系起動信号等の設計値 
（セパレータスカート下端は原子炉圧力容器底部から+1223cm） 

原子炉水位低（レベル 1）設定点 セパレータスカート下端から-287cm 
自動減圧系起動信号等の設計値 
（セパレータスカート下端は原子炉圧力容器底部から+1223cm） 

再循環ポンプ・トリップの作動遅

れ時間 
0.2秒 － 

原子炉再循環流量制御系 

自動運転モード 
高速ランバック機能には使用できな
いものと仮定する 

－ 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）の

動作設定値 

逃がし弁機能 
7.51MPa[gage]×1個, 363t/h/個 
7.58MPa[gage]×1個, 367t/h/個 
7.65MPa[gage]×4個, 370t/h/個 
7.72MPa[gage]×4個, 373t/h/個 
7.79MPa[gage]×4個, 377t/h/個 
7.86MPa[gage]×4個, 380t/h/個 

逃がし安全弁の逃がし弁機能の設計値として設定 
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主要解析条件（原子炉停止機能喪失）（3/5） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連
す
る
機
器
条
件 

原子炉隔離時冷却系 

・原子炉水位低（レベル 2）又はドライウェル圧

力高信号（13.7kPa[gage]）によって自動起動 

・注水遅れ時間 30秒 

・注水流量 182m3/h（8.12～1.03MPa[dif]におい

て） 

原子炉隔離時冷却系の設計値として設定 

 

高圧炉心注水系 

・原子炉水位低（レベル 1.5）又はドライウェル

圧力高信号（13.7kPa[gage]）によって自動起

動 

・注水遅れ時間 24秒（設計値の 37秒から D/Gの

起動遅れ 13秒を除いた値） 

・注水流量 182～727m3/h（8.12～0.69MPa[dif]に

おいて） 

高圧炉心注水系の設計値として設定 

 

ほう酸水注入系 
・注水流量 190 L/分 

・ほう酸濃度 13.4w% 
ほう酸水注入系の設計値として設定 

残留熱除去系（サプレッ

ション・チェンバ・プー

ル水冷却モード） 

・熱交換器 1基あたり約 8MW（サプレッション・

チェンバのプール水温 52℃，海水温度 30℃に

おいて） 

残留熱除去系の設計値として設定 
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主要解析条件（原子炉停止機能喪失）（4/5） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連
す
る
操
作
条
件 

自動減圧系の自動起動阻止操作 
・自動減圧系の自動起動阻止操作に成功する

ものとし，自動減圧系は動作しない 

・原子炉急速減圧による大量の冷水注入によ

る反応度上昇防止を踏まえ，自動減圧系起

動信号発生後，逃がし安全弁の開放までの

30秒の間に自動減圧系の自動起動阻止操作

を設定 

ほう酸水注入系運転操作 
・原子炉スクラムの失敗を確認した後から 10

分後に起動 

・原子炉スクラムの失敗を確認した後から，

運転員の操作余裕として 10分を考慮した値 

残留熱除去系（サプレッション・チ

ェンバ・プール水冷却モード）運転

操作 

・サプレッション・チェンバ・プール水温が

49℃に到達した後から 10分後に起動 

・サプレッションプール水温高警報設定値

（49℃）到達から，運転員の操作余裕とし

て 10分を考慮した値 

 

 

主要解析条件（原子炉停止機能喪失）（5/5） 

項目 主要解析条件・相関式 条件設定の考え方 

解析コード SCAT（ホットバンドル解析） － 

最小限界出力比（MCPR） 1.22 通常運転時の MCPRの下限値 

最大線出力密度（MLHGR） 44kW/m 通常運転時の MLHGRの上限値 

BT判定（時刻） GEXL相関式 － 

BT後の被覆管表面熱伝達率 修正 Dougall-Rohsenow式 － 

リウェット相関式 学会標準における相関式 2 － 
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主要解析条件（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））（代替循環冷却系を使用する場合）（1／4） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

解析コード MAAP － 

初
期
条
件 

原子炉熱出力 3,926MWt 定格原子炉熱出力として設定 

原子炉圧力 7.07MPa[gage] 定格原子炉圧力として設定 

原子炉水位 
通常運転水位（セパレータスカート
下端から+119cm） 

通常運転時の原子炉水位として設定 

炉心流量 52,200t/h 定格流量として設定 

燃料 9×9燃料（A型） － 

原子炉停止後の崩壊熱 
ANSI/ANS-5.1-1979 
燃焼度 33GWd/t 

サイクル末期の燃焼度のばらつきを考慮し，10％の
保守性を考慮 

格納容器容積（ドライウェル） 7,350m3 
ドライウェル内体積の設計値（全体積から内部機器
及び構造物の体積を除いた値） 

格納容器容積（ウェットウェル） 
空間部：5,960m3 
液相部：3,580m3 

ウェットウェル内体積の設計値（内部機器及び構造
物の体積を除いた値） 

真空破壊装置 
3.43kPa 
（ドライウェル－サプレッション・
チェンバ間差圧） 

真空破壊装置の設定値 

サプレッション・チェンバ・プール水位 7.05m（通常運転水位） 
通常運転時のサプレッション・チェンバ・プール水
位として設定 

サプレッション・チェンバ・プール水温 35℃ 
通常運転時のサプレッション・チェンバ・プール水
温の上限値として設定 

格納容器圧力 5.2kPa 通常運転時の格納容器圧力として設定 

格納容器温度 57℃ 通常運転時の格納容器温度として設定 

外部水源の温度 
50℃（事象開始 12時間以降は
45℃，事象開始 24時間以降は
40℃） 

復水移送ポンプ吐出温度を参考に設定 

 

  

別紙 3 
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主要解析条件（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））（代替循環冷却系を使用する場合）（2／4） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

事
故
条
件 

起因事象 
大破断 LOCA 

残留熱除去系の吸込配管の破断 

原子炉圧力容器内の保有水量が厳しい箇所として

設定 

安全機能の喪失に対する仮定 
全交流動力電源喪失 

高圧注水機能及び低圧注水機能喪失 

全ての非常用ディーゼル発電機の機能喪失を想定

し，設定 

高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧

炉心注水系の機能喪失を，低圧注水機能として低

圧注水系の機能喪失を設定 

外部電源 外部電源なし 

過圧及び過温への対策の有効性を総合的に判断す

る観点から，プラント損傷状態である LOCAに全

交流動力電源喪失を重畳することから，外部電源

が喪失するものとして設定 

水素ガスの発生 ジルコニウム－水反応を考慮 

水の放射線分解等による水素ガス発生について

は，格納容器圧力及び温度に対する影響が軽微で

あることから考慮していない 
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主要解析条件（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））（代替循環冷却系を使用する場合）（3／4） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連
す
る
機
器
条
件 

原子炉スクラム信号 事象発生と同時に原子炉スクラム 
事象発生と同時に原子炉スクラムするものとして

設定 

低圧代替注水系（常設） 
最大 300m3/hで注水，その後は炉心を

冠水維持するよう注水 

設計値に注入配管の流路圧損を考慮した値として

設定 

 

代替格納容器スプレイ冷却系 140m3/hにてスプレイ 
格納容器温度及び圧力抑制に必要なスプレイ流量

を考慮し，設定 

可搬型代替注水ポンプ 90m3/hで注水 
可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による注水を想定 

設備の設計を踏まえて設定 

代替循環冷却系 

循環流量は，全体で約 190m3/hとし，

原子炉注水へ約 90m3/h，格納容器スプ

レイへ約 100m3/hに流量を分配 

代替循環冷却系の設計値として設定 
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主要解析条件（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））（代替循環冷却系を使用する場合）（4／4） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連
す
る
操
作
条
件 

常設代替交流電源設備からの受電及び

低圧代替注水系（常設）による原子炉

注水操作 

事象発生 70分後 
全交流動力電源喪失時の訓練実績を踏まえて設

定 

代替格納容器スプレイ冷却系による原

子炉格納容器冷却操作 

破断口まで水位回復後，格納容器温度

が約 190℃到達時 
格納容器の限界温度到達防止を踏まえて設定 

代替原子炉補機冷却系運転操作 事象発生 20時間後 
代替原子炉補機冷却系の準備期間を考慮して設

定 

代替循環冷却系による原子炉格納容器

除熱操作 
事象発生約 22.5時間後 

代替原子炉補機冷却系の準備時間を考慮して設

定 
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主要解析条件（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））（代替循環冷却系を使用しない場合）（1／4） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

解析コード MAAP － 

初
期
条
件 

原子炉熱出力 3,926MWt 定格原子炉熱出力として設定 

原子炉圧力 7.07MPa[gage] 定格原子炉圧力として設定 

原子炉水位 
通常運転水位（セパレータスカート下
端から+119cm） 

通常運転時の原子炉水位として設定 

炉心流量 52,200t/h 定格流量として設定 

燃料 9×9燃料（A型） － 

原子炉停止後の崩壊熱 
ANSI/ANS-5.1-1979 
燃焼度 33GWd/t 

サイクル末期の燃焼度のばらつきを考慮し，10％の
保守性を考慮 

格納容器容積（ドライウェル） 7,350m3 
ドライウェル内体積の設計値（全体積から内部機器
及び構造物の体積を除いた値） 

格納容器容積（ウェットウェル） 
空間部：5,960m3 
液相部：3,580m3 

ウェットウェル内体積の設計値（内部機器及び構造
物の体積を除いた値） 

真空破壊装置 
3.43kPa 
（ドライウェル－サプレッション・チ
ェンバ間差圧） 

真空破壊装置の設定値 

サプレッション・チェンバ・プール水

位 
7.05m（通常運転水位） 

通常運転時のサプレッション・チェンバ・プール水
位として設定 

サプレッション・チェンバ・プール水

温 
35℃ 

通常運転時のサプレッション・チェンバ・プール水
温の上限値として設定 

格納容器圧力 5.2kPa 通常運転時の格納容器圧力として設定 

格納容器温度 57℃ 通常運転時の格納容器温度として設定 

外部水源の温度 
50℃（事象開始 12時間以降は 45℃，
事象開始 24時間以降は 40℃） 

復水移送ポンプ吐出温度を参考に設定 

  

別紙 4 
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主要解析条件（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））（代替循環冷却系を使用しない場合）（2／4） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

事
故
条
件 

起因事象 
大破断 LOCA 

残留熱除去系の吸込配管の破断 

原子炉圧力容器内の保有水量が厳しい箇所として

設定 

安全機能の喪失に対する仮定 
全交流動力電源喪失 

高圧注水機能及び低圧注水機能喪失 

全ての非常用ディーゼル発電機の機能喪失を想定

し，設定 

高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧

炉心注水系の機能喪失を，低圧注水機能として低

圧注水系の機能喪失を設定 

外部電源 外部電源なし 

過圧及び過温への対策の有効性を総合的に判断す

る観点から，プラント損傷状態である LOCAに全

交流動力電源喪失を重畳することから，外部電源

が喪失するものとして設定 

水素ガスの発生 ジルコニウム－水反応を考慮 

水の放射線分解等による水素ガス発生について

は，格納容器圧力及び温度に対する影響が軽微で

あることから考慮していない。 
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主要解析条件（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））（代替循環冷却系を使用しない場合）（3／4） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連
す
る
機
器
条
件 

原子炉スクラム信号 事象発生と同時に原子炉スクラム 
事象発生と同時に原子炉スクラムするものとして

設定 

低圧代替注水系（常設） 
最大 300m3/hで注水，その後は炉心を

冠水維持するよう注水 

設計値に注入配管の流路圧損を考慮した値として

設定 

 

代替格納容器スプレイ冷却系 140m3/hにてスプレイ 
格納容器温度及び圧力抑制に必要なスプレイ流量

を考慮し，設定 

格納容器圧力逃がし装置 

格納容器圧力が 0.62MPa[gage]におけ

る最大排出流量 31.6kg/sに対して，

原子炉格納容器二次隔離弁の中間開操

作（流路面積約 50%開）にて原子炉格

納容器除熱 

格納容器圧力逃がし装置の設定値を考慮して，格

納容器圧力及び温度を低下させる排出流量を確保

可能な弁開度として設定 
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主要解析条件（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））（代替循環冷却系を使用しない場合）（4／4） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

重
大
事
故
等
対
策
に
関
連
す
る
操
作
条
件 

常設代替交流電源設備からの受電及び

低圧代替注水系（常設）による原子炉

注水操作 

事象発生 70分後 
全交流動力電源喪失時の訓練実績を踏まえて設

定 

代替格納容器スプレイ冷却系による原

子炉格納容器冷却操作 

破断口まで水位回復後，格納容器温度

が約 190℃到達時 
格納容器の限界温度到達防止を踏まえて設定 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉

格納容器除熱操作 
格納容器圧力が 0.62MPa[gage]接近時 格納容器の限界圧力到達防止を踏まえて設定 
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添付資料－9.ＡＢＷＲにおける運転状態Ⅴ(LL)の適切性について 

（１）はじめに 

ＳＡ施設は，ＤＢを超え，ＳＡが発生した場合に必要な措置を講じるための施設であるこ

とから，運転状態として従来のⅠ～Ⅳに加え，ＳＡの発生している状態として運転状態Ⅴを

新たに定義している。さらに重大事故等の状態が設計基準事故を超える更に厳しい状態で

あることを踏まえ，事象発生直後の短期的に荷重が作用している状態を運転状態Ⅴ(S)とし，

一連の過渡状態を除き，ある程度落ち着いた状態を長期的に荷重が作用している状態とし

て運転状態Ⅴ(L)，Ⅴ(L)より更に長期的に荷重が作用している状態を運転状態Ⅴ(LL)とし

て定義している。ここでは，ＡＢＷＲにおいて新たに定義した運転状態Ⅴ(LL)の適切性につ

いて示す。 

 

（２）ＡＢＷＲにおける格納容器除熱評価 

添付 9.1表に格納容器過圧・過温破損シナリオ（代替循環冷却系を使用する場合）におけ

る格納容器圧力・温度の推移を示す。添付 9.1 表に示すとおり，事故後長期においても格納

容器圧力は炉心損傷に伴い発生した非凝縮性ガスによる影響が支配的となる格納容器圧力

まで低下可能であるものの，格納容器温度は後述（３）に示すＡＢＷＲの格納容器の特性に

より,海水温度を設計温度である 30℃とした場合には，格納容器温度はＤＢ耐震条件 35℃

（通常運転状態）まで低下しない。 

 

添付 9.1表 格納容器過圧・過温破損シナリオ（代替循環冷却系を使用する場合）における

格納容器圧力・温度の推移 

項目 10-2年後（3 日後） 2×10-1年後（60日後） 
ＤＢ耐震条件

（Ｓｓ） 

ドライウェル圧力 約 0.36MPa[gage] 約 0.15MPa[gage] 
大気圧相当 

（+14kPa） サプレッション・

チェンバ圧力 
約 0.36MPa[gage] 約 0.14MPa[gage] 

ドライウェル温度 約 128℃ 約 54℃ 57℃ 

サプレッション・

チェンバ気相温度 
約 164℃ 約 74℃ 

35℃ 
サプレッション・

プール水温度 
約 149℃ 約 68℃ 

サプレッション・

プール水位 
約 11.4m 約 10.9m HWL（7.1m） 

（海水温度は設計温度である 30℃を条件とする） 

 

（３） ＡＢＷＲの格納容器の特性について 
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(２)において，事故後長期においてもＡＢＷＲの格納容器温度は通常運転温度まで低下

しないことを示したが，これはＡＢＷＲの格納容器の特性に起因するものである。以下にＰ

ＷＲと比較した当社ＡＢＷＲの格納容器の特性を示す。 

 ・ＡＢＷＲでは格納容器下部ドライウェルに熱の蓄積場所としてのサプレッション・プー

ルが存在しており,その水温はＰＣＶ評価において考慮されている。このような大規模

なプールがないＰＷＲとは状況が異なる 

・ＡＢＷＲではＥＣＣＳが機能喪失する前提では，原子炉への注水及び格納容器スプレイ

に外部水源（復水貯蔵槽）を使用する。これにより通常運転時よりサプレッション・プ

ール水位が高くなることから，これを荷重条件として考慮した場合の影響を確認する

必要がある 

 

上記より，ＡＢＷＲでは格納容器の特徴を踏まえ，ＰＷＲ(伊方３号)とは異なり運転状態

Ⅴ(LL)のような更に長期的に荷重が作用している状態を定義し，格納容器内の条件（温度，

圧力，水位上昇）による影響を確認する必要がある。 

なお，長期安定状態におけるＡＢＷＲとＰＷＲ(伊方３号)の格納容器除熱手段は，添付

9.2表であり，同等の除熱設備を有している。 

 

添付 9.2表 長期安定状態におけるＡＢＷＲとＰＷＲ（伊方３号）の格納容器除熱手段 

ＡＢＷＲ 

(ＫＫ６

／７) 

残留熱除去系 

（原子炉補機冷却系） 

残留熱除去系 

（代替原子炉補機冷却系） 

代替循環冷却系 

（代替原子炉補機冷却系） 

格納容器ベント 

（格納容器圧力逃がし

装置） 

ＰＷＲ 

(伊方３) 

余熱除去系 

（余熱除去冷

却器） 

格納容器スプレイ

再循環 

（格納容器スプレ

イ冷却器） 

仮設格納容器スプレイ再循

環 

（余熱除去冷却器，使用済

燃料ピット冷却器） 

格納容器再循環ユニッ

トによる自然循環冷却 

 

（４）現実的な格納容器除熱評価 

上記（２）（３）で述べたとおり, ＡＢＷＲの格納容器の特性により海水温度を設計値で

ある 30℃として評価した場合には，格納容器温度をＤＢ耐震条件 35℃（通常運転状態）ま

で低下させることは難しいが，実測値に基づく海水温度を用いた場合の格納容器圧力・温度

の推移を添付 9.3表に示す。添付 9.3表に示すとおり，事象開始後 7日後から RHR1系列に

よる格納容器除熱を追加し，実測値に基づく海水温度を用いた場合には，格納容器温度をＤ

Ｂ耐震条件 35℃（通常運転状態）まで低下させることが可能となる。しかしながら，通常

運転時よりサプレッション・プール水位が高くなることから，安全性確保の観点からこれを
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荷重条件として考慮し，荷重組合せに運転状態Ⅴ(LL)の考え方を適用して影響を確認する。 

 

添付 9.3表 実測値に基づく海水温度を用いた場合の格納容器圧力・温度の推移 

項目 格納容器過圧・過温破損シナリオ（代替循環冷却系を使用する場合） 

10-2年後（3日後） 

海水温度 17℃※1 海水温度 3℃※1 海水温度 33℃※1 

ドライウェル圧力 約 0.31MPa[gage] 約 0.26MPa[gage] 約 0.38MPa[gage] 

サプレッション・

チェンバ圧力 
約 0.31MPa[gage] 約 0.26MPa[gage] 約 0.38MPa[gage] 

ドライウェル温度 約 118℃ 約 106℃ 約 130℃ 

サプレッション・

チェンバ気相温度 
約 157℃ 約 150℃ 約 164℃ 

サプレッション・

プール水温度 
約 143℃ 約 136℃ 約 151℃ 

サプレッション・

プール水位 
約 11.3m 約 11.2m 約 11.4m 

 

項目 格納容器過圧・過温破損シナリオ（代替循環冷却系を使用する場合） 

7日後から RHR1系列+代替循環冷却系 

2×10-1年後（60日後） 

海水温度 17℃※1 海水温度 3℃※1 海水温度 33℃※1 

ドライウェル圧力 約 0.12MPa[gage] 約 0.11MPa[gage] 約 0.13MPa[gage] 

サプレッション・

チェンバ圧力 
約 0.10MPa[gage] 約 0.09MPa[gage] 約 0.12MPa[gage] 

ドライウェル温度 約 30℃ 約 27℃ 約 45℃ 

サプレッション・

チェンバ気相温度 
約 40℃※2 約 28℃※2 約 54℃※2 

サプレッション・

プール水温度 
約 30℃ 約 16℃ 約 45℃ 

サプレッション・

プール水位 
約 10.6m 約 10.9m 約 10.6m 

※1：海水温度は 10年間の観測記録の平均値である約 17℃，最小値である約 3℃，最大値である

約 33℃を用いて評価している。 

※2：有効性評価では RHR 系によるサプレッション・チェンバへのスプレイを模擬していないた

め，サプレッション・チェンバ気相温度はサプレッション・プール水温度より低下していな

いが，現実的な操作では，サプレッション・チェンバへのスプレイにて，サプレッション・

プール水温度付近まで低下するものと考えられる。 
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(５) まとめ 

ＡＢＷＲはその格納容器の特徴を踏まえ，ＰＷＲ(伊方３号)とは異なる運転状態Ⅴ(LL)

のような更に長期的に荷重が作用している状態を定義する必要があり，ＳＡ時の運転状態

Ⅴ(LL)の格納容器内の条件（温度，圧力，水位上昇）による影響を確認することが適切であ

ると考える。 
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添付資料－10.荷重条件として組み合わせるシナリオの選定及びその荷重条件の保守性につ

いて 

 

（１）はじめに 

「原子炉格納容器バウンダリを構成する設備」について，格納容器過圧・過温破損シナリ

オ「大破断ＬＯＣＡ+ＥＣＣＳ機能喪失+ＳＢＯ」を荷重条件として組み合わせるシナリオと

して選定し,荷重条件を設定している。 

ここでは，当該シナリオを荷重条件として組み合わせることの適切性及びその荷重条件

の保守性について示す。 

 

（２）荷重条件として組み合わせるシナリオの選定について 

「原子炉格納容器バウンダリを構成する設備」に対して，荷重条件は以下の二つのシナリ

オのうち,① 格納容器過圧・過温破損シナリオ「大破断ＬＯＣＡ+ＥＣＣＳ機能喪失+ＳＢ

Ｏ」を荷重条件として組み合わせるシナリオとして選定している。 

① 格納容器過圧・過温破損シナリオ：「大破断ＬＯＣＡ+ＥＣＣＳ機能喪失+ＳＢＯ」 

② ＲＰＶ破損後の格納容器破損モードの評価シナリオ：「過渡事象+ＥＣＣＳ機能喪失+

（ＳＡ炉心注水無し）」 

 

②のシナリオは,ＲＰＶ破損後の格納容器破損モードを評価するため，重大事故等防止対

策による原子炉注水は実施しないものとして評価しており，本来は高圧代替注水系又は低

圧代替注水系による原子炉注水により炉心損傷の回避が可能なシナリオである。また，原子

炉注水の失敗によって炉心損傷までは事象が進展する前提とし，これに①のシナリオ（格納

容器過圧・過温破損シナリオ）同様に,ＳＢＯが重畳するものとした場合においても，事象

発生から 70分までに電源復旧及び低圧代替注水系による原子炉注水を開始することで，下

部プレナムへのリロケーション※１を回避可能である。 

また,炉心損傷頻度及び低圧代替注水系による下部プレナムへの炉心のリロケーション

回避の失敗確率と，荷重の組合せにおいて用いた考え方を適用すると，添付 10.1表に示す

とおり保守性を考慮しても 10-8/炉年未満となり,荷重の組合せの判断目安を下回る。 

上記より,「原子炉格納容器バウンダリを構成する設備」に対して，荷重条件は格納容器

過圧・過温破損シナリオ「大破断ＬＯＣＡ+ＥＣＣＳ機能喪失+ＳＢＯ」を選定することが適

切である。 

※1：内部事象レベル 1.5PRA において設定している IVR 失敗確率は，炉心が下部プレナ

ムへ移行した後からの原子炉注水による IVR に失敗する確率として設定したもの。 
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添付 10.1表 ＲＰＶ破損発生と地震動が重畳する頻度 

事故 

シーケンス 
RPV破損の発生頻度 

地震動の 

発生確率 

RPV破損発生と 

地震動が重畳 

する頻度 

過渡事象 

+ECCS機能 

喪失+(SA炉心

注水無し) 

10-4/炉年※1 

炉心損 

傷頻度 

10-2未満※2 

低圧代替注水系の 

注水による下部 

プレナムへの炉心の 

リロケーション 

回避の失敗確率 

10-2/年※3 

弾性設計用 

地震動 Sd 

又は 

5×10-4/年※3 

基準地震動 

Ss 

10-8/炉年未満 

※1：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記載されている

炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確率として 10-4/炉年とした。

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の炉心損傷頻度は 10-4/炉年よりも十分に小さ

いものと評価しており，この値の使用は保守的と考える。 

※2：事象発生後，低圧代替注水系により下部プレナムへの炉心のリロケーションを回避可

能な時間余裕のうちに，低圧代替注水系による原子炉注水の開始に失敗する確率。原

子炉減圧，電源復旧，低圧代替注水系運転等の失敗確率を組み合わせて算出。 

※3：JEAG4601-1984 に記載されている地震動の発生確率 S2，S1の発生確率を Ss，Sdに読み

換えた。 

 

（３）荷重条件の保守性について 

運転状態Ⅴ（L）,Ⅴ(LL)に用いる荷重条件は,本文 5.2.2(4) a.に示すように格納容器過

圧・過温破損シナリオ「大破断ＬＯＣＡ+ＥＣＣＳ機能喪失+ＳＢＯ」の有効性評価結果を用

いることとしている。 

運転状態Ⅴ（L）に用いる荷重条件は,本文 5.2.2(4) b.に示すように格納容器過圧・過温

破損（代替循環冷却系を使用しない場合）において，格納容器圧力の上昇の速度が遅く，格

納容器スプレイ流量が抑制できるなど，格納容器圧力逃がし装置の使用タイミングが遅く

なる可能性があることから，事象発生後以降の最大となる荷重（有効性評価結果の最高圧力

約 0.62MPa・最高温度約 168℃）をＳｄと組み合わせることとしており,保守性を確保してい

る。なお,この荷重はＣＵＷボトムドレン配管破断シナリオ（約 0.45MPa）及びＲＰＶ破損

後のシナリオ（約 0.48MPa）の 3日後（10-2 年後）における荷重を包絡している。 

運転状態Ⅴ(LL)に用いる荷重条件は,本文 5.2.2(4) b.に示すように除熱能力の観点から

格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用する場合）を参照している。さらに有効性

評価では,格納容器圧力に対して厳しい条件となるよう,格納容器漏えい率は考慮しておら

ず,添付 10.2表に示すとおり運転状態Ⅴ（LL）のような長期間の圧力・温度挙動では,この

× 

× × 
= 

 

= 
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格納容器漏えい率の考慮の有無の影響は大きく，十分な保守性を確保している。 

 長期的に安定状態を維持するにあたり，原子炉格納容器が隔離されている又は隔離した

場合，水-放射線分解により発生する可燃性ガスの濃度制御が必要となる。この濃度制御

は，事故後 7日以降において，可燃性ガス濃度制御系の復旧により，格納容器内の酸素／

水素を再結合することにより，可燃限界濃度に到達することなく長期安定停止状態を維持

することが可能となる。仮に可燃性ガス濃度制御系の復旧に期待できない場合，原子炉格

納容器内の酸素濃度監視により，酸素濃度が 5％に至る前に排気（ベント）する運用とし

ている。このとき，ベント弁の開度を調整することにより，徐々に格納容器圧力を低下さ

せ，かつ，原子炉格納容器が負圧となることを防止するための措置として，窒素注入を継

続し，長期的な安定状態を維持する。この長期解析について，格納容器圧力及び格納容器

温度の推移について，添付 10.1図及び添付 10.2図に示す。2×10-1年後（60日後）の運

転状態Ⅴ(LL)に用いる荷重条件と排気（ベント）した場合の格納容器圧力・温度の比較に

おいては，添付 10.3 表に示すとおり，運転状態Ⅴ(LL)に用いる荷重条件は上述の運用を

考慮した場合においても，十分な保守性を確保している。なお，格納容器温度について

は，代替循環冷却系［排気（ベント）した場合］はドライウェル温度が約 78℃と，僅かな

がら排気（ベント）しない場合に比べて高いことから，この増分を荷重条件の保守性とし

て見込むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 10.1図 格納容器過圧・過温破損シナリオにおける長期解析 格納容器圧力推移 

（代替循環冷却系を使用する場合［排気（ベント）した場合］） 
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添付 10.2図 格納容器過圧・過温破損シナリオにおける長期解析 格納容器温度推移 

（代替循環冷却系を使用する場合［排気（ベント）した場合］） 

 

添付 10.2表 格納容器からの漏洩の有無による格納容器圧力・温度の差異 

 格納容器過圧・過温破損 

（代替循環冷却系を使用する場合） 

[格納容器漏えい率考慮無し] 

格納容器過圧・過温破損 

（代替循環冷却系を使用する場合） 

[格納容器漏えい率考慮有り] 

格納容器圧力 

（2×10-1年後） 

約 0.15MPa[gage]  約 0.05MPa[gage] 

格納容器温度 

（2×10-1年後） 

約 74℃※１ 約 72℃※１ 

※1：サプレッション・チェンバの温度 
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添付 10.3表 運転状態Ⅴ(LL)に用いる荷重条件と 

排気（ベント）した場合の格納容器圧力・温度の差異 

 
2×10-1年後 

（60日後） 

2×10-1年後 

（60日後） 

［排気（ベント）した場合］ 

格納容器圧力 

（2×10-1年後） 
約 0.15MPa[gage] 約 0.11MPa[gage] 

格納容器温度 

（2×10-1年後） 
約 74℃※１ 約 78℃※２ 

※1：サプレッション・チェンバの温度 

※2：ドライウェルの温度 

 

(４) まとめ 

上記(２)，(３)より「原子炉格納容器バウンダリを構成する設備」について，格納容器過

圧・過温破損シナリオ「大破断ＬＯＣＡ+ＥＣＣＳ機能喪失+ＳＢＯ」を荷重条件として組み

合わせるシナリオとして選定することは適切であり,また,その荷重条件ついては保守性が

確保されている。 
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参考資料 

〔参考１〕設置許可基準規則第 39 条及び解釈（抜粋） 

〔参考２〕設置許可基準規則第 4 条及び解釈 

〔参考３〕設置許可基準規則第 4 条解釈の別記 2（抜粋） 

〔参考４〕耐震設計に係る工認審査ガイド（抜粋） 

〔参考５〕JEAG4601（抜粋） 

〔参考６〕鉄筋コンクリート製原子炉格納容器 評価温度・圧力負荷後の耐震性 

〔参考７〕ＤＢ施設を兼ねる主なＳＡ施設等のＤＢＡ とＳＡの荷重条件の比較 

〔参考８〕「重大事故に至るおそれがある事故」に関する補足説明 

〔参考９〕重大事故等時の長期安定冷却手段について 
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〔参考３〕設置許可基準規則第 4 条解釈の別記２（抜粋）（１／２） 
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〔参考３〕設置許可基準規則第 4 条解釈の別記２（抜粋）（２／２） 
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〔参考４〕耐震設計に係る工認審査ガイド（抜粋）（１／３） 
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〔参考４〕耐震設計に係る工認審査ガイド（抜粋）（２／３） 
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〔参考４〕耐震設計に係る工認審査ガイド（抜粋）（３／３） 
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〔参考５〕JEAG4601（抜粋）（１／７）(JEAG4601・補-1984 P.44,45) 
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〔参考５〕JEAG4601（抜粋）（２／７）(JEAG4601・補-1984 P.41) 
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〔参考５〕JEAG4601（抜粋）（３／７）(JEAG4601・補-1984 P.48) 
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〔参考５〕JEAG4601（抜粋）（４／７）(JEAG4601・補-1984 P.49) 
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〔参考５〕JEAG4601（抜粋）（５／７）(JEAG4601・補-1984 P.78,79) 
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〔参考５〕JEAG4601（抜粋）（６／７）(JEAG4601-1987 P.377～378) 
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〔参考５〕JEAG4601（抜粋）（７／７）(JEAG4601-1987 P.427) 
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〔参考６〕鉄筋コンクリート製原子炉格納容器 評価温度・圧力負荷後の耐震性 

1. 検討方針 

5.2.3において，ＰＣＶバウンダリに対する重大事故と地震の荷重条件についてＳＡ 

後長期(LL)に生じる荷重とＳｓによる地震力，ＳＡ後長期(L)に生じる荷重とＳｄによ

る地震力と組み合わせることとしているが，ここでは，鉄筋コンクリート製原子炉格納

容器(以下「ＲＣＣＶ」という。)に対して保守的な条件として限界温度・圧力（200℃，

0.62MPa）負荷によるＲＣＣＶへの影響を確認するとともに，除荷後のＲＣＣＶの挙動

を検討し，耐震性安全性への影響を評価する。 

 

2. 検討結果 

2.1 ＲＣＣＶ躯体の耐震性に与える影響 

 評価温度・圧力（200℃，0.62MPa）負荷の影響を確認すると共に，その影響を踏まえ

た原子炉建屋の地震応答解析を実施し，評価温度・圧力負荷によるＲＣＣＶの耐震安全

性への影響を確認する。 

評価温度・圧力（200℃，0.62MPa）負荷時の影響検討の結果によれば，ＲＣＣＶを構

成する鉄筋コンクリート部材（鉄筋及びコンクリート）について，局所的な要素を除い

て降伏ひずみを下回っており，構造全体としては弾性範囲となっている。したがって，

温度及び圧力が抜けた段階では，ほぼ元の状態に戻るものと考えられる。 

一方，コンクリートには，温度依存性があることから，ＲＣＣＶ内が高温環境となる

影響について考慮する必要がある。以下では高温環境を経験することが耐震安全性評

価に与える影響について検討する。 

ＲＣＣＶ内部の温度を 200℃定常状態として，ＲＣＣＶ一般部の鉄筋コンクリート躯

体温度の断面平均を評価すると，おおむね 110℃となる。その状態における，ＲＣＣＶ

一般部の躯体のコンクリートの強度・剛性について，Eurocode2[1]に基づき評価した結

果を参考 6.1表に示す。これより，コンクリートの強度低下は無視することができ，コ

ンクリートの剛性低下のみを考慮すればよいことが分かる。 

 

参考 6.1表 高温環境時のコンクリートの強度・剛性 

温度  20℃ 100℃ 200℃ 
110℃

相当 

解析 

設定値 

コンクリ

ート 

ヤング係数比 1.0 0.63 0.43 0.61 0.6 

圧縮強度比 1.0 1.0 0.95 0.995 1.0 

 

コンクリートの剛性低下は，高温環境で内部の水分が逸散することに起因しており，

温度が低下したあともその影響は継続するものと考えられるため，ＲＣＣＶの一般躯

体部の剛性低下率は参考 6.1 表での評価結果を踏まえて 0.6 倍とし，ＲＣＣＶの剛性
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低下を考慮した地震応答解析を実施する。なお，本検討における地震応答解析は，基準

地震動Ｓｓ-1の NS方向を代表として実施するものとする。耐震壁の復元力特性につい

てもコンクリートの剛性低下を考慮したものとする。 

基準地震動Ｓｓ-1 に対する NS 方向の地震応答解析結果を参考 6.1～6.4 図に示す。

なお，剛性低下の影響を確認するために基本ケース（剛性低下を考慮しないケース）の

結果についても併せて図に示している。 

 

 

参考 6.1図 最大応答加速度の比較 

基本ケース 

剛性低下ケース 剛性低下ケース 基本ケース 

剛性低下ケース 基本ケース 
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参考 6.2図 最大応答せん断力の比較 

 

参考 6.3図 最大応答曲げモーメントの比較 

剛性低下ケース 基本ケース 

剛性低下ケース 基本ケース 

剛性低下ケース 基本ケース 

剛性低下ケース 基本ケース 

基本ケース 

剛性低下ケース 

基本ケース 

剛性低下ケース 
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参考 6.4図 最大応答せん断ひずみの比較 

 

これより，最大応答加速度については大きな差がないことが確認出来る。また，ＲＣ

ＣＶに生じる最大応答せん断力及び最大応答曲げモーメントは剛性低下ケースで基本

ケース（剛性低下非考慮）の 80%程度に低減されることから，ＲＣＣＶ躯体に作用する

地震荷重は基本ケースよりも低減されることが確認出来る。一方，外壁に生じるせん断

力及びモーメント，せん断ひずみは剛性低下ケース時に総じて大きくなるものの，最大

応答せん断ひずみは許容値である 2000μ に対して十分余裕のある結果となっている。 

以上より，評価温度・圧力負荷後の耐震性への影響として，ＲＣＣＶのコンクリート

剛性の低下が想定されるものの，ＲＣＣＶに作用する地震荷重は基本ケースよりも低

減されることから，耐震安全性に与える影響は小さいと考えられる。 

 

3.参考文献 

 [1]European Committee for Standardization：“Eurocode 2: Design of concrete 

structures”，European Committee for Standardization, 2004年 

 

  

剛性低下ケース 基本ケース 

剛性低下ケース 基本ケース 

基本ケース 

剛性低下ケース 
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〔参考６－補足１〕 

コンクリートの高温特性の考え方 

（１）はじめに 

コンクリートの高温特性や鉄筋コンクリート構造の耐火性に関して，1970～80年代に

まとめられた文献の情報やその後の研究結果を体系的に取りまとめられた資料として，

European Committee for Standardization による Eurocode 2［1］や，日本建築学会によ

る 2009年度版「構造材料の耐火性ガイドブック」［2］（以下「AIJガイドブック」とい

う。）や，それらを取りまとめた日本コンクリート工学会による「コンクリートの高温

特性とコンクリート構造物の耐火性能に関する研究委員会 報告書」[3]（以下「JCI報

告書」という。）などがある。 

これらの参考図書の内容をコンクリートの機械的性質（圧縮強度，ヤング係数）ごと

に下記に整理する。 

また，最新の高温コンクリートに関する知見として，国家プロジェクト「鋼板コンク

リート構造の BWR格納容器への適用性評価」における成果として公表されている文献を

参照する。 
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（２）圧縮強度 

JCI報告書[3]においてまとめられている，Eurocode 2［1］による設計用推奨値並びに

参考として AIJガイドブック［2］による高温時のコンクリート圧縮強度の提案値を以

下に示す（表 1, 図 1）。高温時のコンクリートの圧縮強度 FC(T)は式(1)より算定す

る。 

 

 FC(T)＝FC×kc(T)      (1) ［3］ 

 

ここで，FCは設計基準強度（N/mm2）である。また，式(1)に関しては，Tは高温時

のコンクリート温度（℃），kc(T)は表-1に示す高温時のコンクリートの圧縮強度残存

比である。 

Eurocode 2[1]では，骨材種類を考慮に含めており，石灰質骨材コンクリートについ

ては，珪質骨材コンクリートより圧縮強度残存比を大きめに設定している。参考とし

て，AIJガイドブック［2］では，高温時のコンクリートの圧縮強度残存比 kc(T)をコン

クリートの水結合材比 W/Bに応じた値としている。 

図-1より，Eurocode2［1］では，実験データ上限と下限の間に位置していることが分

かる。 

以上，Eurocode2［1］に規定されている高温時の圧縮強度残存比は，既往の実験デー

タの上下限の領域に入っていることが確認できる。 

 

表-1 圧縮強度残存比の提案値[3] 

AIJガイドブック

珪質骨材ｋｃ (T) 石灰質骨材ｋｃ(T) 提案値ｋｃ(T)

20 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 0.80
200 0.95 0.97 0.33×W/B＋0.76
300 0.85 0.91 0.36×W/B＋0.71
400 0.75 0.85 0.45×W/B＋0.56
500 0.60 0.74 0.39×W/B＋0.41
600 0.45 0.60 0.47×W/B＋0.20
700 0.30 0.43 0.44×W/B＋0.11
800 0.15 0.27 0.15

コンクリート温度
T(℃) Eurocode2

高温時
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図-1 既存データと高温時の圧縮強度残存比の提案値（[3]の図に加筆） 

  

Eurocode 2[1] 
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（３）ヤング係数 

Eurocode 2［1］においては，Popovicsによる提案式である式(2)に高温時の圧縮強度

（高温時の強度残存率）と高温時における圧縮強度時ひずみを与えて，高温時のコン

クリートの応力―ひずみ曲線を示している。Eurocode 2［1］では，式(3)においてｎを

一定値とし，普通コンクリートではｎ＝3 を与え，軽量コンクリートではｎ＝2.5を

与えている。Eurocode 2［1］による圧縮強度時ひずみと温度の関係並びに各温度にお

ける応力―ひずみ曲線を図-2に示す。 

 

 𝜎＝𝜎0
𝜀

𝜀0

ｎ

ｎ−1+(𝜀/𝜀0)ｎ
     (2)[3] 

 

 ここに，σ：応力, ε：ひずみ, σ0：圧縮強度, ε0：圧縮強度時ひずみ 

  ｎ：圧縮強度の関数として与える値 

 

 

図-2 Eurocode 2による圧縮強度時ひずみと温度の関係および高温時の応力 

（［3］より引用） 

 

JCI報告書[3]においてまとめられている，先に示した Eurocode 2[1]の応力―ひずみ

曲線（図-2）により定まるヤング係数残存比，および AIJガイドブック[2]による，ヤ

ング係数残存比の提案値を，図-3に示す。 

これより，Eurocode2［1］によるヤング係数残存比は，既往の実験データの下限の辺

りに位置しており，温度による剛性低下を保守的に考慮する評価となっていることが

確認できる。 

 

 



 

39-4-153 

 

 

図－３ 高温時におけるコンクリートの温度とヤング係数残存比 

（[3]より引用，一部加筆） 

 

 E(T)＝E(20)×ke(T)     (3)[3] 

 

ここに， E(T) ：温度 T℃におけるヤング係数 

     E(20) ：温度 20℃(常温)時のヤング係数 

  ke(T) ：高温時のヤング係数残存比 

 

表-2 ヤング係数残存比の提案値 

コンクリート温度 

T 

Eurocode 2[1] 

応力―ひずみ曲線より

求まる計算値 ke（T） 

AIJガイドブック[2] 

高温時提案値 ke（T） 

20 1.00 1.00 

100 0.63 0.80 

200 0.43 0.68 

300 0.30 0.57 

400 0.19 0.45 

500 0.10 0.35 

600 0.05 0.25 

700 0.03 0.15 

800 0.02 0.075 

900 0.01 0 

 

Eurocode 2[1]応力ひずみ関係によるヤング係数 
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（４）最新知見を踏まえた考察 

最新の高温コンクリートに関する知見として，国家プロジェクト「鋼板コンクリ

ート構造の BWR格納容器への適用性評価」における成果として公表されている文献

[4][5]を参照する。当該の文献は，BWR格納容器を構成する材料（コンクリート，

鉄筋等）を対象として，事故時高温下における力学特性及び熱特性を実験により取

得したものである。 

実験にあたっては，原子力関連施設のコンクリート構造物で一般的に使用されて

いる材料を選定した上で，試験体が作成されており，電気炉を用いて加熱試験が実

施されている。コンクリート試験体への加熱温度及び期間については，DBA及び SA

事故を想定したものとなっている。加熱温度及び期間をその他の変数と併せて表-3

に示す。また，試験の結果のうち，図-4 に圧縮強度残存比を，図-5にヤング係数

残存比を示す。これより，「圧縮強度残存比は，既往知見と同様に加熱温度が高く

なるほど小さくなっている」としており，「その低下の傾向は，AIJ および

Eurocodeと概ね対応している」としている。また，「ヤング係数残存比の加熱温度

に応じた低下の傾向は，AIJと Eurocodeの中間的な値を示した」としている。な

お，ここでいう AIJとは前述の AIJガイドブックを示している。 

 

表-3 実験変数（力学特性試験：コンクリート）([4]より引用) 

 

 

 

以上で示したとおり，事故を想定した上で加熱温度・期間をパラメータとして行

われた実験においても，Eurocode2［1］による評価結果が圧縮強度残存比については

おおむね実験の範囲内であり，ヤング係数残存比については試験の下限値を示すこ

とが確認できる。 
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図-4 圧縮強度残存比と加熱温度の関係（[5]より引用，一部加筆） 

 

 

図-5 ヤング係数残存比と加熱温度の関係（[5]より引用，一部加筆） 

試験結果 

Eurocode 

AIJ 

試験結果 

Eurocode2 

AIJ 

試験結果 

Eurocode2 

AIJ 
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（５）Eurocode2の妥当性に関する考察 

コンクリートの圧縮強度について，Eurocode 2［1］の残存比と，既往の実験データ

や国家プロジェクト「鋼板コンクリート構造の BWR格納容器への適用性評価」の実験

データを比較し，Eurocode2［1］による評価結果が実験データの範囲内にあることを確

認した。 

コンクリートのヤング係数について，Eurocode 2［1］の応力―ひずみ曲線により定

まる高温時のヤング係数残存比と，既往の実験データや国家プロジェクト「鋼板コン

クリート構造の BWR格納容器への適用性評価」の実験データを比較し，Eurocode2［1］

が実験データのおおむね下限値を示すことを確認した。 

Eurocode2［1］は，先行審査における高温環境時のコンクリートのヤング係数残存比

の評価に適用実績のある AIJガイドブックと比較して，ヤング係数を低めに評価する

という傾向の違いはあるものの，剛性低下を大きく評価することからひずみの評価に

対しては保守的な設定となると考えられる。 

以上より，鉄筋コンクリート製原子炉格納容器の高温環境時の影響評価に用いる資

料として，Eurocode2［1］を用いることは妥当であると考えられる。 
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（６）参考文献 

 [1]European Committee for Standardization：“Eurocode 2: Design of 
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〔参考６－補足２〕200℃，0.62MPa 条件時のＲＣＣＶ躯体平均温度の考え方について 

 

１．はじめに 

 参考６の 200℃，0.62MPa の温度圧力履歴を受けた後のＲＣＣＶの耐震性評価において，

200℃，0.62MPa 時のＲＣＣＶ躯体の平均温度を 110℃と評価して検討を実施している。以

下では躯体平均温度設定の考え方について示す。 

 

２．想定する条件 

 原子炉建屋の地震応答解析で考慮する耐震要素としては，外壁軸とＲＣＣＶ軸に分かれ

るが，ＲＣＣＶ軸を対象として躯体平均温度を設定する。 

考慮した温度条件としては，ＲＣＣＶ内部は 200℃とし，ＲＣＣＶ外側の温度条件として

は，原子炉建屋設計時の条件(冬季・通常運転時)を考慮している。原子炉建屋設計時の条件

(冬季・通常運転時)では，ＲＣＣＶ外側の温度を 14.5℃（地下階）及び 17.5℃（地上階）と

して評価しており，今回の躯体温度設定においてはその温度を準用することとした。 

  

３．定常状態と非定常状態の関係について 

 定常状態と非定常状態の概念図を図-1 に示す。時間経過により非定常状態の温度分布は

定常状態に近づくこととなる。定常状態を仮定した場合は，温度の勾配が一定となることか

ら，躯体の平均温度はシェル壁外側の温度とＲＣＣＶ内部の温度の平均値となる。今回はＲ

ＣＣＶ外側の室内の温度を 14.5℃若しくは 17.5℃と想定しており，その際の平均温度は

107.25℃若しくは 108.75℃となるため，一律 110℃と設定している。 

なお，SA後にＲＣＣＶ内部がピーク温度となる時間は DBと比べて比較的長時間ではある

ものの，定常状態には至らないと考えられることから，今回の解析において，ＲＣＣＶ内部

をピーク温度として定常状態を想定することは，躯体の温度を保守的に高めに見積もって

いることとなるものと考えている。 

また，参考 6で実施したパラメータスタディにおいては，上記の通りＲＣＣＶ外側の室

内の温度を設計時の冬期の温度条件を参考としたが，仮に SA時におけるＲＣＣＶ外側の

室内の最高温度（66℃）を想定した場合の影響についても考察する。この温度に対して定

常状態を仮定すると躯体平均温度は 133℃となり，Eurocode2に基づきヤング係数残存比

を評価すると 0.56となる。参考 6の検討で考慮したヤング係数残存比は 0.60であり，そ

の差異は小さく，仮にヤング係数残存比を 0.56として評価を実施した場合も現状の評価

により得られた見通しへの影響は無いものと考えられる。  
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図-1 定常状態と非定常状態の躯体内温度分布（概念図） 
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〔参考７〕ＤＢ施設を兼ねる主なＳＡ施設等のＤＢＡとＳＡの荷重条件の比較 

施設名

称 

ＤＢ条件 ＳＡ条件 

備考 
圧力（MPa） 温度（℃） 

圧力

（MPa） 
温度（℃） 

原子炉
圧力容
器 

Ｓｄ：8.37 Ｓｄ：299 Ｓｄ：8.37 Ｓｄ：299 
DB 条
件 が
SA 条
件 を
包絡 

Ｓｓ：8.37 Ｓｓ：299 Ｓｓ：8.37 Ｓｓ：299 

原子炉
圧力容
器支持
スカー
ト 

－ 
Ｓｄ：171 

（雰囲気温度） 
－ 

Ｓｄ：168 
（雰囲気温度） 

 

－ 
Ｓｓ：57 

（雰囲気温度） 
－ 

Ｓｓ：78 
（雰囲気温度） 

原子炉
圧力容
器基礎
ボルト 

－ 
Ｓｄ：171 

（雰囲気温度） 
－ 

Ｓｄ：168 
（雰囲気温度） 

 

－ 
Ｓｓ：57 

（雰囲気温度） 
－ 

Ｓｓ：78 
（雰囲気温度） 

原子炉
圧力容
器スタ
ビライ
ザ 

－ 
Ｓｄ：171 

（雰囲気温度） 
－ 

Ｓｄ：168 
（雰囲気温度） 

 

－ 
Ｓｓ：57 

（雰囲気温度） 
－ 

Ｓｓ：78 
（雰囲気温度） 

原子炉
格納容
器 

Ｓｄ：0.250 
（ ド ラ イ ウ ェ ル ） ， 

0.180 
（サプレッショ
ン・チェンバ） 
(ＬＯＣＡ条件) 

Ｓｄ：171 
（ドライウェル）， 

104 
(サプレッション・

チェンバ) 
(ＬＯＣＡ条件) 

Ｓｄ：0.62 Ｓｄ：168 

 

Ｓｓ：-0.014 
(通常運転) 

Ｓｓ： 
171 

（ドライウェル）， 
104 

（サプレッション・
チェンバ） 
(通常運転) 

Ｓｓ：0.15 Ｓｓ：78 

原子炉
格納容
器配管
貫通部 

Ｓｄ：0.250 
（ドライウェル） 

0.180 
（サプレッショ
ン・チェンバ） 
 (ＬＯＣＡ条件) 

Ｓｄ： 
171 

（ドライウェル） 
 104 

（サプレッション・
チェンバ） 

(ＬＯＣＡ条件) 

Ｓｄ：0.62 Ｓｄ：168 

 

Ｓｓ：-0.014 
(通常運転) 

Ｓｓ： 
171（ドライウェ

ル） 
104（サプレッショ
ン・チェンバ） 
（通常運転） 

Ｓｓ：0.15 Ｓｓ：78 
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施設名

称 

ＤＢ条件 ＳＡ条件 

備考 
圧力（MPa） 温度（℃） 

圧力

（MPa） 
温度（℃） 

原子炉
格納容
器電気
配線貫
通部 

Ｓｄ：0.250 
（ドライウェル） 

0.180 
（サプレッショ
ン・チェンバ） 
(ＬＯＣＡ条件) 

Ｓｄ：171 
（ドライウェル） 

104 
（サプレッション・

チェンバ） 
(ＬＯＣＡ条件) 

Ｓｄ：0.62 Ｓｄ：168 

 

Ｓｓ：-0.014 
(通常運転) 

Ｓｓ： 
171 

（ドライウェル） 
104 

（サプレッション・
チェンバ）  
(通常運転) 

Ｓｓ：0.15 Ｓｓ：78 

高圧炉
心注水
系ポン
プ 

－ 

Ｓｄ：100 
(ポンプ取付ボルト, 

原動機台取付ボルト)，  
66 

(基礎ボルト, 
原動機取付ボルト) 

－ － 

 

－ 

Ｓｓ：100 
(ポンプ取付ボルト, 
原動機台取付ボルト)， 

66 
(基礎ボルト, 

原動機取付ボルト) 

－ 

Ｓｓ：120 
(ポンプ取付ボルト, 
原動機台取付ボルト)， 

100 
(基礎ボルト, 

原動機取付ボルト) 

残留熱
除去系
ポンプ 

－ 

Ｓｄ：182 
(ポンプ取付ボルト, 

原動機台取付ボルト) 
66 

(基礎ボルト, 
原動機取付ボルト) 

－ － 

 

－ 

Ｓｓ：182 
(ポンプ取付ボルト, 

原動機台取付ボルト) 
66 

(基礎ボルト, 
原動機取付ボルト) 

－ 

Ｓｓ：182 
(ポンプ取付ボルト, 
原動機台取付ボルト) 

100 
(基礎ボルト, 

原動機取付ボルト) 

原子炉
補機冷
却水系
ポンプ 

－ 

Ｓｄ：70 
(ポンプ取付ボルト) 
50(基礎ボルト, 

原動機取付ボルト) 

－ － 

 

－ 

Ｓｓ：70 
(ポンプ取付ボルト) 

50 
(基礎ボルト, 

原動機取付ボルト) 

－ 

Ｓｓ：70 
(ポンプ取付ボルト) 

50 
(基礎ボルト, 

原動機取付ボルト) 
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施設名

称 

ＤＢ条件 ＳＡ条件 

備考 
圧力（MPa） 温度（℃） 

圧力

（MPa） 
温度（℃） 

原子炉
補機冷
却水系
熱交換
器 

Ｓｄ：1.37 Ｓｄ：70 － － 
 

Ｓｓ：1.37 Ｓｓ：70 Ｓｓ：1.37 Ｓｓ：70 

原子炉
補機冷
却海水
ポンプ 

－ 

Ｓｄ：50 
(ポンプ取付ボルト, 
原動機台取付ボルト, 

基礎ボルト, 
原動機取付ボルト) 

－ － 

 

－ 

Ｓｓ：50 
(ポンプ取付ボルト, 
原動機台取付ボルト, 

基礎ボルト, 
原動機取付ボルト) 

－ 

Ｓｓ：50 
(ポンプ取付ボルト, 
原動機台取付ボルト, 

基礎ボルト, 
原動機取付ボルト) 

 

＜補足事項＞ 

・本表において耐震評価に用いる温度，圧力を記載。ただし，SA 条件において原子炉格納

容器雰囲気を記載している場合は DB 条件においても原子炉格納容器雰囲気における条件

を記載。 

・原子炉圧力容器は，胴板を代表して記載。 
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〔参考８〕「重大事故に至るおそれがある事故」に関する補足説明 

１．「重大事故に至るおそれがある事故」とは 

「重大事故に至るおそれがある事故」とは，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう設計することを求められる構築物，

系統及び機器（＝耐震Ｓクラス施設）がその安全機能を喪失した場合であって，炉心の

著しい損傷に至る可能性があると想定する事象である。 

 

２．耐震重要度分類の考え方 

耐震クラスは以下のように定義されており，安全上重要な施設はＳクラスに分類さ

れる。耐震Ｂ，Ｃクラス施設は，その機能が喪失したとしても，炉心の健全性に影響を

及ぼすおそれがないものとなる。 

そのため耐震Ｂ，Ｃクラス施設のみが損傷した状態では，重大事故に至るおそれがあ

る事故ではなく DBA である。 

Ｓクラス：地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停止し，炉心を冷

却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射性物質を内蔵している施設，

当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散

する可能性のある施設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の

影響を緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持

つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設，並び

に地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止す

るために必要となる施設であって，その影響が大きいもの 

B クラス：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラス施設と比

べ小さい施設 

C クラス：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公

共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

３．耐震Ｂ，Ｃクラス施設の破損による影響について 

（１）地震ＰＲＡにおける耐震Ｂ，Ｃクラス施設損傷の考慮について 

地震ＰＲＡでは，耐震Ｂ，Ｃクラス施設損傷による過渡事象として「外部電源喪失」

を考慮している。また，耐震Ｂ，Ｃクラス施設の損傷による安全機能への間接的影響を

確認するとともに，さらにプラント・ウォークダウンにおいて重点的に確認する項目の

一つとして，問題のないことを確認することとする。 

（２）設計用荷重への影響 

耐震Ｂ，Ｃクラス施設が破損した場合であっても，耐震Ｓクラス施設である緩和系が

健全であれば，炉心損傷に至ることはない。JEAG4601・補-1984 では，耐震Ｓクラス

施設破損により発生する事象を地震従属事象として整理し，地震との組合せを記載し
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ている。この中で，耐震Ｂ，Ｃクラス施設破損によるＤＢＡで考慮すべき荷重の影響は，

「給水流量の全喪失」「タービントリップ」で代表できるとして整理されている。なお，

タービントリップは主蒸気止め弁が閉鎖する事象であり，負荷の喪失事象におけるタ

ービン蒸気加減弁閉鎖と同様事象であり，本プラントにおける過渡解析で評価してい

る事象は「負荷の喪失」である。 

 

４．「重大事故に至るおそれがある事故」が地震独立事象であることについての考察 

耐震Ｓクラス施設が健全であれば安全機能の喪失は起きず，炉心の著しい損傷に至

ることはないので，何らかの要因で耐震Ｓクラス施設（重大事故等対処設備含む）が損

傷した場合に「重大事故に至るおそれがある事故」が発生することとなる。ここで，確

定論的には，耐震Ｓクラス施設（重大事故等対処設備含む）は Ss によって機能喪失す

ることはないことから，「重大事故に至るおそれがある事故」は Ss との独立事象とな

る。また，確定論的な扱いとは異なり，確率論的な考察では，耐震Ｓクラスである DB

施設又は Ss 機能維持である重大事故対処設備であっても，フラジリティーという考え

方に基づけば，Ss 以下の地震により機能喪失に至る確率は少なからず存在する。この

Ss 以下の地震によって安全機能が喪失し，「重大事故に至るおそれがある事故」に至る

頻度は極めて小さく，Ss 規模の地震の発生と「重大事故に至るおそれがある事故」の

重畳を考慮する必要はないと判断できる。 

 

（補足）耐震Ｂ，Ｃ クラス施設破損による荷重の影響 

Ｂ，Ｃクラス施設損傷による過渡における荷重に対する影響は，外部電源喪失による影響

を含め，タービン側破損による主蒸気流量のしゃ断，給水流量の喪失，若しくは，電源系の

機能喪失による原子炉給水ポンプ及び原子炉冷却材再循環ポンプの停止が外乱となる。設

計基準における「運転時の異常な過渡変化」は，これらの機能が喪失又は誤動作するという

ことを前提に評価を行っており，耐震Ｂ，Ｃクラス施設破損による荷重の影響は，「運転時

の異常な過渡変化」のうち「炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化」及び「原子炉冷却材

圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化」による荷重に包絡される。 

このうち，以下の理由によりタービン側破損に伴う外乱は「負荷の喪失」で，給水ポンプ

の停止に伴う外乱は「給水流量の全喪失」で，電源系の機能喪失に伴う外乱は「外部電源喪

失」で代表させることができる。 

－「負荷の喪失」の過渡解析では，蒸気加減弁の急速閉鎖による圧力上昇に加えて，ター

ビンバイパス弁の不作動を仮定している。このため，過渡解析における荷重に対するタ

ービン側破損による外乱としては，厳しい組合せを想定していると言える。 

－「給水流量の全喪失」の過渡解析では，給水ポンプ停止による全ての給水流量の喪失を

仮定している。 

－「外部電源喪失」の過渡解析では，外部電源の喪失に伴う給水流量の喪失や炉心流量の
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低下を仮定している。 

－「負荷の喪失」と「給水流量の全喪失」及び「外部電源喪失」が同時に発生することを

考慮した場合，「給水流量の全喪失」は「外部電源喪失」で発生する事象であることか

ら，「負荷の喪失」と「外部電源喪失」が同時に発生することを考慮すればよい。この

場合，タービン蒸気加減弁の閉鎖により原子炉がスクラムすること及び給水流量の喪

失や炉心流量の低下が生じることにより原子炉圧力の観点で「負荷の喪失」より厳しく

ならない。したがって，「負荷の喪失」「給水流量の全喪失」「外部電源喪失」の荷重で

包絡できる。 
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２．可搬熱交換器によるＳＰＣＵを用いた格納容器除熱 

 

＜実現可能性＞ 

 格納容器ベントによる格納容器除熱を実施している場合，残留熱除去系による格納容器

除熱機能の回復を実施する。残留熱除去系の機能回復が長期間実施できない場合，可搬設備

を用いた可搬型格納容器除熱系を構築する。 

 また，可搬型格納容器除熱系に加え，サプレッション・チェンバ・プールを水源として運

転可能なＳＰＣＵポンプを使用する除熱系を構築する。除熱設備として可搬熱交換器を使

用し，残留熱除去系から原子炉圧力容器へ注水し循環することにより除熱する。 

 「ＳＰＣＵポンプ吐出弁」に耐熱ホースを接続し，原子炉建屋搬入口に設置する可搬熱交

換器と接続する構成とする。可搬熱交換器の出口側については残留熱除去系の原子炉注水

配管にある「残留熱除去系注入ライン洗浄水入口逆止弁(Ｂ)」と耐熱ホースで連結する構成

とする。これらの構成で，ＳＰＣＵポンプによりサプレッション・チェンバ・プール水を可

搬熱交換器に送水し，そこで除熱した水を原子炉圧力容器に注水する系統を構築する。なお，

可搬熱交換器の二次系については，大容量送水車により海水を通水できる構成とする。 

 ＳＰＣＵ系はサプレッション・チェンバ・プール水を浄化することが目的であり，通常運

転時及び事故時には停止状態で待機している。さらに，待機時は復水貯蔵槽を水源とした系

統構成となっているため，サプレッションプール内の汚染水が流入する可能性は無い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 13 図 SPCU による格納容器除熱系の系統概要図 
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復水移送ポンプ

より

格納容器スプレイ・ヘッダ

※１

復水貯蔵槽

耐熱ホース
※１

耐熱ホース
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＜具体的な手順の概要＞ 

（１）可搬熱交換器によるＳＰＣＵを用いた格納容器除熱系概要  

可搬熱交換器によるＳＰＣＵを用いた格納容器除熱手順の概要を以下に示す。 

 ＳＰＣＵポンプ室（T.M.S.L.-8200）内のＳＰＣＵポンプ吐出弁及びＢ系弁室

（T.M.S.L.12300）内の残留熱除去系注入ライン洗浄水入口逆止弁(Ｂ)のボンネット及び弁

体を取り外し，ボンネットフランジに耐熱ホースが接続できる仮蓋を取り付け，その仮蓋に

耐熱ホースを接続する。それぞれの箇所から，原子炉建屋１階大物搬入口（T.M.S.L.12300）

に配置した可搬熱交換器出入口側フランジに連結する。このように系統を構成することで，

サプレッション・チェンバ・プール水をＳＰＣＵポンプ及び可搬熱交換器を用いて原子炉圧

力容器に注水することが可能となる。可搬設備を連結する耐圧ホース等は，作業時の被ばく

線量を考慮した配置に設置する。 

なお，本系統の使用にあたっては，サプレッション・チェンバ・プール水からの汚染水を

通水する前に復水移送ポンプで非汚染水による水張りを実施し，可搬部位の健全性確認を

行う。参考 18図に系統水張りの概要図を示す。 

また，可搬熱交換器の二次系については，屋外に大容量送水車とホースを配備して連結し，

大容量送水車を起動することで海水を通水する。 

 系統水張りによる健全性確認が完了した後，ＳＰＣＵサプレッションプール側吸込第一，

第二隔離弁を開操作し，残留熱除去系から原子炉圧力容器へ注水し循環することにより除

熱する。 

可搬熱交換器を用いたＳＰＣＵポンプによる除熱可能量は，事故発生 30 日後の崩壊熱

「6.5ＭＷ」を上回る。 

系統を構成する機器の配置イメージを以下に示す。また，系統を構成する機器の仕様等は

参考 11 表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
参考 18 図 復水補給水系を用いた系統水張り概要図 
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(３)フランジ部からの漏えい発生時の対応 

 系統のフランジ部からの漏えい発生等の異常を検知した場合は，直ちにＳＰＣＵポンプ

を停止し復水移送ポンプからの非汚染水によりフラッシングを実施する。 

フラッシングにより現場へのアクセスが可能になった後，増し締め等の補修作業を実施

する。 

 

 非汚染水によるフラッシングの系統イメージを以下に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 21 図 復水補給水系からの洗浄水ラインを使用したフラッシング 

 

I. 残留熱除去系Ｂの循環運転で使用した弁を全て全閉とする。 

II. 残留熱除去系Ｂの洗浄水弁及びＳＰＣＵサプレッションプール戻り弁を開操作し，

洗浄水逆止弁接続の耐熱ホース及びＳＰＣＵポンプの吐出ラインからサプレッショ

ン・チェンバ・プールに流入することで系統をフラッシングする 

III.サプレッション・チェンバ・プール水位に影響しない範囲で，空間線量が下がるまで

フラッシングを実施する 

IV. フラッシングにより漏えいフランジ近辺の空間線量が十分低下した場合，漏えいフ

ランジ部にアクセスする 

V. 漏えいフランジの増し締めを行い，系統を復旧する 
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図 1 代替原子炉補機冷却系を用いたＣＵＷ系による原子炉除熱 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 代替原子炉補機冷却系（ＣＵＷ除熱ライン） 系統概要図（7号炉の例） 
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39条地震による損傷の防止 

  

添付資料-1 

重大事故等対処施設の網羅的な整理について 
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添付資料－１ 

重大事故等対処施設の網羅的な整理について 

 

１．重大事故等対処施設について，以下に該当する設備を網羅的に抽出して，重大事故等

対処施設の条文ごとに整理したものを第 1表に示す。 

  

■設置許可基準規則第三章にて定められる以下の重大事故等対処施設 

・第 43 条 アクセスルートを確保するための設備 

・第 44 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・第 45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・第 46 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・第 47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・第 48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・第 49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・第 50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・第 51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・第 52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・第 53 条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

・第 54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・第 55 条 工場等外（以下，「発電所外」という。）への放射性物質の拡散を抑制する

ための設備 

・第 56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

・第 57 条 電源設備 

・第 58 条 計装設備 

・第 59 条 原子炉制御室 

・第 60 条 監視測定設備 

・第 61 条 緊急時対策所 

・第 62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

■設置許可基準規則第 43 条から第 62 条で要求されている設備が機能を発揮するために

必要な系統（水源から注入先まで，流路を含む）の設備，直接支持構造物及び間接支持

構造物 

■重大事故等発生時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事故等対処設備 

■技術的能力審査基準で設置を要求されている設備 
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２．第 39 条本文「第 2.1.2.2.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類」，第 39

条補足説明資料 39-1「重大事故等対処設備の設備分類」，及び補足説明資料 39-4 添付

資料 4「表 1  SA 施設（建物・構築物）の施設分類」について，以下の第 1 図のフロ

ーにて抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の施設 

補足説明資料 39-1 

「重大事故等対処設備の設備分類」に記載 

第１図 重大事故等対処設備の抽出フロー 

本文「第 2.1.2.2.2 表重大事故等対処設備

（主要設備）の設備分類」に記載 

補足説明資料 39-4 
添付資料 4「表 1  SA 施設（建
物・構築物）の施設分類」に記載 

直接支持構造物，間接支持構造物を 
除く設備を抽出 

（実用発電用原子炉の設置、運転等に関
する規則別表第二)に記載の種類毎に並び

替え） 

以下に該当するか 

・常設耐震重要重大事故防止設備以外 

の常設重大事故防止設備 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

・常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

・常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

建物・構築物に該当するか 

該当する 

該当しない 

記載しない 

以下に該当するものを直接支持構造物，間接支持構造物含め網羅的に抽出（第１表）  

・設置許可基準規則第 43 条から第 62 条で要求されている設備（当該設備が機能を発揮するため

に必要な系統（水源から注入先まで，流路を含む）までを含む） 

・重大事故等発生時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事故等対処設備 

・技術的能力審査基準で設置を要求されている設備） 



第１表 ＳＡ設備の整理結果 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

第 43 条 アクセスルートを確保するための設備 

アクセスル
ート確保 ［

主
要
設
備
］ 

ホイールローダ 
可搬型重大事故等対処設備 
(防止でも緩和でもない設備) 

－ － － － － 

 

第 44 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

代替制御棒
挿入機能に
よる制御棒
緊急挿入 ［

主
要
設
備
］ 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
コントロール建屋 
原子炉建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－  

制御棒 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ －  

制御棒駆動機構（水圧駆動） 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ －  

制御棒駆動系水圧制御ユニット 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ －  

［
流
路
］ 

制御棒駆動系 配管 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

平均出力領域モニタ 

５８条に記載 

起動領域モニタ 

原子炉冷却
材再循環ポ
ンプ停止に
よる原子炉
出力抑制 

［
主
要
設
備
］ 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリ
ップ機能） 

常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
コントロール建屋 
原子炉建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 

 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

平均出力領域モニタ 

５８条に記載 

起動領域モニタ 

ほう酸水注
入 ［

主
要
設
備
］ 

ほう酸水注入系ポンプ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 



第１表 ＳＡ設備の整理結果 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

ほう酸水注
入（つづき） 

［
流
路
］ 

ほう酸水注入系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

高圧炉心注水系 配管・弁・スパージャ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
注
入

先
］ 原子炉圧力容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装 

設
備
］ 

平均出力領域モニタ 

５８条に記載 

起動領域モニタ 

出力急上昇
の防止 ［

主
要

設
備
］ 

自動減圧系の起動阻止スイッチ ４６条に記載 

第 45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

高圧代替注
水系による
原子炉の冷
却 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［
主
要

設
備
］ 

高圧代替注水系ポンプ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
水
源
］ 

復水貯蔵槽 ５６条に記載（うち，重大事故防止設備） 

［
流
路
］ 

高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

主蒸気系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

高圧代替注水系（注水系）配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

高圧炉心注水系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
 

復水補給水系 配管 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
 

残留熱除去系 配管・弁（7 号炉のみ） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

給水系 配管・弁・スパージャ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
注
水
先
］ 

原子炉圧力容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

常設代替直流電源設備 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・AM 用直流 125V 充電器 

５７条に記載 

常設代替直流電源設備への給電のための設備 
・常設代替交流電源設備 
・可搬型代替交流電源設備 

可搬型直流電源設備 
・電源車 
・AM 用直流 125V 充電器 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 



第１表 ＳＡ設備の整理結果 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

高圧代替注
水系による
原子炉の冷
却（つづき） 
 ［

計
装
設
備
］ 

 
 
 
 

 

高圧代替注水系系統流量 

５８条に記載 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

復水貯蔵槽水位（SA） 

原子炉隔離
時冷却系に
よる原子炉
の冷却 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［
主
要
設
備
］ 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
水
源
］ 

復水貯蔵槽 

５６条に記載 

サプレッション・チェンバ 

［
流
路
］ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

主蒸気系 配管・弁 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレ
ーナ 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

復水補給水系 配管 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
 

高圧炉心注水系 配管・弁 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
 

給水系 配管・弁・スパージャ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
注
水
先
］ 

原子炉圧力容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

所内蓄電式直流電源設備 
・直流 125V 蓄電池 A 
・直流 125V 蓄電池 A-2 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・直流 125V 充電器 A 
・直流 125V 充電器 A-2 
・AM 用直流 125V 充電器 

５７条に記載 

所内蓄電式直流電源設備への給電のための設備 
・常設代替交流電源設備 
・可搬型代替交流電源設備 

［
計
装
設
備
］ 

原子炉隔離時冷却系系統流量 

５８条に記載 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

復水貯蔵槽水位（SA） 



第１表 ＳＡ設備の整理結果 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

高圧炉心注
水系による
原子炉の冷
却 

［
主
要 

設
備
］ 

高圧炉心注水系ポンプ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
水
源
］ 

復水貯蔵槽 

５６条に記載 

サプレッション・チェンバ 

［
流
路
］ 

高圧炉心注水系 配管・弁・ストレーナ・スパージ
ャ 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 

 

復水補給水系 配管 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 

 

［
注
水
先
］ 

原子炉圧力容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

高圧炉心注入系系統流量 

５８条に記載 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

復水貯蔵槽水位（SA） 

ほう酸水注
入系による
進展抑制 

ほう酸水注入系 ４４条に記載 

第 46 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

逃がし安全
弁 ［

主
要
設
備
］ 

逃がし安全弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
※ 

逃がし弁機能用アキュムレータ 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

自動減圧機能用アキュムレータ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
※ 

［
流
路
］ 

主蒸気系配管・クエンチャ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

※ 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

所内蓄電式直流電源設備 
・直流 125V 蓄電池 A 
・直流 125V 蓄電池 A-2 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・直流 125V 充電器 A 
・直流 125V 充電器 A-2 
・AM 用直流 125V 充電器 

５７条に記載 
可搬型直流電源設備 
・電源車 
・AM 用直流 125V 充電器 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

所内蓄電式直流電源設備への給電のための設備 
・常設代替交流電源設備 
・可搬型代替交流電源設備 

※：46 条の逃がし安全弁機能は「防止」の分類であるが，有効性評価のうち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」に期待しているため「緩和」も有している。 

 



第１表 ＳＡ設備の整理結果 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

逃がし安全
弁（つづき） ［

計
装
設
備
］ 

原子炉圧力 

５８条に記載 

原子炉圧力（SA） 

原子炉減圧
の自動化 ［

主
要
設
備
］ 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
コントロール建屋 
原子炉建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 コントロール建屋 Ｓｓ － 

 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

原子炉圧力 

５８条に記載 

原子炉圧力（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

可搬型直流
電源設備に
よる減圧 
 
 
 
 

［
主
要
設
備
］ 

可搬型直流電源設備 ５７条に記載（うち，重大事故防止設備） 

AM 用切替装置（SRV） 常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 コントロール建屋 Ｓｓ － 

 

［
燃
料
流
路
］ 

軽油タンク出口ノズル・弁 

５７条に記載 

ホース 

［
電
路
］ 

電源車～緊急用電源切替箱接続装置 
   ～AM 用直流 125V 充電器 
   ～AM 用切替装置（SRV）電路 

５７条に記載 
電源車～AM 用動力変圧器電路 
   ～AM 用直流 125V 充電器 
   ～AM 用切替装置(SRV)電路 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池～駆動回路電源 

逃がし安全
弁用可搬型
蓄電池によ
る減圧 

［
主
要
設
備
］ 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 可搬型重大事故防止設備 － － － － － 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

高圧窒素ガ
ス供給系に
よる作動窒
素ガス確保 
 
 
 

［
主
要
設
備
］ 

高圧窒素ガスボンベ 可搬型重大事故防止設備 － － － － － 

 

［
流
路
］ 

高圧窒素ガス供給系 配管・弁 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

自動減圧機能用アキュムレータ 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

逃がし弁機能用アキュムレータ 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

[

計
装
設
備] 

高圧窒素ガス供給系 ADS 入口圧力 

５８条に記載 

高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ出口圧力 

インターフ
ェイスシス
テム LOCA 
隔離弁 ［

主
要
設
備
］ 

高圧炉心注水系注入隔離弁 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
計
装
設
備
］ 

高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 ５８条に記載 

ブローアウ
トパネル 

［
主
要
設
備
］ 

原子炉建屋ブローアウトパネル 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

第 47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

低圧代替注
水系（常設）
による原子
炉の冷却 

［
主
要
設
備
］ 

復水移送ポンプ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

廃棄物処理建屋 Ｓｓ － 

 

［
水
源
］ 

復水貯蔵槽 ５６条に記載 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

低圧代替注
水系（常設）
による原子
炉の冷却（つ
づき） 

［
流
路
］ 

復水補給水系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ － 
 

残留熱除去系 配管・弁・スパージャ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

給水系 配管・弁・スパージャ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

高圧炉心注水系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

廃棄物処理建屋 Ｓｓ － 
 

［
注
水
先
］ 

原子炉圧力容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

 
５７条に記載 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

代替所内電気設備 
・緊急用断路器 
・緊急用電源切替箱断路器 
・緊急用電源切替箱接続装置 
・AM 用動力変圧器 
・AM 用 MCC 
・AM 用切替盤 
・AM 用操作盤 
・非常用高圧母線 C 系 
・非常用高圧母線 D 系 

［
計
装
設
備
］ 

原子炉水位（SA） 

５８条に記載 
復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 

復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

復水移送ポンプ吐出圧力 

低圧代替注
水系（可搬
型）による原
子炉の冷却 

［
主
要
設
備
］ 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 

 

［
水
源
］ 

防火水槽 

５６条に記載 

淡水貯水池 

［
流
路
］ 

復水補給水系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
 

残留熱除去系 配管・弁・スパージャ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

給水系 配管・弁・スパージャ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

ホース・接続口 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

低圧代替注
水系（可搬
型）による原
子炉の冷却
（つづき） 

［
注
水
先
］ 

原子炉圧力容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

 
５７条に記載 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

代替所内電気設備 
・緊急用断路器 
・緊急用電源切替箱断路器 
・緊急用電源切替箱接続装置 
・AM 用動力変圧器 
・AM 用 MCC 
・AM 用切替盤 
・AM 用操作盤 
・非常用高圧母線 C 系 
・非常用高圧母線 D 系 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

低圧注水 

［
主
要
設
備
］ 

残留熱除去系ポンプ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
水
源
］ 

サプレッション・チェンバ ５６条に記載 

［
流
路
］ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

給水系 配管・弁・スパージャ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
注
水
先
］ 

原子炉圧力容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

低圧注水（つ
づき） ［

計
装
設
備
］ 

原子炉水位（SA） 

５８条に記載 

残留熱除去系系統流量 

原子炉停止
時冷却 ［

主
要
設
備
］ 

残留熱除去系ポンプ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

残留熱除去系熱交換器 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
流
路
］ 

残留熱除去系 配管・弁・スパージャ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

給水系 配管・弁・スパージャ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
注
水
先
］ 

原子炉圧力容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

残留熱除去系系統流量 

５８条に記載 残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 

原子炉補機
冷却系 
 
 
 
 
 
 
 
 

［
主
要
設
備
］ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

４８条に記載 原子炉補機冷却海水ポンプ 

原子炉補機冷却水系熱交換器 

［
流
路
］ 

原子炉補機冷却系サージタンク 

４８条に記載 

原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

原子炉補機冷却水系系統流量 

５８条に記載 

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

RCW サージタンク水位 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却水温度 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

非常用取水
設備 

［
流
路
］ 

海水貯留堰 

その他の設備に記載 
（ただし，本条文においては，海水貯留堰，スクリーン室，取水路は，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）である補機冷却用海水取水路， 

補機冷却用海水取水槽に海水を供給するための流路） 

スクリーン室 

取水路 

補機冷却用海水取水路 

補機冷却用海水取水槽 

低圧代替注
水系（常設）
による残存
溶融炉心の
冷却 

低圧代替注水系（常設） 低圧代替注水系（常設）による原子炉の冷却に記載 

低圧代替注
水系（可搬
型）による残
存溶融炉心
の冷却 

低圧代替注水系（可搬型） 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷却に記載 

第 48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

代替原子炉
補機冷却系
による除熱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［
主
要
設
備
］ 

熱交換器ユニット 可搬型重大事故防止設備 － － － － － 

 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） 可搬型重大事故防止設備 － － － － － 

 

［
附
属
設
備
］ 

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 可搬型重大事故防止設備 － － － － － 

 

［
流
路
］ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
原子炉建屋 
タービン建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ － 

 
 

残留熱除去系 熱交換器 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

ホース 可搬型重大事故防止設備 － － － － －  

［
水
源
］ 

非常用取水設備 
・海水貯留堰 
・スクリーン室 
・取水路 

その他の設備に記載 
（うち，重大事故防止設備） 

［
電
源
設
備
］ 

（
燃
料
補
給
設
備
を
含
む
） 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

［
計
装
設
備
］ 

ドライウェル雰囲気温度 

５８条に記載 
サプレッション・チェンバ気体温度 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

格納容器圧
力逃がし装
置による原
子炉格納容
器内の減圧
及び除熱 

［
主
要
設
備
］ 

フィルタ装置 

５０条に記載 
（うち，重大事故防止設備） 

よう素フィルタ 

ラプチャーディスク 

［
附
属
設
備
］ 

ドレン移送ポンプ 

５０条に記載 
（うち，重大事故防止設備） 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

可搬型窒素供給装置 
５２条に記載 

スクラバ水 pH 制御設備 

５０条に記載 
（うち，重大事故防止設備） 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） ５６条に記載 

［
排
出
元
］ 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真
空破壊弁を含む） 

その他の設備に記載 

［
水
源
］ 

防火水槽 

５６条に記載 

淡水貯水池 

［
流
路
］ 

不活性ガス系 配管・弁 

５０条に記載 
（うち，重大事故防止設備） 

耐圧強化ベント系 配管・弁 

格納容器圧力逃がし装置 配管 ・弁  

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 

ホース・接続口 

［
電
源
設
備
］ 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ(4kL) 

代替所内電気設備 
・緊急用断路器 
・緊急用電源切替箱断路器 
・緊急用電源切替箱接続装置 
・AM 用動力変圧器 
・AM 用 MCC 
・AM 用切替盤 
・AM 用操作盤 
・非常用高圧母線 C 系 
・非常用高圧母線 D 系 

常設代替直流電源設備 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・AM 用直流 125V 充電器 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

格納容器圧
力逃がし装
置による原
子炉格納容
器内の減圧
及び除熱（つ
づき） 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

可搬型直流電源設備 
・電源車 
・AM 用直流 125V 充電器 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

常設代替直流電源設備への給電のための設備 
・常設代替交流電源設備 
・可搬型代替交流電源設備 

［
計
装
設
備
］ 

フィルタ装置水位 

５８条に記載 

フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

フィルタ装置スクラバ水 pH 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

ドレンタンク水位 

遠隔空気作動弁操作用ボンベ出口圧力 

耐圧強化ベ
ント系によ
る原子炉格
納容器内の
減圧及び除
熱 

［
附
属
設
備
］ 

遠隔手動弁操作設備 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

※ 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 

※ 

［
排
出
元
］ 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真
空破壊弁を含む） 

その他の設備に記載 

［
流
路
］ 

不活性ガス系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
※ 

耐圧強化ベント系 (W/W) 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
※ 

耐圧強化ベント系 (D/W) 配管・弁 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
※ 

非常用ガス処理系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
※ 

主排気筒 (内筒) 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

建物・構築物等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ 
〇 

（主排気筒） 
※ 

［
電
源
設
備
］

（
電
路
含
む
） 

常設代替交流電源備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

※：48 条の耐圧強化ベントは「防止」の分類であるが，W/W ラインの耐圧強化ベントは 52 条の代替循環冷却系の使用時に水素排出で用いるため，「緩和」も有している。 

資料上の整理として，W/W ラインの耐圧強化ベントは 48 条に記載したため，「常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備」に分類。 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

耐圧強化ベ
ント系によ
る原子炉格
納容器内の
減圧及び除
熱（つづき） 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

代替所内電気設備 

・緊急用断路器 

・緊急用電源切替箱断路器 

・緊急用電源切替箱接続装置 

・AM 用動力変圧器 

・AM 用 MCC  

・AM 用切替盤 

・AM 用操作盤 

・非常用高圧母線 C 系 

・非常用高圧母線 D 系 

常設代替直流電源設備 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・AM 用直流 125V 充電器 

可搬型直流電源設備 
・電源車 
・AM 用直流 125V 充電器 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

常設代替直流電源設備への給電のための設備 
・常設代替交流電源設備 
・可搬型代替交流電源設備 

［
計
装
設
備
］ 

ドライウェル雰囲気温度 

５８条に記載 

サプレッション・チェンバ気体温度 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

耐圧強化ベント系放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

原子炉停止
時冷却 ［

主
要 

設
備
］ 

残留熱除去系ポンプ 

４７条に記載 

残留熱除去系熱交換器 

［
流
路
］ 

残留熱除去系 配管・弁・スパージャ 

給水系 配管・弁・スパージャ 

［
注
水
先
］ 

原子炉圧力容器 その他設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

残留熱除去系系統流量 

５８条に記載 残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

格納容器ス
プレイ冷却 ［

主
要
設
備
］ 

残留熱除去系ポンプ 

４９条に記載 

残留熱除去系熱交換器 

［
水
源
］ 

サプレッション・チェンバ ５６条に記載 

[

流
路] 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

４９条に記載 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

［
注
水
先
］ 

原子炉格納容器 その他設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

残留熱除去系系統流量 

５８条に記載 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 

格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ） 

サプレッシ
ョン・チェン
バ・プール水
冷却 

［
主
要
設
備
］ 

残留熱除去系ポンプ 

４９条に記載 

残留熱除去系熱交換器 

［
水
源
］ 

サプレッション・チェンバ ５６条に記載 

［
流
路
］ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ ４９条に記載 

［
注
水
先
］ 

原子炉格納容器 その他の設備に記載 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

サプレッシ
ョン・チェン
バ・プール水
冷却（つづ
き） 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

残留熱除去系系統流量 

５８条に記載 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

原子炉補機
冷却系 
 
 
 
 
 
 
 
 

［
主
要 

設
備
］ 

原子炉補機冷却水ポンプ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

タービン建屋 Ｓｓ － 
 

原子炉補機冷却海水ポンプ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

タービン建屋 Ｓｓ － 
 

原子炉補機冷却水系 熱交換器 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

タービン建屋 Ｓｓ － 
 

［
水
源
］ 

非常用取水設備 
・海水貯留堰 
・スクリーン室 
・取水路 
・補機冷却用海水取水路 
・補機冷却用海水取水漕 

その他の設備に記載 

［
流
路
］ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ  常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

原子炉建屋 
タービン建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
 
 

原子炉補機冷却系 サージタンク 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装 

設
備
］ 

原子炉補機冷却水系系統流量  

５８条に記載 
残留熱除去系交換器入口冷却水流量 

RCW サージタンク水位 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却水温度 

非常用取水
設備 ［

流
路
］ 

海水貯留堰 

その他の設備に記載 

スクリーン室 

取水路 

補機冷却用海水取水路 

補機冷却用海水取水槽 

第 49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

代替格納容
器スプレイ
冷却系（常
設）による原
子炉格納容
器内の冷却 

［
主
要 

設
備
］ 

復水移送ポンプ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

廃棄物処理建屋 Ｓｓ － 

 

［
水
源
］ 

復水貯蔵槽 ５６条に記載 

［
流
路
］ 

復水補給水系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
 

残留熱除去系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

格納容器スプレイ・ヘッダ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

高圧炉心注水系 配管・弁 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

廃棄物処理建屋 Ｓｓ － 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

代替格納容
器スプレイ
冷却系（常
設）による原
子炉格納容
器内の冷却
（つづき） 

［
注
水
先
］ 

原子炉格納容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

代替所内電気設備 
・緊急用断路器 
・緊急用電源切替箱断路器 
・緊急用電源切替箱接続装置 
・AM 用動力変圧器 
・AM 用 MCC 
・AM 用切替盤 
・AM 用操作盤 
・非常用高圧母線 C 系 
・非常用高圧母線 D 系 

［
計
装
設
備
］ 

復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

５８条に記載 

復水移送ポンプ吐出圧力 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

代替格納容
器スプレイ
冷却系（可搬
型）による原
子炉格納容
器内の冷却 

［
主
要
設
備
］ 

可搬型代替注入ポンプ（A-2級） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 

 

［
水
源
］ 

防火水槽 

５６条に記載 

淡水貯水池 

［
流
路
］ 

復水補給水系配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
 

残留熱除去系配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

格納容器スプレイ・ヘッダ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

ホース・接続口 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

代替格納容
器スプレイ
冷却系（可搬
型）による原
子炉格納容
器内の冷却
（つづき） 

［
注
水
先
］ 

原子炉格納容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

代替所内電気設備 
・緊急用断路器 
・緊急用電源切替箱断路器 
・緊急用電源切替箱接続装置 
・AM 用動力変圧器 
・AM 用 MCC 
・AM 用切替盤 
・AM 用操作盤 
・非常用高圧母線 C 系 
・非常用高圧母線 D 系 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

格納容器ス
プレイ冷却
系による原
子炉格納容
器内の冷却 

［
主
要 

設
備
］ 

残留熱除去系ポンプ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

残留熱除去系熱交換器 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
水
源
］ 

サプレッション・チェンバ ５６条に記載 

［
流
路
］ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

格納容器スプレイ・ヘッダ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
※ 

［
注
水
先
］ 

原子炉格納容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

残留熱除去系系統流量 

５８条に記載 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 

格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ） 

※格納容器スプレイ・ヘッダは 代替格納容器スプレイでも使用するため「常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備」とし，他の設備は「常設重大事故防止設備（設計基準拡張）」とする。 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

サプレッシ
ョン・チェン
バ・プール水
の冷却 

［
主
要 

設
備
］ 

残留熱除去系ポンプ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

残留熱除去系熱交換器 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
水
源
］ 

サプレッション・チェンバ ５６条に記載 

［
流
路
］ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
注
水

先
］ 

原子炉格納容器 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

残留熱除去系系統流量 

５８条に記載 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

原子炉補機
冷却系 

［
主
要 

設
備
］ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

４８条に記載 原子炉補機冷却水系熱交換器 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

[

水
源] 

非常用取水設備 
・海水貯留堰 
・スクリーン室 
・取水路 
・補機冷却用海水取水路 
・補機冷却用海水取水漕 

その他の設備に記載 

［
流
路
］ 

原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ 

４８条に記載 

原子炉補機冷却系サージタンク 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

原子炉補機冷却水系系統流量 

５８条に記載 

残留熱除去系交換器入口冷却水流量 

RCW サージタンク水位 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却水温度 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

非常用取水
設備 

［
流
路
］ 

海水貯留堰 

その他の設備に記載 
（ただし，本条文においては，海水貯留堰，スクリーン室，取水路は，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）である補機冷却用海水取水路， 

補機冷却用海水取水槽に海水を供給するための流路） 

スクリーン室 

取水路 

補機冷却用海水取水路 

補機冷却用海水取水槽 

第 50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

格納容器圧
力逃がし装
置による原
子炉格納容
器内の減圧
及び除熱 

［
主
要
設
備
］ 

フィルタ装置 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ － 
 

よう素フィルタ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ － 
 

ラプチャーディスク 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 
原子炉建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

［
附
属
設
備
］ 

ドレン移送ポンプ  
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ － 
 

ドレンタンク 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ － 
 

遠隔手動弁操作設備 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

可搬型窒素供給装置  ５２条に記載 

スクラバ水 pH 制御設備 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

フィルタベント遮蔽壁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

建物・構築物等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ 〇 
 

配管遮蔽 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 
格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ － 
 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） ５６条に記載 

［
排
出
元
］ 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真
空破壊弁を含む） その他の設備に記載 

[

水
源] 

防火水槽 

５６条に記載 

淡水貯水池 

［
流
路
］ 

不活性ガス系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

耐圧強化ベント系 配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 
タービン建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

格納容器圧力逃がし装置 配管 ・弁  
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 
格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

ホース・接続口 可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

［
電
源
設
備
］ 

 

常設代替交流電源備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

格納容器圧
力逃がし装
置による原
子炉格納容
器内の減圧
及び除熱（つ
づき） 

［
電
源
設
備
］ 

 

代替所内電気設備 
・緊急用断路器 
・緊急用電源切替箱断路器 
・緊急用電源切替箱接続装置 
・AM 用動力変圧器 
・AM 用 MCC 
・AM 用切替盤 
・AM 用操作盤 
・非常用高圧母線 C 系 
・非常用高圧母線 D 系 

 

格納容器圧
力逃がし装
置による原
子炉格納容
器内の減圧
及び除熱（つ
づき） 

［
電
源
設
備
］ 

（
電
路
含
む
） 

常設代替直流電源設備 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・AM 用直流 125V 充電器 

５７条に記載 

可搬型直流電源設備 
・電源車 
・AM 用直流 125V 充電器 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

常設代替直流電源設備への給電のための設備 
・常設代替交流電源設備 
・可搬型代替交流電源設備 

［
計
装
設
備
］ 

フィルタ装置水位 

５８条に記載 

フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

フィルタ装置スクラバ水 pH  

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

ドレンタンク水位 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力 

代替循環冷
却系による
原子炉格納
容器内の減
圧及び除熱 

［
主
要 

設
備
］ 

復水移送ポンプ 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 廃棄物処理建屋 Ｓｓ －  

残留熱除去系 熱交換器 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ －  

熱交換器ユニット 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

大容量送水車（熱交換器ユニット用） 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

［
附
属 

設
備
］ 

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 
 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 
 

［
水
源
］ 

サプレッション・チェンバ 

５６条に記載 防火水槽 

淡水貯水池 

非常用取水設備 
・海水貯留堰 
・スクリーン室 
・取水路 

その他の設備に記載 

［
流
路
］ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 
タービン建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ － 

 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ポンプ 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

高圧炉心注水系 配管・弁 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当， 
－：該当なし) 

備 考 
適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 

検討用 
地震動 

代替循環冷
却系による
原子炉格納
容器内の減
圧及び除熱
（つづき） 

［
流
路
］ 

復水補給水系 配管・弁 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ － 

 

給水系 配管・弁・スパージャ 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

格納容器スプレイ・ヘッダ 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

ホース 可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 
 

［
注
水
先
］ 

原子炉圧力容器 

その他の設備に記載（うち，重大事故防止設備） 

原子炉格納容器 

［
電
源
設
備
］ 

（
燃
料
補
給
設
備
を
含
む
） 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL ） 

代替所内電気設備 
・緊急用断路器 
・緊急用電源切替箱断路器 
・緊急用電源切替箱接続装置 
・AM 用動力変圧器 
・AM 用 MCC 
・AM 用切替盤 
・AM 用操作盤 
・非常用高圧母線 C 系 
・非常用高圧母線 D 系 

燃料補給設備  
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

［
計
装
設
備
］ 

復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量） 

５８条に記載 

復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） 

復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

復水移送ポンプ吐出圧力 

復水補給水系温度（代替循環冷却） 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

格納容器下部水位 

ドライウェル雰囲気温度 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

第 51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

格納容器下
部注水系（常
設）による原
子炉格納容
器下部への
注水 

［
主
要
設
備
］ 

復水移送ポンプ 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 廃棄物処理建屋 Ｓｓ － 

 

コリウムシールド 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
水
源
］ 

復水貯蔵槽 ５６条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

［
流
路
］ 

復水補給水系 配管・弁 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 

廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

高圧炉心注水系 配管・弁 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 廃棄物処理建屋 Ｓｓ － 
 

［
注
水
先
］ 

原子炉格納容器 その他の設備に記載（うち，重大事故緩和設備） 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

常設代替交流電源設備 

・第一ガスタービン発電機 

・軽油タンク 

・タンクローリ（16kL） 

・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 

・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 

・電源車 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

代替所内電気設備 

・緊急用断路器 

・緊急用電源切替箱断路器 

・緊急用電源切替箱接続装置 

・AM 用動力変圧器 

・AM 用 MCC 

・AM 用切替盤 
・AM 用操作盤 

・非常用高圧母線 C 系 

・非常用高圧母線 D 系 

［
計
装
設
備
］ 

復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

５８条に記載 

復水移送ポンプ吐出圧力 

格納容器下部水位 

ドライウェル雰囲気温度 

格納容器下
部注水系（可
搬型）による
原子炉格納
容器下部へ
の注水 

［
主
要
設
備
］ 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 

 

コリウムシールド 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
水
源
］ 

防火水槽 

５６条に記載 

淡水貯水池 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

格納容器下
部注水系（可
搬型）による
原子炉格納
容器下部へ
の注水（つづ
き） 

［
流
路
］ 

復水補給水系 配管・弁 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 

 

ホース・接続口 可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 

 

［
注
水
先
］ 

原子炉格納容器 その他の設備に記載（うち，重大事故緩和設備） 

［
電
源
設
備
］（
燃
料
補
給
設
備
を
含
む
） 

常設代替交流電源設備 

・第一ガスタービン発電機 

・軽油タンク 

・タンクローリ（16kL） 

・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 

・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 

・電源車 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

代替所内電気設備 

・緊急用断路器 

・緊急用電源切替箱断路器 

・緊急用電源切替箱接続装置 
・AM 用動力変圧器 

・AM 用 MCC 

・AM 用切替盤 

・AM 用操作盤 

・非常用高圧母線 C 系 

・非常用高圧母線 D 系 

燃料補給設備 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

溶融炉心の
落下遅延及
び防止 

 

高圧代替注水系 ４５条に記載 

ほう酸水注入系 ４４条に記載 

低圧代替注水系（常設） 

４７条に記載 

低圧代替注水系（可搬型） 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

第 52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

格納容器圧
力逃がし装
置による原
子炉格納容
器内の水素
ガス及び酸
素ガスの排
出 
（代替循環
冷却系実施
時の格納容
器内の可燃
性ガスの排
出を含む） 

［
主
要
設
備
］ 

フィルタ装置 

５０条に記載（うち，重大事故緩和設備） よう素フィルタ 

ラプチャーディスク 

フィルタ装置出口放射線モニタ 
５８条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 
フィルタ装置水素濃度 

［
附
属
設
備
］ 

ドレン移送ポンプ 

５０条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

可搬型窒素供給装置 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出に記載 

スクラバ水 pH 制御設備 

５０条に記載（うち，重大事故緩和設備） フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） ５６条に記載 

［
排
出

元
］ 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，
真空破壊弁を含む） 

その他の設備に記載 

[

水
源] 

防火水槽 

５６条に記載 

淡水貯水池 

［
流
路
］ 

不活性ガス系 配管・弁 

５０条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

耐圧強化ベント系 配管・弁 

格納容器圧力逃がし装置 配管・弁 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 

ホース・接続口 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

格納容器圧
力逃がし装
置による原
子炉格納容
器内の水素
ガス及び酸
素ガスの排
出 
（代替循環
冷却系実施
時の格納容
器内の可燃
性ガスの排
出を含む）
（つづき） 
 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

常設代替交流電源設備 

・第一ガスタービン発電機 

・軽油タンク 

・タンクローリ（16kL） 

・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 

・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 

・電源車 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

代替所内電気設備 

・緊急用断路器 

・緊急用電源切替箱断路器 

・緊急用電源切替箱接続装置 

・AM 用動力変圧器 

・AM 用 MCC 

・AM 用切替盤 

・AM 用操作盤 

・非常用高圧母線 C 系 

・非常用高圧母線 D 系 

常設代替直流電源設備 

・AM 用直流 125V 蓄電池 

・AM 用直流 125V 充電器 

可搬型直流電源設備 

・電源車 

・AM 用直流 125V 充電器 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

常設代替直流電源設備への給電設備 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

［
計
装
設
備
］ 

フィルタ装置水位 

５８条に記載 

フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

フィルタ装置スクラバ水 pH 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

ドレンタンク水位 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

耐圧強化ベ
ント系によ
る原子炉格
納容器内の
水素ガス及
び酸素ガス
の排出 
（代替循環
冷却系実施
時の格納容
器内の可燃
性ガスの排
出を含む） 

［
主
要 

設
備
］ 

可搬型窒素供給装置 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

サプレッション・チェンバ 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ －  

耐圧強化ベント系放射線モニタ 
５８条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

フィルタ装置水素濃度 

［
附
属

設
備
］ 

遠隔手動弁操作設備 

４８条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

［
流
路
］ 

不活性ガス系 配管・弁 

耐圧強化ベント系（W/W） 配管・弁 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 

非常用ガス処理系 配管・弁 

主排気筒（内筒） 

ホース・接続口 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

［
排
出
元
］ 

原子炉格納容器（真空破壊弁を含む） その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

常設代替交流電源設備 

・第一ガスタービン発電機 

・軽油タンク 

・タンクローリ（16kL） 

・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 

・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 

・電源車 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

代替所内電気設備 

・緊急用断路器 

・緊急用電源切替箱断路器 

・緊急用電源切替箱接続装置 

・AM 用動力変圧器 

・AM 用 MCC 

・AM 用切替盤 

・AM 用操作盤 

・非常用高圧母線 C 系 

・非常用高圧母線 D 系 

常設代替直流電源設備 

・AM 用直流 125V 蓄電池 

・AM 用直流 125V 充電器 

可搬型直流電源設備 

・電源車 

・AM 用直流 125V 充電器 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

常設代替直流電源設備への給電設備 

・常設代替交流電源設備 
・可搬型代替交流電源設備 

［
計
装 

設
備
］ 

ドライウェル雰囲気温度 

５８条に記載 
サプレッション・チェンバ気体温度 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

水素濃度及
び酸素濃度
の監視 ［

主
要
設
備
］ 

格納容器内水素濃度（SA） 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

格納容器内水素濃度 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

格納容器内酸素濃度 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

常設代替交流電源設備 

・第一ガスタービン発電機 

・軽油タンク 

・タンクローリ（16kL） 

・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 

・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 

・電源車 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

常設代替直流電源設備 

・AM 用直流 125V 蓄電池 

・AM 用直流 125V 充電器 

可搬型直流電源設備 

・電源車 

・AM 用直流 125V 充電器 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

常設代替直流電源設備への給電設備 

・常設代替交流電源設備 
・可搬型代替交流電源設備 

第 53 条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

静的触媒式
水素再結合
器による水
素濃度抑制 

［
主
要
設
備
］ 

静的触媒式水素再結合器 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

[

流
路] 

原子炉建屋原子炉区域 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

常設代替直流電源設備 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・AM 用直流 125V 充電器 

５７条に記載 

可搬型直流電源設備 

・電源車 

・AM 用直流 125V 充電器 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

常設代替直流電源設備への給電設備 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

原子炉建屋
内の水素濃
度監視 

［
主
要
設
備
］ 

原子炉建屋水素濃度 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

常設代替直流電源設備 

・AM 用直流 125V 蓄電池 

・AM 用直流 125V 充電器 

５７条に記載 

可搬型直流電源設備 

・電源車 

・AM 用直流 125V 充電器 

・軽油タンク 

・タンクローリ（4kL） 

常設代替直流電源設備への給電設備 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

第 54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

燃料プール
代替注水系
による可搬
型スプレイ
ヘッダを使
用した使用
済燃料プー
ル注水及び
スプレイ  

［
主
要
設
備
］ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

可搬型スプレイヘッダ 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

［
水
源
］ 

防火水槽 

５６条に記載 

淡水貯水池 

［
流
路
］ 

ホース ・接続口 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

燃料プール代替注水系配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
注
水
先
］ 

使用済燃料プール 
（サイフォン防止機能含む） 

その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）  

５８条に記載 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レン
ジ・低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 
（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷
装置を含む） 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

燃料プール
代替注水系
による常設
スプレイヘ
ッダを使用
した使用済
燃料プール
注水及びス
プレイ  

［
主
要
設
備
］ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

常設スプレイヘッダ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
水
源
］ 

防火水槽 

５６条に記載 

淡水貯水池 

［
流
路
］ 

ホース ・接続口 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

燃料プール代替注水系配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
注
水
先
］ 

使用済燃料プール 
（サイフォン防止機能含む） 

その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］ 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）  

５８条に記載 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レン
ジ・低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 
（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷
装置も含む） 

重大事故等
時における
使用済燃料
プールの除
熱 
 

［
主
要
設
備
］ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

燃料プール冷却浄化系熱交換器 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

熱交換器ユニット 可搬型重大事故防止設備 － － － － － 
 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） 可搬型重大事故防止設備 － － － － － 
 

［
附
属
設
備
］ 

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 可搬型重大事故防止設備 － － － － － 

 

［
水
源
］ 

使用済燃料プール その他の設備に記載 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

重大事故等
時における
使用済燃料
プールの除
熱（つづき） 

［
流
路
］ 

原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
原子炉建屋 
タービン建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－  

燃料プール冷却浄化系配管・弁  常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

燃料プール冷却浄化系ディフューザ 常設耐震重要重大事故防止設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

ホース 可搬型重大事故防止設備 － － － － － 
 

海水貯留堰 

その他の設備に記載（うち，重大事故防止設備） スクリーン室 

取水路 

［
注
水
先
］ 

使用済燃料プール その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

［
計
装
設
備
］ 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

５８条に記載 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

大気への放
射性物質の
拡散抑制 

［
主
要
設
備
］ 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用） 

５５条に記載 

放水砲 

［
流
路
］ 

ホース 

［
電
源
設
備
］ 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

使用済燃料
プールの監
視 
 
 
 
 
 
 
 
 

［
主
要
設
備
］ 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）  
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ （高レ
ンジ・低レンジ）  

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 
（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷
装置を含む） 

常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

所内蓄電式直流源設備 
・直流 125V 蓄電池 A 
・直流 125V 蓄電池 A-2 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・直流 125V 充電器 A 
・直流 125V 充電器 A-2 
・AM 用直流 125V 充電器 

可搬型直流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL）） 
・AM 用直流 125V 充電器 

所内蓄電池式直流電源設備への給電のため
の設備 
・常設代替交流電源備 
・可搬型代替交流電源設備 

第 55 条 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

大気への放
射性物質の
拡散抑制 

［
主
要
設
備
］ 

大容量送水車 
（原子炉建屋放水設備用） 

可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 

 

放水砲 可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 

 

［
流
路
］ 

ホース 可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 

 

［
電
源
設
備
］ 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 



第 1 表 SA 設備の整理結果 

 

39-添 1-34 

 

ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

海洋への放
射性物質の
拡散抑制 

［
主
要
設
備
］ 

放射性物質吸着材 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

汚濁防止膜 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

小型船舶（汚濁防止膜設置用） 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

［
電
源
設
備
］ 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

航空機燃料
火災への泡
消火 

［
主
要
設
備
］ 

大容量送水車 
（原子炉建屋放水設備用） 

可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

放水砲 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

泡原液搬送車 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

泡原液混合装置 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

［
流
路
］ 

ホース 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

［
電
源
設
備
］ 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

第 56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

重大事故等
収束のため
の水源 

［
主
要
設
備
］ 

復水貯蔵槽 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

建物・構築物等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

廃棄物処理建屋 Ｓｓ 〇 

※ 

サプレッション・チェンバ 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

※ 

ほう酸水注入系貯蔵タンク ４４条に記載 

防火水槽 －（代替淡水源） 

淡水貯水池 －（代替淡水源） 

［
計
装
設
備
］ 

復水貯蔵槽水位（ＳＡ） 

５８条に記載 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

水の供給 
 ［

主
要
設
備
］ 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 

 

大容量送水車（海水取水用） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 

 

※水源としてのサプレッション・チェンバは，代替循環冷却のみ使用するため，「緩和」と整理。復水貯蔵槽及びその補給は「常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備」（条文では「重大事故等の収束に必要となる」としか記載されていないため，設備

の用途で分類を整理） 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

水の供給（つ
づき） 

［
流
路
］ 

ホース・接続口 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

CSP 外部補給配管・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

廃棄物処理建屋 Ｓｓ － 
 

ホース 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

海水貯留堰 

その他の設備に記載 スクリーン室 

取水路 

［
電
源
設
備
］ 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

［
計
装
設
備
］ 

復水貯蔵槽水位（ＳＡ） ５８条に記載 

第 57 条 電源設備 

可搬型代替
交流電源設
備による給
電 

［
主
要
設
備
］ 

電源車 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

軽油タンク 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 
 

タンクローリ（4kL） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

［
燃
料
流
路
］ 

軽油タンク出口ノズル・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 

 

ホース 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 

 

［
電
路
］ 

電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ － － － － 

 

緊急用電源切替箱接続装置～非常用高圧母
線 C 系及び D 系電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

電源車～動力変圧器 C 系電路 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ － － － － 

 

動力変圧器 C 系～非常用高圧母線 C 系及び

D 系電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

緊急用電源切替箱接続装置～AM 用 MCC 電
路 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 

タービン建屋 

コントロール建屋 

廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

－ 

 

電源車～AM 用動力変圧器電路 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ － － － － 

 

AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

[

計
装
設
備] 

M/C C 電圧 

５８条に記載 M/C D 電圧 

第一 GTG 発電機電圧 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

可搬型代替
交流電源設
備による代
替原子炉補
機冷却系へ
の給電 

［
主
要

設
備
］ 

電源車 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 

 

［
電
路
］ 

電源車～代替原子炉補機冷却系電路 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ － － － － 

 

常設代替交
流電源設備
による給電 

［
主
要
設
備
］ 

第一ガスタービン発電機 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

第一ガスタービン発電
機基礎 

Ｓｓ － 
 

軽油タンク 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 
 

タンクローリ（16kL） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

第一ガスタービン発電
機用燃料タンク基礎 

Ｓｓ － 
 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

第一ガスタービン発電
機用燃料タンク基礎 

Ｓｓ － 
 

［
燃
料
流
路
］ 

軽油タンク出口ノズル・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 
 

ホース 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・
弁 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

第一ガスタービン発電
機基礎 
第一ガスタービン発電
機用燃料タンク基礎 

Ｓｓ 
 

Ｓｓ 
 

－ 

 

［
電
路
］ 

第一ガスタービン発電機～非常用高圧母線C

系及び D 系電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

第一ガスタービン発電
機基礎 

原子炉建屋 

タービン建屋 

コントロール建屋 

Ｓｓ 

 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

－ 

 

第一ガスタービン発電機～AM 用 MCC 電路 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

第一ガスタービン発電

機基礎 

原子炉建屋 

タービン建屋 

コントロール建屋 

廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 

 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

－ 

 

[

計
装
設
備] 

M/C C 電圧 

５８条に記載 

M/C D 電圧 

所内蓄電式
直流電源設
備による給
電 
 

［
主
要
設
備
］ 

直流 125V 蓄電池 A 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ － 

 

直流 125V 蓄電池 A-2 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ － 

 

AM 用直流 125V 蓄電池 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

直流 125V 充電器 A 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ － 

 

直流 125V 充電器 A-2 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ － 

 

AM 用直流 125V 充電器 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

所内蓄電式
直流電源設
備による給
電（つづき） 

［
電
路
］ 

直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母線電

路 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 

コントロール建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流母線
電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 

コントロール建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直流母
線電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 

コントロール建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

[

計
装
設
備] 

M/C C 電圧 

５８条に記載 

M/C D 電圧 

P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A 電圧 

直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧 

常設代替直
流電源設備
による給電 

［
主
要
設
備
］ 

AM 用直流 125V 蓄電池 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

AM 用直流 125V 充電器 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

［
電
路
］ 

AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直流母

線電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 

コントロール建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

[

計
装

設
備] 

P/C C-1 電圧 
５８条に記載 

P/C D-1 電圧 

可搬型直流
電源設備に
よる給電 

［
主
要
設
備
］ 

電源車 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

AM 用直流 125V 充電器 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

軽油タンク 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 
 

タンクローリ（4kL） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

［
燃
料
経
路
］ 

軽油タンク出口ノズル・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 

 

ホース 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 

 

［
電
路
］ 

電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ － － － － 

 

緊急用電源切替箱接続装置～直流母線電路 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 

コントロール建屋 

タービン建屋 

廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

Ｓｓ 

－ 

 

電源車～AM 用動力変圧器電路 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ － － － － 

 

AM 用動力変圧器～直流母線電路 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

[

計
装
設
備] 

直流 125V 主母線盤 A 電圧 

５８条に記載 直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧 

AM 用直流 125V 充電器盤蓄電池電圧 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

号炉間電力
融通ケーブ
ルによる給
電 

［
主
要
設
備
］ 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ － － － － 

 

［
電
路
］ 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～非常用高
圧母線 C 系及び D 系電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 

コントロール建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～緊急用

電源切替箱接続装置電路 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ － － － － 

 

緊急用電源切替箱接続装置電路～非常用高

圧母線 C 系及び D 系電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 

コントロール建屋 

Ｓｓ 

Ｓｓ 
－ 

 

[

計
装
設
備] 

M/C C 電圧 

５８条に記載 

M/C D 電圧 

非常用 D/G(A)発電機電圧（他号炉） 

非常用 D/G(B)発電機電圧（他号炉） 

非常用 D/G(A)発電機電力（他号炉） 

非常用 D/G(B)発電機電力（他号炉） 

非常用 D/G(A)発電機周波数（他号炉） 

非常用 D/G(B)発電機周波数（他号炉） 

第一 GTG 発電機電圧 

代替所内電
気設備によ
る給電 

［
主
要
設
備
］ 

緊急用断路器 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

第一ガスタービン発電

機基礎 
Ｓｓ － 

 

緊急用電源切替箱断路器 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ － 

 

緊急用電源切替箱接続装置 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

AM 用動力変圧器 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

AM 用 MCC 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

AM 用切替盤 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

AM 用操作盤 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

非常用高圧母線 C 系 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

非常用高圧母線 D 系 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

[

計
装
設
備] 

M/C C 電圧 

５８条に記載 

M/C D 電圧 

P/C C-1 電圧 

P/C C-1 電圧 

第一 GTG 発電機電圧 

電源車電圧 

電源車周波数 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

非常用交流
電源設備 

［
主
要
設
備
］ 

非常用ディーゼル発電機 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

機器・配管等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

燃料移送ポンプ 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

機器・配管等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 
 

軽油タンク 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
機器・配管等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 
 

燃料ディタンク 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

機器・配管等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
燃
料
経
路
］ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 機器・配管等の支持構造物 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

原子炉建屋 
燃料移送系配管ダクト 
軽油タンク基礎 

Ｓｓ 
Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 

 

［
電
路
］ 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線
電路 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

[

計
装
設
備] 

M/C C 電圧 

５８条に記載 M/C D 電圧 

M/C E 電圧 

非常用直流
電源設備 

［
主
要
設
備
］ 

直流 125V 蓄電池 A 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

直流 125V 蓄電池 A-2 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

直流 125V 蓄電池 B 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

直流 125V 蓄電池 C 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
電気計装設備等の支持構造物 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
コントロール建屋 Ｓｓ － 

 

直流 125V 蓄電池 D 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
電気計装設備等の支持構造物 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
コントロール建屋 Ｓｓ － 

 

直流 125V 充電器 A 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

直流 125V 充電器 A-2 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

直流 125V 充電器 B 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

直流 125V 充電器 C 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

直流 125V 充電器 D 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
電気計装設備等の支持構造物 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
コントロール建屋 Ｓｓ －  

［
電
路
］ 

直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母線電
路 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流母線
電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直流母線電
路 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直流母線電
路 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直流母線電
路 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

[

計
装
設
備] 

M/C C 電圧 

５８条に記載 M/C D 電圧 

M/C E 電圧 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

燃料補給設
備 ［

主
要
設
備
］ 

軽油タンク  
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 
 

タンクローリ（4kL） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

［
燃
料
経
路
］ 

軽油タンク出口ノズル・弁 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 
 

ホース 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

第 58 条 計装設備 

原子炉圧力
容器内の温
度 

［
主
要
設
備
］ 

原子炉圧力容器温度 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

原子炉圧力
容器内の圧
力 

［
主
要
設
備
］ 

原子炉圧力 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

原子炉圧力（SA） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

原子炉圧力
容器内の水
位 

［
主
要
設
備
］ 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

原子炉水位（SA） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

原子炉圧力
容器への注
水量 

［
主
要
設
備
］ 

高圧代替注水系系統流量 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
45条 高圧代替注
水系 

復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量）
復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
47条 低圧代替注
水系等 
 

原子炉隔離時冷却系系統流量 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
45条 原子炉隔離
時冷却系 

高圧炉心注水系系統流量 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
45条 高圧炉心注
水系 

残留熱除去系系統流量 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
47条 残留熱除去
系等 

原子炉格納
容器への注
水量 

［
主
要
設
備
］ 

復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
47条 低圧代替注
水系（常設）による
原子炉の冷却等 

復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

50条 代替循環冷
却系による原子炉
格納容器内の減圧
及び除熱等 

原子炉格納
容器内の温
度 ［

主
要
設
備
］ 

ドライウェル雰囲気温度 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

サプレッション・チェンバ気体温度 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

サプレッション・チェンバ・プール水温度  
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

原子炉格納
容器内の圧
力 

［
主
要
設
備
］ 

格納容器内圧力（D/W） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

格納容器内圧力（S/C） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

原子炉格納
容器内の水
位 

［
主
要
設
備
］ 

サプレッション・チェンバ・プール水位 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
49条 代替格納容
器スプレイ冷却系
等 

格納容器下部水位 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
50条 代替循環冷
却系等 

原子炉格納
容器内の水
素濃度 

［
主
要
設
備
］ 

格納容器内水素濃度 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

格納容器内水素濃度（SA） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

原子炉格納
容器内の放
射線量率 

［
主
要
設
備
］ 

格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

未臨界の維
持又は監視 ［

主
要
設
備
］ 

起動領域モニタ 常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

平均出力領域モニタ 常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

最終ヒート
シンクの確
保（代替循環
冷却系） 

［
主
要
設
備
］ 

サプレッション・チェンバ・プール水温度  
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

48条 サプレッシ
ョン・チェンバ・プ
ール水冷却等 

復水補給水系温度（代替循環冷却） 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

50条 代替循環冷
却系による原子炉
格納容器内の減圧
及び除熱 

復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

47条 低圧代替注
水系等 
 

復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
47条 低圧代替注
水系等 
 

復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

50条 代替循環冷
却系による原子炉
格納容器内の減圧
及び除熱等 

最終ヒート
シンクの確
保（格納容器
圧力逃がし
装置） 

［
主
要
設
備
］ 

フィルタ装置水位 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ － 
 

フィルタ装置入口圧力 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

フィルタ装置出口放射線モニタ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

フィルタ装置水素濃度 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ － 
 

フィルタ装置スクラバ水 pH 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ － 
 

最終ヒート
シンクの確
保（耐圧強化
ベント系） 

［
主
要
設
備
］ 

耐圧強化ベント系放射線モニタ 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

フィルタ装置水素濃度 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

最終ヒート
シンクの確
保（残留熱除
去系） 

［
主
要
設
備
］ 

残留熱除去系熱交換器入口温度 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

残留熱除去系熱交換器出口温度 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

残留熱除去系系統流量 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

格納容器バ
イパスの監
視（原子炉圧
力容器内の
状態） 

［
主
要
設
備
］ 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

原子炉水位（SA） 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

原子炉圧力 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

原子炉圧力（SA） 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

格納容器バ
イパスの監
視（原子炉格
納容器内の
状態） 

［
主
要
設
備
］ 

ドライウェル雰囲気温度 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

格納容器内圧力（D/W） 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
電気計装設備等の支持構造物 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

格納容器バ
イパスの監
視（原子炉建
屋内の状態） 

［
主
要
設
備
］ 

高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

水源の確保 
［
主
要
設
備
］ 

復水貯蔵槽水位（SA） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

廃棄物処理建屋 Ｓｓ － 
 

サプレッション・チェンバ・プール水位 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

原子炉建屋
内の水素濃
度 

［
主
要
設
備
］ 

原子炉建屋水素濃度 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

原子炉格納
容器内の酸
素濃度 

［
主
要
設
備
］ 

格納容器内酸素濃度 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

 

使用済燃料
プールの監
視 

［
主
要
設
備
］ 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ 
（高レンジ・低レンジ） 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 
（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ空冷装
置を含む） 

常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

発電所内の
通信連絡 ［

主
要
設
備
］ 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
５号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 

 

温度，圧力，
水位，注水量
の計測・監視 

［
主
要
設
備
］ 

可搬型計測器 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

温度，圧力，
水位，注水量
の計測・監視
（つづき） 

［
電
源
設
備
］ 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

代替所内電気設備 
・緊急用断路器 
・緊急用電源切替箱断路器 
・緊急用電源切替箱接続装置 
・AM 用動力変圧器 
・AM 用 MCC 
・AM 用切替盤 
・AM 用操作盤 
・非常用高圧母線 C 系 
・非常用高圧母線 D 系 

所内蓄電式直流電源設備 
・直流 125V 蓄電池 A 
・直流 125V 蓄電池 A-2 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・直流 125V 充電器 A 
・直流 125V 充電器 A-2 
・AM 用直流 125V 充電器 

可搬型直流電源設備 
・電源車 
・AM 用直流 125V 充電器 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

非常用直流電源設備 
・直流 125V 蓄電池 A 
・直流 125V 蓄電池 A-2 
・直流 125V 蓄電池 B 
・直流 125V 蓄電池 C 
・直流 125V 蓄電池 D 

所内蓄電式直流電源設備への給電のための
設備 
・常設代替交流電源設備 
・可搬型代替交流電源設備 

非常用直流電源設備への給電のための設備 
・非常用交流電源設備 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

その他 

［
主
要
設
備
］ 

高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力 常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 
46 条逃がし安全
弁機能回復（代替
窒素供給） 

高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧

力 
常設耐震重要重大事故防止設備 電気計装設備等の支持構造物 常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉建屋 Ｓｓ － 

46 条逃がし安全
弁機能回復（代替
窒素供給） 

RCWサージタンク水位 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 原子炉建屋 Ｓｓ － 
48 条原子炉補機
冷却系 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却水温

度 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） タービン建屋 Ｓｓ － 

48 条原子炉補機
冷却系 

ドレンタンク水位 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

格納容器圧力逃がし
装置基礎 

Ｓｓ － 
50 条格納容器圧
力逃がし装置 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
原子炉建屋 Ｓｓ －  

M/C C電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ －  

M/C D電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ －  

第一 GTG発電機電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ －  

非常用 D/G発電機電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ －  

非常用 D/G発電機電力 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ －  

非常用 D/G発電機周波数 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ －  

非常用 D/G発電機電圧（他号炉） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 － － ※1 

非常用 D/G発電機電力（他号炉） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 － － ※1 

非常用 D/G発電機周波数（他号炉） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 － － ※1 

P/C C-1電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 Ｓｓ －  

P/C D-1電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

P/C C-1電圧（他号炉） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 － － ※1 

P/C D-1電圧（他号炉） 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 － － ※1 

直流 125V主母線盤 A電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

直流 125V主母線盤 B電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

直流 125V充電器盤 A-2蓄電池電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

AM用直流 125V充電器盤蓄電池電圧 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

第一 GTG発電機周波数 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

電源車電圧 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － －  

電源車周波数 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － －  

M/C E電圧 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

コントロール建屋 Ｓｓ －  

P/C E-1電圧 
常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 

コントロール建屋 Ｓｓ － ※2 

直流 125V主母線盤 C電圧 
常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
（設計基準拡張） 

コントロール建屋 Ｓｓ － ※2 

※1  耐震性の検討について他号炉設備であるため対象外とする。 

※2  45 条高圧炉心注水系による原子炉の冷却に期待する設備等のため「常設重大事故防止設備（設計基準拡張）」に分類。 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

第 59 条 原子炉制御室 

照明の確保 
［
主
要
設
備
］ 

可搬型蓄電池内蔵型照明 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 

 

［
電
源
設
備
］ 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

居住性の確
保 
 

［
主
要
設
備
］ 

中央制御室遮蔽 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

建物・構築物等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ 〇 
 

中央制御室待避室遮蔽（常設） 常設重大事故緩和設備 建物・構築物等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 コントロール建屋 Ｓｓ 〇 ※1 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型） 可搬型重大事故緩和設備 － － － － － ※1 

中央制御室可搬型陽圧化空調機 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 
※1 

無線連絡設備（常設） 
６２条に記載 

衛星電話設備（常設） 

データ表示装置（待避室） 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

コントロール建屋 － － ※2 

差圧計 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － ※2 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － ※2 

［
流
路
］
（
伝
送
路
） 

中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮設ダク
ト 

可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

中央制御室待避室陽圧化装置（配管・弁） 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 
廃棄物処理建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
※1 

中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MCR
外気取入ダンパ，MCR 非常用外気取入ダン
パ，MCR 排気ダンパ） 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

中央制御室換気空調系ダクト（MCR 外気取
入ダクト，MCR 排気ダクト） 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 Ｓｓ － 
 

無線連絡設備（常設）（屋外アンテナ） 

６２条に記載 

衛星電話設備（常設）（屋外アンテナ） 

［
電
源
設
備
］ 

常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 

５７条に記載 

※1 「中央制御室待避室遮蔽」：待避室は炉心損傷後に使用するため「常設重大事故緩和設備」に分類， 「中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）」：炉心損傷後にはじめて使用するため「可搬型重大事故緩和設備」に分類 

「中央制御室待避室陽圧化装置（配管・弁）」は炉心損傷後に使用するため「常設重大事故緩和設備」に分類 

※2 「データ表示装置（待避室）,差圧計,酸素濃度・二酸化炭素濃度計」は直接防止，緩和しないため，「可搬型重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない設備）」に分類 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

被ばく線量
の低減 ［

主
要
設
備
］ 

非常用ガス処理系排風機 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ －  

［
流
路
］ 

非常用ガス処理系フィルタ装置 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ －  

非常用ガス処理系乾燥装置 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ －  

非常用ガス処理系配管・弁 常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ －  

主排気筒（内筒） 常設重大事故緩和設備 建物・構築物等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 原子炉建屋 Ｓｓ 〇  

原子炉建屋原子炉区域 その他の設備に記載 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

非常用交流電源設備 
・非常用ディーゼル発電機 

５７条に記載 常設代替交流電源設備 
・第一ガスタービン発電機 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 

［
計
装
設
備
］ 

非常用ガス処理系排気流量 

５８条に記載 

原子炉建屋外気差圧 

第 60 条 監視測定設備 

放射線量の
代替測定 ［

主
要

設
備
］ 

可搬型モニタリングポスト 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － －  

[

流
路] 

（
伝
送
路
） 

データ処理装置［伝送路］ 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

５号炉原子炉建屋 Ｓｓ －  

放射能観測
車の代替測
定装置 ［

主
要
設
備
］ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

GM 汚染サーベイメータ 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

NaI シンチレーションサーベイメータ 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 

 

気象観測設
備の代替測
定 

［
主
要

設
備
］ 

可搬型気象観測装置 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 

 

[

流
路] 

（
伝
送
路
） 

データ処理装置［伝送路］ 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － －  
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

放射線量の
測定 

［
主
要
設
備
］ 

可搬型モニタリングポスト 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

電離箱サーベイメータ 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

小型船舶（海上モニタリング用） 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

[

流
路] 

（
伝
送
路
） 

データ処理装置［伝送路］ 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － 

 

放射性物質
濃度（空気
中・水中・土
壌中）及び海
上モニタリ
ング 

［
主
要
設
備
］ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

GM 汚染サーベイメータ 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

NaI シンチレーションサーベイメータ 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

ZnS シンチレーションサーベイメータ 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

小型船舶（海上モニタリング用） 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
 

モニタリン
グ・ポストの
代替交流電
源からの給
電 

［
主
要
設
備
］ 

モニタリング・ポスト用発電機 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － 

 

［
流
路
］
（
伝
送
路
） 

データ処理装置 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

5 号炉原子炉建屋 － － 

 

［
電
源
設
備
］（
電
路
含
む
） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電
源設備 

６１条に記載 

可搬ケーブル 

負荷変圧器 

交流分電盤 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL）  
・タンクローリ（16kL） 
・軽油タンク出口ノズル・弁 

５７条に記載 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

第 61 条 緊急時対策所  

居住性の確
保（対策本
部） 

［
主
要
設
備
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
高気密室 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ － ※1 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
遮蔽 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

建物・構築物等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ ○ 
※1 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
可搬型陽圧化空調機 

可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
※2 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
可搬型外気取入送風機 

可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 
 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
陽圧化装置（空気ボンベ） 

可搬型重大事故緩和設備 － － － － － 
 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
二酸化炭素吸収装置 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ － 
※2 

酸素濃度計（対策本部） 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
※3 

二酸化炭素濃度計（対策本部） 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
※3 

差圧計（対策本部） 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － 
※3 

可搬型エリアモニタ（対策本部） 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

可搬型モニタリングポスト ６０条に記載 

［
流
路
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト 

可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
※2 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
陽圧化装置（配管・弁） 

常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

［
電
源
設
備
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電
源設備 

６１条（電源の確保）に記載 負荷変圧器 

交流分電盤 

軽油タンク 

５７条に記載 

タンクローリ（4kL） 

居住性の確
保（待機場
所） 

［
主
要 

設
備
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）
遮蔽 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

建物・構築物等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ ○ ※1 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）
室内遮蔽 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

－ － 5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ － ※1 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため本分類とする。 
※2 SBO 等事象発生直後には常用空調機能が停止し本設備が必要となること，また炉心損傷後にも本設備が必要となることから，「重大事故防止設備 兼 重大事故緩和設備」に整理した。 
※3 直接防止，緩和に関与しないため「可搬型重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない設備）」に分類 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

居住性の確
保（待機場
所）（つづき） 

[

主
要
設
備] 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）
可搬型陽圧化空調機 

可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － ※1 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）
陽圧化装置（空気ボンベ） 

可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

酸素濃度計（待機場所） 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － ※2 

二酸化炭素濃度計（待機場所） 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － ※2 

差圧計（待機場所） 
可搬型重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

－ － － － － ※2 

可搬型エリアモニタ（待機場所） 可搬型重大事故緩和設備 － － － － －  

［
流
路
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）
可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト 

可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － ※1 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）
陽圧化装置（配管・弁） 

常設重大事故緩和設備 機器・配管等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ －  

［
電
源
設
備
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電
源設備 

６１条（電源の確保）に記載 負荷変圧器 

交流分電盤 

軽油タンク 

５７条に記載 

タンクローリ（4kL） 

必要な情報
の把握 ［

主
要

設
備
］ 

安全パラメータ表示システム（SPDS） ６２条に記載 

通信連絡（5
号炉原子炉
建屋内緊急
時対策所） 

［
主
要
設
備
］ 

無線連絡設備（常設） 

６２条に記載 

無線連絡設備（可搬型） 

携帯型音声呼出電話設備 

衛星電話設備（常設） 

衛星電話設備（可搬型） 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信
連絡設備  

5 号炉屋外緊急連絡用インターフォン 

［
流
路
］
（
伝
送
路
） 

無線通信装置 

６２条に記載 

無線連絡設備（屋外アンテナ） 

衛星電話設備（屋外アンテナ） 

衛星無線通信装置 

有線（建屋内） 

※1 SBO 等事象発生直後には常用空調機能が停止し本設備が必要となること，また炉心損傷後にも本設備が必要となることから，「重要重大事故防止設備 兼 重大事故緩和設備」に整理した。 
※2 直接防止，緩和に関与しないため「可搬型重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない設備）」に分類 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

通信連絡（5
号炉原子炉
建屋内緊急
時対策所）
（つづき） 

［
電
源
設
備
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電
源設備 

可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

負荷変圧器 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

交流分電盤 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ － 
 

可搬ケーブル 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

軽油タンク 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

軽油タンク基礎 Ｓｓ － 
 

タンクローリ（4kL）  
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

電源の確保
（5号炉原子
炉建屋内緊
急時対策所） 

［
主
要
設
備
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電
源設備 

可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

可搬ケーブル 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － －  

負荷変圧器 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ －  

交流分電盤 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ －  

［
燃
料
源
］ 

軽油タンク 

５７条に記載 

タンクローリ（4kL） 

［
流
路
］ 

軽油タンク出口ノズル・弁 

［
燃
料
供
給
先
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電
源設備 

可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 

 
 
 
 
 
 
 

［
交
流
電
路
］ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電
源設備～交流分電盤電路 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 

5 号炉フィルタベン
ト建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電
源設備～交流分電盤電路 

可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

 

第 62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

発電所内の
通信連絡 
 

［
主
要
設
備
］ 

携帯型音声呼出電話設備 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － － 
 

無線連絡設備（常設） 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－  

無線連絡設備（可搬型） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － －  

衛星電話設備（常設） 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－  

衛星電話設備（可搬型） 
可搬型重大事故防止設備 
可搬型重大事故緩和設備 

－ － － － －  

安全パラメータ表示システム（SPDS） 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
コントロール建屋 
5 号炉原子炉建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ ※ 

５号炉屋外緊急連絡用インターフォン 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 Ｓｓ －  

※ 当該設備は重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するための設備であり，「防止」に用いるものではなく，「緩和」のみに用いることから「常設重大事故緩和設備」に整理 



第１表 ＳＡ設備の整理結果 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

発電所内の
通信連絡（つ
づき） 

［
流
路
］
（
伝
送
路
） 

無線連絡設備（屋外アンテナ） 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 
5 号炉原子炉建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－  

衛星電話設備（屋外アンテナ） 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

コントロール建屋 
5 号炉原子炉建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－  

無線通信装置 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
5 号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ ※1 

有線（建屋内）（携帯型音声呼出電話設備，無
線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設），5
号炉屋外緊急用連絡用インターフォンに係る
もの） 

常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

5 号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
 

有線（建屋内）（安全パラメータ表示システム
（SPDS）に係るもの） 

常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
5 号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
※1 

［
電
源
設
備
］ 

常設代替交流電源備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

５７条に記載 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

5 号炉原子建屋内緊急時対策所用可搬型電源
設備 

６１条に記載 

可搬ケーブル 

負荷変圧器 

交流分電盤 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

発電所外の
通信連絡 
 

［
主
要
設
備
］ 

衛星電話設備（常設） 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
5 号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ ※2 

衛星電話設備（可搬型） 可搬型常設重大事故緩和設備 － － － － － 
 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連
絡設備 

常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

5 号炉原子炉建屋 － － 
 

データ伝送設備 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

5 号炉原子炉建屋 － － 
 

［
流
路
］
（
伝
送
路
） 

衛星電話設備（屋外アンテナ） 常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
5 号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

－ 
※2 

衛星無線通信装置 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

5 号炉原子炉建屋 － － 
 

有線（建屋内）（衛星電話設備（常設）に係る
もの） 

常設重大事故緩和設備 電気計装設備等の支持構造物 常設重大事故緩和設備 
5 号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

Ｓｓ 
Ｓｓ 

 

※2 

有線（建屋内）（統合原子力防災ネットワーク
を用いた通信連絡設備，データ伝送設備に係
るもの） 

常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

電気計装設備等の支持構造物 
常設重大事故等対処設備 
（防止でも緩和でもない設備） 

5 号炉原子炉建屋 
コントロール建屋 

－ － 

 

※1 当該設備は重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するための設備であり，「防止」に用いるものではなく，「緩和」のみに用いることから「常設重大事故緩和設備」に整理 

※2 当該設備は重大事故等が発生した場合において使用する設備であり，「緩和」として用いることから「常設重大事故緩和設備」に整理 
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ＳＡ機能 
分類 

設備名称 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物 
(〇：該当 

－：該当なし) 
備 考 

適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 ＳＡ設備分類 適用範囲 
検討用 
地震動 

発電所外の
通信連絡（つ
づき） 

［
電
源
設
備
］ 

常設代替交流電源備 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク 
・タンクローリ（16kL） 
・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

６１条に記載 

可搬型代替交流電源設備 
・電源車 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電
源設備 

可搬ケーブル 

負荷変圧器 

交流分電盤 

燃料補給設備 
・軽油タンク 
・タンクローリ（4kL） 

５７条に記載 

その他の設備 

重大事故等
時に対処す
るための流
路，注水先，
注入先，排出
元等 

原子炉圧力容器 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉圧力容器スカート 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉本体基礎 Ｓｓ －  

原子炉格納容器 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

機器・配管等の支持構造物 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

原子炉建屋 Ｓｓ －  

使用済燃料プール 
常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

－ － 原子炉建屋 Ｓｓ ○  

原子炉建屋原子炉区域 常設重大事故緩和設備 － － 原子炉建屋 Ｓｓ ○ ※1 

非常用取水
設備 海水貯留堰 

常設耐震重要重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

－ － － Ｓｓ ○  

スクリーン室 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

－ － － Ｓｓ ○  

取水路 
常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

－ － － Ｓｓ ○  

補機冷却用海水取水路 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

－ － － Ｓｓ ○ ※2 

補機冷却用海水取水槽 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 
常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

－ － － Ｓｓ ○ ※2 

 

※1 原子炉建屋原子炉区域は炉心損傷後の被ばく低減に必要となる SGTS 負圧達成（59 条（閉じ込め））が目的のため，「常設重大事故緩和設備」に整理 

※2 補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽から SA 設備の取水はないため，「重大事故防止設備（設計基準拡張）」に整理 
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＜目 次＞ 

 

1. 概要   

2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について 

2.1．基本事項 

 2.1.1．火災発生防止 

  2.1.1.1. 発電用原子炉施設内の火災発生防止 

  2.1.1.2. 不燃性・難燃性材料の使用 

  2.1.1.3. 自然現象による火災発生の防止 

 2.1.2．火災の感知，消火 

  2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火 

  2.1.2.2. 地震等の自然現象への対策 

  2.1.2.3. 消火設備の破損，誤動作又は誤操作への対策 

2.2．個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

2.3．火災防護計画について 

 

 添付資料１ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉重大事故等対処施設における 

漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について 

 添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉重大事故等対処施設における 

難燃ケーブルの使用について 

 添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について 

 添付資料４ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉重大事故等対処施設における 

保温材の使用状況について 

 添付資料５ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉重大事故等対処施設における 

建屋内装材の不燃性について 

 添付資料６ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における中央制御室・緊急時 

       対策所の排煙設備について 

 添付資料７ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉重大事故等対処施設における 

消火用非常照明器具の配置図 

 

 参考資料１ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉重大事故等対処施設における 

潤滑油又は燃料油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度について 

  

 



- 41-1-1 - 

 重大事故等対処施設における火災防護に係る 

基準規則等への適合性について 

 

1．概 要 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第四十一条では，重大事故等対処

施設に関する火災による損傷防止について，以下のとおり要求されている。 

 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を

損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消

火設備を有するものでなければならない。 

 

 

 設置許可基準規則第四十一条の解釈には，以下のとおり，重大事故等対処施

設に関する火災による損傷防止の適用に当たっては，設置許可基準規則第八条

第一項の解釈に準じるよう要求されている。 

 

第４１条（火災による損傷の防止） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずるものとする。 

 

 

 

 

41-1 
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 設置許可基準規則第八条第一項の解釈には，以下のとおり，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基

準」という。）に適合することが要求されている。 

 

第８条（火災による損傷の防止） 

１ 第８条については、設計基準において発生する火災により、発電用原子炉施設の安全性

が損なわれないようにするため、設計基準対象施設に対して必要な機能（火災の発生防止、

感知及び消火並びに火災による影響の軽減）を有することを求めている。 

また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」とは、安全施設が安全機能

を損なわないことを求めている。 

したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火災に対して、発電用原子

炉施設に対して必要な措置が求められる。 

 

２ 第８条については、別途定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準」（原規技発第 1306195 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））に適

合するものであること。 

 

 

次章以降では，柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の重大事故等対処施設

に対して講じる内部火災防護対策が，火災防護に係る審査基準に適合している

ことを示す。 
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2．火災防護に係る審査基準の要求事項について 

 火災防護に係る審査基準では，火災の発生防止，火災の感知及び消火設備の

設置をそれぞれ要求している。 

 

2.1．基本事項 

［要求事項］ 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及

び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類

に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮し

た火災防護対策を講じること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、

系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認すること。また、

上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を

参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか

否かを確認することができないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運

転管理の段階において確認する必要がある。 

 

 本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求で

あることを考慮すると，重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築

物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，以下に示す火災区域

又は火災区画の分離に基づき，火災発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれ

を考慮した火災防護対策を講じる。 

 なお，火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合には，これらの知見

も反映した火災防護対策に取り組んでいく。 

 



- 41-1-4 - 

 

(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケーブ

ルを火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとする。 

重大事故等対処施設のうち可搬型のものに対する火災防護対策については，

火災防護計画に定めて実施するが，その内容については「2.1.1．火災発生防

止」及び「2.1.2．火災の感知，消火」に記載のとおりである。 

（補足 41-2） 

 

(2) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロール建屋及び緊急

時対策所の建屋内と屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，

重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域及

び火災区画を設定する。 

建屋内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基

づき設定した火災区域を適用し，他の区域と分離して火災防護対策を実施す

るために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「(1) 火災防護対象機器及

び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基

準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。 

屋外については，非常用ディーゼル発電機軽油タンク及び燃料移送系ポン

プを設置する火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に

基づき設定した火災区域を適用する。また，他の区域と分離して火災防護対

策を実施するために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「(1) 火災防護

対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機

器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮して，

資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行う。本管理

については，火災防護計画に定める。 

また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処

施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し，分割して設定する。 

（補足 41-3） 

 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

（８条-別添 1-資料 1） 
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2.1.1．火災発生防止 

2.1.1.1．発電用原子炉施設内の火災発生防止 

［要求事項］ 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講

じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下

の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講じること。 

① 漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただ

し、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでな

い。 

② 配置上の考慮 

発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損なうことが

ないように配置すること。 

③ 換気 

換気ができる設計であること。 

④ 防爆 

防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施すこと。 

⑤ 貯蔵 

安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発火性物質又は

引火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞留する蒸気

又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とする

こと。また、着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を設置する場合には、

静電気を除去する装置を設けること。 

(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。ただし、災

害の発生を防止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。 

(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように、水素

を排気できる換気設備を設置すること。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、

その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発すること。 

(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉の安全性を

損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講じること。 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護継電器と遮

断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であるこ

と。 
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（参考） 

(1) 発火性又は引火性物質について 

発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定められる危険物、高圧ガス保安

法で定められる高圧ガスのうち可燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気体、発

火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が含まれる。 

(5) 放射線分解に伴う水素の対策について 

BWR の具体的な水素対策については、社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管に

おける混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン（平成１７年１０月）」に

基づいたものとなっていること。 

 

 重大事故等対処施設は，以下のとおり，火災の発生を防止するための対策を

講じる。 

 

(1) 火災の発生防止対策 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域又は火災区画には，以下の火災発生防止対策を講じる。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている危険

物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして

定められている水素ガス，窒素ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち

可燃性である「水素ガス」を対象とする。 

 

①  漏えいの防止，拡大防止 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置

する火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について以下に示

す。 
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○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における，発火性

又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備，常設代替交流

電源設備及び可搬型重大事故等対処設備のうち発火性又は引火性物質

である潤滑油又は燃料油を内包する設備（可搬型代替注水ポンプ，電源

車等）は，溶接構造，シール構造の採用による漏えい防止対策を講じる

設計とするとともに，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡

大することを防止する設計とする。なお，機器の軸受には潤滑油が供給

されており加熱することはない。万一，軸受が損傷した場合には，当該

機器は過負荷等によりトリップするため軸受は異常加熱しないこと，オ

イルシールにより潤滑油はシールされていることから，潤滑油が漏えい

して発火するおそれはない。（第 41-1-1 表，第 41-1-1～41-1-2 図） 

発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備から

の漏えいの有無については，日常の油保有機器の巡視により確認する。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備に対

する拡大防止対策を添付資料１に示す。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑

油又は燃料油を内包する設備については，漏えい防止対策を講じている

とともに，添付資料１に示すとおり拡大防止対策を講じていることから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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第 41-1-1 表：建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にお

ける発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の 

漏えい防止，拡大防止対策 

 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を

内包する設備のある建屋等 
漏えい防止，拡大防止対策 

原子炉建屋 堰 

タービン建屋 堰 

コントロール建屋 堰 

廃棄物処理建屋 堰 

軽油タンク区域 堰 

常設代替交流電源設備 側溝 

荒浜側高台保管場所・大湊側高台保管場所 

（可搬型重大事故等対処設備設置場所） 
側溝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 41-1-1 図：溶接構造，シール構造による漏えい防止対策概要図 

 

潤滑油 

 軸受 
 ガスケット  ガスケット 

 シール構造 
 （ラビリンスシール等） 

 

 

 

 
 

液面監視 

（油面計） 
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第 41-1-2 図：堰による拡大防止対策概要図 
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○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における，発火性

又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は，溶接構造等による水

素ガスの漏えいを防止する設計とする。 

なお，充電時に水素ガスが発生する蓄電池については，機械換気を

行うとともに，蓄電池設置場所の扉を通常閉運用とすることにより，水

素ガスの拡大を防止する設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備からの漏えい

の有無については，日常の発火性又は引火性物質である水素ガスを内包

する設備の巡視により確認する。 

 

・ 水素ガスボンベ 

「⑤貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベは，

ボンベ使用時に作業員がボンベ元弁を開操作し，通常時は元弁を閉と

する運用とするよう設計する。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素

ガスを内包する設備については，漏えい防止対策を講じているとともに，

「③換気」に示すとおり拡大防止対策を講じていることから，火災防護

に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

○ 発火性又は引火性物質を内包するその他の設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にお

ける，発火性又は引火性物質を内包するその他の設備として，通信用の

PHS，スピーカー，予備 UPS 等に附属するリチウムイオン電池がある。

これらの電池は発火性又は引火性物質の内包量は少量であることから，

火災防護計画にしたがって可燃物管理を行う。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質を内包する

その他の設備については，発火性又は引火性物質の内包量が少ないこと，

可燃物管理を行うことから，十分な保安水準が確保されているものと考

える。 
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②  配置上の考慮 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する発火性又は

引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備，発火性又は引火性物

質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域に対する配置上の考

慮について以下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の火

災により，重大事故等に対処する機能が損なわれないよう，発火性又は

引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備と重大事故等対処

施設は，壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。発

火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の配置状

況を補足 41-3 の添付資料１に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の火災により，

重大事故等に対処する機能が損なわれないよう，発火性又は引火性物質

である水素ガスを内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置に

よる配置上の考慮を行う設計とする。発火性又は引火性物質である水素

ガスを内包する設備の配置状況を補足 41-3 の添付資料１に示す。 

 

以上より，火災区域又は火災区画内に設置する発火性又は引火性物質で

ある潤滑油又は燃料油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水

素ガスを内包する設備については，重大事故等に対処する機能がすべて損

なわれないよう配置上の考慮がなされていることから，火災防護に係る審

査基準に適合しているものと考える。 

 

 

③  換気 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置

する火災区域又は火災区画に対する設備の換気について以下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設

置する火災区域を有する建屋等は，火災の発生を防止するために，原子
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炉区域・タービン区域送風機及び排風機等の空調機器による機械換気を

行う設計とする。また，屋外開放の火災区域（非常用ディーゼル発電機

軽油タンク区域，燃料移送系ポンプ区域及び非常用ディーゼル発電機燃

料移送系ケーブルトレンチ）については自然換気を行う設計とする。重

大事故等対処施設を設置する建屋内の発火性又は引火性物質である潤

滑油又は燃料油を内包する各設備に対する換気設備を添付資料１に示

す。 

 

添付資料１において，重大事故等対処施設（詳細は補足 41-2 参照）

の発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，耐

震 S クラス又は基準地震動によっても機能を維持（以下「Ss 機能維持」

という。）する設計とし，かつ 2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」

に示すように漏えい防止対策を実施するため基準地震動によっても油

が漏えいするおそれはないこと，潤滑油を内包する設備については万一，

機器故障によって油が漏えいしても，重大事故発生時の原子炉建屋内の

最高温度（潤滑油を内包する機器が設置された管理区域では IS-LOCA

発生時に約 100℃，燃料油を内包する機器が設置された非管理区域では

約 40℃）と比べても引火点が十分高く（参考資料１参照）火災が発生

するおそれは小さいことから，これらの機器を設置する場所の換気設備

の耐震性は，Ss 機能維持とする設計とはしない。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑

油又は燃料油を内包する設備については，機械換気ができる設計とする

こと，発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備の

換気設備については機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれ

は小さいことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え

る。 

 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備である蓄電池

及び水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を

防止するために，以下に示すとおり，重大事故等対処施設を設置する火

災区域又は火災区画については常設代替交流電源設備又は電源車から

も給電できる非常用電源から供給される送風機及び排風機による機械

換気を行う設計とする。（第 41-1-2 表） 
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・ 蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行う設計と

する。特に，重大事故等対処施設である AM 用直流 125V 蓄電池を設置

する火災区域又は火災区画は，常設代替交流電源設備からも給電でき

る非常用母線から給電される耐震 Sクラス設計又は Ss機能維持設計の

排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度

以下とするよう設計する。 

 

・ 水素ガスボンベ 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域

又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉区域・タービン区域

送風機及び排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃

焼限界濃度以下とするよう設計する。 
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第 41-1-2 表：水素ガスを内包する設備を設置する火災区域 

又は火災区画の換気設備 

 

水素ガスを内包する設備を設置する場所 換気設備 耐震クラス 

直流 125V 蓄電池室 

コントロール建屋直流 125V蓄電池６

A 室非常用送排風機（6 号炉） 

コントロール建屋計測制御電源盤区

域送排風機（6 号炉，7 号炉） 

S 

AM 用直流 125V 蓄電池室 

原子炉建屋 AM 用直流 125V 蓄電池室 

排風機（6 号炉） 

非常用ディーゼル発電機電気品区域

送風機（6 号炉） 

非常用ディーゼル発電機電気品区域 

送排風機（7 号炉） 

S 

格納容器雰囲気モニタ校正用 

水素ガスボンベ設置箇所 
原子炉区域・タービン区域送排風機 C 

 

 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火

災区域又は火災区画は，水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよ

う送風機及び排風機で換気されるが，送風機及び排風機は多重化して設

置する設計とするため，動的機器の単一故障を想定しても換気は可能で

ある。 

フィルタ装置水素濃度校正用水素ガスボンベは，設備の仕様上，ボ

ンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である 4％以下とすることができな

いことから，常時は建屋外に保管し，ボンベ使用時のみ建屋内に持ち込

みを行う運用とする。さらに，校正の際にはボンベを固縛すること，通

常は元弁を閉としていること，元弁を開操作する際は，作業員は携帯型

水素濃度計によって水素ガス漏えいの有無を測定することとし，水素ガ

スが漏えいした場合でも速やかに元弁を閉操作し漏えいを停止するこ

とができるとともに，作業終了時や漏えい確認時には速やかに元弁を閉

操作することを手順に定める。 

なお，校正に伴う水素ガスの使用は必要最小限である約 30 分とし，

フィルタ装置水素濃度校正作業については作業性，火災防護対象機器の

有無を考慮し 6 号及び 7 号炉とも原子炉建屋 3 階で行う設計とする。 
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以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素

ガスを内包する設備については，機械換気ができる設計としていること，

蓄電池室の換気設備については非常用電源より給電するとともに防護

対象機器と同等の耐震性を確保していること，その他の発火性又は引火

性物質である水素ガスを内包する設備については，設備の原子炉建屋内

への持ち込みを管理し，使用状態を監視すること，換気設備の機能が喪

失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいことから，火災防護に

係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

④  防爆 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，爆発性の雰囲気を形

成するおそれのある設備を設置する火災区域に対する防爆対策について以

下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性

物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，2.1.1.1(1)①「漏えい

の防止，拡大防止」で示したように，溶接構造，シール構造の採用によ

り潤滑油又は燃料油の漏えいを防止するとともに，万一，漏えいした場

合を考慮し堰等を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大

することを防止する設計とする。 

なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，これらの引

火点は設備が設置された火災区域又は火災区画の重大事故発生時の原

子炉建屋内の最高温度（潤滑油を内包する機器が設置された管理区域で

は IS-LOCA 発生時に約 100℃，燃料油を内包する機器が設置された非管

理区域では約 40℃）よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いた

め，可燃性の蒸気となることはない。 

引火点等の確認結果を参考資料１に示す。 

また，燃料油である軽油を内包する非常用ディーゼル発電機及び非

常用ディーゼル発電機ディタンクを設置する火災区域又は火災区画に

ついては，非常用電源から給電される送風機及び排風機で換気する。な

お，全交流電源喪失時には，これらの設備は重大事故等に対処する機能

は要求されない。 

また，重大事故等対処施設で軽油を内包する軽油タンク，常設代替交

流電源設備，常設代替交流電源設備の地下燃料タンクは屋外に設置され

ており，可燃性の蒸気が滞留することはない。 
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したがって，潤滑油又は燃料油が爆発性の雰囲気を形成するおそれ

はない。 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性

物質である水素ガスを内包する設備は，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，

拡大防止」で示したように，溶接構造等の採用により水素ガスの漏えい

を防止する設計とする。また，2.1.1.1(1)③「換気」で示したように機

械換気を行う設計とするとともに，水素ガスボンベについては使用時を

除き元弁を閉とする運用とする。 

したがって，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条

及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とはならない

ため，当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装

品を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の設置も必要としない設

計とする。 

なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設

備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施

す。 

以上より，発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包す

る設備及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設

置する火災区域又は火災区画は，爆発性雰囲気とならず，防爆型の電

気・計装品を使用する必要はない。 

 

⑤ 貯蔵 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要

求であることを考慮すると，重大事故等対処施設を設置する火災区域にお

ける発火性又は引火性物質の貯蔵に対して要求していることから，該当す

る火災区域に設置される発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器につい

て以下に示す。 

 

貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，

重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引火性物質である

潤滑油又は燃料油の貯蔵容器としては，常設代替交流電源設備及び地下燃

料タンク，非常用ディーゼル発電機（３台）の燃料ディタンク（３基）及

び軽油タンク（２基）がある。常設代替交流電源設備及び地下燃料タンク

は，タンクの容量（約 50 ㎥）に対して，常設代替交流電源設備を 12 時間

以上連続運転するために必要な量（約 21 ㎥）を考慮し，貯蔵量を管理して
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いる。燃料ディタンクについては，非常用ディーゼル発電機を 8 時間連続

運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。軽油タン

クについては， 1 基あたり非常用ディーゼル発電機 2 台，又は常設代替交

流電源設備等の重大事故時に必要となる設備を 7 日間連続運転するために

必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引火性物質で

ある水素ガスの貯蔵機器としては，格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガス

ボンベがあり，このボンベは供給単位である容器容量 47L 又は 10L のボン

ベごとに，各々の計器の校正頻度（1 回/約 2 ヶ月）及び計器不具合等の故

障対応を想定した上で 1 運転サイクルに必要な量，さらに事故後，ガスボ

ンベを交換せずに一定期間（100 日間）連続監視できるよう校正に必要な

量を考慮し貯蔵する設計とする。 

 

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は

引火性物質を貯蔵する機器については，運転に必要な量にとどめて貯蔵す

ることとしていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているもの

と考える。 

 



- 41-1-18 - 

 

(2) 可燃性の蒸気・微粉への対策 

本要求は，「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区

域における可燃性の蒸気，可燃性の微粉及び着火源となる静電気」に対して

要求していることから，該当する設備を設置する火災区域に対する可燃性の

蒸気又は可燃性の微粉への対策を以下に示す。 

 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「(1)④

防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気を発生するおそれはない。 

また，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まな

い運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用

する作業場所において，換気，通風，拡散といった措置を行うとともに，建

屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 

さらに，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉

じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆

発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭

素中でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃

性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。 

以上の設計により，火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を高所に排出する

ための設備を設置する必要はなく，電気・計装品を防爆型とする必要はない。 

 

一方，火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるおそ

れがある設備を設置しない設計とする。なお，火災区域内で電気設備が必要

な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命

令」第十条，第十一条に基づく接地を施しており，静電気が溜まるおそれは

ない。 

 

以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備，

及び着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置

しないことから，火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものと

考える。 
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(3) 発火源への対策 

発電用原子炉施設には金属製の筐体内に収納する等の対策を行い，設備外

部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。 

また，発電用原子炉施設には高温となる設備があるが，高温部分が他の可

燃物を加熱しないように配置すること，保温材で覆うこと等により，可燃性

物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。（第 41-1-3

表） 

 

以上より，発電用原子炉施設には設備外部に火花を発生する設備を設置し

ないこと，高温となる設備に対しては発火源とならないよう対策を行うこと

から，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

第 41-1-3 表：高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

 

高温となる設備 最高使用温度 
過熱防止 

対策 

主蒸気系配管 302℃ 保温材設置 

原子炉圧力容器バウンダリ 302℃ 保温材設置 

ほう酸水注入系配管 66℃ 保温材設置 

残留熱除去系配管 182℃ 保温材設置 

高圧炉心注入系配管 104℃ 保温材設置 

原子炉隔離時冷却系機器，配管 302℃ 保温材設置 

原子炉冷却材浄化系配管 302℃ 保温材設置 

所内蒸気系，所内蒸気戻り系配管 204℃ 保温材設置 

原子炉給水系配管 230℃ 保温材設置 

所内温水系配管 85℃ 保温材設置 
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(4) 水素ガス対策 

本要求は，「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に対して要求してい

ることから，該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する水素ガ

ス対策について以下に示す。 

 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域

又は火災区画は，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように，

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を溶接構造等とするこ

とにより雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに，2.1.1.1(1)③「換

気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以

下となるように設計する。また，水素ガスの漏えいを検知できるように水素

濃度検出器等を設置する設計とする。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から水

素ガスが発生するおそれがあることから，当該区域又は区画に可燃物を持ち

込まないこととする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し，水

素ガスの燃焼限界濃度である 4vol%の 1/4以下の濃度にて中央制御室に警報を

発する設計とする。（第 41-1-3～41-1-4 図） 

 

また，以下の設備については水素濃度検出器とは別の方法にて水素ガスの

漏えいを管理している。 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災

区画については，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように，

通常時は元弁を閉とする運用としていること，2.1.1.1(1)③「換気」に示す

機械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計することから，

水素濃度検出器は設置しない。（第 41-1-4 表） 

 

以上より，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する

火災区域又は火災区画は水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように機械換気を

行うとともに，水素ガス漏えいによって水素濃度が燃焼限界濃度以上となる可

能性があるものについては，漏えいが発生した場合は中央制御室に警報を発す

る設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考

える。 
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第 41-1-4 表：水素濃度検出器の設置状況 

 

水素ガスを内包する設備を設置する場所 水素ガス検出方法 

直流 125V 蓄電池室 水素濃度検出器を設置 

AM 用直流 125V 蓄電池室 水素濃度検出器を設置 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガス 

ボンベ設置箇所 

 

水素濃度検出器は設置しない 

（ボンベ内の全量が漏えいしても設置

場所の水素濃度は 0.1%未満） 
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第 41-1-3 図：蓄電池室水素濃度検出器の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-4 図：蓄電池室内の水素濃度検出器設置状況 

 

ダクト口 
７号炉 ＡＭ用直流125V蓄電池室 

【蓄電池室】 

水素濃度検出器 

【中央制御室】 

警報器 
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(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区画における，水

素ガスの蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管

における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年

10 月）」に基づき，水素ガスの蓄積を防止する設計とする。蓄積防止対策の対

象箇所については，ガイドラインに基づき第 41-1-5 図のフローにそって選定

したものである。なお，ガイドライン制定以前に経済産業省指示文書｢中部電

力㈱浜岡原子力発電所第１号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策

について（平成 14 年 5 月）｣を受け，水素ガス滞留のおそれがある箇所に対

して対策を実施している。ガイドライン制定以降，これらの対策箇所はフロ

ー上 STEP1 の水素ガス滞留のおそれがない場所となり，追加の対策が必要な

箇所についてはガイドラインに基づき抽出・対策を実施している。（第 41-1-5

表，第 41-1-6 図） 

蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては，蓄電池を設置す

る火災区域又は火災区画は，2.1.1.1(4)「水素ガス対策」に示すように，雰

囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに，機械換気を行うことによっ

て水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

 

以上より，放射線分解等による水素ガスの蓄積防止対策を実施しているこ

とから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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第 41-1-5 図：水素ガス対策の対象選定フロー 
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第 41-1-5 表：放射線分解による水素蓄積防止対策の実施状況 

 

対策箇所 対策内容 対策実施根拠 実施状況 

原子炉圧力容器 

ヘッドスプレイ 

配管 

 

 

主蒸気暖気ライン 

（K6 のみ） 

 

• 原子炉圧力容器 

ヘッドスプレイ 

配管にベント 

配管を追設 

 

• 主蒸気暖気ライ

ンの枝管の隔離

弁位置を変更 

(社) 火力原子力発電技術協会 

｢BWR 配管における混合ガス（水素･

酸素）蓄積防止に関するガイドライ

ン｣（平成 17 年 10 月） 

実施済 

蒸化器入口配管 

• 温度評価 

• ベント配管の 

設置 

経済産業省指示文書 

｢中部電力㈱浜岡原子力発電所第１

号機の余熱除去系配管破断に関する

再発防止対策について｣ 

（平成 14 年 5 月） 

実施済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-6 図：ベント配管の設置例 
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(6) 過電流による過熱防止対策 

発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策について以

下に示す。 

電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，短絡等に起因す

る過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断器により故

障回路を早期に遮断する設計とする。 

次頁に，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の重大事故等対処施設の電

気系統（設計基準対象施設の電気系統は除く）における保護継電器及び遮断

器の設置箇所を示す。（第 41-1-7～41-1-9 図） 

 

以上より，発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による過熱防止対策を

実施していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え

る。 
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2.1.1.2．不燃性・難燃性材料の使用 

［要求事項］ 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材

料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材

料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」と

いう。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必

要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における

火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生するこ

とを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物のうち、

主要な構造材は不燃性材料を使用すること。 

(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用す

ること。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、チャコ

ールフィルタについては、この限りでない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 

 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難

な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有す

る構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられて

いる場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、

不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他

の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

(3) 難燃ケーブルについて 

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱

源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自

己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202 
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 本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求で

あることを考慮すると，重大事故等対処施設に対する不燃性材料及び難燃性材

料の使用を要求していることから，これらの対応について(1)～(6)に示す。 

 ただし，不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は以下のいずれかの

設計とする。 

・ 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下，「代

替材料」という。）を使用する設計とする。 

・ 構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が

技術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器における火災に起因

して他の重大事故等対処施設において火災が発生することを防止する

ための措置を講じる設計とする。 

 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，機器，配管，

ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材

は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低

合金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性材料を使用する

設計とする。（第 41-1-10 図） 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料

の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒

されることはなく，これにより他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対

処設備を構成する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれはな

いことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。

また，金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス），並びに金

属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は，発火した場合でも他の

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に延焼しないことから，

不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。 

 

以上より，重大事故等対処施設の主要な構造材は不燃性材料を使用して

いること，これ以外の構築物，系統及び機器は基本的に不燃性材料又は難

燃性材料を使用する設計としていること，一部，配管のパッキン類やポン

プ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス），盤内部に設置された電気配線は不

燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用しているものがあるが，発火

した場合でも他の重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に

延焼しないことを確認していることから，火災防護に係る審査基準に適合

しているものと考える。 
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第 41-1-10 図：主要な構造材に対する不燃性材料の使用状況 

 

ポンプ，配管，支持構造物の例 ケーブルトレイ，電線管の例 

電源盤の例 
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(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変圧

器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設

計とする。（第 41-1-11 図） 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，

屋内の変圧器及び遮断器は，火災防護に係る審査基準に適合しているものと

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-11 図：屋内の遮断器の例 

真空遮断器の例（M/C） 

気中遮断器の例（P/C） 配線用遮断器の例（MCC） 

配線用遮断器の例（ブレーカー） 
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(3) 難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験により自己消火性

（UL 垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合は

IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計と

する。難燃ケーブルの使用状況を添付資料２に示す。 

 

ただし，一部のケーブルについては製造中止のため自己消火性を確認する

UL 垂直燃焼試験を実施できない。このケーブルについては，UL 垂直燃焼試験

と同様の試験である ICEA 垂直燃焼試験の結果と，同じ材質のシースを持つケ

ーブルで実施した UL 垂直燃焼試験結果より，自己消火性を確認する設計とす

る。 

また，核計装ケーブルは，微弱電流・微弱パルスを扱う必要があり，耐ノ

イズ性を確保するために高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計

とする。放射線モニタケーブルについても，放射線検出のためには微弱電流

又は微弱パルスを扱う必要があり，核計装ケーブルと同様に耐ノイズ性を確

保するため，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い

絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。 

 

これらケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足するが，

耐延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足することが困

難である。 

このため，核計装ケーブル及び放射線モニタケーブル等は，火災を想定し

た場合にも延焼が発生しないよう，以下のとおり対応することによって，

IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上の延

焼防止性能を確保する設計とする。 

・ 上記ケーブルを専用電線管に収納するとともに，電線管の両端は，電線

管外部からの酸素供給防止を目的とした耐火性を有するシール材によ

る処置を行う。これにより，電線管内は外気から容易に酸素が供給され

ない閉塞した状態となるため，上記ケーブルに火災が発生してもケーブ

ルの燃焼に必要な酸素が不足し,燃焼の維持ができなくなる。このため，

すぐに自己消火し，ケーブルは延焼しない。 
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以上より，重大事故等対処施設の機能を有する構築物，系統及び機器に使

用するケーブルについては，基本的に火災防護に係る審査基準に適合してい

るものと考える。一部のケーブルについては，代替する実証試験によって難

燃性が確認されており，火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等

と考える。また，一部の核計装ケーブル及び放射線モニタケーブルは，実証

試験により難燃性が確認できないものがあるが，専用電線管への敷設及び難

燃性の耐熱シール材処置によりケーブルの延焼を防止する対策を実施するこ

とから，十分な保安水準が確保されているものと考える。 
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(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，換気空調設

備のフィルタは，下表に示すとおり「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験方

法）」又は「JACA No.11A-2003（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公

益社団法人 日本空気清浄協会））」（試験概要は添付資料３）を満足する難燃

性材料を使用する設計とする。 

（第 41-1-6 表，第 41-1-12 図） 

難燃性の換気フィルタの使用状況を添付資料３に示す。 

なお，下表に示すフィルタはコンクリート製の室内又は金属製の構造物内

に設置しており，フィルタ周辺には可燃物はなく，運用面での管理を実施す

ることから火気作業等によりフィルタ火災が発生することはない。 

 

 運用管理の概要 

換気設備のフィルタを設置している部屋は下記の運用とする。 

①点検資機材の仮置き禁止エリアとする。 

②他エリアの機器を当該エリアに持ち込み点検することを禁止する。 

③火気取扱い禁止エリアとする。 

④但し，当該の部屋又は金属製の構造物の補修等で火気（溶接機）を使

用する場合は，当該空調の系統隔離（全停止），近傍のフィルタを取り

外し室外に搬出し火気養生を実施した上で火気作業を行う運用とする。 

 

換気設備のフィルタの廃棄においては下記の運用とする。 

①チャコールフィルタは，固体廃棄物として処理を行うまでの間，ドラ

ム缶で収納し保管する。 

②HEPA フィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，不燃シートに

包んで保管する。 

 

 

  上記運用については，火災防護計画で定めるとともに，関連するマニュア

ル・ガイド類に反映することとする。 

 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，

チャコールフィルタを除く換気空調設備のフィルタは難燃性のフィルタを

使用することとしていることから，火災防護に係る審査基準に適合している

ものと考える。 
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第 41-1-6 表：重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち， 

換気空調設備のフィルタ 

 

フィルタの種類 

（チャコールフィルタ以外） 
材質 性能 

プレフィルタ ガラス繊維 難燃性 

HEPA フィルタ ガラス繊維 難燃性 

給気フィルタ 
ガラス繊維 難燃性 

不織布 難燃性 

  ※給気フィルタ：バッグフィルタ，中性能粒子フィルタなど，空調内の異物を除去

するためのフィルタの総称。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-12 図：6 号炉原子炉建屋 3 階 非常用ディーゼル発電機(B) 

エアフィルタ室の概要 
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 (5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に対する保温材は，

ロックウール，ガラス繊維，ケイ酸カルシウム，パーライト，金属等，平成

12 年建設省告示第 1400 号に定められたもの，又は建築基準法で不燃性材料と

して認められたものを使用する設計とする。保温材の使用状況を添付資料４

に示す。 

 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に対する

保温材には不燃性材料を使用していることから，火災防護に係る審査基準に

適合しているものと考える。 

 

(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器を設置する建屋の内

装材は，ケイ酸カルシウム等，建築基準法で不燃性材料として認められたも

のを使用する。また，中央制御室の床のカーペットは，消防法施行規則第四

条の三に基づき，第三者機関において防炎物品の試験を実施し，防炎性能を

有することを確認した材料を使用する。 

一方，管理区域の床には耐放射線性・除染性を確保するため，一部の非管

理区域の床には防塵性を確保するため，原子炉格納容器内の床，壁には耐腐

食性，耐放射線性，除染性の確保を目的として難燃性材料であるコーティン

グ剤を塗布する設計とする。このコーティング剤は，旧建設省告示第 1231 号

第２試験，ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第

四条の三に基づく難燃性が確認された塗料であること，不燃性材料であるコ

ンクリート表面に塗布すること，加熱源を除去した場合はその燃焼部が広が

らないことから，当該コーティング剤が発火した場合においても他の構築物，

系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さい。 

このため，耐放射線性・除染性・防塵性及び耐腐食性を確保するためにコ

ンクリート表面に塗布するコーティング剤には，旧建設省告示第 1231 号第２

試験，ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条

の三に基づく難燃性が確認された塗料を使用する設計とする。建屋内装材の

使用状況を添付資料５に示す。 

 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器を設置す

る建屋の内装材について，耐腐食性，耐放射線性，除染性又は防塵性を確保

するため，一部，不燃性材料ではないコーティング剤を使用するが，発火し

た場合においても他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそ

れは小さいことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等と

考える。 
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2.1.1.3．自然現象による火災発生の防止 

［要求事項］ 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が

発生しないように以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。 

(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設置すると

ともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止すること。なお、耐震設

計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定））

に従うこと。 

 

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象とし

ては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無

に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象の

うち，発電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対処設備

に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温

（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

 

これらの自然現象のうち，津波及び地滑りについては，それぞれの現象に対

して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように防護する

ことで火災の発生を防止する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大事故等対処設備

は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。 

低温（凍結），降水，積雪，及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の

影響については，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，

火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮

すると，火災が発生する自然現象ではない。 

 

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）含む）について，これらの現象

によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計と

する。 
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(1) 落雷による火災の発生防止 

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防

止するため，地盤面から高さ 20mを超える建築物には建築基準法に基づき「JIS 

A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠した避雷設備（避雷針，接地

網，棟上導体）を設置する設計とする。なお，これらの避雷設備は，耐震性

が耐震 S クラス又は Ss 機能維持の建屋又は主排気筒に設置する設計とする。 

また，送電線については架空地線を設置する設計とするとともに，「2.1.1.1 

発電用原子炉施設の火災発生防止 (6)過電流による過熱防止対策」に示すと

おり，故障回路を早期に遮断する設計とする。（第 41-1-13～41-1-14 図） 

常設代替交流電源設備のうちガスタービン発電機（燃料地下タンク含む）

は，落雷による火災発生を防止するため，避雷設備を設置する設計とする。

さらに，ガスタービン発電機の制御回路等に避雷器を設置する設計とする。

（第 41-1-13 図） 

可搬型重大事故等対処施設（車両）は，車両に落雷しても，車体が金属で

あることから，車体及びタイヤを通して大地に落雷の電流が放電される。こ

のため，車両に火災が発生する可能性は低い。なお，可搬型重大事故等対処

施設（車両）は高台の２箇所(荒浜側，大湊側)に分散配置しており，落雷に

より片側に駐車している車両に故障が発生しても，他方に同じ機能を有した

車両を配備していることから可搬型重大事故等対処施設（車両）のすべての

機能が喪失することはない。（補足 41-3 添付資料１） 

 

以上より，重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷による火

災の発生防止対策を実施する設計としていることから，火災防護に係る審査

基準に適合しているものと考える。 
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（主排気筒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（常設代替交流電源設備） 

 

第 41-1-13 図：避雷設備の設置例 

 

避雷設備 
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避雷設備設置箇所 

 ・原子炉建屋（棟上導体） 

 ・タービン建屋（棟上導体） 

 ・廃棄物処理建屋（棟上導体） 

 ・主排気筒 

・5 号炉原子炉建屋（棟上導体） 

・5 号炉主排気筒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-14 図：避雷設備の設置対象建屋等 
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(2) 地震による火災の発生防止 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に

設置するとともに，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則第三十九条」に示す要求を満足するよう，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」

に従い耐震設計を行う設計する。 

また，重大事故等対処施設の設置場所にある油内包の耐震 B クラス，C クラ

ス機器等は，基準地震動により油が漏えいしないよう設計する。 

 

以上より，重大事故等対処施設は，地震による火災の発生防止対策を実施

する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているもの

と考える。 

 

(3) 竜巻（風（台風）含む）による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故時の竜巻（風（台風）を含む）発

生を考慮し，竜巻防護対策設備の設置や固縛等により，火災の発生防止を講

じる設計とする。 

 

以上より，屋外の重大事故等対処施設は，竜巻（風（台風）含む）による

火災の発生を防止する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に

適合しているものと考える。 

 

(4) 森林火災による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，外部火災影響評価（発電所敷地外で発生す

る森林火災の影響評価）を行い，森林火災による原子炉施設への延焼防止対

策として発電所敷地内に設置した防火帯（幅 20m）で囲んだ内側に配置する

ことで，火災の発生を防止する設計とする。 

屋外の火災区域又は火災区画の一部は防火帯に近接しているが，当該箇所

における森林火災発生時の輻射強度は最大でも 2.1kw/m2 程度※であり，常設

代替交流電源設備や可搬型重大事故等対処施設である車両に影響を及ぼすよ

うな輻射強度ではないことを確認している。 

なお，中央交差点近傍における森林火災の燃焼継続時間（約 14 時間）の

うち，中央交差点において，人が長時間さらされても苦痛を感じない放射熱

強度（輻射強度）である 1.6kW/m2を超えている時間は数十秒程度である。 

※石油コンビナートの防災アセスメント指針（平成 25 年 3 月 消防庁特殊災害室）では，人が長

時間さらされても苦痛を感じない輻射強度を 1.6 kw/m2，1分間以内で痛みを感じる強度を 2.3kw/m2

としている。 
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また，防火帯と，６号及び７号炉の燃料設備（D/G 軽油タンク），常設代替

交流電源設備の燃料地下タンクを設置する火災区域又は火災区画は，重なら

ない配置設計とする。（第 41-1-15 図） 

一方，防止でも緩和でもない重大事故等対処施設であるモニタリング・ポ

スト用発電機については防火帯で囲んだ外側に配置しているが，万一森林火

災が発生しても，重大事故等対処施設である可搬型モニタリングポストによ

って放射線量の測定機能を確保することができる。 

 

以上より，屋外の重大事故等対処施設は，森林火災による火災の発生を防

止する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているも

のと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-15 図：防火帯と燃料設備（D/G 軽油タンク）・常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機一式，燃料地下タンク含む）の位置関係 
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2.1.2．火災の感知，消火 

2.1.2.1．早期の火災感知及び消火 

［要求事項］ 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築

物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計

であること。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想

される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置する

こと。 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機

能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の

誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 

 

（参考） 

(1) 火災感知設備について 

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発するこ

と）を防止するための方策がとられていること。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、煙検出設備と炎感知器

のような組み合わせとなっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することが

できる受信機を用いられていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃

度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。 

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は、自動試

験能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステムを用

いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当該システムが適切に設

置されていること。 

 



- 41-1-46 - 

 本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求で

あることを考慮すると，以下のとおり，重大事故等に対処するために必要な機

能を有する構築物，系統及び機器に対して，以下のとおり早期の火災感知及び

消火を行える設計とする。 

 

(1) 火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画の

火災を早期に感知できるよう設置する設計とする。 

（補足 41-4） 

 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，

以下を踏まえた設計とする。 

 

①  火災感知器の環境条件等の考慮 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射線，

取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙す

ること等，予想される火災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計と

する。 

原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及び温度，取付面高さ等の環

境条件や予想される火災の性質を考慮して，アナログ式の煙感知器及び熱

感知器を設置する設計とする。なお，火災感知器の設置箇所については，

消防法施行規則第 23 条に基づく設置範囲にしたがって設置する設計とす

る。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，建屋内に

設置する火災感知設備については感知器を一つずつ特定できる機能を有す

る設計とする。屋外にある火災区域又は火災区画の一部については，炎感

知器，赤外線感知機能を備えた熱感知カメラ又は煙吸引式検出設備を設置

する設計としており，これらは火災を感知した個々の感知器を特定せず火

災区域又は火災区画ごとの警報を発報するが，監視対象区域は屋外であり，

警報確認後の現場確認において火災源の特定が可能であることから適用可

能とする。また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケー

ブルを敷設する屋外の電線管については，光ファイバケーブル式熱感知器

を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器は火災区域又は火災区画ごと

の警報を発報するが，中央制御室に設置した火災受信機において，センサ

用光ファイバケーブルの長手方向に対して約 2m 間隔で火源の特定が可能

であり，早期の消火活動を行うことができることから適用可能とする。 
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② 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，平常時の状況（温度，煙濃度）を監視し，

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナロ

グ式で，かつ火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類

の煙感知器と熱感知器を基本として設置する設計とする。炎感知器は非ア

ナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生

じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。ここで，

アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」ものと定

義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視するこ

とはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握する

ことができる」ものと定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴的な火災区域又

は火災区画を示す。 

 

○ 原子炉建屋オペレーティングフロア 

原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となってい

るため，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知

は困難である。このため，アナログ式の「光電分離型煙感知器」，及び

非アナログ式の「炎感知器」を消防法に準じて監視範囲として火災の検

知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。なお，炎感知

器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常設代替交流

電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設置エリア，

可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・ポスト用発電機

エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリア」で使用する

炎感知器と同様である。 

原子炉建屋オペレーティングフロアに設置する火災感知器の設置概

要を第 41-1-16～41-1-17 図に示す。 
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第 41-1-16 図：原子炉建屋オペレーティングフロアの火災感知器の設置概

要 
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第 41-1-17 図：光電分離型煙感知器設置概要 
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○ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置

する設計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量

環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性があ

る。このため，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化し火災が発

生する可能性がない期間については，原子炉格納容器内の火災感知器

は，起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を

除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。 

 

○ 常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域 

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要を第

41-1-18 図に示す。第一ガスタービン発電機のケーブルについて，屋外

の露出電線管敷設となる部分については，屋外であるため，ケーブル

敷設区域全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に

拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。また，降水等の浸入

により火災感知器の故障が想定される。このため，アナログ式の屋外

仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞ

れの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する

設計とする。なお，炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対

策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料

地下タンク含む）設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モ

ニタリング・ポスト用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送

系ポンプ区域」で使用する炎感知器と同様である。屋外のその他の部

分については，火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して

敷設し，建屋内においてはアナログ式の異なる 2 種の感知器（煙感知

器及び熱感知器）を設置する火災区域又は火災区画に敷設することに

より，火災の早期感知が可能な設計とする。 
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第 41-1-18 図：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要図 
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○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチの火災感知器  

について 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチはハッチから

の雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的なアナログ式

の煙感知器（光電スポット型）による火災感知に適さない。このため，

異なる 2 種の感知器として，防湿対策を施したアナログ式の煙吸引式

検出設備及び湿気の影響を受けにくいアナログ式の光ファイバケーブ

ル式の熱感知器を設置する設計とする。 

 

一方，以下に示す火災区域又は火災区画には，環境条件等を考慮し，上

記とは異なる火災感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

 

○ 蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度

の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型

で，かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置

する設計とする。 

これらの防爆型感知器は非アナログ式である。しかしながら，蓄電

池室内には蒸気を発生する設備等はなく，換気空調設備により安定した

室内環境を維持していることから，蒸気等が充満するおそれはなく，非

アナログ式の煙感知器であっても誤作動する可能性は低い。また，換気

空調設備により安定した室温（最大 40℃）を維持していることから，

火災感知器の作動値を室温より高めの 70℃と一意に設定する非アナロ

グ式の熱感知器であっても誤作動する可能性は低い。このため，水素ガ

スによる爆発のリスクを低減する観点から，防爆型の非アナログ式火災

感知器を設置する設計とする。 
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○ 常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）

設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポスト

用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域 

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含

む）設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポ

スト用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域は屋外開放で

あるため，各設置区域全体の火災を感知する必要があるが，火災による

煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。また，降水

等の浸入により火災感知器の故障が想定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式

の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及

ぼす死角がないように設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式で

あるが，誤作動防止対策として以下の機能を有する。 

     ・平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変化)

を把握でき，感知原理に「赤外線３波長式」(物質の燃焼時に発生す

る特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報す

る）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設置する場合は外

光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することとし，屋

外に設置する場合は屋外仕様を採用するとともに，太陽光の影響に

対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置することで誤作動

を防止する設計とする。 

 

また，常設代替交流電源設備，可搬型重大事故等対処施設，モニタ

リング・ポスト用発電機，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ，

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備については，これら

の感知器によって火災が感知できる範囲に設置又は保管する。感知器の

感知範囲と設備の設置・保管場所の関係を補足 41-4 の添付資料３に示

す。 
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○ 常設代替交流電源設備燃料地下タンク 

常設代替交流電源設備設置区域には上述のとおり炎感知器と熱感知

カメラを設置する設計とする。これらに加えて，常設代替交流電源設備

燃料地下タンク内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を

形成していることから，タンク内部の空間部に非アナログ式の防爆型熱

感知器を設置する設計とする。防爆型の熱感知器については，外部環境

温度を考慮した温度を設定温度とすることで誤作動防止を図る設計と

する。感知器設置の概要を第 41-1-19 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-19 図：常設代替交流電源設備燃料地下タンクの 

火災感知器の設置概要 
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○ 格納容器フィルタベント設置区域 

格納容器フィルタベント設置区域は，上部が外気に開放されているこ

とから，当該区域で火災が発生した場合は，煙は屋外に拡散する。また，

降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，当該区

域に設置する機器の特性を考慮し，制御盤内にアナログ式の煙感知器を

設置する設計とし，格納容器フィルタベント設置区域全体を感知する屋

外仕様の炎感知器を設置する設計とする。これらの感知器の選定理由を

以下に示す。 

 

格納容器フィルタベント設置区域に設置される機器は，フィルタベン

ト容器，制御盤等である。 

フィルタベント容器は鋼製であり，配管取り合い部等のフランジには

無機物のパッキンを使用している。さらに，通常，容器内部は窒素ガス

が充填されていることから火災が発生する可能性はない。 

制御盤は，屋外環境に設置することから，密閉性の高い水密構造を採

用している。制御盤内の回路は過電流保護のため，配線用遮断器やヒュ

ーズを適切に設置する設計とするが，万一，制御盤内で火災が発生した

場合は，制御盤が密閉構造であるため，煙は制御盤外に排出され難い構

造である。 

その他，水位，流量等の信号を現場の検出器から現場制御盤・計装ラ

ックを経由して中央制御室に信号を伝送するケーブルを敷設している

が，ケーブルは難燃ケーブルを使用する設計としており，電線管敷設と

することから火災発生の可能性は低い。 

以上を踏まえ，火災が発生する可能性がある制御盤内にアナログ式の

煙感知器を設置する設計とする。 

また，上記の機器は，屋外に設置されることから，当該区域で火災が

発生した場合，煙が大気に拡散するため，煙感知器では火災の感知が期

待できない。さらに，フィルタベントが稼働した場合，フィルタベント

容器外面温度が 100℃程度に上昇することが想定され，熱感知器が誤作

動する可能性があること，熱感知器が誤作動しないよう作動温度が高い

ものを選定すると検知速度が遅くなり早期感知が困難となることから，

熱感知器は適切ではない。 
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以上を踏まえ，異なる種類の感知器として屋外仕様の炎感知器を選定

する。炎感知器は当該区域全体をカバーできるよう配置する設計とする。

炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常設代

替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設置

区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポスト用発

電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域」で使用する炎感知器

と同様である。（第 41-1-20 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-20 図：格納容器フィルタベント設置区域の火災感知器 
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○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域 

非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は屋外であるため，区域全

体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙

感知器による火災感知は困難である。また，降水等の浸入により火災

感知器の故障が想定される。さらに，軽油タンク内部は燃料の気化に

よる引火性又は発火性の雰囲気を形成している。 

このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域には非アナログ

式の屋外仕様の炎感知器を設置することに加え，タンク内部の空間部

に防爆型の非アナログ式熱感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及

ぼす死角がないように設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式

であるが，誤作動防止対策については「常設代替交流電源設備（ガス

タービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設置区域，可搬型重大事故

等対処施設設置区域，モニタリング・ポスト用発電機区域，非常用デ

ィーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所用可搬型電源設備設置区域」で使用する炎感知器と同様である。ま

た，防爆型の熱感知器については非アナログ式であるが，軽油タンク

最高使用温度（約 66℃）を考慮した温度を設定温度（約 80℃）とする

ことで誤作動防止を図る設計とする。 

 

○ 主蒸気管トンネル室 

主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環境となること

から，アナログ式の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火

災感知器の故障が想定される。このため，放射線の影響を受けないよう

検出器部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を

設置する設計とする。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の

熱感知器を設置する設計とする。熱感知器は非アナログ式であるが，作

動温度を周囲温度より高い温度で作動するものを選定することで誤作

動防止を図る設計とする。 

 



- 41-1-58 - 

 

○ 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域

の火災感知器について 

可搬型電源設備ケーブルの敷設区域のうち，電線管が屋外に露出す

る部分は，電線管にアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器を設

置するとともに，屋外仕様の炎感知器を設置する。 

炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常

設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）

設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポス

ト用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備区域」で使用する炎感

知器と同様である。 

 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災による重大事故等対処

施設への影響が考えにくいことから，消防法又は建築基準法に基づく火災

感知設備を設ける設計とする。 

 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対

象機器のみを設けた火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属に

より構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物につ

いては流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは

考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設

計とする。 

 

 

③  火災感知設備の電源確保 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は，

全交流電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの約 70

分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計と

する。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知

設備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用

電源より供給する設計とする。 
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④  火災受信機盤 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備

の火災受信機盤には，以下の２つがある。 

 

火 災 受

信機 

配 置

場所 

電源供給 監視区域 作動した火災感

知器を１つずつ

特定できる機能 

防 災 監

視 操 作

盤・受信

機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯建屋内（原子炉建屋，タービン建

屋，コントロール建屋，廃棄物処

理建屋，緊急用高圧母線室） 

◯格納容器フィルタベント設置区域

（煙感知器） 

 

有り 

   ◯常設代替交流電源設備設置区域，

可搬型重大事故等対処施設設置区

域，非常用ディーゼル発電機燃料

移送ポンプ区域，格納容器フィル

タベント設置区域，非常用ディー

ゼル発電機軽油タンク区域，常設

代替交流電源設備ケーブル敷設区

域（屋外の一部），5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所用可搬型電源設

備設置区域（炎感知器） 

◯主蒸気管トンネル室（煙吸引式検

出設備） 

◯非常用ディーゼル発電機燃料移送

系ケーブルトレンチ，5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所用可搬型電源

設備ケーブル敷設区域（光ファイ

バケーブル式熱感知器） 

無し 

（炎感知器及び

煙吸引式検出

設備は区域ご

との警報を発

報するが監視

区域が大空間

であることか

ら現場確認に

より火源を特

定可能。 

光ファイバケ

ーブル式熱感

知器は区域ご

との警報を発

報するが受信

機において約

2m 間隔で火源

を特定可能。） 
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火 災 受

信機 

配 置

場所 

電源供給 監視区域 作動した火災感

知器を１つずつ

特定できる機能 

屋 外 区

域 熱 感

知 カ メ

ラ 火 災

受信機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯常設代替交流電源設備設置区域，

可搬型重大事故等対処施設設置区

域，非常用ディーゼル発電機燃料

移送ポンプ区域，常設代替交流電

源設備ケーブル敷設区域（屋外の

一部），5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所用可搬型電源設備設置区域

（熱感知カメラ） 

無し 

（熱感知カメラ

は区域ごとの

警報を発報す

るが監視区域

が大空間であ

ることから現

場確認により

火源を特定可

能。） 

 

 

ただし，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部，待機場所）で発

生した火災は，5 号炉の中央制御室に設置されている火災感知設備の受信

機で監視する設計とする。また，モニタリング・ポスト用発電機区域で発

生した火災は，正門警備所で監視する設計とする。これらの受信機が作動

した際は，速やかに 6 号及び 7 号炉の中央制御室に連絡することとする。 
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また，受信機盤は，構成されるアナログ式の受信機により以下のとおり，

火災発生場所を特定できる設計とする。 

 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つ

ずつ特定できる設計とする。 

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの

発生が想定される軽油タンク内及び常設代替交流電源設備燃料地下タ

ンクに設置する非アナログ式の防爆型の熱感知器，及び主蒸気管トンネ

ル室内の非アナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知

器を１つずつ特定できる設計とする。 

○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室に設置

し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，アナログ式の熱感知

器及び煙感知器が接続可能であり，１つずつ特定できる設計とする。た

だし，誤作動防止として起動時の窒素封入後に中央制御室内の受信機に

て作動信号を除外する運用とする。 

○ 屋外の常設代替交流電源設備設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置

区域，格納容器フィルタベント設置区域，非常用ディーゼル発電機燃料

移送系ポンプ区域，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域，モニタリ

ング・ポスト用発電機区域，常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域（屋

外の一部），5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区

域を監視する非アナログ式の炎感知器，アナログ式の熱感知カメラの感

知区域を１つずつ特定できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カメラ

火災受信機盤においては，火災発生場所はカメラ機能による映像監視

（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設計とする。 

○ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知

器が接続可能であり，作動した炎感知器を１つずつ特定できる設計とす

る。 

○ 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域，

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視する光フ

ァイバケーブル式熱感知器が接続可能であり，感知区域を１つずつ特定

できる設計とする。 

光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した受信機におい

てセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特

定が可能である。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケ

ーブルを敷設する電線管においては，可燃物がケーブルのみであること

から，ケーブル近傍にセンサ用光ファイバケーブルを敷設することで，

火災の早期感知及び火源特定が可能となる。 
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以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する

火災感知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮し

た火災感知器の設置，異なる種類を組み合わせた火災感知器の設置，非常用電

源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一部非

アナログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施する。炎感

知器及び熱感知カメラについては作動した火災感知器を１つずつ特定できる

機能はないが，火災発生場所を火災区域又は火災区画ごとに特定できる機能を

有しており，火災感知後の現場確認において火災源の特定が可能である。また，

光ファイバケーブル式熱感知器は火災発生場所を火災区域又は火災区画ごと

に特定できる機能に加え，中央制御室に設置した受信機においてセンサ用光フ

ァイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特定が可能である。 
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(2) 消火設備 

［要求事項］ 

(2) 消火設備 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、

系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放

射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による

固定式消火設備を設置すること。 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火

災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところ

には、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計である

こと。 

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互

の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、

系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。 

⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、

爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさ

ないように設置すること。 

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を

備えること。 

⑦ 移動式消火設備を配備すること。 

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であるこ

と。 

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を設置

して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であること。 

⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。 

⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計である

こと。 

⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。 

⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させ

る設計であること。 

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれの

ある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。 

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びその出

入通路に設置すること。 
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［要求事項］ 

（参考） 

(2) 消火設備について 

①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可能

となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されていること。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設備の起動

装置を設置することは差し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備（自

動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設

備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハロン 1301 を除きガス系

消火設備が設けられていないことを確認すること。 

④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能

を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に

分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設

備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機

能を喪失することがないことをいう。 

⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和

53 年通商産業省令第 77 号）第８５条の５」を踏まえて設置されていること。 

⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最大流量を基

に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火設

備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国原子力規制委員会(NRC)が定め

る Regulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、 Regulatory Guide1.189 では

1,136,000 リットル（1,136 m3）以上としている。 
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 消火設備は，以下に示すとおり，重大事故等対処施設を設置する火災区域又

は火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。 

 消火設備は，以下を踏まえた設計とする。 

（補足 41-5） 

 

 なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な現場

の制御盤の警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。 

 消火設備は以下を踏まえて設置する設計とする。 

 

①  重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設

備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火

設備は，火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して

設計する。 

 

a. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は，

「(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

とならない火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区

画を除き，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となる場所として選定する。 

 

b. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にお  

いて，消火活動が困難とならないところを以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火活動が

困難とはならないものとする。 

 

○ 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部） 

中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）は，常駐

する運転員・職員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活

動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災

によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備

等によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならな
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い火災区域又は火災区画として選定する。（添付資料６） 

なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，速やかな火災発生

場所の特定が困難であると考えられることから，固有の信号を発する異

なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室から

の手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハ

ロン 1301）を設置する設計とする。 

 

○ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において万一，火災が発生した場合でも，原子炉格

納容器の空間体積（約 7,300m3）に対してパージ用排風機の容量が

22,000m3/h であり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困

難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

 

○ 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区域

又は火災区画 

補足 41-5 の添付資料 13 に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を

少なくすることで煙の発生を抑える設計とし，煙の充満により消火困難

とはならない箇所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不要な

可燃物を持ち込まないよう持ち込み可燃物管理を実施するとともに，点

検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシー

トによる養生を実施し火災発生時の延焼を防止する。なお，可燃物の状

況については，重大事故等対処施設以外の構築物，系統及び機器も含め

て確認する。 

 

なお，常設代替交流代替電源設備用ケーブル敷設区域については，以下に

示すとおり，屋外においては消火活動が困難とならない場所として選定し，

建屋内においては固定式消火設備により消火可能な設計とする。 

 

 

○ 常設代替交流電源設備用ケーブル敷設区域 

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要を第 41-1-21

図に示す。第一ガスタービン発電機のケーブルは，屋外の一部において

は火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して敷設する。その

他の屋外箇所については電線管に敷設することとし，煙の充満又は放射

線の影響により消火活動が困難とはならないものとする。建屋内におい

ては固定式ガス消火設備を設置する火災区域又は火災区画に敷設するこ

とにより，火災発生時においても早期消火可能な設計とする。 

なお，第一ガスタービン発電機の建屋内のケーブル敷設区域について
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は，非常用ディーゼル発電機用ケーブルの敷設区域と重複しない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-21 図：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要図 
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c. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

場所に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固

定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏

まえハロゲン化物消火剤とする。ハロゲン化物消火剤の種類については，

施工性等によって使い分ける。 

第 41-1-22 図に全域ガス消火設備の概要を示す。本消火設備を自動起

動とする場合は，単一の感知器の誤作動によって消火設備が誤動作する

ことのないよう，２つ以上の煙感知器又は２つ以上の熱感知器の作動を

もって消火する設計とする。さらに，中央制御室からの遠隔手動起動又

は現場での手動起動による消火を行うことができる設計とする。 

なお，全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，火災

防護に係る審査基準「2.2.1 (1)②」に基づき設置が要求される「固有の

信号を発する異なる種類の感知器」とする。 
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第 41-1-22 図：全域ガス消火設備の概要 

 

 

ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行

う設計とする。 

 

○ 原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロア 

原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，火災発生時の煙

の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定で

きないことから，原子炉建屋通路部の火災荷重の大きい可燃物（油保有

機器，ケーブルトレイ，電源盤・制御盤）に対しては，自動又は中央制

御室からの手動操作による固定式消火設備である局所ガス消火設備を

設置し消火を行い，これ以外の可燃物については可燃物が少ないことか

ら消火器で消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則

を踏まえハロゲン化物消火剤とする。設備の概要図を第 41-1-23 図に示

し，具体的な設備の詳細を補足 41-5 に示す。 
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（a）潤滑油を内包する機器の消火設備の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)電気品消火設備の例（ケーブルトレイを例示） 

 

第 41-1-23 図：局所ガス消火設備の概要 

 

 

消火配管

火災感知チューブ

不燃材シート

消火用
ガスボンベ

圧力
スイッチ

動作検出信号

中央制御室
監視盤

ケーブルトレイ

消火ノズル

ケーブル
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○ 非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室 

非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタ

ンク室は，人が常駐する場所ではないことから，ハロゲン化物消火剤を

使用する全域ガス消火設備は設置せず，全域自動放出方式の二酸化炭素

消火設備を設置する設計とする。また，自動起動について，万一，室内

に作業員等がいた場合の人身安全を考慮し，煙感知器及び熱感知器の両

方の作動をもって消火する設計とする。 

 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対

象機器のみを設置する火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属に

より構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物につ

いては流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは

考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とする。 

 

 

d. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない場所に設置する消火設備 

 

○ 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部） 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）には，

全域ガス消火設備等は設置せず，消火器で消火を行う設計とする。中央

制御室制御盤内又は 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の制御盤内の火

災については，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。

中央制御室床下フリーアクセスフロアは，中央制御室からの手動操作に

より早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）

を設置する設計とする。 

 

○ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において万一，火災が発生した場合でも，原子炉

格納容器の空間体積（約 7,300m3）に対してパージ用排風機の容量が

22,000m3/h であることから，煙が充満しないため，消火活動が可能で

ある。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う

設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器につ

いては，消防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消火
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剤を配備する設計とする。設置位置については原子炉格納容器内の各

フロアに対して火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に

定めるところの 20m 以内の距離に配置する。また，原子炉格納容器全

体漏えい率検査及び起動中においては，原子炉格納容器内から消火器

を撤去し，原子炉格納容器全体漏えい率検査の期間中及び起動時にお

ける窒素置換完了までの間，各フロア単位での必要量を所員用エアロ

ック室に配置し，残りの消火器については所員用エアロック室近傍に

配置する。原子炉格納容器内の火災発生時には，初期消火要員，自衛

消防隊員が建屋内の消火器を持って現場に向かうことを定め，定期的

に訓練を実施する。 

原子炉格納容器内での消火栓による消火活動を考慮し，所員用エア

ロック室及び機器搬入ハッチ室近傍               

に必要な数量の消火ホースを配備する設計とする。 

定期検査中において，原子炉格納容器内での点検において，火気作

業，危険物取扱作業を実施する場合は，火災防護計画にて定める管理

手順に従って消火器を配備する。 

 

○ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない火災区域又は火災区画のうち，中央制御室，5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（対策本部）以外で可燃物が少ない火災区域又は火災

区画については，消火器で消火を行う設計とする。これらの火災区域

又は火災区画に対する消火器の配備については，消防法施行規則第六，

七条に基づき各フロアの床面積から算出される必要量の消火器を建屋

通路部に設置することに加え，可燃物の少ない火災区域又は火災区画

の入口扉の近傍に配備する設計とする。 

 

○ 屋外の火災区域又は火災区画 

屋外の火災区域又は火災区画については，消火器又は移動式消火設

備により消火を行う設計とする。 
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②  消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

消火用水供給系の水源は，5号～7号炉共用としてろ過水タンク（約 1,000

㎥）を 2 基設置し，多重性を有する設計とする。（第 41-1-24 図） 

消火用水供給系の消火ポンプは，電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆

動消火ポンプをそれぞれ１台以上設置し，多様性を有する設計とする。な

お，消火ポンプについては外部電源喪失時であっても機能を喪失しないよ

う，ディーゼル駆動消火ポンプについては起動用の蓄電池を設置する設計

とする。 

 

 

 

第 41-1-24 図：消火用水供給系の概要 

 

 

 

 

No.３ろ過水タンク

１，０００m3 

No.４ろ過水タンク  

１，０００m3 

電動機駆動消火ポンプ  

ディーゼル駆動消火ポンプ  

 

容量：2950L/min 

ディーゼル燃料タンク 
ディーゼルエンジン 

常用電源より  

５号炉へ  

６号炉屋内消火栓  

６号炉屋外消火栓  

定期的に切替  

６号炉泡消火設備  

原液タンク  

 

７号炉屋内消火栓  

７号炉屋外消火栓  

７号炉泡消火設備  

＊ハッチングは動的機器を示す 
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③  系統分離に応じた独立性の考慮 

本要求は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画におけ

る消火設備への要求であることを考慮すると，常設重大事故防止設備と設

計基準事故対処設備，又は可搬型重大事故防止設備と常設重大事故防止設

備・設計基準事故対処設備が単一の火災によって同時に機能喪失しないよ

う，区分分離や位置的分散を図る設計とする。これらの設備がある火災区

域又は火災区画に設置する二酸化炭素消火設備及び全域ガス消火設備は，

以下に示すとおり，上記の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた

設計とする。 

 

なお，補足説明資料「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護

指針について」参考資料２に示すとおり，常設重大事故防止設備について

は設計基準事故対処設備と位置的分散を図る設計とする。また，可搬型重

大事故防止設備についても常設重大事故防止設備・設計基準事故対処設備

と位置的分散を図る設計とする。これらの機器が設置される火災区域又は

火災区画に対する消火設備として固定式消火設備，消火器，移動式消火設

備のいずれかを用いる設計とし，それぞれの消火設備は基準地震動に対す

る耐震性を確保するとともに，互いに独立し影響しない設計とする。 

固定式消火設備については重大事故防止設備とその代替する機能を有す

る設計基準事故対処設備を設置した火災区域又は火災区画間で独立して設

置し，電源についても各固定式消火設備にバッテリーを配備し，異なる火

災区域又は火災区画で同時に固定式消火設備が機能喪失しない設計とする。

加えて上記のとおり，重大事故防止設備（常設，可搬）については代替す

る設計基準対処設備と必要な位置的分散を図り，異なる火災区域又は火災

区画に設置することで固定式消火設備を共用しない設計とする。ただし，

常設代替直流電源設備のうち常設重大事故防止設備である蓄電池 A 系と設

計基準対処設備である蓄電池 B，C，D 系といった一部の電源設備等におい

ては異なる火災区域又は火災区画に設置されているが，消火設備を選択弁

方式による固定式消火設備で共用している。これらについては，第 41-1-25

図に示すとおり消火に必要なボンベと容器弁の数に対して１本多くボンベ

と容器弁を独立して設けることにより，容器弁が単一故障した場合であっ

ても必要な消火剤量が確保され，同時に機能を喪失することのない設計と

する。また，容器弁の作動信号についても動的機器の単一故障により同時

に機能を喪失しない設計とする。なお，静的機器である消火配管について

は 24 時間以内の単一故障想定は不要であり，また基準地震動で損傷しない

よう設計するため，多重化しない設計とする。 
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また，消火器については各フロアの床面積に対して消防法施行規則第六，

七条にて要求される容量を通路部に配置することに加えて，消火活動を行

う各火災区域又は火災区画内外に別途１本以上を配備し，単一故障により

必要量を下回らない設計とする。なお，58 条の計装設備が設計基準対処設

備と同じ火災区域又は火災区画に設置されているが，上記のとおり必要本

数に１本以上を加えた消火器を配置することから，単一故障により機能が

失われることはない。 

移動式消火設備については，屋外の消火設備として用いる設計とする。

屋外に配置された軽油タンクが設計基準対処設備と常設重大事故防止設備

を兼ねる設備であること，常設重大事故防止設備であるガスタービン発電

機並びに可搬型重大事故防止設備である電源車がともに屋外に設置されて

いることから，複数の独立した移動式消火設備（消防自動車）を配備し，

同時に消火設備の機能が喪失しない設計とする。 

以上により，消火設備の系統分離に応じた独立性を確保し，動的機器の

単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。 

 各設備に用いる消火設備と同じ消火設備を使用する場合の独立性につい

て第 41-1-7 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-25 図：系統分離に応じた独立性を考慮した消火設備の概要図 

・・・・・・

消防法等の規定に基づく消火に
必要なボンベ

単一故障を考慮し
設置するボンベ

容器弁

火災防護対象機器　A系 火災防護対象機器　B系

選択弁 選択弁

・・・・・・

消防法等の規定に基づく消火に
必要なボンベ

容器弁

火災防護対象機器　B系

選択弁

火災防護対象機器　B系

：可燃物のイメージ

：火災防護対象機器のイメージ

凡例
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第 41-1-7 表：各設備に対する消火設備と消火設備間の独立性について 

 

設計基準対処設備 常設重大事故防止設備 可搬型重大事故防止設備 

固定式

消火設

備 

消火器 

移動式

消火設

備 

固定式

消火設

備 

消火器 

移動式

消火設

備 

固定式

消火設

備 

消火器 

移動式

消火設

備 

設計基

準対処

設備 

固定式

消火設

備 

― ― ― 

火災区域

又は火災

区画ごと

に独立し

て設置 

※１ ※１ 

火災区域

又は火災

区画ごと

に独立し

て設置 

※１ ※１ 

消火器  ― ― ※１ 

必要数

＋１以

上を配

備 

 ※１ ※１ 

必要数

＋１以

上を配

備 

※１ 

移動式

消火設

備 

  ― ※１ ※１ 

複数の

消防自

動車を

配備 

※１ ※１ 

複数の

消防自

動車を

配備 

常設重

大事故

防止設

備 

固定式

消火設

備 

   ― ― ― 

火災区域

又は火災

区画ごと

に独立し

て設置 

※１ ※１ 

消火器     ― ― ※１ 

必要数

＋１以

上を配

備 

※１ 

移動式

消火設

備 

  

 

  ― ※１ ※１ 

複数の

消防自

動車を

配備 

可搬型

重大事

故防止

設備 

固定式

消火設

備 

      ― ― ― 

消火器        ― ― 

移動式

消火設

備 

        ― 

※１：異なる消火設備であり，設備間の影響はないため，単一故障により同時に機能喪失しない。 
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④  火災に対する二次的影響の考慮 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する二酸

化炭素消火設備及び全域ガス消火設備は，火災が発生している火災区域又

は火災区画からの火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流

出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生していない重大事故

等対処施設に及ぼさない設計とする。 

また，これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火対象となる機器が設

置されている火災区域又は火災区画とは別の火災区域又は火災区画に設置

し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボン

ベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。 

局所ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用するとともに，ケー

ブルトレイ用及び電気盤・制御盤用の消火設備については，ケーブルトレ

イ内又は盤内に消火剤をとどめることで，ポンプ用局所ガス消火設備につ

いては，直接熱影響を受けないよう消火対象とは十分離れた箇所にボンベ

及び制御盤等を設置することで，火災の火炎，熱による直接的な影響のみ

ならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生して

いない重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に及ばない設

計とする。また，中央制御室フリーアクセスフロアに設置する固定式ガス

消火設備についても電気絶縁性が高く，人体への影響が小さいハロン 1301

を採用するとともに，消火対象となる機器が設置されている火災区域又は

火災区画とは別の火災区域又は火災区画に設置し，火災による熱の影響を

受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全弁により

ボンベの過圧を防止する設計とする。 

 

 

⑤  想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

油火災（発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備

や燃料タンクからの火災）が想定される非常用ディーゼル発電機室及び非

常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室には，消火性能の高い二酸化炭素

消火設備を設置しており，消防法施行規則第十九条に基づき算出される必

要量の消火剤を配備する設計とする。 

その他の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置

する全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備については，消防法施行規

則第二十条並びに試験結果に基づき，単位体積あたり必要な消火剤を配備

する設計とする。特に，複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量

は，複数の消火対象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以

上となるよう設計する。 
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火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施行規則第

六～八条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。 

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「⑦消火用水の最大放水量

の確保」に示す。 

 

 

⑥  移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」

第八十三条第五号に基づき，恒設の消火設備の代替として消火ホース等の

資機材を備え付けている化学消防自動車（２台，泡消火薬剤 500 L／台），

泡消火薬剤備蓄車（１台，泡消火薬剤 1,000 L／台），水槽付消防自動車（１

台，水槽 2,000 L／台）及び消防ポンプ自動車（１台），1,000 L の泡消火

薬剤を配備する設計とする。（第 41-1-26 図） 

自衛消防隊は，自衛消防隊詰め所に 24 時間待機していることから，速

やかな消火活動が可能である。 

自衛消防隊詰め所近傍には，化学消防自動車（１台），水槽付消防自動

車又は消防ポンプ自動車（１台），泡消火薬剤備蓄車（１台），泡消火薬剤

（1,500 L）を配備，荒浜側高台の保管場所には，化学消防自動車（１台），

消防ポンプ自動車又は水槽付消防自動車（１台）,泡消火薬剤（1,500 L）

を配備し位置的に分散配備する。これにより，万一，自衛消防隊詰め所近

傍に配備した消防自動車が出動不可能な場合でも，自衛消防隊員が自衛消

防隊詰め所から荒浜側高台保管場所に 45 分以内に到着することすること

で，当該場所に保管している消防自動車を用いた速やかな消火活動が可能

である。（第 41-1-27 図） 
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第 41-1-26 図：移動式消火設備の例 

 

化学消防自動車（1 号） 化学消防自動車（2 号） 

水槽付消防自動車 泡消火薬剤備蓄車 

泡消火薬剤 消防ポンプ自動車 
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第 41-1-27 図：移動式消火設備の配置の概要 
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⑦  消火用水の最大放水量の確保 

消火用水供給系の水源の供給先は屋内及び屋外の各消火栓である。屋内

及び屋外の消火栓については，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に

関する基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）

を満足するよう，2 時間の最大放水量（120 m3）を確保する設計とする。

また，消火用水供給系の水源は 5 号炉，6 号炉，7 号炉で共用であるが，万

一 5 号炉，6 号炉，7 号炉それぞれ単一の火災が同時に発生し消火栓による

放水を実施した場合に必要となる 360 m3に対して，十分な水量である 2,000 

m3を確保する設計とする。 

 

  ・消防法施行令第十一条の要求 

      屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130L/min×2 時間 

              ＝31.2m3 

 

 ・消防法施行令第十九条の要求 

    屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350L/min×2 時間 

             ＝84.0m3 

   したがって，２時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋外消火栓 

の必要水量の総和となり，31.2m3＋84.0m3＝115.2m3≒120m3 
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⑧  水消火設備の優先供給 

消火用水供給系は，復水補給水系へ送水するラインと接続されているが，

復水補給水系隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供給

を優先する設計とする。また，水道水系等と共用する場合には，隔離弁を

設置し通常時全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とす

る。なお，水道水系とは共用しない設計とする。（第 41-1-28 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-28 図：消火用水供給系の優先供給の概略図 
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⑨  消火設備の故障警報 

消火ポンプ，全域ガス消火設備等の消火設備は，下表に示すとおり電源

断等の故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。 

（第 41-1-8 表） 

なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な

現場の制御盤警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修

を行う。 

 

第 41-1-8 表：消火設備の主な警報 

 

設 備 主な警報要素 

消火 

ポンプ 

電動機駆動 
• 故障 

• 主管圧力低 

• 現場盤電源断 

ディーゼル駆動 • 異常 • 現場盤電源断 

全域ガス 

消火設備 

CO2 消火設備 
• 火災検知 

• 起動 

• 故障一括 

• ガス放出 

ハロン 1301 消火設備 
• 火災検知 

• 起動 

• 故障一括 

• ガス放出 

HFC 消火設備 
• 火災検知 

• 起動 

• 故障一括 

• ガス放出 

局所ガス 

消火設備 

ハロン 1301 消火設備 
• 火災検知 

• 起動 

• 故障一括 

• ガス放出 

FK-5-1-12 消火設備※ • ガス放出  
※火災検知については火災区域又は火災区画ごとに独立して設置された感知器又は消火設備のガス放

出信号により中操に警報発報。 

      また，作動原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考えにくいが，誤動作についてはガス

放出信号により確認可能。 
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⑩  消火設備の電源確保 

消火用水供給系のうち，電動機駆動消火ポンプは常用電源から受電する

設計とするが，ディーゼル駆動消火ポンプは，外部電源喪失時でもディー

ゼル機関を起動できるように蓄電池により電源を確保する設計とし，外部

電源喪失時においてもディーゼル機関より消火ポンプへ動力を供給するこ

とによって消火用水供給系の機能を確保することができる設計とする。 

（第 41-1-29 図） 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する二酸

化炭素消火設備，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備は，外部電源喪

失時にも消火が可能となるよう，非常用電源から受電するとともに，設備

の動作に必要な電源を供給する蓄電池も設ける設計とする。なお，ケーブ

ルトレイ用の局所ガス消火設備は，動作に電源が不要な設計とする。 

 

 

 

第 41-1-29 図：消火設備の電源確保の概要 
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⑪  消火栓の配置 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火

栓は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九

条（屋外消火栓設備に関する基準）に準拠し，屋内は消火栓から半径 25m

の範囲を考慮して配置し，屋外は消火栓から半径 40m の範囲における消火

活動を考慮して配置することによって，全ての火災区域又は火災区画の消

火活動に対処できるように配置する設計とする。（補足 41-5 添付資料９，

10） 

 

 

⑫  固定式消火設備等の職員退避警報 

固定式消火設備である全域ガス消火設備，二酸化炭素消火設備は，動作

前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴し，20 秒以上の時間遅れをも

ってガス又は二酸化炭素を放出する設計とする。また，二酸化炭素消火設

備については，人体への影響を考慮し，入退室の管理を行う設計とする。

（第 41-1-30 図） 

局所ガス消火設備のうち発火性又は引火性物質である潤滑油を内包す

る設備に設置するものについては，消火剤に毒性がないが，消火時に生成

されるフッ化水素ガスが周囲に拡散することを踏まえ，設備動作前に退避

警報を発する設計とする。また，局所ガス消火設備のうちケーブルトレイ，

電源盤，制御盤に設置するものについては，消火剤に毒性がなく，消火時

に生成されるフッ化水素ガスは延焼防止シートを設置したケーブルトレイ

内，又は金属製筐体で構成される盤内に留まり，外部に有意な影響を及ぼ

さないため，設備動作前に退避警報を発しない設計とする。 
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第 41-1-30 図：全域ガス消火設備，二酸化炭素消火設備の職員退避警報装置の例 

 

表示灯 

 

スピーカー 

 

回転灯 
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⑬ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそれがあることか

ら，汚染された液体が管理されない状態で管理区域外への流出を防止する

ため，管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに，各フロア

の建屋内排水系によって液体廃棄物処理系に回収し，処理する設計とする。

万一，流出した場合であっても建屋内排水系から系外に放出する前にサン

プリングを実施し，検出が可能な設計とする。 

 

 

 

⑭ 消火用非常照明 

建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，

移動及び消火設備の操作を行うため，消防法で要求される消火継続時間 20

分に現場への移動等の時間(最大約 1 時間)も考慮し，12 時間以上の容量の

蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。（第 41-1-31 図） 

消火用非常照明器具の配置を添付資料７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-31 図：消火用非常照明の設置例 

 

以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計とすることから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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2.1.2.2．地震等の自然現象への対策 

［要求事項］ 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっ

ても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること 

 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B・C クラスの機器が設置されてい

る場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス機器である原子炉

の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されるところであるが、その

際、耐震 B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、

火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認されていなければならない。 

 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのないよう、設計

に当たっては配置が考慮されていること。 

 

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象とし

ては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無

に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象の

うち，発電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対処施設

に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温

（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能を維持する設計

とし，落雷については，「2.1.1.3(1) 落雷による火災の発生防止」に示す対策

により，機能を維持する設計とする。 

低温（凍結）については，「(1)凍結防止対策」に示す対策により機能を維持

する設計とする。風（台風）に対しては，「(2)風水害対策」に示す対策により

機能を維持する設計とする。地震については，「（3）地震対策」に示す対策によ

り機能を維持する設計とする。 
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上記以外の津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響及び生物学的事象

については，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す

対策により機能を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策

について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

 

(1) 凍結防止対策 

屋外に設置する火災感知設備，消火設備は，柏崎刈羽原子力発電所におい

て考慮している最低気温-15.2℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知

設備，消火設備を設置する設計とする。 

屋外消火設備の配管は保温材等により凍結防止対策を図る設計とする。 

屋外消火栓本体はすべて，凍結を防止するため，通常はブロー弁を常時開

として消火栓本体内の水が排水され，消火栓を使用する場合に屋外消火栓バ

ルブを回転させブロー弁を閉にして放水可能とする双口地上式（不凍式消火

栓型※1）を採用する設計とする。（第 41-1-32～41-1-36 図） 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，凍結防止対策を実施する設計と

することから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 

                         
※1 管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせず，常に給水を止めることなく，管や機器内

に滞留する凍結前の水を自動的に管外に排水させ，凍結による閉塞や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付

けているもの。 
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第 41-1-34 図：屋外消火配管への保温材設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-1-35 図：不凍式消火栓の設置状況 
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第 41-1-36 図：不凍式消火栓の構造の概要 

 

消火水圧消火水圧

 

排水弁レバー排水弁レバー

 

＜自動排水弁機構＞ 

消火栓使用時には水圧により

ボールが押されることで排水

弁が閉まる。 

通常時はスプリングによりブ

ロー弁が開き（ボールが戻り），

内部の水が排水される。 

＜強制排水弁機構＞ 

消火栓使用時は主弁（弁体）が

上に上がり，スプリングにより

排水弁が閉まる。 

主弁を閉めると，排水弁はレバ

ーにより持ち上げられ、内部の

水が排水される。 
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(2) 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポンプ及びディーゼ

ル駆動消火ポンプ等の機器は，風水害に対してその性能が著しく阻害される

ことがないよう，壁及び扉に対して浸水対策を実施した建屋内に配置する設

計とする。（第 41-1-37 図） 

二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備についても，

風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，原子炉建屋・

タービン建屋・コントロール建屋等の建屋内に配置する設計とする。また，

屋外の火災感知設備は，屋外仕様とした上で火災感知器の予備を保有し，万

一，風水害の影響を受けた場合には，早期に取替えを行うことにより当該設

備の機能及び性能を復旧する設計とする。 

屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，

雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない機械式を用いる設計とする。 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，風水害対策を実施する設計とす

ることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 
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第 41-1-37 図：消火ポンプ設置エリアの浸水対策 
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 (3) 地震対策 

 ① 地震対策 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備

及び消火設備は，重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて機能を維持で

きる設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置される，油

を内包する耐震 B クラス及び耐震 C クラスの機器は，基準地震動により油

が漏えいしない設計とする。 

 

 ② 地盤変位対策 

屋外消火配管は，基本的に地上またはトレンチに設置し，地震時におけ

る地盤変動に対して，その配管の自重や内圧，外的荷重を考慮しても地盤

沈下による建屋と周辺地盤との相対変位を 1m 許容する設計とする。 

また，地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へのフレキシブル継

手を採用する設計や，建屋等の取り合い部における消火配管の曲げ加工（地

震時の地盤変位を配管の曲げ変形で吸収）を行う設計とする。（第 41-1-38

図） 

さらに，屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火設備を用いて屋内

消火栓へ消火水の供給ができるよう，建屋に給水接続口を設置している。 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，地震対策及び地盤変位対策を実施

する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 
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第 41-1-38 図：地盤変位対策の実施例 

 

 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

上記の自然現象を除き，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で考慮すべ

き自然現象については，2.1.1.3．で記載のとおり，津波，竜巻，降水，積雪，

地滑り，火山の影響及び生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火

災により感知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は早

期の取替，復旧を図る設計とするが，必要に応じて火災監視員の配置や，代

替消火設備の配備等を行い，必要な性能を維持することとする。 

 

 

フレキシブル 

継手 
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2.1.2.3．消火設備の破損，誤動作又は誤操作への対策 

［要求事項］ 

2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又は誤操作に

よって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操

作による溢水の安全機能への影響について「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」

により確認すること。 

 

（参考） 

原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下の溢水を想定 

することとしている。 

a. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水 

b. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの

放水による溢水 

c. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水 

 

このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢水として、以下 

が想定されていること。 

① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水 

② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水 

③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水 

 

二酸化炭素は不活性であること，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で

使用するハロゲン化物消火剤は電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから，設

備の破損，誤動作又は誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に

影響を与えないため，火災区域又は火災区画に設置するガス消火設備には，二

酸化炭素消火設備，ハロゲン化物消火剤を用いた全域ガス消火設備又は局所ガ

ス消火設備を選定する設計とする。 

なお，非常用ディーゼル発電機は，非常用ディーゼル発電機室に設置する二

酸化炭素消火設備の破損，誤動作又は誤操作によって二酸化炭素が放出される

ことによる窒息を考慮しても機能が喪失しないよう，外気から直接給気を取り

入れる設計とする。 

消火設備の放水等による溢水に対しては，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ

影響がないよう設計する。 
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以上より，固定式消火設備については，設備の破損，誤動作又は誤操作によ

っても電気及び機械設備に影響を与えないこと，消火設備の放水等による溢水

等に対しては「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ影響がないことを確認している

ことから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 
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2.2．個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

［要求事項］ 

3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

 火災防護対策の設計においては、2. に定める基本事項のほか、安全機能を有する構

築物、系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じること。 

 

（参考） 

安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火災防護対策として、NRC が

定める Regulatory Guide 1.189 には、以下のものが示されている。 

(1) ケーブル処理室 

① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口を設けること。 

② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅 0.9 m、高さ 1.5 m 分離すること。 

(2) 電気室 

電気室を他の目的で使用しないこと。 

(3) 蓄電池室 

① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しないこと。 

② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持できるようにすること。 

③ 換気機能の喪失時には制御室に警報を発する設計であること。 

(4) ポンプ室 

煙を排気する対策を講じること。 

(5) 中央制御室等 

① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火ダンパを設置すること。 

② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するものはこの限りではない。 

なお、防炎性については、消防法施行令第４条の３によること。 

(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備 

消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策を講じること。 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために、隔離できる

設計であること。 

② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液体放射性廃棄物処理設備に

回収できる設計であること。 

③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び HEPA フィル

タなどは、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯蔵すること。 

④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策を講じること。 
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以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮した火災防護対

策を実施する。 

 

 

 (1) ケーブル処理室 

ケーブル処理室は全域ガス消火設備により消火する設計とするが，消火活

動のため２箇所の入口を設置する設計とし，ケーブル処理室内においても消

火要員による消火活動を可能とする。（第 41-1-39 図） 

また，ケーブル処理室の火災の影響軽減のための対策として，最も分離距

離を確保しなければならない蓋なしの動力ケーブルトレイ間では，互いに相

違する系列の間で水平方向 0.9m，垂直方向 1.5m を最小離隔距離として設計す

る。その他のケーブルトレイ間については IEEE384 に基づき火災の影響軽減

のために必要な分離距離を確保する設計とする。 

一方，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，アナログ式の煙感知器，

熱感知器を設置するとともに，全域ガス消火設備を設置する設計とする。ま

た，安全系区分の異なるケーブルについては，非安全系ケーブルも含めて 1

時間以上の耐火能力を有する分離板又は障壁で分離する設計とする。さらに，

火災発生時，火災発生場所を火災感知設備により確認し，固定式消火設備又

は床板を外して二酸化炭素消火器を用いた消火活動を行うことも可能である。
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第 41-1-39 図：ケーブル処理室の入口設置状況 
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(2) 電気室 

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

 

(3) 蓄電池室 

蓄電池室は以下のとおりと設計する。 

・ 蓄電池室には蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やインバータは設置し

ない設計とする。（第 41-1-40 図） 

・ 蓄電池室の換気設備は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指

針(SBA G 0603 -2001)」に基づき，水素ガスの排気に必要な換気量以上

となるよう設計することによって，蓄電池室内の水素濃度を 2vol%以下

の約 0.8vol%程度に維持する設計とする。（第 41-1-9 表） 

・ 蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に警報を発報する

設計とする。 
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第 41-1-40 図：蓄電池の設置状況 

 

 

７号炉 ＡＭ用直流125V蓄電池室 ６号炉 ＡＭ用直流125V蓄電池室 
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第 41-1-9 表：蓄電池室の換気風量 

 

6 号炉 7 号炉 

蓄電池 

必要 

換気量 

[㎥/h] 

空調 

換気風量 

[㎥/h] 

蓄電池 

必要 

換気量 

[㎥/h] 

空調 

換気風量 

[㎥/h] 

直流 125V6A 1590 2700*1 直流 125V7A 1590 3600 

直流 125V6A-2 1325 1400 直流 125V7A-2 1325 1350 

直流 125V6B 994 1300 直流 125V7B 994 1000 

直流 125V6C 994 1000 直流 125V7C 994 1500 

直流 125V6D 729 1200 直流 125V7D 729 1600 

AM 用 125V 795 800 AM 用 125V 795 800 

*1：常用の空調設備の風量。非常用の空調設備の風量は 1600 ㎥/h 

 

 

 (4) ポンプ室 

重大事故等対処施設に該当するポンプの設置場所のうち，火災発生時の煙

の充満により消火困難な場所には，消火活動によらなくても迅速に消火でき

るよう固定式消火設備を設置する。 

なお，固定式消火設備による消火後，消火の確認のために運転員や消防隊

員がポンプ室に入る場合については，消火直後に換気してしまうと新鮮な空

気が供給され，再発火するおそれがあることから，十分に冷却時間を確保し

た上で，可搬型の排煙装置を準備し，扉の開放，換気空調系，可搬型排煙装

置により換気し，呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する

設計とする。 
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(5) 中央制御室等 

中央制御室は以下のとおり設計する。 

・ 中央制御室と他の火災区域又は火災区画の換気空調系の貫通部には，防

火ダンパを設置する設計とする。 

・ 中央制御室のカーペットは，消防法施行令第四条の三の防炎性を満足す

るカーペットを使用する設計とする。 

 

(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されている設備であり，ラックに燃料

を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保すること，及びステンレス鋼の中

性子吸収効果によって未臨界性が確保される設計とする。 

新燃料貯蔵設備については，気中に設置している設備（ピット構造で上部

は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが，消火活動により消火水が噴霧

され，水分雰囲気に満たされた最適減速状態となっても未臨界性が確保され

る設計とする。 

 

 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は，以下のとおり設計す

る。 

・ 放射性廃棄物処理設備，放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域又は

火災区画の管理区域用換気設備は，環境への放射性物質の放出を防ぐ目

的でフィルタを通して排気筒へ排気する設計とする。また，これらの換

気設備は，放射性物質の放出を防ぐため，空調を停止し，風量調整ダン

パを閉止し，隔離できる設計とする。 

・ 放水した消火水の溜り水は，建屋内排水系により液体放射性廃棄物処理

設備に回収できる設計としている。 

・ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂，濃縮廃液は，固体廃棄物と

して処理を行うまでの間，密閉された金属製の槽・タンクで保管する設

計とする。 

・ 放射性物質を含んだチャコールフィルタは，固体廃棄物として処理する

までの間，ドラム缶に収納し保管する設計とする。 

・ 放射性物質を含んだ HEPA フィルタは，固体廃棄物として処理するまで

の間，不燃シートに包んで保管する設計とする。 

・ 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備において，冷却が必要

な崩壊熱が発生し，火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない設

計とする。 
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2.3．火災防護計画について 

［要求事項］ 

(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員の体制

を含めた火災防護計画を策定すること。 

 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認すること。また、

上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を

参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか

否かを確認することができないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運

転管理の段階において確認する必要がある。 

 

火災防護計画について 

1. 原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を策定して

いること。 

2. 同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的とし

て実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体制が定

められていること。なお、ここでいう組織体制は下記に関する内容を含む。 

① 事業者の組織内における責任の所在。 

② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。 

③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。 

3. 同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するため、以下の 3

つの深層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防護対策

が含まれていること。 

① 火災の発生を防止する。 

② 火災を早期に感知して速やかに消火する。 

③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温停止及び低温

停止の機能が確保されるように、当該安全機能を有する構築物、系統及び機器を防護

する。 

4. 同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。 

① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。 

② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災

の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策の概要が記載されていること。 
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発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防

護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の

所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練並び

に火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに，発

電用原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器については，火災

の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の 3 つの深層防

護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うことについて定める。重大事

故等対処施設については，火災の発生防止，並びに火災の早期感知及び消火

を行うことについて定め，その他の発電用原子炉施設については，消防法等

に基づき設備等に応じた火災防護対策を行うことについて定める。 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等につ

いて定める。（８条-別添 1-資料 1） 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

漏えいした潤滑油又は燃料油の 

拡大防止対策について 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，ポンプ等の油内包機器から

漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について示す。 

 

 

2．要求事項 

 漏えいの拡大防止措置は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に

係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1 火災発生

防止」の 2.1.1 に基づき実施することが要求されている。 

 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.1 火災発生防止 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講

じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は，以下

の事項を考慮した，火災発生防止対策を講じること。 

① 漏えいの防止，拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策，拡大防止対策を講じること。ただし，

雰囲気の不活性化等により，火災が発生するおそれがない場合は，この限りでない。 
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3．漏えい拡大防止対策について 

重大事故等対処施設を有する機器等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器

のうち，耐震 S クラスの機器は，基準地震動により損壊しないよう耐震性を確

保できており，また，耐震 B，C クラスの機器については，基準地震動により損

壊しないよう耐震性を確保する設計とする。 

さらに，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にあるポンプ

等の油内包機器から機器の故障等により油が漏えいした場合については，機器

の周囲に設置した堰，又は機器周辺のドレンラインを通して床ドレンサンプへ

回収し，漏えい油の拡大を防止する対策を講じる。重大事故等対処施設を設置

する火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量

を第１，２表に示す。また，堰の設置状況を第１図に示す。 
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第１表 火災区域又は火災区画内の油内包機器と堰の容量（6 号炉） 

 

 

 

火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

R-1-1 
RHR(A)ﾎﾟﾝﾌﾟ･

熱交換器室 
有 

残留熱除去系

ポンプ(A) 
S タービン 32 208 以上 178 

24000 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

残留熱除去系

封水ポンプ(A) 
S タービン 32 208 以上 0.6 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-2 
RHR(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ･

熱交換器室 
有 

残留熱除去系

ポンプ(B) 
S タービン 32 208 以上 178 

21150 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

残留熱除去系

封水ポンプ(B) 
S タービン 32 208 以上 0.6 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-3 
RHR(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ･

熱交換器室 
有 

残留熱除去系

ポンプ(C) 
S タービン 32 208 以上 178 

22560 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

残留熱除去系

封水ポンプ(C) 
S タービン 32 208 以上 0.6 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-4 
RCIC ﾎﾟﾝﾌﾟ･蒸

気ﾀｰﾋﾞﾝ室 
有 

原子炉隔離時

冷却系ポンプ 
S タービン 32 208 以上 380 16320 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-5 
HPCF(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
有 

高圧炉心注水

系ポンプ(B) 
S タービン 32 208 以上 245 13020 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-6 
HPCF(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
有 

高圧炉心注水

系ポンプ(C) 
S タービン 32 208 以上 245 10830 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-7 R/B B3F 通路 有 
制御棒駆動水

ポンプ(A)(B) 
B(Ss) タービン 46 210 以上 210/台 247/台 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1- 

15 

CUW 逆洗水移

送ﾎﾟﾝﾌﾟ室 
有 

CUW逆洗水移送

ポンプ(A)(B) 
C(Ss) タービン 46 210 以上 1.45/台 6420 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1- 

19 

SPCU ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ,CUW 系非再

生熱交換器漏

洩試験用ﾗｯｸ

室 

有 SPCU ポンプ B（S） タービン 32 208 以上 1 9835 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-4-2 D/G(A)室 有 

非常用ディー

ゼル発電機(A) 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 23600 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)燃料油ド

レンユニット 
C(Ss) 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 200 23600 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 23600 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

※1 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち， 

火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計の機器 

※2 タービン○○等の○○は ISO 粘度グレードを示す一般名称。（但し，NKS オイルについては規格番号）一般名称で分類されないものは製品名を記載 

※3 一般名称を示す潤滑油については，使用している潤滑油の引火点の最低値を記載 
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火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

R-4-3 D/G(B)室 有 

非常用ディー

ゼル発電機(B) 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 17500 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)燃料油ド

レンユニット 
C(Ss) 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 200 17500 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 17500 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-4-4 D/G(C)室 有 

非常用ディー

ゼル発電機(C) 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 22800 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)燃料油ド

レンユニット 
C(Ss) 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 200 22800 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 22800 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-4- 

28 

CUW ﾌﾟﾘｺｰﾄﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･ﾀﾝｸ室 
有 

FPC,CUWF/D プ

リコートポン

プ 

C タービン 46 210 以上 0.7 24.2 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-5- 

16 
FPC ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 

FPC ポンプ

(A)(B) 
B(Ss) タービン 32 208 以上 1/台 9216 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-6-1 R/B 3F 通路 有 

SLC ポンプ(A) S 

ダフニーメ

カニックオ

イル 68 

255 

66 185 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 
ダフニーメ

カニックオ

イル 150 

272 

SLC ポンプ(B) S 

ダフニーメ

カニックオ

イル 68 

255 

66 232 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 
ダフニーメ

カニックオ

イル 150 

272 

R-6-2 
DG(A)燃料ﾃﾞｨ

ﾀﾝｸ室 
有 

非常用ディー

ゼル発電機燃

料ディタンク

(A) 

S 軽油 45 18000 20900 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6-6 DG(A)補機室 有 
DG(A)空気圧縮

機(1)(2) 
C(S) 

 

フェアコー

ル A100 

 

275 9/台 2890 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6-9 DG(C)補機室 有 
DG(C)空気圧縮

機(1)(2) 
C(S) 

フェアコー

ル A100 
275 9/台 1581 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 
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火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

R-6- 

11 

DG(B)燃料ﾃﾞｨ

ﾀﾝｸ室 
有 

非常用ディー

ゼル発電機燃

料ディタンク

(B) 

S 軽油 45 18000 19200 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6- 

16 

DG 排気管(C)

室(3F) 
有 

非常用ディー

ゼル発電機燃

料ディタンク

(C) 

S 軽油 45 18000 19500 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6- 

23 
DG(B)補機室 有 

HWH温水ループ

ポンプ(A)(B) 
C(Ss) タービン 32 208 以上 1.7/台 32200 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

DG(B)空気圧縮

機(1)(2) 
C(S) 

フェアコー

ル A100 
275 9/台 3636 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6- 

24 
SGTS 室 有 

SGTS 活性炭充

填排出装置ブ

ロアユニット 

- 

(点検

設備) 

ダフニーメ

カニックオ

イル 46 

244 0.7 6933 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

SGTS 活性炭充

填排出装置分

離器ユニット 

- 

(点検

設備) 

タービン 22 190 以上 3 6933 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

非常用ガス処

理系排風機

(A)(B) 

S タービン 46 210 以上 14/台 6933 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1-2 
TCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱

交換器室 
有 

TCW ポンプ

(A)(B)(C） 
C(Ss) タービン 32 208 以上 5.9/台 70544 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1- 

10 

電解鉄ｲｵﾝ供

給装置室 
無 

電解鉄イオン

供給ポンプ 
C タービン 32 208 以上 0.5 55650 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1- 

20 

C 系 RCW ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･熱交換器

室 

有 

原子炉補機冷

却水系ポンプ

(C)(F) 

S タービン 32 208 以上 2.8/台 26400 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

T-1- 

52 

低圧復水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

低圧復水ポン

プ(A)(B)(C) 
B タービン 32 208 以上 1020 255737 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1- 

57 

CD 再循環ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

CD 再循環ポン

プ 
C タービン 32 208 以上 0.7 1779 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1- 

58 

CF 逆洗水移送

ﾎﾟﾝﾌﾟ室 
無 

CF 逆洗水移送

ポンプ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.45/台 3090 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1- 

59 

高圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

高圧ヒーター

ドレンポンプ

(A)(B)(C) 

B タービン 32 208 以上 753 58000 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1- 

68 

低圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

低圧ヒーター

ドレンポンプ

(A)(B)© 

B タービン 32 208 以上 27 1180 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1- 

77 

復水再回収ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ室 
無 

復水再回収ポ

ンプ 
B タービン 46 210 以上 0.75 3450 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 
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火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

T-2- 

51 

IA･SA 圧縮機ﾕ

ﾆｯﾄ室 
無 

IA 除湿装置ユ

ニット(A)(B) 
C 

フェアコー

ル A68 
248 11/台 

23075 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

IA 空気圧縮機

ユニット

(A)(B) 

C 
フェアコー

ル A68 
248 48/台 

SA 空気圧縮機

ユニット

(A)(B) 

C 
フェアコー

ル A68 
248 48/台 

T-2- 

55 

復水器真空ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ室 
無 

復水器真空ポ

ンプ用封水ポ

ンプ 

B タービン 46 210 以上 0.58 104832 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-2- 

61 
油受けﾀﾝｸ室 無 

油受けタンク B タービン 32 208 以上 98000 

294960 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

油移送ポンプ B タービン 32 208 以上 3 

制御油貯油タ

ンクユニット 
B 

ファイヤク

エル EHC 
254 4000 

EHC冷却水回収

ポンプ 
B タービン 46 210 以上 1.05 

オイルフラッ

シング用フィ

ルタ 

B タービン 32 208 以上 72 

T-2- 

62 

高圧制御油圧

ﾕﾆｯﾄ室 
無 

EHC制御油圧ユ

ニット 
B 

ファイヤク

エル EHC 
254 3000 

T-2- 

65 

RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油

ﾀﾝｸ(B)室 
無 

RFP-T主油タン

ク(B) 

 

B 

タービン 32 208 以上 

7600 

118921 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

RFP-T油移送ポ

ンプ(B) 

 

B 1 

RFP-T補助油タ

ンク(B) 

 

B 140 

T-2- 

66 
油清浄機室 無 

油清浄機 C 

タービン 32 208 以上 8000 

111678 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

タービンろ過

ポンプ 
C 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

T-2- 

67 

RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油

ﾀﾝｸ(A)室 
無 

RFP-T主油タン

ク(A) 
B 

タービン 32 208 以上 

7600 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

RFP-T油移送ポ

ンプ(A) 
B 1 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

RFP-T補助油タ

ンク(A) 
B 140 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

T-3-1 

A 系 RCW ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･熱交換器

及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 

有 

原子炉補機冷

却水系ポンプ

(A)(D) 

S タービン 32 208 以上 2.8/台 

9580 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

原子炉補機冷

却海水系ポン

プ(A)(D) 

S タービン 46 210 以上 30/台 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 



 

- 41-1-116 - 

火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

T-3-2 

B 系 RCW ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･熱交換器

及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 

有 

原子炉補機冷

却水系ポンプ

(B)(E) 

S タービン 32 208 以上 2.8/台 

13120 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

原子炉補機冷

却海水系ポン

プ(B)(E) 

S タービン 46 210 以上 30/台 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

T-3-3 
C 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
有 

原子炉補機冷

却海水系ポン

プ(C)(F) 

S タービン 46 210 以上 30/台 3700 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

T-3-4 TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 
TSW ポンプ

(A)(B)(C) 
C タービン 46 210 以上 5.9/台 8658 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-3-5 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ

(A)室 
無 

循環水ポンプ

(A) 
C タービン 46 210 以上 1500 

38322 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C T-3-6 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ

(B)室 
無 

循環水ポンプ

(B) 
C タービン 46 210 以上 1500 

T-3-7 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ

(C)室 
無 

循環水ポンプ

(C) 
C タービン 46 210 以上 1500 

T-3- 

50 
T/A B1F 通路 無 

高圧復水ポン

プ(A)(B)(C) 
B タービン 32 208 以上 1470 20951 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

電動機駆動原

子炉給水ポン

プ(A)(B) 

B タービン 32 208 以上 1100/台 7515 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-3- 

61 

ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原

子炉給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 

無 

タービン駆動

原子炉給水ポ

ンプ(A)(B) 

B タービン 32 208 以上 15200 182455 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-4- 

61 
主油ﾀﾝｸ室 無 

タービン主油

タンク 
C 

タービン 32 208 以上 

31800 

88880 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

主油フラッシ

ングポンプ 
C 110 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

主タービン油

冷却器(A)(B) 
C 2862/台 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

主タービンオ

ーバーフロー

サイト 

C 7 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-4- 

51 
主油ﾀﾝｸ室 無 

発電機密封油

制御装置 
C タービン 32 208 以上 4980 6992 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-4- 

63 

OG 排ｶﾞｽ抽出

器室 
無 排ガスブロア B 

FBK オイル

RO68 
255 2.6 3521 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

C-1-3 

6 号機

HECW(A)(C)冷

凍機室 

有 

HECW 冷凍機

(A)(C) 
S タービン 68 212 以上 80/台 5775 

C/B 計測制御電

源盤区域送排

風機 

S 

HECW ポンプ

(A)(C) 
S タービン 46 210 以上 1.75/台 5775 

C/B 計測制御電

源盤区域送排

風機 

S 
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火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

C-1-4 

6 号機

HECW(B)(D)冷

凍機室 

有 

HECW 冷凍機

(B)(D) 
S タービン 68 212 以上 80/台 7125 

C/B 計測制御電

源盤区域送排

風機 

S 

HECW ポンプ

(B)(D) 
S タービン 46 210 以上 1.75/台 7125 

C/B 計測制御電

源盤区域送排

風機 

S 

RW-B3

F-01 

HCW ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

HCWサンプルポ

ンプ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.45/台 2700 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-04 

HCW 蒸留水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

HCW蒸留水ポン

プ 
C タービン 46 210 以上 1.05 1500 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-06 

濃縮廃液ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

濃縮廃液ポン

プ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.75/台 6510 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-07 

LCW ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

LCWサンプルポ

ンプ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.45/台 3520 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-11 

HSD 収集ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
無 

HSD収集ポンプ

(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 2.05/台 3350 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-12 

LCW 収集ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
無 

LCW収集ポンプ

(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.75/台 9990 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-14 

HCW 収集ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
無 

HCW収集ポンプ

(A)(B)(C) 
C タービン 46 210 以上 2.05/台 12370 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-15 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ

室 
無 

使用済樹脂槽

デカントポン

プ(A)(B) 

C タービン 46 210 以上 1.05/台 2010 
廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-17 

ｽﾗｯｼﾞ移送ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

スラッジ移送

ポンプ 
C タービン 46 210 以上 1.45 5790 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-21 

CUW 粉末樹

脂沈降分離槽

ﾃﾞｶﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室 

無 

CUW粉末樹脂沈

降分離槽デカ

ントポンプ

(A)(B) 

C タービン 46 210 以上 1.05/台 6040 
廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-22 

7 号機,6 号機 

復水移送ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 

有 
MUWC ポンプ

(A)(B)(C) 
B(Ss) タービン 32 208 以上 1.5/台 36000 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-26 

7 号機 HNCW

冷凍機室 
無 

凝縮水回収設

備凝縮水移送

ポンプ(A)(B) 

C タービン 46 210 以上 1.05/台 79900 
RW 電気品区域

送排風機 
C 

RW-B2

F-07 

6 号機 HNCW

冷凍機室 
無 

HNCW 冷凍機

(A)(B)(C)(D)(

E) 

C タービン 68 212 以上 160/台 

96897 

RW 電気品区域

送排風機 
S 

HNCW ポンプ

(A)(B)(C)(D)(

E) 

C タービン 46 210 以上 2.15/台 
RW 電気品区域

送排風機 
S 
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火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

RW-B1

F-04 
通路 無 

HCW中和装置苛

性ソーダポン

プ(A)(B) 

C 

ボンノック

M-150 
242 

3.3/台 400 
廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

パントルク

B 
189 

HCW中和装置硫

酸ポンプ

(A)(B) 

C 

ボンノック

M-150 
242 

3.5/台 370 
廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

パントルク

B 
189 

CONW シール水

ポンプ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.45/台 3110 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-2F

-06 

LCW ろ過塔・弁

室 
無 

LCW通水ポンプ

(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.05/台 5110 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-3F

-06 

RW/B 排気処

理装置室 
無 

RIP-MG セット

(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 3000/台 31324 

MG セット室送

風機 
C 

DGFO-

01 
軽油ﾀﾝｸｴﾘｱ 有 

6号機軽油タン

ク(A)(B) 
S 軽油 45 

565000/

台 

120400

0 

自然換気（屋

外） 
－ 
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第２表 火災区域又は火災区画内の油内包機器と堰の容量（7 号炉） 

 

 

 

火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は火

災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

R-B3F

-01 

RHR(A)ﾎﾟﾝﾌﾟ･

熱交換器室 
有 

RHR ポンプ(A) S 

タービン

46 
210 以上 

210 

22500 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
タービン

68 
212 以上 

RHR 封水ポンプ

(A) 
S 

タービン

46 
210 以上 0.85 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-02 

RCIC ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾀｰ

ﾋﾞﾝ室 
有 RCIC ポンプ S 

タービン

32 
208 以上 160 15260 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-03 

HPCF(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
有 HPCF ポンプ(C) S 

タービン

46 
210 以上 420 12000 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-04 

RHR ﾎﾟﾝﾌﾟ

(C)・熱交換器

室 

有 

RHR ポンプ(C) S 

タービン

46 
210 以上 

210 

19200 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
タービン

68 
212 以上 

RHR 封水ポンプ

(C) 
S 

タービン

46 
210 以上 0.85 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-10 

RHR(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ･

熱交換器室 
有 

RHR ポンプ(B) S 

タービン

46 
210 以上 

210 

28160 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
タービン

68 
212 以上 

RHR 封水ポンプ

(B) 
S 

タービン

46 
210 以上 0.85 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-11 

HPCF(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
有 HPCF ポンプ(B) S 

タービン

46 
210 以上 420 20880 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-13 
SPCU ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 SPCU ポンプ B(Ss) 

タービン

32 
208 以上 3 1748 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-18 

CUW 逆洗水移

送ﾎﾟﾝﾌﾟ･配管

室 

無 

CUW 逆洗水移送

ポンプ(A) 
C 

タービン

46 
210 以上 1.45 

6350 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

CUW 逆洗水移送

ポンプ(B) 
C 

タービン

46 
210 以上 1.45 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

※1 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち， 

火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計の機器 

※2 タービン○○等の○○は ISO 粘度グレードを示す一般名称。（但し，NKS オイルについては規格番号）一般名称で分類されないものは製品名を記載 

※3 一般名称を示す潤滑油については，使用している潤滑油の引火点の最低値を記載 
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火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は火

災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

R-B3F

-25 

R/B 地下 3 階

通路 
有 

CRD ポンプ(A) B(Ss) 
タービン

32 
208 以上 220 419 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

CRD ポンプ(B) B(Ss) 
タービン

32 
208 以上 220 419 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-1F-

03 
DG(A)室 有 

DG(A)ディーゼ

ル発電機本体 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 21400 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 21400 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)燃料油ド

レンユニット

（ポンプ、タン

ク、配管） 

C(Ss) 
ディーゼル

機関用油 
250 以上 184 21400 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-1F-

08 
DG(C)室 有 

DG(C)ディーゼ

ル発電機本体 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 23100 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 23100 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)燃料油ド

レンユニット

（ポンプ、タン

ク、配管） 

C(Ss) 
ディーゼル

機関用油 
250 以上 184 23100 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-1F-

14 
DG(B)室 有 

DG(B)ディーゼ

ル発電機本体 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 24000 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 24000 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)燃料油ド

レンユニット

（ポンプ、タン

ク、配管） 

C(Ss) 
ディーゼル

機関用油 
250 以上 184 24000 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-1F-

20 

CUW ﾌﾟﾘｺｰﾄﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･ﾀﾝｸ室 
有 

CUW プリコート

ポンプ 
B(Ss) 

タービン

46 
210 以上 2.15 3.6 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 



 

- 41-1-121 - 

火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は火

災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

R-2F-

17 
FPC ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 

FPC ポンプ

(A)(B) 
B（Ss) 

タービン

32 
208 以上 3/台 7289 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-3F-

01 

R/B 地上３階

通路 
有 

SLC ポンプ(A) S 

ダフニーメ

カニックオ

イル 68 

255 

66 106 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
ダフニーメ

カニックオ

イル 150 

272 

SLC ポンプ(B) S 

ダフニーメ

カニックオ

イル 68 

255 

66 

 
135 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
ダフニーメ

カニックオ

イル 150 

272 

R-3F-

02 

DG(A)燃料ﾃﾞｲ

ﾀﾝｸ室 
有 

DG(A)燃料デイ

タンク 
S 軽油 45 18000 22200 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-3F-

05 
DG(A)補機室 有 

DG(A)空気圧縮

機(1) 

 

C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

14300 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)空気圧縮

機(2) 

 

C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-3F-

09 

 

 

DG(C)補機室 有 

DG(C)空気圧縮

機(1) 

 

C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

3100 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)空気圧縮

機(2) 
C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-3F-

11 

DG(C)燃料ﾃﾞｲ

ﾀﾝｸ室 
有 

DG(C)燃料デイ

タンク 
S 軽油 45 18000 22200 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-3F-

14 

DG(B)燃料ﾃﾞｲ

ﾀﾝｸ室 
有 

DG(B)燃料デイ

タンク 
S 軽油 45 18000 22200 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 



 

- 41-1-122 - 

火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は火

災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

R-3F-

17 

DG(B)補機・

HWH 熱交換器

室 

有 

DG(B)空気圧縮

機(1) 
C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

9000 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)空気圧縮

機(2) 
C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

HWH 温水ループ

ポンプ(A)(B) 
C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 2.05/台 8500 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B2F

-07 

高圧給水加熱

器ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

室 

無 
高圧ドレンポ

ンプ(A)(B)(C) 
B 

タービン

32 
208 以上 372.6/台 42819 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B2F

-10 

低圧復水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

復水再回収ポ

ンプ 
B 

タービン

32 
208 以上 0.8 153443 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

低圧復水ポン

プ(A)(B)(C) 
B 

タービン

46 
210 以上 145/台 179550 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B2F

-12 

CF 逆洗水ポン

プ室 
無 

CF 逆洗水移送

ポンプ(A)(B) 
B 

タービン

46 
210 以上 1.75/台 6550 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B2F

-19 

低圧給水加熱

器ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

室 

無 
低圧ドレンポ

ンプ(A)(B)(C) 
B 

タービン

32 
208 以上 4.8/台 242490 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-01 
油清浄機室 無 

油清浄機 C 
タービン

32 
208 以上 8000 

44392 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

タービンろ過

ポンプ 
C 

タービン

32 
208 以上 1.5 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

油フラッシン

グフィルタ 
C 

タービン

32 
208 以上 80 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-03 

RFPT 主油ﾀﾝｸ

(A)室 
無 

給水ポンプタ

ービン主油タ

ンク(A) 

B 
タービン

32 
208 以上 6790 

154480 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

給水ポンプタ

ービン油移送

ポンプ(A) 

B 
タービン

32 
208 以上 0.5 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

原子炉給水ポ

ンプ駆動用蒸

気タービン補

助油タンク(A) 

B 
タービン

32 
208 以上 160 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 



 

- 41-1-123 - 

火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は火

災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

T-BM2

F-04 

RFPT 主油ﾀﾝｸ

(B)室 
無 

給水ポンプタ

ービン主油タ

ンク(B) 

B 
タービン

32 
208 以上 6790 

113120 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

給水ポンプタ

ービン油移送

ポンプ(B) 

B 
タービン

32 
208 以上 0.5 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

原子炉給水ポ

ンプ駆動用蒸

気タービン補

助油タンク(B) 

B 
タービン

32 
208 以上 160 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-05 

T/A 地下中 2

階通路 
無 

EHC 冷却水回収

ポンプ 
B 

タービン

32 
208 以上 1 5703 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-06 

EHC 高圧制御

油圧ﾕﾆｯﾄ室 
無 

EHC 高圧油圧ユ

ニット 
B 

ファイヤク

エル EHC 
254 3800 

120680 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

EHC 制御油圧ユ

ニット 
B 

ファイヤク

エル EHC 
254 3800 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-07 
油受ﾀﾝｸ室 無 

油受タンク

(A)(B) 
C 

タービン

32 
208 以上 49000/基 

121100 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

油移送ポンプ C 
タービン

32 
208 以上 3 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-12 

復水器真空ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ室 
無 

復水器真空ポ

ンプ用封水ポ

ンプ 

B 
タービン

32 
208 以上 0.58 208471 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-17 

IA・SA 空気圧

縮装置室 
無 

SA 空気圧縮機

(A)(B) 
C 

フェアコー

ル A68 
248 35/台 

32441 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

IA 空気圧縮機

(A)(B) 
C 

フェアコー

ル A68 
248 35/台 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

IA 除湿装置

(A)(B) 
C 

フェアコー

ル A68 
248 1/台 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B1F

-03 

ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原

子炉給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 

無 

タービン駆動

原子炉給水ポ

ンプ(A)(B) 

B 
タービン

46 
210 以上 13580 389000 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 



 

- 41-1-124 - 

火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は火

災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

T-B1F

-04 

T/A 地下 1 階

通路 
無 

電動機駆動原

子炉給水ポン

プ(A)(B) 

B 
タービン

32 
208 以上 1400/台 13684 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

高圧復水ポン

プ(A)(B)(C) 
B 

タービン

32 
208 以上 420/台 18663 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-1F-

01 
主油ﾀﾝｸ室 無 

主油タンク C 
タービン

32 
208 以上 58000 

87040 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

主油フラッシ

ングポンプ 
C 

タービン

32 
208 以上 100 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-1F-

13 
密封油装置室 無 

密封油制御装

置 
C 

タービン

32 
208 以上 3000 7248 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B2F

-03 

TCW ﾎﾟﾝﾌﾟ・熱

交換器室 
有 

TCW ポンプ

(A)(B)（C） 
C(Ss) 

タービン

32 
208 以上 9/台 61887 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B2F

-06 

電解鉄ｲｵﾝ供

給装置室 
無 

鉄イオン海水

供給ポンプ 
C 

タービン

32 
208 以上 0.5 80325 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B2F

-09 

C 系 RCW ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･熱交換器

室 

有 

RCW ポンプ(C) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

7420 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RCW ポンプ(F) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

H-B1F

-04 

B 系 RCW ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･熱交換器

室 

有 

RCW ポンプ(B) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

41440 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RCW ポンプ(E) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(B) S 
タービン

46 
210 以上 80 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(E) S 
タービン

46 
210 以上 80 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

H-B1F

-05 
TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 

TSW ポンプ

(A)(B)(C） 
C 

タービン

46 
210 以上 31/台 23115 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B1F

-06 

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ

(C)室 
無 

循環水ポンプ

(C) 
C 

タービン

46 
210 以上 1300 

36635 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B1F

-07 

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ

(B)室 
無 

循環水ポンプ

(B) 
C 

タービン

46 
210 以上 1300 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 



 

- 41-1-125 - 

火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は火

災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

H-B1F

-08 

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ

(A)室 
無 

循環水ポンプ

(A) 
C 

タービン

46 
210 以上 1300 36635 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B1F

-09 

A 系 RCW ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･熱交換器

室 

有 

RCW ポンプ(A) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

71250 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RCW ポンプ(D) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(A) S 
タービン

46 
210 以上 60 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(D) S 
タービン

46 
210 以上 60 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

H-B1F

-10 

C 系 RSW ポン

プ室 
有 

RSW ポンプ(C) S 
タービン

46 
210 以上 60 

7920 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(F) S 
タービン

46 
210 以上 60 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

C-B2F

-01 

7 号機 HECW 冷

凍機(B)(D)室 
有 

HECW ポンプ(B) S 
タービン

46 
210 以上 1.45 10725 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW ポンプ(D) S 
タービン

46 
210 以上 1.45 10725 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW 冷凍機(B) S 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160 10725 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW 冷凍機(D) S 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160 10725 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

C-B2F

-02 

7 号機 HECW 冷

凍機(A)(C)室 
有 

HECW ポンプ(A) S 
タービン

46 
210 以上 1.45 7125 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW ポンプ(C) S 
タービン

46 
210 以上 1.45 7125 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW 冷凍機(A) S 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160 7125 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW 冷凍機(C) S 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160 7125 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

Rw-B3

F-22 

7 号機,6 号機 

復水移送ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 

有 
K-7 MUWC ポン

プ(A)(B)(C) 
B(Ss) 

タービン

46 
210 以上 1/台 36000 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

Rw-B3

F-26 
冷凍機室 無 

K-7 HNCW 冷凍

機

(A)(B)(C)(D) 

C 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 180/台 

81125 

Rw 電気品区域

送排風機 
C 

K-7 HNCW ポン

プ

(A)(B)(C)(D) 

C 
タービン

46 
210 以上 2.15/台 

Rw 電気品区域

送排風機 
C 
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火災区

域又は

火災区

画番号 

火災区域又は火

災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

Rw-2F

-05 
MG ｾｯﾄ室 無 

RIP-MG セット

(A)(B) 
C 

タービン

32 
208 以上 1500/台 42681 

MG セット室送

風機 
C  

Rw-3F

-01 
冷凍機室 無 

HNCW 補助冷凍

機 
C 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160/台 

18574 

Rw 電気品区域

送排風機 
C 

HNCW 補助ポン

プ 
C 

タービン

46 
210 以上 2.05/台 

Rw 電気品区域

送排風機 
C 

DGFO-

04 
軽油ﾀﾝｸｴﾘｱ 有 

7 号機軽油タン

ク(A)(B) 
S 軽油 45 

565000/

台 
1204000 

自然換気（屋

外） 
－ 
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第１図：堰の設置状況 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの 

使用状況について 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について 

 

1．不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況 

【6 号炉】 

換気空調装置 フィルタ種類 材質 性能 

残留熱除去系ポンプ室空調機 給気フィルタ 不織布 難燃性 

非常用ディーゼル発電機 

電気品区域給気処理装置・ 

非常用給気処理装置 

給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

コントロール建屋計測制御 

電源盤区域給気処理装置 
給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

常用電気品室区域給気処理装置 

（125V 蓄電池 6A 室のみ） 
給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

中央制御室再循環系 
プレフィルタ ガラス繊維 難燃性 

HEPA フィルタ ガラス繊維 難燃性 

 

【7 号炉】 

換気空調装置 

フィルタ種類 

（チャコールフィルタ 

以外） 

材質 性能 

残留熱除去系ポンプ室空調機 給気フィルタ 不織布 難燃性 

非常用ディーゼル発電機 

電気品区域給気処理装置・ 

非常用給気処理装置 

給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

コントロール建屋計測制御 

電源盤給気処理装置 
給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

中央制御室再循環系 

給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

プレフィルタ ガラス繊維 難燃性 

HEPA フィルタ ガラス繊維 難燃性 

 

【5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所】 

換気空調装置 

フィルタ種類 

（チャコールフィルタ 

以外） 

材質 性能 

非常用ディーゼル発電機 

電気品区域給気処理装置・ 

非常用給気処理装置 

給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 
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2．JACA No.11A-2003 の試験概要について 

 JACA No.11A-2003 の難燃性確認試験については第１図の試験装置を用いて，

60 秒間供試フィルタの端部を規定の条件の炎にさらし，燃焼速度，残炎・残じ

ん時間，溶融滴下物による発火の有無，燃焼距離を測定し，難燃性に対する評

価を行うものである。 

 

第１図：JACA No.11A-2003 試験概要図 

 

3．JIS L 1091 の試験概要について 

  JIS L 1091 の難燃性確認試験については第２図の試験装置を用いて，120 秒

間供試体を規定の条件の炎にさらし，燃焼面積，残炎・残じん時間，燃焼距離

を測定し，難燃性に対する評価を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図：JIS L 1091 試験概要図 
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添付資料４ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

保温材の使用状況について 
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添付資料４ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における保温材の使用状況について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，「実用発電用原子炉及びその

附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）

の要求に基づき，重大事故等対処施設に使用する保温材について，不燃性材料

又は難燃性材料の使用状況を確認した結果を示す。 

 

2．要求事項 

 保温材については，「火災防護に係る審査基準」の「2.1 火災発生防止」の 2.1.2

に基づき実施することが要求されている。保温材の要求事項を以下に示す。 

 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材

料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機

器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代

替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確

保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機

器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、

この限りではない。 

 (5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。 

 

（参考） 

 「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上

困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能

を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講

じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される

電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合に

おいても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合を

いう。 
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3．保温材の不燃性材料使用状況 

 重大事故等対処施設に対する保温材は，「保温設計基準」にて不燃性材料を要

求している。 

 不燃性の保温材は，平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められた※１もの，又

は建築基準法の不燃材料認定品とした。 

  

※１：＜平成 12 年建設省告示第 1400 号（不燃材料を定める件）＞ 

   ・建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第九号の規定に基づき，不

燃材料を次のように定める。 

   ・建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 108 条の 2 各号（建築物

の外部の仕上げに用いるものにあっては，同条第一号及び第二号）に掲

げる要件を満たしている建築材料は，次に定めるものとする。 

 

  一  コンクリート 

  二  れんが 

  三  瓦 

  四  陶磁器質タイル 

  五  繊維強化セメント板 

  六  厚さが 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板 

  七  厚さが 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 

  八  鉄鋼 

  九  アルミニウム 

  十  金属板 

  十一 ガラス 

  十二 モルタル 

  十三 しっくい 

  十四 石 

  十五 厚さが 12mm 以上のせっこうボード 

     （ボード用原紙の厚さが 0.6mm 以下のものに限る。） 

  十六 ロックウール 

  十七 グラスウール板 
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添付資料５ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

建屋内装材の不燃性について 

 



- 41-1-161 - 

添付資料５ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における建屋内装材の不燃性について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において重大事故等対処施設を設置す

る建屋の内装材に対する不燃性材料の使用について示す。 

 

2．要求事項 

 建屋内装材への不燃性材料の使用は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1 

火災発生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下の各号に掲げるとおり，不燃性材

料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし，当該構築物，系統及び機

器の材料が，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代

替材料」という。）である場合，もしくは，当該構築物，系統及び機器の機能を確

保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機

器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は，

この限りではない。 

 

 (6) 建屋内装材は，不燃性材料を使用すること。 

 

（参考） 

「当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上

困難な場合であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の安全機能

を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講

じられている場合」とは，ポンプ，弁等の駆動部の潤滑油，機器躯体内部に設置される

電気配線，不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等，当該材料が発火した場合に

おいても，他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合を

いう。 
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3．建屋内装材における国内規制内容 

建物の天井，壁，床に使用される内装材には，出火時の急速な火災拡大を防

止するための防火規制が定められている。 

火災拡大には，天井材及び壁材の寄与が大きく，床材の寄与は小さいことか

ら，国内規制では第１表のとおり「天井材及び壁材」と「床材」で規制内容が

異なる。天井材及び壁材については建築基準法により，また，床材については

消防法により規制されている。 

 

第１表：規制内容比較 

 

 
建築基準法 

(第 35 条の２) 

消防法 

(第 8 条の３) 

規制の種類 内装制限 防炎規制 

規制の対象 壁材，天井材 
床材 

(じゅうたん等) 

規制適合品の分類 

不燃材料 

準不燃材料 

難燃材料 

防炎物品 

認定(確認)の方法 
試験による大臣認定 

仕様規定 
試験による認定 

 

 

4．建屋内装材の不燃性について 

 「3. 建屋内装材における国内規制内容」を踏まえ，建築基準法における不燃

材料，準不燃材料及び消防法における防炎物品として防火性能を確認できた材

料を「火災防護に係る審査基準」に適合する「不燃性材料」とする。 

また，国内規定に定められる防火要求において，試験により確認できた材料

を「代替材料」と位置付ける（火災防護に係る審査基準 2.1.2 ただし書きの適

用）。 

なお，耐放射線性等の機能要求があり，代替材料の使用が技術上困難な場合

で，不燃材料の表面に塗布されたコーティング剤については，不燃性材料の適

用外とする（火災防護に係る審査基準 2.1.2 ただし書き及び（参考）の適用）。 

以上より，内装材の不燃性を第１図のフローに基づき確認する。
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第１図：内装材の適合性判定フロー 

  

5．内装材の認定，仕様規定の確認（ルートⅠ） 

設計図書及び現地確認により，内装材における防火規制上の認定及び仕様規

定への適合を確認した。 

なお，中央制御室の床のタイルカーペット，消防法施行規則第四条の三に基

づき，第三者機関において防炎物品の防炎性能試験を実施し，性能を満足した

ものであり国が登録したものを使用している。 

 

6．試験による内装材の適合性判定（ルートⅡ） 

内装材のうち防火規制上の認定及び仕様規定への適合が確認できない材料に

ついては、建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づく

試験により，不燃性材料の防火性能と同等以上（「代替材料」）であることを確

認する。 

 

7．不燃基材の仕様確認（ルートⅢ） 

管理区域の床，壁には耐放射線性及び除染性を確保すること，非管理区域の

一部の床には防塵性を確保すること，原子炉格納容器内の床，壁には耐放射線

非該当 

※1:建築基準法上及び消防法上の認定品 

（建築基準法上の仕様規定品含む） 

※2:不燃材料表面に塗布されたコーティング剤 

※3:耐放射性等の機能要求がある不燃材料に塗布された 

コーティング剤 

STRAT 

国内規制 
認定品※1 

 

不燃性材料 

 

 

代替材料 

（不燃性材料同等） 

不燃性材料表面の 

コーティング剤 

（不燃性材料同等） 

 

その他材料 

 

国内試験 
合格品※2 

機能要求 
かつ 
不燃基材※3 

非該当 

非該当 

該当 

該当 

該当 

ルートⅠ ルートⅡ ルートⅢ ルートⅣ 

END 剥ぎ取り、取替え 
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性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的として，コーティング剤を塗布

する設計としている。このコーティング剤は，旧建設省告示第 1231 号第 2 試験

又は米国 ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六に基づく難燃性塗料であ

ること，不燃性材料に塗布されていることを確認することで，火災防護に係る

審査基準 2.1.2 の（参考）に基づく「不燃材料表面のコーティング剤は，他の

構築物，系統又は機器において火災が生じるおそれが小さい」に該当すること

から，不燃性材料と同等である。 

 

8．内装材の適合性判定結果 

 「5.内装材の認定，仕様規定の確認」より，塗装材を除く建屋内装材につい

て不燃性材料であることを確認した。（第２表） 

また，第２表に示す以外の内装材を設ける場合については「6.試験による内

装材の適合性判定」，「7．不燃基材の仕様確認」に基づき，不燃性材料と同等で

あることを確認する設計とする。 

 

第２表：内装材使用状況一覧 

 

号炉 建屋 室名 部位 内装仕様 

6/7 
コントロール

建屋 

中央制御室 

壁 石綿ケイ酸カルシウム板 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 タイルカーペット 

中央制御室見学者 

ギャラリー室 

壁 コンクリート＋塗装仕上 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 コンクリート＋塗装仕上 

クリーンアクセス 

通路 

壁 コンクリート＋塗装仕上 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 コンクリート＋塗装仕上 

共用 

5 号炉 

原子炉建屋内 

緊急時対策所 

プロセス計算機室 

壁 鉄板塗装仕上げ 

天井 鉄板塗装仕上げ 

床 鉄板塗装仕上げ 
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添付資料６ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について 
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添付資料６ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について 

 

1．はじめに 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火災

防護に係る審査基準」という。）では，中央制御室，及び緊急時対策所のような運

転員が常駐するエリアには，火災発生時の煙を排気するため排煙設備を設置するこ

とが要求されていることから，重大事故等対処施設である 6号及び 7号炉中央制御

室，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所に以下のとおり排煙設備を配備する。 

 

2．要求事項 

 火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」の 2.2.1では，火災時に煙

の充満等により消火活動が困難なところには，自動消火設備又は手動操作による固

定式消火設備の設置が要求されている。一方，重大事故等対処施設である 6号及び

7 号炉中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所については，通常運転員や職

員が駐在しており，火災時に煙が充満しなければ迅速に消火活動が可能であること

から，排煙設備を設置する。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.2火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、

系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であるこ

と。 

(2) 消火設備 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系

統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の

影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火

設備を設置すること。 
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3．排煙設備 

  6 号及び 7 号炉中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の煙を排気するた

め，建築基準法等に準じて排煙設備を配備する。以下に排煙設備の仕様を示す。 

   

3．1 6号炉及び 7号炉中央制御室 

(1) 排煙容量 

   中央制御室の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十六条の三」に準じて，

以下の排煙容量とする。 

  排煙容量：950m3/min 

中央制御室床面積：430.5m2（防煙区画のうち床面積最大部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 排煙設備の使用材料 

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙の排気も考慮して以

下の材料を使用する。 

 ・排煙機：鋼製 

 ・ダクト：亜鉛鉄板 

 

 (3) 起動装置 

 排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するため，排煙設備近傍に

手動起動装置を設置する。 

 

 (4) 電源 

 排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源より供給する。 

 

 

建築基準法における排煙容量の算出 

 中央制御室防煙区画数：13区画 

 最大区画床面積   ：430.5m2 

 

排煙量：最大区画床面積×2m3＝430.5×2＝861m3/min 

     

【建築基準法の要求排煙容量】 

 120m3/min 以上で，かつ，防煙区画部分の床面積 1m2につき 1m3（2 以上の防煙

区画部分に関わる排煙機にあっては，当該防煙区画部分のうち床面積の最大のも

のの床面積 1m2につき 2m3） 
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3．2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

(1) 排煙容量 

   5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十六

条の三」に準じて，以下の排煙容量とする。 

  排煙容量：872m3/min 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所床面積：172.5m2（防煙区画のうち床面積最大 

部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 排煙設備の使用材料 

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙の排気も考慮して以

下の材料を使用する。 

 ・排煙機：鋼製 

 ・ダクト：亜鉛鉄板 

 

 (3) 起動装置 

 排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するため，排煙設備近傍に

手動起動装置を設置する。 

 

 (4) 電源 

 排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源より供給する。 

 

 

建築基準法における排煙容量の算出 

 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所防煙区画数 ：2区画 

 最大区画床面積 ：172.5m2 

 

排煙量：最大区画床面積×2m3＝172.5×2＝345m3/min 

     

【建築基準法の要求排煙容量】 

 120m3/min 以上で，かつ，防煙区画部分の床面積 1m2につき 1m3（2 以上の防煙

区画部分に関わる排煙機にあっては，当該防煙区画部分のうち床面積の最大のも

のの床面積 1m2につき 2m3） 
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添付資料７ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

消火用非常照明器具の配置図 
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添付資料７ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

消火用非常照明器具の配置図 

 

1．概 要 

建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，移

動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間に加え，消火継続時

間 20分を考慮して，1時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具（以下，「蓄

電池内蔵型照明」という。）を設置する。 

なお，火災以外の非常時も考慮し 12 時間点灯できる容量の蓄電池内蔵型照

明としている。 

蓄電池内蔵型照明の配置を以下に示す。 
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蓄電池内蔵型照明 仕様 

 

出力電圧 DC12V （内蔵電池の端子電圧による） 

出力電流 DC5A  （保護回路の値による） 

保護回路 NFB（5A）にて保護 

内蔵電池 小型制御弁式鉛蓄電池 PWL12V24（消防法蓄電池設備型式認定品） 

非常照明動作時間 付属 LED照明を 12時間以上点灯可能 

付属 LED照明仕様 LED消費電力：15W，LED輝度：1150lm 

入力電圧 AC100V±10V 

内蔵電池充電方式 定電圧一定電流充電式 

充電電圧 DC13.3V±2％ 

充電電流 DC4.0A±0.5A 
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参考資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 

重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の 

引火点，環境温度及び機器運転時の温度について 
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参考資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の 

引火点，環境温度及び機器運転時の温度について 

 

1．はじめに 

 重大事故等対処施設を設置する火災区域内の油内包設備に使用している潤滑

油及び燃料油は，その引火点が油内包機器を設置する環境温度よりも高く，機

器運転時の温度よりも高いため，可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確

認した。 

 

2．潤滑油又は燃料油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度 

2.1．常設代替交流電源設備 

2.1.1．潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度 

油内包機器に使用している潤滑油の引火点は約 270℃であり，各場所の環境

温度（外気温 40℃における運転中の局所的最高温度：約 70℃）及び機器運転時

の潤滑油温度（運転時の最高使用温度：約 165℃）に対し大きいことを確認し

た。 

第１表に，主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火点，環境温度

及び機器運転時の温度を示す。 

 

第１表：主要な潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度 

 

潤滑油品種 潤滑油内包機器 
引火点 

［℃］ 

環境温度 

［℃］ 

機器運転時の 

潤滑油温度 

［℃］ 

ガスタービン潤滑油 常設代替交流電源設備 270 70（※） 165 

※：局所的最高温度 
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2.1.2．燃料油の引火点及び環境温度 

  運転中はパッケージ換気ファンによりガスタービンを冷却しているため，外

気温 40℃の時，換気出口では空気温度が 70℃近くになるが，ガスタービンの

燃料供給部分付近の空気は，エンジンの放熱量と換気流量のバランスより，軽

油の引火点 45℃以下となる 

また，燃料供給部分付近の温度が軽油の引火点を超えたとしても，火災区域

内は，大量の空気により換気されているため可燃濃度に達しない。 

 

 



 
 

 

 

 

41-2 火災による損傷の防止を行う重大事故等 

対処施設の分類について 
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火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について 

 

1．概 要 

 重大事故等対処施設は，一部，設計基準対象施設でもある施設があることか

ら，本資料では，火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を，「実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下

「設置許可基準規則」という。）第八条及び「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）に

基づき実施する施設と，設置許可基準規則第四十一条に基づき実施する施設に

分類する。 

設置許可基準規則第八条及び第四十一条の要求事項を以下に示す 

 

 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、

火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下、「火災

感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下、「消火設備」といい、安全施設に属する

ものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。 

 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合

においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければな

らない。 

 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を

損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消

火設備を有するものでなければならない。 

 

 

 

41-2 
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2．火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設 

 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設として，常設重大事故防止

設備，常設重大事故緩和設備及び当該設備に使用しているケーブルを火災防護

対象とする。重大事故等対処施設のうち一部の施設については，設計基準対象

施設として火災防護に係る審査基準上の火災防護対象となる施設でもある。 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設として火災防護に係る審査基

準上の火災防護対象となる施設は，審査基準に基づき火災による損傷の防止を

行っていることから，ここでは，設置許可基準規則第四十一条に基づき火災に

よる損傷の防止を行う重大事故等対処施設（施設に使用しているケーブルを含

む）と，火災防護に係る審査基準に基づき火災による損傷の防止を行う施設を

分類する。 

 

2.1．重大事故等対処施設 

火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を添付資料１に示す。重大

事故等対処施設のうち，金属製の接続口，配管等やコンクリート製の構造物等

は熱影響の小さい不燃性材料で構成されている。これらの不燃材で構成された

機器については添付資料１に示すとおり，構成材の特性や火災による機能への

影響等を踏まえた上で，適切に火災防護対策を行う設計とする。ただし，金属

製の配管等においても一部で内部の液体の漏えいを防止するため不燃性でない

パッキン類が装着されている。パッキン類についてはフランジ取付状態を模擬

した耐火試験において接液したシート面に大幅な温度上昇が生じず，機能に影

響しないことを確認している。（8 条-別添 1-資料 1-参考 5）なお，添付資料 1

に示す火災防護対象機器等は，補足説明資料の「共-1 重大事故等対処設備の設

備分離及び選定について」から抽出しており，重大事故等対処設備の主要設備

及び一部の付帯設備を記載しているが，これら以外の付帯設備も火災防護対象

とする。 

今後重大事故等対処施設の対象が追加となった場合は，他の重大事故等対処

施設と同様の火災防護対策を実施することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設でもあり， 

火災防護に係る審査基準上の 

火災防護対象でもある施設 

設置許可基準規則第四十一条のみで

火災の損傷の防止を行う重大事故等

対処施設 

重大事故等対処施設 

火災防護に係る審査

基準に基づき火災の

損傷を防止する施設 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設一覧表 
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添付資料１ 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉  

重大事故等対処施設一覧表（建屋内及び建屋外） 

 

表：常設重大事故防止設備（１／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

代替制御棒挿入機能による制御

棒緊急挿入 

ATWS緩和設備 

（代替制御棒挿入機能） 

44 

①  

制御棒 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

制御棒駆動機構（水圧駆動） ② 

不燃材で構成されていること，火

災により電磁弁が機能喪失すると

スクラム動作すること，万一誤作

動，不作動した場合であっても電

源を切ることによりスクラム動作

が可能であることから系統機能に

影響を及ぼすものではない 

制御棒駆動系 水圧制御ユニット ② 

不燃材で構成されていること，火

災により電磁弁が機能喪失すると

スクラム動作すること，万一誤作

動，不作動した場合であっても電

源を切ることによりスクラム動作

が可能であることから系統機能に

影響を及ぼすものではない 

制御棒駆動系 配管［流路］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉冷却材再循環ポンプ停止

による原子炉出力抑制 

ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能） 
44 ①  

ほう酸水注入 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

44 

② 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災によ

って影響を受けない。またパッキ

ン部からの漏えいも生じない 

ほう酸水注入系ポンプ ①  

ほう酸水注入系 配管・弁［流路］ ①  

高圧炉心注水系 配管・弁・スパージ

ャ［流路］ 
①  

原子炉圧力容器[注入先] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

出力急上昇の防止 自動減圧系の起動阻止スイッチ 44 ①  

 

注）：以下の対策を実施する設計とする。 

   ①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策 

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策 
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表：常設重大事故防止設備（２／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

高圧代替注水系による原子炉の

冷却 

高圧代替注水系ポンプ 

45 

①  

復水貯蔵槽［水源］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁[流

路] 
①  

主蒸気系 配管・弁[流路] ①  

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁[流路] 
①  

高圧代替注水系（注水系） 

配管・弁[流路] 
①  

復水補給水系 配管・弁[流路] ①  

高圧炉心注水系 配管・弁[流路] ①  

残留熱除去系 配管・弁 

（7号炉のみ）[流路] 
①  

給水系 配管・弁・スパージャ［流路］ ①  

原子炉圧力容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉隔離時冷却系による原子

炉の冷却 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

45 

① ※ 

復水貯蔵槽［水源］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁[流路] 
① ※ 

主蒸気系 配管・弁[流路] ① ※ 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・

弁・ストレーナ[流路] 
① ※ 

復水補給水系 配管・弁[流路] ① ※ 

高圧炉心注水系 配管・弁[流路] ① ※ 

給水系 配管・弁・スパージャ［流路］ ① ※ 

原子炉圧力容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

高圧炉心注水系による原子炉の

冷却 

高圧炉心注水系ポンプ 

45 

① ※ 

復水貯蔵槽［水源］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

高圧炉心注水系 配管・弁・ストレー

ナ・スパージャ［流路］ 
① ※ 

復水補給水系 配管・弁［流路］ ① ※ 

原子炉圧力容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

逃がし安全弁 

逃がし安全弁[操作対象弁] 

46 

①  

逃がし弁機能用アキュムレータ ①  

自動減圧機能用アキュムレータ ①  

主蒸気系配管・クエンチャ[流路] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉減圧の自動化 

※自動減圧機能付き逃がし安全

弁のみ 

代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 46 
①  

自動減圧系の起動阻止スイッチ ①  

可搬型直流電源設備による減圧 
可搬型直流電源設備 

46 
①  

AM用切替装置（SRV） ①  
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表：常設重大事故防止設備（３／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

高圧窒素ガス供給系による作動

窒素ガス確保 

高圧窒素ガス供給系 配管・弁［流路］ 

46 

①  

自動減圧機能用アキュムレータ[流路] ①  

逃がし弁機能用アキュムレータ[流路] ①  

インターフェイスシステム LOCA

隔離弁 
高圧炉心注水系注入隔離弁 46 ② 

※ 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であって

も消火後に操作が可能である 

ブローアウトパネル 原子炉建屋ブローアウトパネル 46 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

低圧代替注水系（常設）による原

子炉の冷却 

復水移送ポンプ 

47 

①  

復水貯蔵槽［水源］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

復水補給水系 配管・弁［流路］ ①  

残留熱除去系 配管・弁・スパージャ

［流路］ 
①  

給水系 配管・弁・スパージャ［流路］ ①  

高圧炉心注水系 配管・弁［流路］ ①  

原子炉圧力容器［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

低圧代替注水系（可搬型）による

原子炉の冷却 

復水補給水系 配管・弁［流路］ 

47 

①  

残留熱除去系 配管・弁・スパージャ

［流路］ 
①  

給水系 配管・弁・スパージャ［流路］ ①  

原子炉圧力容器［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

低圧注水 

残留熱除去系ポンプ 

47 

① ※ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・

スパージャ［流路］ 
① ※ 

給水系 配管・弁・スパージャ［流路］ ① ※ 

原子炉圧力容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉停止時冷却 

残留熱除去系ポンプ 

47 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・スパージャ

［流路］ 
① ※ 

給水系 配管・弁・熱交換器・スパー

ジャ［流路］ 
① ※ 

原子炉圧力容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（４／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

原子炉補機冷却系 

※水源は海を使用 

原子炉補機冷却水ポンプ 

47 

① ※ 

原子炉補機冷却海水ポンプ ① ※ 

原子炉補機冷却水系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 

原子炉補機冷却系サージタンク［流路］ ② 

※ 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 

原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ス

トレーナ［流路］ 
① ※ 

非常用取水設備 

海水貯留堰 

47 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

スクリーン室 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

取水路 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

補機冷却用海水取水路 ② 
※不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

補機冷却用海水取水槽 ② 
※不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

代替原子炉補機冷却系による除

熱 

※水源は海を使用 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サージ

タンク［流路］ 

48 

①  

残留熱除去系熱交換器［流路］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

海水貯留堰 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

スクリーン室 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

取水路 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱 

遠隔手動弁操作設備 

48 

② 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であっ

ても消火後に操作が可能である 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁[流

路] 
①  

不活性ガス系 配管・弁［流路］ ①  

耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁［流

路］ 
①  

耐圧強化ベント系（D/W）配管・弁［流

路］ 
①  

非常用ガス処理系 配管・弁［流路］ ①  

主排気筒（内筒）[流路] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉格納容器（サプレッション・チ

ェンバ，真空破壊弁を含む）［排出元］ 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（５／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

フィルタ装置 

48 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

よう素フィルタ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

ラプチャーディスク ①  

ドレン移送ポンプ ①  

ドレンタンク ② 

不燃材で構成されており，屋外設

備かつ近傍の可燃物は電線管で

あるため熱影響は非常に小さい

こと，また使用中は液体が内包さ

れ過度な温度・圧力の上昇は生じ

ないことから火災によって影響

を受けない 

遠隔手動弁操作設備 ② 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であっ

ても消火後に操作が可能である 

フィルタベント遮蔽壁 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

配管遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

不活性ガス系 配管・弁［流路］ ①  

耐圧強化ベント系 配管・弁［流路］ ①  

格納容器圧力逃がし装置 配管・弁［流

路］ 
①  

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁[流

路] 
①  

原子炉格納容器（サプレッション・チ

ェンバ，真空破壊弁を含む）［排出元］ 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉停止時冷却 
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド） 
48 ① ※ 

格納容器スプレイ冷却 
残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード） 
48 ① ※ 

サプレッション・チェンバ・プ

ール水冷却 

残留熱除去系（サプレッション・チェ

ンバ・プール水冷却モード） 
48 ① ※ 

原子炉補機冷却系 

※水源は海を使用 

原子炉補機冷却水ポンプ 

48 

① ※ 

原子炉補機冷却 海水ポンプ ① ※ 

原子炉補機冷却水系 熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 

原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ス

トレーナ［流路］ 
① ※ 

原子炉補機冷却系 サージタンク［流

路］ 
② 

※ 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 
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表：常設重大事故防止設備（６／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

非常用取水設備 

海水貯留堰 

48 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

スクリーン室 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

取水路 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

補機冷却用海水取水路 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

補機冷却用海水取水槽 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器

内の冷却 

復水移送ポンプ 

49 

①  

復水貯蔵槽［水源］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

復水補給水系 配管・弁［流路］ ①  

残留熱除去系 配管・弁［流路］ ①  

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] ①  

高圧炉心注水系 配管・弁［流路］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉格納容器［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容

器内の冷却 

復水補給水系 配管・弁［流路］ 

49 

①  

残留熱除去系 配管・弁［流路］ ①  

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] ①  

原子炉格納容器［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

格納容器スプレイ冷却系による

原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系ポンプ 

49 

① ※ 

残留除去系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ

［流路］ 
① ※ 

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] ①  

原子炉格納容器［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ・プ

ール水の冷却 

残留熱除去系ポンプ 7 

49 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器 ② 
※不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ

［流路］ 
① ※ 

原子炉格納容器［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（７／１４） 

常設重大事故防止設備 

関連条文 対策注) 
備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

原子炉補機冷却系 

※水源は海を使用 

原子炉補機冷却水ポンプ 

49 

① ※ 

原子炉補機冷却海水ポンプ ① ※ 

原子炉補機冷却水系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 

原子炉補機冷却系サージタンク［流

路］ 
② 

※ 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 

原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ス

トレーナ［流路］ 
① ※ 

非常用取水設備 

海水貯留堰 

49 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

スクリーン室 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

取水路 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

補機冷却用海水取水路 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

補機冷却用海水取水槽 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（８／１４） 

常設重大事故防止設備 

関連条文 対策注) 
備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

フィルタ装置 

50 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

よう素フィルタ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

ラプチャーディスク ①  

ドレン移送ポンプ ①  

ドレンタンク ② 

不燃材で構成されており，屋外設

備かつ近傍の可燃物は電線管で

あるため熱影響は非常に小さい

こと，また使用中は液体が内包さ

れ過度な温度・圧力の上昇は生じ

ないことから火災によって影響

を受けない 

遠隔手動弁操作設備 ② 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であっ

ても消火後に操作が可能である 

フィルタベント遮蔽壁 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

配管遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

不活性ガス系 配管・弁［流路］ ①  

耐圧強化ベント系 配管・弁［流路］ ①  

格納容器圧力逃がし装置 配管・弁

［流路］ 
①  

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁

[流路] 
①  

原子炉格納容器（サプレッション・チ

ェンバ，真空破壊弁を含む）［排出元］ 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の水素ガス及

び酸素ガスの排出（代替循環冷

却系使用時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む） 

原子炉格納容器（サプレッション・チ

ェンバ，真空破壊弁を含む）［排出元］ 
52 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器内の水素ガス及び酸素

ガスの排出（代替循環冷却系使

用時の格納容器内の可燃性ガス

の排出を含む） 

原子炉格納容器（真空破壊弁を含む）

［排出元］ 
52 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

燃料プール代替注水系（可搬型）

による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プール注水及

びスプレイ 

常設スプレイヘッダ 

54 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

燃料プール代替注水系 配管・弁[流

路] 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

使用済燃料プール（サイフォン防止機

能含む）[注水先] 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（９／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

燃料プール代替注水系（可搬型）

による可搬型スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プール注水

及びスプレイ 

燃料プール代替注水系 配管・弁［流

路］ 
54 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

使用済燃料プール（サイフォン防止機

能含む）[注水先] 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

使用済燃料プールの監視 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA広

域) 

54 

①  

使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA) ①  

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ） 
①  

重大事故等時における使用済燃

料プールの除熱 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 

54 

①  

燃料プール冷却浄化系熱交換器 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

使用済燃料プール[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉補機冷却系配管・弁・サージタ

ンク［流路］ 
①  

燃料プール冷却浄化系 配管・弁［流

路］ 
② 

電動弁については，火災によって

遠隔操作機能が喪失した場合に

おいても，使用済み燃料プールの

水位低下には時間的余裕がある

ことから，手動操作等により機能

を復旧することが可能である 

燃料プール冷却浄化系 スキマサージ

タンク［流路］ 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

燃料プール冷却浄化系 ディフューザ

［流路］ 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

海水貯留堰 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

スクリーン室 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

取水路 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

重大事故等収束のための水源 

※水源としては海も使用可能 

復水貯蔵槽 

56 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

ほう酸水注入系貯蔵タンク ② 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 

水の供給 

CSP外部補給配管・弁[流路] 

56 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

海水貯留堰 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

スクリーン室 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

取水路 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（１０／１４） 

常設重大事故防止設備  

関連条文 対策注) 
備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

常設代替交流電源設備による給

電 

第一ガスタービン発電機 

57 

①  

軽油タンク ①  

第一ガスタービン発電機用燃料タンク ①  

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポ

ンプ 
①  

軽油タンク出口ノズル・弁[燃料流路] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

第一ガスタービン発電機用 

燃料移送系配管・弁[燃料流路] 
①  

第一ガスタービン発電機～非常用高圧

母線 C系及び D系電路[電路] 
①  

第一ガスタービン発電機～AM 用 MCC 電

路[電路] 
①  

可搬型代替交流電源設備による

給電 

軽油タンク 

57 

①  

軽油タンク出口ノズル・弁[燃料流路] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

緊急用電源切替箱接続装置～非常用高

圧母線 C系及び D系電路[電路] 
①  

動力変圧器 C 系～非常用高圧母線 C 系

及び D系電路[電路] 
①  

緊急用電源切替箱接続装置～AM 用 MCC

電路[電路] 
①  

AM用動力変圧器～AM用 MCC電路[電路] ①  

号炉間電力融通ケーブルによる

給電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

57 

①  

号炉間電力融通ケーブル(常設）～非常

用高圧母線 C系及び D系電路[電路] 
①  

緊急用電源切替箱接続装置～非常用高

圧母線 C系及び D系電路[電路] 
①  

所内蓄電式直流電源設備による

給電 

直流 125V蓄電池 A 

57 

①  

直流 125V蓄電池 A-2 ①  

AM用直流 125V蓄電池 ①  

直流 125V充電器 A ①  

直流 125V充電器 A-2 ①  

AM用直流 125V充電器 ①  

直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母

線電路[電路] 
①  

直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流

母線電路[電路] 
①  

AM用直流125V蓄電池及び充電器～直流

母線電路[電路] 
①  

常設代替直流電源設備による給

電 

AM用直流 125V蓄電池 

57 

①  

AM用直流 125V充電器 ①  

AM用直流125V蓄電池及び充電器～直流

母線電路[電路] 
①  
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表：常設重大事故防止設備（１１／１４） 

常設重大事故防止設備  

関連条文 対策注) 
備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

可搬型直流電源設備による給電 

AM用直流 125V充電器 

57 

①  

軽油タンク ①  

軽油タンク出口ノズル・弁 

[燃料流路] 
② 

※ 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

緊急用電源切替箱接続装置～直流母線

電路[電路] 
①  

AM用動力変圧器～直流母線電路[電路] ①  

代替所内電気設備による給電 

緊急用断路器 

57 

①  

緊急用電源切替箱断路器 ①  

緊急用電源切替箱接続装置 ①  

AM用動力変圧器 ①  

AM用 MCC ①  

AM用操作盤 ①  

AM用切替盤 ①  

非常用高圧母線 C系 ①  

非常用高圧母線 D系 ①  

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機 

57 

① ※ 

燃料移送ポンプ ① ※ 

軽油タンク ①  

燃料ディタンク ① ※ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系配

管・弁[燃料流路]  
① 

※ 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧

母線電路[電路]  
① ※ 

非常用直流電源設備 

直流 125V蓄電池 A 

57 

①  

直流 125V蓄電池 A-2 ①  

直流 125V蓄電池 B ①  

直流 125V蓄電池 C ① ※ 

直流 125V蓄電池 D ① ※ 

直流 125V充電器 A ①  

直流 125V充電器 A-2 ①  

直流 125V充電器 B ①  

直流 125V充電器 C ① ※ 

直流 125V充電器 D ① ※ 

直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母

線電路[電路] 
①  

直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流

母線電路[電路] 
①  

直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直流母

線電路[電路] 
①  

直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直流母

線電路[電路] 
① ※ 

直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直流母

線電路[電路] 
① ※ 

燃料補給設備 

軽油タンク 

57 

①  

軽油タンク出口ノズル・弁[流路] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（１２／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

58 
①  

原子炉圧力（SA） ①  

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 58 
①  

原子炉水位（SA） ①  

原子炉圧力容器への注水量 

原子炉隔離時冷却系系統流量 

58 

① ※ 

高圧炉心注水系系統流量 ① ※ 

残留熱除去系系統流量 ① ※ 

復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量） 

復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） 
①  

高圧代替注水系系統流量 ①  

原子炉格納容器への注水量 復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） 58 ①  

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル雰囲気温度 

58 

①  

サプレッション・チェンバ気体温度 ①  

サプレッション・チェンバ・プール水温

度 
①  

原子炉格納容器内の圧力 
格納容器内圧力（D/W） 

58 
①  

格納容器内圧力（S/C） ①  

原子炉格納容器内の水位 サプレッション･チェンバ･プール水位 58 ①  

原子炉格納容器内の放射線量率 
格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

58 
①  

格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） ①  

未臨界の維持又は監視 
起動領域モニタ 

58 
①  

平均出力領域モニタ ①  

最終ヒートシンクの確保 

（代替循環冷却系） 

サプレッション・チェンバ･プール水温度 

58 

①  

復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量） ①  

復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） ①  

最終ヒートシンクの確保 

（格納容器圧力逃がし装置） 

フィルタ装置水位 

58 

①  

フィルタ装置入口圧力 ①  

フィルタ装置出口放射線モニタ ①  

フィルタ装置水素濃度 ①  

フィルタ装置金属フィルタ差圧 ①  

フィルタ装置スクラバ水 pH ①  

最終ヒートシンクの確保 

（耐圧強化ベント系） 

耐圧強化ベント系放射線モニタ 
58 

①  

フィルタ装置水素濃度 ①  

最終ヒートシンクの確保 

（残留熱除去系） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

58 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器出口温度 ① ※ 

残留熱除去系系統流量 ① ※ 
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表：常設重大事故防止設備（１３／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

格納容器バイパスの監視 

（原子炉圧力容器内の状態） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

58 

①  

原子炉水位（SA） ①  

原子炉圧力 ①  

原子炉圧力（SA） ①  

格納容器バイパスの監視 

（原子炉格納容器内の状態） 

ドライウェル雰囲気温度 
58 

①  

格納容器内圧力（D/W） ①  

格納容器バイパスの監視 

（原子炉建屋内の状態） 

高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 
58 

① ※ 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 ① ※ 

水源の確保 
復水貯蔵槽水位（SA） 

58 
①  

サプレッション・チェンバ・プール水位 ①  

使用済燃料プールの監視 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA

広域） 

58 

①  

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） ①  

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ） 
①  

その他 

高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力 

58 

①  

高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出

口圧力 
①  

RCWサージタンク水位 ① ※ 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却

水温度 
① ※ 

ドレンタンク水位 ①  

M/C C電圧 ①  

M/C D電圧 ①  

第一 GTG発電機電圧 ①  

非常用 D/G発電機電圧 ①  

非常用 D/G発電機電圧（他号炉） ①  

非常用 D/G発電機電力 ①  

非常用 D/G発電機電力（他号炉） ①  

非常用 D/G発電機周波数 ①  

非常用 D/G発電機周波数（他号炉） ①  

P/C C-1電圧 ①  

P/C D-1電圧 ①  

P/C C-1電圧（他号炉） ①  

P/C D-1電圧（他号炉） ①  

直流 125V主母線盤 A電圧 ①  

直流 125V主母線盤 B電圧 ①  

直流 125V充電器盤 A-2蓄電池電圧 ①  

AM用直流 125V充電器盤蓄電池電圧 ①  

第一 GTG発電機周波数 ①  

M/C E電圧 ① ※ 

P/C E-1電圧 ① ※ 

直流 125V主母線盤 C電圧 ① ※ 
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表：常設重大事故防止設備（１４／１４） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

居住性の確保 

中央制御室遮蔽 

59 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

中央制御室換気空調系給排気隔離弁

（MCR 外気取入ダンパ，MCR 非常用外気

取入ダンパ，MCR排気ダンパ）[流路] 

② 

当該ダンパの電動機部分が火災影

響を受け機能喪失した場合は，手

動操作により開閉が可能であるた

め，機能に影響を及ぼすものでは

ない 

中央制御室換気空調系ダクト（MCR外気

取入ダクト，MCR排気ダクト）[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

無線連絡設備（屋外アンテナ）［伝送路］ ①  

居住性の確保（対策本部） 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）高気密室 

61 

①  

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）遮蔽 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）二酸化炭素吸収装置 
①  

居住性の確保（待機場所） 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機

場所）遮蔽 
61 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機

場所）室内遮蔽 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

通信連絡（5号炉原子炉建屋内緊

急時対策所） 

無線連絡設備（常設） 

61 

①  

無線連絡設備（屋外アンテナ） 

[伝送路] 
①  

電源の確保（5 号炉原子炉建
屋内緊急時対策所） 

負荷変圧器 

61 

①  

交流分電盤 ①  

軽油タンク ①  

軽油タンク出口ノズル・弁［流路］ ①  

発電所内の通信連絡 
無線連絡設備（常設） 

62 

①  

無線連絡設備（屋外アンテナ） 

[伝送路] 
①  
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表：可搬型重大事故防止設備（１／３） 

可搬型重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

可搬型直流電源設備による減圧 可搬型直流電源設備 46 ①  

逃がし安全弁用可搬型蓄電池に

よる減圧 
逃がし安全弁用可搬型蓄電池 46 ①  

高圧窒素ガス供給系による作動

窒素ガス確保 
高圧窒素ガスボンベ 46 ①  

低圧代替注水系（可搬型） 

による原子炉の冷却 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 
47 

①  

ホース・接続口[流路] ①  

代替原子炉補機冷却系による除

熱 

※水源は海を使用 

熱交換器ユニット 

48 

② 
不燃材で構成されているため,火

災によって影響を受けない 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） ①  

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

ホース[流路] ①  

耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱 
遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 48 

② 

 

不燃材で構成されており火災の

発生のおそれはないこと，近傍に

可燃物がなく，万一離隔の取れた

可燃物（盤等）の火災により周囲

温度が上昇した場合であっても

ボンベの熱容量が大きいことも

あり温度上昇は緩やかであると

考えられること，また 70℃を超え

ると安全弁により圧力調整され

ることからボンベの機能に影響

を与えるものではないこと，加え

てボンベを分散配置し裕度を確

保していることから火災によっ

て影響を受けない 

格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 48 ② 

不燃材で構成されており火災の

発生のおそれはないこと，近傍に

可燃物がなく，万一離隔の取れた

可燃物（盤等）の火災により周囲

温度が上昇した場合であっても

ボンベの熱容量が大きいことも

あり温度上昇は緩やかであると

考えられること，また 70℃を超え

ると安全弁により圧力調整され

ることからボンベの機能に影響

を与えるものではないこと，加え

てボンベを分散配置し裕度を確

保していることから火災によっ

て影響を受けない 

代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器内の

冷却 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

49 

①  

ホース・接続口［流路］ ①  
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表：可搬型重大事故防止設備（２／３） 

可搬型重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 50 ② 

不燃材で構成されており火災の

発生のおそれはないこと，近傍に

可燃物がなく，万一離隔の取れた

可燃物（盤等）の火災により周囲

温度が上昇した場合であっても

ボンベの熱容量が大きいことも

あり温度上昇は緩やかであると

考えられること，また 70℃を超え

ると安全弁により圧力調整され

ることからボンベの機能に影響

を与えるものではないこと，加え

てボンベを分散配置し裕度を確

保していることから火災によっ

て影響を受けない 

燃料プール代替注水系（可搬型）

による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プール注水及

びスプレイ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級） 

54 

①  

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） ①  

ホース・接続口[流路] ①  

燃料プール代替注水系（可搬型）

による可搬型スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プール注水

及びスプレイ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級） 

54 

①  

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） ①  

可搬型スプレイヘッダ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

ホース・接続口[流路] ①  

重大事故等時における使用済燃

料プールの除熱 

熱交換器ユニット 

54 

② 
不燃材で構成されているため,火

災によって影響を受けない 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） ①  

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

ホース[流路] ①  

水の供給 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

56 

①  

ホース・接続口[流路] ①  

大容量送水車（海水取水用） ①  

ホース[流路] ①  

常設代替交流電源設備 

による給電 

タンクローリ（16kL） 
57 

①  

ホース[燃料流路] ①  

可搬型代替交流電源設備 

による給電 

電源車 

57 

①  

タンクローリ（4kL） ①  

ホース[燃料流路] ①  

電源車～緊急用電源切替箱接続装置電

路[電路] 
①  

電源車～動力変圧器 C系電路 

[電路] 
①  

電源車～AM用動力変圧器電路 

[電路] 
①  

 



- 41-2-20 - 

表：可搬型重大事故防止設備（３／３） 

可搬型重大事故防止設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

可搬型代替交流電源設備による

代替原子炉補機冷却系への給電 

電源車 

57 

①  

電源車～代替原子炉補機冷却系電路[電

路] 
①  

号炉間電力融通ケーブルによる

給電 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

57 

①  

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～緊

急用電源切替箱接続装置電路[電路] 
①  

可搬型直流電源設備による給電 

電源車 

57 

①  

タンクローリ（4kL） ①  

ホース[燃料流路] ①  

電源車～緊急用電源切替箱接続装置電

路[電路] 
①  

電源車～AM用動力変圧器電路[電路] ①  

燃料補給設備 
タンクローリ（4kL） 

57 
①  

ホース［燃料流路］ ①  

その他 
電源車電圧 

58 
①  

電源車周波数 ①  

居住性の確保 

中央制御室可搬型陽圧化空調機 

59 

①  

中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮設

ダクト[流路] 
①  

居住性の確保（対策本部） 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）可搬型陽圧化空調機 

61 

①  

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト

[流路] 

①  

居住性の確保（待機場所） 

5号炉原子炉建屋内 

緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化

空調機 
61 

①  

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機

場所）可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト

[流路] 

①  

通信連絡（5号炉原子炉建屋内緊

急時対策所） 

無線連絡設備（可搬型） 
61 

①  

携帯型音声呼出電話設備 ①  

電源の確保（5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所） 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬

型電源設備 

61 

①  

可搬ケーブル ①  

タンクローリ（16kL） ①  

発電所内の通信連絡 
携帯型音声呼出電話設備 

62 
①  

無線連絡設備（可搬型） ①  
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表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（１／４） 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

原子炉隔離時冷却系による原子

炉の冷却 
サプレッション・チェンバ［水源］ 45 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

高圧炉心注水系による原子炉の

冷却 
サプレッション・チェンバ［水源］ 45 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

低圧注水 サプレッション・チェンバ［水源］ 47 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

格納容器スプレイ冷却系による

原子炉格納容器内の冷却 
サプレッション・チェンバ［水源］ 49 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水の冷却 
サプレッション・チェンバ［水源］ 49 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

代替循環冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱 

復水移送ポンプ 

50 

①  

残留熱除去系熱交換器 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ［水源］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

サージタンク［流路］ 
①  

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ

［流路］ 
①  

高圧炉心注水系 配管・弁［流路］  ①  

復水補給水系 配管・弁［流路］  ①  

給水系  

配管・弁・スパージャ［流路］ 
①  

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] ①  

海水貯留堰 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

スクリーン室 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

取水路 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉圧力容器［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉格納容器［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

格納容器下部注水系（常設）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

復水移送ポンプ 

51 

①  

コリウムシールド ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

復水貯蔵槽［水源］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

復水補給水系 配管・弁[流路］ ①  

高圧炉心注水系 配管・弁［流路］ ①  

原子炉格納容器［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

格納容器下部注水系 

（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水 

復水補給水系 配管・弁［流路］ 

51 

①  

コリウムシールド ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（２／４） 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

原子炉格納容器内不活性化によ

る原子炉格納容器水素爆発防止 
（不活性ガス系） 52 ①  

格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の水素ガス及

び酸素ガスの排出（代替循環冷却

系使用時の格納容器内の可燃性

ガスの排出を含む） 

フィルタ装置 

52 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

よう素フィルタ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

ラプチャーディスク ①  

フィルタ装置出口放射線モニタ ①  

フィルタ装置水素濃度 ①  

ドレン移送ポンプ ①  

ドレンタンク ② 

不燃材で構成されており，屋外設

備かつ近傍の可燃物は電線管で

あるため熱影響は非常に小さい

こと，また使用中は液体が内包さ

れ過度な温度・圧力の上昇は生じ

ないことから火災によって影響

を受けない 

遠隔手動弁操作設備 ② 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であっ

ても消火後に操作が可能である 

フィルタベント遮蔽壁 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

配管遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

不活性ガス系配管・弁［流路］ ①  

耐圧強化ベント系配管・弁［流路］ ①  

格納容器圧力逃がし装置配管・弁［流

路］ 
①  

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁［流

路］ 
①  

耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器内の水素ガス及び酸素

ガスの排出（代替循環冷却系使用

時の格納容器内の可燃性ガスの

排出を含む） 

サプレッション・チェンバ 

52 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

耐圧強化ベント系放射線モニタ ①  

フィルタ装置水素濃度 ①  

遠隔手動弁操作設備 ② 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また，周

囲で火災が発生した場合であっ

ても消火後に操作が可能である 

不活性ガス系配管・弁［流路］ ①  

耐圧強化ベント系（W/W)配管・弁［流

路］ 
①  

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁［流

路］ 
①  

非常用ガス処理系配管・弁［流路］ ①  

主排気筒（内筒）［流路］ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

水素濃度及び酸素濃度の 

監視 

格納容器内水素濃度（SA） 

52 

①  

格納容器内水素濃度 ①  

格納容器内酸素濃度 ①  

静的触媒式水素再結合器による

水素濃度抑制 

静的触媒式水素再結合器 

53 

①  

静的触媒式水素再結合器 

動作監視装置 
①  
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表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（３／４） 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

原子炉建屋内の水素濃度監視 原子炉建屋水素濃度 53 ①  

使用済燃料プールの監視 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用

空冷装置を含む） 

54 ①  

重大事故等収束のための水源 

※水源としては海も使用可能 

サプレッション・チェンバ 

56 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

防火水槽 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

淡水貯水池 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 58 ①  

原子炉格納容器への注水量 
復水補給水系流量（格納容器下部
注水流量） 

58 ①  

原子炉格納容器内の水位 格納容器下部水位 58 ①  

原子炉格納容器内の水素濃
度 

格納容器内水素濃度（SA） 
58 

①  

格納容器内水素濃度 ①  

最終ヒートシンクの確保（代
替循環冷却系） 

復水補給水系温度（代替循環冷却） 
58 

①  

復水補給水系流量（格納容器下部
注水流量） 

①  

原子炉建屋内の水素濃度 原子炉建屋水素濃度 58 ①  

原子炉格納容器内の酸素濃
度 

格納容器内酸素濃度 58 ①  

使用済燃料プールの監視 
使用済燃料貯蔵プール監視カメラ
（使用済燃料貯蔵プール監視カメ
ラ用空冷装置を含む） 

58 ①  

発電所内の通信連絡 
安全パラメータ表示システム
（SPDS） 

58 ①  

居住性の確保 

中央制御室 

59 

①  

中央制御室待避室 ①  

中央制御室待避室遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

衛星電話設備（常設） ①  

中央制御室待避室陽圧化装置（配
管・弁）[流路] 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

データ表示装置（待避室） ①  

衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝
送路］ 

①  

被ばく線量の低減 

非常用ガス処理系排風機 

59 

①  

非常用ガス処理系乾燥装置[流路] ①  

非常用ガス処理系フィルタ装置
[流路] 

①  

非常用ガス処理系 配管・弁[流
路] 

①  

主排気筒（内筒）[流路] ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉建屋原子炉区域[流路] ② 
不燃材で構成されているため,火

災によって影響を受けない 
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表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（４／４） 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

放射線量の代替測定 データ処理装置［伝送路］ 60 ①  

気象観測設備の代替測定 データ処理装置［伝送路］ 60 ①  

放射線量の測定 データ処理装置［伝送路］ 60 ①  

モニタリング・ポストの代替交

流電源からの給電 
モニタリング・ポスト用発電機 60 ①  

居住性の確保（対策本部） 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部） 

61 

①  

5号炉屋外緊急連絡用インターフォン ①  

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策

本部)陽圧化装置（配管・弁）[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

居住性の確保（待機場所） 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機

場所） 
61 

①  

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所(待機

場所)陽圧化装置（配管・弁）[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

必要な情報の把握 安全パラメータ表示システム（SPDS） 61 ①  

通信連絡（5号炉原子炉建屋内緊

急時対策所） 

衛星電話設備（常設） 

61 

①  

総合原子力防災ネットワークを用いた

通信連絡設備 
①  

無線通信装置［伝送路］ ①  

衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送路］ ①  

衛星無線通信装置［伝送路］ ①  

有線（建屋内）［伝送路］ ①  

発電所内の通信連絡 

有線（建屋内）[伝送路] 

62 

①  

衛星電話設備（常設） ①  

衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路] ①  

無線通信装置[伝送路] ①  

安全パラメータ表示システム（SPDS） ①  

発電所外の通信連絡 

衛星電話設備（常設） 

62 

①  

衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路] ①  

衛星無線通信装置[伝送路] ①  

総合原子力防災ネットワークを用いた

通信連絡設備 
①  

データ伝送設備 ①  

有線（建屋内）[伝送路] ①  
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表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（１／３） 

可搬型重大事故等対処設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

アクセスルート確保 ホイールローダ 43 ①  

格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

可搬型窒素供給装置 48 ①  

格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

可搬型窒素供給装置 

50 

①  

スクラバ水 pH制御設備 ①  

ホース・接続口[流路] ①  

代替循環冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱 

熱交換器ユニット 

50 

② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） ①  

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） ①  

ホース[流路] ①  

格納容器下部注水系（可搬型）

による原子炉格納容器下部への

注水 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

51 

①  

ホース・接続口[流路] ①  

格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の水素ガス及

び酸素ガスの排出（代替循環冷

却系使用時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む） 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

52 

② 

不燃材で構成されており火災の

発生のおそれはないこと，近傍に

可燃物がなく，万一離隔の取れた

可燃物（盤等）の火災により周囲

温度が上昇した場合であっても

ボンベの熱容量が大きいことも

あり温度上昇は緩やかであると

考えられること，また 70℃を超

えると安全弁により圧力調整さ

れることからボンベの機能に影

響を与えるものではないこと，加

えてボンベを分散配置し裕度を

確保していることから火災によ

って影響を受けない 

可搬型窒素供給装置 ①  

スクラバ水 pH制御設備 ①  

ホース・接続口[流路] ①  

耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器内の水素ガス及び酸素

ガスの排出（代替循環冷却系使

用時の格納容器内の可燃性ガス

の排出を含む） 

可搬型窒素供給装置 

52 

①  

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ ② 

不燃材で構成されており火災の

発生のおそれはないこと，近傍に

可燃物がなく，万一離隔の取れた

可燃物（盤等）の火災により周囲

温度が上昇した場合であっても

ボンベの熱容量が大きいことも

あり温度上昇は緩やかであると

考えられること，また 70℃を超

えると安全弁により圧力調整さ

れることからボンベの機能に影

響を与えるものではないこと，加

えてボンベを分散配置し裕度を

確保していることから火災によ

って影響を受けない 

ホース・接続口[流路] ①  

 



- 41-2-26 - 

表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（２／３） 

可搬型重大事故等対処設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

大気へ放射性物質の拡散抑制 

※水源は海を使用 

大容量送水車(原子炉建屋放水設備用） 

54 

①  

放水砲 ①  

ホース[流路]  ①  

大気への放射性物質の拡散抑制 

※水源は海を使用 

大容量送水車(原子炉建屋放水設備用） 

55 

①  

放水砲 ①  

ホース[流路]  ①  

海洋への放射性物質の拡散抑制 

汚濁防止膜 

55 

①  

小型船舶（汚濁防止膜設置用） ② 

不燃材に覆われており，使用時以

外は燃料を抜くことから火災に

よって影響を受けない 

放射性物質吸着材 ② 
不燃材に覆われているため，火災

によって影響を受けない 

航空機燃料火災への泡消火 

※水源は海を使用 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用） 

55 

①  

ホース[流路] ①  

放水砲 ①  

泡原液搬送車 ①  

泡原液混合装置 ①  

温度 ,圧力,水位,注水量の計

測・監視 
可搬型計測器 58 ①  

居住性の確保 

中央制御室退避室遮蔽（可搬型） 

59 

①  

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボ

ンベ） 
② 

不燃材で構成されており火災の

発生のおそれはないこと，近傍に

可燃物がなく，万一離隔の取れた

可燃物（盤等）の火災により周囲

温度が上昇した場合であっても

ボンベの熱容量が大きいことも

あり温度上昇は緩やかであると

考えられること，また 70℃を超

えると安全弁により圧力調整さ

れることからボンベの機能に影

響を与えるものではないこと，加

えてボンベを分散配置し裕度を

確保していることから火災によ

って影響を受けない 

差圧計 ①  

酸素濃度・二酸化炭素濃度計 ①  

照明の確保 可搬型蓄電池内蔵型照明 59 ①  

放射線量の代替測定 可搬型モニタリングポスト 60 ①  

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

60 

①  

GM汚染サーベイメータ ①  

NaIシンチレーションサーベイメータ ①  

気象観測設備の代替測定 可搬型気象観測装置 60 ①  

放射線量の測定 

可搬型モニタリングポスト 

60 

①  

電離箱サーベイメータ ①  

小型船舶（海上モニタリング） ② 

不燃材に覆われており，使用時以

外は燃料を抜くことから火災に

よって影響を受けない 
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表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（３／３） 

可搬型重大事故等対処設備 
関連条文 対策注) 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

放射性物質濃度（空気中・水中・

土壌中）及び海上モニタリング 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

60 

①  

GM汚染サーベイメータ ①  

NaIシンチレーションサーベイメータ ①  

ZnSシンチレーションサーベイメータ ①  

小型船舶（海上モニタリング用） ② 

不燃材に覆われており，使用時以

外は燃料を抜くことから火災に

よって影響を受けない 

居住性の確保（対策本部） 

酸素濃度計（対策本部） 

61 

①  

二酸化炭素濃度計（対策本部） ①  

差圧計（対策本部） ①  

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）可搬型外気取入送風機 
①  

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）陽圧化装置（空気ボンベ） 
② 

不燃材で構成されており火災の

発生のおそれはないこと，近傍に

可燃物がなく，万一離隔の取れた

可燃物（盤等）の火災により周囲

温度が上昇した場合であっても

ボンベの熱容量が大きいことも

あり温度上昇は緩やかであると

考えられること，また 70℃を超

えると安全弁により圧力調整さ

れることからボンベの機能に影

響を与えるものではないこと，加

えてボンベを分散配置し裕度を

確保していることから火災によ

って影響を受けない 

可搬型エリアモニタ（対策本部） ①  

可搬型モニタリングポスト ①  

居住性の確保（待機場所） 

酸素濃度計（待機場所） 

61 

①  

二酸化炭素濃度計（待機場所） ①  

差圧計（待機場所） ①  

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機

場所）陽圧化装置（空気ボンベ） 
② 

不燃材で構成されており火災の

発生のおそれはないこと，近傍に

可燃物がなく，万一離隔の取れた

可燃物（盤等）の火災により周囲

温度が上昇した場合であっても

ボンベの熱容量が大きいことも

あり温度上昇は緩やかであると

考えられること，また 70℃を超

えると安全弁により圧力調整さ

れることからボンベの機能に影

響を与えるものではないこと，加

えてボンベを分散配置し裕度を

確保していることから火災によ

って影響を受けない 

可搬型エリアモニタ（待機場所） ①  

通信連絡（5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所） 
衛星電話設備（可搬型） 61 ①  

発電所内の通信連絡 衛星電話設備（可搬型） 62 ①  

発電所外の通信連絡 衛星電話設備（可搬型） 62 ①  
 



 
 

 

 

 

41-3 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設 

に係る火災区域又は火災区画の設定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜目 次＞ 

 
 

1. 概要   

2．重大事故等対処施設における火災区域又は火災区画の設定 

2.1．火災区域 

2.2．火災区画 

2.3．火災区域又は火災区画の設定要領 

2.4．火災区域又は火災区画の設定並びに重大事故等対処施設の配置 

 

  添付資料１ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉重大事故等対処施設の配置図 

 

 

 

 

 

 

 



- 41-3-1 - 

火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設に係る 

火災区域又は火災区画の設定について 

 

1．概 要 

 分類された重大事故等対処施設に対し，火災区域又は火災区画を設定する。 

設置許可基準規則第八条及び第四十一条の要求事項を以下に示す。 

 

 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、

火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災

感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属する

ものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。 

 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合

においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければ

ならない。 

 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能

を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及

び消火設備を有するものでなければならない。 

 

 

2．重大事故等対処施設における火災区域又は火災区画の設定 

 重大事故等対処施設の火災防護対策を講じるために，原子炉建屋，タービン

建屋，廃棄物処理建屋，コントロール建屋及び緊急時対策所の建屋内と屋外の

重大事故等対処施設を設置するエリアについて，重大事故対処施設と設計基準

事故対処設備の配置も考慮して，火災区域又は火災区画を設定する。 

  

41-3 
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2.1．火災区域 

建屋等の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建

屋内の区域であり，下記により設定する。 

① 建屋ごとに，耐火壁（床，壁，天井，扉等耐火構造物の一部であって，必要

な耐火能力を有するもの）により囲われた区域を火災区域として設定する。 

② 重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域

を設定する。 

③ 屋外の火災区域（常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域を含む）につい

ては，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」において「ただし、屋外

に設置される設備に対しては、附属設備を含めて火災区域とみなす。」と記

載されていることを踏まえ，他の区域と分離して火災防護対策を実施する

ために，重大事故等対処施設を設置する区域を設計基準事故対処設備の配

置も考慮して火災区域として設定する。 

 

2.2．火災区画 

「火災区域」を細分化したものであって，耐火壁，離隔距離，固定式消火設

備等により分離された火災防護上の区画であり，全周囲を耐火壁で囲まれてい

る必要は必ずしもなく，隔壁や扉の配置状況を目安に火災防護の観点から設定

する。 

また，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処施設と設計基準

事故対処設備の配置も考慮し，分割して設定する。 

 

2.3．火災区域又は火災区画の設定要領 

重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の設定にあたっては，

重大事故等対処施設の設置箇所，建屋の間取り，機器やケーブル等の配置，耐

火壁の能力等を総合的に勘案し設定しており，具体的な設定要領を以下に示す。 

  

(1)  火災区域の設定 

補足説明資料 41-2 で分類された機器及び当該機器に接続されるケーブ

ル等が設置されている建屋内及び屋外の区域について，以下のとおり火災

区域を設定する。 

なお，原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロール建屋

の火災区域は，設置許可基準規則第八条に基づき設定した火災区域を適用

する。 

① 重大事故等対処施設が設置されている建屋について，火災区域として設

定する。 
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② 建屋内で重大事故等対処施設と設計基準対象施設の配置も考慮して，火

災区域を設定する。 

③ 屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，附属設備を含め

て火災区域を設定する。重大事故等対処施設を設置するエリアのうち，

壁やフェンス等で明確に区域が設定できない場合の火災区域の設定に

あたっては，「危険物の規制に関する政令」に基づき必要な空地を確保

して火災区域を設定する。また，同令において空地の要求がない設備に

ついては重大事故等対処施設自体が可燃物を内包することを踏まえ「屋

外タンク貯蔵所」とみなし，同令第十一条第二項で要求される空地の幅

を参考にして，附属設備を含め 3m 以上の幅を考慮した範囲とする。（第

41-3-1 図） 

④ 常設代替交流電源設備設置区域については，附属設備を含めて火災区域

を設定する。火災区域の設定にあたり，ガスタービン発電機は「一般取

扱所」として空地が要求されることから，同令第十九条第一項で要求さ

れる空地の幅 5m 以上を確保した範囲とする。また，附属設備の主要機

器である地下タンクは「危険物の規制に関する政令」において空地が要

求されない設備であるため，同令の「屋外タンク貯蔵所」とみなし，同

令第十一条第二項で要求される空地の幅を参考にして附属設備を含め

3m 以上の幅を確保した範囲とする。（第 41-3-2 図）  

なお，ガスタービン発電機間においては同令における空地の要求がな

いことから，設備として発電機間の火災影響並びに消火活動への影響を

考慮し，適切に空地を設ける設計とする。（補足説明資料 57-9） 

 

第 41-3-1 図 重大事故等対処施設の 

      火災区域設定（屋外設置） 

 

重大事故等対処施設 

第 41-3-2 図 常設代替交流電源設備の 

  火災区域設定 

3m 以上 

3m 以上 3m 以上 

3m 以上 

ガスタ

ービン

発電機

(基礎) 

地下 
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常設代替交流電源設備設置エリア 
3m 以上の幅を確保 

5m 以上の空地を確保 

ガスタ

ービン

発電機

(基礎) 

3m 以上 

3m 以上 

5m 以上 

5m 以上 
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上記③，④に示す危険物の規制に関する施行令の該当条文を以下に示す。 

 

危険物の規制に関する政令 

 

（製造所の基準） 

第九条第一項第二号 危険物を取り扱う建築物その他の工作物（危険物を移送するための配

管その他これに準ずる工作物を除く。）の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同

表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有

効な隔壁を設けたときは、この限りでない。 

区分 空地の幅 

指定数量の倍数が十以下の製造所 三メートル以上 

指定数量の倍数が十を超える製造所 五メートル以上 

 

（一般取扱所の基準） 

第十九条 第九条第一項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について

準用する。 

 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮し

て火災区域内の境界付近に可燃物を置かない管理を実施するとともに，敷

地内植生からの隔離等を講じる範囲を火災区域として設定する。また，火

災区域外の境界付近において可燃物を置かない管理を実施するとともに，

周辺施設又は植生との離隔，周辺の植生区域の除草等の管理を実施する。 

 

2.4．火災区域又は火災区画の設定並びに重大事故等対処施設の配置 

 「2.3. 火災区域又は火災区画の設定要領」にしたがって設定した火災区域，

火災区画及び重大事故等対処施設の配置を添付資料１に示す。なお，屋外の火

災区域については，火災防護計画に基づき火災区域を設定する。 

 

 

   以上から，重大事故等対処施設について，火災防護対策を設置許可基準規則

第八条に基づき実施する施設と，第四十一条に基づき実施する施設とに分類し

た上で，火災区域を設定している。よって設置許可基準規則第四十一条への適

合のために必要な重大事故等対処施設の抽出ならびに火災区域の設定がなされ

ているものと考える。 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設の配置図 
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重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の 

火災感知設備について 

 

 

1．概要 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対処施設への火災

の影響を限定するように，早期に火災を感知するために設置する火災感知設備

について以下に示す。 

  

 

2．要求事項 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）における火災感知設備の要求事項を以下に示

す。 

 

41-4 
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2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築

物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える

設計であること。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や

予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所

に設置すること。 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等

の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、

感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 

 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっ

ても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

 

 

 

本資料では，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画への火災感

知設備の設置方針を示す。 
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3．火災感知設備の概要 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において火災が発生した場合に，重大

事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知するため

に，要求事項に応じた「火災感知設備」を設置する。 

「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火災感知器」と，

中央制御室等での火災の監視等の機能を有する「受信機」を含む火災受信機盤

等により構成される。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に設置する「火災

感知器」及び「受信機」について以下に示す。 
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3.1．火災感知設備の火災感知器について 

火災感知器は，早期に火災を感知するため，火災感知器の取付面高さ，火災

感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空気流等の環境条件を考慮して設置す

る。 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の発電用原子炉施設内で発生する火災

としては，ポンプに内包する油やケーブルの火災であり，原子力発電所特有の

火災条件が想定される箇所はなく，病院等の施設で使用されている火災感知器

を消防法に準じて設置することにより，十分に火災を感知することが可能であ

る。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画には，基本的に火災発

生時に炎が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を設置し，その他，蒸

気及びガスの発生により煙感知器が誤作動する可能性のある火災区域又は火災

区画には，熱感知器を設置する。 

さらに，「固有の信号を発する異なる種類の火災感知器」の設置要求を満足

するため，既存の火災感知器に加えて熱感知器又は煙感知器を組み合わせて設

置する。設置にあたっては，消防法に準じた設置条件で設置する。 

これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式とす

る。 

周囲の環境条件から，アナログ式の熱感知器又は煙感知器を設置することが

適さない箇所の火災感知器等の選定方法を以下に示す。なお，重大事故等対処

施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，建屋内に設置する火災感知設備

については作動した火災感知器を一つずつ特定できる機能を有する設計とする。

屋外区域の一部については，炎感知器，赤外線感知機能を備えた熱感知カメラ

又は煙吸引式検出設備を設置する設計としており，これらは火災を感知した

個々の感知器を特定せず区域ごとの警報を発報するが，監視対象区域は屋外の

大空間であり，警報確認後の現場確認において火災源の特定が可能であること

から適用可能とする。また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設

備からのケーブルを敷設する屋外の電線管については，アナログ式の光ファイ

バケーブル式熱感知器を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器は感知区域

ごとの警報を発報するが，中央制御室に設置した火災受信機において，センサ

用光ファイバケーブルの長手方向に対して約 2m 間隔で火源の特定が可能であ

り，早期の消火活動を行うことができることから適用可能とする。光ファイバ

ケーブル式熱感知器の作動原理を添付資料１別紙１に示す。 
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○蓄電池室 

  蓄電池室は，蓄電池充電中に少量の水素ガスを発生することから，換気   

空調設備を設置しており，安定した室内環境を維持しているが，万が一の

水素濃度の上昇※1 を考慮し，防爆型煙感知器及び熱感知器を設置する設計

とする。 

防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造されていないが，

蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙感知器はアナログ式煙感知器

と同様に，炎が生じる前の発煙段階から煙の早期感知が可能である。また，

蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型熱感知器については，蓄電池室

は換気空調設備により安定した室内環境（最大室温 40℃）を維持している

ことから，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度（70℃）

を設定することによって，早期の火災感知及び誤作動の防止を図る。 

※1 蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃度の上昇を防止する設計

である。 
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○ 常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）

設置区域, 可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポスト

用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域 

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含

む）設置区域,可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポ

スト用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域は屋外開放

であるため，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は

困難である。 

このため，区域全体の火災を感知するために，非アナログ式の炎感

知器及びアナログ式の熱感知カメラを監視範囲に火災の検知に影響を

及ぼす死角がないように設置する。これらはそれぞれ誤作動防止対策と

して以下の機能を有する。 

 

     ・炎感知器   ：平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急

激な環境変化)を把握できることから，アナログ式と同

等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長

式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの

波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し

誤作動防止を図る。さらに，降水等の浸入により火災

感知器の故障が想定されるため屋外仕様を採用する設

計とする。なお，太陽光の影響については，火災発生

時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止

する設計とする。 

 

・熱感知カメラ：アナログ式の熱感知カメラを使用することによって，

誤作動防止を図る。また，熱サーモグラフィにより，

火源の早期確認・判断誤り防止を図る。さらに，屋外

に設置することから降水等の浸入により火災感知器の

故障が想定されるため屋外仕様を採用する設計とする。

なお，熱感知カメラの感知原理は赤外線による熱監視

であるが，感知する対象が熱であることから炎感知器

とは異なる種類の感知器と考える。 
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○ 常設代替交流電源設備燃料地下タンク 

常設代替交流電源設備設置区域には上述のとおり炎感知器と熱感知

カメラを設置する設計とするが，これらに加えて常設代替交流電源設備

燃料地下タンクには，タンク内部の空間部に防爆型の熱感知器を設置す

る設計とする。防爆型の熱感知器については，外部環境温度を考慮した

温度を設定温度とすることで誤作動防止を図る設計とする。感知器設置

の概要を第 41-4-1 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-4-1 図：常設代替交流電源設備燃料地下タンクの 

火災感知器の設置概要 
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○ 格納容器フィルタベント設置区域 

格納容器フィルタベント設置区域は，上部が外気に開放されているこ

とから，当該区域で火災が発生した場合は，煙は屋外に拡散する。その

ため，当該区域に設置する機器の特性を考慮し，制御盤内にアナログ式

の煙感知器を設置する設計とし，格納容器フィルタベント設置区域全体

を感知する炎感知器を設置する設計とする。これらの感知器の選定理由

を以下に示す。 

 

格納容器フィルタベント設置区域に設置される機器は，フィルタベン

ト容器，制御盤等である。 

フィルタベント容器は鋼製であり，配管取り合い部等のフランジには

無機物のパッキンを使用している。さらに，通常，容器内部は窒素ガス

が充填されていることから火災が発生する可能性はない。 

制御盤は，屋外環境に設置することから，密閉性の高い水密構造を採

用している。制御盤内の回路は過電流保護のため，配線用遮断器やヒュ

ーズを適切に設置する設計とするが，万一制御盤内で火災が発生した場

合は，制御盤が密閉構造であるため，煙は制御盤外に排出され難い構造

である。 

その他，水位，流量等の信号を現場の検出器から現場制御盤・計装ラ

ックを経由して中央制御室に信号を伝送するケーブルを敷設している

が，ケーブルは難燃性ケーブルを使用する設計としており，電線管敷設

とすることから火災発生の可能性は低い。 

以上を踏まえ，火災が発生する可能性がある制御盤内にアナログ式の

煙感知器を設置する設計とする。 
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また，上記の機器は，屋外に設置されることから，当該区域で火災が

発生した場合，煙が大気に拡散するため，煙感知器では火災の感知が期

待できない。さらに，フィルタベント装置が稼働した場合，フィルタベ

ント容器外面温度が 100℃程度に上昇することが想定され，熱感知器が

誤作動する可能性があること，熱感知器が誤作動しないよう作動温度が

高いものを選定すると検知速度が遅くなり早期検知が困難となること

から，熱感知器は適切ではない。 

以上を踏まえ，異なる種類の感知器として炎感知器を監視範囲に火災

の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。炎感知器

は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常設代替交流電

源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設置区域・可

搬型重大事故等対処施設設置区域等」で使用する炎感知器と同様である。

（第 41-4-2 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-4-2 図：格納容器フィルタベント設置区域の火災感知器 
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○原子炉建屋オペレーティングフロア 

原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているため，

火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による火災感知は困難で

ある。そのため，非アナログ式の炎感知器とアナログ式の光電分離型煙感知

器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計と

する。炎感知器は非アナログ式であるが，平常時から炎の波長の有無を連続

監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，アナログ式と

同等の機能を有する。また，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に

設置することにより，誤作動防止を図る設計とする。 

さらに，感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放

射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動

防止を図る設計とする。 

原子炉建屋オペレーティングフロアに設置する火災感知器の設置概要を第

41-4-3～41-4-4 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-4-3 図：原子炉建屋オペレーティングフロアの火災感知器の設置概要 
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第 41-4-4 図：光電分離型煙感知器設置概要 
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○常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域 

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要を第 41-4-5 図

に示す。第一ガスタービン発電機のケーブルについて，屋外の露出電線管

敷設となる部分については，屋外であるため，区域全体の火災を感知する

必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は

困難である。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の屋外

仕様の炎感知器を，監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよう

に設置する設計とする。なお，炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動

防止対策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,

燃料地下タンク含む）設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域等」

で使用する炎感知器と同様である。屋外のその他部分については，火災の

発生するおそれがないようケーブルを埋設して敷設し，建屋内においては

アナログ式の異なる 2 種の感知器（煙及び熱感知器）を設置する火災区域

又は火災区画に敷設することにより，火災を早期感知可能な設計とする。 
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第 41-4-5 図：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要図 
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○ 原子炉格納容器 

 起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条件や予想される

火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異なる 2 種類の感知器としてア

ナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。原子炉格納容器内

は，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化しており，火災が発生する可

能性がない。しかしながら，運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長

期間高温かつ高線量環境となることから，火災感知器が故障する可能性があ

る。このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後

に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラント停止後

に速やかに取り替える設計とする。 

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起動中と同様にアナ

ログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

 

○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域 

  非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は屋外であるため，火災による 

煙が周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。 

このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域には非アナログ式の炎

感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する

ことに加え，タンク内部の空間部に防爆型の非アナログ式の熱感知器を設

置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，平常時より炎の波

長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることか

ら，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線 3 波長

式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知し

た場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。なお，太

陽光の影響については，火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで

誤作動を防止する設計とする。 

防爆型の熱感知器については非アナログ式であるが，軽油タンク最高使用

温度（約 66℃）を考慮した温度を設定温度（約 80℃）とすることで誤作動

防止を図る設計とする。 

 

○ 主蒸気管トンネル室 

主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環境となることから，

放射線の影響により火災感知器の制御回路が故障する可能性がある。さら

に，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。このため，放射線の

影響を受けにくい非アナログ式の熱感知器を設置する。加えて，放射線の

影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸

引式検出設備を設置する設計とする。 

主蒸気管トンネル室に設置する非アナログ式の熱感知器については，主蒸
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気管トンネル室は換気空調設備により安定した室内環境を維持しているこ

とから，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を設定する

ことによって，早期の火災感知及び誤作動の防止を図る。 

 

○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチはハッチからの雨

水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的なアナログ式の煙感知器

による火災感知に適さない。このため，異なる 2 種の感知器として，湿気の

影響を受けにくいアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器，及び防湿対

策を施したアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。 

 

○ 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域 

可搬型電源設備ケーブルの敷設区域のうち，電線管が屋外に露出する部

分は，電線管にアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器を設置すると

ともに，炎感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよう

に設置する設計とする。 

炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常設代

替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設置区

域・可搬型重大事故等対処施設設置区域等」で使用する炎感知器と同様で

ある。 

 

火災感知器の型式ごとの特徴等を添付資料１に示す。また，火災感知器の

配置図を添付資料２に示す。なお，火災感知器の配置図については，火災防

護に係る審査基準に基づき重大事故等対処施設に対して設置する感知器に加

え，設計基準対象施設に対して設置する感知器も記載している。また，屋外

設置となる常設代替交流電源設備及び可搬型重大事故等対処施設については，

これらの感知器によって火災が感知できる範囲に設置又は保管する。感知器

の感知範囲と設備の設置・保管場所の関係を添付資料３に示す。 

 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災の影響を受けるおそれが

考えにくいことから，火災感知器を設置しない，若しくは消防法又は建築基

準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

 

○ 格納容器機器搬出入用ハッチ室 

格納容器機器搬出入用ハッチ室は，発火源となるようなものが設置さ

れておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，

通常コンクリートハッチにて閉鎖されていることから，火災の影響を受

けない。また，ハッチ開放時は通路の火災感知器にて感知が可能である。 
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したがって，格納容器機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置し

ない設計とする。 

 

○ 給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室 

給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室は，発火源となる

ようなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まな

い運用とするうえ，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の

影響を受けない。 

したがって，給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室には

火災感知器を設置しない設計とする。 

 

○ 排気管室 

排気管室は，排気を屋外に通すための部屋であり，発火源となるよう

なものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運

用とするうえ，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響

を受けない。 

したがって，排気管室には火災感知器を設置しない設計とする。 

 

○ フィルタ室 

フィルタ室に設置されているフィルタは難燃性であり，発火源となる

ようなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まな

い運用とするうえ，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の

影響を受けない。 

したがって，フィルタ室には火災感知器を設置しない設計とする。 

 

○ 使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽 

   使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽については内部が水で

満たされており，火災が発生するおそれはない。 

したがって，使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽には火災

感知器を設置しない設計とする。 

   

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対

象機器のみを設けた火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属に

より構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物につ

いては流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは

考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設

計とする。 
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   ○ フェイルセーフ設計の設備のみが設置された火災区域又は火災区画 

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した

場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，消防

法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

 

   ○ 気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタ検出器設置区画 

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区画に

設置する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視機能を喪失す

ることは考えにくく，重要度クラス 3 の設備として火災に対して代替性

を有することから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける

設計とする。 

なお，上記の監視を行う事故時放射線モニタ監視盤を設置する中央制

御室については火災発生時の影響を考慮し，固有の信号を発するアナロ

グ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器

から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

 

3.2．火災感知設備の受信機について 

火災感知設備の受信機は，以下のとおり，火災発生場所を特定できる設計と

する。 

① アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つ

ずつ特定できる設計とする。 

② 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発

生が想定される軽油タンク内及び常設代替交流電源設備燃料地下タンク

に設置する非アナログ式の防爆型の火災感知器，及び主蒸気管トンネル

室内の非アナログ式熱感知器を１つずつ特定できる設計とする。 

③ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室に設置

し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，アナログ式の熱感知

器及び煙感知器を１つずつ特定できる設計とする。ただし，誤作動防止

として起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用とする。 

④ 屋外の常設代替交流電源設備設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置

区域，格納容器フィルタベント設置区域，非常用ディーゼル発電機燃料

移送系ポンプ区域，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域，モニタリ

ング・ポスト用発電機区域，常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域（屋

外の一部），5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備区域を監

視する非アナログ式の炎感知器，アナログ式の熱感知カメラの感知区域

を１つずつ特定できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カメラ火災受
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信機盤においては，火災発生場所はカメラ機能による映像監視（熱サー

モグラフィ）により特定が可能な設計とする。 

⑤ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器

を１つずつ特定できる設計とする。 

⑥ 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域，

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視する光ファ

イバケーブル式熱感知器の感知区域を１つずつ特定できる設計とする。 

光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した受信機におい

てセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特

定が可能である。光ファイバケーブル式熱感知器の作動原理を添付資料

１別紙１に示す。 

 

3.3．火災感知設備の電源について 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は，

全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの約 70

分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とす

る。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設

備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源

より供給する設計とする。 
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3.4．火災感知設備の中央制御室等での監視について 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備

の火災受信機盤には，以下の２つがある。 

 

火 災 受

信機 

配 置

場所 

電源供給 監視区域 作動した火災感

知器を１つずつ

特定できる機能 

防 災 監

視 操 作

盤・受信

機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流動

力電源喪失時

にも常設代替

交流電源から

電力が供給さ

れるまでの約

70 分間電力を

供給できる容

量を有した蓄

電池を設ける。 

◯建屋内（原子炉建屋，タービン建

屋，コントロール建屋，廃棄物処

理建屋） 

◯非常用ディーゼル発電機軽油タン

ク区域（熱感知器） 

◯格納容器フィルタベント設置区域

（煙感知器） 

 

あり 

   ◯常設代替交流電源設備設置区域，

可搬型重大事故等対処施設設置区

域，非常用ディーゼル発電機燃料

移送ポンプ区域，格納容器フィル

タベント設置区域，非常用ディー

ゼル発電機軽油タンク区域，常設

代替交流電源設備ケーブル敷設区

域（屋外の一部），5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所用可搬型電源設

備設置区域（炎感知器） 

◯非常用ディーゼル発電機燃料移送

系ケーブルトレンチ（煙吸引式検

出設備） 

◯非常用ディーゼル発電機燃料移送

系ケーブルトレンチ，5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所用可搬型電源

設備ケーブル敷設区域（光ファイ

バケーブル式熱感知器） 

なし 

（炎感知器及び

煙吸引式検出

設備は区域ご

との警報を発

報するが監視

区域が大空間

であることか

ら現場確認に

より火源を特

定可能。 

光ファイバケ

ーブル式熱感

知器は区域ご

との警報を発

報するが受信

機において約

2m 間隔で火源

を特定可能。） 
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火 災 受

信機 

配 置

場所 

電源供給 監視区域 作動した火災感

知器を１つずつ

特定できる機能 

屋 外 区

域 熱 感

知 カ メ

ラ 火 災

受信機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流動

力電源喪失時

にも常設代替

交流電源から

電力が供給さ

れるまでの約

70 分間電力を

供給できる容

量を有した蓄

電池を設ける。 

◯常設代替交流電源設備設置区域，

可搬型重大事故等対処施設設置区

域，非常用ディーゼル発電機燃料

移送ポンプ区域，常設代替交流電

源設備ケーブル敷設区域（屋外の

一部），5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所用可搬型電源設備設置区域

（熱感知カメラ） 

なし 

（熱感知カメラ

は区域ごとの

警報を発報す

るが監視区域

が大空間であ

ることから現

場確認により

火源を特定可

能。） 

 

ただし，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所で発生した火災は，5 号炉の

中央制御室に設置されている火災感知設備の受信機で監視する設計とす

る。また，モニタリング・ポスト用発電機区域で発生した火災は，正門警

備所で監視する設計とする。これらの受信機が作動した際は，速やかに 6

号及び 7 号炉の中央制御室に連絡することとしている。 
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3.5．火災感知設備の耐震設計について 

重大事故等対処施設を防護するために設置する火災感知設備は，第 41-4-1

表及び第 41-4-2 表に示すとおり，重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて機

能を維持できる設計とする。 

 

第 41-4-1 表：火災感知設備の耐震設計 

 

主な重大事故等対処施設 火災感知設備の耐震設計 

低圧代替注水系 Ss 機能維持 

耐圧強化ベント系 Ss 機能維持 

常設代替交流電源設備 Ss 機能維持 

 

第 41-4-2 表：Ss 機能維持を確認するための対応 

 

確認対象 火災感知設備の耐震設計 

受信機 加振試験 

感知器 加振試験 

 

3.6．火災感知設備に対する試験検査について 

火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に異常がないことを確認するため

に，自動試験を実施する。 

ただし，試験機能のない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するた

めに，消防法施行規則第三十一条の六に基づき，半年に一度の機器点検時及び

１年に一度の総合点検時に，煙等の火災を模擬した試験を実施する。 

 

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する火

災感知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮した火

災感知器の設置，異なる種類を組み合わせた火災感知器の設置，非常用電源から

の受電，火災受信機盤の中央制御室等への設置を行う設計とする。一部非アナロ

グ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施する。また，炎感知

器及び熱感知カメラについては作動した火災感知器を１つずつ特定できる機能は

ないが，火災発生場所を感知区域ごとに特定できる機能を有しており，火災感知

後の現場確認において火災源の特定が可能である。また，アナログ式の光ファイ

バケーブル式熱感知器は，火災発生場所を感知区域ごとに特定できる機能に加え，

中央制御室に設置した受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に

対し約 2m 間隔で火源の特定が可能である。これらにより、火災感知設備について

は十分な保安水準が確保されているものと考える。 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

火災感知器の基本設置方針について 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

火災感知器の基本設置方針について 

 

1．はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，重大事故等対処施設を設置

する火災区域又は火災区画の火災感知器は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定している。

各設置対象区域又は区画における火災感知器の基本設置方針及び火災感知器の

型式ごとの原理と特徴を示す。また，光ファイバケーブル式熱感知器の仕様及

び作動原理について，別紙１に示す。 

 

2．要求事項 

火災感知設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」の「2.2 火災の感知，消火」の 2.2.1 に基づき実施することが要求され

ている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」の記載を

以下に示す。 

 

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に掲げるように，安全機能を有する構築

物，系統及び機器に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行える設計

であること。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や予想

される火災の性質を考慮して型式を選定し，早期に火災を感知できる場所に設置する

こと。 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機

能を有する機器を組合せて設置すること。また，その設置にあたっては，感知器等の

誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように，電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 
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（参考） 

(1) 火災感知設備について 

早期に火災を感知し，かつ，誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発するこ

と）を防止するための方策がとられていること。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては，例えば，煙感知器と炎感知器の

ような組合わせとなっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することが

できる受信機を用いられていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃

度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。 

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は，自動試

験能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて，赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステムを用

いても差し支えない。この場合，死角となる場所がないように当該システムが適切に設

置されていること。 

 



 

 

 

-
 
4
1
-
4
-
2
5
-
 

3．火災感知器の基本設置方針 

設置対象区域 
又は区画 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における火災感知器の基本設置方針 

具体的 
区域 

周囲の環境条件と 
感知器の選定方針 

種類 
アナログ式／ 
非アナログ式 

非アナログ式 
火災感知器の特徴 

及び優位点 

設置環境を踏まえた 
火災感知器の 
誤作動防止対策 

一
般
区
域 

通路部・ 
部屋等 

通路部・ 
部屋等 

・消防法施行規則に則り煙感知器と熱感知
器を設置 

① 
煙感知器 

アナログ式*1 

－ － 
④ 

熱感知器 
アナログ式*1 

天井高さが
高く，煙が拡
散しない場
所 

原子炉建屋 
オペレーテ
ィングフロ
ア 

・天井が高く大空間であり熱が周囲に拡散
することから熱感知器による感知は困難 

・炎感知器は非アナログ式であるが，炎が
発する赤外線を感知するため，炎が生じ
た時点で感知することができ，火災の早
期感知に優位性がある 

① 
煙感知器 

アナログ式*1 － － 

⑦ 
屋外仕様 
炎感知器 
(赤外線) 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎感知器は炎から放出される熱
エネルギーの特有の波長成分
とちらつきを赤外線により検
出 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・火災特有の性質を検出する赤外
線方式を採用 

・外光が当たらず，高温物体が近
傍にない箇所に設置 

天井空間が
広く，煙が拡
散する場所 

天井空間が
広く，煙が拡
散する場所 

該当箇所なし 

放射線量が 
高い場所 

原子炉格納
容器*2 

・プラント運転中は高線量環境となること
からアナログ式感知器を室内に設置する
と故障する可能性がある。ただし，プラ
ント運転中の原子炉格納容器は窒素ガス
封入により不活性化しており火災の発生
の可能性がない。このため，プラント運
転中は受信機にて作動信号を除外する 

・消防法施行規則に則り煙感知器と熱感知
器を設置 

④ 
熱感知器 

アナログ式*1 － － 

① 
煙感知器 

アナログ式*1 － － 

主蒸気管ト
ンネル室 

・プラント運転中は高線量環境となること
からアナログ式感知器を室内に設置する
と故障する可能性がある。 

・放射線の影響を受けないよう検出器部位
を当該区画外に配置する煙吸引式検出設
備，及び放射線の影響を受けにくい作動
原理を有する非アナログ式の熱感知器を
設置 

③ 
煙吸引式 
検出設備 

アナログ式*1 － － 

⑤ 
熱感知器 
（接点式） 

非アナログ式 
（アナログ式
接点式熱感知
器が存在しな
いため） 

・煙感知器以外の作動原理を有す
る感知器として熱感知器及び
炎感知器等があるが放射線の
影響を受けにくいものは非ア
ナログ式の接点式熱感知器し
かない 

熱感知器は作動温度が周囲温度
より高い温度のものを選定 
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設置対象区域 
又は区画 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における火災感知器の基本設置方針 

具体的 
区域 

周囲の環境条件と 
感知器の選定方針 

種類 
アナログ式／ 
非アナログ式 

非アナログ式 
火災感知器の特徴 

及び優位点 

設置環境を踏まえた 
火災感知器の 
誤作動防止対策 

屋外区域 

非常用ディ
ーゼル発電
機燃料移送
ポンプ区域，
常設代替交
流電源設備
設置区域，可
搬型重大事
故等対処施
設設置区域，
モニタリン
グ・ポスト用
発電機区域，
常設代替交
流電源設備
ケーブル敷
設区域（屋外
の一部） 

・屋外であるため，区域全体の火災を感知
する必要があるが，火災による煙が周囲
に拡散し煙感知器による火災感知は困難 

・区域全体の火災を感知するために，アナ
ログ式の熱感知カメラ及び非アナログ式
の炎感知器を設置 

⑧ 
屋外仕様 
熱感知 
カメラ 
(赤外線) 

アナログ式*1 － 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・熱サーモグラフィ機能等による
目視確認により誤判断防止が
可能 

⑦ 
屋外仕様 
炎感知器 
（赤外線） 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎感知器は炎から放出される熱
エネルギーの特有の波長成分
とちらつきを赤外線により検
出 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・太陽光の波長を識別できる感知
器を採用することに加え，遮光
板を設置して誤作動を防止 

非常用ディ
ーゼル発電
機軽油タン
ク区域*3 

・非常用ディーゼル発電機軽油タンクは屋
外であるため，区域全体の火災を感知す
る必要があるが，火災による煙が周囲に
拡散し煙感知器による火災感知は困難 

・軽油タンクの可燃物はタンク内の軽油で
あること，タンク内は引火性又は発火性
の雰囲気を形成するおそれがあることか
ら，タンク内の火災を感知する熱感知器
（防爆型）を設置 

・上記の熱感知器と異なる種類の感知器と
して，軽油タンク区域全体の火災を感知
する炎感知器を設置 

・炎感知器は非アナログ式であるが，炎が
発する赤外線を感知するため，炎が生じ
た時点で感知することができ，火災の早
期感知に優位性がある 

⑥ 
防爆型 
熱感知器 

非アナログ式 
（アナログ式
防爆型熱感知
器が存在しな
いため） 

・引火性又は発火性の雰囲気を形
成するおそれがあるため，感知
器作動時の爆発を考慮した防
爆型の火災感知器を選定 

・軽油タンク最高使用温度（約
66℃）を考慮した温度を設定温
度（約 80℃）とすることで誤
作動を防止 

⑦ 
屋外仕様 
炎感知器 
(赤外線) 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎感知器は炎から放出される熱
エネルギーの特有の波長成分
とちらつきを赤外線により検
出 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・太陽光の波長を識別できる感知
器を採用することに加え，遮光
板を設置して誤作動を防止 
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設置対象区域 
又は区画 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における火災感知器の基本設置方針 

具体的 
区域 

周囲の環境条件と 
感知器の選定方針 

種類 
アナログ式／ 
非アナログ式 

非アナログ式 
火災感知器の特徴 

及び優位点 

設置環境を踏まえた 
火災感知器の 
誤作動防止対策 

屋外区域 

格納容器フ
ィルタベン
ト設置区域 

・屋外であるため，区域全体の火災を感知
する必要があるが，火災による煙が周囲
に拡散し煙感知器による火災感知は困難 

・制御盤内で火災が発生した場合，制御盤
が密閉構造であり，煙は制御盤外に排出
され難い構造であることから，制御盤内
に煙感知器を設置 

⑦ 
屋外仕様 
炎感知器 
(赤外線) 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎感知器は炎から放出される熱
エネルギーの特有の波長成分
とちらつきを赤外線により検
出 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・太陽光の波長を識別できる感知
器を採用することに加え，遮光
板を設置して誤作動を防止 

① 
煙感知器 

アナログ式*1 － － 

5 号炉原子炉
建屋内緊急
時対策所用
可搬型電源
設備ケーブ
ル敷設区域 

・屋外であるため，区域全体の火災を感知
する必要があるが，火災による煙が周囲
に拡散し煙感知器による火災感知は困難 

・湿気の影響を受けにくくケーブル周囲の
温度上昇を測定可能な光ファイバケーブ
ル式熱感知器を設置 

⑦ 
屋外仕様 
炎感知器 
(赤外線) 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎感知器は炎から放出される熱
エネルギーの特有の波長成分
とちらつきを赤外線により検
出 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・太陽光の波長を識別できる感知
器を採用することに加え，遮光
板を設置して誤作動を防止 

⑨ 
光ファイバ
ケーブル式
熱感知器 

アナログ式*1 － － 
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設置対象区域 
又は区画 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における火災感知器の基本設置方針 

具体的 
区域 

周囲の環境条件と 
感知器の選定方針 

種類 
アナログ式／ 
非アナログ式 

非アナログ式 
火災感知器の特徴 

及び優位点 

設置環境を踏まえた 
火災感知器の 
誤作動防止対策 

引火性又は発火性
の雰囲気を形成す
るおそれがある場
所 

蓄電池室 

・充電時に水素発生のおそれがある蓄電池
室は，引火性又は発火性の雰囲気を形成
するおそれがあるため，防爆型の煙感知
器及び熱感知器を設置 

② 
防爆型 
煙感知器 

非アナログ式 
（アナログ式
防爆型煙感知
器が存在しな
いため） ・引火性又は発火性の雰囲気を形

成するおそれがあるため，感知
器作動時の爆発を考慮した防
爆型の火災感知器を選定 

・蓄電池室は誤作動を誘発する蒸
気等が発生する設備がない 

・換気空調設備により安定した室
内環境を維持していることか
ら，誤作動する可能性が低い 

⑥ 
防爆型 
熱感知器 

非アナログ式 
（アナログ式
防爆型熱感知
器が存在しな
いため） 

・熱感知器は作動温度が周囲温度
より高い温度のものを選定 

高湿度環境の 
ケーブルトレンチ 

非常用ディ
ーゼル発電
機燃料移送
系ケーブル
トレンチ 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケー
ブルトレンチは，ハッチからの降水の浸
入によって高湿度環境になりやすく，一
般的な煙感知器では故障する可能性があ
る 

・防湿対策を施した煙吸引式感知器及び湿
気の影響を受けにくくケーブル周囲の温
度上昇を測定可能な光ファイバケーブル
式熱感知器を設置 

③ 
煙吸引式 
検出設備 

アナログ式*1 － － 

⑨ 
光ファイバ
ケーブル式
熱感知器 

アナログ式*1 － － 

*1：ここでいう「アナログ式」は，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる機能を持つものと定義する。 

*2：原子炉格納容器内に設置する火災感知器は，運転中は信号を除外する設定とし，プラント停止後に取替えを行う。 

*3：非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は屋外であるが，タンク内に軽油を内包していることから，火災感知器は屋外仕様炎感知器（赤外線）と，タンク内への熱感知器（防爆型）を設置。 
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◯火災感知器の型式ごとの原理と特徴 

型式 原理と特徴 適用箇所 アナログ式／非アナログ式 放射線の影響 概要図 

① 

煙感知器 

・感知器内に煙が取り込まれると，発光素子の光が煙

によって散乱し，受光素子に光が当たることで煙を

感知する。 

・炎が生じる前の発煙段階からの煙の早期感知が可能

である。 

【適応高さの例】 

20m 以下 

【設置範囲の例】※１ 

75 ㎡又は 150 ㎡あたり１個 

適切な箇所 

・大空間（通路等） 

・小空間（室内） 

不適な場所 

・ガス，蒸気等が日

常的に発生する場

所 

・・湿気が多い場所 

アナログ式 

・検知素子から出力される信

号は連続的であり，この信

号を連続的に処理するこ

とが可能な制御器等があ

る。 

・受信機では平常時の状態を

監視し，急激な煙濃度上昇

の把握が可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：煙感知器の原理                  図：煙感知器の外形 

② 

防爆型 

煙感知器 

・感知器内に煙が取り込まれると，発光素子の光が煙

によって散乱し，受光素子に光が当たることで煙を

感知する。 

・炎が生じる前の発煙段階からの煙の早期感知が可能

である。 

・全閉構造であり可燃性ガス又は引火性の蒸気が感知

器内部に進入して爆発を生じた場合に，当該感知器

が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火炎が当該火

災感知器の外部のガス又は蒸気に点火しない。 

適切な箇所 

・引火性又は発火性

の雰囲気を形成す

るおそれがある場

所（蓄電池室等） 

不適な場所 

・ガス，蒸気等が日

常的に発生する場

所 

・湿気が多い場所 

非アナログ式 

・検知素子から出力される信

号は連続的であるが，防爆

型においては，この信号を

連続的に処理することが

可能なシステムが開発さ

れていない。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：煙感知器の原理              保護カバーを設置した耐圧防爆構造となっている 

図：防爆型煙感知器の外形 

③ 

煙吸引式 

検出設備 

・感知対象区域の煙をファンによって吸引して感知器

内に取り込むと，感知器内の発光素子の光が煙によ

って散乱し，受光素子に光が当たることで煙を感知

する。 

・炎が生じる前の発煙段階からの煙の早期感知が可能

である。 

・吸引口にフィルタ（多孔質金属体）を設置すること

によって高湿度環境に適用可能である。 

・検出部位を監視対象区域外に配置することが可能で

あり高放射線量区域に適用可能である。 

適切な箇所 

・高湿度区域 

（トレンチ） 

・高線量区域 

（検出器部位を

当該区域外に配

置） 

アナログ式 

・一般的なアナログ式検知素

子及び制御器等を組み合

わせて構成している。 

・検知素子から出力される信

号は連続的であり，この信

号を連続的に処理するこ

とが可能な制御器等があ

る。 

・受信機では平常時の状態を

監視し，急激な煙濃度上昇

の把握が可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

が，検出部位

を監視対象区

域外に配置す

ることが可能

であり高放射

線量区域に適

用 可 能 で あ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※フィルタ（多孔質金属体）を設置した検知ユニットは， 

高温高湿度環境下（温度 55℃，湿度 95％）でも機能維持       図：高線量区域への適用 

することを環境試験にて確認している。 

図：トレンチ内への適用 

 

検知ユニット

ファン
ユニット

煙吸引式感知装置
（検知器を内蔵）

高線量エリア

吸気

排気
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型式 原理と特徴 適用箇所 アナログ式／非アナログ式 放射線の影響 概要図 

④ 

熱感知器 

・温度検知素子により感知器周辺の雰囲気温度を検知

する。 

・炎が生じ，温度上昇した場合に火災として感知する。 

【適応高さの例】 

8m 以下 

【設置範囲の例】※１ 

 15 ㎡～70 ㎡あたり１個 

適切な箇所 

・小空間（室内） 

不適な場所 

・火災源からの距離

が離れており，温

度上昇が遅いと考

えられる場合 

アナログ式 

・検知素子から出力される信

号は連続的であり，この信

号を連続的に処理するこ

とが可能な制御器等があ

る。 

・受信機では平常時の状態を

監視し，急激な温度上昇の

把握が可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：熱感知器の原理            図：熱感知器の外形 

⑤ 

熱感知器 

（接点式） 

・金属の熱膨張を利用し接点を形成し，炎が生じ，温

度上昇した場合に接点が閉じることで火災として

感知する。 

・炎が生じ，温度上昇した場合に火災として感知する。 

適切な箇所 

・高線量区域 

不適な場所 

・火災源からの距離

が離れており，温

度上昇が遅いと考

えられる場合 

非アナログ式 

・感知器から出力される信号

は接点のオンオフのみで

ある。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用せず，接

点方式である

ことから放射

線の影響を受

けにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：熱感知器（接点式）の原理 

図：熱感知器（接点式）の外形 

⑥ 

防爆型 

熱感知器 

・金属の熱膨張を利用し接点を形成し，炎が生じ，温

度上昇した場合に接点が閉じることで火災として

感知する。 

・炎が生じ，温度上昇した場合に火災として感知する。 

・全閉構造であり可燃性ガス又は引火性の蒸気が感知

器内部に進入して爆発を生じた場合に，当該感知器

が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火炎が当該火

災感知器の外部のガス又は蒸気に点火しない。 

適切な箇所 

・引火性又は発火性

の雰囲気を形成す

るおそれがある場

所（蓄電池室等） 

不適な場所 

・火災源からの距離

が離れており，温

度上昇が遅いと考

えられる場合 

非アナログ式 

・感知器から出力される信号

は接点のオンオフのみで

ある。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

・なお，温度検知素子により

感知する防爆型の感知器

は開発されていない。 

感知器内部に

半導体基板を

使用せず，接

点方式である

ことから放射

線の影響を受

けにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：熱感知器（接点式）の原理       保護カバーを設置した耐圧防爆構造となっている 

図：防爆型熱感知器の外形 
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型式 原理と特徴 適用箇所 アナログ式／非アナログ式 放射線の影響 概要図 

⑦ 

屋外仕様

炎感知器 

（赤外線） 

・偏光フィルタ及び受光素子により炎特有の波長の赤

外線及びちらつきを検知する。 

・炎が生じた時点で感知することから早期の火災感知

が可能である。 

・防塵，防水構造のハウジングを有しており，屋外で

も使用可能である。 

適切な場所 

・大空間（屋外） 

不適切な場所 

・構築物等が多い場

所 

非アナログ式 

・検知素子から出力される信

号は連続的であるが，炎感

知器においては，この信号

を連続的に処理すること

が可能なシステムが開発

されていない。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：炎感知器の原理          図：屋外仕様炎感知器の概要 

⑧ 

屋外仕様

熱感知カ

メラ 

（赤外線） 

・赤外線によって対象箇所が発する熱エネルギーをと

らえ温度を監視する。 

・熱感知カメラからの信号が設定温度（80℃：設定値

は変更可）を超えると，受信機は火災と感知してア

ラームを吹鳴する。 

・熱サーモグラフィ機能等による火源の特定が可能で

ある。 

・防塵，防水構造のハウジングを有しており，屋外で

も使用可能である。 

適切な場所 

・大空間（屋外） 

不適切な場所 

・構築物等が多い場

所 

アナログ式 

・熱感知カメラから出力され

る信号は連続的であり，受

信機ではサーモグラフィ

映像により平常時の状態

を監視し，急激な温度上昇

の把握が可能である。な

お，受信機は熱感知カメラ

からの信号が設定値を超

えると火災と感知してア

ラームを吹鳴する。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

558(w)×506(h)×420(d) 
 

図：サーモグラフィによる温度監視／火災感知       図：屋外仕様熱感知カメラの概要 

屋外仕様熱感知カメラ
（遮光カバー付）

屋外仕様炎感知器
（遮光カバー付）

現場への設置状況

屋外仕様熱感知カメラ
（遮光カバー付）

屋外仕様炎感知器
（遮光カバー付）

現場への設置状況

赤外線

受光素子

偏光フィルタ
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型式 原理と特徴 適用箇所 アナログ式／非アナログ式 放射線の影響 概要図 

⑨ 

光ファイ

バケーブ

ル式熱感

知器 

・光ファイバセンサにパルス光を入射すると，その光

は光ファイバセンサ中で散乱を生じながら進行す

る。その散乱光の一つであるラマン散乱光には温度

依存性があり，これを検知することにより温度を監

視する。 

・光ファイバセンサにパルス光を入射してから，発生

した後方ラマン散乱光が入射端に戻ってくるまで

の往復時間を測定することで，散乱光が発生した位

置（火災源）を検知可能である。 

適切な場所 

・火災源の近傍 

（火災源直上） 

不適な場所 

・火災源からの距離

が離れており，温

度上昇が遅いと考

えられる場所 

アナログ式 

・光ファイバセンサからの信

号は連続的であり，この信

号を連続的に処理するこ

とが可能な制御器等があ

る。 

・受信機では平常時の状態を

監視し，急激な温度上昇の

把握が可能である。 

感知部（光フ

ァ イ バ セ ン

サ）は放射線

の影響を受け

にくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：光ファイバケーブル式熱感知器の概要 

⑩ 

高感度煙

検出設備 

・感知器内に煙が取り込まれると，発光素子の光が煙

によって散乱し，受光素子に光が当たることで煙を

感知する。 

・炎が生じる前の発煙段階からの煙の早期感知が可能

である。 

・従来品の煙感知器よりも高感度であり，小型である

ことから制御盤内等への設置に適する。 

【感度】 

下記感度仕様の製品があり，設置環境に応じて適

切なものを選択可能である。 

・0.1～0.5% 

・3～10%  

適切な場所 

・小空間（制御盤内） 

不適な場所 

・大空間 

・塵埃が多い場所 

 

非アナログ式 

・感知器から出力される信号

は接点のオンオフのみで

ある。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：高感度煙感知器の原理                  図：高感度煙感知器の外形 

※1：消防法施行規則第 23 条で定める設置範囲による

高感度感知器 従来品 
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別紙１ 

光ファイバケーブル式熱感知器の 

仕様及び作動原理について 

1．はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブ

ルトレンチ，5 号炉原子炉建屋緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域にお

いては，周囲の環境条件等を考慮し，火災を早期に感知するために光ファイバケーブ

ル式熱感知器を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器の仕様及び作動原理を以下

に示す。 

 

2．仕様 

 仕様 概要図 

光ファイバ

ケーブル 

・外被材料：SUS316L 

 （被覆：FRPE（難燃架橋ポリエチレン）） 

・外径：2.0mm 

 （被覆：3.0mm） 

・光ファイバ芯線数：1芯 

・光ファイバ材質：石英 

・適用温度範囲：-20～150℃ 

 

光ファイバ

温度監視装

置 

・光ファイバ敷設方向に対して 2m 以下の

分解能 

・温度表示範囲：-200.0℃～320.0℃ 

・非常用電源から給電し，無停電電源装

置も設置 

 

 

 

 

温度監視装置 

監視状況 ・ケーブル敷設区域ごとに 0.1℃刻みで温

度を表示 

・温度測定値が設定値（60.0℃）を超え

た場合に警報を発報 

 

 

光ファイバ

ケーブル設

置状況 

・監視対象物近傍の上部等にセンサ用光

ファイバケーブルを敷設し，火災の早期

感知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS316L

光ファイバ芯線

FRPE（難燃架橋
ポリエチレン）

2.0mm

3.0mm
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3．温度測定及び位置特定の原理 

（1）温度測定の原理 

入射光は，光ファイバケーブル内の分子によって散乱され，一部の散乱光は波長

（周波数）がシフトする。このうちラマン散乱光と呼ばれる散乱光は温度依存性を

有している。 

したがって，ラマン散乱光の強度を測定することにより，光ファイバケーブルの

温度を測定することができる。（第１図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 温度測定の原理 
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（2）位置特定の原理 

光ファイバケーブル内にパルス光を入射してから，ラマン散乱光が入射端に戻っ

てくるまでの往復時間を測定することで，散乱光が発生した地点を特定することが

できる。（第２図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 位置特定の原理（1） 

 

 

入射光（パルス光）の往復時間（入射～受光）を測定することにより，入射点

からの距離を特定できる。（第３図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 位置特定の原理（2） 
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添付資料２ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における火災感知器の 

配置を明示した図面 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６号炉 
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柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉 
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柏崎刈羽原子力発電所５号炉 

原子炉建屋内緊急時対策所 
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別紙 1 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

火災感知器及び消火設備の部屋別設置状況について 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 
※1 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大

事故等対処設備のうち，火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計 

火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1-1 RHR(A)ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-2 RHR(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-3 RHR(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-4 RCIC ﾎﾟﾝﾌﾟ･蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-5 HPCF(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-6 HPCF(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-7 R/B B3F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-1-8 北西階段室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-9 北西 EV 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-1-10 
HCW(D)ｻﾝﾌﾟ,LCW(A)ｻﾝﾌﾟ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

 

R-1-11 HCU 室(西) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

 

R-1-12 
炉心流量(DIV-Ⅰ)計装ﾗｯ

ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計 (Ⅰ)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-13 
CUW逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ配管

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

 

R-1-14 
炉心流量(DIV-Ⅳ)計装ﾗｯ

ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計 (Ⅳ)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1-15 CUW 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-16 CUW ﾎﾟﾝﾌﾟ室(A),(B) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-1-17 CUW 逆洗水受ﾀﾝｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-18 
RHR･SPCU ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-1-19 

SPCU ﾎﾟﾝﾌﾟ,CUW 系非再生

熱交換器漏洩試験用ﾗｯｸ

室 

有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-20 南西階段室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-21 CUW 非再生熱交換器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-22 南東階段室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-23 南東 EV 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-24 
HCW(E)ｻﾝﾌﾟ室 LCW(B)ｻﾝ

ﾌﾟ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

  

 

R-1-25 HCU 室(東) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-26 
炉心流量(DIV-Ⅱ)計装ﾗｯ

ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計 (Ⅱ)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-27 

炉心流量(DIV-Ⅲ)計装ﾗｯ

ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計 (Ⅲ),CRD ﾏｽ

ﾀｰｺﾝﾄﾛｰﾙ室  

有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-28 
R/B〜T/B 間配管室(1) 

(B3F〜MB2F) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-29 ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-30 
R/B〜T/B 間配管室(3) 

(B3F〜B2F) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1-31 
CUW逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室上

部配管室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-32 
CUW 非再生熱交換器用

弁･配管室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-1-33 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-34 LCW ｻﾝﾌﾟｸｰﾗ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-35 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1-36 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-2-1 R/B B2F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-2-2 RHR(A)弁室(B2F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2-3 RHR(C)弁室(B2F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2-4 真空清掃設備室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-2-5 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-2-6 
所員用ｴｱﾛｯｸ室/TIP ﾊﾞﾙﾌﾞ

ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ室  
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2-7 SPCU 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-2-8 FPC 保持ﾎﾟﾝﾌﾟ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2-9 CUW 保持ﾎﾟﾝﾌﾟ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

ラッピング対

象となることか

ら感知消火対

象外とする 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-2-10 CUW 再生熱交換器･弁室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-2-11 RHR(B)弁室(B2F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2-12 RIP･CRD 取扱装置制御室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-2-13 機器搬入用ﾊｯﾁ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

内部に発火源

が無く、通常コ

ンクリートハッ

チにて閉鎖さ

れている。開

放時は通路の

感知器にて感

知可能 

R-2-14 RIP･CRD 補修室/ｹｰﾌﾞﾙ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-2-15 CRD ﾓｰﾀ試験室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-2-17 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-2-18 TIP 駆動装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-2-19 TIP 遮蔽容器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-2-20 
TIP 駆動装置現場制御盤

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-2-21 
ｴﾚﾍﾞｰﾀ前室(R/B MB2F 北

西) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-3-1 R/B B1F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-3-2 A 系非常用電気品室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-3 B 系非常用電気品室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-4 C 系非常用電気品室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-5 NSD ｻﾝﾌﾟ(A)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-3-6 RIP-ASD(A)(B)(E)(F)(H)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-7 RHR(C)配管室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-8 
原子炉系(DIV-Ⅲ)計装ﾗｯｸ

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-3-9 
原子炉系(DIV-Ⅰ)計装ﾗｯｸ

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-10 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室(R/B 北) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3-11 階段室(R/B 北) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-12 ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾁｪﾝﾊﾞ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-13 
中央制御室外原子炉停止

装置盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-14 FPC F/D ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3-15 
原子炉系(DIV-Ⅳ)計装ﾗｯｸ

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-16 
原子炉系(DIV-Ⅱ)計装ﾗｯｸ

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-17 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室(R/B 南) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3-18 階段室(R/B 南) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-19 NSD ｻﾝﾌﾟ(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3-20 RIP-ASD(C)(D)(G)(J)(K)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-22 
AC ﾍﾟﾈ,RHR 配管･弁室

(MB1F) 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-3-23 原子炉水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-1 R/B 1F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-4-2 D/G(A)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-3 D/G(B)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-4 D/G(C)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-5 ｴｱﾛｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-6 配管室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 

R-4-7 DG(A)室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-8 
RCW･AC･電気ﾍﾟﾈ室(1F 北

西) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-9 RHR(A)弁室(1F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4-10 
R/B 1F 非管理区域入口室

(北) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-11 RHR(C)弁室(1F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4-12 DG(C)室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-13 配管ﾍﾟﾈ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-14 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 北東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-15 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 北東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-16 除染ﾊﾟﾝ室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 

R-4-17 大物搬出入口 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-18 FCS ｴｱﾛｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-19 電気ﾍﾟﾈ室（1F 東） 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

  

R-4-20 FCS 再結合装置室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

  

R-4-21 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-22 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-4-23 DG(B)室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-24 RHR(B)弁室(1F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃
材で構成され
ており火災荷
重を低く抑えら
れることから煙
の充満により
消火活動が困
難とならない 

R-4-25 
R/B 1F 非管理区域入口室

(南) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-26 SLC・電気ﾍﾟﾈ室(1F 南) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-27 
CUW/FPC ろ過脱塩器ﾊｯﾁ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-4-28 CUW ﾌﾟﾘｺｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾀﾝｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃
材で構成され
ており火災荷
重を低く抑えら
れることから煙
の充満により
消火活動が困
難とならない 

R-4-29 ｴｱﾛｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  
 

R-4-30 事故後ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ操作盤室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 
  

R-4-31 
管理区域連絡通路(1F 南

西) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-4-32 SGTS ﾓﾆﾀ室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

 不燃材、難
燃材で構成さ
れており火災
荷重を低く抑
えられることか
ら煙の充満に
より消火活動
が困難となら
ない 

R-4-33 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 
 

R-4-34 MS ﾄﾝﾈﾙ室 有 

煙吸引式 

検出設備  

熱感知器 

消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃
材で構成され
ており火災荷
重を低く抑えら
れることから煙
の充満により
消火活動が困
難とならない 

R-4-35 CUW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  
 

R-4-36 MS ﾄﾝﾈﾙ室西側室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 
  

R-5-1 R/B 2F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消
火器） 

手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-5-2 MSIV 搬出入用機器ﾊｯﾁ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-3 IA･HPIN ﾍﾟﾈ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-4 DG(A)非常用排気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  
 

R-5-5 DG(A)非常用送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃
材で構成され
ており火災荷
重を低く抑えら
れることから煙
の充満により
消火活動が困
難とならない 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-5-6 ｸﾘｰﾝｱｸｾｽ通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-5-7 DG(A)制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-8 DG(C)制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-9 電気ﾍﾟﾈ室(2F 北) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-10 
格納容器機器搬出入用ﾊｯ

ﾁ室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

内部に発火源

が無く、通常コ

ンクリートハッ

チにて閉鎖さ

れている。開

放時は通路の

感知器にて感

知可能 

R-5-11 DG(C)非常用送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-5-12 DG(C)非常用排気ﾙｰﾊﾞ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-5-13 ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-5-14 
FPC 熱交換器室/FPC 弁

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-5-15 西側通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-5-16 FPC ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-5-17 電気ﾍﾟﾈ室(2F 南) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-18 ASD 出力ﾄﾗﾝｽ(D)(J)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-19 DG(B)制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-20 格納容器所員用ｴｱﾛｯｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-5-21 DG(B)非常用送風機室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-5-22 DG(B)非常用排気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-6-1 R/B 3F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器又は

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-6-2 DG(A)燃料ﾃﾞｨﾀﾝｸ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-3 DG 排気管(A)室 有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-6-4 
DG(A)非常用給気ｴｱﾌｨﾙﾀ

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-6-5 DG(A)非常用給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-6 DG(A)補機室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-7 MSIV･SRV ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-6-8 ISI 検査室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-9 DG(C)補機室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-10 ASD 出力ﾄﾗﾝｽ(A)(F)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-11 DG(B)燃料ﾃﾞｨﾀﾝｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-12 DG 排気管(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-13 
DG(B)非常用給気ｴｱﾌｨﾙﾀ

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-6-14 DG(B)非常用給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-15 DG(C)燃料ﾃﾞｨﾀﾝｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-6-16 DG 排気管(C)室(3F) 有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-6-17 
DG(C)非常用給気ｴｱﾌｨﾙﾀ

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-6-18 DG(C)非常用給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-19 南北連絡通路階段室(北) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-6-20 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-6-21 南北連絡通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-6-22 CAMS(B)室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-6-23 DG(B)補機室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-24 SGTS 室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-25 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-6-26 ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ(B)室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-1 DG(A)補機室 有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-7-2 DG(A)/Z 給気ｴｱﾌｨﾙﾀ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-7-3 DG(A)/Z 冷却器ｺｲﾙ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-7-4 DG(A)/Z 送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-7-5 CAMS(A)室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-6 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-7-7 ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ(A)室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-8 階段室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-9 北側 FMCRD 制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-7-10 LDS ﾓﾆﾀ室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-11 ISI 試験片室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-7-12 ｷｬｽｸ除染ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-7-13 DG(C)/Z 送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-14 DG(C)/Z 冷却器ｺｲﾙ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-7-15 DG(C)/Z 給気ｴｱﾌｨﾙﾀ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-7-16 DG(C)/Z 給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-7-18 南北連絡通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-7-19 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-7-20 DG(B)/Z 給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-7-21 DG(B)/Z 給気ｴｱﾌｨﾙﾀ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-7-22 DG(B)/Z 冷却器ｺｲﾙ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-7-23 DG(B)/Z 送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-7-24 新燃料検査台ﾋﾟｯﾄ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-7-25 南側 FMCRD 制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-7-26 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-7-27 MS ﾄﾝﾈﾙ室空調機室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-7-28 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-1 R/B ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾛｱ 有 

光電分離型 

煙感知器  

炎感知器 

消火器 手動 固縛（消火器） 

他接続エリア

に局所放出ガ

ス消火設備設

置 

R-8-2A 
A 系 HPIN 窒素ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯ

ｸ･RCW(A)ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室  
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-8-2B AM バッテリー室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-8-3 RCW(C)ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

R-8-4 DG 排気管(C)室(4F) 有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-8-5 
DG(C)/Z 排風機排気ﾙｰﾊﾞ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-8-6 連絡通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-8-7 RIP 点検室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-8-8 定検控室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-8-9 階段室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-10 
燃料取替機制御室空調機

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-8-11 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-12 ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-13 ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-14 ｷﾞｬﾗﾘｰ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-15 ｴｱﾛｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-16 ｷﾞｬﾗﾘｰ通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-17 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-8-18 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-19 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-20 
燃料取替機制御室/空調ﾀﾞ

ｸﾄ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-8-21 ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-22 ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-23 
B 系 HPIN 窒素ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯ

ｸ･RCW(B)ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室  
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

K6-PCV 格納容器 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

換気により煙

が充満せず消

火活動可能 

 

T-1-1 常用電気品室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1-2 TCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-1-3 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-4 SD ｻﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-5 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-6 漏えい検知ﾋﾟｯﾄ(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-7 RSW･TSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-8 RSW･TSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-9 RSW･TSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-10 電解鉄ｲｵﾝ供給装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-11 
復水回収ﾀﾝｸ,VGL 復水器

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-12 CWP 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-13 
復水回収ﾀﾝｸ,VGL 復水器

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-14 CWP 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-15 
復水回収ﾀﾝｸ,VGL 復水器

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-16 CWP 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-17 RSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-18 RSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-19 漏えい検知ﾋﾟｯﾄ(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-20 
C 系 RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

  

T-1-21 階段室(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-22 
Hx/A 北側配管室(B2F～

MB2F) 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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火災区域又は 
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消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-1-23 
Hx/A(C)非常用送風機ﾌｨﾙ

ﾀ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-24 
Hx/A(C)非常用送風機ﾌｨﾙ

ﾀ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-50 
T/A B2F ｹｰﾌﾞﾙ(Ⅰ)(Ⅲ)･配

管ﾄﾚﾝﾁ 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-1-51 
T/A B2F ｹｰﾌﾞﾙ(Ⅱ)･配管ﾄ

ﾚﾝﾁ 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-1-52 低圧復水ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-53 TCW 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-54 ﾄﾚｲｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-55 階段前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-56 制御用空気貯槽室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-57 CD 再循環ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-58 CF 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-59 高圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-60 復水回収ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾀﾝｸ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-61 復水器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-62 T/A B2F 西側通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-63 
系統入り口弁及びﾄﾞﾚﾝﾎﾟｯﾄ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-64 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-65 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-66 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-67 
隠ｲｵﾝ,陽ｲｵﾝ樹脂再生塔

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-68 低圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-69 SD ｻﾝﾌﾟ(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-70 HCW,LCW ｻﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-71 CF 逆洗水受ﾀﾝｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-72 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-73 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-74 北側通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-75 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-76 LCW,HCW ｻﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-77 復水再回収ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-78 VGL 復水器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-79 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-80 階段前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 
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火災感知設備 
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消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-2-1 A 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-2 B 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-3 C 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-4 TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-5 TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器  
 

  

T-2-6 漏えい検知ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-7 漏えい検知ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-8 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)下部西側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-9 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)下部西側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-10 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)下部西側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-11 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)下部東側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-12 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)下部東側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-13 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)下部東側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-14 循環水配管ﾊｯﾁ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-15 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-2-16 C 系非常用電気品室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-2-50 T/A MB2F 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-2-51 IA･SA 圧縮機ﾕﾆｯﾄ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-52 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-53 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-54 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-55 復水器真空ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-56 LPDP 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-57 CF 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-58 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-59 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-60 HPDP 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-61 
油受けﾀﾝｸ室、EHC 高圧制

御油圧ユニット室  
無 - 

二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   

T-2-62 EHC 冷却水回収タンク室 無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   

T-2-63 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-2-64 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-65 RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油ﾀﾝｸ(B)室 無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   

T-2-66 油清浄機室 無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   



- 41-4-98 - 

火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-2-67 RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油ﾀﾝｸ(A)室 無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   

T-2-68 RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油ﾀﾝｸ(A)前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-2-69 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-1 
A 系 RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器

及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-3-2 
B 系 RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器

及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-3-3 C 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-3-4 TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-5 循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-6 循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-7 循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-8 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-9 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-10 B 系非常用電気品室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-3-11 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-12 
Hx/A(B)非常用送風機ﾌｨﾙ

ﾀ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-3-13 
Hx/A(B)非常用送風機ﾌｨﾙ

ﾀ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-3-14 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-15 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-50 T/A B1F 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-51 
苛性ｿｰﾀﾞ計量槽、硫酸希

釈槽室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3-52 
OG 活性炭式希ｶﾞｽﾎｰﾙﾄﾞｱ

ｯﾌﾟ塔室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3-53 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-54 排ｶﾞｽ復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-55 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-56 復水脱塩塔室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-57 ｽトﾚｰﾅ及び弁室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-58 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ蒸気復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-59 ﾀﾝｸﾍﾞﾝﾄ処理装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-60 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-61 
ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原子炉給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3-62 
ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原子炉給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室空調機室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3-63 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-64 CF 復水ろ過器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-3-65 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-66 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-67 CF 復水ろ過器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-1 
Hx/A 1F TSW･RSW ﾎﾟﾝﾌﾟﾚ

ｲﾀﾞｳﾝｴﾘｱ 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-4-2 A 系非常用電気品室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-4-3 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-4-4 
Hx/A 北側ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ･P.P 扉･

ﾗｽﾄｱﾚｽﾀ制御盤室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-4-5 
Hx/A 南側ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ･P.P 扉･

ﾗｽﾄｱﾚｽﾀ制御盤室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-4-6 常用系送風機室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-7 Hx/A 給気処理装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-8 Hx/A 給気処理装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-9 Hx/A 給気処理装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-50 大物搬入口前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-51 発電機密封油制御装置室  無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持） 

 

  

T-4-52 固定子冷却装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-53 T/A 1F 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-54 CF 復水ろ過器ﾊｯﾁ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-55 可燃性雑固体置き場  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-56 除染ﾊﾟﾝ,ｼﾝｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-57 T/A 1F ﾗｯｸ室(1) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-58 T/A 1F ﾗｯｸ室(2) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-59 階段前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-60 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-61 主油ﾀﾝｸ室 無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持） 

 

  

T-4-62 OG 排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-63 OG 排ｶﾞｽ抽出器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-64 
GENERATOR EXCITER 

CUB.-EX2000 盤室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-4-65 CF/CD 制御盤室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-5-50 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-5-51 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-5-52 相分離母線貫通室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-6-1 A 系非常用送風機室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

T-6-2 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-6-3 給気処理装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-50 T/B ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾛｱ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-51 ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-53 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-54 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ蒸気蒸化器給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-6-55 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-56 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-57 TGS 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-58 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ蒸気蒸化器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-59 FDW 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-60 湿分分離加熱器 (A)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-61 湿分分離加熱器 (B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-62 主油ﾀﾝｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｴﾘｱ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-50 R/A,T/A 排風機室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-51 ﾌｨﾙﾀ室前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-7-52 ﾌｨﾙﾀ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-7-53 ﾌｨﾙﾀ室連絡室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-54 ﾌｨﾙﾀ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-55 ﾌｨﾙﾀ室前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-56 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-57 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-58 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-59 R/A,T/A 送風機室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-60 R/A 給気ﾀﾞｸﾄ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-61 空調機室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-62 空調機室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-63 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-50 ｷﾞｬﾗﾘ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-8-51 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-52 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-53 主排気ﾀﾞｸﾄ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-54 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-55 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-56 TCW ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-57 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-58 R/A,T/A 給気処理装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-59 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-1-1 6 号機常用電気品室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

  

C-1-2 
6 号機常用ﾊﾞｯﾃﾘｰ(250V)

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-3 
6 号機 HECW(A)(C)冷凍機

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-4 
6 号機 HECW(B)(D)冷凍機

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-5 階段室(C/B 西側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-1-12 
6 号機常用ﾊﾞｯﾃﾘｰ(250V･

48V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-13 
6 号機 C/B 常用電気品区

域送･排風機室  
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-14 
6 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(C)送風機室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-1 
6 号機区分Ⅰ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-2 
6 号機区分Ⅰﾊﾞｯﾃﾘｰ

(125V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-3 
6 号機区分Ⅳ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-4 
6 号機区分Ⅳﾊﾞｯﾃﾘｰ

(125V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-5 
6 号機区分Ⅱ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-6 
6 号機区分Ⅱﾊﾞｯﾃﾘｰ

(125V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-7 
6 号機区分Ⅲ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-8 
6 号機区分Ⅲﾊﾞｯﾃﾘｰ

(125V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-9 
6 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(A)送･排風機室  
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-10 
6 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(C)排風機室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-11 
非管理区域ｱｸｾｽ通路

(B1F) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-1 6 号機下部中央制御室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

している中央

制御室から近

いことから消

火活動による

消火が可能 

C-3-2 6 号機常用ｹｰﾌﾞﾙ処理室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-3 6 号機区分Ⅰｹｰﾌﾞﾙ処理室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

C-3-4 6 号機区分Ⅱｹｰﾌﾞﾙ処理室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-5 6 号機区分Ⅲｹｰﾌﾞﾙ処理室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-6 6 号機ﾌﾟﾛｾｽ計算機室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

している中央

制御室から近

いことから消

火活動による

消火が可能 

C-3-7 6 号機ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(1F 東) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-8 6 号機計算機用ﾄﾗﾝｽ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

している中央

制御室から近

いことから消

火活動による

消火が可能 

C-3-9 
6 号機中央制御室再循環ﾌ

ｨﾙﾀ装置室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-10 
6 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(B)送･排風機室  
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-11 管理区域ｱｸｾｽ通路(1F) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-23 中央制御室 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器又は

固定式ガス

消火設備 

手動 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持） 

（固定式ガス消

火設備） 

運転員が常駐

していることか

ら早期に感知

し消火活動に

よる消火が可

能 

C-3-24 上部中央制御室  有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器又は

固定式ガス

消火設備 

手動 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持） 

（固定式ガス消

火設備） 

運転員が常駐

していることか

ら早期に感知

し消火活動に

よる消火が可

能 

C-3-25 
6 号機中央制御室送･排風

機室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-33 ｷﾞｬﾗﾘ通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-4-1 C/B 屋上北西 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-4-2 6 号機ｹｰﾌﾞﾙ処理室(RF) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-4-3 6 号機給気ﾙｰﾊﾞ室(RF 東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-4-4 
6 号機ｹｰﾌﾞﾙ処理室(RF)隣

接室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

C-4-5 屋上入力変圧器ｴﾘｱ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

Y-1-1 R/B～C/B 区分Ⅰﾄﾚﾝﾁ(1) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-1-3 R/B～C/B 区分Ⅰﾄﾚﾝﾁ(3) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-1-2 R/B～C/B 区分Ⅰﾄﾚﾝﾁ(2) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-2-1 R/B～C/B 区分Ⅱﾄﾚﾝﾁ(1) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-3-2 R/B～C/B 区分Ⅲﾄﾚﾝﾁ(2) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-3-4 R/B～C/B 区分Ⅲﾄﾚﾝﾁ(2) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-4-1 R/B～C/B 区分Ⅳﾄﾚﾝﾁ(1) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Kt-1-1,5 

 
軽油タンク（A）（B）エリア 有 

熱感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消火

設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

Kt-1-2,3 

 

燃料移送ポンプ（A）（C）エ

リア 
有 

熱カメラ式  

感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消火

設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

Kt-1-6 

 
燃料移送ポンプ（B）エリア 有 

熱カメラ式  

感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消火

設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

Kt-1-4 

 
DGFO トレンチ（１） 有 

煙吸引式感知器 

光ファイバケーブ

ル式熱感知器  

消火器 手動 固縛（消火器） 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

Kt-1-7 

 
DGFO トレンチ（２） 有 

煙吸引式感知器 

光ファイバケーブ

ル式熱感知器  

消火器 手動 固縛（消火器） 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 
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柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 
※1 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大

事故等対処設備のうち，火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B3F-01 RHR(Ａ)ポンプ・熱交換器室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-02 RCIC ポンプ・タービン室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-03 HPCF(C)ポンプ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-04 RHR(C)ポンプ・熱交換器室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-05 HCU 室(東側） 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-06 

炉心流量(DIV－Ⅲ)計装ラ

ック，感震器(C)室，CRD マ

スターコントロール室  

有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-07 
HCW(E)サンプ，LCW(B)サ

ンプ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-B3F-08 
炉心流量(DIV－Ⅱ)計装ラ

ック，感震器(B)室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-09 階段室（R/B 南東） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-10 RHR(B)ポンプ・熱交換器室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-11 HPCF(B)ポンプ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-12 CUW 非再生熱交換器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-13 SPCU ポンプ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-14 階段室(R/B 南西) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

R-B3F-15 
RHR・SPCU サンプリングラ

ック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

 

R-B3F-16 CUW 逆洗水受タンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-17 CUW ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-18 
CUW 逆洗水移送ポンプ・配

管室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

 

R-B3F-19 HCU 室(西側） 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 
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火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B3F-20 
炉心流量(DIV－Ⅳ)計装ラ

ック，感震器(D)室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

 

R-B3F-21 CRD 配管室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-22 
炉心流量(DIV－Ⅰ)計装ラ

ック，感震器(A)室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-23 
HCW(D)サンプ，LCW(A)サ

ンプ室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-24 階段室（R/B 北西） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-25 R/B 地下３階通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-B3F-26 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

 

R-B3F-27 CUW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-28 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-29 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-31 エレベータ室（R/B 西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-32 エレベータ室（R/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-33 ダクトスペース（R/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-34 ダクトスペース（R/B 西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B2F-01A R/B 地下２階通路(A) 有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-B2F-01B R/B 地下２階通路(B) 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-02 RHR(A)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-03 RHR(C)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-04 CRD モータ試験室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B2F-05 RIP・CRD 補修室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

 



- 41-4-106 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B2F-06 機器搬出入用ハッチ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

内部に発火源

が無く、通常コ

ンクリートハッ

チにて閉鎖さ

れている。開

放時は通路の

感知器にて感

知可能 

R-B2F-07 CRD 交換装置制御室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-08 RHR(B)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-09 
CUW 再生熱交換器室・弁

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-B2F-10 CUW 保持ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-11 FPC 保持ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-12 RD 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-13 所員用エアロック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-14 真空清掃設備室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-15 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B2F-16 FPC F/D 配管・弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-17 SPCU ペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-18 TIP 駆動装置室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-19 
TIP遮へい容器・バルブアッ

センブリ室  
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-20 TIP 駆動装置電気盤室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-21 配管室・連絡トレンチ 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-22 連絡トレンチ 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   



- 41-4-107 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B1F-01 R/B 地下１階通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-B1F-02 サプレッションチェンバ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-03 
原子炉系(DIV－Ⅰ)計装ラ

ック室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-04 
原子炉系(DIV－Ⅲ)計装ラ

ック室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-05 
原子炉系(DIV－Ⅱ)計装ラ

ック室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-06 
原子炉系(DIV－Ⅳ)計装ラ

ック室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-07 
FPC F/D サンプリングラッ

ク室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-B1F-08A CUW ろ過脱塩器（Ａ）室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-08B CUW ろ過脱塩器（Ｂ）室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B1F-09A FPC ろ過脱塩器（Ａ）室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B1F-09B FPC ろ過脱塩器（Ｂ）室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B1F-10 A 系非常用電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-11 
RIP-ASD(Ａ)(Ｂ)(Ｅ)(Ｆ)(Ｈ)

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   



- 41-4-108 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B1F-12 階段室（R/B 北） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-13 NSD サンプ(Ａ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-14 Ｃ系非常用電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-15 B 系非常用電気品室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-16 NSD サンプ(Ｂ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B1F-17 
RIP-ASD(Ｃ)(Ｄ)(Ｇ)(Ｊ)(Ｋ)

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-18 階段室（R/B 南） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-19 
中央制御室外原子炉停止

装置盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-20 多重伝送盤室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-21 クリーンアクセス通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

 

R-B1F-22 弁・配管室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-23 弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-24 
原子炉グラブサンプリング

ラック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

  

 

R-B1F-25 配管室・連絡トレンチ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B1F-26 連絡トレンチ 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-27 エレベータ室（R/B 北） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-28 エレベータ室（R/B 南） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-29 パイプスペース（R/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-30 パイプスペース（R/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-01A R/B 地上１階通路(Ａ) 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

  

 



- 41-4-109 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1F-01B R/B 地上１階通路(Ｂ) 有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-1F-02 RCW・AC・電気ペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-03 ＤＧ(Ａ)室 有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-04 RH(Ａ)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-05 RHR(C)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-06 配管ペネ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1F-07 DG(A)(C)室前室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-08 DG(C)室 有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-09 大物搬出入口 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-10 電気ペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-11 除染パン室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-12 FCS エアロック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-13 FCS 再結合装置室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-14 DG(B)室 有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-15 DG(B)室前室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-16 RHR(B)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-17 SLC ペネ，電気ペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-18 CUW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 



- 41-4-110 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1F-19 
CUW/FPC ろ過脱塩器ハッ

チ室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-20 
CUW プリコートポンプ・タン

ク室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-21 エアロック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-22 管理区域連絡通路  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-23 
事故後サンプリング操作盤

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-24 SGTS モニタ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-25 MS トンネル室  有 

煙吸引式検出設

備 

熱感知器 

消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-26 エアロック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-27 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-28 ダクトスペース（R/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1F-29 ダクトスペース（R/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1F-30 ダクトスペース（R/B 北東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1F-31 ダクトスペース（R/B 北東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1F-32 ダクトスペース（R/B 北西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1F-33 ダクトスペース（R/B 北西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-2F-01 R/B 地上２階通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器又

は局所放

出ガス消

火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 



- 41-4-111 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-2F-02 DG(A)非常用送風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-03 
DG(A)非常用排気ルーバ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-2F-04 ＩA・HPIN ペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-05 A 系北側連絡通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-06 電気ペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-07 C 系北側連絡通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-08 DG(C)非常用送風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-09 
DG(C)非常用排気ルーバ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-2F-10 
格納容器機器搬出入用ハ

ッチ室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

内部に発火源

が無く、通常コ

ンクリートハッ

チにて閉鎖さ

れている。開

放時は通路の

感知器にて感

知可能 

R-2F-11 
格納容器所員用エアロック

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-12 DG(B)非常用送風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-13 
DG(B)非常用排気ルーバ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-2F-14 B 系南側連絡通路 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-15 電気ペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-16 FPC 弁室 無 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 



- 41-4-112 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-2F-17 FPC ポンプ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-18 FPC 熱交換器室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-19 ブローアウトパネル室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-2F-20 MSIV 機器搬入ハッチ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-3F-01 R/B 地上３階通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備）） 

 

R-3F-02 DG(A)燃料デイタンク室  有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-03 DG 排気管(A)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3F-04 MSIV・SRV ラッピング室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-05 DG(A)補機室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-06 
DG(A)/Z 非常用給気処理

装置室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-3F-07 ISI 検査室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3F-08 ISI 試験片室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-3F-09 
DG(C)補機・HWH 熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-10 
DG(C)/Z 非常用給気処理

装置室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-3F-11 DG(C)燃料デイタンク室  有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-12 DG 排気管(C)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3F-13 南北連絡通路 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 



- 41-4-113 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-3F-14 DG(B)燃料ディタンク室  有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-15 DG 排気管(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3F-16 
DG(B)/Z 非常用給気処理

装置室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-3F-17 DG(B)補機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-18 SGTS 室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-19 ダクトスペース（R/B 南西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-3F-20 MS トンネル室空調機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-M4F-02 DG(A)/Z 送風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-M4F-03 北側 FMCRD 制御盤室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-M4F-04 LDS モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-M4F-05 ISI 試験片室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-M4F-06 ダストモニタ(A)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-M4F-07 CAMS(A)室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-M4F-08 キャスク除染ピット 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-M4F-09 DG(C)/Z 送風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

R-M4F-10 新燃料検査台ピット 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-M4F-11 新燃料貯蔵庫 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-M4F-12 DG(B)/Z 送風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

R-M4F-13 南側 FMCRD 制御盤室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-M4F-14 CAMS(B)室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-M4F-15 ダストモニタ(Ｂ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 



- 41-4-114 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-M4F-16 DG(B)/Z 給気処理装置室 有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-M4F-17 DG(A)/Z 給気処理装置室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-M4F-18 DG(C)/Z 給気処理装置室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-M4F-19 ダクトスペース（R/B 南東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-4F-01 R/B オペフロ 有 

光電分離型 

煙感知器 

炎感知器 

消火器 手動 固縛（消火器） 

他接続エリア

に局所放出ガ

ス消火設備設

置 

R-4F-02 ASD(A)/Z 排風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-4F-03 DG(C)/Z 排風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-4F-04 
燃料取替機制御室空調機

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-4F-05 定検控室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4F-06 
エレベータ，階段室(R/B 南

東)前室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-4F-07 RIP 点検室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-08 SGTS 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4F-09Ａ ASD(B)/Z 排風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-4F-09B R4F クリーン通路  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4F-10 燃料取替機制御室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4F-11 エアロック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-12 見学者ギャラリー室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-13 エアロック室前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-14 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-15 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-16 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  



- 41-4-115 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-4F-17 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-18 トレイスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-19 ASD(A)/Z 排風処理装置室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-4F-20 ASD(B)/Z 排風処理装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

R-4F-21 ダクトスペース（R/B 北） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

K7-PCV 格納容器 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

換気により煙

が充満せず消

火活動可能 

 

T-B2F-01 階段室(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-02 RCW 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

T-B2F-03 
LCW サンプ室，HCW サンプ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-B2F-04 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-05 
復水回収タンク，VGL 復水

器室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B2F-06 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B2F-07 
高圧給水加熱器ドレンポン

プ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B2F-08 計装ラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B2F-09 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-10 低圧復水ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-11 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-12 CF 逆洗水ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-13 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-14 CF 逆洗水受タンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-15 SD サンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-16 
LCW サンプ室，HCW サンプ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-B2F-17 
CD 陰イオン・陽イオン再生

塔室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-B2F-18 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-19 
低圧給水加熱器ドレンポン

プ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-B2F-20 RCW 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

T-B2F-21 ラック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-22 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  



- 41-4-116 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-B2F-23 サンプリングラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-24 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-25 海水サンプ室，SDサンプ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-26 IA・SA 空調機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

T-B2F-27 主復水器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-28 エレベータ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-01 油清浄機室 無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-02 RFPT 主油タンク(A)室前室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-03 RFPT 主油タンク(A)室 無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-04 RFPT 主油タンク(B)室 無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-05 T/A 地下中２階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-06 
EHC 高圧制御油圧ユニット

室 
無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-07 油受タンク室  無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-08 HPDP バルブ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-09 CD 苛性ソーダ計量槽室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-10 CF 配管スペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-11 LPDP バルブ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-12 復水器真空ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-13 計装ラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-14 計装ラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-15 排ガス抽出器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-16 階段室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

T-BM2F-17 IA・SA 空気圧縮装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-18 階段室(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-19 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-21 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-01 ラック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-02 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  



- 41-4-117 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-B1F-03 
タービン駆動原子炉給水ポ

ンプ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B1F-04 T/A 地下１階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B1F-05 HPDP ドレンタンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B1F-06 
原子炉給水系サンプリング

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B1F-07 タンクベントフィルタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B1F-08 グランド蒸気復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-09 CF 復水ろ過器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-10 CF メンテナンスエリア 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-11 
CD復水脱塩塔，CD樹脂ス

トレーナ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B1F-12 排ガス復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B1F-13 
活性炭希ガスホールドアッ

プ塔室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B1F-14 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-01 主油タンク室  無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持) 
 

  

T-1F-02 管理区域トイレ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-03 T/A 地上１階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-04 ダスト放射線モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-05 復水器室空調機室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-06 CF 復水ろ過器ハッチ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-07 固定子冷却装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-08 除染パン・シンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-09 4S モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-10 ダスト放射線モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-11 SCR 盤室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-12 CF/CD 制御盤室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-13 密封油装置室 無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持) 
 

  

T-1F-14 大物搬入口前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-15 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-M2F-01 パイプスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-01 T/A オペフロ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-02 湿分分離加熱器 (A)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-03 
主油タンクメンテナンスエリ

ア 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2F-04 湿分分離加熱器 (B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 



- 41-4-118 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-2F-05 グランド蒸気蒸化器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-06 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-07 スタックモニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-08 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-09 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-10 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-01 R/A，T/A 送風機室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-02 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-03 T/A 地上３階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-04 R/A，T/A 処理装置室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-05 R/A，T/A 排風機室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-06 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-07 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-08 R/A 給気ダクト室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-09 T/A 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3F-10 
R/A，T/A排風機フィルタ室

(A) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3F-11 
R/A，T/A排風機フィルタ室

(B) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3F-12 
R/A，T/A排風機フィルタ室

(C) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3F-13 
R/A，T/A排風機フィルタ室

(D) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3F-14 排気フィルタ室通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3F-15 排気フィルタ室通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3F-16 排気フィルタ室通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-RF-01 見学者ギャラリー室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-RF-02 T/A 屋上階通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-RF-03 R/A，T/A送風機フィルタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-RF-04 R/A，T/A 送風機給気室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-01 Hx/A 常用電気品室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-02 漏えい検知ピット(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-03 TCW ポンプ・熱交換器室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

H-B2F-04 階段室(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-05 循環水配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-06 電解鉄イオン供給装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-07 漏えい検知ピット(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  



- 41-4-119 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

H-B2F-08 階段室(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-B2F-09A 
C 系 RCW ポンプ・熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B2F-09B 非常用電気品室 (C) 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)  

H-B2F-10 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B2F-11 
Hx/A(C)非常用送風機フィ

ルタ室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

ない 

H-B2F-12 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-B2F-13 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-14 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-01 B 系 RSW ポンプ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-02 TSW ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-03 TSW ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-04 漏えい検知ピット(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-05 循環水配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-06 循環水配管ハッチ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-07 C 系 RSW ポンプ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-08 A 系 RSW ポンプ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-09 漏えい検知ピット(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-BM2F-10 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-B1F-01 B 系非常用電気品室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B1F-02 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-03 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-04 
B 系 RCW ポンプ・熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B1F-05 TSW ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-B1F-06 循環水ポンプ(Ｃ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-07 循環水ポンプ(Ｂ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-08 循環水ポンプ(Ａ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-09 
A 系 RCW ポンプ・熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B1F-10 C 系 RSW ポンプ室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B1F-11 
Hx/A(B)非常用送風機フィ

ルタ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

H-1F-01 
TSW・RSWポンプレイダウン

スペース 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

H-1F-02 A 系非常用電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   



- 41-4-120 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

H-1F-03 HX/A(A)送風機フィルタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-1F-04 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-1F-05 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-2F-01 Hx/A(A)非常用送風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており、火災

荷重を低く抑

えられることか

ら煙の充満に

より消火活動

が困難となら

ない。 

H-2F-02 
Hx/A(A)非常用送風機フィ

ルタ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

H-3F-01 Hx/A 給気室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-3F-02 Hx/A 排気室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-B2F-01 
7号機 HECW冷凍機(Ｂ)(Ｄ)

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B2F-02 
7 号機 HECW 冷凍機(Ａ)(Ｃ)

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B2F-03 7 号機常用電気品室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B2F-04 
７号機 DC250V バッテリー

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

C-B2F-05 階段室(C/B 東側） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-B2F-06 
6 号機 HECW(Ｂ)(Ｄ)冷凍機

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

C-B2F-07 6 号機常用電気品室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-B2F-08 
7 号機 C/B 常用電気品区

域送・排風機室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

C-B2F-09 
7 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(A)送風機室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており、火災

荷重を低く抑

えられることか

ら煙の充満に

より消火活動

が困難となら

ない。 

C-B2F-10 階段室(C/B 西側） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

C-B2F-11 
7 号機 DC250V バッテリー

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B2F-13 

7 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(A)送風機 フィルタ

室 

無 - 消火器 手動 固縛（消火器）  

C-B2F-14 
7 号機 C/B 常用電気品区

域送・排風機 フィルタ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

C-B1F-01 
7 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(C)送風機室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-02 
7 号機 DC125V バッテリーA

室(区分Ⅰ) 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-03 
7 号機 DC125V バッテリーD

室(区分Ⅳ) 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   



- 41-4-121 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

C-B1F-04 
7 号機 DC125V バッテリーB

室(区分Ⅱ) 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-05 
7 号機 DC125V バッテリーC

室(区分Ⅲ) 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-06 
7 号機区分Ⅰ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-07 
7 号機区分Ⅳ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-08 
7 号機区分Ⅱ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-09 
7 号機区分Ⅲ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-10 C/B 地下１階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-B1F-11A 7 号機ケーブル処理室 A 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-11B 7 号機ケーブル処理室 B 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-1F-01 
7 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(B)送風機室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-1F-02 
7 号機 MCR 再循環フィルタ

装置室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-1F-03 トレイ室，ダクト室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-1F-04 7 号機下部中央制御室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近接の中央制

御室に運転員

が常駐してい

ることから早

期に感知し消

火活動による

消火が可能  

C-1F-05 7 号機プロセス計算機室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近接の中央制

御室に運転員

が常駐してい

ることから早

期に感知し消

火活動による

消火が可能  

C-1F-06 トレイ室，ダクト室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-1F-07 
7 号機計算機用無停電電

源装置室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近接の中央制

御室に運転員

が常駐してい

ることから早

期に感知し消

火活動による

消火が可能  

C-1F-08 大物搬入口エリア 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-1F-09 管理区域アクセス通路(1F) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-2F-01 7 号機 MCR 送風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

C-2F-02 上部中央制御室  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器又

は固定式

ガス消火

設備 

手動 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持） 

（固定式ガス消

火設備） 

運転員が常駐

していることか

ら早期に感知

し消火活動に

よる消火が可

能 

C-2F-03 中央制御室 有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器又

は固定式

ガス消火

設備 

手動 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持） 

（固定式ガス消

火設備） 

運転員が常駐

していることか

ら早期に感知

し消火活動に

よる消火が可

能 

C-2F-04 
6 号機中央制御室送・排風

機室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   



- 41-4-122 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

C-2F-05 ギャラリ通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-2F-06 
7 号機 MCR 送風機 フィル

タ室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体が金

属筐体で囲わ

れた装置であ

り内部に発火

源がない 

C-RF-01 7 号機ケーブル処理室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-RF-02 給気ルーバ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-RF-03 排気ルーバ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-01 HCW サンプルポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-02 サンプリングラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-03 HCW 計装ラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-04 HCW 蒸留水ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-05 階段室（RW/B 西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-06 濃縮廃液ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-07 LCW サンプルポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-08 
計装ラック、サンプリングラ

ック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-09 LCW サンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-10 HSD サンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-11 HSD 収集ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-12 LCW 収集ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-13 HCW サンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-14 HCW 収集ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-15 サンプリングラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-16 
使用済樹脂デカントポンプ

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

RW-B3F-17 スラッジ移送ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-18 
スラッジ移送ポンプ（予備）

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-19 ダスト放射線モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-20 
計装ラック、サンプリングラ

ック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-21 
CUW 粉末樹脂沈降分離

槽デカントポンプ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-22 
7 号機 ,6 号機 復水移送ポ

ンプ室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

RW-B3F-23 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 



- 41-4-123 - 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

RW-B3F-24 階段室（RW/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B3F-25 通路 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

RW-B3F-26 7 号機 HNCW 冷凍機室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-27 
RW/B～C/B 間配管トレン

チ 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-28 
RW/B～C/B 間配管トレン

チ 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

RW-B3F-29 エレベータ室（RW/B 西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-30 エレベータ室（RW/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B2F-01 HCW 蒸留水タンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B2F-03 濃縮廃液タンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B2F-04 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

RW-B2F-05 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B2F-07 6 号機 HNCW 冷凍機室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B2F-08 
RW/B～C/B 間配管トレン

チ 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

RW-B2F-09 
RW/B～C/B 間配管トレン

チ 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

  

 

RW-B2F-10 HCW サンプル槽室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B1F-01 排水放射線モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B1F-02 HCW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B1F-04 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B1F-05 
HCW 濃縮装置循環ポンプ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B1F-06 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B1F-07 
HCW 中和装置 流量計ユ

ニット・PH 計ラック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

  

 

RW-B1F-08 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

RW-B1F-09 通路 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

RW-B1F-10 
LCW 収集槽 ,HCW 収集タン

ク室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

RW-B1F-11 HSD 収集槽室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B1F-13 RW 電気品室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

RW-B1F-14 RW バッテリー室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B1F-15 
RW/B～C/B 間クリーンアク

セス通路 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-1F-02 雑固体集積室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-03 トラックエリア 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-04 LCW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

RW-1F-05 HCW 弁・脱塩塔室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-06 LCW 弁・脱塩塔室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-07 HCW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-08 沈降分離槽ハッチ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-09 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-10 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-12 RW 計算機室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-13 
6 号機 ,7 号機 MG 電気品

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-1F-14 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-15 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-16 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-17 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-18 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-19 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-02 HCW 濃縮装置復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-03 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-04 HCW 脱塩塔室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-M2F-05 LCW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-06 LCW 脱塩塔室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-07 LCW 脱塩塔室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-08 タンクベントフィルタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-09 7 号機 復水貯蔵槽弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-10 
7 号機 復水貯蔵槽ハッチ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-M2F-11 6 号機 復水貯蔵槽弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-12 
6 号機 復水貯蔵槽ハッチ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-M2F-13 LCW ろ過塔・弁室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-14 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-02 濃縮装置メンテナンス室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-03 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-04 タービンレイダウンエリア 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-05 7 号機 再循環 MGセット室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-06 6 号機 再循環 MGセット室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-08 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

火災感知設備 

（消防法要求の

感知設備は除

く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

RW-3F-01 空調機械室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-3F-03 
RW 電気品区域給気処理

装置フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-04 
RW 電気品区域給気処理

装置冷却コイル室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-05 
RW 給気処理装置フィルタ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-06 RW/B 排気処理装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-3F-07 
RW/B 排気処理装置(B)

高性能フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-08 
RW/B 排気処理装置(B)

中性能フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-09 
RW/B 排気処理装置(A)

高性能フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-10 
RW/B 排気処理装置(A)

中性能フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-11 空調ダクト室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-3F-12 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-4F-01 ギャラリアクセス通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-4F-03 
RW 電気品区域排風機、

MG セット室送風機室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-4F-04 
RW/B 給気処理装置冷却

コイル室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-4F-05 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-RF-01 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-RF-03 消火栓テスト放水口室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

Y-01,02 

 
屋外軽油タンク(A)(B) 有 

熱感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

Y-03,05 燃料移送ポンプ（A）（C）室 有 

熱カメラ式感知

器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

Y-04 燃料移送ポンプ（B）室 有 

熱カメラ式感知

器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

Y-07 屋外配管（東側） 有 

煙吸引式検出設

備 

光ファイバケーブ

ル式熱感知器  

消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

Y-06 屋外配管（東側） 有 

煙吸引式検出設

備 

光ファイバケーブ

ル式熱感知器  

消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所，屋外 
※1 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大

事故等対処設備のうち，火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計 

火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知

器 

（消防法要

求の感知

器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

K5TSC-3F-03 A 系計測用電源室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

K5TSC-3F-04 
5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部） 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛(消火器) 

 近傍エリアに

職員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K5TSC-3F-05 北西ｹｰﾌﾞﾙｽﾍﾟｰｽ 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛(消火器) 

 近傍エリアに

職員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K5TSC-3F-06 ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞｴﾘｱ 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛(消火器) 

 近傍エリアに

職員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K5TSC-3F-07 北西階段室前 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

K5TSC-3F-08 ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞｴﾘｱ 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛(消火器) 

 近傍エリアに

職員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K5TSC-3F-07 
5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（待機場所） 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛(消火器) 

 近傍エリアに

職員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K5TSC-4F-01 北西階段室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛(消火器) 

近傍エリアに

職員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K5TSC-Y-01 

5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所用可搬型電源設

備設置ｴﾘｱ 

有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

光ファイバ

ケーブル式

熱感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

荒浜高台-01 荒浜側高台資機材置場  有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

大湊高台-01 大湊側高台資機材置場  有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

GTG-01 
常設代替交流電源設備設

置ｴﾘｱ（第一） 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

FCVS-01 ﾌｨﾙﾀｰﾍﾞﾝﾄｴﾘｱ 有 
煙感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 
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火災区域又は 

火災区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知

器 

（消防法要

求の感知

器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

FCVS-02 ﾌｨﾙﾀｰﾍﾞﾝﾄｴﾘｱ 有 
煙感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

MPG-01 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｽﾄ用発電機設

置ｴﾘｱ 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

MPG-02 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｽﾄ用発電機設

置ｴﾘｱ 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

MPG-03 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｽﾄ用発電機設

置ｴﾘｱ 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

K5TSC-02 5 号炉東側第二保管場所  有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛(消火器) 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設のうち屋外設備の 

火災感知範囲について 
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火災感知設備の感知範囲（荒浜側高台保管場所） 
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火災感知設備の感知範囲（大湊側高台保管場所） 



- 41-4-131 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
火災感知設備の感知範囲 

（常設代替交流電源設備（第一 GTG 一式，地下燃料タンク含む） 
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火災感知設備の感知範囲（格納容器フィルタベント設置区域） 
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火災感知設備の感知範囲（軽油タンク，燃料移送ポンプ区域） 
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火災感知設備の感知範囲（5 号炉東側保管場所，第二保管場所） 



 

 

 

41-5 重大事故等対処施設が設置される火災区域又は 

火災区画の消火設備について 
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 3.2.3. 消火器及び水消火設備について（既設） 

 3.2.4. 移動式消火設備について（既設） 

4. 消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方  

  5. 火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区域又は火災区画の考え方 

6. まとめ 

 

添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜粋） 

添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉におけるガス消火設備について 

添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉におけるガス消火設備等の耐震 

設計について 

   添付資料４ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉におけるガス消火設備等の動作 

 に伴う機器等への影響について 

  添付資料５ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における狭隘な場所へのハロン 

消火剤の有効性について 

添付資料６ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉におけるガス消火設備の消火能 

力について 

添付資料７ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における二酸化炭素消火設備 

（ディーゼル発電機室用）について 

添付資料８ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における重大事故等対処施設の 

消火設備の必要容量について 

添付資料９ 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における消火栓配置図並びに手 

動消火の対象となる低耐震クラス機器リスト 

添付資料 10 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における重大事故等対処施設に 

おける屋外消火栓の配置図 

 

 



添付資料 11 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における移動式消火設備につ 

いて 

添付資料 12 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における重大事故等対処施設を 

       設けた原子炉建屋通路部の消火方針について 

添付資料 13 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における重大事故等対処施設 

周辺の可燃物等の状況について 

 参考資料１  柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における原子炉建屋排煙設備の 

        概要について 
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重大事故等対処施設が設置される火災区域・火災区画の 

消火設備について 

 

1．概要 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対処施設への火災

を早期に消火するために設置する消火設備について以下に示す。 

  

  

2．要求事項 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）における消火設備の要求事項を以下に示す。 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

 

2. 基本事項 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、

系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び

火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響

軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構

築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置され

る火災区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-5 
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2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築

物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える

設計であること。 

 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっ

ても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

 

 なお，「2.2.1 (2) 消火設備」の要求事項を添付資料１に示す。 
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3．消火設備について 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，重大事故等対処施設に火災

が発生した場合に，火災を早期に消火するため，火災防護に係る審査基準の「2.2 

火災の感知，消火」に基づき「消火設備」を設置する。 

 

 

3.1．消火設備の設置必要箇所の選定 

  火災防護に係る審査基準では，「2.2 火災の感知，消火」において，火災時の

煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる場所に対する固定式消

火設備の設置を要求している。 

このことから，消火活動が困難となる場所への消火設備の設置要否を検討す

ることとする。 

重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設備を設置する

火災区域又は火災区画については原則煙の充満により消火活動が困難となる場

所として選定し，煙の影響が考えにくい火災区域又は火災区画については「4.

消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方」にて個別に検討する。 

また，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は

火災区画のうち，火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災

区域又は火災区画については「5.火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが

考えにくい火災区域又は火災区画の考え方」にて個別に検討する。 

 

3.2．消火設備の概要 

3.2.1．全域ガス消火設備（新設） 

全域ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」

に基づき，火災時の煙の充満又は放射線の影響により消火が困難となる可能性

も考慮し，重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設備を

設置する火災区域又は火災区画の早期の消火を目的として設置する。 

具体的には，重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設

備を設置する火災区域又は火災区画であって，火災時に煙の充満又は放射線の

影響により消火が困難となるところに対しては，火災防護に係る審査基準の

「2.2 火災の感知，消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手動操作によ

り起動する「全域ガス消火設備」を設置する。全域ガス消火設備の概要を添付

資料２に，全域ガス消火設備の耐震設計を添付資料３に示す。設置に当たって

は火災の直接影響のみならず二次的影響が安全機能を有する機器等に悪影響を

及ぼさないような設計とし，設置した火災区域又は火災区画に応じて，動的機
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器の単一故障により機能を喪失することがないよう重大事故等対処施設と設計

基準対象施設の配置に応じた独立性を備える設計とする。また，建屋内設備と

なることから凍結，風水害による影響は考えにくく，地震に対しては添付資料

３に示すとおりの耐震性を確保する設計とする。その他の落雷，津波，火山の

影響，森林火災，積雪についても建屋内に設置されており影響は考えにくいが，

機能が阻害される場合は原因の除去又は早期取替，復旧を図る設計とする。 

全域ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認するため，消火設備の作

動確認を実施する。 

また，全域ガス消火設備の設置に伴い，消火能力を維持するため，自動ダン

パの設置又は空調設備の手動停止による消火剤の流出防止や，安全対策のため

の警報装置の設置を行う。さらに，全域ガス消火設備起動時に扉が「開」状態

では消火剤が流出することから，扉を「閉」運用とするよう手順等に定める。

また，消火設備起動後には発電所内に設置している避難誘導灯及び安全避難通

路等により屋外等の安全な場所へ避難することが可能である。 

重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設備を設置する

場所の全域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも電源が確保できるよう，非常

用電源から受電する。また，外部電源喪失時に代替交流電源設備による非常用

電源の供給が開始されるまでの時間を考慮して 70 分以上の設備の動作に必要

な容量を有する内蔵型の蓄電池を設置する。 

 

全域ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を添付資料４に，狭隘

な場所への消火剤（ハロン 1301 又は HFC-227ea）の有効性を添付資料５に，全

域ガス消火設備の消火能力を添付資料６に示す。 

なお，添付資料４に示すように全域ガス消火設備の動作に伴う人体への影響

はないが，保守的に全域ガス消火設備の動作時に退避警報を発信する設計とす

る。 

 

3.2.2．局所ガス消火設備（新設） 

局所ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」

に基づき，火災時の煙の充満又は放射線の影響により消火が困難となる可能性

も考慮し，重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設備を

設置する原子炉建屋通路部の早期の消火を目的として設置する。（添付資料 12） 

具体的には，重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設

備を設置する原子炉建屋通路部の油内包機器，ケーブルトレイ，電源盤，制御

盤等のうち，火災時に煙の充満により消火が困難となる可能性があるものに対

しては，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，自動

又は中央制御室からの手動操作により起動する「局所ガス消火設備」を設置す
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る。局所ガス消火設備の概要を添付資料２に，局所ガス消火設備の耐震設計を

添付資料３に示す。設置に当たっては火災の直接影響のみならず二次的影響が

安全機能を有する機器等に悪影響を及ぼさないような設計とする。また，建屋

内設備となることから凍結，風水害による影響は考えにくく，地震に対しては

添付資料３に示すとおりの耐震性を確保する設計とする。その他の落雷，津波，

火山の影響，森林火災，積雪についても建屋内に設置されており影響は考えに

くいが，機能が阻害される場合は原因の除去又は早期取替，復旧を図る設計と

する。 

局所ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認するため，消火設備の作

動確認を実施する。 

また，局所ガス消火設備の対象に応じて周囲にガスの影響が及ぶ場合は，安

全対策のための警報装置の設置を行う。また，外部電源喪失時にも固定式消火

設備が動作できるよう，非常用電源から受電もしくは電源不要の構成とする。

さらに，動作に電源が必要な場合は，外部電源喪失時に代替交流電源設備によ

る非常用電源の供給が開始されるまでの時間を考慮して 70 分以上の設備の動

作に必要な内蔵型の蓄電池を設置する。 

 

局所ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を添付資料４に，狭隘

な場所への消火剤（ハロン 1301 又は FK-5-1-12）の有効性を添付資料５に，局

所ガス消火設備の消火能力を添付資料６に示す。 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，これらの他に非常用ディ

ーゼル発電機室，燃料デイタンク室へ消防法施行規則第十九条に基づき，二酸

化炭素消火設備を設置しており，その概要を添付資料７に示す。また，各固定

式消火設備の消火剤の必要容量を添付資料８に示す。全域ガス消火設備の配置

図については，補足説明資料 41-3 の添付資料１に示す。 

 

以上により，消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に対して自動又は

中央制御室からの手動操作により起動する固定式消火設備を設置し，消防法施

行規則等に基づき必要な消火剤の容量を確保すること，火災の二次的影響を考

慮した設計とすること，外部電源喪失時にも機能を失わないような設計とする

こと，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とすること，周囲に消火ガスの影

響を及ぼす設備には作動前に警報を吹鳴させる設計とすること，屋内設置によ

り凍結，風水害等に対して消火設備の性能が著しく阻害されるものではないこ

と，安全機能を有する機器等の耐震クラスに応じて耐震性を確保すること，消

火剤の種類は誤動作時の安全機能への影響を考慮して選定していることから，

火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 
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3.2.3．消火器及び水消火設備について（既設） 

重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設備の消火が早

期に行えるよう，消火器，消火栓等を配置する。優先的な水消火設備の使用が

想定される火災区域又は火災区画にあっては，消火水による安全機能への影響

を考慮し，必要な対策を講じる設計とする。 

水消火設備のうち，水源のろ過水タンクについては，供給先である屋内消火

栓並びに屋外消火栓に関し 2 時間以上の放水に必要な水量（120 m3）に対して

十分な水量（No.3 ろ過水タンク約 1,000m3，No.4 ろ過水タンク約 1,000m3）を

確保している。これは 5 号，6 号及び 7 号炉間での共用を考慮した場合に必要

となる 360 m3に対しても十分な容量である。なお，水消火設備に必要な消火水

の容量について，屋内消火栓は消防法施行令第十一条，屋外消火栓は消防法施

行令第十九条に基づき算出した容量とする。また，消火ポンプについては電動

機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ（定格流量 2,950 L/min）を各 1

台以上有し，多様性を備えている。ポンプ容量については消防法施行規則にて

要求される屋内消火栓ならびに屋外消火栓の必要流量（150 L/min×2 台＋400 

L/min×2 台＝1,100 L/min）に対して十分な容量を有しており，風水害に対し

て性能を著しく阻害されないよう止水対策を施した建屋に設置する。 

 

・消防法施行令第十一条の要求 

      屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130L/min×2 時間 

              ＝31.2m3 

 

 ・消防法施行令第十九条の要求 

    屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350L/min×2 時間 

             ＝84.0m3 

   したがって，２時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋外消火栓 

の必要水量の総和となり，31.2m3＋84.0m3＝115.2m3≒120m3 

 

 

また，水消火設備の耐震クラスについては，これまで耐震 C クラスとして整

理されているが，火災防護に係る審査基準において消火設備に対して地震等の

自然現象によっても消火の機能，性能が維持される設計であることが求められ

ている。建屋内の重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける

設備が設置される火災区域又は火災区画については，Ss 機能維持された固定式

消火設備が設置され，地震後も消火機能が維持される。一部の火災区域又は火

災区画については固定式消火設備を設けていないが，内包する可燃物量（火災

の発生・延焼が考えにくい弁のグリス・計装ラック，金属筐体に覆われた分電

盤等を除く）について 1,000MJ，等価火災時間 0.1 時間を基準として設け，現
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場の詳細な調査の結果，添付資料 13 に示すとおりいずれの可燃物についても金

属製筐体に覆われ，煙が充満しにくく，可燃物間の相互の延焼防止が図られ大

規模な火災や煙が発生しにくい環境であることを確認しており，消火器による

手動消火活動が可能であると考える。なお，地震後の手動消火活動への影響を

考慮すると，低耐震クラスの油内包機器からの油漏えい火災又は電源盤からの

火災発生が考えられる。重大事故等対処施設を有する火災区域又は火災区画＊

のうち，固定式消火設備を設けない火災区域又は火災区画とそれらの火災区域

又は火災区画に設置された低耐震クラス機器について添付資料９に示す。添付

資料９に示すとおり低耐震クラス機器については，以下のとおり分類され，ま

た火災による安全機能への影響を考慮し，耐震性の確保を行うことから消火器

による手動消火に影響を与えないと考える。 

①可燃物量が特に大きく，通常時に発火の可能性が否定できないことから Ss

機能維持された局所固定式消火設備の設置対象としている機器 

②金属筐体に覆われ，外部への影響が考えにくく，可燃物量が少ない機器で

あることから消火器による手動消火が可能な機器 

③使用時のみ電源を入れ，使用中の発火の際は周囲の作業員により初期消火

活動が可能な機器 

 

よって固定式消火設備を設置しない火災区域又は火災区画について，地震後

も消火器による手動消火活動が可能と考えることから消火機能が維持される。

屋外の火災区域又は火災区画については消火器による手動消火活動又は移動式

消火設備を基準地震動 Ss に対して転倒しない設計とすることから，消火機能が

維持される。以上より地震後も固定式消火設備，消火器，移動式消火設備によ

って各火災区域又は火災区画の消火機能が維持される（第 41-5-1 図）ことから

水源・ポンプを含む水消火設備は耐震 C クラスとする。ただし，消火配管は，

地震時における地盤変位対策として，消火配管の建屋接続部には機械式継手を

採用しないこととし，消火配管の地上化及びトレンチ内設置並びに給水接続口

の設置を考慮した設計とし，原子炉建屋，タービン建屋内では消火配管の破断

等が生じない設計とする。また，消火配管が屋外設置であることを踏まえ，保

温材の取付や不凍式消火栓の採用といった凍結防止の対策を講じる。屋外設置

された水消火設備の機器がその他の落雷，津波，火山の影響，森林火災，積雪

といった自然現象によって機能を阻害される場合は，原因の除去又は早期取替，

復旧を図る設計とする。 

消火用水供給系には，飲料水や所内用水系の系統とは独立した系統とする。 

なお，消火栓は，消防法施行令第十一条「屋内消火栓設備に関する基準」及

び消防法施行令第十九条「屋外消火栓設備に関する基準」に基づき，すべての

火災区域又は火災区画を消火できるように設置する。屋内の消火栓の配置を添

付資料９に，屋外の消火栓の配置を添付資料 10 に示す。消火器は，消防法施行

＊リスト上は安全機能を有する火災区域を含む 
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規則第六条「大型消火器以外の消火器具の設置」及び消防法施行規則第七条「大

型消火器の設置」に基づき設置する。 

以上により，消火用水供給系について水源の多重化，ポンプの多様化を図る

こと，消防法施行令に基づき必要な水量，ポンプ容量を備える設計とすること，

また 5 号，6 号及び 7 号炉間の共用に対し十分な容量を有していること，地震

時の地盤変位や風水害，凍結を考慮した設計とすることから，火災防護に係る

審査基準に適合しているものと考える。また，消火栓に関して，全ての火災区

域又は火災区画を消火できるように設置すること，消防法施行令に基づき必要

な容量を確保することから火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え

る。 

 

 

 

第 41-5-1 図：重大事故等対処施設を有する火災区域における 

消火設備の耐震性について 
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3.2.4．移動式消火設備について（既設） 

移動式消火設備については，化学消防自動車 2 台を配備し，消火ホース等の

資機材を備え付けている。加えて，大型化学高所放水車 2 台を配備している。

添付資料 11 に，移動式消火設備について示す。また，消火用水のバックアップ

ラインとして屋外に設置された連結送水口に移動式消火設備を接続することで，

建屋内の屋内消火栓に対しても給水が可能である。移動式消火設備については，

屋外の重大事故等対処設備を有する火災区域又は火災区画の消火に用いること

から，地震により転倒しない設計とする。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自衛消防隊詰め所に

24 時間体制で待機している自衛消防隊にて実施する。 

以上により，移動式消火設備を配備していることから火災防護に係る審査基

準に適合しているものと考える。 
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4．消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方 

 火災防護に係る審査基準の「2.2.1 (2) 消火設備」では，重大事故等対処施

設を設置する火災区域又は火災区画であって，火災時に煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難なところには，自動消火又は手動操作による固定式

消火設備の設置が要求されていることから，ここでは「火災時に煙の充満又は

放射線の影響により消火活動が困難な火災区域又は火災区画」の選定方針につ

いて示す。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，補足説明資料 41-2「火災による

損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について」の添付資料１「重大事

故等対処施設一覧表」に記載されている設備等を設置する火災区域又は火災区

画は，基本的に「火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難な

場所」として設定した。 

 ただし，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

るかを考慮した結果，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難とならない場所として以下を選定した。これらについては，消火活動に

より消火を行う。 
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(1) 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部） 

 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）は，常駐

する運転員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可

能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災によっ

て煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって

排煙が可能であることから，消火活動が困難とならない場所として選定

する。 

 このため，中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

は粉末消火器又は二酸化炭素消火器で消火を行う。 

 

(2) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

可燃物が少ない火災区域又は火災区画は，火災源となる可燃物がほと

んどないこと，持込み可燃物管理により火災荷重及び等価時間を低く抑

えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない場所として選

定する。（添付資料 13） 

これらの火災区域又は火災区画の消火については，消火器により消火

活動を行う設計とする。なお，消火器については，消火器の技術上の規

格を定める省令により，各火災源に対する消火試験にて消火能力が定め

られる。一般的な 10 型粉末消火器（普通火災の消火能力単位：３，油火

災の消火能力単位：７）について，消火能力単位の測定試験時に用いら

れるガソリン火源（油火災の消火能力単位が７の場合燃焼表面積 1.4m2，

体積 42L）の発熱速度は，FDTs※１により算出すると 3,100kW となる。ま

た，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量は，NUREG/CR-6850※２の考

え方に則り燃焼する油量を内包油量の 10％と仮定して算出すると 1.8L

（燃焼表面積 2.5m2）となるが，いずれの火災区域又は火災区画でもこ

れを上回る漏えい火災が想定される潤滑油内包機器はない。 

一方，盤については，NUREG/CR-6850※２ 表 G-1に示された発熱速度（98%

信頼上限値で最大 1,002kW）を包絡していることを確認した。さらに，

これらの火災区域又は火災区画にケーブルトレイがないことを確認して

いる。 

よって，これらの火災区域又は火災区画に対する消火手段として，消

火器が十分な消火能力を有しているものと考える。また，消火器の配備

数としては消防法施行規則第六，七条に基づき各フロアの床面積から算

出される必要消火能力単位を有する消火器を必要数，建屋通路部に設置

することに加え，裕度を見込み可燃物が少ない火災区域又は火災区画の

入口扉の内側近傍及び外側近傍に普通火災の消火能力単位３以上の消火

器を２個以上追加で設置する設計とする。（第 41-5-2 図）なお，火災荷
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重の基準値である 1,000MJ については，消火性能試験におけるガソリン

量 42L（1,300MJ）とほぼ同等の可燃物量である。また，小型の盤や計装

ラックについても同程度の可燃物量であり，これらの可燃物について瞬

間的な発熱速度を考慮しても十分な消火が可能と考えることから，消火

可能な可燃物量の基準値として設けるものである。 

 

※１：”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire Hazard Analysis Methods 

for the U.S. Nuclear Regulatory Commission Fire Protection Inspection 

Program”, NUREG-1805 

※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities, Final 

Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 1011989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41-5-2 図：消火活動が困難でない火災区域又は火災区画に対する消

火器の配置例 
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(3) 屋外の火災区域又は火災区画 

重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設備を

設置する屋外の火災区域又は火災区画については，火災が発生しても

煙は充満しないことから煙の充満又は放射線の影響により消火活動が

困難とならない場所として選定する。 

このため，これらの火災区域又は火災区画は，粉末消火器，消火栓

又は移動式消火設備により消火を行う。 

 

なお，常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域については，以下に

示す通り，屋外においては消火活動が困難とならない場所として選定

し，建屋内においては固定式ガス消火設備により消火可能な設計とす

る。 

◯常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域 

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要を第

41-5-3 図に示す。第一ガスタービン発電機のケーブルは，屋外の一部

においては火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して敷

設する。その他の屋外箇所については電線管に敷設することとし，煙

の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならないものと

する。建屋内においては固定式ガス消火設備を設置する火災区域又は

火災区画に敷設することにより，火災発生時においても早期消火可能

な設計とする。 

なお，第一ガスタービン発電機の建屋内のケーブル敷設区域につい

ては，非常用ディーゼル発電機ケーブルの敷設区域と重複しない設計

とする。 
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第 41-5-3 図：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要図 
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5．火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区域又は火災区画

の考え方 

 以下に示す火災区域又は火災区画は，火災により安全機能へ影響を及ぼすお

それが考えにくいことから，消防法又は建築基準法に基づく消火を行う設計と

する。 

(1) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対

象機器のみを設置する火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属

により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構造物

については流路､バウンダリとしての機能が火災により影響を受ける

ことは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設

計とする。 

 

6．まとめ 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対処施設の火災を

早期に消火するための消火設備を下表に示す。（第 41-5-1 表） 

 

第 41-5-1 表：柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉  

重大事故等対処施設を設置する場所の消火設備 

 

消火設備 消火剤 必要消火剤量 主な消火対象 

全域ガス 

消火設備 

ハロン 1301 
１m3あたり 

0.32kg 煙の充満又は放射線の影響によ

り消火活動が困難な場所 
HFC-227ea 

１m3あたり 

0.55kg  

局所ガス 

消火設備 

ハロン 1301 
１m3あたり 

5.0kg 以下 
原子炉建屋通路部の油内包機器 

FK-5-1-12 

１m3あたり 

0.84～1.46kg に 

開口補償を見込む 

原子炉建屋通路部のケーブルト

レイ，電源盤，制御盤 

水消火設備 

（消火栓） 
水 

130L/min 以上（屋内） 

350L/min 以上（屋外） 

重大事故等対処施設を設置する

火災区域または区画 

消火器 粉末等 

消防法施行規則第六，

七条に基づく必要数に

裕度を見込む 

煙の充満等により消火活動が困

難とならない火災区域又は火災

区画 
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添付資料１ 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 
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添付資料１ 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する

構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火

を行える設計であること。 

(2) 消火設備 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構

築物、系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に

煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備

又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置され

る火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困

難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置する

こと。 

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計で

あること。 

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器

相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される

消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。 

⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、

断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪

影響を及ぼさないように設置すること。 

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火

剤を備えること。 

⑦ 移動式消火設備を配備すること。 

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であ

ること。 

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を

設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であるこ

と。 
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⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。 

⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計で

あること。 

⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。 

⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴

させる設計であること。 

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそ

れのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。 

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びそ

の出入通路に設置すること。 

 

 （参考） 

(2) 火災感知設備について 

①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可

能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されているこ

と。 

 上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火

設備の起動装置を設置することは差し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備

（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガ

ス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハロン

1301 を除きガス系消火設備が設けられていないことを確認すること。 

④  「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全

機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又

は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区

画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器

の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。 

⑦  移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭

和５３年通商産業省令第７７号）第８５条の５」を踏まえて設置されている

こと。 
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⑧  消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最大流量

を基に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消火設備及

び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。 

 なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国原子力規制委員会

(NRC)が定める Regulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 

 上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide1.189 

では 1,136,000 リットル（1,136 m3）以上としている。 

 

 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象に

よっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B・C クラスの機器が設置さ

れている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス機器

である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されると

ころであるが、その際、耐震 B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が

発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認

されていなければならない。 

 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのないよ

う、設計に当たっては配置が考慮されていること。 
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添付資料２ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備について 
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添付資料２ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備について 

 

1．設備構成及び系統構成 

 火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性のある火災区域又

は火災区画に必要となる固定式消火設備として，人体，設備への影響を考慮し，

「全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備」を設置する。（ディーゼル発電

機室を除く）全域ガス消火設備の仕様の概要を第 1 表に，単一の部屋に対して

使用する専用型の全域ガス消火設備を第 1 図に，複数の部屋の火災発生時に当

該火災区域を選択する，選択型の全域ガス消火設備を第 2 図に示す。また，油

内包機器に使用する局所ガス消火設備を第 3 図に，ケーブルトレイ並びに盤に

使用する局所ガス消火設備を第 4 図に示す。局所ガス消火設備をケーブルトレ

イに使用することの有効性を別紙１に示す。 

 なお，ガス消火設備の耐震設計については，添付資料３に示す。 

 

第1表：ガス消火設備の仕様の概要 

項 目 仕 様 

全域 

消火剤 

消火薬剤 ハロン1301，HFC-227ea 

消火原理 連鎖反応抑制（負触媒効果） 

消火剤の特徴 設備および人体に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 火災感知設備（複数の感知器のうち2系統の作動信号） 

放出方式 自動起動又は手動起動 

消火方式 全域放出方式 

電 源 非常用電源及び蓄電池を盤内に設置 

局所※ 

消火剤 

消火薬剤 FK-5-1-12 

消火原理 連鎖反応抑制（負触媒効果） 

消火剤の特徴 設備および人体に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 センサーチューブ方式 

放出方式 自動起動又は手動起動 

消火方式 局所放出方式 

電 源 電源不要 

※ハロン1301の局所ガス消火設備については全域と同様の仕様 
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第1図：全域ガス消火設備の作動概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2図：全域ガス消火設備設置概要図（選択型） 

 

防護範囲 
ボンベラック 選択弁 

防護範囲 

制御回路， 

受信盤 

中央制御室 

起動信号 

現場 

起動信号 

スピーカ、充満表示灯 

（各防護範囲） 

容器弁 
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第 3 図：局所ガス消火設備概要図（油内包機器） 

 

 

 

 

(a)ケーブルトレイ 

 

第 4-1 図：局所ガス消火設備概要図（ケーブルトレイ並びに盤） 
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(b)盤 

 

第 4-2 図：局所ガス消火設備概要図（ケーブルトレイ並びに盤） 
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2．全域ガス消火設備の作動回路 

2.1．作動回路の概要 

消火活動が困難な火災区域又は火災区画の火災発生時における全域ガス消

火設備作動までの信号の流れを第 5 図に示す。 

 

自動待機状態においては，複数の感知設備が作動した場合に自動起動する。

起動条件としては，複数の「煙感知設備」のうち 2 系統又は複数の「熱感知設

備」のうち 2 系統が火災を感知した場合に自動起動する設計とし，誤作動防止

を図っている。（第 6 図） 

中央制御室における遠隔起動，現地（火災範囲外）での手動操作よる消火設

備の起動（ガス噴出）も可能な設計としており，人による火災発見時において

も，早期消火が対応可能な設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のうち一

方の誤作動，不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう一

方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の

発生を確認した場合には，中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が

対応可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5図：火災発生時の信号の流れ 

 

消
火
困
難
区
域 

火
災
発
生 

 

火
災
感
知
設
備
作
動 

 

人
に
よ
る
発
見 

 

中
央
制
御
室
に
て 

警
報
鳴
動 

 

退
避
ア
ナ
ウ
ン
ス
開
始 

タ
イ
マ
ー
作
動 

 

電
磁
開
放
器
作
動
、 

消
火
ガ
ス
放
出 

 

消 

火 

 

中
央
制
御
室
へ
連
絡 

 

現
場 

又
は 

中
央
制
御
室
か
ら
起
動 

手動起動 

自動起動 



- 41-5-26 - 

 

          【煙感知】        【熱感知】 

 

 

 

 

 

            消火設備作動信号 

 

 

 

 

第6図：全域ガス消火設備起動ロジック 

 

 

2.2．全域ガス消火設備の系統構成 

(1) 全域ガス消火設備（専用型） 

 専用型は，火災感知設備からの信号を制御回路部が受信した後，一定

時間後に制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を

発信する。 

 起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変

換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対して放出信号を発信し

て，消火ガスが放出される。 

 全域ガス消火設備（専用型）の系統構成を第 7 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7図：全域ガス消火設備（専用型）起動ロジック 

 

 

 

ガスボンベ 

防護エリア 
 

制御回路部 容器弁 

防護エリア 

火災感知設備 

ガスボンベ 

起動ガ

ス容器 

電気信号 ガス圧信号 
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(2) 全域ガス消火設備（選択型） 

 選択型は，複数の部屋に設置する火災感知器からの信号をそれぞれの

制御回路部が受信した後，制御回路部から起動ガス容器ユニットに対し

て放出電気信号を発信する。 

 起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変

換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発

信して，消火ガスが放出される。 

 全域ガス消火設備（選択型）の系統構成を第 8 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8図：全域ガス消火設備（選択型）の系統構成 

 

 

3．局所ガス消火設備の作動回路 

3.1．作動回路の概要 

通路部において消火活動が困難となるおそれがある油内包機器，盤に対して

設置する局所ガス消火設備作動までの信号の流れについては，全域ガス消火設

備と同様であり，第 5 図に示す。 

 

自動待機状態においては，複数の感知器が作動した場合に自動起動する。起

動条件としては，複数の「煙感知器」のうち 2 系統又は複数の「熱感知器」の

うち 2 系統が火災を感知した場合に自動起動する設計とし，誤作動防止を図っ

ている。（第 6 図） 

中央制御室における遠隔起動，現地（火災範囲外）での手動操作による消火

設備の起動（ガス噴出）も可能な設計としており，人による火災発見時におい

ても，早期消火が対応可能な設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のうち

防護エリア 制御 
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ガス圧信号 

ガスボンベ 

火災感知設備 

ガス圧信号 
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一方の誤作動，不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう

一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災

の発生を確認した場合には，中央制御室又は現場での手動起動により早期消火

が対応可能な設計とする。 

 

また，ケーブルトレイの局所ガス消火設備に対しては火災区域又は火災区画

に設置する感知器とは別に，狭隘なケーブルトレイでも設置可能なセンサーチ

ューブ式の火災感知器を設置し，局所ガス消火設備が作動する設計とする。起

動条件としては，火災周辺のセンサーチューブが溶損することで圧力信号によ

る火災感知信号を発信し，消火ガスの放出を行う。簡略化された単純な構造で

あることから誤動作の可能性は小さく，万一，誤動作が発生した場合であって

も機器・人体に影響を及ぼさない。センサーチューブ式の局所ガス消火設備の

ケーブルトレイへの適用について，消火性能が確保されていることを別紙１に

示す。 

中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計としており，人による火

災発見時においても，現場での手動起動が可能な設計とする。また，誤動作，

不動作により消火設備が自動起動しない場合であっても，火災区域又は火災区

画の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の

発生を確認した場合には，現場での手動起動により消火対応可能な設計とする。 

 

 

3.2．局所ガス消火設備の系統構成 

(1) 局所ガス消火設備（油内包機器，盤） 

 油内包機器，盤に対する局所ガス消火設備は，火災感知器からの信号

を制御回路部が受信した後，一定時間後に制御回路部から容器弁に対し

て放出信号を発信して，消火ガスが放出される。 

 局所ガス消火設備（油内包機器，盤）の系統構成を第 9 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9 図：局所ガス消火設備（油内包機器，盤）起動ロジック 

防護対象機器 
 

制御回路部 容器弁 

防護エリア 

火災感知設備 

ガスボンベ 

電気信号 
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(2) 局所ガス消火設備（ケーブルトレイ） 

ケーブルトレイに設置する火災感知器（センサーチューブ）が火災に

より溶損するとチューブ内部のガス圧が低下し，容器弁へ圧力信号が伝

達される。圧力制御された容器弁が圧力信号により開動作し，消火ガス

が放出される。なお，圧力信号を電気信号に変換し，消火ガスが放出さ

れたことを中央制御室に警報として発報する。 

     局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）の系統構成を第 10 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10図：局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）の系統構成 

防護対象 

トレイ・盤 

容器弁 
ガス圧信号 

ガスボンベ 

 

火災感知設備（センサチューブ） 電気信号 
中央制御室 
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別紙１ 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備の消火性能について 

 

1．はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路においては，ケーブル

火災が発生した場合に煙の充満により消火活動が困難となる可能性があること

から，ケーブルトレイにチューブ式の局所ガス消火設備を設置する設計とする。

以下では，実証試験に基づき，チューブ式の局所ガス消設備がケーブルトレイ火

災に対して有効であることを示す。 

 

2．チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

 チューブ式局所ガス消火設備の概要を第 1 図に示す。チューブ式局所ガス消火

設備は，ケーブルトレイ内の火災を探知し自動的に消火剤を放射し有効に消火す

ること等を目的とし，いくつかの国内防災メーカにおいて製造されている。一部

製品については，第 1 表に示す仕様において，ケーブルトレイ火災を有効に消火

するものであると日本消防設備安全センターから性能評定（※）を受けている。 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路のケーブルトレイに適

用するチューブ式局所ガス消火設備についても，上記仕様と同等以上の設計とし，

消火性能を確保する。 

 

 （※）出典：「消火設備（電気設備用自動消火装置）性能評定書，型式記号：

IHP-14.5」,15-046 号，（一財）日本消防設備安全センター，平成

23 年 9 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図：チューブ式局所ガス消火設備の概要図 
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第 1 表：チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

構成部品 仕様 

消火剤 FK5-1-12 

検
知
チ
ュ
ー
ブ 

材質 ポリアミド系樹脂 

使用環境温度 -20～50℃ 

探知温度 約 180℃ 

内圧 1.8MPa 

消火配管 軟銅管 

消火ノズル個数 最大 8 個／セット 

消火剤ボンベ本数 1 本／セット 

 

 

3．電力中央研究所におけるケーブルトレイ消火実証試験 

 電力中央研究所の研究報告（※）において，原子力発電所への適用を目的とし

て表１に示す仕様のチューブ式局所ガス消火設備を用いたケーブルトレイ消火実

証試験を実施し，その結果有効であったことが示されている。 

 

（※）出典：「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用性評価」，

N14008，電力中央研究所，平成 26 年 11 月 

 

以下では，電力中央研究所にて実施された実証試験の概要を示し，柏崎刈羽原子

力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路部のケーブルトレイ消火に有効となる

ことを示す。 
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3.1．消火実証試験装置の仕様 

 消火実証試験装置の概要と試験条件を第 2 図及び第 2 表に示す。実機状態を模

擬するため，消火対象のケーブルトレイは水平と垂直の 2 種類としている。垂直

の場合には，火災による熱が垂直上方に伝わることを考慮し，ケーブル敷設方向

（鉛直方向）に対して，検知チューブが直交するように一定間隔で X 字に検知チ

ューブを配置している。実機状態では，ケーブルトレイ内に敷設されるケーブル

が少ない箇所と複数ある箇所が存在するため，試験 H1，V1 ではケーブルトレイ内

のケーブルを 1 本のみとし，試験 H2，V2 では複数としている。着火方法は，過電

流であり，電流の大きさはケーブルの許容電流の約 6 倍の 2,000A としている。 

 なお，電力中央研究所における消火実証試験では，チューブ式ガス局所消火設

備を火災防護対策における影響軽減に適用することが考慮されていたため，ケー

ブルトレイは金属蓋付とし，さらにその周囲に耐火シートが巻かれた状態であっ

た（第 3 図）。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，チューブ式局所

ガス消火設備を影響軽減対策には適用しないことから，実機施工においてケーブ

ルトレイは必ずしも金属蓋付とはせず，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレ

イ外部に漏えいしないよう，延焼防止シートで覆う設計とする。延焼防止シート

の耐火性を別紙２，延焼防止シートを施工することによるケーブルの許容電流低

減率への影響を別紙３，延焼防止シートのケーブルトレイへの取付方法を別紙４

にそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図：消火実証試験装置の概要 
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第 2 表：消火実証試験の試験条件 

試

験

名 

電流 トレイ

姿勢 

着 火 管 理

位置（※1） 

可燃物 ケーブルトレイ

寸法 

H1 2000A 水平 ケ ー ブ ル

ト レ イ 端

部から 4m 

6600V CV 3C 150sq 1 本 幅 1.8m（※2）×

長さ 9.6m×高さ

0.15m 

H2 6600V CV 3C 150sq 3 本， 

6600V CVT 3C 150sq 27 本 

V1 垂直 ケ ー ブ ル

ト レ イ 上

端 部 か ら

4m 

6600V CV 3C 150sq 1 本 幅 1.8m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.25m 

V2 6600V CV 3C 150sq 3 本， 

6600V CVT 3C 150sq 14 本 

（※1）過電流による着火位置を管理するため，ケーブルに切り込みを入れている。 

（※2）柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路部に設置するケー 

ブルトレイは最大幅が 0.6m であるため，実機設計よりも試験条件の方がケ

ーブルトレイ内の空間が広くなっている。このため，実機設計よりも火災

感知及び消火がされにくい条件であり，保守的な試験であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 図：消火実証試験用のケーブルトレイ外観 

 

 

 

 

消火実証試験用のケーブルトレイ 

（金属蓋付で周囲に耐火シートが巻かれている） 
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3.2．消火実証試験の結果 

3.2.1．試験 H1 の結果 

 第 4 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電

開始後 30 分 35 秒で着火した。着火から 16 秒後（通電開始後 30 分 51 秒後）にチ

ューブ式局所ガス消火設備（報告書では FE と呼称）が作動し，消火することが確

認された（第 5 図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 図：試験 H1 における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 図：試験 H1 における発火・消火時の状態 
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3.2.2．試験 H2 の結果 

 第 6 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電

開始後 32 分 29 秒で着火した。着火から 15 秒後（通電開始から 32 分 44 秒後）に

チューブ式局所ガス消火設備が作動し，消火することが確認された（第 7 図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 図：試験 H2 における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 図：試験 H2 における発火・消火時の状態 
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3.2.3．試験 V1 の結果 

 第 8 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電

開始後 17 分 6 秒で着火した。着火から 1 分 39 秒後（通電開始から 18 分 45 秒後）

にチューブ式局所ガス消火設備が作動し，消火することが確認された（第 9 図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 図：試験 V1 における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9 図：試験 V1 における発火・消火時の状態 
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3.2.4．試験 V2 の結果 

 第 10 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電

開始後 18 分 14 秒で着火した。着火から 3 分 26 秒後（通電開始から 21 分 40 秒後）

にチューブ式局所ガス消火設備が作動し，消火することが確認された（第 11 図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 図：試験 V2 における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 図：試験 V2 における発火・消火時の状態 
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 以上から，実機を模擬したケーブルトレイの火災について，チューブ式局所ガ

ス消火設備が有効に機能することを確認した。 

なお，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉へのチューブ式局所ガス消火設備

の適用においては，実機での標準施工方法を踏まえ，金属蓋を設置しないケーブ

ルトレイに延焼防止シートを巻いた状態で消火性能の実証試験を行い，消火性能

が確保されることを確認した。その結果を以下に示す。 

 

4．金属蓋を設置しないケーブルトレイ消火実証試験 

4.1．消火実証試験装置の仕様 

 消火実証試験装置の概要と試験条件を第 12 図及び第 3 表に示す。金属蓋を設置

しないケーブルトレイ消火実証試験では，ケーブルトレイに延焼防止シートを巻

き付けた状態で行う。実機状態を模擬するため，消火対象のケーブルトレイは水

平と垂直の 2 種類としている。垂直の場合には，火災による熱が垂直上方に伝わ

ることを考慮し，ケーブル敷設方向（鉛直方向）に対して，検知チューブが直交

するように一定間隔で X 字に検知チューブを配置している。実機状態では，ケー

ブルトレイ内に敷設されるケーブル種類が複数あることを踏まえ，試験①-1，②

-1，③-1，④-1 では比較的外径の大きい低圧ケーブル（600V CV 3c 14sq）を用

いて，試験①-2，②-2，③-2，④-2 では比較的外径の小さい制御ケーブル（600V 

CV 3c 5.5sq）を用いている。また，着火方法はケーブルトレイ底部からのバーナ

加熱とし，ケーブルトレイ内に敷設されるケーブルが多いほど火災感知及び消火

が困難になると考えられることから，ケーブルトレイ内に敷設するケーブル本数

は実機最大条件（占積率 40%）に合わせている。消火実証試験装置の外観を第 13

表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 図：消火実証試験装置（金属蓋なし）の概要 

ボンベ

消火ノズル

ケーブルトレイ全体を
延焼防止シートで覆っている
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第 3 表：消火実証試験（金属蓋なし）の試験条件 

試 験

名 

着火 

方法 

トレイ 

姿勢 

着火管理位

置（※1） 

可燃物 ケーブルトレイ

寸法 

①-1 バ ー

ナ 

水平 消火ノズル

から 3m離れ

たケーブル

トレイ底一

部 

低圧ケーブル 

600V CV 3C 14sq 95 本 

（占積率 40%） 

幅 0.6m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.12m 

①-2 制御ケーブル 

600V CV 3C 5.5sq 328 本 

（占積率 40%） 

幅 0.6m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.25m 

②-1 消火ノズル

から 3m離れ

たケーブル

トレイ底全

体 

低圧ケーブル 

600V CV 3C 14sq 95 本 

（占積率 40%） 

幅 0.6m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.12m 

②-2 制御ケーブル 

600V CV 3C 5.5sq 328 本 

（占積率 40%） 

幅 0.6m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.25m 

③-1 垂直 消火ノズル

から 1.5m離

れたケーブ

ルトレイ底

一部 

低圧ケーブル 

600V CV 3C 14sq 95 本 

（占積率 40%） 

幅 0.6m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.12m 

③-2 制御ケーブル 

600V CV 3C 5.5sq 328 本 

（占積率 40%） 

幅 0.6m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.25m 

④-1 消火ノズル

から 1.5m離

れたケーブ

ルトレイ底

全体 

低圧ケーブル 

600V CV 3C 14sq 95 本 

（占積率 40%） 

幅 0.6m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.12m 

④-2 制御ケーブル 

600V CV 3C 5.5sq 328 本 

（占積率 40%） 

幅 0.6m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.25m 

（※1）バーナによる着火位置を管理するため，ケーブルトレイ底の延焼防止シー

トに切り込みを入れている。切り込みの大きさによる実証試験結果への影

響を考慮し，切り込みはケーブルトレイ底の一部（0.1m×0.3m）あるいは

全体（0.1m×0.6m）とした。 

（※2）柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路部に設置するケー

ブルトレイは最大幅が 0.6m であるため，実機設計と同等の試験であると考

える。 
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第 13 図：消火実証試験用（金属蓋無し）のケーブルトレイ外観 

 

 

4.2．消火実証試験の結果  

 金属蓋を設置しないケーブルトレイを用いたチューブ式局所消火設備の実証試

験時の状況を第 14 図に示し，試験結果を第 4 表に示す。同表に示す通り，試験①

-1～④-2 まで全てのケースでチューブ式局所ガス消火設備は有効に機能してお

り，金属蓋を設置しないケーブルトレイに対しても有効であることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 図：加熱時及び消火後の状態 

（バーナ加熱時の状況）

ケーブルの燃焼痕

（消火完了後のケーブルトレイ内部状況）

感知チューブ

消火配管
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第 4 表：消火実証試験（金属蓋なし）の試験結果 

試験

名 

トレイ 

姿勢 

着火管理位置 可燃物 バーナ着火か

ら感知までの

時間 

消火状況 

（※1） 

①-1 水平 消火ノズルから

3m 離れたケー

ブルトレイ底一

部 

低圧ケーブル 5 分 43 秒 良 

①-2 制御ケーブル 11 分 56 秒 良 

②-1 消火ノズルから

3m 離れたケー

ブルトレイ底全

体 

低圧ケーブル 8 分 11 秒 良 

②-2 制御ケーブル 16 分 57 秒 良 

③-1 垂直 消火ノズルから

1.5m 離れたケ

ーブルトレイ底

一部 

低圧ケーブル 53 秒 良 

③-2 制御ケーブル 5 分 56 秒 良 

④-1 消火ノズルから

1.5m 離れたケ

ーブルトレイ底

全体 

低圧ケーブル 32 秒 良 

④-2 制御ケーブル 21 秒 良 

（※1）消火剤噴出後，再着火が無いことを確認し「良」とした。 
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別紙２ 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備に使用する 

ケーブルトレイカバーについて 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備では，

消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケーブル

トレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする（第 1 図）。

ケーブルトレイを覆う延焼防止シートは酸素指数 60 以上であり，消防法上，難

燃性又は不燃性を有する材料（酸素指数 26 以上）に指定される（※）。 

 

 （※）出典：「消防法施行令の一部改正に伴う運用について（合成樹脂類の範囲）

（指定数量）」，消防予第 184 号，消防庁予防救急課，昭和 54 年 10

月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図：延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）の概要 
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また，延焼防止シートは，ケーブルトレイに巻き付けた状態で IEEE383 Std1974

に基づくに垂直トレイ燃焼試験（20 分間のバーナ加熱）を実施しても，第 2 図

に示すとおり，接炎による燃焼や破れ等は発生しないことを確認している（※）。

よって，ケーブル火災等により延焼防止シートが接炎する状態になっても，燃焼

や破れ等が生じるおそれがなく，局所ガス消火設備作動後に消火剤が外部に漏え

いすることがないため，局所ガス消火設備の消火性能は維持される。 

 

（※）出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」電力ケーブルによ

る延焼防止性確認試験報告書」，FT-技-第 71338 号，古河電気工

業（株）・（株）古河テクノマテリアル，平成 18 年 10 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図：延焼防止シートの IEEE383 垂直トレイ燃焼試験実施後の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延焼防止シートは燃焼や破れ等が発生して

いない 
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別紙３ 

延焼防止シート施工に伴うケーブルの 

許容電流低減率の評価について 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備では，

消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケーブル

トレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。延焼防

止シートを施工することにより，ケーブルの許容電流が低下する可能性が考えら

れることから，以下の通り許容電流低減率の評価を実施した。 

 

1．ケーブル許容電流の評価式 

 ケーブルの許容電流は，ケーブルの導体抵抗，誘電体損失，熱的定数及び周囲

条件に影響を受ける。ケーブルの許容電流を I とすると，日本電線工業会規格（JCS 

0168-1）に定められるように式（1）で表すことができる。 

 

th

d

nrR

TTT
I


 21 （A）          （1） 

Rth：全熱抵抗（℃･cm/W） 

T1：常時許容温度（℃） 

T2：基底温度（℃） 

Td：誘電体損失による温度上昇※（℃） 

n：ケーブル線心数 

r：交流導体抵抗（Ω） 

※11kV 以下のケーブルでは無視できる。 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においてケーブルトレイ局所ガス消火設備

の消火対象となるケーブルは全て 11kV 以下の仕様であることから，誘電体損失に

よる温度上昇 Tdは無視することができるため，許容電流 I は式（2）で表される。 

 

 

thnrR

TT
I 21  （A）          （2） 

 

 



- 41-5-45 - 

 

2．延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で使用する代表的なケーブル（600V，CV，

3C，250mm2）について，延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率を評価する。 

第 1 図（a）（b）に示すように，ケーブルに延焼防止シートを施工する前及び施工

した後の許容電流 I1，I2は式（3）（4）で表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）延焼防止シート施工前    （b）延焼防止シート施工後 

 

第 1 図：延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価モデル 

 

1

21
1

thnrR

TT
I


 （A）          （3） 

Rth1：延焼防止シート施工前の全熱抵抗（℃･cm/W）  

ここで，Rth1=R1+R2+R3=16.7+9.9+48.6=75.2      

R1：絶縁体の熱抵抗（℃･cm/W）          

R2：シースの熱抵抗（℃･cm/W）          

R3：シースの表面放散熱抵抗（℃･cm/W）      

 

2

21
2

thnrR

TT
I


 （A）          （4） 

Rth2：延焼防止シート施工後の全熱抵抗（℃･cm/W）  

ここで，Rth2=R1+R2+R4+R5=16.7+9.9+0.6＋47.9=75.1  

R4：シートの熱抵抗（℃･cm/W）          

R5：シートの表面放散熱抵抗（℃･cm/W）      
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延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率をηとすると式（5）で表される。 

10011001
2

1

1

2 
























th

th

R

R

I

I
 （％）     （5） 

 

ここで，Rth1と Rth2がそれぞれ 75.2（℃･cm/W），75.1（℃･cm/W）であり，式（6）

に示すように，延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率はほぼゼロである。 

0100
1.75

2.75
1 














 （％）        （6） 

 

上記の許容電流低減率の評価は，ケーブルに延焼防止シートを直接巻いた場合を

想定したものであるが，ケーブルトレイに延焼防止シートを巻いた場合において

も，延焼防止シートの熱抵抗は変わらないことから，許容電流低減率に大きな差

異は生じないと考えられる。 

以上から，延焼防止シートを施工してもケーブルの許容電流に影響が生じない

ことを確認した。 
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別紙４ 

ケーブルトレイへのケーブルトレイカバー取付方法について 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備では，

消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケーブル

トレイに延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。この延

焼防止シートは，遮炎性を保つために，シート端部に重ね代を取る等，製造メー

カによって標準的な取付方法が定められている（※1）。ケーブルトレイ局所ガス

消火設備への適用においては，上記の製造メーカの標準施工を施した試験体を用

いて消火性能の実証試験を行い，取付方法の妥当性確認を行うこととする。延焼

防止シートについて，製造メーカの標準的なケーブルトレイへの取付方法を以下

に示す。 

 

（※1）出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」｢プロテコシート

-P2DX・eco｣シート固定用｢結束用ベルト｣技術資料・施工要領書」，

FT-資料-第 0843 号，古河電気工業（株）・（株）古河テクノマテ

リアル 

 

 

１．材料の仕様 

 ケーブルトレイへの延焼防止シート取り付けで使用する材料の仕様を第 1 表

に示す。 
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第 1 表：材料の仕様（※1 資料から抜粋） 

名称 仕様 外観 

プロテコシート-P2・

eco 

基材のガラスクロス

両面に難燃化ゴムが

コーティングされた

構造（厚さ：0.4mm） 

 

 

プ ロ テ コ シ ー ト

-P2DX・eco 

プロテコシート-P2・

eco の片端に，熱に反応

して膨張する幅 50mm，

厚さ 3mm の熱膨張剤＊

を取り付けた構造 

 

結束用ベルト シリコンコートガラス

クロス製ベルトの片端

に鋼製バックルを取り

付けた構造 

幅 35mm タイプ 

 

幅 19mm タイプ 

（熱膨張材部分固定用） 

 
＊250℃，60 分加熱時の体積膨張率 12 倍 
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２．標準的な延焼防止シート（プロテコシート）の取付方法 

第 1 図に示すように，延焼防止処理開始部のケーブルトレイには，熱膨張材を

取り付けたプロテコシート P-2DX・eco を X-X’断面図のように，シートを 100mm

以上重ね合わせて巻き付ける。延焼防止処置の中間部においては，プロテコシー

ト P2・eco を延焼防止処置開始部に対して，シートを 100mm 以上重ね合わせて巻

き付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図：延焼防止シートの標準的な巻き付け方法（※1 資料から抜粋） 

 

 

 

また，プロテコシートを巻き付け後に，第 2 図に示すように結束用ベルトを用

いて 300mm 間隔で取り付ける。結束用ベルトは，シートの重ね部にも取り付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図：結束用ベルトの標準的な取付方法（※1 資料から抜粋） 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備等の耐震設計について 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備等の耐震設計について 

 

1．はじめに 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）における，地震等の災害に対する要求事項は

次のとおりである。 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

 

2.2.2  火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然

現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であ

ること。 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における，本要求を満足するための耐

震上の設計について，以下に示す。 

 

 

2．消火設備の耐震設計について 

重大事故等対処施設を防護するために設置する全域ガス消火設備，局所ガス

消火設備は，重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設

計とする。具体的な耐震設計は第 1 表のとおりである。 

また，耐震 S クラスの機器等を防護する全域ガス消火設備等に対する耐震設

計方針を第 2 表に示す。 
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第 1 表：火災感知設備及び消火設備の耐震設計 

 

主な重大事故等対処施設 
感知・消火設備の 

耐震設計 

低圧代替注水系 Ｓｓ機能維持 

耐圧強化ベント系 Ｓｓ機能維持 

常設代替直流電源設備 Ｓｓ機能維持 

 

 

第 2 表：全域ガス消火設備等の耐震設計方針 

 

消火設備の機器 Ｓｓ機能維持を確保するための対応 

容器弁 

選択弁 

制御盤・受信盤 

感知器 

加振試験による確認 

ボンベラック 

ガス供給配管 

電路 

耐震解析による確認 

 

 

3．複数同時火災の可能性について 

重大事故等対処施設を設置する区画にある耐震 B，C クラスの油内包機器に

ついては，漏えい防止対策を行うとともに，主要な構造材は不燃性とする。ま

た，使用する潤滑油については，引火点が高い（約 212～270℃）ため，容易に

は着火しないものと考える。 

さらに，全域ガス消火設備等については，防護対象である重大事故等対処施

設の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計とすることから，地震により

消火設備の機能を失うことはない。 

以上のことから，複数同時火災の可能性はないと判断する。 
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添付資料４ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備等の動作に伴う 

機器等への影響について 
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添付資料４ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備等の動作に伴う機器等への影響について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉は，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ガス消火設

備を設置する。 

 ガス消火設備の消火後及び誤動作時における人体や設備への影響について評

価した。 

 

 

2．使用するハロン系ガスの種類 

ガス消火設備に使用するハロン系ガスの種類は以下のとおり。 

 「ハロン 1301」（ブロモトリフルオロメタン：CF3Br） 

 「HFC-227ea」（ヘプタフルオロプロパン：CF3-CHF-CF3） 

「FK-5-1-12」（ドデカフロオロ-２-メチルペンタン-３-オン： 

CF3-CF2-C(O)-CF(CF3)2） 

 

3．ハロン系ガスの影響について 

3.1．消火後の影響 

3.1.1．人体への影響 

消火後に発生するガスは，フッ化水素（HF）やフッ化カルボニル（COF2），臭

化水素（HBr）等有毒なものがあるが，消火後の入室時には，ガス濃度の確認及

び防護具を着用するため，人体への影響はない。 

また通路部においても空間容積が大きく，拡散による濃度低下が想定される

ことや消火後の再入域時には，ガス濃度の確認及び防護具を着用するため，人

体への影響はない。 
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3.1.2．設備への影響 

ガス消火設備のハロゲン化物消火剤が消火後に発生するガスは，電気絶縁性

が大きいことから，金属への直接影響は小さい。 

また，沸点が低く揮発性が高く，腐食性物質であるフッ素等の機器等への残

留は少ないことから，機器への影響も小さい。 

しかし，仮に，機器等の表面に水分が存在する場合は，腐食性のあるフッ化

水素酸を生成することが想定されることから，必要に応じて，ハロン系ガスが

放射した機器の不純物検査及び機器の洗浄を行い，不純物による機器への影響

がないことを確認する。 

 

 

3.2．誤動作による影響 

3.2.1．人体への影響 

・ 全域ガス消火設備のハロン 1301が誤動作した場合の濃度は 5％程度であり，

これは，ハロン 1301 の無毒性最高濃度（NOAEL）と同等の濃度である。 

また，ハロン 1301 が誤動作した場合の濃度（5％程度）は，雰囲気中の酸素

濃度を低下させる濃度でない（誤動作後の酸素濃度は 20％）ことから，酸

欠にもならない。 

・ 沸点が-58℃と低いため，直接接触すると凍傷にかかるおそれがあるが，ハ

ロン 1301 の放射ノズルの設置箇所は，高所であり，直接接触の可能性は小

さい。 

・ 局所ガス消火設備のハロン 1301 が誤動作した場合の濃度は，油内包機器設

置区域周辺の通路部の容積に対して，約 4～5％程度であり，ハロン 1301 の

無毒性最高濃度（NOAEL）と同等の濃度である。 

また，ハロン 1301 が誤動作した場合の濃度（5％程度）は，雰囲気中の酸素

濃度を低下させる濃度でない（誤動作後の酸素濃度は 20％）ことから，酸

欠にもならない。 

・ 局所ガス消火設備のハロン 1301 の放射ノズルについては，1.0～1.5 m 程度

の位置になることから直接接触がないようカバー等の設置を行う。 

・ HFC-227ea が誤動作した場合の濃度は 7％程度であり，これは，HFC-227ea

の無毒性最高濃度（NOAEL）と同等の濃度である。 

また，HFC-227ea が誤動作した場合の濃度（7％程度）は，雰囲気中の酸素

濃度を低下させる濃度でない（誤動作後の酸素濃度は 18～19％）ことから，

酸欠にもならない。 

・ 沸点が-16.5℃と低いため，直接接触すると凍傷にかかるおそれがあるが，

HFC-227ea の放射ノズルの設置箇所は，高所であり，直接接触の可能性は小
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さい。 

・ FK-5-1-12 が誤動作した場合についてはケーブルトレイや盤内への噴射と

なり，ケーブルトレイについては上部の開口を閉鎖する。よって，消火ガス

は原則トレイや盤内に残留するため，人体への影響はない。 

以上より，ハロン 1301，HFC-227ea，FK-5-1-12 を消火剤とするガス消火設

備が誤動作しても，人体への影響はない。 

 

 

3.2.2．設備への影響 

ガス消火設備の消火剤であるハロン 1301，HFC-227ea，FK-5-1-12 は，電気

絶縁性が大きいことから，金属への直接影響は小さい。 

また，沸点が低く揮発性が高く，腐食性物質であるフッ素等の機器等への残

留は少ないことから，機器への影響も小さい。 
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添付資料５ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について 
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添付資料５ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について 

 

1．はじめに 

 火災区域又は火災区画に対して，全域ガス消火設備による全域消火を実施し

た場合，ケーブルトレイのようにケーブルを多条に敷設する等，狭隘な場所が

燃焼する場合でも有効であることを示す。 

  

 

2．ハロン消火剤の有効性 

燃焼とは，「ある物質が酸素，または酸素を含む物質と激しく化合して化学

反応を起こし，その結果，多量の熱と光を出す現象」とされている。 

  燃焼には，次の 3 要素全てが必要となる。 

  ・可燃物があること。 

  ・点火源（熱エネルギー）があること。 

  ・酸素供給源があること。 

  そして，燃焼を継続するためには，「連鎖反応」が必要である。 

 

  ここで，ケーブルトレイ等ケーブルを多条に敷設する狭隘な場所での火災が

発生し，全域ガス消火設備が動作した状況を想定する。 

  燃焼しているケーブルは，燃焼を継続するために火災区域又は火災区画内か

ら酸素を取り込もうとするが，火災区域又は火災区域内に一定圧力，消炎濃度

で放出されたハロン消火剤も酸素とともに取り込まれることから，ケーブルは

消火される。 

  逆に，ハロン消火剤とともに酸素も取り込まれない場合は，ケーブルの燃焼

は継続しない。 

  なお，全域ガス消火設備は，同じガス系消火設備の窒素ガスや二酸化炭素ガ

スのように窒息によって消火・消炎するものではなく，化学的に燃焼反応を中

断・抑止することで消火することを原理とする。したがって，全域ガス消火設

備は，狭隘部に消火ガスが到達するよりも，火炎まわりに消火ガスが存在すれ

ば消火効果が得られることになる。 

 

局所ガス消火設備によるケーブルトレイ，盤内消火に関しても同様に敷設さ

れた内側のケーブルまで周囲の酸素が取り込まれる場合は消火ガスの効果が期
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待され，消火ガスが届かない場合はケーブル燃焼自体が継続しないことから，

狭隘部においても有効に作用するものである。 
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添付資料６ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備の消火能力について 
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添付資料６ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備の消火能力について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉は，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ハロン系の

消火剤を用いた全域ガス消火設備ならびに局所ガス消火設備を設置する。 

 ガス消火設備の消火能力及びガス量の妥当性について，評価を実施した。 

  

 

2．全域ガス消火設備におけるハロン 1301 及び HFC-227ea のガス濃度について 

2.1．消防法で定められたハロン系ガスの濃度について 

消防法施行規則第二十条 3 号では，全域ガス消火設備における体積 1 ㎥当た

りの消火剤の必要量は，ハロン 1301 は 0.32［kg/㎥］，HFC-227ea は 0.55～0.72

［kg/㎥］以上と定められている。 

上記消火剤を濃度に換算すると，ハロン 1301 は約 5％，HFC-227ea は約 7％

（消火剤量 0.55kg/㎥の場合）となる。 

また，ハロン 1301 のガスの最高濃度は 10%以下とする必要がある※１ため，ハ

ロンの設計濃度は 5～10%で設計する。 

なお，全域ガス消火設備の防護対象区画に開口部があり，開口部に自動閉鎖

装置を設けない場合は，消防法施行規則に基づき，開口部面積 1 ㎡当たりハロ

ン 1301 を 2.4［kg］加算する。 

HFC-227ea のガスの最高濃度は 9%以下とする必要がある※２ため，HFC-227ea

の設計濃度は 7～9%で設計する。 

※１ S51.5.22 消防予第 6 号「ハロン 1301 を使用するハロゲン化物消火設備の取扱い

について」  

 ※２ H13.3.30 消防予第 102号「消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について」 
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2.2．ハロン 1301 及び HFC-227ea の消火能力について 

消火に必要なハロン濃度は 3.4%※３であるため，消防法による設計濃度 5％で

は約 1.47 の安全率を有しており，十分に消火可能である。 

また，HFC-227ea 濃度は 6.6%※３であるため，消防法による設計濃度 7％では

約 1.06 の安全率を有しており，十分に消火可能である。 

※３ ｎ-ヘプタンを用いたカップバーナー法により算出された消炎濃度 

   （H12.3「ハロン代替消火剤の安全基準の確立に係る調査検討報告書」） 

 

 

3．局所ガス消火設備におけるハロン 1301 及び FK-5-1-12 のガス濃度について 

3.1．消防法で定められたハロン系ガスの濃度について 

消防法施行規則第二十条 3 号では，ハロン 1301 の局所ガス消火設備におけ

る消火剤の必要量について，防護対象物の空間体積に対して周辺の壁の設置状

況に応じた係数を乗じた量を定めている。ハロン 1301 の局所ガス消火設備につ

いては，消防法に定められた必要量を満足するものとする。 

また，ケーブルトレイ火災に適用する FK-5-1-12 の局所ガス消火設備につい

ては，トレイ上面については閉鎖するが，両端部はトレイの構造上開口となる。

消防法施行規則第二十条 3号では FK-5-1-12の必要ガス量を 0.84～1.46[kg/m3]

と定めている一方，開口補償係数が定められていない。開口補償係数に関して

は電力中央研究所報告「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適

用性評価」（N14008）にて消防法の必要ガス量に加えて，6.3[kg/m2]の開口補償

係数を設定することで，消火性能が確保されることを試験にて確認しているこ

とから，上記の量を満足するものとする。 

 

 

4．柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉への適用について 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の火災として，油内包機器の漏えい油

や電気盤及びケーブル等の火災を想定するが，これらの機器は火力発電所や工

場等の一般的な施設等にも設置されているものであり，原子力発電所特有の消

火困難な可燃物はない。 

  よって，消防法等に基づいた上記設計濃度で十分に消火可能である。 
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添付資料７ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

二酸化炭素消火設備（ディーゼル発電機室用） 

について 
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添付資料７ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

二酸化炭素消火設備（ディーゼル発電機室用）について 

 

 

1．設備概要及び系統構成 

 火災発生時に煙の充満により消火が困難となる非常用ディーゼル発電機室・

非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室には，二酸化炭素消火設備を設置す

る。 

 二酸化炭素消火設備の仕様の概要を第 1 表に，系統概略を第 1 図に示す。 

  

 

第 1 表：二酸化炭素消火設備の仕様の概要 

 

項目 仕様 

消火剤 

消火薬剤 二酸化炭素 

消火原理 窒息消火 

消火剤の特徴 設備に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 火災感知設備（複数の感知器のうち 2 系統の作動信号） 

放出方式 自動（現場での手動起動も可能な設計とする） 

消火方式 全域放出方式 

電源 非常用電源として，蓄電池を設置 
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第 1 図 二酸化炭素自動消火設備 概要図 

 

 

2．二酸化炭素消火設備の作動回路 

2.1 作動回路の概要 

 火災発生時における二酸化炭素消火設備作動時までの信号の流れを第 2 図に

示す。 

 通常時は自動待機状態としており，複数の感知器が作動した場合は自動起動

する。起動条件としては，「煙感知器」及び「熱感知器」が火災感知した場合に，

二酸化炭素消火設備が自動起動する設計とし，誤動作防止を図っている。 

 また，現地（室外）での手動操作による消火設備の起動（ガス噴射）も可能

な設計としており，運転員が火災の発生を確認した場合には，早期消火が対応

可能な設計とする。 
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第 2 図 火災発生時の信号の流れ 

 

 

2.2 二酸化炭素消火設備の系統構成 

 防護エリアに設置する火災感知器からの信号をそれぞれの制御回路部が受信

した後，制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信す

る。 

 起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し，

ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発信して，二酸

化炭素が放出される。 

 二酸化炭素消火設備の系統構成を第 3 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 二酸化炭素消火設備の系統構成 
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添付資料８ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設の消火設備の必要容量について 

 

 

 

 



 

第1表：消火設備の必要容量について（6号炉） 

 

消火対象 消火設備種類 
消火剤必要量 

（消火剤設置量） 
消火剤必要量算出式 

消防法施

行規則準

拠条項 

Ａ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 1071kg 

(1080kg) 

火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ａ） 火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3 

Ｂ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 1084kg 

(1125kg) 

火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ｂ） 火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3 

Ｃ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 1080kg 

(1080kg) 

火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ｃ） 火災区域（部屋）の体積×0.9kg/m3 

重大事故等対処施設 

（全域） 

HFC227ea 対象箇所の体積 

に応じて設置 

火災区域（部屋）の体積×0.55 kg/m3

以上0.72kg/m3以下 

第二十条 

ハロン1301 対象箇所の体積 

に応じて設置 

火災区域（部屋）の体積×0.32 kg/m3 第二十条 

重大事故等対処施設 

（局所） 

ハロン1301 対象箇所の体積 

に応じて設置 

対象機器の空間体積×対象機器の周辺

状況による係数×1.25 

第二十条 

FK-5-1-12 対象箇所の体積 

に応じて設置 

対象機器の空間体積×0.84 kg/m3以上

1.46 kg/m3以下に開口補償を見込む 

第二十条 

 

－
41-5

-68－
 



 

第2表：消火設備の必要容量について（7号炉） 

 

消火対象 消火設備種類 
消火剤必要量 

（消火剤設置量） 
消火剤必要量算出式 

消防法施

行規則準

拠条項 

Ａ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 840.8kg (945.0kg) 火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ａ） 114.9kg (135.0kg) 火災区域（部屋）の体積×0.9kg/m3 

Ｂ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 858.4kg (990.0kg) 火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ｂ） 131.1kg (135.0kg) 火災区域（部屋）の体積×0.9kg/m3 

Ｃ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 858.4kg (945.0kg) 火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ｃ） 118.9kg (135.0kg) 火災区域（部屋）の体積×0.9kg/m3 

重大事故等対処施設 

（全域） 

HFC227ea 対象箇所の体積 

に応じて設置 

火災区域（部屋）の体積×0.55 kg/m3

以上0.72kg/m3以下 

第二十条 

ハロン1301 対象箇所の体積 

に応じて設置 

火災区域（部屋）の体積×0.32 kg/m3 第二十条 

重大事故等対処施設 

（局所） 

ハロン1301 対象箇所の体積 

に応じて設置 

対象機器の空間体積×対象機器の周辺

状況による係数×1.25 

第二十条 

FK-5-1-12 対象箇所の体積 

に応じて設置 

対象機器の空間体積×0.84 kg/m3以上

1.46 kg/m3以下に開口補償を見込む 

第二十条 

 

－
41-5

-69－
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添付資料９ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

消火栓配置図並びに手動消火の対象となる 

低耐震クラス機器リスト 
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柏崎刈羽原子力発電所６号炉
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柏崎刈羽原子力発電所７号炉 
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第 1 表：手動消火の対象となる低耐震クラスの油内包機器及び電源盤について 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

ＣＲＤポンプ 

（耐震評価対象） 

Ss 機能維持された局所固定式消火設

備を設置 

機器自体についても耐震評価を実施 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） 
CUW 逆洗水移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） 
SPCU ポンプ 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施 

なお，内包する潤滑油は 1 リットル程度

で，その他可燃部物も不燃材，難燃材

で構成されており火災荷重を低く抑えら

れることから消火器により対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
安全区分Ⅰの電線管があるがラッピン

グにより火災区域から分離する 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 
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火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） 
F/D プリコートポンプ 

（油内包量 0.7 リットル） 

内包量が小さく，火災発生時にも安全

機能に影響しないことを影響評価にて確

認。 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

原子炉建屋 MCC6A-2-1 

原子炉建屋 MCC6B-2-1 

電源盤に対して Ss 機能維された固定

式消火設備を設置 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

可燃物が無く，通常コンクリートハッチに

て閉鎖されている。開放時は通路の感

知器にて感知可能 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 



- 41-5-118 - 

火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

  固縛（消火器） 
FPC ポンプ 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施 

なお，内包する潤滑油は 1 リットル程度

でその他可燃部物も不燃材，難燃材で

構成されており火災荷重を低く抑えられ

ることから消火器により対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

（ＳＬＣポンプ） 

（設計上耐震 S クラス） 

Ss 機能維持された局所固定式消火設

備を設置 

機器の耐震性は確認済み 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 



- 41-5-119 - 

火災区域

又は火災

区画番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） 

原子炉建屋クレーン 

（耐震評価対象） 

燃料取替機 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施 

なお，両者ともに通常は電源切につき火

災の発生は考えにくく，使用中について

は作業員が常駐することから，消火器に

よる初期消火活動が可能 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  固縛（消火器） － 

運転員が常駐している中央制御室から

近いことから消火活動による消火が可

能 

  固縛（消火器） － 

運転員が常駐している中央制御室から

近いことから消火活動による消火が可

能 

  固縛（消火器） － 

運転員が常駐している中央制御室から

近いことから消火活動による消火が可

能 

  固縛（消火器） － 
運転員が常駐していることから消火活

動による消火が可能 

  固縛（消火器） － 
運転員が常駐していることから消火活

動による消火が可能 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒し

ないよう評価・対策を図る。 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒し

ないよう評価・対策を図る。 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒し

ないよう評価・対策を図る。 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒し

ないよう評価・対策を図る。 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒し

ないよう評価・対策を図る。 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可 

 

  



- 41-5-120 - 

 

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 

火災区域又

は火災区画

番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器 
備考 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） 
SPCU ポンプ 

（耐震評価対象） 

耐震評価実施 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

ＣＲＤポンプ 

（耐震評価対象） 

Ss 機能維持された局所固定式消火設備

を設置 

機器自体についても耐震評価を実施 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

可燃物が無く，通常コンクリートハッチにて

閉鎖されている。開放時は通路の感知器

にて感知可能 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 



- 41-5-121 - 

火災区域又

は火災区画

番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器 
備考 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  
固縛（消火器） 

 
－ 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

原子炉建屋 MCC7SA-1 

原子炉建屋 MCC7SB-1 

電源盤に対して Ss 機能維された固定式

消火設備を設置 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

可燃物が無く，通常コンクリートハッチにて

閉鎖されている。開放時は通路の感知器

にて感知可能 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） 
FPC ポンプ 

（耐震評価対象） 

耐震評価実施 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備 

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

（ＳＬＣポンプ） 

（設計上耐震 S クラス） 

原子炉建屋 MCC7A-2-1 

原子炉建屋 MCC7B-2-1 

Ss 機能維持された局所固定式消火設備

を設置 

機器の耐震性は確認済み 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 
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火災区域又

は火災区画

番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器 
備考 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） 

原子炉建屋クレーン 

（耐震評価対象） 

燃料取替機 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施 

なお，両者ともに通常は電源切につき火災

の発生は考えにくく，使用中については作

業員が常駐することから，消火器による初

期消火活動が可能 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 運転員が常駐していることから消火活動に

よる消火が可能 

  固縛（消火器） － 運転員が常駐していることから消火活動に

よる消火が可能 

  固縛（消火器） － 部屋自体が金属筐体で囲われた装置であ

り内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る。 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る。 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る。 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る。 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る。 
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火災区域又

は火災区画

番号 

火災区域又は 

火災区画名称 

消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器 
備考 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
近傍エリアに職員が常駐していることから

消火活動による対応を図る 

  固縛（消火器） － 
近傍エリアに職員が常駐していることから

消火活動による対応を図る 

  固縛（消火器） － 
近傍エリアに職員が常駐していることから

消火活動による対応を図る 

  固縛（消火器） － 
近傍エリアに職員が常駐していることから

消火活動による対応を図る 

  固縛（消火器） － 
近傍エリアに職員が常駐していることから

消火活動による対応を図る 

  固縛（消火器） － 
近傍エリアに職員が常駐していることから

消火活動による対応を図る 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る 

  

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛（消火器） 

－ 

地震時には移動式消火設備又は消火器

にて対応とし，消火車両については地震に

対して転倒しないよう評価・対策を図る 
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添付資料 10 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設における 

屋外消火栓の配置図 
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屋外消火栓配置図（大湊側） 
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屋外消火栓配置図（荒浜側） 
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添付資料 11 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

移動式消火設備について 
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添付資料 11 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

移動式消火設備について 

 

1．設備概要 

 発電所内における火災発生時の初期消火として，移動式消火設備（化学消防

自動車：2 台，水槽付消防自動車：1 台，消防ポンプ自動車：1 台及び泡消火薬

剤備蓄車：1 台）を配備している。移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備

場所の例を第１表に示す。 

化学消防自動車（第 1 図）のうち化学消防自動車 1 号は，水槽と泡消火薬液

槽及び粉末消火設備を有し，水又は水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消火及

び粉末消火を可能とする。化学消防自動車 2 号は，水槽と泡消火薬液槽及びハ

イドロケム消火システムを有し，水又は水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消

火及びハイドロケム消火により様々な火災に対応可能である。 

なお，泡消火薬剤備蓄車（第 2 図）については，1,000L の泡消火薬剤を積載

し，かつポリタンクにより 1,000L の泡消火薬剤（第 4 図）を管理し，早急な化

学消防自動車への補給を可能にしている。 

また，水槽付消防自動車（第 3 図）については，2,000L 容量の水槽を有して

いることから，消火用水の確保が厳しい状況での消火活動に有効である。 

これらの移動式消火設備は，消火栓や防火水槽等から給水し，車両に積載し

ているホースにより約 500m の範囲が消火可能である。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自衛消防隊詰め所に

24 時間体制で配置する消防車隊にて実施する。 

  上記に示した移動式消火設備は，自衛消防隊詰め所近傍及び荒浜側高台保管

場所に分散配備しており，万一，自衛消防隊詰め所近傍に配備した化学消防自

動車等が地震などで出動不可能な場合でも，消防車隊員が自衛消防隊詰め所か

ら荒浜側高台保管場所に45分以内に到着することで，当該箇所に保管している

化学消防自動車等を用いて速やかな消火活動が可能である。 
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第 1 表 移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備場所 

項目 仕様 

車種 化学消防自動車 水槽付消防自動車 消防ポンプ自動車 泡消火薬剤備蓄車 

消
火
剤 

消火

剤 

水，泡水溶液又は粉末

消火剤 
水 － 

泡消火薬剤（搬送・備

蓄） 

水槽

容量 
1,300L（１台につき） 2,000L － － 

薬槽

容量 

500L 

（１台につき） 
－ － 

1,000L（搬送・備蓄） 

ポリタンク 1,000L（備

蓄※） 

消火

原理 

冷却，窒息及び連鎖反

応の抑制 
冷却 － － 

薬液

濃度 
3％ － － － 

消火

剤の

特徴 

水：消火剤の確保が容

易 

泡水溶液：油火災に極

めて有効 

粉末消火剤：普通，油，

電気火災に有効 

水：消火剤の確保が容

易 
－ － 

消
火
設
備 

適用

規格 

消防法 

その他関係法令 

消防法 

その他関係法令 

消防法 

その他関係法令 

消防法 

その他関係法令 

放水

能力 

2,000L/min（泡放射に

ついては，薬液濃度維

持のため 1,000L/min） 

2,000L/min 2,000L/min － 

放水

圧力 
0.85MPa 0.85MPa 0.85MPa － 

ホー

ス長 

20m×25 本 

10m×4本(1台につき) 

20m×32 本 

10m×8 本 

20m×32 本 

10m×8 本 
－ 

水槽

への

給水 

消火栓 

防火水槽 

ろ過水貯蔵タンク 

純水タンク 

貯水池 

消火栓 

防火水槽 

ろ過水貯蔵タンク 

純水タンク 

貯水池 

－ － 

配備台数 ２台 １台 １台 １台 

配備場所 

・自衛消防隊詰め所近

傍:(１台) 

・荒浜側高台保管場所 

:(１台) 

・自衛消防隊詰め所近

傍 

又は荒浜側高台保管 

場所: (１台) 

・荒浜側高台保管場所 

又は自衛消防隊詰め

所近傍:(１台) 

・自衛消防隊詰め所近

傍:(１台) 

※荒浜側高台保管 

場所 
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第 1 図 化学消防自動車１号（左），化学消防自動車２号（右） 

 

    

第 2 図 泡消火薬剤備蓄車       第 3 図 水槽付消防自動車 

 

 

     

第 4 図 泡消火薬剤ポリタンク 500L         第 5 図 消防ポンプ自動車 
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添付資料 12 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設を設けた原子炉建屋通路部の 

消火方針について 
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添付資料 12 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設を設けた原子炉建屋通路部の消火方針について 

 

 

1．概要 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，重大事故等対処施設を設け

た原子炉建屋通路部で火災が発生した場合の消火活動の概要について以下に示

す。 

  

 

2．原子炉建屋内のレイアウト 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における原子炉建屋内において，火災

発生時の消火の観点で特徴的な通路部のレイアウトを，第 2.1 図及び第 2.2 図

に示す。 
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（１）7 号炉 

 
第 2.1 図 7 号炉原子炉建屋の断面図 

  

 

① 7 号炉原子炉建屋 B3FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

③ 7.5m 

①6.5m 
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② 7 号炉原子炉建屋 B2FL 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 号炉原子炉建屋 地下 2 階機器ハッチの状況 

 

 

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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③ 7 号炉原子炉建屋 B1FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

7 号炉原子炉建屋 地下 1 階 機器ハッチの状況 

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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④ 7 号炉原子炉建屋 1FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 号炉原子炉建屋 地下 2～地下 1 階 機器ハッチの状況 

 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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  ⑤7 号炉原子炉建屋 2FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 号炉原子炉建屋 2～3 階 機器ハッチの状況 

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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⑥ 7 号炉原子炉建屋 3FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⑦ 7 号炉原子炉建屋 4FL 

    

 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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（２）6 号炉 

 
第 2.2 図 6 号炉原子炉建屋の断面図 

 

 

① 6 号炉原子炉建屋 B3FL  

   

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

①6.5m 
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② 6 号炉原子炉建屋 B2FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 6 号炉原子炉建屋 B1FL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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④ 6 号炉原子炉建屋 1FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 6 号炉原子炉建屋 2FL        

  

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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⑥ 6 号炉原子炉建屋 3FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 6 号炉原子炉建屋 4FL 

     

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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3．原子炉建屋内通路部における火災発生時の消火 

原子炉建屋通路部における主な可燃物は，油内包機器，電源盤等及びケー

ブルであることから，これらに対する消火方法について以下に示す。 

 

（１）油内包機器に対する局所消火の検討 

原子炉建屋通路部に設置されている油内包機器は，主なものとして制御棒

駆動水ポンプ，ほう酸水注入系ポンプがある。これらのポンプが内包する潤

滑油は，その特性上，少量が燃焼しても煙が多く発生する可能性がある。 

油内包機器に対しては迅速な消火が必要なこと，固定式の局所消火設備の

消火剤のうち，ガス系の消火剤は他の機器へ影響を及ぼすおそれが小さいこ

とから，油内包機器に対しては，固定式の局所ガス消火設備を設置する。 

本固定式局所ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の

要求のとおり，原子炉建屋通路部が煙の充満により消火活動が困難となって

も，自動又は中央制御室からの遠隔手動操作によって消火が可能な設備とす

る。 

また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火

炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による

二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさない

ように設置することが要求されている。本消火設備は，消火ガスとしてハロ

ン 1301 を使用するが，本ガスは機器に悪影響を及ぼさないことを確認してい

る。また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり，局所

ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに，外

部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。 

油内包機器に対する局所固定式消火設備概要を第 3.1 図に示す。 
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第 3.1 図：油内包機器に対する局所ガス消火設備概要図 
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（２）電源盤等に対する局所消火の検討 

原子炉建屋通路部に設置されている電源盤（常用系の MCC）については，過

電流保護装置が設置されており，当該電源盤に過電流が継続して火災が発生

するおそれはない。しかしながら，万一電源盤等に火災が発生した場合に速

やかに消火が可能となるよう，固定式の局所ガス消火設備を設置する。 

なお，電源盤等に対する固定式消火設備については，固定式ガス消火設備

が考えられるが，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり，

原子炉建屋通路部が煙の充満等により消火活動が困難となっても，自動又は

中央制御室からの遠隔手動操作によって消火が可能な設備とする。 

また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火

炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による

二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさない

ように設置することが要求されている。本消火設備について，消火剤として

ハロン 1301 又は FK-5-1-12 を使用するが，本ガスは機器に悪影響を及ぼさな

いことを確認している。さらに，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」

の要求のとおり，局所ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設

計とするとともに，外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保するこ

とが必要となる。 

電源盤に対する局所固定式消火設備概要を第 3.2 図に示す。 
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第 3.2 図：電源盤に対する局所固定式消火設備概要図 

  

消火配管
盤内火災用感知器

消火ノズル

消火用
ガスボンベ

消火設備
作動信号

中央制御室
監視・操作盤

電源盤

火災感知信号
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（３）ケーブルに対する局所消火の検討 

原子炉建屋通路部に設置されているケーブルは，原子炉建屋通路部の中で

も可燃物量が大きく（階層毎の発熱量は約 150,000MJ～280,000MJ），火災が発

生した場合は発生箇所への迅速な消火が必要である。これらのケーブルを敷

設するケーブルトレイに対する局所消火方法としては，固定式泡消火設備，

固定式ガス消火設備及び消火活動による消火が挙げられる。 

ケーブルトレイに対する固定式消火設備については，火災防護に係る審査

基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり，原子炉建屋通路部が煙の充満により消

火活動が困難となっても，自動起動によって消火が可能な設備とする。 

また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火

炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による

二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさない

ように設置することが要求されている。本消火設備について，消火剤として

FK-5-1-12 を使用するが，当該ガスが機器に悪影響を及ぼさないことを確認

している。 

さらに，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり，局

所ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに，

外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。 

 

以上より，原子炉建屋通路部のケーブルトレイについては，安全機能を有

する機器への影響を考慮し，FK-5-1-12 を使用する局所放出の固定式ガス消

火設備を設置する。 

ケーブルトレイに対する局所固定式消火設備概要を第 3.3 図に示す。 

 

なお，適用に当たっては消火設備の設計の妥当性について，試験等により

確認するものとする。 
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第 3.3 図：ケーブルトレイに対する局所固定式消火設備概要図 
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消火ノズル

ケーブル
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（４）その他の可燃物に対する消火方針の検討 

原子炉建屋通路部に設置されている上記(1)～(3)以外の可燃物については，

可燃物が少ないこと，筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等

により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で

火災が発生することを防止する設計としていること，又は使用時以外通電せ

ず発火源がない設計とすることから，火災が発生するおそれがなく，万一，

火災が発生しても煙の発生を抑えることから，消火活動が困難とならない。

（別紙１） 

このようなものに対しては，火災発生時に消防隊員が火災発生場所に急行

し，消火器等を使用して消火活動を行うものとする。柏崎刈羽原子力発電所

では，初期消火要員が常駐しており，米国と同様に火災感知器や使用可能な

火災防護設備や火災源，ハザード（放射線，有害物質，高電圧等）の情報を

まとめた消火戦略（Pre-Fire Plan）の整備や消火活動に必要な資機材（消火

器，耐熱服，セルフエアセット等）の配備を行っている。初期消火要員は，

プラント内での火災発生を想定し，整備した消火戦略に基づく現場訓練を行

っている。 
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（５）原子炉建屋通路部の持込み可燃物管理 

原子炉建屋通路部については，持込み可燃物管理を実施する。持込み可燃

物管理における火災の発生防止・延焼防止に関する遵守事項は以下のとおり。 

・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置を禁止する。 

・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器がない場所に可燃物

を仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納する

とともに，その近傍に消火器を準備する。 

・火災区域又は火災区画での作業に伴い，火災防護対象機器近傍に作業

上必要な可燃物を持込む際には作業員の近くに置くとともに，休憩時

や作業終了時には火災防護対象機器近傍から移動する。 

・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域又

は火災区画は，可燃物の仮置きを禁止する。 

 

なお，原子炉建屋通路部において定期検査中の放射線管理資機材等の設置，

工事用仮設分電盤設置，工事用ケーブル・ホース類架設等の可燃性の資機材

を設置する場合には，防火監視の強化，可燃性の資機材から 6m（火災防護審

査基準 2.3.1 項(2)b で示される水平距離を参考に設定）以内での火気作業禁

止といった措置を行い，火災の発生防止・延焼防止に努めることを持込み可

燃物の運用管理手順に定める。 
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（６）まとめ 

原子炉建屋通路部には補足 41-4 で示すように異なる 2 種類の感知器を設

置するとともに，主な可燃物に対して局所放出の固定式消火設備を設置する

ことによって，火災発生時に速やかに火災を感知し消火を行う設計とする。 

これ以外の可燃物に対しては，煙の発生を抑えるため消火活動が困難とな

らない。 

加えて，さらに消火活動に万全を期すため，火災によって原子炉建屋通路

部に煙が充満する場合でも排煙が可能となるよう，排煙設備を設置する。排

煙設備の概要については参考資料 1 に示す。 
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原子炉建屋通路部において消火活動が困難とならない機器について 

 

○7 号炉原子炉建屋 B3FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，地震観測装置，ケーブル分岐箱，光ジャン

クションボックス，補助増幅器，計器，原子炉系多重伝送現場盤等である。これ

らは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器

及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止

する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震観測装置 ケーブル分岐箱 光ジャンクションボックス 

補助増幅器 計器 原子炉系多重伝送現場盤 

別紙１（１／３８） 
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○7 号炉原子炉建屋 B3FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，照明用変圧器，中継盤，端子箱等である。

これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該

機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを

防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明用変圧器 中継盤 端子箱 

別紙１（２／３８） 
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○7 号炉原子炉建屋 B3FL 東側通路 

当該エリアに設置している油内包機器以外の機器は，空気作動弁，サンプポン

プ，分電盤，CRD 駆動用加熱器盤，原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは

筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及び

ケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する

設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１（３／３８） 

サンプポンプ 分電盤 
空気作動弁 

原子炉系多重伝送現場盤 

CRD駆動水加熱器盤 
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○7 号炉原子炉建屋 B3FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，端子箱，計装ラック，サンプシンク，収納

箱，地震観測装置等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納して

いること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の

機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子箱 計装ラック 

地震観測装置 

サンプシンク 

収納箱 

別紙１（４／３８） 
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○7 号炉原子炉建屋 B2FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，電磁弁ラック，収納箱，スクラムソレノイ

ドヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納している

こと等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器

で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁弁ラック スクラムソレノイドヒューズ盤 収納箱 

別紙１（５／３８） 



- 41-5-157 - 

 

 

○7 号炉原子炉建屋 B2FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，端子箱，スクラムソレノイド

ヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納しているこ

と等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で

火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック スクラムソレノイドヒューズ盤 端子箱 

別紙１（６／３８） 



- 41-5-158 - 

 

 

○7 号炉原子炉建屋 B2FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，クレーン，作業用電源箱，計器，照明用変

圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等に

より，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が

発生することを防止する設計としていること，また，クレーンや作業用電源箱に

ついては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使

用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であ

ることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーン 照明用変圧器 作業用電源箱 計器 

別紙１（７／３８） 



- 41-5-159 - 

 

 

○7 号炉原子炉建屋 B1FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，作業用電源箱，機器収容架，分電盤，窒素

ガス加温器盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納している

こと等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても他の機器で

火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱につい

ては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の

際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であるこ

とから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１（８／３８） 

窒素ガス加温器盤 作業用電源箱 機器収容架 分電盤 



- 41-5-160 - 

 

 

○7 号炉原子炉建屋 B1FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，空気作動弁，収納箱，機器収容架，分電盤

等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等によ

り，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発

生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気作動弁 収納箱 機器収容架 分電盤 

別紙１（９／３８） 



- 41-5-161 - 

 

 

○7 号炉原子炉建屋 B1FL 東側通路 

当該エリアに設置している機器は電動弁，計器，機器収容架，電気ペネトレー

ション，原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電

線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発

生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉系多重伝送現場盤 電気ペネトレーション 

電動弁 計器 機器収容架 

別紙１（１０／３８） 



- 41-5-162 - 

 

 

○7 号炉原子炉建屋 B1FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，手動弁，サンプリングトラン

スミッタ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納しているこ

と等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で

火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプリングトランスミッタ盤 計装ラック 手動弁 

別紙１（１１／３８） 



- 41-5-163 - 

 

 

○7 号炉原子炉建屋 1FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，クレーン，補助増幅器，エリアモニタ，端

子盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等に

より，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が

発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通

電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に

作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火

災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーン 補助増幅器 エリアモニタ 端子盤 

別紙１（１２／３８） 



- 41-5-164 - 

 

 

○7 号炉原子炉建屋 1FL 東側通路 

当該エリアに設置している機器は，クレーン，流量変換器，補助増幅器等であ

る。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一

当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生するこ

とを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通電されてお

らず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がい

るため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生す

るおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーン 流量計変換器 補助増幅器 

別紙１（１３／３８） 



- 41-5-165 - 

 

 

○7 号炉原子炉建屋 1FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，事故後サンプル移送ラック，分電盤等であ

る。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一

当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生するこ

とを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故後サンプル移送ラック 分電盤 

別紙１（１４／３８） 



- 41-5-166 - 

 

 

◯7 号炉原子炉建屋 2FL 北側通路 

当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，MSIV 漏洩

試験計装ラック，作業用電源箱，SRNM 前置増幅器盤等である。これらは筐体・

金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブ

ルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計と

していること，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がな

いこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災

が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがな

い。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSIV 漏洩試験計装ラック SRNM 前置増幅器盤 作業用電源箱 

別紙１（１５／３８） 



- 41-5-167 - 

 

 

◯7 号炉原子炉建屋 2FL 南側通路 

当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，空調機，

計器，分電盤，SRNM 前置増幅器盤，原子炉系多重伝送現場盤等である。これら

は筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及

びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止す

る設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空調機 計器 分電盤 

SRNM 前置増幅器盤 原子炉系多重伝送現場盤 

別紙１（１６／３８） 



- 41-5-168 - 

 

 

◯7 号炉原子炉建屋 3FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，計器，端子箱，光ジャンクションボックス

等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等によ

り，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発

生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計器 光ジャンクションボックス 端子箱 

別紙１（１７／３８） 



- 41-5-169 - 

 

 

◯7 号炉原子炉建屋 3FL 南側通路 

当該エリアに設置している油内包機器，電源盤（常用系の MCC）等以外の機器

は，ケーブル分岐箱，分電盤，排風機，タンク，サンプリングラック等である。

これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該

機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを

防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーブル分岐箱，分電盤 排風機 タンク サンプリングラック 

別紙１（１８／３８） 



- 41-5-170 - 

 

◯7 号炉原子炉建屋 4FL オペレーティングフロア 

当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，計器，クレーン，操作箱，

制御盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等

により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災

が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンや操作箱につい

ては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の

際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であるこ

とから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリアモニタ 計器 クレーン 操作箱 制御盤 

別紙１（１９／３８） 



- 41-5-171 - 

 

◯6 号炉原子炉建屋 B3FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，地震観測装置，計装ラック，空気作動弁，

原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収

納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生して

も，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震観測装置 原子炉系多重伝送現場盤 計装ラック 空気作動弁 

別紙１（２０／３８） 



- 41-5-172 - 

 

◯6 号炉原子炉建屋 B3FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，機器収容架等である。これら

は筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及

びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止す

る設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック 機器収容架 

別紙１（２１／３８） 



- 41-5-173 - 

 

◯6 号炉原子炉建屋 B3FL 東側通路 

当該エリアに設置している油内包機器以外の機器は，サンプポンプ，エリアモ

ニタ，計装ラック，CRD 加熱器盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電

線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発

生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプポンプ エリアモニタ 計装ラック CRD 加熱器盤 

別紙１（２２／３８） 



- 41-5-174 - 

 

 

◯6 号炉原子炉建屋 B3FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，計装ラック，補助増幅器等

である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，

万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生す

ることを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリアモニタ 計装ラック 補助増幅器 

別紙１（２３／３８） 

 



- 41-5-175 - 

 

 

◯6 号炉原子炉建屋 B2FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，接続箱，作業用電源箱，補助増幅器，スク

ラムソレノイドヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に

収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生して

も，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業

用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を

投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消

火可能であることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続箱，作業用電源箱 補助増幅器 スクラムソレノイドヒューズ盤 

別紙１（２４／３８） 

 



- 41-5-176 - 

 

 

 

◯6 号炉原子炉建屋 B2FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，電動弁，サンプシンク，計器等である。こ

れらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機

器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防

止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁 計器 サンプシンク 

別紙１（２５／３８） 

 



- 41-5-177 - 

 

 

 

◯6 号炉原子炉建屋 B2FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，クレーン，作業用電源箱，サ

ンプシンク等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納しているこ

と等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で

火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンや作業用電

源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入

し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可

能であることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック クレーン 作業用電源箱 サンプシンク 

別紙１（２６／３８） 

 



- 41-5-178 - 

 

 

 

◯6 号炉原子炉建屋 B1FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，作業用電源箱，計器，照明用変圧器等であ

る。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一

当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生するこ

とを防止する設計としていること，また，作業用電源箱については通常通電され

ておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員

がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発

生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

設置されている機器 

 

  

 

 

 

 

 

  

作業用電源箱 計器 照明用変圧器 

別紙１（２７／３８） 
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◯6 号炉原子炉建屋 B1FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，補助増幅器，エリアモニタ，接続箱等であ

る。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一

当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生するこ

とを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助増幅器 エリアモニタ 接続箱 

別紙１（２８／３８） 
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◯6 号炉原子炉建屋 B1FL 東側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，電動弁，エリアモニタ，電気

ペネトレーション，ヒータ用変圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう

電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が

発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック 電気ペネトレーション 電動弁 

エリアモニタ 

ヒータ用変圧器 

別紙１（２９／３８） 

 



- 41-5-181 - 

 

 

 

◯6 号炉原子炉建屋 B1FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，エリアモニタ，機器収容架，

電磁弁盤，サンプリングトランスミッタ盤等である。これらは筐体・金属被覆の

可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける

火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック エリアモニタ 機器収容架 電磁弁盤 

サンプリングトランスミッタ盤 

別紙１（３０／３８） 
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◯6 号炉原子炉建屋 1FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，電動弁，作業用電源箱，ヒ

ューズパネル等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納している

こと等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器

で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱につ

いては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用

の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能である

ことから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

  

 

 

 

 

 

 

エリアモニタ 電動弁 作業用電源箱 ヒューズパネル 

別紙１（３１／３８） 

 



- 41-5-183 - 

 

 

 

◯6 号炉原子炉建屋 1FL 東側通路 

当該エリアに設置している機器は，機器収容架，RIP 取扱装置現場伝送盤，ク

レーン等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等

により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災

が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常

通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍

に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，

火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーン RIP 取扱装置現場伝送盤 機器収容架 

別紙１（３２／３８） 
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◯6 号炉原子炉建屋 1FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，事故後サンプル移送ラック，分電盤，原子

炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納し

ていること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他

の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

  

事故後サンプル移送ラック 分電盤 原子炉系多重伝送現場盤 

別紙１（３３／３８） 
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◯6 号炉原子炉建屋 2FL 北側通路 

当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，記録計

盤，計装ラック，エリアモニタ等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線

管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生

しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低くことから，煙の充満により消火活動が

困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録計盤 計装ラック エリアモニタ 

別紙１（３４／３８） 
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◯6 号炉原子炉建屋 2FL 南側通路 

当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，端子箱，

通信設備用分岐箱，作業用電源箱，空調機等である。これらは筐体・金属被覆の

可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける

火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としているこ

と，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使

用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生して

もすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

  端子箱 通信設備用分岐箱 作業用電源箱 空調機 

別紙１（３５／３８） 
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◯6 号炉原子炉建屋 3FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，分電盤，クレーン，エリアモニタ，空調機

等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等によ

り，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発

生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通電

されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作

業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災

が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置されている機器 

 

 

 

 

 

分電盤 クレーン エリアモニタ  空調機 

別紙１（３６／３８） 
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◯6 号炉原子炉建屋 3FL 南側通路 

当該エリアに設置している油内包機器，電源盤（常用系の MCC）等機器は，電

動弁，機器収容架，作業用電源箱，タンク等である。これらは筐体・金属被覆の

可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける

火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としているこ

と，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使

用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生して

もすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁 機器収容架 作業用電源箱 タンク 

別紙１（３７／３８） 
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◯6 号炉原子炉建屋 4FL オペレーティングフロア 

当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，制御盤，補助増幅器，クレ

ーン，分電盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納している

こと等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器

で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについて

は通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際

は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であること

から，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 
エリアモニタ 補助増幅器 クレーン 

分電盤 

制御盤 

別紙１（３８／３８） 
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添付資料 13 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について 
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添付資料 13 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について 

 

 

1．目的 

 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は，基本的には，火災

発生時の煙の充満により消火活動が困難となるものとして選定するが，屋外の

火災区域又は火災区画並びに可燃物が少ない火災区域又は火災区画は，火災発

生時，煙の充満により消火活動が困難とならないことから，消火器による消火

が可能である。 

 したがって，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の現場の

状況を確認し，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区

域又は火災区画を選定する。 

 

2. 火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区

画の可燃物状況について 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の

煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の現場の状況

を以下に示す。なお，これらの火災区域又は火災区画は，発火源となる高温の

熱源がないこと，火災源となる可燃物がほとんどないことに加え，持込み可燃

物管理により火災荷重を低く抑える。持込み可燃物の管理について，具体的に

は危険物の仮置き禁止，火災区域又は火災区画に仮置きされる可燃物の種類，

量の確認と火災荷重の評価を行う。火災区域又は火災区画内の仮置きについて

も，重大事故等対処施設の近傍には仮置きしないよう管理する。以上の持込み

可燃物管理に係わる要領については，火災防護計画に定める。 
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〇6 号炉 

(1) 炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅰ）室 

    炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅰ）室に設置してい

る機器は，計装ラック及び地震観測装置等である。これらは不燃性材料，

難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線

管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 地震観測装置及び可とう電線管 
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(2) 炉心流量（DIV-Ⅳ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅳ）室 

    炉心流量（DIV-Ⅳ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅳ）室に設置してい

る機器は，計装ラック及び地震観測装置等である。これらは不燃性材料，

難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線

管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 
地震観測装置及び可とう電線管 
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(3) SPCU ポンプ，CUW 系非再生熱交換器漏洩試験用ラック室 

    SPCU ポンプ，CUW 系非再生熱交換器漏洩試験用ラック室に設置している

機器は，計装ラック及びポンプ等である。これらは不燃性材料，難燃性材

料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油を使用している。軸受

は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはな

い。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可

とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック ポンプ及び可とう電線管 
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(4) 炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅱ）室 

炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅱ）室に設置してい

る機器は，計装ラック及び地震観測装置等である。これらは不燃性材料，

難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線

管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 

地震観測装置及び可とう電線管 
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(5) CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室 

CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室に設置している機器は，空気作動弁及びポ

ンプ等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物

としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である

金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物

は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設し

ている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUW 逆洗水移送ポンプ 空気作動弁及び可とう電線管 
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(6) CUW 逆洗水移送ポンプ室上部配管室 

CUW 逆洗水移送ポンプ室上部配管室に設置している機器は，空気作動弁

等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管 空気作動弁及び可とう電線管 
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(7) 炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅲ）室，CRD マスターコ

ントロール室 

炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅲ）室，CRD マスター

コントロール室に設置している機器は，計装ラック，空気作動弁及び計器

等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は

設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設して

いる。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 
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計装ラック 空気作動弁 計器（流量計） 
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(8) 南西階段室 

南西階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金属製

の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

  

電線管 
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(9) RHR(A)弁室 

RHR(A)弁室に設置している機器は，電動弁及び電磁弁等である。これら

は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 
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電動弁 

※当該エリアは点検養生中のため，設備全体

を掲示できず。 
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(10) RHR(C)弁室 

RHR(C)弁室に設置している機器は，電動弁及び電磁弁等である。これら

は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 電磁弁及び可とう電線管 
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(11) 所員用エアロック室/TIP バルブアッセンブリ室 

所員用エアロック室/TIP バルブアッセンブリ室に設置している機器は，

ボックス，TIP 駆動装置及びバルブアッセンブリ（ボール弁）等である。こ

れらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部

に潤滑油グリスを使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆わ

れており，設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置し

ておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 
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TIP 駆動装置 
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(12) RHR(B)弁室 

RHR(B)弁室に設置している機器は，電動弁及び電磁弁等である。これら

は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
電動弁及び可とう電線管 電磁弁及び可とう電線管 
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(13) RHR(C)配管室 

RHR(C)配管室に設置している機器は，電動弁及び電磁弁等である。これ

らは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
電動弁及び可とう電線管 電磁弁及び可とう電線管 



- 41-5-205 - 

 

(14) 原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 
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計装ラック 
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(15) 原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計装ラック 
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(16) サプレッションチェンバ室 

サプレッションチェンバ室に設置している機器は，ボックス，手動弁等

である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボックス 手動弁 
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(17) 原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
計装ラック 
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(18) 原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 
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(19) AC ペネ，RHR 配管・弁室 

AC ペネ，RHR 配管・弁室に設置している機器は，電動弁，電磁弁及び空

気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，

可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で

敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
空気作動弁及び可とう電線管 電動弁及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 
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電動弁，電磁弁及び可とう電線管 配管 
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(20) 北西階段室 

北西階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金属製

の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 
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密閉型ダクト 電線管 
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(21) 南東階段室 

南東階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管及び金属

製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 
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電線管 
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(22) 階段室（R/B 北） 

階段室（R/B 北）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金

属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

  

密閉型ダクト及び電線管 
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(23) 階段室（R/B 南） 

階段室（R/B 南）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金

属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

  

密閉型ダクト及び電線管 
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(24) RHR(A)弁室 

RHR(A)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材

料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは

電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
電動弁及び可とう電線管 
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(25) RHR(C)弁室 

RHR(C)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材

料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは

電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 
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  電動弁及び可とう電線管 
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(26) 除染パン室 

除染パン室に設置している機器は，除染シンク等である。これらは不燃

性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては除染シンクに一部

ゴムが使用されているが，不燃性材料である金属等に覆われているため設

備外部に燃え広がることはない。その他には可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 
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除染シンク及び可とう電線管 
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(27) RHR(B)弁室 

RHR(B)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材

料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは

電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 
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(28) CUW プリコートタンク室 

CUW プリコートタンク室に設置している機器は，ポンプ，タンク，電動弁

等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物と

しては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金

属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 ポンプ タンク 
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(29) MS トンネル室 

MS トンネル室に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），

電動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可

燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は，不燃性材料であ

る金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物

は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設し

ている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 
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主蒸気隔離弁 電動弁及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 
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(30) DG(A)非常用送風機室 

DG(A)非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
送風機及び可とう電線管 

送風機及び可とう電線管 
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(31) DG(C)非常用送風機室 

DG(C)非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他には可燃物は設置して

おらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 送風機及び可とう電線管 
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(32) FPC 熱交換器室/FPC 弁室/FPC 保持ポンプ室 

FPC 熱交換器室/FPC 弁室/FPC 保持ポンプ室に設置している機器は，熱交

換器，ポンプ，電動弁及び計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材

料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金

属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

  

熱交換器 電動弁及び可とう電線管 計器（流量計） 

ポンプ 
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(33) FPC ポンプ室 

FPC ポンプ室に設置している機器は，ポンプ等である。これらは不燃性材

料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油を使用し

ている。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え

広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管

及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ポンプ及び可とう電線管 
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(34) 格納容器所員用エアロック室 

格納容器所員用エアロック室に設置している機器は，エアロック，電動

及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されて

おり，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電

線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

エアロック 電動弁及び可とう電線管 空気作動弁及び可とう電線管 



- 41-5-228 - 

 

(35) DG(B)非常用送風機室 

DG(B)非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
送風機及び可とう電線管 
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(36) MSIV・SRV ラッピング室 

MSIV・SRV ラッピング室に設置している機器は，空気作動弁及び SRV（予

備品）等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可

燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷

設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SRV（予備品） 
※停止中のため全数取外し仮置き中 

空気作動弁及び可とう電線管 
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(37) ダストモニタ(B)室 

ダストモニタ(B)室に設置している機器は，ダスト放射線モニタ，ダスト

サンプラ，電磁弁及び計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で

構成されており，可燃物としてはダストサンプラ軸受に潤滑油グリスを使

用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には

燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電

線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ダストサンプラ 
及び可とう電線管 電磁弁 計器（圧力検出器） 
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(38) CAMS(B)室 

CAMS(B)室に設置している機器は，空調機，サンプリングラック等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMS(B)空調機 サンプリングラック 
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(39) DG(A)/Z 送風機室 

DG(A)/Z 送風機室に設置している機器は，送風機，電動機及び空気作動弁

等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物と

しては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金

属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は

設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設して

いる。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動機及び可とう電線管 空気作動弁 
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(40) ダストモニタ(A)室 

   ダストモニタ（A）室に設置している機器は，ダスト放射線モニタ，ダス

トサンプラ，電磁弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成さ

れており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，

不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。

その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう

電線管で敷設している。 

   また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

  

電磁弁 ダストサンプラ及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 
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(41) DG(C)/Z 送風機室 

DG(C)/Z 送風機室に設置している機器は，送風機，電動機及び空気作動弁

等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物と

しては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金

属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は

設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設して

いる。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
電動機及び可とう電線管 空気作動弁 
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(42) CAMS(A)室 

CAMS(A)室に設置している機器は，空調機，サンプリングラック等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空調機 サンプリングラック 
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(43) LDS モニタ室 

LDS モニタ室に設置している機器は，ダストサンプラ，サンプリングラッ

ク等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物と

しては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金

属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は

設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設して

いる。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ダストサンプラ サンプリングラック 
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(44) 燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチ 

燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチに設置している機器は，配管等であ

る。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置して

おらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管及び電線管 
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(45) 燃料移送ポンプ(B)地下トレンチ 

燃料移送ポンプ(B)地下トレンチに設置している機器は，配管等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

 配管及び電線管 
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(46) Hx/A 北側配管室 

Hx/A 北側配管室に設置している機器は，配管及び流量計等である。これ

らは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管 流量計 
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(47) Ａ系非常用送風機室 

Ａ系非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

送風機及び電動機 
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(48) 配管室 

配管室に設置している機器は，配管及び電動弁等である。これらは不燃

性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブ

ルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管 電動弁及び可とう電線管 
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〇7 号炉 

(1) 炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，感震器(C)室，CRD マスターコントロール

室 

    炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，感震器(C)室，CRD マスターコントロー

ル室に設置している機器は，計装ラック，地震観測装置，計器及び空気作

動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃

物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設

している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計器（流量計） 計装ラック 空気作動弁 
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(2) 炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，感震器(B)室 

炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，感震器(B)室に設置している機器は，計

装ラック，地震観測装置等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構

成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の

可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
計装ラック 
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(3) SPCU ポンプ室 

SPCU ポンプ室に設置している機器は，計器及びシンク，ポンプ，電動機

等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物と

しては，軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である

金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他の可燃物は

設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設して

いる。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動機及び可とう電線管 計器及びシンク 
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(4) 炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，感震器(A)室 

炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，感震器(A)室に設置している機器は，計

装ラック，地震観測装置等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構

成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の

可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

計装ラック及び地震観測装置 
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(5) RHR(C)弁室 

RHR(C)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材

料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは

電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁及び可とう電線管 
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(6) RHR(B)弁室 

RHR(B)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材

料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは

電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁及び可とう電線管 
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(7) SPCU ペネ室 

SPCU ペネ室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材

料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは

電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

電動弁及び可とう電線管 
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(8) TIP 駆動制御装置室 

TIP 駆動制御装置室に設置している機器は，TIP 駆動装置等である。これ

らは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に

潤滑油グリスを使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

TIP 駆動装置 
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(9) TIP 遮へい容器・バルブアッセンブリ室 

TIP 遮へい容器・バルブアッセンブリ室に設置している機器は，エリアモ

ニタ，TIP 駆動装置，遮蔽容器，バルブアッセンブリ（ボール弁）等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動

部に潤滑油グリスを使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆

われており，設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置

しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIP 駆動装置及び可とう電線管 エリアモニタ 

TIP 遮蔽容器及び可とう電線管 
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(10) サプレッションチェンバ室 

サプレッションチェンバ室に設置している機器は，エリアモニタ等であ

る。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置し

ておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

エリアモニタ及び可とう電線管 



- 41-5-253 - 

 

 

(11) 原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック及

び計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可

燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷

設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 計器（圧力計） 



- 41-5-254 - 

 

 

(12) 原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック及

び計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可

燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷

設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 計器（圧力計） 
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(13) 原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  計装ラック 
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(14) 原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック及

びエリアモニタ等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されて

おり，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電

線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
計装ラック エリアモニタ 
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(15) 弁・配管室 

弁・配管室に設置している機器は，電動弁及び空気作動弁等である。こ

れらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁，空気作動弁及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 配管及び電線管 
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(16) 弁室 

弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材料，難

燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管

及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 
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(17) 階段室（R/B 北） 

階段室（R/B 北）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管及び

金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

  

電線管 
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(18) 階段室（R/B 南） 

階段室（R/B 南）に設置している機器は，ボンベ及びボックス等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

  

ボンベ ボックス

ｒ  
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(19) 階段室（R/B 南東） 

階段室（R/B 南東）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，

金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

  

電線管 
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(20) 階段室（R/B 北西） 

階段室（R/B 北西）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，

金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

  

電線管 
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(21) RHR(A)弁室 

RHR(A)弁室に設置している機器は，電動弁及び空気作動弁等である。こ

れらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 
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(22) RHR(C)弁室 

RHR(C)弁室に設置している機器は，電動弁及び空気作動弁等である。こ

れらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 
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(23) RHR(B)弁室 

RHR(B)弁室に設置している機器は，電動弁及び空気作動弁等である。こ

れらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 
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(24) CUW/FPC ろ過脱塩器ハッチ室 

CUW/FPC ろ過脱塩器ハッチ室に設置している機器は，クレーン，ボックス

等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は

設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設して

いる。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

ボックス及び可とう電線管 クレーン 
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(25) 管理区域連絡通路 

管理区域連絡通路に設置している機器は，空調ダクト，操作盤等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては操作

盤があるが少量かつ近傍に可燃物が無いため，燃え広がることはない。そ

の他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電

線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作盤 空調ダクト及び可とう電線管 
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(26) SGTS モニタ室（6 号炉も同様） 

SGTS モニタ室に設置している機器は，計装ラック，放射線モニタ及びサ

ンプルポンプ等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されてお

り，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性

材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その

他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線

管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック及びサンプルポンプ 放射線モニタ及び可とう電線管 
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(27) MS トンネル室 

MS トンネル室に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），

電動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可

燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は，不燃性材料であ

る金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物

は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設し

ている。また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充

満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が

可能である。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

設置されている機器 

 

   

 

  

主蒸気隔離弁 電動弁及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 41-5-272 - 

 

(28) DG(A)非常用送風機室 

DG(A)非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

非常用送風機 
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(29) IA・HPIN ペネ室 

IA・HPIN ペネ室に設置している機器は，配管及び空気作動弁等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

空気作動弁及び可とう電線管 配管 
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(30) DG(C)非常用送風機室 

DG(C)非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
非常用送風機 
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(31) DG(B)非常用送風機室 

DG(B)非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
非常用送風機 

原子炉建屋 2 階 
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(32) FPC ポンプ室 

FPC ポンプ室に設置している機器は，ポンプ等である。これらは不燃性材

料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油を使用し

ている。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え

広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管

及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

ポンプ及び可とう電線管 
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(33) FPC 熱交換器室 

 FPC 熱交換器室に設置している機器は，熱交換器，計器等である。これら

は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

 また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
熱交換器 計器及び可とう電線管 
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(34) FPC 弁室 

 FPC 弁室に設置している機器は，手動弁，電動弁等である。これらは不燃

性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブル

は電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

 また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
電動弁及び可とう電線管 手動弁 
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(35) DG(A)/Z 送風機室 

DG(A)/Z 送風機室に設置している機器は，送風機，電動機及び空気作動弁

等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物と

しては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金

属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は

設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設して

いる。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

  
送風機，電動機及び可とう電線管 空気作動弁 
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(36) CAMS(A)室 

CAMS(A)室に設置している機器は，計装ラック及び計器等である。これら

は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 計器 
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(37) 南北連絡通路 

南北連絡通路に設置している機器は，ボックス等である。これらは不燃

性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及

び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボックス 電線管 
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(38) CAMS(B)室 

CAMS(B)室に設置している機器は，計装ラック及び計器等である。これら

は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック 計器 
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エリアレイアウト 
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(39) SGTS 配管室 

SGTS 配管室に設置している機器は，電動弁，空気作動弁及び計器等であ

る。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置し

ておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁及び可とう電線管 空気作動弁及び可とう電線管 
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(40) R4F クリーン通路 

R4F クリーン通路に設置している機器は，ボンベ及び配管等である。これ

らは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボンベ及び配管 



- 41-5-286 - 

 

 

(41) Hx(A)/Z 非常用送風機室 

Hx(A)/Z 非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等で

ある。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物として

は軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で

覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置

しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
送風機，電動機及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 
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(42) 階段室 

階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管及び金属製の

可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

  

電線管 
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(43) C/B 計測制御電源盤区域(A)送風機室 

C/B 計測制御電源盤区域(A)送風機室に設置している機器は，送風機，電

動機及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成さ

れており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，

不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。

その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう

電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 送風機，電動機及び可とう電線管 空気作動弁 
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(44) 階段室 

階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管及び金属製の

可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 
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電線管 
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(45) 燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチ 

燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチに設置している機器は，配管等であ

る。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置し

ておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

配管及び電線管 
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(46) 燃料移送ポンプ(B)地下トレンチ 

燃料移送ポンプ(B)地下トレンチに設置している機器は，配管等である。

これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

配管及び電線管 
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参考資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

原子炉建屋排煙設備の概要について 



 

- 41-5-294 - 

参考資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における 

原子炉建屋排煙設備の概要について 

 

1．設備の概要 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路部の火災に対して

は，主要な可燃物に局所固定式消火設備を設置し早期に火災を感知，消火す

ることで火災の進展，煙の発生を抑える設計としており，その他の極少量の

可燃物については消火器による手動消火を行う設計としている。しかしなが

ら，万一，予期せぬ大規模な火災や煙の発生へと進展した場合であっても煙

により消火活動が阻害されることのないよう，更なる自主的な安全対策とし

て原子炉建屋排煙設備を設置する。原子炉建屋排煙設備は，原子炉建屋附属

棟（非管理区域）に設置する排煙送風機により原子炉建屋内の階段室を介し

て火災エリアに給気し，非常用ガス処理系排風機により主排気筒に排気する

ことで，消火隊のアクセスルートとなる階段室から火災源までのルートを確

保し消火活動が困難とならないように煙を制御可能な設計とする。本設備の

系統概要図を第 1 図に示す。 

 

 

第 1 図 原子炉建屋排煙設備の系統概要図 

（原子炉建屋 B1FL 発災時のイメージ） 



 

- 41-5-295 - 

2．排煙設備使用時の影響について 

   原子炉建屋排煙設備は，滞留した煙を既設の機器ハッチを通して原子炉建

屋最上階のオペレーティングフロアにある非常用ガス処理系の吸込み口まで

輸送する。輸送された煙は非常用ガス処理系により主排気筒へと排気され

る。 

    

   煤煙を輸送する過程で，煙が滞留するオペレーティングフロアに設置され

る安全機能を有する設備や重大事故等対処設備，また非常用ガス処理系の機

器が煤煙による影響を受ける可能性が考えられることから，実証試験により

性能確認を実施する。 

   

   原子炉建屋オペレーティングフロアにある重要設備として静的触媒式水素

再結合器（以下「PAR」という。），原子炉建屋水素濃度等があり，また非常用

ガス処理系のうち煤煙の影響が想定される機器として活性炭フィルタがある。

これらのうち，活性炭フィルタ並びに PAR の試験概要と結果を以下に示す。

その他の設備についても継続的に煤煙の影響評価を実施した上で，排煙設備

の設置・運用を行う。 

 

 

2.1．試験方法 

   煤煙に対する活性炭フィルタ並びに PAR の影響評価に当たっては以下のス

テップにて実施する。 

 

2.1.1．煤煙の通気 

コーンカロリーメータ試験装置のフランジ部に活性炭フィルタ粒子，及

び，PAR 触媒粒子を封入可能な試験カートリッジを取付け，各粒子に排風

機により強制的に煤煙を通気させる。装置の概要を第 2 図に示す。 

また試験カートリッジは第 3 図に示す円筒（寸法：100 ㎜φ×75 ㎜）で

あり通気面はメッシュ形状となっており，上記試験装置のダクトに直接取

付けることで，煤煙の全量を通気させることが可能である。 

煤煙については，原子炉建屋内の主要な可燃物であるケーブルを用いて

ISO5560-1 の燃焼試験規格に準拠し，1 時間の燃焼，通気を実施した。 
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第 2 図 煤煙通気試験装置 概要図 

 

 

 

 

第 3 図 試験カートリッジ外形図 
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2.1.2．性能試験並びに試験結果 

    煤煙通気後のカートリッジ内の試験体を用いて，それぞれに対して性能

試験を実施した。性能試験の概要と判定基準，試験結果を以下に示す。 

 

（１）活性炭フィルタ性能試験 

    ①試験方法 

      活性炭フィルタ性能試験については煤煙通気後の活性炭フィルタに

対して，放射性よう化メチルを 1 時間通気し，通気後の試験体の放射

能を測定することで，よう素除去効率を測定する。なお，試験方法・

条件についてはプラントの定期検査にて行われる性能検査と同様であ

る。 

 

  ②判定基準 

      下記の設計除去効率を有する活性炭フィルタが煤煙通気後も所定の

性能を有すること。 

・活性炭フィルタ単体の設計除去効率：99.999％以上 

      

③試験結果 

  試験の結果，通気後も 99.999%以上の除去効率となり，活性炭フィ

ルタに対しては煤煙による機能喪失は見られなかった。 

 

（２）PAR 

    ①試験方法 

PAR 触媒については，水素の再結合が進むと反応熱により触媒温度

が上昇することから，触媒カートリッジを専用装置に入れ，3vol%の

混合水素ガスを流して再結合反応させ，温度上昇率を計測することで

所定の性能を有することを煤煙通気前後で確認する。 

 

  ②判定基準 

触媒の初期温度からの温度上昇率が以下のいずれかを満足すること。   

・温度が 20 分で 10℃以上上昇すること 

      ・温度が 30 分で 20℃以上上昇すること 
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③試験結果 

  試験結果は第 1 表に示す通りであり，煤煙通気前と比較し多少の温

度上昇の遅れはあるものの判定基準である「温度が 20 分で 10℃以上

上昇すること」を満足することが確認できており，煤煙により PAR の

機能を喪失させるような大きな影響はないことを確認した。 

 

第 1 表 煤煙通気前後の PAR 試験結果 

試験体 No 煤煙通気前 煤煙通気後 判定基準 結果 

試験体 1  

 

温度が 20 分で 10℃以上

上昇すること 

合格 

試験体 2 合格 

※表中の時間は，触媒カートリッジの温度が初期値に対し 10℃上昇したときの到達時間を示す。 

 

    以上により，仮に原子炉建屋通路部において大規模な火災の発生と，

PAR 若しくは非常用ガス処理系の機能を期待するような事象が重畳した場

合であっても排煙を行うことによって両者が機能喪失に至るおそれはない

と判断する。 
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重大事故等対処施設が設置される火災区域又は 

火災区画の火災防護対策について 

 

1．概要 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対処施設を設置

する火災区域の火災防護対策のうち，「火災区域又は火災区画の設定」「火災感

知設備」「消火設備」について以下のとおり整理を行った。 

 

  

2．火災区域又は火災区画の設定について 

 重大事故等対処施設の火災防護対策を講じるために，原子炉建屋，コントロ

ール建屋，廃棄物処理建屋及び 5 号炉原子炉建屋と，屋外の重大事故等対処

施設を設置するエリアについて，火災区域又は火災区画を設定した。（補足説

明資料 41-3） 

 

 

3．火災感知設備について 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

火災の影響を限定するように，火災を早期に感知するために設置する設計と

する。（補足説明資料 41-4） 

 

 

4．消火設備について 

消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災

を早期に消火するため，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」

に基づき「消火設備」を設置する設計とする。（補足説明資料 41-5） 

41-6 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設が設置される 

火災区域又は火災区画及び火災防護対策一覧 

 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉 重大事故等対処設備が設置される 

火災区域又は火災区画及び火災防護対策一覧表 

 

6号炉 常設重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【代替制御棒挿入機能による制御棒

緊急挿入】 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構（水圧駆動） 

制御棒駆動系水圧制御ユニット 

制御棒駆動系 配管［流路］ 

44 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

【原子炉冷却材再循環ポンプ停止に

よる原子炉出力抑制】 

ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポ

ンプ・トリップ機能） 

44 
C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

【ほう酸水注入】 

ほう酸水注入系ポンプ 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 配管・弁，高圧炉

心注水系 配管・弁・スパージャ［流

路］ 

44 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-5-14 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-15 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-6-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-24 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-27 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【出力急上昇の防止】 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 
44, C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高圧代替注水系による原子炉の冷

却】 

高圧代替注水系ポンプ 

高圧代替注水系（蒸気系） 配管・

弁，主蒸気系 配管・弁，原子炉隔

離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

高圧代替注水系（注水系） 配管・

弁，復水補給水系 配管・弁，高圧

炉心注水系 配管・弁，給水系 配

管・弁・スパージャ［流路］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-6-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-13 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C–3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【原子炉隔離時冷却系による原子炉

の冷却】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配

管・弁，主蒸気系 配管・弁，原子

炉隔離時冷却系（注水系） 配管・

弁・ストレーナ，復水補給水系 配

管・弁，高圧炉心注水系 配管・弁，

給水系 配管・弁・スパージャ［流

路］ 

45 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-27 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-15 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-34 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-3-50 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-6 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【高圧炉心注水系による原子炉の冷

却】 

高圧炉心注水系ポンプ 

高圧炉心注水系 配管・弁・ストレ

ーナ・スパージャ，復水補給水系 配

管［流路］ 

45 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-34 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-7 - 

 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【逃がし安全弁】 

逃がし安全弁[操作対象弁] 

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

主蒸気系 配管・クエンチャ[流路] 

 

【原子炉減圧の自動化※自動減圧機

能付き逃がし安全弁のみ】 

代替自動減圧ロジック（代替自動減

圧機能） 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 

 

【可搬型直流電源設備による減圧】 

AM用切替装置 

 

【高圧窒素ガス供給系による作動窒

素ガス確保】 

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

高圧窒素ガス供給系 配管・弁［流

路］ 

 

【インターフェイスシステム LOCA

隔離弁】 

高圧炉心注水系注入隔離弁 

 

【ブローアウトパネル】 

原子炉建屋ブローアウトパネル 
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R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-1 
光電分離式煙感知器 

炎感知器 
消火器 

K6-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【低圧代替注水系（常設）（可搬型）

による原子炉の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱除

去系 配管・弁・スパージャ，給水

系 配管・弁・スパージャ，高圧炉

心注水系 配管・弁［流路］ 
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R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-28 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-29 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-8 - 

 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【低圧代替注水系（常設）（可搬型）

による原子炉の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱除

去系 配管・弁・スパージャ，給水

系 配管・弁・スパージャ，高圧炉

心注水系 配管・弁［流路］（前ペー

ジからの続き） 
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R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-34 
煙吸引感知器 

熱感知器 
消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-5-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-28 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-4-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-9 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【低圧代替注水系（常設）（可搬型）

による原子炉の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱除

去系 配管・弁・スパージャ，給水

系 配管・弁・スパージャ，高圧炉

心注水系 配管・弁［流路］（前ペー

ジからの続き） 
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R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

【低圧注水】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレー

ナ・スパージャ，給水系 配管・弁・

スパージャ［流路］ 
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C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-10 - 

 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【低圧注水】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレー

ナ・スパージャ，給水系 配管・弁・

スパージャ［流路］（前ページからの

続き） 
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R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【原子炉停止時冷却】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・スパージ

ャ，給水系 配管・弁・スパージャ

［流路］ 
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C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-27 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-15 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-11 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【代替原子炉補機冷却系による除熱

※水源は海を使用】 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サー

ジタンク，残留熱除去系 熱交換器

［流路］ 

48 

 

 

R-1-29 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-34 
煙吸引感知器・ 

熱感知器 
消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-6-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-4 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-4-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-12 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱，水素ガス

及び酸素ガスの排出（代替循環冷却

系使用時の格納容器内の可燃性ガス

の排出を含む）】 

遠隔手動弁操作設備 

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁，

耐圧強化ベント系（W/W，D/W) 配

管・弁，不活性ガス系 配管・弁，

非常用ガス処理系 配管・弁，主排

気筒（内筒）[流路] 

原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ，真空破壊弁を含む）[排出

元] 

48,50 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K6-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B1F-09 煙感知器・熱感知器 消火器 

【原子炉停止時冷却】 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード） 

48 常設重大事故防止設備（47条）に記載 

【格納容器スプレイ冷却】 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード） 

 

【サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却】 

残留熱除去系（サプレッション・チ

ェンバ・プール水冷却モード） 

48 常設重大事故防止設備（49条）に記載 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱，水

素ガス及び酸素ガスの排出（代替循

環冷却系使用時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む）】 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

ラプチャーディスク 

ドレン移送ポンプ 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁，

格納容器圧力逃がし装置 配管・弁，

不活性ガス系 配管・弁，耐圧強化

ベント系 配管・弁［流路］ 

原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ，真空破壊弁を含む）[排出

元] 

 

48,50,52 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-4-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【原子炉補機冷却系※水源は海を使

用】 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

原子炉補機冷却水系 熱交換器 

原子炉補機冷却系 配管・弁・海水

ストレーナ，原子炉補機冷却系 サ

ージタンク［流路］ 

47,48,49 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-28 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-29 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-7-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-1-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-1-50 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-1-51 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-1-61 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-1-65 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-2-16 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-2-50 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-2-51 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-2-62 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【原子炉補機冷却系※水源は海を使

用】 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

原子炉補機冷却水系 熱交換器 

原子炉補機冷却系 配管・弁・海水

ストレーナ，原子炉補機冷却系 サ

ージタンク［流路］（前ページからの

続き） 

47,48,49 

T-2-65 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-2-67 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-3-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-4-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱除

去系 配管・弁，高圧炉心注水系 配

管・弁，格納容器スプレイ・ヘッダ[流

路] 
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R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-16 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱除

去系 配管・弁，高圧炉心注水系 配

管・弁，格納容器スプレイ・ヘッダ

［流路］ （前ページからの続き） 
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C-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-4-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K6-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

【格納容器スプレイ冷却系による原

子炉格納容器内の冷却】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレー

ナ,格納容器スプレイヘッダ［流路］ 

49 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-21 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-27 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-31 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

4-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-17 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【格納容器スプレイ冷却系による原

子炉格納容器内の冷却】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレー

ナ,格納容器スプレイヘッダ［流路］

（前ページからの続き） 
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R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

K6-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【サプレッション・チェンバ・プー

ル水の冷却】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレー

ナ［流路] 

49 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-21 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-27 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-31 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-18 - 

 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【サプレッション・チェンバ・プー

ル水の冷却】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレー

ナ［流路]（前ページからの続き） 
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R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【燃料プール代替注水系（可搬型）

による常設，可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プール注水及

びスプレイ】 

常設スプレイヘッダ 

燃料プール代替注水系 配管・弁［流

路］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不燃材のため追加対策不要 

【重大事故等時における使用済燃料

プールの除熱】 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 

燃料プール冷却浄化系 熱交換器 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サー

ジタンク，燃料プール冷却浄化系 

配管・弁，燃料プール冷却浄化系 ス

キマサージタンク，燃料プール冷却

浄化系 ディフューザ［流路］ 

R-5-14 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

常設重大事故防止設備（48条）に記載 

【使用済燃料プールの監視】 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA

広域) 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

(SA) 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ） 

常設重大事故防止設備（58条）に記載 

【重大事故等収束のための水源※水

源としては海も使用可能】 

復水貯蔵槽 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

56 不燃材のため追加対策不要 

【水の供給】 

CSP外部補給 配管・弁[流路] 
56 不燃材のため追加対策不要 

 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-19 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【可搬型代替交流電源設備による給

電】 

軽油タンク 

軽油タンク出口ノズル・弁［燃料流

路］ 

緊急用電源切替箱接続装置～非常用

高圧母線 C系及び D系電路［電路］ 

動力変圧器 C系～非常用高圧母線 C

系及び D系電路［電路］ 

緊急用電源切替箱接続装置～AM用

MCC電路［電路］ 

AM用動力変圧器～AM用 MCC電路［電

路］ 

57 

DGFO-01 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-02 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-03 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

【号炉間電力融通ケーブルによる給

電】 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル～非常用高

圧母線 C系及び D系電路，緊急用電

源切替箱接続装置～非常用高圧母線

C系及び D系電路［電路］ 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-20 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【所内蓄電式直流電源設備による給

電】 

直流 125V蓄電池 A 

直流 125V蓄電池 A-2 

AM用直流 125V蓄電池 

直流 125V充電器 A 

直流 125V充電器 A-2 

AM用直流 125V充電器 

直流 125V蓄電池及び充電器 A～直流

母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 A-2～直

流母線電路[電路] 

AM用直流 125V蓄電池及び充電器～

直流母線電路[電路] 

 

【常設代替直流電源設備による給

電】 

AM用直流 125V蓄電池 

AM用直流 125V充電器 

AM用直流 125V蓄電池及び充電器～

直流母線電路[電路] 

 

 

【非常用直流電源設備】 

直流 125V蓄電池 A 

直流 125V蓄電池 A-2 

直流 125V蓄電池 B 

直流 125V蓄電池 C 

直流 125V蓄電池 D 

直流 125V充電器 A 

直流 125V充電器 A-2 

直流 125V充電器 B 

直流 125V充電器 C 

直流 125V充電器 D 

直流 125V蓄電池及び充電器 A～直流

母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 A-2～直

流母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 B～直流

母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 C～直流

母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 D～直流

母線電路[電路] 
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R-1-28 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-12 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-1-50 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-3-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-4-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-21 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【可搬型直流電源設備による給電】 

AM用直流 125V充電器 

軽油タンク 

軽油タンク出口ノズル・弁[燃料流

路] 

緊急用電源切替箱接続装置～直流母

線電路[電路] 

AM用動力変圧器～直流母線電路[電

路] 
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R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

DGFO-01 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消

火設備 

DGFO-02 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 

DGFO-03 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 

【代替所内電気設備による給電】 

緊急用断路器 

緊急用電源切替箱断路器 

緊急用電源切替箱接続装置 

AM用動力変圧器 

AM用 MCC 

AM用切替盤 

AM用操作盤 

非常用高圧母線 C系 

非常用高圧母線 D系 
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R-1-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-29 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-17 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-4-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-6-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-28 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【非常用交流電源設備】 

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送ポンプ 

軽油タンク 

燃料ディタンク 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系 

配管・弁[燃料流路] 

非常用ディーゼル発電機～非常用高

圧母線電路[電路] 

57 

R-4-2 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-4-3 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-4-4 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-6-2 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-6-11 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-6-15 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

DGFO-01 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消

火設備 

DGFO-02 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 

DGFO-03 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-22 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

・計装機器 

【原子炉圧力容器内の圧力】 

【原子炉圧力容器内の水位】 

【原子炉圧力容器への注水量】 

【原子炉格納容器への注水量】 

【原子炉格納容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の圧力】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の放射線量率】 

【未臨界の維持又は監視】 

【最終ヒートシンクの確保（代替循

環冷却系，格納容器圧力逃がし装置，

耐圧強化ベント系，残留熱除去系）】 

【格納容器バイパスの監視（原子炉

圧力容器内の状態，原子炉格納容器

内の状態，原子炉建屋内の状態）】 

【水源の確保】 

【使用済燃料貯蔵プールの監視】 

【その他】 
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R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-26 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-6 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-13 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-15 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-5-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-21 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-23 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

・計装機器 

【原子炉圧力容器内の圧力】 

【原子炉圧力容器内の水位】 

【原子炉圧力容器への注水量】 

【原子炉格納容器への注水量】 

【原子炉格納容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の圧力】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の放射線量率】 

【未臨界の維持又は監視】 

【最終ヒートシンクの確保（代替循

環冷却系，格納容器圧力逃がし装置，

耐圧強化ベント系，残留熱除去系）】 

【格納容器バイパスの監視（原子炉

圧力容器内の状態，原子炉格納容器

内の状態，原子炉建屋内の状態）】 

【水源の確保】 

【使用済燃料貯蔵プールの監視】 

【その他】（前ページからの続き） 
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R-6-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-1 
光電分離式煙感知器 

炎感知器 
消火器 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-6 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-25 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K6-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

FCVS-1 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-24 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【居住性の確保】 

中央制御室遮蔽 

中央制御室換気空調系給排気隔離弁

（MCR外気取入ダンパ，MCR非常用外

気取入ダンパ，MCR排気ダンパ），中

央制御室換気空調系ダクト（MCR外

気取入ダクト，MCR排気ダクト）[流

路] 

無線連絡設備（屋外アンテナ）［伝送

路］ 
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C-3-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【発電所内の通信連絡】 

無線連絡設備（常設） 

無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送

路] 

62 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-25 - 

 

6号炉 可搬型重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【逃がし安全弁用可搬型蓄電池によ

る減圧】 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

46 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【高圧窒素ガス供給系による作動窒

素ガス確保】 

高圧窒素ガスボンベ 

不燃材のため追加対策不要 

【耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱，水素ガス

及び酸素ガスの排出（代替循環冷却

系使用時の格納容器内の可燃性ガス

の排出を含む）】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

48,52 不燃材のため追加対策不要 

【代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器内の冷

却】 

ホース・接続口 

49 不燃材のため追加対策不要 

・計装設備 

【その他】 
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荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【居住性の確保】 

中央制御室可搬型陽圧化空調機 

中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮

設ダクト[流路] 

59   C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【発電所内の通信連絡】 

携帯型音声呼出電話設備 

無線連絡設備（可搬型） 

62    C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-26 - 

 

6号炉 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱，水

素ガス及び酸素ガスの排出（代替循

環冷却系使用時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む】 

ラプチャーディスク 

48,50,52 常設重大事故防止設備（48,50,52条）に記載 

【代替循環冷却系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱】 

復水移送ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

サージタンク，残留熱除去系 配

管・弁・ストレーナ，高圧炉心注水

系 配管・弁，復水補給水系 配管・

弁，給水系 配管・弁・スパージャ，

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 

50 
常設重大事故防止設備（47,48,49条）に記載 

※水源は海を使用 

【格納容器下部注水系（常設）（可搬

型）による原子炉格納容器下部への

注水】 

復水移送ポンプ 

コリウムシールド 

復水補給水系 配管・弁，高圧炉心

注水系 配管・弁［流路］ 

51 常設重大事故防止設備（47,48,49条）に記載 

【原子炉格納容器内不活性化による

原子炉格納容器の水素爆発防止】 

（不活性ガス系） 

52 常設重大事故防止設備（48,50条）に記載 

【耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器内の水素ガス及び酸素ガスの

排出（代替循環冷却使用時の格納容

器内の可燃性ガスの排出を含む）】 

サプレッション・チェンバ 

耐圧強化ベント系放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

52 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

【水素濃度及び酸素濃度の監視】 

格納容器内水素濃度(SA) 

格納容器内水素濃度 

格納容器内酸素濃度 

 

52 

 

常設重大事故防止設備（58条）に記載 

【静的触媒式水素再結合器による水

素濃度抑制】 

静的触媒式水素再結合器 

静的触媒式水素再結合器動作監視装

置 

【原子炉建屋内の水素濃度監視】 

原子炉建屋水素濃度 

53 常設重大事故防止設備（58条）に記載 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-27 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は火災

区画番号 
感知設備 消火設備 

【使用済燃料プールの監視】 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ

（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ

用空冷装置含む） 

54 常設重大事故防止設備（58条）に記載 

【重大事故等収束のための水源※水

源としては海も使用可能】 

サプレッション・チェンバ 

防火水槽 

淡水貯水池 

56 不燃材のため追加対策不要 

・計装機器 

【原子炉圧力容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の水素濃度】 

【原子炉格納容器内の酸素濃度】 

【原子炉建屋内の水素濃度】 

【最終ヒートシンクの確保（代替循

環冷却系）】 

【使用済燃料プールの監視】 

【発電所の通信設備】 

58 常設重大事故防止設備（58条）に記載 

【居住性の確保】 

中央制御室 

中央制御室待避室 

中央制御室待避室遮蔽（常設） 

中央制御室待避室陽圧化装置（配

管・弁）[流路] 

衛星電話設備（常設） 

データ表示装置（待避室） 

衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送

路］ 

59 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

【被ばく線量の低減】 

非常用ガス処理系フィルタ装置[流

路] 

非常用ガス処理系乾燥装置[流路] 

非常用ガス処理系排風機 

非常用ガス処理系 配管・弁[流路] 

主排気筒（内筒）[流路] 

原子炉建屋原子炉区域[流路] 

59 R-6-24 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【発電所内の通信連絡】 

有線（建屋内）[伝送路] 

衛星電話設備（常設） 

衛星電話設備（屋外アンテナ），無線

通信装置[伝送路] 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 

62 

C-3-6 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所外の通信連絡】 

衛星電話設備（常設） 

衛星電話設備（屋外アンテナ），衛星

無線通信装置，有線（建屋内）[伝送

路] 

総合原子力防災ネットワークを用い

た通信連絡設備 

データ伝送設備 

62 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-28 - 

 

6号炉 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【温度，圧力，水位，注水量の計測・

監視】 

可搬型計測器 

58 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保】 

差圧計 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

中央制御室退避室遮蔽（可搬型） 

中央制御室待避室空気陽圧化装置

（空気ボンベ） 

59 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

【照明の確保】 

可搬型蓄電池内蔵型照明 
59 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所内・外の通信連絡】 

衛星電話設備（可搬型） 
62 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-29 - 

 

7号炉 常設重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【代替制御棒挿入機能による制御棒

緊急挿入】 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構（水圧駆動） 

制御棒駆動系水圧制御ユニット 

制御棒駆動系 配管［流路］ 

44 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【原子炉冷却材再循環ポンプ停止に

よる原子炉出力抑制】 

ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポ

ンプ・トリップ機能） 

44 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【ほう酸水注入】 

ほう酸水注入系ポンプ 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 配管・弁，高圧炉

心注水系 配管・弁・スパージャ［流

路］ 

44 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【出力急上昇の防止】 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 
44 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-30 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【高圧代替注水系による原子炉の冷

却】 

高圧代替注水系ポンプ 

高圧代替注水系（蒸気系） 配管・

弁，主蒸気系 配管・弁，原子炉隔

離時冷却系（蒸気系） 配管・弁，

高圧代替注水系（注水系） 配管・

弁，復水補給水系 配管・弁，高圧

炉心注水系 配管・弁，残留熱除去

系 配管・弁（7号炉のみ），給水系 

配管・弁・スパージャ［流路］ 

45 

R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【原子炉隔離時冷却系による原子炉

の冷却】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配

管・弁，主蒸気系 配管・弁，原子

炉隔離時冷却系（注水系） 配管・

弁・ストレーナ，復水補給水系 配

管・弁，高圧炉心注水系 配管・弁，

給水系 配管・弁・スパージャ［流

路］ 

45 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B1F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-06 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【原子炉隔離時冷却系による原子炉

の冷却】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配

管・弁，主蒸気系 配管・弁，原子

炉隔離時冷却系（注水系） 配管・

弁・ストレーナ，復水補給水系 配

管・弁，高圧炉心注水系 配管・弁，

給水系 配管・弁・スパージャ［流

路］（前ページからの続き） 

45 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-03 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-25 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【高圧炉心注水系による原子炉の冷

却】 

高圧炉心注水系ポンプ 

高圧炉心注水系 配管・弁・ストレ

ーナ・スパージャ，復水補給水系 配

管・弁［流路］ 

 

45 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出ガ

ス消火設備 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【逃がし安全弁】 

逃がし安全弁[操作対象弁] 

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

主蒸気系 配管・クエンチャ[流路] 

 

【原子炉減圧の自動化※自動減圧機

能付き逃がし安全弁のみ】 

代替自動減圧ロジック（代替自動減

圧機能） 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 

 

【可搬型直流電源設備による減圧】 

AM用切替装置 

 

【高圧窒素ガス供給系による作動窒

素ガス確保】 

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

高圧窒素ガス供給系 配管・弁［流

路］ 

 

【インターフェイスシステム LOCA隔

離弁】 

高圧炉心注水系注入隔離弁 

 

【ブローアウトパネル】 

原子炉建屋ブローアウトパネル 
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R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-01 
光電分離式煙感知器 

炎感知器 
消火器 

K7-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【低圧代替注水系（常設）（可搬型）

による原子炉の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱除

去系 配管・弁・スパージャ，給水

系 配管・弁・スパージャ，高圧炉

心注水系 配管・弁［流路］ 
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R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-33 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【低圧代替注水系（常設）（可搬型）

による原子炉の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱除

去系 配管・弁・スパージャ，給水

系 配管・弁・スパージャ，高圧炉

心注水系 配管・弁［流路］（前ペー

ジからの続き） 
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R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-25 
煙吸引感知器 

炎感知器 
消火器 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-34 - 

 

 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【低圧注水】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレー

ナ・スパージャ，給水系 配管・弁・

スパージャ［流路］ 
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C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【原子炉停止時冷却】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・スパージ

ャ，給水系 配管・弁・スパージャ

［流路］ 
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C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出ガ

ス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-35 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【原子炉停止時冷却】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・スパージ

ャ，給水系 配管・弁・スパージャ

［流路］（前ページからの続き） 
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R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【代替原子炉補機冷却系による除熱

※水源は海を使用】 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サー

ジタンク，残留熱除去系 

熱交換器［流路］ 
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R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-25 
煙吸引感知器 

炎感知器 
消火器 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-36 - 

 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【代替原子炉補機冷却系による除熱

※水源は海を使用】 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サー

ジタンク，残留熱除去系，熱交換器

［流路］（前ページからの続き） 
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C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱，水素ガス

及び酸素ガスの排出（代替循環冷却

系使用時の格納容器内の可燃性ガス

の排出を含む）】 

遠隔手動弁操作設備 

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁，

耐圧強化ベント系（W/W，D/W) 配

管・弁，不活性ガス系 配管・弁，

非常用ガス処理系 配管・弁，主排

気筒（内筒）[流路] 

原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ，真空破壊弁を含む）[排

出元] 

48 

R-B3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-09 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B3F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-19 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-801 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-12 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-37 - 

 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は火災

区画番号 
感知設備 消火設備 

【耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱，水素ガス

及び酸素ガスの排出（代替循環冷却

系使用時の格納容器内の可燃性ガス

の排出を含む）】 

遠隔手動弁操作設備 

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁，

耐圧強化ベント系（W/W，D/W) 配

管・弁，不活性ガス系 配管・弁，

非常用ガス処理系 配管・弁，主排

気筒（内筒）[流路] 

原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ，真空破壊弁を含む）[排

出元] （前ページからの続き） 

48 

C-B2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【原子炉停止時冷却】 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード） 

48 常設重大事故防止設備（47条）に記載 

【格納容器スプレイ冷却】 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード） 

 

【サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却】 

残留熱除去系（サプレッション・チ

ェンバ・プール水冷却モード） 

48 常設重大事故防止設備（49条）に記載 

【格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱，水

素ガス及び酸素ガスの排出（代替循

環冷却系使用時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む）】 

フィルタ装置，よう素フィルタ， 

ドレン移送ポンプ，ドレンタンク， 

遠隔手動弁操作設備，フィルタベン

ト遮蔽壁，配管遮蔽 

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁，

格納容器圧力逃がし装置 配管・弁，

不活性ガス系 配管・弁，耐圧強化

ベント系 配管・弁［流路］ 

原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ，真空破壊弁を含む）[排出

元] 

48,50,52 

R-B3F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-38 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱，水

素ガス及び酸素ガスの排出（代替循

環冷却系使用時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む）】 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

ドレン移送ポンプ 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁，

格納容器圧力逃がし装置 配管・弁，

不活性ガス系 配管・弁，耐圧強化

ベント系 配管・弁［流路］ 

原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ，真空破壊弁を含む）[排出

元] 

（前ページからの続き） 

48,50,52 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09B 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【原子炉補機冷却系※水源は海を使

用】 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却水系 熱交換器 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・海水

ストレーナ，原子炉補機冷却系 サ

ージタンク［流路］ 

47,48，49 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

H-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

H-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

H-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出ガ

ス消火設備 

R-1F-03 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-39 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【原子炉補機冷却系※水源は海を使

用】 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却水系 熱交換器 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・海水

ストレーナ，原子炉補機冷却系 サ

ージタンク［流路］（前ページからの

続き） 

47,48，49 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-B1F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

【代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱除

去系 配管・弁，高圧炉心注水系 配

管・弁,格納容器スプレイ・ヘッダ[流

路]  

49 

R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B3F-25 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-40 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱

除去系 配管・弁，高圧炉心注水

系 配管・弁，格納容器スプレイ・

ヘッダ[流路] （前ページからの続

き） 

49 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-19 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

K7-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出ガ

ス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-41 - 

 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系 配管・弁，残留熱

除去系 配管・弁，高圧炉心注水

系 配管・弁，格納容器スプレイ・

ヘッダ[流路] （前ページからの続

き） 
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R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【格納容器スプレイ冷却系による原

子炉格納容器内の冷却】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系 熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレー

ナ，格納容器スプレイヘッダ［流路］ 

49 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出ガ

ス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K7-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-42 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【サプレッション・チェンバ・プー

ル水の冷却】 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレー

ナ［流路] 

49 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出ガ

ス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【燃料プール代替注水系（可搬型）

による常設，可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プール注水及

びスプレイ】 

常設スプレイヘッダ 

燃料プール代替注水系 配管・弁［流

路］ 

54 不燃材のため追加対策不要 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-43 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【重大事故等時における使用済燃料

プールの除熱】 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 

燃料プール冷却浄化系 熱交換器 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サー

ジタンク，燃料プール冷却浄化系 

配管・弁，燃料プール冷却浄化系 ス

キマサージタンク，燃料プール冷却

浄化系 ディフューザ［流路］ 

54 

R-2F-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2F-17 煙感知器・熱感知器 消火器 

常設重大事故防止設備(48条)に記載 

【使用済燃料プールの監視】 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA

広域) 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

(SA) 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ） 

54 常設重大事故防止設備(58条)に記載 

【重大事故等収束のための水源※水

源としては海も使用可能】 

復水貯蔵槽 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

56 不燃材のため追加対策不要 

【水の供給】 

CSP外部補給配管・弁[流路] 
56 不燃材のため追加対策不要 

【可搬型代替交流電源設備による給

電】 

軽油タンク 

軽油タンク出口ノズル・弁［燃料流

路］ 

緊急用電源切替箱接続装置電路～非

常用高圧母線 C系及び D系電路［電

路］ 

動力変圧器 C系～非常用高圧母線 C

系及び D系電路［電路］ 

緊急用電源切替箱接続装置～AM用

MCC電路［電路］ 

AM用動力変圧器～AM用 MCC電路［電

路］ 

57 

DGFO-04 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-05 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-06 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

【号炉間電力融通ケーブルによる給

電】 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル～非常用高

圧母線 C系及び D系電路，緊急用電

源切替箱接続装置～非常用高圧母線

C系及び D系電路［電路］ 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-44 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【所内蓄電式直流電源設備による給

電】 

直流 125V蓄電池 A 

直流 125V蓄電池 A-2 

AM用直流 125V蓄電池 

直流 125V充電器 A 

直流 125V充電器 A-2 

AM用直流 125V充電器 

直流 125V蓄電池及び充電器 A～直流

母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 A-2～直

流母線電路[電路] 

AM用直流125V蓄電池及び充電器～直

流母線電路[電路] 

 

【常設代替直流電源設備による給

電】 

AM用直流 125V蓄電池 

AM用直流 125V充電器 

AM用直流125V蓄電池及び充電器～直

流母線電路[電路] 

 

【非常用直流電源設備】 

直流 125V蓄電池 A 

直流 125V蓄電池 A-2 

直流 125V蓄電池 B※ 

直流 125V蓄電池 C※ 

直流 125V蓄電池 D※ 

直流 125V充電器 A 

直流 125V充電器 A-2 

直流 125V充電器 B※ 

直流 125V充電器 C※ 

直流 125V充電器 D※ 

直流 125V蓄電池及び充電器 A～直流

母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 A-2～直

流母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 B～直流

母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 C～直流

母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電器 D～直流

母線電路[電路] 

57 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-03 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-45 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【可搬型直流電源設備による給電】 

AM用直流 125V充電器 

軽油タンク 

軽油タンク出口ノズル・弁 

[燃料流路] 

緊急用電源切替箱接続装置～直流母

線電路[電路] 

AM用動力変圧器～直流母線電路[電

路] 

57 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

DGFO-04 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-05 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-06 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【代替所内電気設備による給電】 

緊急用高圧母線 

緊急用断路器 

緊急用電源切替箱断路器 

緊急用電源切替箱接続装置 

AM用動力変圧器 

AM用 MCC 

AM用切替盤 

AM用操作盤 

非常用高圧母線 C系 

非常用高圧母線 D系 

57 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-1F-19 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-12 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-16 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-46 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【非常用交流電源設備】 

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送ポンプ 

軽油タンク 

燃料ディタンク 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系 

配管・弁[燃料流路] 

非常用ディーゼル発電機～非常用高

圧母線電路[電路] 

57 

R-1F-03 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-3F-2 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-3F-11 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

R-3F-14 煙感知器・熱感知器 CO2消火設備 

DGFO-04 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-05 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-06 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

・計装機器 

【原子炉圧力容器内の圧力】 

【原子炉圧力容器内の水位】 

【原子炉圧力容器への注水量】 

【原子炉格納容器への注水量】 

【原子炉格納容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の圧力】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の放射線量率】 

【未臨界の維持又は監視】 

【最終ヒートシンクの確保（代替循

環冷却系，格納容器圧力逃がし装置，

耐圧強化ベント系，残留熱除去系）】 

【格納容器バイパスの監視（原子炉

圧力容器内の状態，原子炉格納容器

内の状態，原子炉建屋内の状態）】 

【水源の確保】 

【使用済燃料貯蔵プールの監視】 

【その他】 

58 

R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B3F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B2F-06 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-19 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-B1F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-06 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス消

火設備 

R-1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-47 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

・計装機器 

【原子炉圧力容器内の圧力】 

【原子炉圧力容器内の水位】 

【原子炉圧力容器への注水量】 

【原子炉格納容器への注水量】 

【原子炉格納容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の圧力】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の放射線量率】 

【未臨界の維持又は監視】 

【最終ヒートシンクの確保（代替循

環冷却系，格納容器圧力逃がし装置，

耐圧強化ベント系，残留熱除去系）】 

【格納容器バイパスの監視（原子炉

圧力容器内の状態，原子炉格納容器

内の状態，原子炉建屋内の状態）】 

【水源の確保】 

【使用済燃料貯蔵プールの監視】 

【その他】 

（前ページからの続き） 
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R-2F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-13 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4F-01 
光電分離式煙感知器 

炎感知器 
消火器 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09B 煙感知器・熱感知器 消火器 

K7-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

H-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

H-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

H-B2F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

FCVS-02 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

【居住性の確保】 

中央制御室生体遮蔽 

中央制御室換気空調系 

給排気隔離弁（MCR外気取入ダンパ，

MCR非常用外気取入ダンパ，MCR排気

ダンパ）[流路] 

中央制御室換気空調系ダクト（MCR外

気取入ダクト，MCR排気ダクト）[流

路] 

無線連絡設備（屋外アンテナ）［伝送

路］ 

59 

C-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所内の通信連絡】 

無線連絡設備（常設） 

無線連絡設備（屋外アンテナ） 

[伝送路] 

無線通信装置[伝送路] 

62 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-48 - 

 

7号炉 可搬型重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【逃がし安全弁用可搬型蓄電池によ

る減圧）】 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

46 R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【高圧窒素ガス供給系による作動窒

素ガス確保】 

高圧窒素ガスボンベ 

46 不燃材のため追加対策不要 

【耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱，水素ガス

及び酸素ガスの排出（代替循環冷却

系使用時の格納容器内の可燃性ガス

の排出を含む）】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

48,52 不燃材のため追加対策不要 

【代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器内の冷

却】 

ホース・接続口 

49 不燃材のため追加対策不要 

・計装設備 

【その他】 
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荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【居住性の確保】 

中央制御室可搬型陽圧化空調機中央

制御室可搬型陽圧化空調機用仮設ダ

クト[流路] 

59 C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【発電所内の通信連絡】 

携帯型音声呼出電話設備 

無線連絡設備（可搬型） 

62 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-49 - 

7号炉 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱，水

素ガス及び酸素ガスの排出（代替循

環冷却系使用時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む）】 

ラプチャーディスク 

48,50,52 常設重大事故防止設備(48,50条)に記載 

【代替循環冷却系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱】 

復水移送ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

サージタンク，残留熱除去系 配

管・弁・ストレーナ，高圧炉心注水

系 配管・弁，復水補給水系 配管・

弁，給水系 配管・弁・スパージャ，

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 

50 
常設重大事故防止設備(47,48,49条)に記載 

※水源は海を使用 

【格納容器下部注水系（常設）（可搬

型）による原子炉格納容器下部への

注水】 

復水移送ポンプ 

コリウムシールド 

復水補給水系 配管・弁，高圧炉心

注水系 配管・弁［流路］ 

51 常設重大事故防止設備(47,48,49条)に記載 

【原子炉格納容器内不活性化による

原子炉格納容器の水素爆発防止】 

（不活性ガス系） 

52 常設重大事故防止設備（48,50条）に記載 

【耐圧強化ベント系による原子炉格

納容器内の水素ガス及び酸素ガスの

排出（代替循環冷却使用時の格納容

器内の可燃性ガスの排出を含む）】 

サプレッション・チェンバ 

耐圧強化ベント系放射線モニタフィ

ルタ装置水素濃度 

52 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【水素濃度及び酸素濃度の監視】 

格納容器内水素濃度(SA) 

格納容器内水素濃度 

格納容器内酸素濃度 

52 常設重大事故防止設備(58条)に記載 

【静的触媒式水素再結合器による水

素濃度抑制】 

静的触媒式水素再結合器 

静的触媒式水素再結合器動作監視装

置 

【原子炉建屋内の水素濃度監視】 

原子炉建屋水素濃度 

53 常設重大事故防止設備(58条)に記載 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-50 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【使用済燃料プールの監視】 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ

（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ

用空冷装置含む） 

54 常設重大事故防止設備(58条)に記載 

【重大事故等収束のための水源※水

源としては海も使用可能】 

サプレッション・チェンバ 

防火水槽 

淡水貯水池 

56 不燃材のため追加対策不要 

・計装機器 

【原子炉圧力容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の水素濃度】 

【原子炉格納容器内の酸素濃度】 

【原子炉建屋内の水素濃度】 

【最終ヒートシンクの確保（代替循

環冷却系）】 

【使用済燃料プールの監視】 

【発電所の通信設備】 

58 常設重大事故防止設備(58条)に記載 

【居住性の確保】 

中央制御室 

中央制御室待避室 

中央制御室待避室遮蔽（常設） 

中央制御室待避室陽圧化装置（配

管・弁）[流路] 

衛星電話設備（常設） 

データ表示装置（待避室） 

衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送

路］ 

59 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【被ばく線量の低減】 

非常用ガス処理系フィルタ装置[流

路] 

非常用ガス処理系湿分除去装置[流

路] 

非常用ガス処理系排風機 

非常用ガス処理系 配管・弁[流路] 

主排気筒（内筒）[流路] 

原子炉建屋原子炉区域[流路] 

59 R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【発電所内の通信連絡】 

有線（建屋内）[伝送路] 

衛星電話設備（常設） 

衛星電話設備（屋外アンテナ），無線

通信装置[伝送路] 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 

62 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-51 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【発電所外の通信連絡】 

衛星電話設備（常設） 

衛星電話設備（屋外アンテナ）， 

衛星無線通信装置，有線（建屋内）[伝

送路] 

総合原子力防災ネットワークを用い

た通信連絡設備 

データ伝送設備 

62 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

7号炉 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【温度，圧力，水位，注水量の計測・

監視】 

可搬型計測器 

58 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保】 

差圧計 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

中央制御室退避室遮蔽（可搬型） 

中央制御室待避室空気陽圧化装置

（空気ボンベ） 

59 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【照明の確保】 

可搬型蓄電池内蔵型照明 
59 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所内・外の通信連絡】 

衛星電話設備（可搬型） 
62 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-52 - 

緊急時対策所（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所），屋外 

常設重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【非常用取水設備】 

スクリーン室 

取水路 

補機冷却用海水取水路 

補機冷却用海水取水槽 

海水貯留堰 

47,48,49 

50,54,56 
不燃材のため追加対策不要 

【常設代替交流電源設備による給

電】 

第一ガスタービン発電機 

軽油タンク 

第一ガスタービン発電機用燃料タン

ク 

第一ガスタービン発電機用燃料移送

ポンプ 

軽油タンク出口ノズル・弁[燃料流

路] 

第一ガスタービン発電機用燃料移送

系配管・弁[燃料流路] 

第一ガスタービン発電機～非常用高

圧母線 C系及び D系電路[電路] 

第一ガスタービン発電機～AM用 MCC

電路[電路] 

 

【燃料補給設備】 

軽油タンク 

軽油タンク出口ノズル・弁[流路] 

57 

GTG-01 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

DGFO-01 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-02 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-03 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-04 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-05 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

DGFO-06 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火

設備 

【居住性の確保（対策本部）（待機場

所）】 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）高気密室 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）（待機場所）遮蔽 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）二酸化炭素吸収装置,5号炉

原子炉建屋内緊急時対策所（待機場

所）室内遮蔽 

61 

K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

K5TSC-3F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

【通信連絡（5号炉原子炉建屋内緊急

時対策所）】 

無線連絡設備（常設） 

無線連絡設備（屋外アンテナ）［伝送

路］ 

 

61 K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

【電源の確保（5号炉原子炉建屋内緊

急時対策所）】 

負荷変圧器 

交流分電盤 

軽油タンク 

軽油タンク予備ノズル・弁［流路］ 

61 

K5TSC-3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-53 - 

緊急時対策所（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所），屋外 

可搬型重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【低圧代替注水系（可搬型）による

原子炉の冷却】 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

ホース・接続口[流路] 

47 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【代替原子炉補機冷却系による除熱

※水源は海を使用】 

熱交換器ユニット 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） 

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 

ホース[流路] 

48 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器内の冷

却】 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

ホース・接続口［流路］ 

49 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱，水

素ガス及び酸素ガスの排出（代替循

環冷却系使用時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む）】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

ホース・接続口［流路］ 

48,50 不燃材のため追加対策不要 

【重大事故等時における使用済燃料

プールの除熱】 

熱交換器ユニット 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） 

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 

ホース［流路］ 

54 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【燃料プール代替注水系（可搬型）

による常設，可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プール注水及

びスプレイ）】 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級） 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

ホース・接続口[流路] 

可搬型スプレイヘッダ 

54 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【重大事故等時における使用済燃料

プールの除熱】 

熱交換器ユニット 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） 

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 

ホース［流路］ 

54 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【水の供給】 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

ホース・接続口[流路] 

大容量送水車（海水取水用） 

ホース[流路] 

56 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-54 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【常設代替交流電源設備による給

電】 

タンクローリ（16kL） 

ホース[燃料流路] 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【可搬型代替交流電源設備による給

電】 

電源車 

タンクローリ（4kL） 

ホース[燃料流路] 

電源車～緊急用電源切替箱接続装置

電路[電路] 

電源車～動力変圧器 C系電路［電路］ 

電源車～AM用動力変圧器電路[電路] 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【可搬型代替交流電源設備による代

替原子炉補機冷却系への給電】 

電源車 

電源車～代替原子炉補機冷却系電路

［電路］ 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【可搬型直流電源設備による給電】 

電源車 

タンクローリ（4kL） 

ホース[燃料流路] 

電源車～緊急用電源切替箱接続装置

電路[電路] 

電源車～AM用動力変圧器電路[電路] 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【号炉間電力融通ケーブルによる給

電】 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

～緊急用電源切替箱接続装置電路

［電路］ 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【燃料補給設備】 

タンクローリ（4kL） 

ホース［燃料流路］ 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【その他】 

電源車電圧 

電源車周波数 

58 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【居住性の確保（対策本部）（待機場

所）】 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）（待機場所）可搬型陽圧化空

調機 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）（待機場所）可搬型陽圧化空

調機用仮設ダクト[流路] 

 

 

61 

 

K5TSC-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K5TSC-3F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-55 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【通信連絡（5号炉原子炉建屋内緊急

時対策所）】 

無線連絡設備（可搬型） 

携帯型音声呼出電話設備 

 

61 

 

K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

【電源の確保（5炉原子炉建屋内緊急

時対策所）】 

5炉原子炉建屋内緊急時対策所用可

搬型電源設備 

可搬ケーブル 

タンクローリ（4kL） 

61 

K5TSC-Y-01 煙感知器・熱感知器 消火器 

K5TSC-3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-56 - 

緊急時対策所（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所），屋外 

重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【重大事故等収束のための水源※水

源としては海も使用可能】 

サプレッション・チェンバ 

防火水槽 

淡水貯水池 

56 不燃材のため追加対策不要 

【モニタリング・ポストの代替交流

電源からの給電】 

モニタリング・ポスト用発電機 

60 

MPG-01 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

MPG-02 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

MPG-03 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【放射線量の代替測定】 

データ処理装置［伝送路］ 
60 K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

【気象観測装置の代替測定】 

データ処理装置［伝送路］ 
60 K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

【放射線量の測定】 

データ処理装置［伝送路］ 
60 K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保（対策本部）（待機場

所）】 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）（待機場所）  

5号炉屋外緊急連絡用インターフォ

ン 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（待機場所）陽圧化装置（配管・弁）

[流路] 

 

61 

K5TSC-3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

K5TSC-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K5TSC-3F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

【必要な情報の把握】 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 
61 K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

【通信連絡（5号炉原子炉建屋内緊

急時対策所）】 

衛星電話設備（常設） 

総合原子力防災ネットワークを用い

た通信連絡設備 

無線通信装置，衛星電話設備（屋外

アンテナ，衛星無線通信装置，有線

（建屋内）［伝送路］ 

61 K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-57 - 

 

緊急時対策所（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所），屋外 

重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【アクセスルート確保】 

ホイールローダ 
43 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱，

水素ガス及び酸素ガスの排出（代替

循環冷却系使用時の格納容器内の

可燃性ガスの排出を含む）】 

スクラバ水 pH制御設備 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

ホース・接続口[流路] 

可搬型窒素供給装置 

48,50,52 

FCVS-01 煙感知器・炎感知器 
消火器又は 

移動式消火設備 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【代替循環冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱】 

熱交換器ユニット 

大容量送水車（熱交換器ユニット

用） 

代替原子炉補機冷却海水ストレー

ナ 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

ホース[流路] 

50 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【格納容器下部注水系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水】 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

ホース・接続口[流路] 

51 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出】 

可搬型窒素供給装置 

52 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【大気への拡散抑制，大気への放射

性物質の拡散抑制※水源は海を使

用】 

大容量送水車(原子炉建屋放水設備

用） 

ホース[流路] 

放水砲 

54,55 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-58 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【海洋への放射性物質の拡散 

抑制】 

汚濁防止膜 

小型船舶（汚濁防止膜設置用） 

放射性物質吸着材 

55 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【航空機燃料火災消火※水源は海

を使用】 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用） 

ホース[流路] 

放水砲 

泡原液搬送車 

泡原液混合装置 

55 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

 

【放射線量の代替測定】 

可搬型モニタリングポスト 

 

60 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火設

備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火設

備 

【放射能観測車の代替測定装置】 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

GM汚染サーベイメータ 

NaIシンチレーションサーベイメー

タ 

60 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【放射線量の測定】 

可搬型モニタリングポスト 

電離箱サーベイメータ 

小型船舶（海上モニタリング用） 

61 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火設

備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消火設

備 

【放射性物質濃度（空気中・水中・

土壌中）及び海上モニタリング】 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

GM汚染サーベイメータ 

NaIシンチレーションサーベイメー

タ 

ZnSシンチレーションサーベイメー

タ 

電離箱サーベイメータ 

小型船舶（海上モニタリング用） 

60 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【気象観測設備の代替測定】 

可搬型気象観測装置 
60 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-59 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域又は

火災区画番号 
感知設備 消火設備 

【居住性の確保（対策本部）（待機

場所）】 

酸素濃度計（対策本部）（待機場所） 

二酸化炭素濃度計（対策本部）（待

機場所） 

差圧計（対策本部）（待機場所） 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）可搬型外気取入送風機 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）（待機場所）陽圧化装

置（空気ボンベ） 

可搬型エリアモニタ（対策本部）（待

機場所） 

61 

K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

K5TSC-3F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

【通信連絡（5号炉原子炉建屋内緊

急時対策所）】 

衛星電話設備（可搬型） 

61 K5TSC-3F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 
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